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本号で公布された条例のあらまし 

 
◇職員の定年等に関する条例の制定（栃木県条例第29号） 

地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴い、職員の定年を引き上げるとともに、管理監督職勤務上 

限年齢制及び定年前再任用短時間勤務制の導入等に関し必要な事項を定めるため、職員の定年等に関する条例 

の全部を改正することとしました。 

１ 定年による退職（第２条関係） 

定年退職日は、定年に達した日以後における最初の３月31日とすることとしました。 

２ 定年（第３条及び附則第２条関係） 

⑴ 職員の定年は、年齢65年とすることとしました。ただし、経過措置として61歳から段階的に引き上げる 

こととしました。 

⑵ 保健所その他の医療業務を行う機関において医療業務に従事する医師及び歯科医師に係る定年は、年齢 

70年とすることとしました。ただし、経過措置として66歳から段階的に引き上げることとしました。 

３ 管理監督職勤務上限年齢制 

 ⑴ 管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職は、次に掲げる職（保健所その他の医療業務を行う 

機関において医療業務に従事する医師及び歯科医師が占める職を除く。）とすることとしました。（第６ 

条関係） 

ア 職員の給与に関する条例第９条の２第１項、栃木県公立学校職員給与条例第８条の２及び栃木県企業 

局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第４条の規定による給料の特別調整額を支給される職員 

の職 

イ 警察法第62条に規定する警視又は警部の階級にある警察官（アに掲げる職を除く。） 

ウ ア及びイに掲げる職との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職 

 ⑵ 管理監督職勤務上限年齢は、年齢60年とすることとしました。（第７条関係） 

 ⑶ 任命権者は、他の職への降任等をすべき管理監督職を占める職員について、次に掲げる事由があると認 

めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して１年を超えない期間 

内で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占める職員に、当該管理監督職を占めたまま勤務 

をさせることができることとしました。 

ア 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該職員の他の職への降任等に 

より生ずる欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること。 

  イ 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の他の職への降任等による 

欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること。 

ウ 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、当該職員 

の他の職への降任等により公務の運営に著しい支障が生ずること。 

⑷ 任命権者は、⑶により異動期間を延長することができる場合を除き、他の職への降任等をすべき特定管 

理監督職群に属する管理監督職を占める職員について、当該特定管理監督職群に属する管理監督職の属す 

る職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該管理監督職についての適性を有すると認め 

られる職員（当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した職員を除く。）の数が当該管理監督 

職の数に満たない等の事情があるため、当該職員の他の職への降任等により当該管理監督職に生ずる欠員 

を容易に補充することができず業務の遂行に重大な障害が生ずると認めるときは、当該職員が占める管理 

監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して１年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、引き続 

き当該管理監督職を占めている職員に当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該職員を当該管理 

監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任することができることとしま 

した。（以上第９条関係） 

４ 定年前再任用短時間勤務職員の任用（第12条関係） 

  任命権者は、年齢60年に達した日以後に退職（臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて 

任用される職員及び非常勤職員が退職する場合を除く。）をした者を、従前の勤務実績その他の人事委員会 

規則で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の職に採用することができることとしました。 

５ 定年退職者等の暫定再任用 

 ⑴ 任命権者は、施行日前に退職した者等のうち、年齢65年に達する日以後における最初の３月31日（以下 
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本号で公布された条例のあらまし 

 
◇職員の定年等に関する条例の制定（栃木県条例第29号） 

地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴い、職員の定年を引き上げるとともに、管理監督職勤務上 

限年齢制及び定年前再任用短時間勤務制の導入等に関し必要な事項を定めるため、職員の定年等に関する条例 

の全部を改正することとしました。 

１ 定年による退職（第２条関係） 

定年退職日は、定年に達した日以後における最初の３月31日とすることとしました。 

２ 定年（第３条及び附則第２条関係） 

⑴ 職員の定年は、年齢65年とすることとしました。ただし、経過措置として61歳から段階的に引き上げる 

こととしました。 

⑵ 保健所その他の医療業務を行う機関において医療業務に従事する医師及び歯科医師に係る定年は、年齢 

70年とすることとしました。ただし、経過措置として66歳から段階的に引き上げることとしました。 

３ 管理監督職勤務上限年齢制 

 ⑴ 管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職は、次に掲げる職（保健所その他の医療業務を行う 

機関において医療業務に従事する医師及び歯科医師が占める職を除く。）とすることとしました。（第６ 

条関係） 

ア 職員の給与に関する条例第９条の２第１項、栃木県公立学校職員給与条例第８条の２及び栃木県企業 

局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第４条の規定による給料の特別調整額を支給される職員 

の職 

イ 警察法第62条に規定する警視又は警部の階級にある警察官（アに掲げる職を除く。） 

ウ ア及びイに掲げる職との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職 

 ⑵ 管理監督職勤務上限年齢は、年齢60年とすることとしました。（第７条関係） 

 ⑶ 任命権者は、他の職への降任等をすべき管理監督職を占める職員について、次に掲げる事由があると認 

めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して１年を超えない期間 

内で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占める職員に、当該管理監督職を占めたまま勤務 

をさせることができることとしました。 

ア 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該職員の他の職への降任等に 

より生ずる欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること。 

  イ 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の他の職への降任等による 

欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること。 

ウ 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、当該職員 

の他の職への降任等により公務の運営に著しい支障が生ずること。 

⑷ 任命権者は、⑶により異動期間を延長することができる場合を除き、他の職への降任等をすべき特定管 

理監督職群に属する管理監督職を占める職員について、当該特定管理監督職群に属する管理監督職の属す 

る職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該管理監督職についての適性を有すると認め 

られる職員（当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した職員を除く。）の数が当該管理監督 

職の数に満たない等の事情があるため、当該職員の他の職への降任等により当該管理監督職に生ずる欠員 

を容易に補充することができず業務の遂行に重大な障害が生ずると認めるときは、当該職員が占める管理 

監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して１年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、引き続 

き当該管理監督職を占めている職員に当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該職員を当該管理 

監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任することができることとしま 

した。（以上第９条関係） 

４ 定年前再任用短時間勤務職員の任用（第12条関係） 

  任命権者は、年齢60年に達した日以後に退職（臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて 

任用される職員及び非常勤職員が退職する場合を除く。）をした者を、従前の勤務実績その他の人事委員会 

規則で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の職に採用することができることとしました。 

５ 定年退職者等の暫定再任用 

 ⑴ 任命権者は、施行日前に退職した者等のうち、年齢65年に達する日以後における最初の３月31日（以下 

2 
 

「特定年齢到達年度の末日」という。）までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務 

を要する職に係る旧条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に 

基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができ 

ることとしました。 

 ⑵ 令和14（2032）年３月31日までの間、任命権者は、施行日以後に退職した者等のうち、特定年齢到達年 

度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新条例定年に 

達している者を、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、１年を超え 

ない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができることとしました。（以上附則 

第４条関係） 

 ⑶ 任命権者は、施行日前に退職した者等のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当 

該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る旧条例定年相当年齢に達している者を、従前の勤務実績そ 

の他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時 

間勤務の職に採用することができることとしました。 

 ⑷ 令和14（2032）年３月31日までの間、任命権者は、施行日以後に退職した者等のうち、特定年齢到達年 

度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新条例定年相当年 

齢に達している者を、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、１年を 

超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができることとしました。（以上附則 

第５条関係） 

６ 情報の提供及び勤務の意思の確認（附則第10条関係） 

  任命権者は、当分の間、職員が年齢60年に達する日の属する年度の前年度において、当該職員に対し、当 

該職員が年齢60年に達する日以後に適用される任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提供 

するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとすることとしま 

した。 

７ 施行期日等 

 ⑴ この条例は、一部を除き、令和５（2023）年４月１日から施行することとしました。 

 ⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

◇職員の給与に関する条例等の一部改正等（栃木県条例第30号） 

 地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴い、職員の定年の引上げ等に関し必要な事項を定めること 

等のため、次のとおり改廃をすることとしました。 

１ 職員の給与に関する条例関係 

 ⑴ 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給 

料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該定年前再任用短時 

間勤務職員の勤務時間を職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第２条第１項に規定する勤務時間で 

除して得た数を乗じて得た額とすることとしました。（第６条関係） 

 ⑵ 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の４月１日（⑶において「特 

定日」という。）以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び 

当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額とすることとしました。（附則第10項関  

係） 

 ⑶ 他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日（以下この⑶において「異 

動日」という。）の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に⑵により当該職 

員の受ける給料月額（以下この⑶において「特定日給料月額」という。）が異動日の前日に当該職員が受 

けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額（以下この⑶において「基礎給料月額」という。）に達し 

ないこととなる職員には、当分の間、特定日以後、⑵により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料 

月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給することとしました。（附則第12項関係） 

 ⑷ 所要の規定の整備をすることとしました。 

２ 栃木県公立学校職員給与条例関係 

 ⑴ 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給 

料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該定年前再任用短時 

間勤務職員の勤務時間を学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例第２条第１項に規定する勤務 

時間で除して得た数を乗じて得た額とすることとしました。（第７条関係） 
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「特定年齢到達年度の末日」という。）までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務 

を要する職に係る旧条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に 

基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができ 

ることとしました。 

 ⑵ 令和14（2032）年３月31日までの間、任命権者は、施行日以後に退職した者等のうち、特定年齢到達年 

度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新条例定年に 

達している者を、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、１年を超え 

ない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができることとしました。（以上附則 

第４条関係） 

 ⑶ 任命権者は、施行日前に退職した者等のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当 

該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る旧条例定年相当年齢に達している者を、従前の勤務実績そ 

の他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時 

間勤務の職に採用することができることとしました。 

 ⑷ 令和14（2032）年３月31日までの間、任命権者は、施行日以後に退職した者等のうち、特定年齢到達年 

度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新条例定年相当年 

齢に達している者を、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、１年を 

超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができることとしました。（以上附則 

第５条関係） 

６ 情報の提供及び勤務の意思の確認（附則第10条関係） 

  任命権者は、当分の間、職員が年齢60年に達する日の属する年度の前年度において、当該職員に対し、当 

該職員が年齢60年に達する日以後に適用される任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提供 

するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとすることとしま 

した。 

７ 施行期日等 

 ⑴ この条例は、一部を除き、令和５（2023）年４月１日から施行することとしました。 

 ⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

◇職員の給与に関する条例等の一部改正等（栃木県条例第30号） 

 地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴い、職員の定年の引上げ等に関し必要な事項を定めること 

等のため、次のとおり改廃をすることとしました。 

１ 職員の給与に関する条例関係 

 ⑴ 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給 

料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該定年前再任用短時 

間勤務職員の勤務時間を職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第２条第１項に規定する勤務時間で 

除して得た数を乗じて得た額とすることとしました。（第６条関係） 

 ⑵ 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の４月１日（⑶において「特 

定日」という。）以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び 

当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額とすることとしました。（附則第10項関  

係） 

 ⑶ 他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日（以下この⑶において「異 

動日」という。）の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に⑵により当該職 

員の受ける給料月額（以下この⑶において「特定日給料月額」という。）が異動日の前日に当該職員が受 

けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額（以下この⑶において「基礎給料月額」という。）に達し 

ないこととなる職員には、当分の間、特定日以後、⑵により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料 

月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給することとしました。（附則第12項関係） 

 ⑷ 所要の規定の整備をすることとしました。 

２ 栃木県公立学校職員給与条例関係 

 ⑴ 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給 

料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該定年前再任用短時 

間勤務職員の勤務時間を学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例第２条第１項に規定する勤務 

時間で除して得た数を乗じて得た額とすることとしました。（第７条関係） 
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 ⑵ 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の４月１日（⑶において「特 

定日」という。）以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び 

当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額とすることとしました。（附則第20項関  

係） 

 ⑶ 他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日（以下この⑶において「異 

動日」という。）の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に⑵により当該職 

員の受ける給料月額（以下この⑶において「特定日給料月額」という。）が異動日の前日に当該職員が受 

けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額（以下この⑶において「基礎給料月額」という。）に達し 

ないこととなる職員には、当分の間、特定日以後、⑵により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料 

月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給することとしました。（附則第22項関係） 

 ⑷ 所要の規定の整備をすることとしました。 

３ 栃木県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例関係 

  所要の規定の整備をすることとしました。 

４ 職員の退職手当に関する条例関係 

 ⑴ 当分の間、11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額に関する規定は、11年以上 

25年未満の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後における最初の３月31日以後その者の非違によ 

ることなく退職した者（定年の定めのない職を退職した者等を除く。）に対する退職手当の基本額につい 

て準用することとしました。（附則第17項関係） 

 ⑵ 当分の間、25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額に関する規定は、25年以上の期間勤 

続した者であって、60歳に達した日以後における最初の３月31日以後その者の非違によることなく退職し 

た者（定年の定めのない職を退職した者等を除く。）に対する退職手当の基本額について準用することと 

しました。（附則第18項関係） 

 ⑶ １の⑵及び２の⑵による職員の給料月額の改定は、給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の 

基本額に係る特例措置の対象とすることとしました。（附則第20項関係） 

 ⑷ 所要の規定の整備をすることとしました。 

５ 職員の服務の宣誓に関する条例、職員の分限に関する条例、職員の懲戒の手続、効果等に関する条例、学 

校職員の分限に関する条例、学校職員の懲戒に関する条例、学校職員定数条例、職員に対する特別褒賞金の 

授与に関する条例、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例、職員の育児休業 

等に関する条例、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例、学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関 

する条例、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例、栃木県警察職員に対する特別褒賞金の授与に関す 

る条例、一般職の任期付職員の採用等に関する条例、職員の高齢者部分休業に関する条例及び栃木県人事行 

政の運営等の状況の公表に関する条例関係 

 所要の規定の整備をすることとしました。 

６ 職員の再任用に関する条例関係 

  職員の再任用に関する条例は、廃止することとしました。 

７ 施行期日等 

 ⑴ この条例は、一部を除き、令和５（2023）年４月１日から施行することとしました。 

 ⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

 ⑶ 関係条例について所要の規定の整備をすることとしました。 

◇栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正（栃木県条例第31号） 

１ 児童福祉法の一部改正等に伴い、所要の規定の整備をすることとしました。（別表第１及び別表第２関   

係） 

２ この条例は、公布の日から施行することとしました。 

◇栃木県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正（栃木県条例第32号） 

１ 情報通信技術を利用する方法により申請等に係る手数料を納付することができるようにすること等のた   

め、所要の規定の整備をすることとしました。（題名及び第１条～第７条関係） 

２ 施行期日等 

 ⑴ この条例は、令和４（2022）年11月１日から施行することとしました。 

 ⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

 ⑶ 次の条例について、所要の規定の整備をすることとしました。 
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 ⑵ 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の４月１日（⑶において「特 

定日」という。）以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び 

当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額とすることとしました。（附則第20項関  

係） 

 ⑶ 他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日（以下この⑶において「異 

動日」という。）の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に⑵により当該職 

員の受ける給料月額（以下この⑶において「特定日給料月額」という。）が異動日の前日に当該職員が受 

けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額（以下この⑶において「基礎給料月額」という。）に達し 

ないこととなる職員には、当分の間、特定日以後、⑵により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料 

月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給することとしました。（附則第22項関係） 

 ⑷ 所要の規定の整備をすることとしました。 

３ 栃木県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例関係 

  所要の規定の整備をすることとしました。 

４ 職員の退職手当に関する条例関係 

 ⑴ 当分の間、11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額に関する規定は、11年以上 

25年未満の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後における最初の３月31日以後その者の非違によ 

ることなく退職した者（定年の定めのない職を退職した者等を除く。）に対する退職手当の基本額につい 

て準用することとしました。（附則第17項関係） 

 ⑵ 当分の間、25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額に関する規定は、25年以上の期間勤 

続した者であって、60歳に達した日以後における最初の３月31日以後その者の非違によることなく退職し 

た者（定年の定めのない職を退職した者等を除く。）に対する退職手当の基本額について準用することと 

しました。（附則第18項関係） 

 ⑶ １の⑵及び２の⑵による職員の給料月額の改定は、給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の 

基本額に係る特例措置の対象とすることとしました。（附則第20項関係） 

 ⑷ 所要の規定の整備をすることとしました。 

５ 職員の服務の宣誓に関する条例、職員の分限に関する条例、職員の懲戒の手続、効果等に関する条例、学 

校職員の分限に関する条例、学校職員の懲戒に関する条例、学校職員定数条例、職員に対する特別褒賞金の 

授与に関する条例、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例、職員の育児休業 

等に関する条例、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例、学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関 

する条例、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例、栃木県警察職員に対する特別褒賞金の授与に関す 

る条例、一般職の任期付職員の採用等に関する条例、職員の高齢者部分休業に関する条例及び栃木県人事行 

政の運営等の状況の公表に関する条例関係 

 所要の規定の整備をすることとしました。 

６ 職員の再任用に関する条例関係 

  職員の再任用に関する条例は、廃止することとしました。 

７ 施行期日等 

 ⑴ この条例は、一部を除き、令和５（2023）年４月１日から施行することとしました。 

 ⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

 ⑶ 関係条例について所要の規定の整備をすることとしました。 

◇栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正（栃木県条例第31号） 

１ 児童福祉法の一部改正等に伴い、所要の規定の整備をすることとしました。（別表第１及び別表第２関   

係） 

２ この条例は、公布の日から施行することとしました。 

◇栃木県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正（栃木県条例第32号） 

１ 情報通信技術を利用する方法により申請等に係る手数料を納付することができるようにすること等のた   

め、所要の規定の整備をすることとしました。（題名及び第１条～第７条関係） 

２ 施行期日等 

 ⑴ この条例は、令和４（2022）年11月１日から施行することとしました。 

 ⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

 ⑶ 次の条例について、所要の規定の整備をすることとしました。 
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  ア 職員等の旅費に関する条例（第４条及び第13条関係） 

  イ 栃木県県税条例（第111条関係） 

  ウ 栃木県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例（第２条関係）  

◇栃木県手数料条例の一部改正（栃木県条例第33号） 

１ 教育職員免許法等の一部改正に伴い、所要の規定の整備をすることとしました。（別表第１関係） 

２ この条例は、公布の日から施行することとしました。 

◇特定非営利活動促進法施行条例の一部改正（栃木県条例第34号） 

１ 特定非営利活動促進法に基づく申請等に関し情報通信技術を利用する方法により行うことができるように 

することとしました。（第16条及び第17条関係） 

２ 所要の規定の整備をすることとしました。 

３ この条例は、令和４（2022）年12月１日から施行することとしました。 

◇栃木県道路占用料徴収条例の一部改正（栃木県条例第35号） 

１ 防災拠点自動車駐車場に設ける備蓄倉庫等の施設の道路占用料及び洪水等からの一時的な避難場所として 

の機能を有する堅固な施設の道路占用料を新設することとしました。（別表関係） 

２ この条例は、令和４（2022）年11月１日から施行することとしました。 

◇栃木県建築基準条例等の一部改正（栃木県条例第36号） 

１ 建築基準法の一部改正に伴い、次の条例について所要の規定の整備をすることとしました。 

⑴ 栃木県建築基準条例（第45条関係） 

⑵ 栃木県手数料条例（別表第１関係） 

⑶ 栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例（別表第１関係） 

２ この条例は、公布の日から施行することとしました。 
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担
法
（

昭
和
2
3
年
法

律
第
1
3
5
号

）
第
１

条
に

規
定

す
る
職

員
（
以

下
「
職

員
」

と
い
う

。
）

の
定

年
等

に
関

し
必
要

な
事
項

を
定
め

る
も

の
と
す

る
。

 

 
 

 
 

第
２

章
 

定
年
制

度
 

（
定

年
に
よ

る
退
職

）
 

第
２

条
 
法

第
2
8
条

の
６
第

１
項

の
条
例

で
定
め

る
日
は

、
定

年
に
達

し
た
日

以
後
に

お
け

る
最
初

の
３
月

3
1
日

（
以
下

「
定
年

退
職
日

」
と
い

う
。

）
と
す

る
。

 

 
（

定
年
）

 

第
３

条
 
法

第
2
8
条

の
６
第

２
項

の
条
例

で
定
め

る
定
年

は
、

年
齢
6
5
年

と
す

る
。

 

２
 

前
項
の

規
定
に

か
か
わ

ら
ず

、
保
健

所
そ
の

他
の
医

療
業

務
を
行

う
機
関

に
お
い

て
医

療
業
務

に
従
事

す
る
医

師
及

び
歯
科

医
師
に

係
る
法

第
2
8
条

の
６

第
２
項

の
条
例

で
 

定
め

る
定
年

は
、
年

齢
7
0
年

と
す

る
。

 

（
定

年
に
よ

る
退
職

の
特
例

）
 

第
４

条
 
任

命
権
者

は
、
定

年
に

達
し
た

職
員
が

法
第
2
8
条
の

６
第
１

項
の
規

定
に
よ

り
退

職
す
べ

き
こ
と

と
な
る

場
合

に
お
い

て
、
次

に
掲
げ

る
事

由
が
あ

る
と
認

め
る
と

き
 

は
、

同
項
の

規
定
に

か
か
わ

ら
ず

、
当
該

職
員
に

係
る
定

年
退

職
日
の

翌
日
か

ら
起
算

し
て

１
年
を

超
え
な

い
範
囲

内
で

期
限
を

定
め
、

当
該
職

員
を

当
該
定

年
退
職

日
に
お

 

い
て

従
事
し

て
い
る

職
務
に

従
事

さ
せ
る

た
め
、

引
き
続

き
勤

務
さ
せ

る
こ
と

が
で
き

る
。

た
だ
し

、
第
９

条
の
規

定
に

よ
り
異

動
期
間

（
同
条

第
１

項
に
規

定
す
る

異
動
期
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栃

木
県
条

例
第
2
9
号

 

 
 

 
 

職
員

の
定

年
等
に

関
す

る
条
例

 

 
 

職
員
の

定
年
等

に
関
す

る
条

例
（
昭

和
5
9
年

栃
木
県

条
例

第
２
号

）
の
全

部
を
改

正
す

る
。

 

 
目

次
 

 
 

第
１
章

 
総
則

（
第
１

条
）

 

 
 

第
２
章

 
定
年

制
度
（

第
２

条
―
第

５
条
）

 

 
 

第
３
章

 
管
理

監
督
職

勤
務

上
限
年

齢
制
（

第
６
条

―
第

1
1
条
）

 

 
 

第
４
章

 
定
年

前
再
任

用
短

時
間
勤

務
制
（

第
1
2
条

）
 

 
 

第
５
章

 
雑
則

（
第
1
3
条
）

 

 
 

附
則

 

 
 

 
 

第
１

章
 

総
則

 

 
 

（
趣
旨

）
 

 
第

１
条
 

こ
の

条
例

は
、

地
方

公
務

員
法

（
昭

和
2
5
年

法
律

第
2
6
1
号

。
以

下
「

法
」

と
い

う
。

）
第

2
2
条

の
４

第
１

項
及

び
第

２
項

、
第

2
8
条

の
２

、
第

2
8
条

の
５

、
第

2
8
条

 

の
６

第
１

項
か

ら
第

３
項

ま
で

並
び

に
第

2
8
条

の
７

並
び

に
警

察
法

（
昭

和
2
9
年

法
律

第
1
6
2
号

）
第

5
6
条

の
４

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
県

の
職

員
及

び
市

町
村

立
学

校
 

職
員

給
与
負

担
法
（

昭
和
2
3
年
法

律
第
1
3
5
号

）
第
１

条
に

規
定

す
る
職

員
（
以

下
「
職

員
」

と
い
う

。
）

の
定

年
等

に
関

し
必
要

な
事
項

を
定
め

る
も

の
と
す

る
。

 

 
 

 
 

第
２

章
 

定
年
制

度
 

（
定

年
に
よ

る
退
職

）
 

第
２

条
 
法

第
2
8
条

の
６
第

１
項

の
条
例

で
定
め

る
日
は

、
定

年
に
達

し
た
日

以
後
に

お
け

る
最
初

の
３
月

3
1
日

（
以
下

「
定
年

退
職
日

」
と
い

う
。

）
と
す

る
。

 

 
（

定
年
）

 

第
３

条
 
法

第
2
8
条

の
６
第

２
項

の
条
例

で
定
め

る
定
年

は
、

年
齢
6
5
年

と
す

る
。

 

２
 

前
項
の

規
定
に

か
か
わ

ら
ず

、
保
健

所
そ
の

他
の
医

療
業

務
を
行

う
機
関

に
お
い

て
医

療
業
務

に
従
事

す
る
医

師
及

び
歯
科

医
師
に

係
る
法

第
2
8
条

の
６

第
２
項

の
条
例

で
 

定
め

る
定
年

は
、
年

齢
7
0
年

と
す

る
。

 

（
定

年
に
よ

る
退
職

の
特
例

）
 

第
４

条
 
任

命
権
者

は
、
定

年
に

達
し
た

職
員
が

法
第
2
8
条
の

６
第
１

項
の
規

定
に
よ

り
退

職
す
べ

き
こ
と

と
な
る

場
合

に
お
い

て
、
次

に
掲
げ

る
事

由
が
あ

る
と
認

め
る
と

き
 

は
、

同
項
の

規
定
に

か
か
わ

ら
ず

、
当
該

職
員
に

係
る
定

年
退

職
日
の

翌
日
か

ら
起
算

し
て

１
年
を

超
え
な

い
範
囲

内
で

期
限
を

定
め
、

当
該
職

員
を

当
該
定

年
退
職

日
に
お

 

い
て

従
事
し

て
い
る

職
務
に

従
事

さ
せ
る

た
め
、

引
き
続

き
勤

務
さ
せ

る
こ
と

が
で
き

る
。

た
だ
し

、
第
９

条
の
規

定
に

よ
り
異

動
期
間

（
同
条

第
１

項
に
規

定
す
る

異
動
期

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

間
を

い
う
。

以
下
こ

の
項
及

び
次

項
に
お

い
て
同

じ
。
）

（
同

条
第
１

項
又
は

第
２
項

の
規

定
に
よ

り
延
長

さ
れ
た

異
動

期
間
を

含
む
。

）
を
延

長
し

た
職
員

で
あ
っ

て
、
定

 

年
退

職
日
に

お
い
て

管
理
監

督
職

（
第
６

条
に
規

定
す
る

職
を

い
う
。

以
下
こ

の
条
及

び
次

章
に
お

い
て
同

じ
。
）

を
占

め
て
い

る
職
員

に
つ
い

て
は

、
第
９

条
第
１

項
又
は

 

第
２

項
の
規

定
に
よ

り
当
該

定
年

退
職
日

ま
で
当

該
異
動

期
間

を
延
長

し
た
場

合
で
あ

っ
て

、
引
き

続
き
勤

務
さ
せ

る
こ

と
に
つ

い
て
人

事
委
員

会
の

承
認
を

得
た
と

き
に
限

 

る
も

の
と
し

、
当
該

期
限
は

、
当

該
職
員

が
占
め

て
い
る

管
理

監
督
職

に
係
る

異
動
期

間
の

末
日
の

翌
日
か

ら
起
算

し
て

３
年
を

超
え
る

こ
と
が

で
き

な
い
。

 

(
1
)
?
当

該
職

務
が
高

度
の
知

識
、

技
能
又

は
経
験

を
必
要

と
す

る
も
の

で
あ
る

た
め
、

当
該

職
員
の

退
職
に

よ
り
生

ず
る

欠
員
を

容
易
に

補
充
す

る
こ

と
が
で

き
ず
公

務
の
運

 

営
に

著
し
い

支
障
が

生
ず
る

こ
と

。
 

 
(
2
)
?
当
該

職
務
に

係
る
勤

務
環

境
そ
の

他
の
勤

務
条
件

に
特

殊
性
が

あ
る
た

め
、
当

該
職

員
の
退

職
に
よ

る
欠
員

を
容

易
に
補

充
す
る

こ
と
が

で
き

ず
公
務

の
運
営

に
著
し

い
 

支
障

が
生
ず

る
こ
と

。
 

 
(
3
)
?
当
該

職
務
を

担
当
す

る
者

の
交
替

が
当
該

業
務
の

遂
行

上
重
大

な
障
害

と
な
る

特
別

の
事
情

が
あ
る

た
め
、

当
該

職
員
の

退
職
に

よ
り
公

務
の

運
営
に

著
し
い

支
障
が

生
 

ず
る

こ
と
。

 

２
 

任
命

権
者

は
、

前
項

の
期

限
又

は
こ

の
項

の
規

定
に

よ
り

延
長

さ
れ

た
期

限
が

到
来

す
る

場
合

に
お

い
て

、
前

項
各

号
に

掲
げ

る
事

由
が

引
き

続
き

あ
る

と
認

め
る

と
き

 

は
、

人
事
委

員
会
の

承
認
を

得
て

、
こ
れ

ら
の
期

限
の
翌

日
か

ら
起
算

し
て
１

年
を
超

え
な

い
範
囲

内
で
期

限
を
延

長
す

る
こ
と

が
で
き

る
。
た

だ
し

、
当
該

期
限
は

、
当
該

 

職
員

に
係
る

定
年
退

職
日
（

同
項

た
だ
し

書
に
規

定
す
る

職
員

に
あ
っ

て
は
、

当
該
職

員
が

占
め
て

い
る
管

理
監
督

職
に

係
る
異

動
期
間

の
末
日

）
の

翌
日
か

ら
起
算

し
て
３

 

年
を

超
え
る

こ
と
が

で
き
な

い
。

 

３
 

任
命
権

者
は
、

第
１
項

の
規

定
に
よ

り
職
員

を
引
き

続
き

勤
務
さ

せ
る
場

合
又
は

前
項

の
規
定

に
よ
り

期
限
を

延
長

す
る
場

合
に
は

、
当
該

職
員

の
同
意

を
得
な

け
れ
ば

な
 

ら
な

い
。

 

４
 

任
命
権

者
は
、

第
１
項

の
規

定
に
よ

り
引
き

続
き
勤

務
す

る
こ
と

と
さ
れ

た
職
員

及
び

第
２
項

の
規
定

に
よ
り

期
限

が
延
長

さ
れ
た

職
員
に

つ
い

て
、
第

１
項
の

期
限
又

は
 

第
２

項
の
規

定
に
よ

り
延
長

さ
れ

た
期
限

が
到
来

す
る
前

に
第

１
項
各

号
に
掲

げ
る
事

由
が

な
く
な

っ
た
と

認
め
る

と
き

は
、
当

該
職
員

の
同
意

を
得

て
、
期

日
を
定

め
て
当

 

該
期

限
を
繰

り
上
げ

る
も
の

と
す

る
。

 

５
 

前
各
項

の
規
定

を
実
施

す
る

た
め
に

必
要
な

手
続
は

、
人

事
委
員

会
規
則

で
定
め

る
。

 

 
（

定
年
に

関
す
る

施
策
の

調
査

等
）

 

第
５

条
 
知

事
は
、

職
員
の

定
年

に
関
す

る
事
務

の
適
正

な
運

営
を
確

保
す
る

た
め
、

職
員

の
定
年

に
関
す

る
制
度

の
実

施
に
関

す
る
施

策
を
調

査
研

究
し
、

そ
の
権

限
に
属

す
 

る
事

務
に
つ

い
て
適

切
な
方

策
を

講
ず
る

も
の
と

す
る
。

 

第
３

章
 
管

理
監
督

職
勤
務

上
限

年
齢
制

 

 
（

管
理
監

督
職
勤

務
上
限

年
齢

制
の
対

象
と
な

る
管
理

監
督

職
）

 

第
６

条
 
法

第
2
8
条

の
２
第

１
項

の
条
例

で
定
め

る
職
は

、
次

に
掲
げ

る
職
（

保
健
所

そ
の

他
の
医

療
業
務

を
行
う

機
関

に
お
い

て
医
療

業
務
に

従
事

す
る
医

師
及
び

歯
科
医

師
 

が
占

め
る
職

を
除
く

。
）
と

す
る

。
 

(
1
)
?
職

員
の

給
与
に

関
す
る

条
例

（
昭
和

2
7
年
栃

木
県
条

例
第

１
号
）

第
９
条

の
２
第

１
項

、
栃
木

県
公
立

学
校
職

員
給

与
条
例

（
昭
和

3
2
年
栃

木
県

条
例
第

3
4
号
）

第
８
条

 

の
２

及
び
栃

木
県
企

業
局
企

業
職

員
の
給

与
の
種

類
及
び

基
準

に
関
す

る
条
例

（
昭
和

4
1
年

栃
木

県
条
例

第
5
3
号

）
第

４
条

の
規
定

に
よ
る

給
料
の

特
別

調
整
額

を
支
給

さ
 

れ
る

職
員
の

職
 

(
2
)
?
警

察
法

第
6
2
条

に
規
定

す
る

警
視
又

は
警
部

の
階
級

に
あ

る
警
察

官
（
前

号
に
掲

げ
る

職
を
除

く
。
）

 

(
3
)
?
前

２
号

に
掲
げ

る
職
と

の
権

衡
上
必

要
が
あ

る
と
認

め
ら

れ
る
も

の
と
し

て
人
事

委
員

会
規
則

で
定
め

る
職

 

 
（

管
理
監

督
職
勤

務
上
限

年
齢

）
 

第
７

条
 
法

第
2
8
条

の
２
第

２
項

の
条
例

で
定
め

る
管
理

監
督

職
勤
務

上
限
年

齢
は
、

年
齢

6
0
年
と

す
る
。
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（
他

の
職
へ

の
降
任

等
を
行

う
に

当
た
っ

て
遵
守

す
べ
き

基
準

）
 

第
８

条
 
任

命
権
者

は
、
法

第
2
8
条

の
２

第
４
項

に
規
定

す
る

他
の
職

へ
の
降

任
等
（

以
下

こ
の
章

に
お
い

て
「
他

の
職

へ
の
降

任
等
」

と
い
う

。
）

を
行
う

に
当
た

っ
て
は

、
 

法
第

1
3
条
、

第
1
5
条

、
第
2
3
条
の

３
、
第

2
7
条
第

１
項
及

び
第

5
6
条
に

定
め
る

も
の
の

ほ
か

、
次
に

掲
げ
る

基
準
を

遵
守

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

(
1
)
?
当

該
職

員
の
人

事
評
価

の
結

果
又
は

勤
務
の

状
況
及

び
職

務
経
験

等
に
基

づ
き
、

降
任

又
は
転

任
（
降

給
を
伴

う
転

任
に
限

る
。
）

（
以
下

こ
の

条
及
び

第
1
0
条

に
お
い

 

て
「

降
任
等

」
と
い

う
。
）

を
し

よ
う
と

す
る
職

の
属
す

る
職

制
上
の

段
階
の

標
準
的

な
職

に
係
る

法
第

1
5
条

の
２

第
１

項
第
５

号
に
規

定
す
る

標
準

職
務
遂

行
能
力

（
次

 

条
第

３
項
に

お
い
て

「
標
準

職
務

遂
行
能

力
」
と

い
う
。

）
及

び
当
該

降
任
等

を
し
よ

う
と

す
る
職

に
つ
い

て
の
適

性
を

有
す
る

と
認
め

ら
れ
る

職
に

、
降
任

等
を
す

る
こ

 

と
。

 

 
(
2
)
?
人
事

の
計
画

そ
の
他

の
事

情
を
考

慮
し
た

上
で
、

管
理

監
督
職

以
外
の

職
又
は

管
理

監
督
職

勤
務
上

限
年
齢

が
当

該
職
員

の
年
齢

を
超
え

る
管

理
監
督

職
の
う

ち
で
き

る
 

限
り

上
位
の

職
制
上

の
段
階

に
属

す
る
職

に
、
降

任
等
を

す
る

こ
と
。

 

 
(
3
)
?
当
該

職
員
の

他
の
職

へ
の

降
任
等

を
す
る

際
に
、

当
該

職
員
が

占
め
て

い
た
管

理
監

督
職
が

属
す
る

職
制
上

の
段

階
よ
り

上
位
の

職
制
上

の
段

階
に
属

す
る
管

理
監
督

職
 

を
占

め
る
職

員
（
以

下
こ
の

号
に

お
い
て

「
上
位

職
職
員

」
と

い
う
。

）
の
他

の
職
へ

の
降

任
等
も

す
る
場

合
に
は

、
第

１
号
に

掲
げ
る

基
準
に

従
っ

た
上
で

の
状
況

そ
の

 

他
の

事
情
を

考
慮
し

て
や
む

を
得

な
い
と

認
め
ら

れ
る
場

合
を

除
き
、

上
位
職

職
員
の

降
任

等
を
し

た
職
が

属
す
る

職
制

上
の
段

階
と
同

じ
職
制

上
の

段
階
又

は
当
該

職
制

 

上
の

段
階
よ

り
下
位

の
職
制

上
の

段
階
に

属
す
る

職
に
、

降
任

等
を
す

る
こ
と

。
 

２
 

前
項

の
規

定
は

、
警

察
法

第
5
6
条

の
４

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
任

命
に

つ
い

て
準

用
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
前

項
中

「
任

命
権

者
」

と
あ

る
の

は
「

警
察

本
部
 

長
」

と
、
「

法
第
2
8
条

の
２

第
４

項
に
規

定
す
る

他
の
職

へ
の

降
任
等

（
以
下

こ
の
章

に
お

い
て
「

他
の
職

へ
の
降

任
等

」
と
い

う
。
）

」
と
あ

る
の

は
「
警

察
法
第

5
6
条
の

 

２
第

１
項
に

規
定
す

る
特
定

地
方

警
務
官

（
以
下

「
特
定

地
方

警
務
官

」
と
い

う
。
）

に
対

し
、
同

法
第

5
6
条

の
４

第
１

項
の
規

定
に
よ

る
任
命

（
以

下
「
特

定
任
命

」
と
い

 

う
。

）
」

と
、

同
項

第
１

号
か

ら
第

３
号

ま
で

の
規

定
中

「
職

員
」

と
あ

る
の

は
「

特
定

地
方

警
務

官
」

と
、

同
項

第
１

号
中

「
降

任
又

は
転

任
（

降
給

を
伴

う
転

任
に

限
あ

 

る
。

）
（
以

下
こ
の

条
及
び

第
1
0
条

に
お

い
て
「

降
任
等

」
と

い
う
。

）
」
と

あ
る
の

は
「

特
定
任

命
」
と

、
「
降

任
等

を
」
と

あ
る
の

は
「
特

定
任

命
を
」

と
、
同

項
第
２

 

号
中

「
降
任

等
」
と

あ
る
の

は
「

特
定
任

命
」
と

、
同
項

第
３

号
中
「

他
の
職

へ
の
降

任
等

」
と
あ

る
の
は

「
特
定

任
命

」
と
、

「
降
任

等
を
し

た
」

と
あ
る

の
は
「

特
定
任

 

命
を

し
た
」

と
、
「

、
降
任

等
」

と
あ
る

の
は
「

、
特
定

任
命

」
と
読

み
替
え

る
も
の

と
す

る
。

 

 
（

管
理
監

督
職
勤

務
上
限

年
齢

に
よ
る

降
任
等

及
び
管

理
監

督
職
へ

の
任
用

の
制
限

の
特

例
）

 

第
９

条
 
任

命
権
者

は
、
他

の
職

へ
の
降

任
等
を

す
べ
き

管
理

監
督
職

を
占
め

る
職
員

に
つ

い
て
、

次
に
掲

げ
る
事

由
が

あ
る
と

認
め
る

と
き
は

、
当

該
職
員

が
占
め

る
管
理

監
 

督
職

に
係
る

異
動
期

間
（
当

該
管

理
監
督

職
に
係

る
管
理

監
督

職
勤
務

上
限
年

齢
に
達

し
た

日
の
翌

日
か
ら

同
日
以

後
に

お
け
る

最
初
の

４
月
１

日
ま

で
の
間

を
い
う

。
以
下

 

こ
の

章
に
お

い
て
同

じ
。
）

の
末

日
の
翌

日
か
ら

起
算
し

て
１

年
を
超

え
な
い

期
間
内

（
当

該
期
間

内
に
定

年
退
職

日
が

あ
る
職

員
に
あ

っ
て
は

、
当

該
異
動

期
間
の

末
日
の

 

翌
日

か
ら
定

年
退
職

日
ま
で

の
期

間
内
。

第
３
項

に
お
い

て
同

じ
。
）

で
当
該

異
動
期

間
を

延
長
し

、
引
き

続
き
当

該
管

理
監
督

職
を
占

め
る
職

員
に

、
当
該

管
理
監

督
職
を

 

占
め

た
ま
ま

勤
務
を

さ
せ
る

こ
と

が
で
き

る
。

 

(
1
)
?
当

該
職

務
が
高

度
の
知

識
、

技
能
又

は
経
験

を
必
要

と
す

る
も
の

で
あ
る

た
め
、

当
該

職
員
の

他
の
職

へ
の
降

任
等

に
よ
り

生
ず
る

欠
員
を

容
易

に
補
充

す
る
こ

と
が
で

 

き
ず

公
務
の

運
営
に

著
し
い

支
障

が
生
ず

る
こ
と

。
 

 
(
2
)
?
当
該

職
務
に

係
る
勤

務
環

境
そ
の

他
の
勤

務
条
件

に
特

殊
性
が

あ
る
た

め
、
当

該
職

員
の
他

の
職
へ

の
降
任

等
に

よ
る
欠

員
を
容

易
に
補

充
す

る
こ
と

が
で
き

ず
公
務

の
 

運
営

に
著
し

い
支
障

が
生
ず

る
こ

と
。

 

 
(
3
)
?
当
該

職
務
を

担
当
す

る
者

の
交
替

が
当
該

業
務
の

遂
行

上
重
大

な
障
害

と
な
る

特
別

の
事
情

が
あ
る

た
め
、

当
該

職
員
の

他
の
職

へ
の
降

任
等

に
よ
り

公
務
の

運
営
に

著
 

し
い

支
障
が

生
ず
る

こ
と
。

 

２
 

任
命
権

者
は
、

前
項
又

は
こ

の
項
の

規
定
に

よ
り
異

動
期

間
（
こ

れ
ら
の

規
定
に

よ
り

延
長
さ

れ
た
期

間
を
含

む
。

）
が
延

長
さ
れ

た
管
理

監
督

職
を
占

め
る
職

員
に
つ

い
 

て
、

前
項
各

号
に
掲

げ
る
事

由
が

引
き
続

き
あ
る

と
認
め

る
と

き
は
、

人
事
委

員
会
の

承
認

を
得
て

、
延
長

さ
れ
た

当
該

異
動
期

間
の
末

日
の
翌

日
か

ら
起
算

し
て
１

年
を
超

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

え
な

い
期
間

内
（
当

該
期
間

内
に

定
年
退

職
日
が

あ
る
職

員
に

あ
っ
て

は
、
延

長
さ
れ

た
当

該
異
動

期
間
の

末
日
の

翌
日

か
ら
定

年
退
職

日
ま
で

の
期

間
内
。

第
４
項

に
お
い

 
 

て
同

じ
。
）

で
延
長

さ
れ
た

当
該

異
動
期

間
を
更

に
延
長

す
る

こ
と
が

で
き
る

。
た
だ

し
、

更
に
延

長
さ
れ

る
当
該

異
動

期
間
の

末
日
は

、
当
該

職
員

が
占
め

る
管
理

監
督
職

 
 

に
係

る
異
動

期
間
の

末
日
の

翌
日

か
ら
起

算
し
て

３
年
を

超
え

る
こ
と

が
で
き

な
い
。

 

３
 

任
命
権

者
は
、

第
１
項

の
規

定
に
よ

り
異
動

期
間
を

延
長

す
る
こ

と
が
で

き
る
場

合
を

除
き
、

他
の
職

へ
の
降

任
等

を
す
べ

き
特
定

管
理
監

督
職

群
（
職

務
の
内

容
が
相

互
 

に
類

似
す
る

複
数
の

管
理
監

督
職

で
あ
っ

て
、
こ

れ
ら
の

欠
員

を
容
易

に
補
充

す
る
こ

と
が

で
き
な

い
年
齢

別
構
成

そ
の

他
の
特

別
の
事

情
が
あ

る
管

理
監
督

職
と
し

て
人
事

 

委
員

会
規
則

で
定
め

る
管
理

監
督

職
を
い

う
。
以

下
こ
の

項
に

お
い
て

同
じ
。

）
に
属

す
る

管
理
監

督
職
を

占
め
る

職
員

に
つ
い

て
、
当

該
特
定

管
理

監
督
職

群
に
属

す
る
管

 

理
監

督
職
の

属
す
る

職
制
上

の
段

階
の
標

準
的
な

職
に
係

る
標

準
職
務

遂
行
能

力
及
び

当
該

管
理
監

督
職
に

つ
い
て

の
適

性
を
有

す
る
と

認
め
ら

れ
る

職
員
（

当
該
管

理
監
督

 

職
に

係
る
管

理
監
督

職
勤
務

上
限

年
齢
に

達
し
た

職
員
を

除
く

。
）
の

数
が
当

該
管
理

監
督

職
の
数

に
満
た

な
い
等

の
事

情
が
あ

る
た
め

、
当
該

職
員

の
他
の

職
へ
の

降
任
等

 

に
よ

り
当
該

管
理
監

督
職
に

生
ず

る
欠
員

を
容
易

に
補
充

す
る

こ
と
が

で
き
ず

業
務
の

遂
行

に
重
大

な
障
害

が
生
ず

る
と

認
め
る

と
き
は

、
当
該

職
員

が
占
め

る
管
理

監
督
職

 

に
係

る
異
動

期
間
の

末
日
の

翌
日

か
ら
起

算
し
て

１
年
を

超
え

な
い
期

間
内
で

当
該
異

動
期

間
を
延

長
し
、

引
き
続

き
当

該
管
理

監
督
職

を
占
め

て
い

る
職
員

に
当
該

管
理
監

 

督
職

を
占
め

た
ま
ま

勤
務
を

さ
せ

、
又
は

当
該
職

員
を
当

該
管

理
監
督

職
が
属

す
る
特

定
管

理
監
督

職
群
の

他
の
管

理
監

督
職
に

降
任
し

、
若
し

く
は

転
任
す

る
こ
と

が
で
き

 

る
。

 

４
 

任
命
権

者
は
、

第
１
項

若
し

く
は
第

２
項
の

規
定
に

よ
り

異
動
期

間
（
こ

れ
ら
の

規
定

に
よ
り

延
長
さ

れ
た
期

間
を

含
む
。

）
が
延

長
さ
れ

た
管

理
監
督

職
を
占

め
る
職

員
 

に
つ

い
て
前

項
に
規

定
す
る

事
由

が
あ
る

と
認
め

る
と
き

（
第

２
項
の

規
定
に

よ
り
延

長
さ

れ
た
当

該
異
動

期
間
を

更
に

延
長
す

る
こ
と

が
で
き

る
と

き
を
除

く
。
）

、
又
は

 

前
項

若
し
く

は
こ
の

項
の
規

定
に

よ
り
異

動
期
間

（
前
３

項
又

は
こ
の

項
の
規

定
に
よ

り
延

長
さ
れ

た
期
間

を
含
む

。
）

が
延
長

さ
れ
た

管
理
監

督
職

を
占
め

る
職
員

に
つ
い

 

て
前

項
に
規

定
す
る

事
由
が

引
き

続
き
あ

る
と
認

め
る
と

き
は

、
人
事

委
員
会

の
承
認

を
得

て
、
延

長
さ
れ

た
当
該

異
動

期
間
の

末
日
の

翌
日
か

ら
起

算
し
て

１
年
を

超
え
な

 

い
期

間
内
で

延
長
さ

れ
た
当

該
異

動
期
間

を
更
に

延
長
す

る
こ

と
が
で

き
る
。

 

 
（

異
動
期

間
の
延

長
等
に

係
る

職
員
の

同
意
）

 

第
1
0
条

 
任

命
権
者

は
、
前

条
の

規
定
に

よ
り
異

動
期
間

を
延

長
す
る

場
合
及

び
同
条

第
３

項
の
規

定
に
よ

り
他
の

管
理

監
督
職

に
降
任

等
を
す

る
場

合
に
は

、
あ
ら

か
じ
め

職
 

員
の

同
意
を

得
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。

 

 
（

異
動
期

間
の
延

長
事
由

が
消

滅
し
た

場
合
の

措
置
）

 

第
1
1
条

 
任

命
権
者

は
、
第

９
条

の
規
定

に
よ
り

異
動
期

間
を

延
長
し

た
場
合

に
お
い

て
、

当
該
異

動
期
間

の
末
日

の
到

来
前
に

当
該
異

動
期
間

の
延

長
の
事

由
が
消

滅
し
た

と
 

き
は

、
他
の

職
へ
の

降
任
等

を
す

る
も
の

と
す
る

。
 

 
 

 
第
４

章
 
定

年
前
再

任
用

短
時
間

勤
務
制

 

 
（

定
年
前

再
任
用

短
時
間

勤
務

職
員
の

任
用
）

 

第
1
2
条

 
任

命
権
者

は
、
年

齢
6
0
年

に
達

し
た
日

以
後
に

退
職

（
臨
時

的
に
任

用
さ
れ

る
職

員
そ
の

他
の
法

律
に
よ

り
任

期
を
定

め
て
任

用
さ
れ

る
職

員
及
び

非
常
勤

職
員
が

退
 

職
す

る
場
合

を
除
く

。
）
を

し
た

者
（
以

下
こ
の

条
に
お

い
て

「
年
齢

6
0
年
以

上
退
職

者
」

と
い
う

。
）
を

、
従
前

の
勤

務
実
績

そ
の
他

の
人
事

委
員

会
規
則

で
定
め

る
情
報

 

に
基

づ
く
選

考
に
よ

り
、
短

時
間

勤
務
の

職
（
当

該
職
を

占
め

る
職
員

の
１
週

間
当
た

り
の

通
常
の

勤
務
時

間
が
、

常
時

勤
務
を

要
す
る

職
で
そ

の
職

務
が
当

該
短
時

間
勤
務

 

の
職

と
同
種

の
職
を

占
め
る

職
員

の
１
週

間
当
た

り
の
通

常
の

勤
務
時

間
に
比

し
短
い

時
間

で
あ
る

職
を
い

う
。
以

下
こ

の
条
に

お
い
て

同
じ
。

）
に

採
用
す

る
こ
と

が
で
き

 

る
。

た
だ
し

、
年
齢

6
0
年
以

上
退

職
者
が

そ
の
者

を
採
用

し
よ

う
と
す

る
短
時

間
勤
務

の
職

に
係
る

定
年
退

職
日
相

当
日

（
短
時

間
勤
務

の
職
を

占
め

る
職
員

が
、
常

時
勤
務

 

を
要

す
る
職

で
そ
の

職
務
が

当
該

短
時
間

勤
務
の

職
と
同

種
の

職
を
占

め
て
い

る
も
の

と
し

た
場
合

に
お
け

る
定
年

退
職

日
を
い

う
。
）

を
経
過

し
た

者
で
あ

る
と
き

は
、
こ

 

の
限

り
で
な

い
。

 

 
 

 
第
５

章
 
雑

則
 

第
1
3
条

 
こ

の
条
例

の
施
行

に
関

し
必
要

な
事
項

は
、
人

事
委

員
会
規

則
で
定

め
る
。
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え
な

い
期
間

内
（
当

該
期
間

内
に

定
年
退

職
日
が

あ
る
職

員
に

あ
っ
て

は
、
延

長
さ
れ

た
当

該
異
動

期
間
の

末
日
の

翌
日

か
ら
定

年
退
職

日
ま
で

の
期

間
内
。

第
４
項

に
お
い

 
 

て
同

じ
。
）

で
延
長

さ
れ
た

当
該

異
動
期

間
を
更

に
延
長

す
る

こ
と
が

で
き
る

。
た
だ

し
、

更
に
延

長
さ
れ

る
当
該

異
動

期
間
の

末
日
は

、
当
該

職
員

が
占
め

る
管
理

監
督
職

 
 

に
係

る
異
動

期
間
の

末
日
の

翌
日

か
ら
起

算
し
て

３
年
を

超
え

る
こ
と

が
で
き

な
い
。

 

３
 

任
命
権

者
は
、

第
１
項

の
規

定
に
よ

り
異
動

期
間
を

延
長

す
る
こ

と
が
で

き
る
場

合
を

除
き
、

他
の
職

へ
の
降

任
等

を
す
べ

き
特
定

管
理
監

督
職

群
（
職

務
の
内

容
が
相

互
 

に
類

似
す
る

複
数
の

管
理
監

督
職

で
あ
っ

て
、
こ

れ
ら
の

欠
員

を
容
易

に
補
充

す
る
こ

と
が

で
き
な

い
年
齢

別
構
成

そ
の

他
の
特

別
の
事

情
が
あ

る
管

理
監
督

職
と
し

て
人
事

 

委
員

会
規
則

で
定
め

る
管
理

監
督

職
を
い

う
。
以

下
こ
の

項
に

お
い
て

同
じ
。

）
に
属

す
る

管
理
監

督
職
を

占
め
る

職
員

に
つ
い

て
、
当

該
特
定

管
理

監
督
職

群
に
属

す
る
管

 

理
監

督
職
の

属
す
る

職
制
上

の
段

階
の
標

準
的
な

職
に
係

る
標

準
職
務

遂
行
能

力
及
び

当
該

管
理
監

督
職
に

つ
い
て

の
適

性
を
有

す
る
と

認
め
ら

れ
る

職
員
（

当
該
管

理
監
督

 

職
に

係
る
管

理
監
督

職
勤
務

上
限

年
齢
に

達
し
た

職
員
を

除
く

。
）
の

数
が
当

該
管
理

監
督

職
の
数

に
満
た

な
い
等

の
事

情
が
あ

る
た
め

、
当
該

職
員

の
他
の

職
へ
の

降
任
等

 

に
よ

り
当
該

管
理
監

督
職
に

生
ず

る
欠
員

を
容
易

に
補
充

す
る

こ
と
が

で
き
ず

業
務
の

遂
行

に
重
大

な
障
害

が
生
ず

る
と

認
め
る

と
き
は

、
当
該

職
員

が
占
め

る
管
理

監
督
職

 

に
係

る
異
動

期
間
の

末
日
の

翌
日

か
ら
起

算
し
て

１
年
を

超
え

な
い
期

間
内
で

当
該
異

動
期

間
を
延

長
し
、

引
き
続

き
当

該
管
理

監
督
職

を
占
め

て
い

る
職
員

に
当
該

管
理
監

 

督
職

を
占
め

た
ま
ま

勤
務
を

さ
せ

、
又
は

当
該
職

員
を
当

該
管

理
監
督

職
が
属

す
る
特

定
管

理
監
督

職
群
の

他
の
管

理
監

督
職
に

降
任
し

、
若
し

く
は

転
任
す

る
こ
と

が
で
き

 

る
。

 

４
 

任
命
権

者
は
、

第
１
項

若
し

く
は
第

２
項
の

規
定
に

よ
り

異
動
期

間
（
こ

れ
ら
の

規
定

に
よ
り

延
長
さ

れ
た
期

間
を

含
む
。

）
が
延

長
さ
れ

た
管

理
監
督

職
を
占

め
る
職

員
 

に
つ

い
て
前

項
に
規

定
す
る

事
由

が
あ
る

と
認
め

る
と
き

（
第

２
項
の

規
定
に

よ
り
延

長
さ

れ
た
当

該
異
動

期
間
を

更
に

延
長
す

る
こ
と

が
で
き

る
と

き
を
除

く
。
）

、
又
は

 

前
項

若
し
く

は
こ
の

項
の
規

定
に

よ
り
異

動
期
間

（
前
３

項
又

は
こ
の

項
の
規

定
に
よ

り
延

長
さ
れ

た
期
間

を
含
む

。
）

が
延
長

さ
れ
た

管
理
監

督
職

を
占
め

る
職
員

に
つ
い

 

て
前

項
に
規

定
す
る

事
由
が

引
き

続
き
あ

る
と
認

め
る
と

き
は

、
人
事

委
員
会

の
承
認

を
得

て
、
延

長
さ
れ

た
当
該

異
動

期
間
の

末
日
の

翌
日
か

ら
起

算
し
て

１
年
を

超
え
な

 

い
期

間
内
で

延
長
さ

れ
た
当

該
異

動
期
間

を
更
に

延
長
す

る
こ

と
が
で

き
る
。

 

 
（

異
動
期

間
の
延

長
等
に

係
る

職
員
の

同
意
）

 

第
1
0
条

 
任

命
権
者

は
、
前

条
の

規
定
に

よ
り
異

動
期
間

を
延

長
す
る

場
合
及

び
同
条

第
３

項
の
規

定
に
よ

り
他
の

管
理

監
督
職

に
降
任

等
を
す

る
場

合
に
は

、
あ
ら

か
じ
め

職
 

員
の

同
意
を

得
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。

 

 
（

異
動
期

間
の
延

長
事
由

が
消

滅
し
た

場
合
の

措
置
）

 

第
1
1
条

 
任

命
権
者

は
、
第

９
条

の
規
定

に
よ
り

異
動
期

間
を

延
長
し

た
場
合

に
お
い

て
、

当
該
異

動
期
間

の
末
日

の
到

来
前
に

当
該
異

動
期
間

の
延

長
の
事

由
が
消

滅
し
た

と
 

き
は

、
他
の

職
へ
の

降
任
等

を
す

る
も
の

と
す
る

。
 

 
 

 
第
４

章
 
定

年
前
再

任
用

短
時
間

勤
務
制

 

 
（

定
年
前

再
任
用

短
時
間

勤
務

職
員
の

任
用
）

 

第
1
2
条

 
任

命
権
者

は
、
年

齢
6
0
年

に
達

し
た
日

以
後
に

退
職

（
臨
時

的
に
任

用
さ
れ

る
職

員
そ
の

他
の
法

律
に
よ

り
任

期
を
定

め
て
任

用
さ
れ

る
職

員
及
び

非
常
勤

職
員
が

退
 

職
す

る
場
合

を
除
く

。
）
を

し
た

者
（
以

下
こ
の

条
に
お

い
て

「
年
齢

6
0
年
以

上
退
職

者
」

と
い
う

。
）
を

、
従
前

の
勤

務
実
績

そ
の
他

の
人
事

委
員

会
規
則

で
定
め

る
情
報

 

に
基

づ
く
選

考
に
よ

り
、
短

時
間

勤
務
の

職
（
当

該
職
を

占
め

る
職
員

の
１
週

間
当
た

り
の

通
常
の

勤
務
時

間
が
、

常
時

勤
務
を

要
す
る

職
で
そ

の
職

務
が
当

該
短
時

間
勤
務

 

の
職

と
同
種

の
職
を

占
め
る

職
員

の
１
週

間
当
た

り
の
通

常
の

勤
務
時

間
に
比

し
短
い

時
間

で
あ
る

職
を
い

う
。
以

下
こ

の
条
に

お
い
て

同
じ
。

）
に

採
用
す

る
こ
と

が
で
き

 

る
。

た
だ
し

、
年
齢

6
0
年
以

上
退

職
者
が

そ
の
者

を
採
用

し
よ

う
と
す

る
短
時

間
勤
務

の
職

に
係
る

定
年
退

職
日
相

当
日

（
短
時

間
勤
務

の
職
を

占
め

る
職
員

が
、
常

時
勤
務

 

を
要

す
る
職

で
そ
の

職
務
が

当
該

短
時
間

勤
務
の

職
と
同

種
の

職
を
占

め
て
い

る
も
の

と
し

た
場
合

に
お
け

る
定
年

退
職

日
を
い

う
。
）

を
経
過

し
た

者
で
あ

る
と
き

は
、
こ

 

の
限

り
で
な

い
。

 

 
 

 
第
５

章
 
雑

則
 

第
1
3
条

 
こ

の
条
例

の
施
行

に
関

し
必
要

な
事
項

は
、
人

事
委

員
会
規

則
で
定

め
る
。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
附
 

則
 

 
（

施
行
期

日
）
 

 

第
１

条
 
こ

の
条
例

は
、
令

和
５

年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る

。
た
だ

し
、
附

則
第
1
1
条
及

び
第
1
2
条

の
規

定
は
、

公
布

の
日
か

ら
施
行

す
る
。

 

 
（

定
年
に

関
す
る

経
過
措

置
）

 

第
２

条
 
令

和
５
年

４
月
１

日
か

ら
令
和

1
3
年
３

月
3
1
日

ま
で

の
間
に

お
け
る

改
正
後

の
職

員
の
定

年
等
に

関
す
る

条
例

（
以
下

「
新
条

例
」
と

い
う

。
）
第

３
条
第

１
項
の

規
 

定
の

適
用
に

つ
い
て

は
、
次

の
表

の
左
欄

に
掲
げ

る
期
間

の
区

分
に
応

じ
、
同

項
中
「

6
5
年

」
と

あ
る
の

は
、

そ
れ

ぞ
れ
同

表
の
右

欄
に
掲

げ
る
字

句
と

す
る
。

 

令
和

５
年
４

月
１
日

か
ら
令

和
７

年
３
月

3
1
日
ま

で
 

6
1
年

 

令
和

７
年
４

月
１
日

か
ら
令

和
９

年
３
月

3
1
日
ま

で
 

6
2
年

 

令
和

９
年
４

月
１
日

か
ら
令

和
1
1
年

３
月

3
1
日
ま

で
 

6
3
年

 

令
和

1
1
年
４

月
１
日

か
ら
令

和
1
3
年

３
月

3
1
日
ま

で
 

6
4
年

 

 
２

 
令

和
５

年
４

月
１

日
か

ら
令

和
1
3
年

３
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
お

け
る

新
条

例
第

３
条

第
２

項
の

規
定

の
適

用
に

つ
い

て
は

、
次

の
表

の
左

欄
に

掲
げ

る
期

間
の

区
分

に
応

 

 
 

じ
、
同

項
中
「

7
0
年
」

と
あ

る
の
は

、
そ
れ

ぞ
れ
同

表
の

右
欄
に

掲
げ
る

字
句
と

す
る

。
 

令
和

５
年
４

月
１
日

か
ら
令

和
７

年
３
月

3
1
日
ま

で
 

6
6
年

 

令
和

７
年
４

月
１
日

か
ら
令

和
９

年
３
月

3
1
日
ま

で
 

6
7
年

 

令
和

９
年
４

月
１
日

か
ら
令

和
1
1
年

３
月

3
1
日
ま

で
 

6
8
年

 

令
和

1
1
年
４

月
１
日

か
ら
令

和
1
3
年

３
月

3
1
日
ま

で
 

6
9
年

 

 
 

（
勤
務

延
長
に

関
す
る

経
過

措
置
）

 

第
３

条
 
任

命
権
者

は
、
こ

の
条

例
の
施

行
の
日

（
以
下

「
施

行
日
」

と
い
う

。
）
前

に
改

正
前
の

職
員
の

定
年
等

に
関

す
る
条

例
（
以

下
「
旧

条
例

」
と
い

う
。
）

第
４
条

第
 

１
項

又
は
第

２
項
の

規
定
に

よ
り

勤
務
す

る
こ
と

と
さ
れ

、
か

つ
、
旧

条
例
勤

務
延
長

期
限

（
同
条

第
１
項

の
期
限

又
は

同
条
第

２
項
の

規
定
に

よ
り

延
長
さ

れ
た
期

限
を
い

 

う
。

以
下
こ

の
項
に

お
い
て

同
じ

。
）
が

施
行
日

以
後
に

到
来

す
る
職

員
（
以

下
こ
の

項
に

お
い
て

「
旧
条

例
勤
務

延
長

職
員
」

と
い
う

。
）
に

つ
い

て
、
旧

条
例
勤

務
延
長

 

期
限

又
は
こ

の
項
の

規
定
に

よ
り

延
長
さ

れ
た
期

限
が
到

来
す

る
場
合

に
お
い

て
、
新

条
例

第
４
条

第
１
項

各
号
に

掲
げ

る
事
由

が
あ
る

と
認
め

る
と

き
は
、

人
事
委

員
会
の

 

承
認

を
得
て

、
こ
れ

ら
の
期

限
の

翌
日
か

ら
起
算

し
て
１

年
を

超
え
な

い
範
囲

内
で
期

限
を

延
長
す

る
こ
と

が
で
き

る
。

た
だ
し

、
当
該

期
限
は

、
当

該
旧
条

例
勤
務

延
長
職

 

員
に

係
る
旧

条
例
第

２
条
に

規
定

す
る
定

年
退
職

日
の
翌

日
か

ら
起
算

し
て
３

年
を
超

え
る

こ
と
が

で
き
な

い
。

 

 
２

 
任

命
権

者
は

、
基

準
日

（
施

行
日

、
令

和
７

年
４

月
１

日
、

令
和

９
年

４
月

１
日

、
令

和
1
1
年

４
月

１
日

及
び

令
和

1
3
年

４
月

１
日

を
い

う
。

以
下

こ
の

項
に

お
い

て
同

 

じ
。

）
か
ら

基
準
日

の
翌
年

の
３

月
3
1
日

ま
で
の

間
、
基

準
日

に
お
け

る
新
条

例
定
年

（
新

条
例
第

３
条
に

規
定
す

る
定

年
を
い

う
。
以

下
同
じ

。
）

が
基
準

日
の
前

日
に
お

 

け
る

新
条
例

定
年
（

基
準
日

が
施

行
日
で

あ
る
場

合
に
は

、
施

行
日
の

前
日
に

お
け
る

旧
条

例
定
年

（
旧
条

例
第
３

条
に

規
定
す

る
定
年

を
い
う

。
以

下
同
じ

。
）
）

を
超
え

 

る
職

（
基
準

日
に
お

け
る
新

条
例

定
年
が

新
条
例

第
３
条

第
１

項
に
規

定
す
る

定
年
で

あ
る

職
に
限

る
。
）

及
び
こ

れ
に

相
当
す

る
基
準

日
以
後

に
設

置
さ
れ

た
職
そ

の
他
の

 

人
事

委
員
会

規
則
で

定
め
る

職
に

、
基
準

日
か
ら

基
準
日

の
翌

年
の
３

月
3
1
日

ま
で
の

間
に

新
条
例

第
４
条

第
１
項

若
し

く
は
第

２
項
、

地
方
公

務
員

法
の
一

部
を
改

正
す
る

 

法
律

（
令
和

３
年
法

律
第
6
3
号
。

以
下
「

令
和
３

年
改
正

法
」

と
い
う

。
）
附

則
第
３

条
第

５
項
又

は
前
項

の
規
定

に
よ

り
勤
務

し
て
い

る
職
員

の
う

ち
、
基

準
日
の

前
日
に

 

お
い

て
同
日

に
お
け

る
当
該

職
に

係
る
新

条
例
定

年
（
基

準
日

が
施
行

日
で
あ

る
場
合

に
は

、
施
行

日
の
前

日
に
お

け
る

旧
条
例

定
年
）

に
達
し

て
い

る
職
員

（
当
該

人
事
委

 

員
会

規
則
で

定
め
る

職
に
あ

っ
て

は
、
人

事
委
員

会
規
則

で
定

め
る
職

員
）
を

、
昇
任

し
、

降
任
し

、
又
は

転
任
す

る
こ

と
が
で

き
な
い

。
 

３
 

新
条
例

第
４
条

第
３
項

か
ら

第
５
項

ま
で
の

規
定
は

、
第

１
項
の

規
定
に

よ
る
勤

務
に

つ
い
て

準
用
す

る
。

 

（
定

年
退
職

者
等
の

再
任
用

に
関

す
る
経

過
措
置

）
 

第
４

条
 
任

命
権
者

は
、
次

に
掲

げ
る
者

の
う
ち

、
年
齢

6
5
年

に
達

す
る
日

以
後
に

お
け

る
最

初
の
３

月
3
1
日

（
以
下

こ
の

条
及
び

次
条
に

お
い
て

「
特

定
年
齢

到
達

年
度

の
末
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日
」

と
い
う

。
）
ま

で
の
間

に
あ

る
者
で

あ
っ
て

、
当
該

者
を

採
用
し

よ
う
と

す
る
常

時
勤

務
を
要

す
る
職

に
係
る

旧
条

例
定
年

（
施
行

日
以
後

に
新

た
に
設

置
さ
れ

た
職
及

 

び
施

行
日
以

後
に
組

織
の
変

更
等

に
よ
り

名
称
が

変
更
さ

れ
た

職
に
あ

っ
て
は

、
当
該

職
が

施
行
日

の
前
日

に
設
置

さ
れ

て
い
た

も
の
と

し
た
場

合
に

お
け
る

旧
条
例

定
年
に

 

準
じ

た
当
該

職
に
係

る
年
齢

）
に

達
し
て

い
る
者

を
、
従

前
の

勤
務
実

績
そ
の

他
の
人

事
委

員
会
規

則
で
定

め
る
情

報
に

基
づ
く

選
考
に

よ
り
、

１
年

を
超
え

な
い
範

囲
内
で

 

任
期

を
定
め

、
当
該

常
時
勤

務
を

要
す
る

職
に
採

用
す
る

こ
と

が
で
き

る
。

 

 
 

(
1
)
?
施

行
日
前

に
令
和

３
年

改
正
法

に
よ
る

改
正
前

の
法

（
以
下

こ
の
項

に
お
い

て
「

旧
地
方

公
務
員

法
」
と

い
う

。
）
第

2
8
条
の

２
第
１

項
の

規
定
に

よ
り
退

職
し
た

者
 

 
 

(
2
)
?
旧

条
例
第

４
条
第

１
項

若
し
く

は
第
２

項
、
令

和
３

年
改
正

法
附
則

第
３
条

第
５

項
又
は

前
条
第

１
項
の

規
定

に
よ
り

勤
務
し

た
後
退

職
し

た
者
 

 
 

 
 

(
3
)
?
2
5
年

以
上

勤
続
し

て
施

行
日
前

に
退
職

し
た
者

（
前

２
号
に

掲
げ
る

者
を
除

く
。

）
で
あ

っ
て
、

当
該
退

職
の

日
の
翌

日
か
ら

起
算
し

て
５

年
を
経

過
す
る

日
ま
で

の
間

 

に
あ

る
者
 

 
 

 
 

(
4
)
?
2
5
年

以
上

勤
続
し

て
施

行
日
前

に
退
職

し
た
者

（
前

３
号
に

掲
げ
る

者
を
除

く
。

）
で
あ

っ
て
、

当
該
退

職
の

日
の
翌

日
か
ら

起
算
し

て
５

年
を
経

過
す
る

日
ま
で

の
間

 

に
、

旧
地
方

公
務
員

法
再
任

用
（

旧
地
方

公
務
員

法
第
2
8
条
の

４
第
１

項
、
第

2
8
条
の

５
第

１
項
又

は
第

2
8
条

の
６

第
１

項
若
し

く
は
第

２
項
の

規
定

に
よ
り

採
用
す

る
こ

 

と
を

い
う

。
）

又
は

暫
定

再
任

用
（

こ
の

項
若

し
く

は
次

項
又

は
次

条
第

１
項

若
し

く
は

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
採

用
す

る
こ

と
を

い
う

。
次

項
第

５
号

に
お

い
て

同
あ
 

じ
。

）
を
さ

れ
た
こ

と
が
あ

る
者

 

 
２

 
令
和

1
4
年
３

月
3
1
日

ま
で

の
間
、

任
命
権

者
は
、

次
に

掲
げ
る

者
の
う

ち
、
特

定
年

齢
到
達

年
度
の

末
日
ま

で
の

間
に
あ

る
者
で

あ
っ
て

、
当

該
者
を

採
用
し

よ
う
と

す
る

 

常
時

勤
務
を

要
す
る

職
に
係

る
新

条
例
定

年
に
達

し
て
い

る
者

を
、
従

前
の
勤

務
実
績

そ
の

他
の
人

事
委
員

会
規
則

で
定

め
る
情

報
に
基

づ
く
選

考
に

よ
り
、

１
年
を

超
え
な

 

い
範

囲
内
で

任
期
を

定
め
、

当
該

常
時
勤

務
を
要

す
る
職

に
採

用
す
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

(
1
)
?
施

行
日

以
後
に

令
和
３

年
改

正
法
に

よ
る
改

正
後
の

法
（

以
下
「

新
地
方

公
務
員

法
」

と
い
う

。
）
第

2
8
条

の
６
第

１
項
の

規
定
に

よ
り
退

職
し

た
者
 

 
 

 

 
 

(
2
)
?
施

行
日
以

後
に
新

条
例

第
４
条

第
１
項

又
は
第

２
項

の
規
定

に
よ
り

勤
務
し

た
後

退
職
し

た
者
 

 
 

 
 

(
3
)
?
施

行
日
以

後
に
新

条
例

第
1
2
条

の
規
定

に
よ
り

採
用

さ
れ
た

者
の
う

ち
、
新

地
方

公
務
員

法
第
2
2
条

の
４

第
３

項
に
規

定
す
る

任
期
が

満
了

し
た
こ

と
に
よ

り
退
職

し
た

 

者
 

 
 

(
4
)
?
2
5
年

以
上

勤
続
し

て
施

行
日
以

後
に
退

職
し
た

者
（

前
３
号

に
掲
げ

る
者
を

除
く

。
）
で

あ
っ
て

、
当
該

退
職

の
日
の

翌
日
か

ら
起
算

し
て

５
年
を

経
過
す

る
日
ま

で
の

 

間
に

あ
る
者

 
 

 
 

(
5
)
?
2
5
年

以
上

勤
続
し

て
施

行
日
以

後
に
退

職
し
た

者
（

前
各
号

に
掲
げ

る
者
を

除
く

。
）
で

あ
っ
て

、
当
該

退
職

の
日
の

翌
日
か

ら
起
算

し
て

５
年
を

経
過
す

る
日
ま

で
の

 

間
に

、
暫
定

再
任
用

を
さ
れ

た
こ

と
が
あ

る
者

 

 
３

 
前
２

項
の
任

期
又
は

こ
の

項
の
規

定
に
よ

り
更
新

さ
れ

た
任
期

は
、
１

年
を
超

え
な

い
範
囲

内
で
更

新
す
る

こ
と

が
で
き

る
。
た

だ
し
、

当
該

任
期
の

末
日
は

、
前
２

項
の

 

規
定

に
よ
り

採
用
す

る
者
又

は
こ

の
項
の

規
定
に

よ
り
任

期
を

更
新
す

る
者
の

特
定
年

齢
到

達
年
度

の
末
日

以
前
で

な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

 
４

 
暫

定
再

任
用

職
員

（
第

１
項

又
は

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
採

用
さ

れ
た

職
員

を
い

う
。

以
下

こ
の

項
及

び
次

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
の

前
項

の
規

定
に

よ
る

任
期

の
更

新
 

は
、

当
該
暫

定
再
任

用
職
員

の
当

該
更
新

直
前
の

任
期
に

お
け

る
勤
務

実
績
が

、
当
該

暫
定

再
任
用

職
員
の

能
力
評

価
及

び
業
績

評
価
の

全
体
評

語
そ

の
他
勤

務
の
状

況
を
示

 

す
事

実
に
基

づ
き
良

好
で
あ

る
場

合
に
行

う
こ
と

が
で
き

る
。

 

 
５

 
任
命

権
者
は

、
暫
定

再
任

用
職
員

の
任
期

を
更
新

す
る

場
合
に

は
、
あ

ら
か
じ

め
当

該
暫
定

再
任
用

職
員
の

同
意

を
得
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

 

 
第

５
条
 

任
命
権

者
は
、

新
地

方
公
務

員
法
第

2
2
条
の

４
第

４
項
の

規
定
に

か
か
わ

ら
ず

、
前
条

第
１
項

各
号
に

掲
げ

る
者
の

う
ち
、

特
定
年

齢
到

達
年
度

の
末
日

ま
で
の

間
に

 

あ
る

者
で
あ

っ
て
、

当
該
者

を
採

用
し
よ

う
と
す

る
短
時

間
勤

務
の
職

（
新
条

例
第
1
2
条
に

規
定
す

る
短
時

間
勤
務

の
職

を
い
う

。
以
下

同
じ
。

）
に

係
る
旧

条
例
定

年
相
当

 

年
齢

（
短
時

間
勤
務

の
職
を

占
め

る
職
員

が
、
常

時
勤
務

を
要

す
る
職

で
そ
の

職
務
が

当
該

短
時
間

勤
務
の

職
と
同

種
の

職
を
占

め
て
い

る
も
の

と
し

た
場
合

に
お
け

る
旧
条

 

例
定

年
（
施

行
日
以

後
に
新

た
に

設
置
さ

れ
た
短

時
間
勤

務
の

職
及
び

施
行
日

以
後
に

組
織

の
変
更

等
に
よ

り
名
称

が
変

更
さ
れ

た
短
時

間
勤
務

の
職

に
あ
っ

て
は
、

当
該
職

 

が
施

行
日
の

前
日
に

設
置
さ

れ
て

い
た
も

の
と
し

た
場
合

に
お

い
て
、

当
該
職

を
占
め

る
職

員
が
、

常
時
勤

務
を
要

す
る

職
で
そ

の
職
務

が
当
該

職
と

同
種
の

職
を
占

め
て
い

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
附
 

則
 

 
（

施
行
期

日
）
 

 

第
１

条
 
こ

の
条
例

は
、
令

和
５

年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る

。
た
だ

し
、
附

則
第
1
1
条
及

び
第
1
2
条

の
規

定
は
、

公
布

の
日
か

ら
施
行

す
る
。

 

 
（

定
年
に

関
す
る

経
過
措

置
）

 

第
２

条
 
令

和
５
年

４
月
１

日
か

ら
令
和

1
3
年
３

月
3
1
日

ま
で

の
間
に

お
け
る

改
正
後

の
職

員
の
定

年
等
に

関
す
る

条
例

（
以
下

「
新
条

例
」
と

い
う

。
）
第

３
条
第

１
項
の

規
 

定
の

適
用
に

つ
い
て

は
、
次

の
表

の
左
欄

に
掲
げ

る
期
間

の
区

分
に
応

じ
、
同

項
中
「

6
5
年

」
と

あ
る
の

は
、

そ
れ

ぞ
れ
同

表
の
右

欄
に
掲

げ
る
字

句
と

す
る
。

 

令
和

５
年
４

月
１
日

か
ら
令

和
７

年
３
月

3
1
日
ま

で
 

6
1
年

 

令
和

７
年
４

月
１
日

か
ら
令

和
９

年
３
月

3
1
日
ま

で
 

6
2
年

 

令
和

９
年
４

月
１
日

か
ら
令

和
1
1
年

３
月

3
1
日
ま

で
 

6
3
年

 

令
和

1
1
年
４

月
１
日

か
ら
令

和
1
3
年

３
月

3
1
日
ま

で
 

6
4
年

 

 
２

 
令

和
５

年
４

月
１

日
か

ら
令

和
1
3
年

３
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
お

け
る

新
条

例
第

３
条

第
２

項
の

規
定

の
適

用
に

つ
い

て
は

、
次

の
表

の
左

欄
に

掲
げ

る
期

間
の

区
分

に
応

 

 
 

じ
、
同

項
中
「

7
0
年
」

と
あ

る
の
は

、
そ
れ

ぞ
れ
同

表
の

右
欄
に

掲
げ
る

字
句
と

す
る

。
 

令
和

５
年
４

月
１
日

か
ら
令

和
７

年
３
月

3
1
日
ま

で
 

6
6
年

 

令
和

７
年
４

月
１
日

か
ら
令

和
９

年
３
月

3
1
日
ま

で
 

6
7
年

 

令
和

９
年
４

月
１
日

か
ら
令

和
1
1
年

３
月

3
1
日
ま

で
 

6
8
年

 

令
和

1
1
年
４

月
１
日

か
ら
令

和
1
3
年

３
月

3
1
日
ま

で
 

6
9
年

 

 
 

（
勤
務

延
長
に

関
す
る

経
過

措
置
）

 

第
３

条
 
任

命
権
者

は
、
こ

の
条

例
の
施

行
の
日

（
以
下

「
施

行
日
」

と
い
う

。
）
前

に
改

正
前
の

職
員
の

定
年
等

に
関

す
る
条

例
（
以

下
「
旧

条
例

」
と
い

う
。
）

第
４
条

第
 

１
項

又
は
第

２
項
の

規
定
に

よ
り

勤
務
す

る
こ
と

と
さ
れ

、
か

つ
、
旧

条
例
勤

務
延
長

期
限

（
同
条

第
１
項

の
期
限

又
は

同
条
第

２
項
の

規
定
に

よ
り

延
長
さ

れ
た
期

限
を
い

 

う
。

以
下
こ

の
項
に

お
い
て

同
じ

。
）
が

施
行
日

以
後
に

到
来

す
る
職

員
（
以

下
こ
の

項
に

お
い
て

「
旧
条

例
勤
務

延
長

職
員
」

と
い
う

。
）
に

つ
い

て
、
旧

条
例
勤

務
延
長

 

期
限

又
は
こ

の
項
の

規
定
に

よ
り

延
長
さ

れ
た
期

限
が
到

来
す

る
場
合

に
お
い

て
、
新

条
例

第
４
条

第
１
項

各
号
に

掲
げ

る
事
由

が
あ
る

と
認
め

る
と

き
は
、

人
事
委

員
会
の

 

承
認

を
得
て

、
こ
れ

ら
の
期

限
の

翌
日
か

ら
起
算

し
て
１

年
を

超
え
な

い
範
囲

内
で
期

限
を

延
長
す

る
こ
と

が
で
き

る
。

た
だ
し

、
当
該

期
限
は

、
当

該
旧
条

例
勤
務

延
長
職

 

員
に

係
る
旧

条
例
第

２
条
に

規
定

す
る
定

年
退
職

日
の
翌

日
か

ら
起
算

し
て
３

年
を
超

え
る

こ
と
が

で
き
な

い
。

 

 
２

 
任

命
権

者
は

、
基

準
日

（
施

行
日

、
令

和
７

年
４

月
１

日
、

令
和

９
年

４
月

１
日

、
令

和
1
1
年

４
月

１
日

及
び

令
和

1
3
年

４
月

１
日

を
い

う
。

以
下

こ
の

項
に

お
い

て
同

 

じ
。

）
か
ら

基
準
日

の
翌
年

の
３

月
3
1
日

ま
で
の

間
、
基

準
日

に
お
け

る
新
条

例
定
年

（
新

条
例
第

３
条
に

規
定
す

る
定

年
を
い

う
。
以

下
同
じ

。
）

が
基
準

日
の
前

日
に
お

 

け
る

新
条
例

定
年
（

基
準
日

が
施

行
日
で

あ
る
場

合
に
は

、
施

行
日
の

前
日
に

お
け
る

旧
条

例
定
年

（
旧
条

例
第
３

条
に

規
定
す

る
定
年

を
い
う

。
以

下
同
じ

。
）
）

を
超
え

 

る
職

（
基
準

日
に
お

け
る
新

条
例

定
年
が

新
条
例

第
３
条

第
１

項
に
規

定
す
る

定
年
で

あ
る

職
に
限

る
。
）

及
び
こ

れ
に

相
当
す

る
基
準

日
以
後

に
設

置
さ
れ

た
職
そ

の
他
の

 

人
事

委
員
会

規
則
で

定
め
る

職
に

、
基
準

日
か
ら

基
準
日

の
翌

年
の
３

月
3
1
日

ま
で
の

間
に

新
条
例

第
４
条

第
１
項

若
し

く
は
第

２
項
、

地
方
公

務
員

法
の
一

部
を
改

正
す
る

 

法
律

（
令
和

３
年
法

律
第
6
3
号
。

以
下
「

令
和
３

年
改
正

法
」

と
い
う

。
）
附

則
第
３

条
第

５
項
又

は
前
項

の
規
定

に
よ

り
勤
務

し
て
い

る
職
員

の
う

ち
、
基

準
日
の

前
日
に

 

お
い

て
同
日

に
お
け

る
当
該

職
に

係
る
新

条
例
定

年
（
基

準
日

が
施
行

日
で
あ

る
場
合

に
は

、
施
行

日
の
前

日
に
お

け
る

旧
条
例

定
年
）

に
達
し

て
い

る
職
員

（
当
該

人
事
委

 

員
会

規
則
で

定
め
る

職
に
あ

っ
て

は
、
人

事
委
員

会
規
則

で
定

め
る
職

員
）
を

、
昇
任

し
、

降
任
し

、
又
は

転
任
す

る
こ

と
が
で

き
な
い

。
 

３
 

新
条
例

第
４
条

第
３
項

か
ら

第
５
項

ま
で
の

規
定
は

、
第

１
項
の

規
定
に

よ
る
勤

務
に

つ
い
て

準
用
す

る
。

 

（
定

年
退
職

者
等
の

再
任
用

に
関

す
る
経

過
措
置

）
 

第
４

条
 
任

命
権
者

は
、
次

に
掲

げ
る
者

の
う
ち

、
年
齢

6
5
年

に
達

す
る
日

以
後
に

お
け

る
最

初
の
３

月
3
1
日

（
以
下

こ
の

条
及
び

次
条
に

お
い
て

「
特

定
年
齢

到
達
年

度
の
末
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日
」

と
い
う

。
）
ま

で
の
間

に
あ

る
者
で

あ
っ
て

、
当
該

者
を

採
用
し

よ
う
と

す
る
常

時
勤

務
を
要

す
る
職

に
係
る

旧
条

例
定
年

（
施
行

日
以
後

に
新

た
に
設

置
さ
れ

た
職
及

 

び
施

行
日
以

後
に
組

織
の
変

更
等

に
よ
り

名
称
が

変
更
さ

れ
た

職
に
あ

っ
て
は

、
当
該

職
が

施
行
日

の
前
日

に
設
置

さ
れ

て
い
た

も
の
と

し
た
場

合
に

お
け
る

旧
条
例

定
年
に

 

準
じ

た
当
該

職
に
係

る
年
齢

）
に

達
し
て

い
る
者

を
、
従

前
の

勤
務
実

績
そ
の

他
の
人

事
委

員
会
規

則
で
定

め
る
情

報
に

基
づ
く

選
考
に

よ
り
、

１
年

を
超
え

な
い
範

囲
内
で

 

任
期

を
定
め

、
当
該

常
時
勤

務
を

要
す
る

職
に
採

用
す
る

こ
と

が
で
き

る
。

 

 
 

(
1
)
?
施

行
日
前

に
令
和

３
年

改
正
法

に
よ
る

改
正
前

の
法

（
以
下

こ
の
項

に
お
い

て
「

旧
地
方

公
務
員

法
」
と

い
う

。
）
第

2
8
条
の

２
第
１

項
の

規
定
に

よ
り
退

職
し
た

者
 

 
 

(
2
)
?
旧

条
例
第

４
条
第

１
項

若
し
く

は
第
２

項
、
令

和
３

年
改
正

法
附
則

第
３
条

第
５

項
又
は

前
条
第

１
項
の

規
定

に
よ
り

勤
務
し

た
後
退

職
し

た
者
 

 
 

 
 

(
3
)
?
2
5
年

以
上

勤
続
し

て
施

行
日
前

に
退
職

し
た
者

（
前

２
号
に

掲
げ
る

者
を
除

く
。

）
で
あ

っ
て
、

当
該
退

職
の

日
の
翌

日
か
ら

起
算
し

て
５

年
を
経

過
す
る

日
ま
で

の
間

 

に
あ

る
者
 

 
 

 
 

(
4
)
?
2
5
年

以
上

勤
続
し

て
施

行
日
前

に
退
職

し
た
者

（
前

３
号
に

掲
げ
る

者
を
除

く
。

）
で
あ

っ
て
、

当
該
退

職
の

日
の
翌

日
か
ら

起
算
し

て
５

年
を
経

過
す
る

日
ま
で

の
間

 

に
、

旧
地
方

公
務
員

法
再
任

用
（

旧
地
方

公
務
員

法
第
2
8
条
の

４
第
１

項
、
第

2
8
条
の

５
第

１
項
又

は
第

2
8
条

の
６

第
１

項
若
し

く
は
第

２
項
の

規
定

に
よ
り

採
用
す

る
こ

 

と
を

い
う

。
）

又
は

暫
定

再
任

用
（

こ
の

項
若

し
く

は
次

項
又

は
次

条
第

１
項

若
し

く
は

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
採

用
す

る
こ

と
を

い
う

。
次

項
第

５
号

に
お

い
て

同
あ
 

じ
。

）
を
さ

れ
た
こ

と
が
あ

る
者

 

 
２

 
令
和

1
4
年
３

月
3
1
日

ま
で

の
間
、

任
命
権

者
は
、

次
に

掲
げ
る

者
の
う

ち
、
特

定
年

齢
到
達

年
度
の

末
日
ま

で
の

間
に
あ

る
者
で

あ
っ
て

、
当

該
者
を

採
用
し

よ
う
と

す
る

 

常
時

勤
務
を

要
す
る

職
に
係

る
新

条
例
定

年
に
達

し
て
い

る
者

を
、
従

前
の
勤

務
実
績

そ
の

他
の
人

事
委
員

会
規
則

で
定

め
る
情

報
に
基

づ
く
選

考
に

よ
り
、

１
年
を

超
え
な

 

い
範

囲
内
で

任
期
を

定
め
、

当
該

常
時
勤

務
を
要

す
る
職

に
採

用
す
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

(
1
)
?
施

行
日

以
後
に

令
和
３

年
改

正
法
に

よ
る
改

正
後
の

法
（

以
下
「

新
地
方

公
務
員

法
」

と
い
う

。
）
第

2
8
条

の
６
第

１
項
の

規
定
に

よ
り
退

職
し

た
者
 

 
 

 

 
 

(
2
)
?
施

行
日
以

後
に
新

条
例

第
４
条

第
１
項

又
は
第

２
項

の
規
定

に
よ
り

勤
務
し

た
後

退
職
し

た
者
 

 
 

 
 

(
3
)
?
施

行
日
以

後
に
新

条
例

第
1
2
条

の
規
定

に
よ
り

採
用

さ
れ
た

者
の
う

ち
、
新

地
方

公
務
員

法
第
2
2
条

の
４

第
３

項
に
規

定
す
る

任
期
が

満
了

し
た
こ

と
に
よ

り
退
職

し
た

 

者
 

 
 

(
4
)
?
2
5
年

以
上

勤
続
し

て
施

行
日
以

後
に
退

職
し
た

者
（

前
３
号

に
掲
げ

る
者
を

除
く

。
）
で

あ
っ
て

、
当
該

退
職

の
日
の

翌
日
か

ら
起
算

し
て

５
年
を

経
過
す

る
日
ま

で
の

 

間
に

あ
る
者

 
 

 
 

(
5
)
?
2
5
年

以
上

勤
続
し

て
施

行
日
以

後
に
退

職
し
た

者
（

前
各
号

に
掲
げ

る
者
を

除
く

。
）
で

あ
っ
て

、
当
該

退
職

の
日
の

翌
日
か

ら
起
算

し
て

５
年
を

経
過
す

る
日
ま

で
の

 

間
に

、
暫
定

再
任
用

を
さ
れ

た
こ

と
が
あ

る
者

 

 
３

 
前
２

項
の
任

期
又
は

こ
の

項
の
規

定
に
よ

り
更
新

さ
れ

た
任
期

は
、
１

年
を
超

え
な

い
範
囲

内
で
更

新
す
る

こ
と

が
で
き

る
。
た

だ
し
、

当
該

任
期
の

末
日
は

、
前
２

項
の

 

規
定

に
よ
り

採
用
す

る
者
又

は
こ

の
項
の

規
定
に

よ
り
任

期
を

更
新
す

る
者
の

特
定
年

齢
到

達
年
度

の
末
日

以
前
で

な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

 
４

 
暫

定
再

任
用

職
員

（
第

１
項

又
は

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
採

用
さ

れ
た

職
員

を
い

う
。

以
下

こ
の

項
及

び
次

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
の

前
項

の
規

定
に

よ
る

任
期

の
更

新
 

は
、

当
該
暫

定
再
任

用
職
員

の
当

該
更
新

直
前
の

任
期
に

お
け

る
勤
務

実
績
が

、
当
該

暫
定

再
任
用

職
員
の

能
力
評

価
及

び
業
績

評
価
の

全
体
評

語
そ

の
他
勤

務
の
状

況
を
示

 

す
事

実
に
基

づ
き
良

好
で
あ

る
場

合
に
行

う
こ
と

が
で
き

る
。

 

 
５

 
任
命

権
者
は

、
暫
定

再
任

用
職
員

の
任
期

を
更
新

す
る

場
合
に

は
、
あ

ら
か
じ

め
当

該
暫
定

再
任
用

職
員
の

同
意

を
得
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

 

 
第

５
条
 

任
命
権

者
は
、

新
地

方
公
務

員
法
第

2
2
条
の

４
第

４
項
の

規
定
に

か
か
わ

ら
ず

、
前
条

第
１
項

各
号
に

掲
げ

る
者
の

う
ち
、

特
定
年

齢
到

達
年
度

の
末
日

ま
で
の

間
に

 

あ
る

者
で
あ

っ
て
、

当
該
者

を
採

用
し
よ

う
と
す

る
短
時

間
勤

務
の
職

（
新
条

例
第
1
2
条
に

規
定
す

る
短
時

間
勤
務

の
職

を
い
う

。
以
下

同
じ
。

）
に

係
る
旧

条
例
定

年
相
当

 

年
齢

（
短
時

間
勤
務

の
職
を

占
め

る
職
員

が
、
常

時
勤
務

を
要

す
る
職

で
そ
の

職
務
が

当
該

短
時
間

勤
務
の

職
と
同

種
の

職
を
占

め
て
い

る
も
の

と
し

た
場
合

に
お
け

る
旧
条

 

例
定

年
（
施

行
日
以

後
に
新

た
に

設
置
さ

れ
た
短

時
間
勤

務
の

職
及
び

施
行
日

以
後
に

組
織

の
変
更

等
に
よ

り
名
称

が
変

更
さ
れ

た
短
時

間
勤
務

の
職

に
あ
っ

て
は
、

当
該
職

 

が
施

行
日
の

前
日
に

設
置
さ

れ
て

い
た
も

の
と
し

た
場
合

に
お

い
て
、

当
該
職

を
占
め

る
職

員
が
、

常
時
勤

務
を
要

す
る

職
で
そ

の
職
務

が
当
該

職
と

同
種
の

職
を
占

め
て
い

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

る
も

の
と
し

た
と
き

に
お
け

る
旧

条
例
定

年
に
準

じ
た
当

該
職

に
係
る

年
齢
）

を
い
う

。
）

に
達
し

て
い
る

者
を
、

従
前

の
勤
務

実
績
そ

の
他
の

人
事

委
員
会

規
則
で

定
め
る

 

情
報

に
基
づ

く
選
考

に
よ
り

、
１

年
を
超

え
な
い

範
囲
内

で
任

期
を
定

め
、
当

該
短
時

間
勤

務
の
職

に
採
用

す
る
こ

と
が

で
き
る

。
 

 

２
 

令
和
1
4
年

３
月

3
1
日
ま

で
の

間
、
任

命
権
者

は
、
新

地
方

公
務
員

法
第
2
2
条

の
４

第
４

項
の
規

定
に
か

か
わ
ら

ず
、

前
条
第

２
項
各

号
に

掲
げ
る

者
の

う
ち

、
特

定
年
齢

到
 

達
年

度
の
末

日
ま
で

の
間
に

あ
る

者
で
あ

っ
て
、

当
該
者

を
採

用
し
よ

う
と
す

る
短
時

間
勤

務
の
職

に
係
る

新
条
例

定
年

相
当
年

齢
（
短

時
間
勤

務
の

職
を
占

め
る
職

員
が
、

 

常
時

勤
務

を
要

す
る

職
で

そ
の

職
務

が
当

該
短

時
間

勤
務

の
職

と
同

種
の

職
を

占
め

て
い

る
も

の
と

し
た

場
合

に
お

け
る

新
条

例
定

年
を

い
う

。
附

則
第

９
条

に
お

い
て

同
 

じ
。

）
に
達

し
て
い

る
者
（

新
条

例
第
1
2
条

の
規

定
に
よ

り
当

該
短
時

間
勤
務

の
職
に

採
用

す
る
こ

と
が
で

き
る
者

を
除

く
。
）

を
、
従

前
の
勤

務
実

績
そ
の

他
の
人

事
委
員

 

会
規

則
で
定

め
る
情

報
に
基

づ
く

選
考
に

よ
り
、

１
年
を

超
え

な
い
範

囲
内
で

任
期
を

定
め

、
当
該

短
時
間

勤
務
の

職
に

採
用
す

る
こ
と

が
で
き

る
。

 

 
３

 
前
２

項
の
場

合
に
お

い
て

は
、
前

条
第
３

項
か
ら

第
５

項
ま
で

の
規
定

を
準
用

す
る

。
 

 
 

（
令
和

３
年
改

正
法
附

則
第

８
条
第

３
項
の

条
例
で

定
め

る
職
及

び
年
齢

）
 

第
６

条
 
令

和
３
年

改
正
法

附
則

第
８
条

第
３
項

の
条
例

で
定

め
る
職

は
、
次

に
掲
げ

る
職

と
す
る

。
 

(
1
)
?
施

行
日

以
後
に

新
た
に

設
置

さ
れ
た

職
 

(
2
)
?
施

行
日

以
後
に

組
織
の

変
更

等
に
よ

り
名
称

が
変
更

さ
れ

た
職

 

２
 

令
和
３

年
改
正

法
附
則

第
８

条
第
３

項
の
条

例
で
定

め
る

年
齢
は

、
前
項

に
規
定

す
る

職
が
施

行
日
の

前
日
に

設
置

さ
れ
て

い
た
も

の
と
し

た
場

合
に
お

け
る
旧

条
例
定

年
 

に
準

じ
た
当

該
職
に

係
る
年

齢
と

す
る
。

 

 
 

（
令
和

３
年
改

正
法
附

則
第

８
条
第

４
項
の

規
定
に

よ
り

読
み
替

え
て
適

用
す
る

新
地

方
公
務

員
法
第

2
2
条
の

４
第

４
項
の

条
例
で

定
め
る

職
及

び
年
齢

）
 

第
７

条
 
令

和
３
年

改
正
法

附
則

第
４
条

か
ら
第

７
条
ま

で
の

規
定
が

適
用
さ

れ
る
場

合
に

お
け
る

令
和
３

年
改
正

法
附

則
第
８

条
第
４

項
の
規

定
に

よ
り
読

み
替
え

て
適
用

す
 

る
新

地
方
公

務
員
法

第
2
2
条

の
４

第
４
項

の
条
例

で
定
め

る
職

は
、
次

に
掲
げ

る
職
と

す
る

。
 

(
1
)
?
施

行
日

以
後
に

新
た
に

設
置

さ
れ
た

短
時
間

勤
務
の

職
 

(
2
)
?
施

行
日

以
後
に

組
織
の

変
更

等
に
よ

り
名
称

が
変
更

さ
れ

た
短
時

間
勤
務

の
職

 

 
２

 
令
和

３
年
改

正
法
附

則
第

４
条
か

ら
第
７

条
ま
で

の
規

定
が
適

用
さ
れ

る
場
合

に
お

け
る
令

和
３
年

改
正
法

附
則

第
８
条

第
４
項

の
規
定

に
よ

り
読
み

替
え
て

適
用
す

る
法

 

第
2
2
条

の
４

第
４
項

の
条
例

で
定

め
る
年

齢
は
、

前
項
に

規
定

す
る
職

が
施
行

日
の
前

日
に

設
置
さ

れ
て
い

た
も
の

と
し

た
場
合

に
お
い

て
、
当

該
職

を
占
め

る
職
員

が
、
常

 

時
勤

務
を
要

す
る
職

で
そ
の

職
務

が
前
項

に
規
定

す
る
職

と
同

種
の
職

を
占
め

て
い
る

も
の

と
し
た

と
き
に

お
け
る

旧
条

例
定
年

に
準
じ

た
前
項

に
規

定
す
る

職
に
係

る
年
齢

 

と
す

る
。

 

 
 

（
令
和

３
年
改

正
法
附

則
第

８
条
第

５
項
の

条
例
で

定
め

る
職
並

び
に
条

例
で
定

め
る

者
及
び

職
員
）

 

第
８

条
 
令

和
３
年

改
正
法

附
則

第
８
条

第
５
項

の
条
例

で
定

め
る
職

は
、
次

に
掲
げ

る
職

の
う
ち

、
当
該

職
が
基

準
日

（
附
則

第
４
条

及
び
第

５
条

の
規
定

が
適
用

さ
れ
る

間
 

に
お

け
る
各

年
の
４

月
１
日

（
施

行
日
を

除
く
。

）
を
い

う
。

以
下
こ

の
条
に

お
い
て

同
じ

。
）
の

前
日
に

設
置
さ

れ
て

い
た
も

の
と
し

た
場
合

に
お

い
て
、

基
準
日

に
お
け

 

る
新

条
例
定

年
が
基

準
日
の

前
日

に
お
け

る
新
条

例
定
年

を
超

え
る
職

と
す
る

。
 

(
1
)
?
基

準
日

以
後
に

新
た
に

設
置

さ
れ
た

職
（
短

時
間
勤

務
の

職
を
含

む
。
）

 

(
2
)
?
基

準
日

以
後
に

組
織
の

変
更

等
に
よ

り
名
称

が
変
更

さ
れ

た
職
（

短
時
間

勤
務
の

職
を

含
む
。

）
 

 
２

 
令
和

３
年
改

正
法
附

則
第

８
条
第

５
項
の

条
例
で

定
め

る
者
は

、
前
項

に
規
定

す
る

職
が
基

準
日
の

前
日
に

設
置

さ
れ
て

い
た
も

の
と
し

た
場

合
に
お

い
て
、

同
日
に

お
け

 

る
当

該
職
に

係
る
新

条
例
定

年
に

達
し
て

い
る
者

と
す
る

。
 

 
３

 
令
和

３
年
改

正
法
附

則
第

８
条
第

５
項
の

条
例
で

定
め

る
職
員

は
、
第

１
項
に

規
定

す
る
職

が
基
準

日
の
前

日
に

設
置
さ

れ
て
い

た
も
の

と
し

た
場
合

に
お
い

て
、
同

日
に

 

 
 

お
け
る

当
該
職

に
係
る

新
条

例
定
年

に
達
し

て
い
る

職
員

と
す
る

。
 

 
 

（
定
年

前
再
任

用
短
時

間
勤

務
職
員

に
関
す

る
経
過

措
置

）
 



（11）号外第58号栃 木 県 公 報令和４（2022）年10月24日　月曜日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

第
９

条
 
任

命
権
者

は
、
基

準
日

（
令
和

７
年
４

月
１
日

、
令

和
９
年

４
月
１

日
、
令

和
1
1
年

４
月

１
日
及

び
令
和

1
3
年

４
月

１
日
を

い
う
。

以
下

こ
の

条
に
お

い
て
同

じ
。
）

 

か
ら

基
準

日
の

翌
年

の
３

月
3
1
日

ま
で

の
間

、
基

準
日

に
お

け
る

新
条

例
定

年
相

当
年

齢
が

基
準

日
の

前
日

に
お

け
る

新
条

例
定

年
相

当
年

齢
を

超
え

る
短

時
間

勤
務

の
職

 

（
基

準
日
に

お
け
る

新
条
例

定
年

相
当
年

齢
が
新

条
例
第

３
条

第
１
項

に
規
定

す
る
定

年
で

あ
る
短

時
間
勤

務
の
職

に
限

る
。
）

及
び
こ

れ
に
相

当
す

る
基
準

日
以
後

に
設
置

 

さ
れ

た
短
時

間
勤
務

の
職
そ

の
他

の
人
事

委
員
会

規
則
で

定
め

る
短
時

間
勤
務

の
職
（

以
下

こ
の
条

に
お
い

て
「
新

条
例

原
則
定

年
相
当

年
齢
引

上
げ

短
時
間

勤
務
職

」
と
い

 

う
。

）
に
、

基
準
日

の
前
日

ま
で

に
新
条

例
第
1
2
条

に
規

定
す

る
年
齢

6
0
年
以

上
退
職

者
と

な
っ
た

者
（
基

準
日
前

か
ら

新
条
例

第
４
条

第
１
項

又
は

第
２
項

の
規
定

に
よ
り

 

勤
務

し
た
後

基
準
日

以
後
に

退
職

を
し
た

者
を
含

む
。
）

の
う

ち
基
準

日
の
前

日
に
お

い
て

同
日
に

お
け
る

当
該
新

条
例

原
則
定

年
相
当

年
齢
引

上
げ

短
時
間

勤
務
職

に
係
る

 

新
条

例
定
年

相
当
年

齢
に
達

し
て

い
る
者

（
当
該

人
事
委

員
会

規
則
で

定
め
る

短
時
間

勤
務

の
職
に

あ
っ
て

は
、
人

事
委

員
会
規

則
で
定

め
る
者

）
を

、
新
条

例
第
1
2
条

の
規

 

定
に

よ
り
採

用
す
る

こ
と
が

で
き

ず
、
新

条
例
原

則
定
年

相
当

年
齢
引

上
げ
短

時
間
勤

務
職

に
、
同

条
の
規

定
に
よ

り
採

用
さ
れ

た
職
員

（
以
下

こ
の

条
に
お

い
て
「

定
年
前

 

再
任

用
短
時

間
勤
務

職
員
」

と
い

う
。
）

の
う
ち

基
準
日

の
前

日
に
お

い
て
同

日
に
お

け
る

当
該
新

条
例

原
則

定
年

相
当

年
齢
引

上
げ
短

時
間
勤

務
職

に
係
る

新
条
例

定
年
相

 

当
年

齢
に
達

し
て
い

る
定
年

前
再

任
用
短

時
間
勤

務
職
員

（
当

該
人
事

委
員
会

規
則
で

定
め

る
短
時

間
勤
務

の
職
に

あ
っ

て
は
、

人
事
委

員
会
規

則
で

定
め
る

定
年

前
再

任
用

 

短
時

間
勤
務

職
員
）

を
、
昇

任
し

、
降
任

し
、
又

は
転
任

す
る

こ
と
が

で
き
な

い
。

 

 
 

（
情
報

の
提
供

及
び
勤

務
の

意
思
の

確
認
）

 

第
1
0
条

 
任

命
権
者

は
、
当

分
の

間
、
職

員
（
臨

時
的
に

任
用

さ
れ
る

職
員
そ

の
他
の

法
律

に
よ
り

任
期
を

定
め
て

任
用

さ
れ
る

職
員
、

非
常
勤

職
員

並
び
に

新
条
例

第
３
条

第
 

２
項

及
び
旧

条
例
第

３
条
た

だ
し

書
に
規

定
す
る

職
員
を

除
く

。
以
下

こ
の
項

に
お
い

て
同

じ
。
）

が
年
齢

6
0
年

に
達
す

る
日
の

属
す
る

年
度
の

前
年

度
（
以

下
こ
の

項
に
お

 

い
て

「
情
報

の
提
供

及
び
勤

務
の

意
思
の

確
認
を

行
う
べ

き
年

度
」
と

い
う
。

）
（
情

報
の

提
供
及

び
勤
務

の
意
思

の
確

認
を
行

う
べ
き

年
度
に

職
員

で
な
か

っ
た
者

で
、
当

 

該
情

報
の
提

供
及
び

勤
務
の

意
思

の
確
認

を
行
う

べ
き
年

度
の

末
日
後

に
採
用

さ
れ
た

職
員

（
異
動

等
に
よ

り
情
報

の
提

供
及
び

勤
務
の

意
思
の

確
認

を
行
う

べ
き
年

度
の
末

 

日
を

経
過
す

る
こ
と

と
な
っ

た
職

員
（
以

下
こ
の

項
に
お

い
て

「
末
日

経
過
職

員
」
と

い
う

。
）
を

除
く
。

）
に
あ

っ
て

は
、
当

該
職
員

が
採
用

さ
れ

た
日
か

ら
同
日

の
属
す

 

る
年

度
の

末
日

ま
で

の
期

間
、

末
日

経
過

職
員

に
あ

っ
て

は
、

当
該

職
員

の
異

動
等

の
日

が
属

す
る

年
度

（
当

該
日

が
年

度
の

初
日

で
あ

る
場

合
は

、
当

該
年

度
の

前
年
 

度
）

）
に
お

い
て
、

当
該
職

員
に

対
し
、

当
該
職

員
が
年

齢
6
0
年

に
達

す
る
日

以
後
に

適
用

さ
れ
る

任
用
及

び
給
与

に
関

す
る
措

置
の
内

容
そ
の

他
の

必
要
な

情
報
を

提
供
す

 

る
も

の
と
す

る
と
と

も
に
、

同
日

の
翌
日

以
後
に

お
け
る

勤
務

の
意
思

を
確
認

す
る
よ

う
努

め
る
も

の
と
す

る
。

 

２
 

警
察
本

部
長
は

、
当
分

の
間

、
警
察

法
第
5
6
条

の
２

第
１

項
に
規

定
す
る

特
定
地

方
警

務
官
が

年
齢
6
0
年

に
達

す
る

日
の
属

す
る
年

度
の
前

年
度

に
お
い

て
、
当

該
特
定

地
 

方
警

務
官
に

対
し
、

当
該
特

定
地

方
警
務

官
が
年

齢
6
0
年

に
達

す
る
日

以
後
に

適
用
さ

れ
る

任
用
及

び
給
与

に
関
す

る
措

置
の
内

容
そ
の

他
の
必

要
な

情
報
を

提
供
す

る
も
の

 

と
す

る
と
と

も
に
、

同
日
の

翌
日

以
後
に

お
け
る

勤
務
の

意
思

を
確
認

す
る
よ

う
努
め

る
も

の
と
す

る
。

 

 
 

（
令
和

３
年
改

正
法
附

則
第

２
条
第

３
項
の

条
例
で

定
め

る
年
齢

）
 

第
1
1
条

 
令

和
３
年

改
正
法

附
則

第
２
条

第
３
項

の
条
例

で
定

め
る
年

齢
は
、

年
齢
6
0
年
と

す
る
。

 

 
 

（
人
事

委
員
会

規
則
へ

の
委

任
）

 

 
第

1
2
条
 

附
則
第

２
条
か

ら
前

条
ま
で

に
定
め

る
も
の

の
ほ

か
、
こ

の
条
例

の
施
行

に
関

し
必
要

な
経
過

措
置
に

関
す

る
事
項

は
、
人

事
委
員

会
規

則
で
定

め
る
。

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

る
も

の
と
し

た
と
き

に
お
け

る
旧

条
例
定

年
に
準

じ
た
当

該
職

に
係
る

年
齢
）

を
い
う

。
）

に
達
し

て
い
る

者
を
、

従
前

の
勤
務

実
績
そ

の
他
の

人
事

委
員
会

規
則
で

定
め
る

 

情
報

に
基
づ

く
選
考

に
よ
り

、
１

年
を
超

え
な
い

範
囲
内

で
任

期
を
定

め
、
当

該
短
時

間
勤

務
の
職

に
採
用

す
る
こ

と
が

で
き
る

。
 

 

２
 

令
和
1
4
年

３
月

3
1
日
ま

で
の

間
、
任

命
権
者

は
、
新

地
方

公
務
員

法
第
2
2
条

の
４

第
４

項
の
規

定
に
か

か
わ
ら

ず
、

前
条
第

２
項
各

号
に
掲

げ
る

者
の
う

ち
、
特

定
年
齢

到
 

達
年

度
の
末

日
ま
で

の
間
に

あ
る

者
で
あ

っ
て
、

当
該
者

を
採

用
し
よ

う
と
す

る
短
時

間
勤

務
の
職

に
係
る

新
条
例

定
年

相
当
年

齢
（
短

時
間
勤

務
の

職
を
占

め
る
職

員
が
、

 

常
時

勤
務

を
要

す
る

職
で

そ
の

職
務

が
当

該
短

時
間

勤
務

の
職

と
同

種
の

職
を

占
め

て
い

る
も

の
と

し
た

場
合

に
お

け
る

新
条

例
定

年
を

い
う

。
附

則
第

９
条

に
お

い
て

同
 

じ
。

）
に
達

し
て
い

る
者
（

新
条

例
第
1
2
条

の
規

定
に
よ

り
当

該
短
時

間
勤
務

の
職
に

採
用

す
る
こ

と
が
で

き
る
者

を
除

く
。
）

を
、
従

前
の
勤

務
実

績
そ
の

他
の
人

事
委
員

 

会
規

則
で
定

め
る
情

報
に
基

づ
く

選
考
に

よ
り
、

１
年
を

超
え

な
い
範

囲
内
で

任
期
を

定
め

、
当
該

短
時
間

勤
務
の

職
に

採
用
す

る
こ
と

が
で
き

る
。

 

 
３

 
前
２

項
の
場

合
に
お

い
て

は
、
前

条
第
３

項
か
ら

第
５

項
ま
で

の
規
定

を
準
用

す
る

。
 

 
 

（
令
和

３
年
改

正
法
附

則
第

８
条
第

３
項
の

条
例
で

定
め

る
職
及

び
年
齢

）
 

第
６

条
 
令

和
３
年

改
正
法

附
則

第
８
条

第
３
項

の
条
例

で
定

め
る
職

は
、
次

に
掲
げ

る
職

と
す
る

。
 

(
1
)
?
施

行
日

以
後
に

新
た
に

設
置

さ
れ
た

職
 

(
2
)
?
施

行
日

以
後
に

組
織
の

変
更

等
に
よ

り
名
称

が
変
更

さ
れ

た
職

 

２
 

令
和
３

年
改
正

法
附
則

第
８

条
第
３

項
の
条

例
で
定

め
る

年
齢
は

、
前
項

に
規
定

す
る

職
が
施

行
日
の

前
日
に

設
置

さ
れ
て

い
た
も

の
と
し

た
場

合
に
お

け
る
旧

条
例
定

年
 

に
準

じ
た
当

該
職
に

係
る
年

齢
と

す
る
。

 

 
 

（
令
和

３
年
改

正
法
附

則
第

８
条
第

４
項
の

規
定
に

よ
り

読
み
替

え
て
適

用
す
る

新
地

方
公
務

員
法
第

2
2
条
の

４
第

４
項
の

条
例
で

定
め
る

職
及

び
年
齢

）
 

第
７

条
 
令

和
３
年

改
正
法

附
則

第
４
条

か
ら
第

７
条
ま

で
の

規
定
が

適
用
さ

れ
る
場

合
に

お
け
る

令
和
３

年
改
正

法
附

則
第
８

条
第
４

項
の
規

定
に

よ
り
読

み
替
え

て
適
用

す
 

る
新

地
方
公

務
員
法

第
2
2
条

の
４

第
４
項

の
条
例

で
定
め

る
職

は
、
次

に
掲
げ

る
職
と

す
る

。
 

(
1
)
?
施

行
日

以
後
に

新
た
に

設
置

さ
れ
た

短
時
間

勤
務
の

職
 

(
2
)
?
施

行
日

以
後
に

組
織
の

変
更

等
に
よ

り
名
称

が
変
更

さ
れ

た
短
時

間
勤
務

の
職

 

 
２

 
令
和

３
年
改

正
法
附

則
第

４
条
か

ら
第
７

条
ま
で

の
規

定
が
適

用
さ
れ

る
場
合

に
お

け
る
令

和
３
年

改
正
法

附
則

第
８
条

第
４
項

の
規
定

に
よ

り
読
み

替
え
て

適
用
す

る
法

 

第
2
2
条

の
４

第
４
項

の
条
例

で
定

め
る
年

齢
は
、

前
項
に

規
定

す
る
職

が
施
行

日
の
前

日
に

設
置
さ

れ
て
い

た
も
の

と
し

た
場
合

に
お
い

て
、
当

該
職

を
占
め

る
職
員

が
、
常

 

時
勤

務
を
要

す
る
職

で
そ
の

職
務

が
前
項

に
規
定

す
る
職

と
同

種
の
職

を
占
め

て
い
る

も
の

と
し
た

と
き
に

お
け
る

旧
条

例
定
年

に
準
じ

た
前
項

に
規

定
す
る

職
に
係

る
年
齢

 

と
す

る
。

 

 
 

（
令
和

３
年
改

正
法
附

則
第

８
条
第

５
項
の

条
例
で

定
め

る
職
並

び
に
条

例
で
定

め
る

者
及
び

職
員
）

 

第
８

条
 
令

和
３
年

改
正
法

附
則

第
８
条

第
５
項

の
条
例

で
定

め
る
職

は
、
次

に
掲
げ

る
職

の
う
ち

、
当
該

職
が
基

準
日

（
附
則

第
４
条

及
び
第

５
条

の
規
定

が
適
用

さ
れ
る

間
 

に
お

け
る
各

年
の
４

月
１
日

（
施

行
日
を

除
く
。

）
を
い

う
。

以
下
こ

の
条
に

お
い
て

同
じ

。
）
の

前
日
に

設
置
さ

れ
て

い
た
も

の
と
し

た
場
合

に
お

い
て
、

基
準
日

に
お
け

 

る
新

条
例
定

年
が
基

準
日
の

前
日

に
お
け

る
新
条

例
定
年

を
超

え
る
職

と
す
る

。
 

(
1
)
?
基

準
日

以
後
に

新
た
に

設
置

さ
れ
た

職
（
短

時
間
勤

務
の

職
を
含

む
。
）

 

(
2
)
?
基

準
日

以
後
に

組
織
の

変
更

等
に
よ

り
名
称

が
変
更

さ
れ

た
職
（

短
時
間

勤
務
の

職
を

含
む
。

）
 

 
２

 
令
和

３
年
改

正
法
附

則
第

８
条
第

５
項
の

条
例
で

定
め

る
者
は

、
前
項

に
規
定

す
る

職
が
基

準
日
の

前
日
に

設
置

さ
れ
て

い
た
も

の
と
し

た
場

合
に
お

い
て
、

同
日
に

お
け

 

る
当

該
職
に

係
る
新

条
例
定

年
に

達
し
て

い
る
者

と
す
る

。
 

 
３

 
令
和

３
年
改

正
法
附

則
第

８
条
第

５
項
の

条
例
で

定
め

る
職
員

は
、
第

１
項
に

規
定

す
る
職

が
基
準

日
の
前

日
に

設
置
さ

れ
て
い

た
も
の

と
し

た
場
合

に
お
い

て
、
同

日
に

 

 
 

お
け
る

当
該
職

に
係
る

新
条

例
定
年

に
達
し

て
い
る

職
員

と
す
る

。
 

 
 

（
定
年

前
再
任

用
短
時

間
勤

務
職
員

に
関
す

る
経
過

措
置

）
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第
９

条
 
任

命
権
者

は
、
基

準
日

（
令
和

７
年
４

月
１
日

、
令

和
９
年

４
月
１

日
、
令

和
1
1
年

４
月

１
日
及

び
令
和

1
3
年

４
月

１
日
を

い
う
。

以
下

こ
の

条
に
お

い
て
同

じ
。
）

 

か
ら

基
準

日
の

翌
年

の
３

月
3
1
日

ま
で

の
間

、
基

準
日

に
お

け
る

新
条

例
定

年
相

当
年

齢
が

基
準

日
の

前
日

に
お

け
る

新
条

例
定

年
相

当
年

齢
を

超
え

る
短

時
間

勤
務

の
職

 

（
基

準
日
に

お
け
る

新
条
例

定
年

相
当
年

齢
が
新

条
例
第

３
条

第
１
項

に
規
定

す
る
定

年
で

あ
る
短

時
間
勤

務
の
職

に
限

る
。
）

及
び
こ

れ
に
相

当
す

る
基
準

日
以
後

に
設
置

 

さ
れ

た
短
時

間
勤
務

の
職
そ

の
他

の
人
事

委
員
会

規
則
で

定
め

る
短
時

間
勤
務

の
職
（

以
下

こ
の
条

に
お
い

て
「
新

条
例

原
則
定

年
相
当

年
齢
引

上
げ

短
時
間

勤
務
職

」
と
い

 

う
。

）
に
、

基
準
日

の
前
日

ま
で

に
新
条

例
第
1
2
条

に
規

定
す

る
年
齢

6
0
年
以

上
退
職

者
と

な
っ
た

者
（
基

準
日
前

か
ら

新
条
例

第
４
条

第
１
項

又
は

第
２
項

の
規
定

に
よ
り

 

勤
務

し
た
後

基
準
日

以
後
に

退
職

を
し
た

者
を
含

む
。
）

の
う

ち
基
準

日
の
前

日
に
お

い
て

同
日
に

お
け
る

当
該
新

条
例

原
則
定

年
相
当

年
齢
引

上
げ

短
時
間

勤
務
職

に
係
る

 

新
条

例
定
年

相
当
年

齢
に
達

し
て

い
る
者

（
当
該

人
事
委

員
会

規
則
で

定
め
る

短
時
間

勤
務

の
職
に

あ
っ
て

は
、
人

事
委

員
会
規

則
で
定

め
る
者

）
を

、
新
条

例
第
1
2
条

の
規

 

定
に

よ
り
採

用
す
る

こ
と
が

で
き

ず
、
新

条
例
原

則
定
年

相
当

年
齢
引

上
げ
短

時
間
勤

務
職

に
、
同

条
の
規

定
に
よ

り
採

用
さ
れ

た
職
員

（
以
下

こ
の

条
に
お

い
て
「

定
年
前

 

再
任

用
短
時

間
勤
務

職
員
」

と
い

う
。
）

の
う
ち

基
準
日

の
前

日
に
お

い
て
同

日
に
お

け
る

当
該
新

条
例

原
則

定
年

相
当

年
齢
引

上
げ
短

時
間
勤

務
職

に
係
る

新
条
例

定
年
相

 

当
年

齢
に
達

し
て
い

る
定
年

前
再

任
用
短

時
間
勤

務
職
員

（
当

該
人
事

委
員
会

規
則
で

定
め

る
短
時

間
勤
務

の
職
に

あ
っ

て
は
、

人
事
委

員
会
規

則
で

定
め
る

定
年
前

再
任
用

 

短
時

間
勤
務

職
員
）

を
、
昇

任
し

、
降
任

し
、
又

は
転
任

す
る

こ
と
が

で
き
な

い
。

 

 
 

（
情
報

の
提
供

及
び
勤

務
の

意
思
の

確
認
）

 

第
1
0
条

 
任

命
権
者

は
、
当

分
の

間
、
職

員
（
臨

時
的
に

任
用

さ
れ
る

職
員
そ

の
他
の

法
律

に
よ
り

任
期
を

定
め
て

任
用

さ
れ
る

職
員
、

非
常
勤

職
員

並
び
に

新
条
例

第
３
条

第
 

２
項

及
び
旧

条
例
第

３
条
た

だ
し

書
に
規

定
す
る

職
員
を

除
く

。
以
下

こ
の
項

に
お
い

て
同

じ
。
）

が
年
齢

6
0
年

に
達
す

る
日
の

属
す
る

年
度
の

前
年

度
（
以

下
こ
の

項
に
お

 

い
て

「
情
報

の
提
供

及
び
勤

務
の

意
思
の

確
認
を

行
う
べ

き
年

度
」
と

い
う
。

）
（
情

報
の

提
供
及

び
勤
務

の
意
思

の
確

認
を
行

う
べ
き

年
度
に

職
員

で
な
か

っ
た
者

で
、
当

 

該
情

報
の
提

供
及
び

勤
務
の

意
思

の
確
認

を
行
う

べ
き
年

度
の

末
日
後

に
採
用

さ
れ
た

職
員

（
異
動

等
に
よ

り
情
報

の
提

供
及
び

勤
務
の

意
思
の

確
認

を
行
う

べ
き
年

度
の
末

 

日
を

経
過
す

る
こ
と

と
な
っ

た
職

員
（
以

下
こ
の

項
に
お

い
て

「
末
日

経
過
職

員
」
と

い
う

。
）
を

除
く
。

）
に
あ

っ
て

は
、
当

該
職
員

が
採
用

さ
れ

た
日
か

ら
同
日

の
属
す

 

る
年

度
の

末
日

ま
で

の
期

間
、

末
日

経
過

職
員

に
あ

っ
て

は
、

当
該

職
員

の
異

動
等

の
日

が
属

す
る

年
度

（
当

該
日

が
年

度
の

初
日

で
あ

る
場

合
は

、
当

該
年

度
の

前
年
 

度
）

）
に
お

い
て
、

当
該
職

員
に

対
し
、

当
該
職

員
が
年

齢
6
0
年

に
達

す
る
日

以
後
に

適
用

さ
れ
る

任
用
及

び
給
与

に
関

す
る
措

置
の
内

容
そ
の

他
の

必
要
な

情
報
を

提
供
す

 

る
も

の
と
す

る
と
と

も
に
、

同
日

の
翌
日

以
後
に

お
け
る

勤
務

の
意
思

を
確
認

す
る
よ

う
努

め
る
も

の
と
す

る
。

 

２
 

警
察
本

部
長
は

、
当
分

の
間

、
警
察

法
第
5
6
条

の
２

第
１

項
に
規

定
す
る

特
定
地

方
警

務
官
が

年
齢
6
0
年

に
達

す
る

日
の
属

す
る
年

度
の
前

年
度

に
お
い

て
、
当

該
特
定

地
 

方
警

務
官
に

対
し
、

当
該
特

定
地

方
警
務

官
が
年

齢
6
0
年

に
達

す
る
日

以
後
に

適
用
さ

れ
る

任
用
及

び
給
与

に
関
す

る
措

置
の
内

容
そ
の

他
の
必

要
な

情
報
を

提
供
す

る
も
の

 

と
す

る
と
と

も
に
、

同
日
の

翌
日

以
後
に

お
け
る

勤
務
の

意
思

を
確
認

す
る
よ

う
努
め

る
も

の
と
す

る
。

 

 
 

（
令
和

３
年
改

正
法
附

則
第

２
条
第

３
項
の

条
例
で

定
め

る
年
齢

）
 

第
1
1
条

 
令

和
３
年

改
正
法

附
則

第
２
条

第
３
項

の
条
例

で
定

め
る
年

齢
は
、

年
齢
6
0
年
と

す
る
。

 

 
 

（
人
事

委
員
会

規
則
へ

の
委

任
）

 

 
第

1
2
条
 

附
則
第

２
条
か

ら
前

条
ま
で

に
定
め

る
も
の

の
ほ

か
、
こ

の
条
例

の
施
行

に
関

し
必
要

な
経
過

措
置
に

関
す

る
事
項

は
、
人

事
委
員

会
規

則
で
定

め
る
。

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

         
栃

木
県
条

例
第
3
0
号

 

 
 

 
 
職

員
の
給

与
に
関

す
る

条
例
等

の
一
部

を
改
正

す
る

等
の
条

例
 

（
職

員
の
給

与
に
関

す
る
条

例
の

一
部
改

正
）

 

 
第

１
条
 

職
員
の

給
与
に

関
す

る
条
例

（
昭
和

2
7
年
栃

木
県

条
例
第

１
号
）

の
一
部

を
次

の
よ
う

に
改
正

す
る
。

 

 
 

 
次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に

掲
げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下

線
で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る

。
 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

（
初

任
給
、

昇
格
及

び
昇
給

の
基

準
）

 

第
６

条
 
略

 

２
・

３
 
略

 

４
 

職
員

が
一

の
職

務
の

級
か

ら
他

の
職
務

の
級

に
移

っ
た

場
合

又
は
一

の
職

か
ら

同

じ
職

務
の

級
の
初

任
給

の
基

準
を

異
に

す
る
他

の
職

に
移

っ
た

場
合

に
お
け

る
号

給

は
、

人
事
委

員
会
規

則
で
定

め
る

と
こ
ろ

に
よ
り

決
定
す

る
。

 

５
 

職
員

の
昇

給
は

、
人

事
委

員
会

規
則
で

定
め

る
日

に
、

同
日

前
１
年

間
に

お
け

る

当
該

職
員
の

勤
務
成

績
に
応

じ
て

、
行
う

も
の
と

す
る
。

 

６
 

略
 

７
 

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
日

に
お
い

て
5
5
歳

以
上

で
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め

る
年

齢
を

超
え
て

い
る

職
員

の
第

５
項

の
規
定

に
よ

る
昇

給
は

、
同

項
に
規

定
す

る

期
間

に
お

け
る
当

該
職

員
の

勤
務

成
績

が
特
に

良
好

で
あ

る
場

合
に

限
り
行

う
も

の

と
し

、
昇

給
さ
せ

る
場

合
の

昇
給

の
号

給
数
は

、
勤

務
成

績
に

応
じ

て
人
事

委
員

会

規
則

で
定
め

る
基
準

に
従
い

決
定

す
る
も

の
と
す

る
。

 

８
～

1
0
 
略

 

1
1
 

法
第

2
2
条

の
４

第
３

項
に

規
定

す
る

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
（

以
下

「
定

年
前

再
任
用

短
時

間
勤

務
職

員
」

と
い
う

。
）

の
給

料
月

額
は

、
当
該

定
年

前

再
任

用
短

時
間
勤

務
職

員
に

適
用

さ
れ

る
給
料

表
の

定
年

前
再

任
用

短
時
間

勤
務

職

員
の

欄
に

掲
げ
る

基
準

給
料

月
額

の
う

ち
、
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

当
該
定

年
前

再

（
初

任
給
、

昇
格
及

び
昇
給

の
基

準
）

 

第
６

条
 
略

 

２
・

３
 
略

 

４
 

職
員

が
一

の
職

務
の

級
か

ら
他

の
職
務

の
級

に
移

っ
た

場
合

又
は
一

の
職

か
ら

同

じ
職

務
の

級
の
初

任
給

の
基

準
を

異
に

す
る
他

の
職

に
移

っ
た

場
合

に
お
け

る
号

給

は
、

人
事
委

員
会
規

則
の
定

め
る

と
こ
ろ

に
よ
り

決
定
す

る
。

 

５
 

職
員

の
昇

給
は

、
人

事
委

員
会

規
則
で

定
め

る
日

に
、

同
日

前
１
年

間
に

お
け

る

そ
の

者
あ
の

勤
務
成

績
に
応

じ
て

、
行
う

も
の
と

す
る
。

 

６
 

略
 

７
 

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
日

に
お
い

て
5
5
歳

以
上

で
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め

る
年

齢
を

超
え
て

い
る

職
員

の
第

５
項

の
規
定

に
よ

る
昇

給
は

、
同

項
に
規

定
す

る

期
間

に
お

け
る
そ

の
者

あ
の

勤
務

成
績

が
特
に

良
好

で
あ

る
場

合
に

限
り
行

う
も

の

と
し

、
昇

給
さ
せ

る
場

合
の

昇
給

の
号

給
数
は

、
勤

務
成

績
に

応
じ

て
人
事

委
員

会

規
則

で
定
め

る
基
準

に
従
い

決
定

す
る
も

の
と
す

る
。

 

８
～

1
0
 
略

 

1
1
 

法
第
2
8
条

の
４

第
１

項
、

第
2
8
条

の
５

第
１

項
又

は
第
2
8
条

の
６
第

１
項

若
し

く

は
第

２
項

の
規
定

に
よ

り
採

用
さ

れ
た

職
員
（

以
下

「
再

任
用

職
員

」
と
い

う
。

）

の
給

料
月

額
は
、

そ
の

者
に

適
用

さ
れ

る
給
料

表
の

再
任

用
職

員
の

欄
に
掲

げ
る

給

料
月

額
の
う

ち
、
そ

の
者
の

属
す

る
職
務

の
級
に

応
じ
た

額
と

す
る
。
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栃

木
県
条

例
第
3
0
号

 

 
 

 
 
職

員
の
給

与
に
関

す
る

条
例
等

の
一
部

を
改
正

す
る

等
の
条

例
 

（
職

員
の
給

与
に
関

す
る
条

例
の

一
部
改

正
）

 

 
第

１
条
 

職
員
の

給
与
に

関
す

る
条
例

（
昭
和

2
7
年
栃

木
県

条
例
第

１
号
）

の
一
部

を
次

の
よ
う

に
改
正

す
る
。

 

 
 

 
次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に

掲
げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下

線
で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る

。
 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

（
初

任
給
、

昇
格
及

び
昇
給

の
基

準
）

 

第
６

条
 
略

 

２
・

３
 
略

 

４
 

職
員

が
一

の
職

務
の

級
か

ら
他

の
職
務

の
級

に
移

っ
た

場
合

又
は
一

の
職

か
ら

同

じ
職

務
の

級
の
初

任
給

の
基

準
を

異
に

す
る
他

の
職

に
移

っ
た

場
合

に
お
け

る
号

給

は
、

人
事
委

員
会
規

則
で
定

め
る

と
こ
ろ

に
よ
り

決
定
す

る
。

 

５
 

職
員

の
昇

給
は

、
人

事
委

員
会

規
則
で

定
め

る
日

に
、

同
日

前
１
年

間
に

お
け

る

当
該

職
員
の

勤
務
成

績
に
応

じ
て

、
行
う

も
の
と

す
る
。

 

６
 

略
 

７
 

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
日

に
お
い

て
5
5
歳

以
上

で
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め

る
年

齢
を

超
え
て

い
る

職
員

の
第

５
項

の
規
定

に
よ

る
昇

給
は

、
同

項
に
規

定
す

る

期
間

に
お

け
る
当

該
職

員
の

勤
務

成
績

が
特
に

良
好

で
あ

る
場

合
に

限
り
行

う
も

の

と
し

、
昇

給
さ
せ

る
場

合
の

昇
給

の
号

給
数
は

、
勤

務
成

績
に

応
じ

て
人
事

委
員

会

規
則

で
定
め

る
基
準

に
従
い

決
定

す
る
も

の
と
す

る
。

 

８
～

1
0
 
略

 

1
1
 

法
第

2
2
条

の
４

第
３

項
に

規
定

す
る

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
（

以
下

「
定

年
前

再
任
用

短
時

間
勤

務
職

員
」

と
い
う

。
）

の
給

料
月

額
は

、
当
該

定
年

前

再
任

用
短

時
間
勤

務
職

員
に

適
用

さ
れ

る
給
料

表
の

定
年

前
再

任
用

短
時
間

勤
務

職

員
の

欄
に

掲
げ
る

基
準

給
料

月
額

の
う

ち
、
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

当
該
定

年
前

再

（
初

任
給
、

昇
格
及

び
昇
給

の
基

準
）

 

第
６

条
 
略

 

２
・

３
 
略

 

４
 

職
員

が
一

の
職

務
の

級
か

ら
他

の
職
務

の
級

に
移

っ
た

場
合

又
は
一

の
職

か
ら

同

じ
職

務
の

級
の
初

任
給

の
基

準
を

異
に

す
る
他

の
職

に
移

っ
た

場
合

に
お
け

る
号

給

は
、

人
事
委

員
会
規

則
の
定

め
る

と
こ
ろ

に
よ
り

決
定
す

る
。

 

５
 

職
員

の
昇

給
は

、
人

事
委

員
会

規
則
で

定
め

る
日

に
、

同
日

前
１
年

間
に

お
け

る

そ
の

者
あ
の

勤
務
成

績
に
応

じ
て

、
行
う

も
の
と

す
る
。

 

６
 

略
 

７
 

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
日

に
お
い

て
5
5
歳

以
上

で
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め

る
年

齢
を

超
え
て

い
る

職
員

の
第

５
項

の
規
定

に
よ

る
昇

給
は

、
同

項
に
規

定
す

る

期
間

に
お

け
る
そ

の
者

あ
の

勤
務

成
績

が
特
に

良
好

で
あ

る
場

合
に

限
り
行

う
も

の

と
し

、
昇

給
さ
せ

る
場

合
の

昇
給

の
号

給
数
は

、
勤

務
成

績
に

応
じ

て
人
事

委
員

会

規
則

で
定
め

る
基
準

に
従
い

決
定

す
る
も

の
と
す

る
。

 

８
～

1
0
 
略

 

1
1
 

法
第
2
8
条

の
４

第
１

項
、

第
2
8
条

の
５

第
１

項
又

は
第
2
8
条

の
６
第

１
項

若
し

く

は
第

２
項

の
規
定

に
よ

り
採

用
さ

れ
た

職
員
（

以
下

「
再

任
用

職
員

」
と
い

う
。

）

の
給

料
月

額
は
、

そ
の

者
に

適
用

さ
れ

る
給
料

表
の

再
任

用
職

員
の

欄
に
掲

げ
る

給

料
月

額
の
う

ち
、
そ

の
者
の

属
す

る
職
務

の
級
に

応
じ
た

額
と

す
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

任
用

短
時

間
勤
務

職
員

の
属

す
る

職
務

の
級
に

応
じ

た
額

に
、

勤
務

時
間
等

条
例

第

２
条

第
３

項
又
は

第
５

項
の

規
定

に
よ

り
定
め

ら
れ

た
当

該
定

年
前

再
任
用

短
時

間

勤
務

職
員

の
勤
務

時
間

を
同

条
第

１
項

に
規
定

す
る

勤
務

時
間

で
除

し
て
得

た
数

を

乗
じ

て
得
た

額
と
す

る
。

 

        

（
通

勤
手
当

）
 

第
1
2
条

 
通

勤
手
当

は
、
次

に
掲

げ
る
職

員
に
支

給
す
る

。
 

(
1
)
?
通
勤

の
た

め
交

通
機

関
又

は
有

料
の

道
路
（

以
下

こ
の

項
か

ら
第

３
項
ま

で
に

お
い

て
「

交
通
機

関
等

」
と

い
う

。
）

を
利
用

し
て

そ
の

運
賃

又
は

料
金
（

以
下

こ
の

項
か

ら
第
３

項
ま

で
に

お
い

て
「

運
賃
等

」
と

い
う

。
）

を
負

担
す
る

こ
と

を
常

例
と

す
る
職

員
（

交
通

機
関

等
を

利
用
し

な
け

れ
ば

通
勤

す
る

こ
と
が

著
し

く
困

難
で

あ
る
職

員
以

外
の

職
員

で
あ

っ
て
交

通
機

関
等

を
利

用
し

な
い
で

徒
歩

に
よ

り
通

勤
す
る

も
の

と
し

た
場

合
の

通
勤
距

離
が

片
道

２
キ

ロ
メ

ー
ト
ル

未
満

で
あ

る
も
の

及
び
第

３
号
に

掲
げ

る
職
員

を
除
く

。
）

 

(
2
)
?
通
勤

の
た

め
自

動
車

そ
の

他
の

交
通

の
用
具

で
人

事
委

員
会

規
則

で
定
め

る
も

の
（

以
下

こ
の
条

に
お

い
て

「
自

動
車

等
」
と

い
う

。
）

を
使

用
す

る
こ
と

を
常

例
と

す
る

職
員
（

自
動

車
等

を
使

用
し

な
け
れ

ば
通

勤
す

る
こ

と
が

著
し
く

困
難

で
あ

る
職

員
以
外

の
職

員
で

あ
っ

て
自

動
車
等

を
使

用
し

な
い

で
徒

歩
に
よ

り
通

勤
す

る
も

の
と
し

た
場

合
の

通
勤

距
離

が
片
道

２
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で
あ

る
も

の
及

び
次
号

に
掲
げ

る
職
員

を
除

く
。
）

 

(
3
)
?
略

 

２
 

通
勤

手
当

の
額

は
、

次
の

各
号

に
掲
げ

る
職

員
の

区
分

に
応

じ
、
当

該
各

号
に

定

め
る

額
と
す

る
。

 

(
1
)
?
前
項

第
１

号
に

掲
げ

る
職

員
？

支
給

単
位
期

間
に

つ
き

、
人

事
委

員
会
規

則
で

定
め

る
と

こ
ろ
に

よ
り

算
出

し
た

当
該

職
員
の

支
給

単
位

期
間

の
通

勤
に
要

す
る

運
賃

等
の

額
に
相

当
す

る
額

（
以

下
こ

の
号
及

び
次

項
に

お
い

て
「

運
賃
等

相
当

額
」

と
い

う
。
）

。
た

だ
し

、
運

賃
等

相
当
額

を
支

給
単

位
期

間
の

月
数
で

除
し

     第
６

条
の

２
 

再
任

用
職

員
で

法
第
2
8
条
の

５
第

１
項

に
規

定
す

る
短
時

間
勤

務
の

職

を
占

め
る

も
の

（
以

下
「

再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

」
と

い
う

。
）

の
給

料
月

額

は
、

前
条

第
1
1
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、
同

項
の

規
定

に
よ

る
給

料
月
額

に
、

勤

務
時

間
等

条
例
第

２
条

第
３

項
又

は
第

５
項
の

規
定

に
よ

り
定

め
ら

れ
た
そ

の
者

の

勤
務

時
間

を
同
条

第
１

項
に

規
定

す
る

勤
務
時

間
で

除
し

て
得

た
数

を
乗
じ

て
得

た

額
と

す
る
。

 

 

（
通

勤
手
当

）
 

第
1
2
条

 
通

勤
手
当

は
、
次

に
掲

げ
る
職

員
に
支

給
す
る

。
 

(
1
)
?
通
勤

の
た

め
交

通
機

関
又

は
有

料
の

道
路
（

以
下

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
「

交
通
機

関
等

」
と

い
う

。
）

を
利
用

し
て

そ
の

運
賃

又
は

料
金
（

以
下

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
「

運
賃
等

」
と

い
う

。
）

を
負

担
す
る

こ
と

を
常

例
と

す
る
職

員
（

交
通

機
関

等
を

利
用
し

な
け

れ
ば

通
勤

す
る

こ
と
が

著
し

く
困

難
で

あ
る
職

員
以

外
の

職
員

で
あ

っ
て
交

通
機

関
等

を
利

用
し

な
い
で

徒
歩

に
よ

り
通

勤
す
る

も
の

と
し

た
場

合
の

通
勤
距

離
が

片
道

２
キ

ロ
メ

ー
ト
ル

未
満

で
あ

る
も
の

及
び
第

３
号
に

掲
げ

る
職
員

を
除
く

。
）

 

(
2
)
?
通
勤

の
た

め
自

動
車

そ
の

他
の

交
通

の
用
具

で
人

事
委

員
会

規
則

で
定
め

る
も

の
（

以
下

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

「
自

動
車

等
」
と

い
う

。
）

を
使

用
す

る
こ
と

を
常

例
と

す
る

職
員
（

自
動

車
等

を
使

用
し

な
け
れ

ば
通

勤
す

る
こ

と
が

著
し
く

困
難

で
あ

る
職

員
以
外

の
職

員
で

あ
っ

て
自

動
車
等

を
使

用
し

な
い

で
徒

歩
に
よ

り
通

勤
す

る
も

の
と
し

た
場

合
の

通
勤

距
離

が
片
道

２
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で
あ

る
も

の
及

び
次
号

に
掲
げ

る
職
員

を
除

く
。
）

 

(
3
)
?
略

 

２
 

通
勤

手
当

の
額

は
、

次
の

各
号

に
掲
げ

る
職

員
の

区
分

に
応

じ
、
当

該
各

号
に

定

め
る

額
と
す

る
。

 

(
1
)
?
前
項

第
１

号
に

掲
げ

る
職

員
？

支
給

単
位
期

間
に

つ
き

、
人

事
委

員
会
規

則
で

定
め

る
と

こ
ろ
に

よ
り

算
出

し
た

そ
の

者
あ
の

支
給

単
位

期
間

の
通

勤
に
要

す
る

運
賃

等
の

額
に
相

当
す

る
額

（
以

下
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
「

運
賃
等

相
当

額
」

と
い

う
。
）

。
た

だ
し

、
運

賃
等

相
当
額

を
支

給
単

位
期

間
の

月
数
で

除
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

て
得

た
額

（
以
下

こ
の

号
及

び
第

３
号

に
お
い

て
「

１
箇

月
当

た
り

の
運
賃

等
相

当
額

」
と

い
う

。
）

が
５

万
5
,
0
0
0
円

を
超

え
る

と
き

は
、

支
給

単
位

期
間

に
つ

き
、

５
万

5
,
0
0
0
円

に
支

給
単

位
期

間
の

月
数

を
乗

じ
て

得
た

額
（

当
該

職
員

が

２
以

上
の

交
通
機

関
等

を
利

用
す

る
も

の
と
し

て
当

該
運

賃
等

の
額

を
算
出

す
る

場
合

に
お

い
て

、
１

箇
月

当
た

り
の

運
賃

等
相

当
額

の
合

計
額

が
５

万
5
,
0
0
0
円

を
超

え
る

と
き
は

、
当

該
職

員
の

通
勤

手
当
に

係
る

支
給

単
位

期
間

の
う
ち

最
も

長
い

支
給

単
位

期
間

に
つ

き
、

５
万

5
,
0
0
0
円

に
当

該
支

給
単

位
期

間
の

月
数

を

乗
じ

て
得
た

額
）

 

(
2
)
?
前
項

第
２

号
に

掲
げ

る
職

員
？

次
に

掲
げ
る

職
員

の
区

分
に

応
じ

、
支
給

単
位

期
間

に
つ

き
、
そ

れ
ぞ

れ
次

に
定

め
る

額
（
定

年
前

再
任

用
短

時
間

勤
務
職

員
の

う
ち

、
支

給
単
位

期
間

当
た

り
の

通
勤

回
数
を

考
慮

し
て

人
事

委
員

会
規
則

で
定

め
る

職
員

に
あ
っ

て
は

、
そ

の
額

か
ら

、
そ
の

額
に

人
事

委
員

会
規

則
で
定

め
る

割
合

を
乗
じ

て
得
た

額
を
減

じ
た

額
）

 

ア
～

ス
？
略

 

(
3
)
?
前
項

第
３

号
に

掲
げ

る
職

員
？

交
通

機
関
等

を
利

用
せ

ず
、

か
つ

、
自
動

車
等

を
使

用
し

な
い
で

徒
歩

に
よ

り
通

勤
す

る
も
の

と
し

た
場

合
の

通
勤

距
離
、

交
通

機
関

等
の

利
用
距

離
、

自
動

車
等

の
使

用
距
離

等
の

事
情

を
考

慮
し

て
人
事

委
員

会
規

則
で

定
め
る

区
分

に
応

じ
、

前
２

号
に
定

め
る

額
（

１
箇

月
当

た
り
の

運
賃

等
相

当
額

及
び

前
号

に
定

め
る

額
の

合
計

額
が

５
万

5
,
0
0
0
円

を
超

え
る

と
き

は
、

当
該

職
員
の

通
勤

手
当

に
係

る
支

給
単
位

期
間

の
う

ち
最

も
長

い
支
給

単
位

期
間

に
つ

き
、

５
万

5
,
0
0
0
円

に
当

該
支

給
単

位
期

間
の

月
数

を
乗

じ
て

得
た

額
）

、
第
１

号
に
定

め
る
額

又
は

前
号
に

定
め
る

額
 

３
 

事
務

所
を

異
に

す
る

異
動

又
は

在
勤
す

る
事

務
所

の
移

転
に

伴
い
、

所
在

す
る

地

域
を

異
に

す
る
事

務
所

に
在

勤
す

る
こ

と
と
な

っ
た

こ
と

に
よ

り
、

通
勤
の

実
情

に

変
更

を
生

ず
る
こ

と
と

な
っ

た
職

員
で

人
事
委

員
会

規
則

で
定

め
る

も
の
の

う
ち

、

第
１

項
第

１
号
又

は
第

３
号

に
掲

げ
る

職
員
で

、
当

該
異

動
又

は
事

務
所
の

移
転

の

直
前

の
住

居
（
当

該
住

居
に

相
当

す
る

も
の
と

し
て

人
事

委
員

会
規

則
で
定

め
る

住

居
を

含
む

。
）
か

ら
の

通
勤

の
た

め
、

新
幹
線

鉄
道

等
の

特
別

急
行

列
車
、

高
速

自

動
車

国
道

そ
の

他
の

交
通

機
関

等
（

第
１

号
及

び
次

項
に

お
い

て
「

新
幹

線
鉄

道

等
」

と
い

う
。
）

で
そ

の
利

用
が

人
事

委
員
会

規
則

で
定

め
る

基
準

に
照
ら

し
て

通

勤
事

情
の

改
善
に

相
当

程
度

資
す

る
も

の
で
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
も

の
を
利

用
し

、

そ
の

利
用

に
係
る

特
別

料
金

等
（

そ
の

利
用
に

係
る

運
賃

等
の

額
か

ら
運
賃

等
相

当

額
の

算
出

の
基
礎

と
な

る
運

賃
等

に
相

当
す
る

額
を

減
じ

た
額

を
い

う
。
第

１
号

及

び
次

項
に

お
い
て

同
じ

。
）

を
負

担
す

る
こ
と

を
常

例
と

す
る

も
の

の
通
勤

手
当

の

て
得

た
額

（
以
下

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
「

１
箇

月
当

た
り

の
運
賃

等
相

当
額

」
と

い
う

。
）

が
５

万
5
,
0
0
0
円

を
超

え
る

と
き

は
、

支
給

単
位

期
間

に
つ

き
、

５
万

5
,
0
0
0
円

に
支

給
単

位
期

間
の

月
数

を
乗

じ
て

得
た

額
（

そ
の

者
あ

が

２
以

上
の

交
通
機

関
等

を
利

用
す

る
も

の
と
し

て
当

該
運

賃
等

の
額

を
算
出

す
る

場
合

に
お

い
て

、
１

箇
月

当
た

り
の

運
賃

等
相

当
額

の
合

計
額

が
５

万
5
,
0
0
0
円

を
超

え
る

と
き
は

、
そ

の
者

あ
の

通
勤

手
当
に

係
る

支
給

単
位

期
間

の
う
ち

最
も

長
い

支
給

単
位

期
間

に
つ

き
、

５
万

5
,
0
0
0
円

に
当

該
支

給
単

位
期

間
の

月
数

を

乗
じ

て
得
た

額
）

 

(
2
)
?
前
項

第
２

号
に

掲
げ

る
職

員
？

次
に

掲
げ
る

職
員

の
区

分
に

応
じ

、
支
給

単
位

期
間

に
つ

き
、
そ

れ
ぞ

れ
次

に
定

め
る

額
（
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
あ
あ

あ
の

う
ち

、
支

給
単
位

期
間

当
た

り
の

通
勤

回
数
を

考
慮

し
て

人
事

委
員

会
規
則

で
定

め
る

職
員

に
あ
っ

て
は

、
そ

の
額

か
ら

、
そ
の

額
に

人
事

委
員

会
規

則
で
定

め
る

割
合

を
乗
じ

て
得
た

額
を
減

じ
た

額
）

 

ア
～

ス
？
略

 

(
3
)
?
前
項

第
３

号
に

掲
げ

る
職

員
？

交
通

機
関
等

を
利

用
せ

ず
、

か
つ

、
自
動

車
等

を
使

用
し

な
い
で

徒
歩

に
よ

り
通

勤
す

る
も
の

と
し

た
場

合
の

通
勤

距
離
、

交
通

機
関

等
の

利
用
距

離
、

自
動

車
等

の
使

用
距
離

等
の

事
情

を
考

慮
し

て
人
事

委
員

会
規

則
で

定
め
る

区
分

に
応

じ
、

前
２

号
に
定

め
る

額
（

１
箇

月
当

た
り
の

運
賃

等
相

当
額

及
び

前
号

に
定

め
る

額
の

合
計

額
が

５
万

5
,
0
0
0
円

を
超

え
る

と
き

は
、

そ
の

者
あ
の

通
勤

手
当

に
係

る
支

給
単
位

期
間

の
う

ち
最

も
長

い
支
給

単
位

期
間

に
つ

き
、

５
万

5
,
0
0
0
円

に
当

該
支

給
単

位
期

間
の

月
数

を
乗

じ
て

得
た

額
）

、
第
１

号
に
定

め
る
額

又
は

前
号
に

定
め
る

額
 

３
 

事
務

所
を

異
に

す
る

異
動

又
は

在
勤
す

る
事

務
所

の
移

転
に

伴
い
、

所
在

す
る

地

域
を

異
に

す
る
事

務
所

に
在

勤
す

る
こ

と
と
な

っ
た

こ
と

に
よ

り
、

通
勤
の

実
情

に

変
更

を
生

ず
る
こ

と
と

な
っ

た
職

員
で

人
事
委

員
会

規
則

で
定

め
る

も
の
の

う
ち

、

第
１

項
第

１
号
又

は
第

３
号

に
掲

げ
る

職
員
で

、
当

該
異

動
又

は
事

務
所
の

移
転

の

直
前

の
住

居
（
当

該
住

居
に

相
当

す
る

も
の
と

し
て

人
事

委
員

会
規

則
で
定

め
る

住

居
を

含
む

。
）
か

ら
の

通
勤

の
た

め
、

新
幹
線

鉄
道

等
の

特
別

急
行

列
車
、

高
速

自

動
車

国
道

そ
の

他
の

交
通

機
関

等
（

以
下

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
「

新
幹

線
鉄

道

等
」

と
い

う
。
）

で
そ

の
利

用
が

人
事

委
員
会

規
則

で
定

め
る

基
準

に
照
ら

し
て

通

勤
事

情
の

改
善
に

相
当

程
度

資
す

る
も

の
で
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
も

の
を
利

用
し

、

そ
の

利
用

に
係
る

特
別

料
金

等
（

そ
の

利
用
に

係
る

運
賃

等
の

額
か

ら
運
賃

等
相

当

額
の

算
出

の
基
礎

と
な

る
運

賃
等

に
相

当
す
る

額
を

減
じ

た
額

を
い

う
。
以

下
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

同
じ

。
）

を
負

担
す

る
こ
と

を
常

例
と

す
る

も
の

の
通
勤

手
当

の
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て
得

た
額

（
以
下

こ
の

号
及

び
第

３
号

に
お
い

て
「

１
箇

月
当

た
り

の
運
賃

等
相

当
額

」
と

い
う

。
）

が
５

万
5
,
0
0
0
円

を
超

え
る

と
き

は
、

支
給

単
位

期
間

に
つ

き
、

５
万

5
,
0
0
0
円

に
支

給
単

位
期

間
の

月
数

を
乗

じ
て

得
た

額
（

当
該

職
員

が

２
以

上
の

交
通
機

関
等

を
利

用
す

る
も

の
と
し

て
当

該
運

賃
等

の
額

を
算
出

す
る

場
合

に
お

い
て

、
１

箇
月

当
た

り
の

運
賃

等
相

当
額

の
合

計
額

が
５

万
5
,
0
0
0
円

を
超

え
る

と
き
は

、
当

該
職

員
の

通
勤

手
当
に

係
る

支
給

単
位

期
間

の
う
ち

最
も

長
い

支
給

単
位

期
間

に
つ

き
、

５
万

5
,
0
0
0
円

に
当

該
支

給
単

位
期

間
の

月
数

を

乗
じ

て
得
た

額
）

 

(
2
)
?
前
項

第
２

号
に

掲
げ

る
職

員
？

次
に

掲
げ
る

職
員

の
区

分
に

応
じ

、
支
給

単
位

期
間

に
つ

き
、
そ

れ
ぞ

れ
次

に
定

め
る

額
（
定

年
前

再
任

用
短

時
間

勤
務
職

員
の

う
ち

、
支

給
単
位

期
間

当
た

り
の

通
勤

回
数
を

考
慮

し
て

人
事

委
員

会
規
則

で
定

め
る

職
員

に
あ
っ

て
は

、
そ

の
額

か
ら

、
そ
の

額
に

人
事

委
員

会
規

則
で
定

め
る

割
合

を
乗
じ

て
得
た

額
を
減

じ
た

額
）

 

ア
～

ス
？
略

 

(
3
)
?
前
項

第
３

号
に

掲
げ

る
職

員
？

交
通

機
関
等

を
利

用
せ

ず
、

か
つ

、
自
動

車
等

を
使

用
し

な
い
で

徒
歩

に
よ

り
通

勤
す

る
も
の

と
し

た
場

合
の

通
勤

距
離
、

交
通

機
関

等
の

利
用
距

離
、

自
動

車
等

の
使

用
距
離

等
の

事
情

を
考

慮
し

て
人
事

委
員

会
規

則
で

定
め
る

区
分

に
応

じ
、

前
２

号
に
定

め
る

額
（

１
箇

月
当

た
り
の

運
賃

等
相

当
額

及
び

前
号

に
定

め
る

額
の

合
計

額
が

５
万

5
,
0
0
0
円

を
超

え
る

と
き

は
、

当
該

職
員
の

通
勤

手
当

に
係

る
支

給
単
位

期
間

の
う

ち
最

も
長

い
支
給

単
位

期
間

に
つ

き
、

５
万

5
,
0
0
0
円

に
当

該
支

給
単

位
期

間
の

月
数

を
乗

じ
て

得
た

額
）

、
第
１

号
に
定

め
る
額

又
は

前
号
に

定
め
る

額
 

３
 

事
務

所
を

異
に

す
る

異
動

又
は

在
勤
す

る
事

務
所

の
移

転
に

伴
い
、

所
在

す
る

地

域
を

異
に

す
る
事

務
所

に
在

勤
す

る
こ

と
と
な

っ
た

こ
と

に
よ

り
、

通
勤
の

実
情

に

変
更

を
生

ず
る
こ

と
と

な
っ

た
職

員
で

人
事
委

員
会

規
則

で
定

め
る

も
の
の

う
ち

、

第
１

項
第

１
号
又

は
第

３
号

に
掲

げ
る

職
員
で

、
当

該
異

動
又

は
事

務
所
の

移
転

の

直
前

の
住

居
（
当

該
住

居
に

相
当

す
る

も
の
と

し
て

人
事

委
員

会
規

則
で
定

め
る

住

居
を

含
む

。
）
か

ら
の

通
勤

の
た

め
、

新
幹
線

鉄
道

等
の

特
別

急
行

列
車
、

高
速

自

動
車

国
道

そ
の

他
の

交
通

機
関

等
（

第
１

号
及

び
次

項
に

お
い

て
「

新
幹

線
鉄

道

等
」

と
い

う
。
）

で
そ

の
利

用
が

人
事

委
員
会

規
則

で
定

め
る

基
準

に
照
ら

し
て

通

勤
事

情
の

改
善
に

相
当

程
度

資
す

る
も

の
で
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
も

の
を
利

用
し

、

そ
の

利
用

に
係
る

特
別

料
金

等
（

そ
の

利
用
に

係
る

運
賃

等
の

額
か

ら
運
賃

等
相

当

額
の

算
出

の
基
礎

と
な

る
運

賃
等

に
相

当
す
る

額
を

減
じ

た
額

を
い

う
。
第

１
号

及

び
次

項
に

お
い
て

同
じ

。
）

を
負

担
す

る
こ
と

を
常

例
と

す
る

も
の

の
通
勤

手
当

の

て
得

た
額

（
以
下

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
「

１
箇

月
当

た
り

の
運
賃

等
相

当
額

」
と

い
う

。
）

が
５

万
5
,
0
0
0
円

を
超

え
る

と
き

は
、

支
給

単
位

期
間

に
つ

き
、

５
万

5
,
0
0
0
円

に
支

給
単

位
期

間
の

月
数

を
乗

じ
て

得
た

額
（

そ
の

者
あ

が

２
以

上
の

交
通
機

関
等

を
利

用
す

る
も

の
と
し

て
当

該
運

賃
等

の
額

を
算
出

す
る

場
合

に
お

い
て

、
１

箇
月

当
た

り
の

運
賃

等
相

当
額

の
合

計
額

が
５

万
5
,
0
0
0
円

を
超

え
る

と
き
は

、
そ

の
者

あ
の

通
勤

手
当
に

係
る

支
給

単
位

期
間

の
う
ち

最
も

長
い

支
給

単
位

期
間

に
つ

き
、

５
万

5
,
0
0
0
円

に
当

該
支

給
単

位
期

間
の

月
数

を

乗
じ

て
得
た

額
）

 

(
2
)
?
前
項

第
２

号
に

掲
げ

る
職

員
？

次
に

掲
げ
る

職
員

の
区

分
に

応
じ

、
支
給

単
位

期
間

に
つ

き
、
そ

れ
ぞ

れ
次

に
定

め
る

額
（
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
あ
あ

あ
の

う
ち

、
支

給
単
位

期
間

当
た

り
の

通
勤

回
数
を

考
慮

し
て

人
事

委
員

会
規
則

で
定

め
る

職
員

に
あ
っ

て
は

、
そ

の
額

か
ら

、
そ
の

額
に

人
事

委
員

会
規

則
で
定

め
る

割
合

を
乗
じ

て
得
た

額
を
減

じ
た

額
）

 

ア
～

ス
？
略

 

(
3
)
?
前
項

第
３

号
に

掲
げ

る
職

員
？

交
通

機
関
等

を
利

用
せ

ず
、

か
つ

、
自
動

車
等

を
使

用
し

な
い
で

徒
歩

に
よ

り
通

勤
す

る
も
の

と
し

た
場

合
の

通
勤

距
離
、

交
通

機
関

等
の

利
用
距

離
、

自
動

車
等

の
使

用
距
離

等
の

事
情

を
考

慮
し

て
人
事

委
員

会
規

則
で

定
め
る

区
分

に
応

じ
、

前
２

号
に
定

め
る

額
（

１
箇

月
当

た
り
の

運
賃

等
相

当
額

及
び

前
号

に
定

め
る

額
の

合
計

額
が

５
万

5
,
0
0
0
円

を
超

え
る

と
き

は
、

そ
の

者
あ
の

通
勤

手
当

に
係

る
支

給
単
位

期
間

の
う

ち
最

も
長

い
支
給

単
位

期
間

に
つ

き
、

５
万

5
,
0
0
0
円

に
当

該
支

給
単

位
期

間
の

月
数

を
乗

じ
て

得
た

額
）

、
第
１

号
に
定

め
る
額

又
は

前
号
に

定
め
る

額
 

３
 

事
務

所
を

異
に

す
る

異
動

又
は

在
勤
す

る
事

務
所

の
移

転
に

伴
い
、

所
在

す
る

地

域
を

異
に

す
る
事

務
所

に
在

勤
す

る
こ

と
と
な

っ
た

こ
と

に
よ

り
、

通
勤
の

実
情

に

変
更

を
生

ず
る
こ

と
と

な
っ

た
職

員
で

人
事
委

員
会

規
則

で
定

め
る

も
の
の

う
ち

、

第
１

項
第

１
号
又

は
第

３
号

に
掲

げ
る

職
員
で

、
当

該
異

動
又

は
事

務
所
の

移
転

の

直
前

の
住

居
（
当

該
住

居
に

相
当

す
る

も
の
と

し
て

人
事

委
員

会
規

則
で
定

め
る

住

居
を

含
む

。
）
か

ら
の

通
勤

の
た

め
、

新
幹
線

鉄
道

等
の

特
別

急
行

列
車
、

高
速

自

動
車

国
道

そ
の

他
の

交
通

機
関

等
（

以
下

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
「

新
幹

線
鉄

道

等
」

と
い

う
。
）

で
そ

の
利

用
が

人
事

委
員
会

規
則

で
定

め
る

基
準

に
照
ら

し
て

通

勤
事

情
の

改
善
に

相
当

程
度

資
す

る
も

の
で
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
も

の
を
利

用
し

、

そ
の

利
用

に
係
る

特
別

料
金

等
（

そ
の

利
用
に

係
る

運
賃

等
の

額
か

ら
運
賃

等
相

当

額
の

算
出

の
基
礎

と
な

る
運

賃
等

に
相

当
す
る

額
を

減
じ

た
額

を
い

う
。
以

下
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

同
じ

。
）

を
負

担
す

る
こ
と

を
常

例
と

す
る

も
の

の
通
勤

手
当

の
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

額
は

、
前

項
の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

次
の
各

号
に

掲
げ

る
通

勤
手

当
の
区

分
に

応

じ
、

当
該
各

号
に
定

め
る
額

と
す

る
。

 

(
1
)
?
新
幹

線
鉄

道
等

に
係

る
通

勤
手

当
？

支
給
単

位
期

間
に

つ
き

、
人

事
委
員

会
規

則
で

定
め

る
と
こ

ろ
に

よ
り

算
出

し
た

当
該
職

員
の

支
給

単
位

期
間

の
通
勤

に
要

す
る

特
別
料

金
等
の

額
の
２

分
の

１
に
相

当
す
る

額
 

(
2
)
?
略

 

４
～

８
 
略

 

 

（
超

過
勤
務

手
当
）

 

第
1
5
条

 
正
規

の
勤

務
時

間
外

に
勤

務
す
る

こ
と

を
命

ぜ
ら

れ
た

職
員
に

は
、

正
規

の

勤
務

時
間

外
に
勤

務
し

た
全

時
間

に
対

し
て
、

勤
務

１
時

間
に

つ
き

、
第
1
9
条

第
２

項
に

規
定

す
る
勤

務
１

時
間

当
た

り
の

給
与
額

に
正

規
の

勤
務

時
間

外
に
し

た
次

に

掲
げ

る
勤

務
の

区
分
に

応
じ

て
そ

れ
ぞ

れ
1
0
0
分

の
1
2
5
か

ら
1
0
0
分

の
1
5
0
ま

で
の

範

囲
内

で
人

事
委
員

会
規

則
で

定
め

る
割

合
（
そ

の
勤

務
が

午
後
1
0
時

か
ら
翌

日
の

午

前
５

時
ま

で
の

間
で

あ
る

場
合

に
は

、
そ

の
割

合
に

1
0
0
分

の
2
5
を

加
算

し
た

割

合
）

を
乗
じ

て
得
た

額
を
超

過
勤

務
手
当

と
し
て

支
給
す

る
。

 

(
1
)
・
(
2
)
 

略
 

２
 

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
が
、

正
規

の
勤

務
時

間
が

割
り
振

ら
れ

た
日

に

お
い

て
、

正
規
の

勤
務

時
間

外
に

し
た

勤
務
の

う
ち

、
そ

の
勤

務
の

時
間
と

そ
の

勤

務
を

し
た

日
に
お

け
る

正
規

の
勤

務
時

間
と
の

合
計

が
７

時
間
4
5
分

に
達
す

る
ま

で

の
間

の
勤

務
に
対

す
る

前
項

の
規

定
の

適
用
に

つ
い

て
は

、
同

項
中

「
正
規

の
勤

務

時
間

外
に

し
た

次
に

掲
げ

る
勤

務
の

区
分

に
応

じ
て

そ
れ

ぞ
れ

1
0
0
分

の
1
2
5
か

ら

1
0
0
分

の
1
5
0
ま

で
の

範
囲

内
で

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
割

合
」

と
あ

る
の

は

「
1
0
0
分

の
1
0
0
」
と

す
る
。

 

３
 

前
２

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
勤
務

時
間

等
条

例
第

５
条

の
規
定

に
よ

り
、

あ

ら
か

じ
め

勤
務
時

間
等

条
例

第
３

条
第

２
項
若

し
く

は
第

３
項

又
は

第
４
条

の
規

定

に
よ

り
割

り
振
ら

れ
た

１
週

間
の

勤
務

時
間
（

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤
務

職
員

に

あ
っ

て
は

、
3
8
時

間
4
5
分

。
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
割

振
り

変
更

前
の
正

規
の

勤

務
時

間
」

と
い
う

。
）

を
超

え
て

勤
務

時
間
を

割
り

振
ら

れ
た

職
員

に
は
、

当
該

割

振
り

変
更

前
の
正

規
の

勤
務

時
間

を
超

え
て
割

り
振

ら
れ

た
勤

務
時

間
中
に

勤
務

し

た
全

時
間

（
人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
時
間

を
除

く
。

）
に

対
し

て
、
勤

務
１

時

間
に

つ
き

、
第

1
9
条

第
２

項
に

規
定

す
る

勤
務

１
時

間
当

た
り

の
給

与
額

に
1
0
0
分

の
2
5
か

ら
1
0
0
分

の
5
0
ま

で
の

範
囲

内
で

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
割

合
を

乗
じ

て
得

た
額
を

超
過
勤

務
手
当

と
し

て
支
給

す
る
。

 

額
は

、
前

項
の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

次
の
各

号
に

掲
げ

る
通

勤
手

当
の
区

分
に

応

じ
、

当
該
各

号
に
定

め
る
額

と
す

る
。

 

(
1
)
?
新
幹

線
鉄

道
等

に
係

る
通

勤
手

当
？

支
給
単

位
期

間
に

つ
き

、
人

事
委
員

会
規

則
で

定
め

る
と
こ

ろ
に

よ
り

算
出

し
た

そ
の
者

あ
の

支
給

単
位

期
間

の
通
勤

に
要

す
る

特
別
料

金
等
の

額
の
２

分
の

１
に
相

当
す
る

額
 

(
2
)
?
略

 

４
～

８
 
略

 

 

（
超

過
勤
務

手
当
）

 

第
1
5
条

 
正
規

の
勤

務
時

間
外

に
勤

務
す
る

こ
と

を
命

ぜ
ら

れ
た

職
員
に

は
、

正
規

の

勤
務

時
間

外
に
勤

務
し

た
全

時
間

に
対

し
て
、

勤
務

１
時

間
に

つ
き

、
第
1
9
条

第
２

項
に

規
定

す
る
勤

務
１

時
間

当
た

り
の

給
与
額

に
正

規
の

勤
務

時
間

外
に
し

た
次

に

掲
げ

る
勤

務
の

区
分
に

応
じ

て
そ

れ
ぞ

れ
1
0
0
分

の
1
2
5
か

ら
1
0
0
分

の
1
5
0
ま

で
の

範

囲
内

で
人

事
委
員

会
規

則
で

定
め

る
割

合
（
そ

の
勤

務
が

午
後
1
0
時

か
ら
翌

日
の

午

前
５

時
ま

で
の

間
で

あ
る

場
合

は
あ

、
そ

の
割

合
に

1
0
0
分

の
2
5
を

加
算

し
た

割

合
）

を
乗
じ

て
得
た

額
を
超

過
勤

務
手
当

と
し
て

支
給
す

る
。

 

(
1
)
・
(
2
)
 

略
 

２
 

再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

あ
あ

あ
が
、

正
規

の
勤

務
時

間
が

割
り
振

ら
れ

た
日

に

お
い

て
、

正
規
の

勤
務

時
間

外
に

し
た

勤
務
の

う
ち

、
そ

の
勤

務
の

時
間
と

そ
の

勤

務
を

し
た

日
に
お

け
る

正
規

の
勤

務
時

間
と
の

合
計

が
７

時
間
4
5
分

に
達
す

る
ま

で

の
間

の
勤

務
に
対

す
る

前
項

の
規

定
の

適
用
に

つ
い

て
は

、
同

項
中

「
正
規

の
勤

務

時
間

外
に

し
た

次
に

掲
げ

る
勤

務
の

区
分

に
応

じ
て

そ
れ

ぞ
れ

1
0
0
分

の
1
2
5
か

ら

1
0
0
分

の
1
5
0
ま

で
の

範
囲

内
で

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
割

合
」

と
あ

る
の

は

「
1
0
0
分

の
1
0
0
」
と

す
る
。

 

３
 

前
２

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
勤
務

時
間

等
条

例
第

５
条

の
規
定

に
よ

り
、

あ

ら
か

じ
め

勤
務
時

間
等

条
例

第
３

条
第

２
項
若

し
く

は
第

３
項

又
は

第
４
条

の
規

定

に
よ

り
割

り
振
ら

れ
た

１
週

間
の

勤
務

時
間
（

再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

あ
あ

あ
に

あ
っ

て
は

、
3
8
時

間
4
5
分

。
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
割

振
り

変
更

前
の
正

規
の

勤

務
時

間
」

と
い
う

。
）

を
超

え
て

勤
務

時
間
を

割
り

振
ら

れ
た

職
員

に
は
、

当
該

割

振
り

変
更

前
の
正

規
の

勤
務

時
間

を
超

え
て
割

り
振

ら
れ

た
勤

務
時

間
中
に

勤
務

し

た
全

時
間

（
人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
時
間

を
除

く
。

）
に

対
し

て
、
勤

務
１

時

間
に

つ
き

、
第

1
9
条

第
２

項
に

規
定

す
る

勤
務

１
時

間
当

た
り

の
給

与
額

に
1
0
0
分

の
2
5
か

ら
1
0
0
分

の
5
0
ま

で
の

範
囲

内
で

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
割

合
を

乗
じ

て
得

た
額
を

超
過
勤

務
手
当

と
し

て
支
給

す
る
。
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額
は

、
前

項
の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

次
の
各

号
に

掲
げ

る
通

勤
手

当
の
区

分
に

応

じ
、

当
該
各

号
に
定

め
る
額

と
す

る
。

 

(
1
)
?
新
幹

線
鉄

道
等

に
係

る
通

勤
手

当
？

支
給
単

位
期

間
に

つ
き

、
人

事
委
員

会
規

則
で

定
め

る
と
こ

ろ
に

よ
り

算
出

し
た

当
該
職

員
の

支
給

単
位

期
間

の
通
勤

に
要

す
る

特
別
料

金
等
の

額
の
２

分
の

１
に
相

当
す
る

額
 

(
2
)
?
略

 

４
～

８
 
略

 

 

（
超

過
勤
務

手
当
）

 

第
1
5
条

 
正
規

の
勤

務
時

間
外

に
勤

務
す
る

こ
と

を
命

ぜ
ら

れ
た

職
員
に

は
、

正
規

の

勤
務

時
間

外
に
勤

務
し

た
全

時
間

に
対

し
て
、

勤
務

１
時

間
に

つ
き

、
第
1
9
条

第
２

項
に

規
定

す
る
勤

務
１

時
間

当
た

り
の

給
与
額

に
正

規
の

勤
務

時
間

外
に
し

た
次

に

掲
げ

る
勤

務
の

区
分
に

応
じ

て
そ

れ
ぞ

れ
1
0
0
分

の
1
2
5
か

ら
1
0
0
分

の
1
5
0
ま

で
の

範

囲
内

で
人

事
委
員

会
規

則
で

定
め

る
割

合
（
そ

の
勤

務
が

午
後
1
0
時

か
ら
翌

日
の

午

前
５

時
ま

で
の

間
で

あ
る

場
合

に
は

、
そ

の
割

合
に

1
0
0
分

の
2
5
を

加
算

し
た

割

合
）

を
乗
じ

て
得
た

額
を
超

過
勤

務
手
当

と
し
て

支
給
す

る
。

 

(
1
)
・
(
2
)
 

略
 

２
 

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
が
、

正
規

の
勤

務
時

間
が

割
り
振

ら
れ

た
日

に

お
い

て
、

正
規
の

勤
務

時
間

外
に

し
た

勤
務
の

う
ち

、
そ

の
勤

務
の

時
間
と

そ
の

勤

務
を

し
た

日
に
お

け
る

正
規

の
勤

務
時

間
と
の

合
計

が
７

時
間
4
5
分

に
達
す

る
ま

で

の
間

の
勤

務
に
対

す
る

前
項

の
規

定
の

適
用
に

つ
い

て
は

、
同

項
中

「
正
規

の
勤

務

時
間

外
に

し
た

次
に

掲
げ

る
勤

務
の

区
分

に
応

じ
て

そ
れ

ぞ
れ

1
0
0
分

の
1
2
5
か

ら

1
0
0
分

の
1
5
0
ま

で
の

範
囲

内
で

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
割

合
」

と
あ

る
の

は

「
1
0
0
分

の
1
0
0
」
と

す
る
。

 

３
 

前
２

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
勤
務

時
間

等
条

例
第

５
条

の
規
定

に
よ

り
、

あ

ら
か

じ
め

勤
務
時

間
等

条
例

第
３

条
第

２
項
若

し
く

は
第

３
項

又
は

第
４
条

の
規

定

に
よ

り
割

り
振
ら

れ
た

１
週

間
の

勤
務

時
間
（

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤
務

職
員

に

あ
っ

て
は

、
3
8
時

間
4
5
分

。
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
割

振
り

変
更

前
の
正

規
の

勤

務
時

間
」

と
い
う

。
）

を
超

え
て

勤
務

時
間
を

割
り

振
ら

れ
た

職
員

に
は
、

当
該

割

振
り

変
更

前
の
正

規
の

勤
務

時
間

を
超

え
て
割

り
振

ら
れ

た
勤

務
時

間
中
に

勤
務

し

た
全

時
間

（
人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
時
間

を
除

く
。

）
に

対
し

て
、
勤

務
１

時

間
に

つ
き

、
第

1
9
条

第
２

項
に

規
定

す
る

勤
務

１
時

間
当

た
り

の
給

与
額

に
1
0
0
分

の
2
5
か

ら
1
0
0
分

の
5
0
ま

で
の

範
囲

内
で

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
割

合
を

乗
じ

て
得

た
額
を

超
過
勤

務
手
当

と
し

て
支
給

す
る
。

 

額
は

、
前

項
の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

次
の
各

号
に

掲
げ

る
通

勤
手

当
の
区

分
に

応

じ
、

当
該
各

号
に
定

め
る
額

と
す

る
。

 

(
1
)
?
新
幹

線
鉄

道
等

に
係

る
通

勤
手

当
？

支
給
単

位
期

間
に

つ
き

、
人

事
委
員

会
規

則
で

定
め

る
と
こ

ろ
に

よ
り

算
出

し
た

そ
の
者

あ
の

支
給

単
位

期
間

の
通
勤

に
要

す
る

特
別
料

金
等
の

額
の
２

分
の

１
に
相

当
す
る

額
 

(
2
)
?
略

 

４
～

８
 
略

 

 

（
超

過
勤
務

手
当
）

 

第
1
5
条

 
正
規

の
勤

務
時

間
外

に
勤

務
す
る

こ
と

を
命

ぜ
ら

れ
た

職
員
に

は
、

正
規

の

勤
務

時
間

外
に
勤

務
し

た
全

時
間

に
対

し
て
、

勤
務

１
時

間
に

つ
き

、
第
1
9
条

第
２

項
に

規
定

す
る
勤

務
１

時
間

当
た

り
の

給
与
額

に
正

規
の

勤
務

時
間

外
に
し

た
次

に

掲
げ

る
勤

務
の

区
分
に

応
じ

て
そ

れ
ぞ

れ
1
0
0
分

の
1
2
5
か

ら
1
0
0
分

の
1
5
0
ま

で
の

範

囲
内

で
人

事
委
員

会
規

則
で

定
め

る
割

合
（
そ

の
勤

務
が

午
後
1
0
時

か
ら
翌

日
の

午

前
５

時
ま

で
の

間
で

あ
る

場
合

は
あ

、
そ

の
割

合
に

1
0
0
分

の
2
5
を

加
算

し
た

割

合
）

を
乗
じ

て
得
た

額
を
超

過
勤

務
手
当

と
し
て

支
給
す

る
。

 

(
1
)
・
(
2
)
 

略
 

２
 

再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

あ
あ

あ
が
、

正
規

の
勤

務
時

間
が

割
り
振

ら
れ

た
日

に

お
い

て
、

正
規
の

勤
務

時
間

外
に

し
た

勤
務
の

う
ち

、
そ

の
勤

務
の

時
間
と

そ
の

勤

務
を

し
た

日
に
お

け
る

正
規

の
勤

務
時

間
と
の

合
計

が
７

時
間
4
5
分

に
達
す

る
ま

で

の
間

の
勤

務
に
対

す
る

前
項

の
規

定
の

適
用
に

つ
い

て
は

、
同

項
中

「
正
規

の
勤

務

時
間

外
に

し
た

次
に

掲
げ

る
勤

務
の

区
分

に
応

じ
て

そ
れ

ぞ
れ

1
0
0
分

の
1
2
5
か

ら

1
0
0
分

の
1
5
0
ま

で
の

範
囲

内
で

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
割

合
」

と
あ

る
の

は

「
1
0
0
分

の
1
0
0
」
と

す
る
。

 

３
 

前
２

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
勤
務

時
間

等
条

例
第

５
条

の
規
定

に
よ

り
、

あ

ら
か

じ
め

勤
務
時

間
等

条
例

第
３

条
第

２
項
若

し
く

は
第

３
項

又
は

第
４
条

の
規

定

に
よ

り
割

り
振
ら

れ
た

１
週

間
の

勤
務

時
間
（

再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

あ
あ

あ
に

あ
っ

て
は

、
3
8
時

間
4
5
分

。
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
割

振
り

変
更

前
の
正

規
の

勤

務
時

間
」

と
い
う

。
）

を
超

え
て

勤
務

時
間
を

割
り

振
ら

れ
た

職
員

に
は
、

当
該

割

振
り

変
更

前
の
正

規
の

勤
務

時
間

を
超

え
て
割

り
振

ら
れ

た
勤

務
時

間
中
に

勤
務

し

た
全

時
間

（
人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
時
間

を
除

く
。

）
に

対
し

て
、
勤

務
１

時

間
に

つ
き

、
第

1
9
条

第
２

項
に

規
定

す
る

勤
務

１
時

間
当

た
り

の
給

与
額

に
1
0
0
分

の
2
5
か

ら
1
0
0
分

の
5
0
ま

で
の

範
囲

内
で

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
割

合
を

乗
じ

て
得

た
額
を

超
過
勤

務
手
当

と
し

て
支
給

す
る
。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

４
 

正
規

の
勤

務
時

間
外

に
勤

務
す

る
こ
と

を
命

ぜ
ら

れ
、

正
規

の
勤
務

時
間

外
に

し

た
勤

務
（

勤
務
時

間
等

条
例

第
３

条
第

１
項
、

第
４

条
及

び
第

５
条

の
規
定

に
基

づ

く
週

休
日

に
お
け

る
勤

務
の

う
ち

人
事

委
員
会

規
則

で
定

め
る

も
の

を
除
く

。
）

の

時
間

が
１

箇
月
に

つ
い

て
6
0
時

間
を

超
え

た
職

員
に

は
、

そ
の
6
0
時

間
を
超

え
て

勤

務
し

た
全

時
間
に

対
し

て
、

第
１

項
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず
、

勤
務

１
時

間
に

つ
き

、
第
1
9
条

第
２

項
に

規
定

す
る

勤
務

１
時

間
当

た
り

の
給

与
額
に

1
0
0
分

の
1
5
0
（

そ
の

勤
務

が
午
後

1
0
時

か
ら

翌
日

の
午

前
５

時
ま

で
の

間
で

あ
る
場

合
に

は
、
1
0
0
分

の
1
7
5
）

を
乗

じ

て
得

た
額
を

超
過
勤

務
手
当

と
し

て
支
給

す
る
。

 

５
 

勤
務

時
間

等
条

例
第

７
条

の
２

第
１
項

に
規

定
す

る
超

勤
代

休
時
間

を
指

定
さ

れ

た
場

合
に

お
い
て

、
当

該
超

勤
代

休
時

間
に
職

員
が

勤
務

し
な

か
っ

た
と
き

は
、

前

項
に

規
定

す
る
6
0
時

間
を

超
え

て
勤

務
し

た
全

時
間

の
う

ち
当

該
超

勤
代
休

時
間

の

指
定

に
代

え
ら
れ

た
超

過
勤

務
手

当
の

支
給
に

係
る

時
間

に
対

し
て

は
、
当

該
時

間

１
時

間
に

つ
き

、
第

1
9
条

第
２

項
に

規
定

す
る

勤
務

１
時

間
当

た
り

の
給

与
額

に

1
0
0
分

の
1
5
0
（

そ
の

時
間

が
午

後
1
0
時

か
ら

翌
日

の
午

前
５

時
ま

で
の

間
で
あ

る
場

合
に

は
、
1
0
0
分

の
1
7
5
）

か
ら

第
１

項
に

規
定
す

る
人

事
委

員
会

規
則

で
定
め

る
割

合
（

そ
の

時
間
が

午
後

1
0
時

か
ら

翌
日

の
午
前

５
時

ま
で

の
間

で
あ

る
場
合

に
は

、

そ
の

割
合

に
1
0
0
分

の
2
5
を

加
算

し
た

割
合

）
を

減
じ

た
割

合
を

乗
じ

て
得

た
額

の

超
過

勤
務
手

当
を
支

給
す
る

こ
と

を
要
し

な
い
。

 

６
 

略
 

 

（
期

末
手
当

）
 

第
2
0
条

 
略

 

２
 

期
末

手
当
の

額
は

、
期

末
手

当
基

礎
額
に

1
0
0
分

の
1
2
0
（
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め
る

管
理

又
は
監

督
の

地
位

に
あ

る
職

員
（
第

2
0
条

の
４

第
２

項
に

お
い
て

「
特

定

幹
部

職
員

」
と

い
う

。
）

に
あ

っ
て
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0
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６
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は

、
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る

も
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の
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間

が
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箇
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に
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い

て
6
0
時

間
を

超
え

た
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員
に

は
、

そ
の
6
0
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間
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え
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し

た
全
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間
に
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て
、
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（
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項
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定
に
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り
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み
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場
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を

含
む
。
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の

規
定

に
か

か
わ
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ず
、
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務

１
時

間
に

つ
き

、
第
1
9
条

第
２

項
に

規
定
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勤
務

１
時

間
当

た
り

の
給

与
額
に

1
0
0
分

の
1
5
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（

そ
の

勤
務

が
午
後

1
0
時

か
ら

翌
日

の
午

前
５

時
ま

で
の

間
で

あ
る
場

合
は

あ
、
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の
1
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を
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得
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を
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過
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務
手
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時
間
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場

合
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、
当
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代

休
時

間
に
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が
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務

し
な

か
っ

た
と
き

は
、
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定

す
る
6
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時

間
を
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勤

務
し

た
全

時
間
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う

ち
当

該
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勤
代
休

時
間
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定

に
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え
ら
れ

た
超

過
勤

務
手

当
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給
に
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る

時
間

に
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し
て

は
、
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間

１
時

間
に

つ
き

、
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1
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に

規
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翌
日

の
午

前
５
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翌
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５
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を
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。
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又
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0
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６
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ら
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、

勤
務

１
時

間
に

つ
き

、
第
1
9
条

第
２

項
に

規
定

す
る

勤
務

１
時

間
当

た
り

の
給

与
額
に

1
0
0
分

の
1
5
0
（

そ
の

勤
務

が
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後

1
0
時

か
ら

翌
日

の
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５

時
ま

で
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7
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翌
日

の
午

前
５
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翌
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５
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を
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。

 

６
 

略
 

 

（
期

末
手
当

）
 

第
2
0
条

 
略

 

２
 

期
末

手
当
の

額
は

、
期

末
手

当
基

礎
額
に

1
0
0
分

の
1
2
0
（
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め
る

管
理

又
は
監

督
の

地
位

に
あ

る
職

員
（
第

2
0
条

の
４

第
２

項
に

お
い
て

「
特

定

幹
部

職
員

」
と

い
う

。
）

に
あ

っ
て

は
、
1
0
0
分

の
1
0
0
）

を
乗

じ
て

得
た

額
に

、
基

準
日

以
前

６
箇
月

以
内

の
期

間
に

お
け

る
当
該

職
員

の
在

職
期

間
の

次
の
各

号
に

掲

げ
る

区
分
に

応
じ
、

当
該
各

号
に

定
め
る

割
合
を

乗
じ
て

得
た

額
と
す

る
。

 

(
1
)
～
(
4
)
？

略
 

３
 

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
に
対

す
る

前
項

の
規

定
の

適
用
に

つ
い

て
は

、

同
項

中
「

1
0
0
分

の
1
2
0
」

と
あ

る
の

は
「

1
0
0
分

の
6
7
.
5
」

と
、

「
1
0
0
分

の
1
0
0
」

と
あ

る
の
は

「
1
0
0
分
の

5
7
.
5
」
と

す
る
。

 

４
～

６
 
略

 

 

４
 

正
規

の
勤

務
時

間
外

に
勤

務
す

る
こ
と

を
命

ぜ
ら

れ
、

正
規

の
勤
務

時
間

外
に

し

た
勤

務
（

勤
務
時

間
等

条
例

第
３

条
第

１
項
、

第
４

条
及

び
第

５
条

の
規
定

に
基

づ

く
週

休
日

に
お
け

る
勤

務
の

う
ち

人
事

委
員
会

規
則

で
定

め
る

も
の

を
除
く

。
）

の

時
間

が
１

箇
月
に

つ
い

て
6
0
時

間
を

超
え

た
職

員
に

は
、

そ
の
6
0
時

間
を
超

え
て

勤

務
し

た
全

時
間
に

対
し

て
、

第
１

項
（

第
２
項

の
規

定
に

よ
り

読
み

替
え
て

適
用

す

る
場

合
を

含
む
。

）
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず
、

勤
務

１
時

間
に

つ
き

、
第
1
9
条

第
２

項
に

規
定

す
る

勤
務

１
時

間
当

た
り

の
給

与
額
に

1
0
0
分

の
1
5
0
（

そ
の

勤
務

が
午
後

1
0
時

か
ら

翌
日

の
午

前
５

時
ま

で
の

間
で

あ
る
場

合
は

あ
、
1
0
0
分

の
1
7
5
）

を
乗

じ

て
得

た
額
を

超
過
勤

務
手
当

と
し

て
支
給

す
る
。

 

５
 

勤
務

時
間

等
条

例
第

７
条

の
２

第
１
項

に
規

定
す

る
超

勤
代

休
時
間

を
指

定
さ

れ

た
場

合
に

お
い
て

、
当

該
超

勤
代

休
時

間
に
職

員
が

勤
務

し
な

か
っ

た
と
き

は
、

前

項
に

規
定

す
る
6
0
時

間
を

超
え

て
勤

務
し

た
全

時
間

の
う

ち
当

該
超

勤
代
休

時
間

の

指
定

に
代

え
ら
れ

た
超

過
勤

務
手

当
の

支
給
に

係
る

時
間

に
対

し
て

は
、
当

該
時

間

１
時

間
に

つ
き

、
第

1
9
条

第
２

項
に

規
定

す
る

勤
務

１
時

間
当

た
り

の
給

与
額

に

1
0
0
分

の
1
5
0
（

そ
の

時
間

が
午

後
1
0
時

か
ら

翌
日

の
午

前
５

時
ま

で
の

間
で
あ

る
場

合
は

あ
、
1
0
0
分

の
1
7
5
）

か
ら

第
１

項
に

規
定
す

る
人

事
委

員
会

規
則

で
定
め

る
割

合
（

そ
の

時
間
が

午
後

1
0
時

か
ら

翌
日

の
午
前

５
時

ま
で

の
間

で
あ

る
場
合

は
あ

、

そ
の

割
合

に
1
0
0
分

の
2
5
を

加
算

し
た

割
合

）
を

減
じ

た
割

合
を

乗
じ

て
得

た
額

の

超
過

勤
務
手

当
を
支

給
す
る

こ
と

を
要
し

な
い
。

 

６
 

略
 

 

（
期

末
手
当

）
 

第
2
0
条

 
略

 

２
 

期
末

手
当
の

額
は

、
期

末
手

当
基

礎
額
に

1
0
0
分

の
1
2
0
（
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め
る

管
理

又
は
監

督
の

地
位

に
あ

る
職

員
（
第

2
0
条

の
４

第
２

項
に

お
い
て

「
特

定

幹
部

職
員

」
と

い
う

。
）

に
あ

っ
て

は
、
1
0
0
分

の
1
0
0
）

を
乗

じ
て

得
た

額
に

、
基

準
日

以
前

６
箇
月

以
内

の
期

間
に

お
け

る
そ
の

者
あ

の
在

職
期

間
の

次
の
各

号
に

掲

げ
る

区
分
に

応
じ
、

当
該
各

号
に

定
め
る

割
合
を

乗
じ
て

得
た

額
と
す

る
。

 

(
1
)
～
(
4
)
？

略
 

３
 

再
任

用
職

員
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
に
対

す
る

前
項

の
規

定
の

適
用
に

つ
い

て
は

、

同
項

中
「

1
0
0
分

の
1
2
0
」

と
あ

る
の

は
「

1
0
0
分

の
6
7
.
5
」

と
、

「
1
0
0
分

の
1
0
0
」

と
あ

る
の
は

「
1
0
0
分
の

5
7
.
5
」
と

す
る
。

 

４
～

６
 
略

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

（
勤

勉
手
当

）
 

第
2
0
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の
４
 

勤
勉

手
当

は
、

６
月

１
日
及
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1
2
月

１
日
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下
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第
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項
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で

に
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６
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績
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す
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る
日

に
支

給

す
る

。
こ

れ
ら
の

基
準

日
前

１
箇

月
以

内
に
退

職
し

、
又

は
死

亡
し

た
職
員

（
人

事

委
員

会
規
則

で
定
め

る
職
員

を
除

く
。
）

に
つ
い

て
も
、

同
様

と
す
る

。
 

２
 

勤
勉

手
当

の
額

は
、

勤
勉

手
当

基
礎
額

に
、

任
命

権
者

が
人

事
委
員

会
規

則
で

定

め
る

基
準

に
従

っ
て

定
め

る
割

合
を

乗
じ

て
得

た
額

と
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い

て
、

任
命

権
者
が

支
給

す
る

勤
勉

手
当

の
額
の

、
そ

の
者

に
所

属
す

る
次
の

各
号

に

掲
げ

る
職

員
の
区

分
ご

と
の

総
額

は
、

そ
れ
ぞ

れ
当

該
各

号
に

定
め

る
額
を

超
え

て

は
な

ら
な
い

。
 

(
1
)
?
前
項

の
職

員
の

う
ち

定
年

前
再

任
用

短
時
間

勤
務

職
員

以
外

の
職

員
？
当

該
職

員
の

勤
勉

手
当
基

礎
額

に
当

該
職

員
が

そ
れ
ぞ

れ
そ

の
基

準
日

現
在

（
退
職

し
、

又
は

死
亡

し
た
職

員
に

あ
っ

て
は

、
退

職
し
、

又
は

死
亡

し
た

日
現

在
。
次

項
に

お
い

て
同

じ
。
）

に
お

い
て

受
け

る
べ

き
扶
養

手
当

の
月

額
及

び
こ

れ
に
対

す
る

地
域

手
当

の
月

額
の

合
計

額
を

加
算

し
た

額
に

1
0
0
分

の
9
5
（

特
定

幹
部

職
員

に

あ
っ

て
は
、

1
0
0
分

の
1
1
5
）

を
乗

じ
て
得

た
額
の

総
額

 

(
2
)
?
前
項

の
職

員
の

う
ち

定
年

前
再

任
用

短
時
間

勤
務

職
員

？
当

該
定

年
前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
の

勤
勉

手
当

基
礎

額
に

1
0
0
分

の
4
5
（

特
定

幹
部

職
員

に
あ

っ

て
は

、
1
0
0
分
の

5
5
）
を

乗
じ

て
得

た
額
の

総
額

 

３
～

５
 
略

 

 

（
定

年
前
再

任
用
短

時
間
勤

務
職

員
に
つ

い
て
の

適
用
除

外
）

 

第
2
1
条

の
３
 

第
６

条
第

３
項

か
ら

第
1
0
項

ま
で

、
第

９
条

の
３

か
ら
第

1
1
条

ま
で

、

第
1
1
条

の
３

か
ら

第
1
1
条

の
５

ま
で

、
第
1
3
条

の
２

、
第
1
3
条
の

３
及

び
第
2
1
条

の

規
定

は
、
定

年
前
再

任
用
短

時
間

勤
務
職

員
に
は

適
用
し

な
い

。
 

  
 

 
附
 

則
 

１
～

４
 
略

 

５
 

非
常

勤
の

職
員

（
定

年
前

再
任

用
短
時

間
勤

務
職

員
、

地
方

公
務
員

の
育

児
休

業

等
に

関
す

る
法

律
（

平
成

３
年

法
律

第
1
1
0
号

）
第

1
8
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
採

用
さ

れ
た

短
時
間

勤
務

職
員

及
び

地
方

公
共
団

体
の

一
般

職
の

任
期

付
職
員

の
採

用

に
関

す
る

法
律
（

平
成

1
4
年

法
律

第
4
8
号

）
第

５
条

の
規

定
に

よ
り

採
用
さ

れ
た

短

（
勤

勉
手
当

）
 

第
2
0
条

の
４
 

勤
勉

手
当

は
、

６
月

１
日
及

び
1
2
月

１
日

（
以

下
こ

の
条

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

に
お

い
て
こ

れ
ら

の
日

を
「

基
準

日
」
と

い
う

。
）

に
そ

れ
ぞ

れ
在
職

す
る

職

員
に

対
し

、
基
準

日
以

前
６

箇
月

以
内

の
期
間

に
お

け
る

そ
の

者
あ

の
勤
務

成
績

に

応
じ

て
、

そ
れ
ぞ

れ
基

準
日

の
属

す
る

月
の
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め
る
日

に
支

給

す
る

。
こ

れ
ら
の

基
準

日
前

１
箇

月
以

内
に
退

職
し

、
又

は
死

亡
し

た
職
員

（
人

事

委
員

会
規
則

で
定
め

る
職
員

を
除

く
。
）

に
つ
い

て
も
、

同
様

と
す
る

。
 

２
 

勤
勉

手
当

の
額

は
、

勤
勉

手
当

基
礎
額

に
、

任
命

権
者

が
人

事
委
員

会
規

則
で

定

め
る

基
準

に
従

っ
て

定
め

る
割

合
を

乗
じ

て
得

た
額

と
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い

て
、

任
命

権
者
が

支
給

す
る

勤
勉

手
当

の
額
の

、
そ

の
者

に
所

属
す

る
次
の

各
号

に

掲
げ

る
職

員
の
区

分
ご

と
の

総
額

は
、

そ
れ
ぞ

れ
当

該
各

号
に

定
め

る
額
を

超
え

て

は
な

ら
な
い

。
 

(
1
)
?
前
項

の
職

員
の

う
ち

再
任

用
職

員
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

以
外

の
職

員
？
当

該
職

員
の

勤
勉

手
当
基

礎
額

に
当

該
職

員
が

そ
れ
ぞ

れ
そ

の
基

準
日

現
在

（
退
職

し
、

又
は

死
亡

し
た
職

員
に

あ
っ

て
は

、
退

職
し
、

又
は

死
亡

し
た

日
現

在
。
次

項
に

お
い

て
同

じ
。
）

に
お

い
て

受
け

る
べ

き
扶
養

手
当

の
月

額
及

び
こ

れ
に
対

す
る

地
域

手
当

の
月

額
の

合
計

額
を

加
算

し
た

額
に

1
0
0
分

の
9
5
（

特
定

幹
部

職
員

に

あ
っ

て
は
、

1
0
0
分

の
1
1
5
）

を
乗

じ
て
得

た
額
の

総
額

 

(
2
)
?
前
項

の
職

員
の

う
ち

再
任

用
職

員
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

？
当

該
再

任
用
職

員
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
の

勤
勉

手
当

基
礎

額
に

1
0
0
分

の
4
5
（

特
定

幹
部

職
員

に
あ

っ

て
は

、
1
0
0
分
の

5
5
）
を

乗
じ

て
得

た
額
の

総
額

 

３
～

５
 
略

 

 

（
再

任
用
職

員
に
つ

い
て
の

適
用

除
外
）

 

第
2
1
条

の
３
 

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
第

９
条

の
３

か
ら
第

1
1
条

ま
で

、

第
1
1
条

の
３

か
ら

第
1
1
条

の
５

ま
で

、
第
1
3
条

の
２

、
第
1
3
条
の

３
及

び
第
2
1
条

の

規
定

は
、
再

任
用
職

員
あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
に
は

適
用
し

な
い

。
 

  
 

 
附
 

則
 

１
～

４
 
略

 

５
 

非
常

勤
の

職
員

（
再

任
用

短
時

間
勤
務

職
員

あ
あ

あ
、

地
方

公
務
員

の
育

児
休

業

等
に

関
す

る
法

律
（

平
成

３
年

法
律

第
1
1
0
号

）
第

1
8
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
採

用
さ

れ
た

短
時
間

勤
務

職
員

及
び

地
方

公
共
団

体
の

一
般

職
の

任
期

付
職
員

の
採

用

に
関

す
る

法
律
（

平
成

1
4
年

法
律

第
4
8
号

）
第

５
条

の
規

定
に

よ
り

採
用
さ

れ
た

短
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（
勤

勉
手
当

）
 

第
2
0
条

の
４
 

勤
勉

手
当

は
、

６
月

１
日
及

び
1
2
月

１
日

（
以

下
こ

の
項

か
ら

第
３

項

ま
で

に
お

い
て
こ

れ
ら

の
日

を
「

基
準

日
」
と

い
う

。
）

に
そ

れ
ぞ

れ
在
職

す
る

職

員
に

対
し

、
基
準

日
以

前
６

箇
月

以
内

の
期
間

に
お

け
る

当
該

職
員

の
勤
務

成
績

に

応
じ

て
、

そ
れ
ぞ

れ
基

準
日

の
属

す
る

月
の
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め
る
日

に
支

給

す
る

。
こ

れ
ら
の

基
準

日
前

１
箇

月
以

内
に
退

職
し

、
又

は
死

亡
し

た
職
員

（
人

事

委
員

会
規
則

で
定
め

る
職
員

を
除

く
。
）

に
つ
い

て
も
、

同
様

と
す
る

。
 

２
 

勤
勉

手
当

の
額

は
、

勤
勉

手
当

基
礎
額

に
、

任
命

権
者

が
人

事
委
員

会
規

則
で

定

め
る

基
準

に
従

っ
て

定
め

る
割

合
を

乗
じ

て
得

た
額

と
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い

て
、

任
命

権
者
が

支
給

す
る

勤
勉

手
当

の
額
の

、
そ

の
者

に
所

属
す

る
次
の

各
号

に

掲
げ

る
職

員
の
区

分
ご

と
の

総
額

は
、

そ
れ
ぞ

れ
当

該
各

号
に

定
め

る
額
を

超
え

て

は
な

ら
な
い

。
 

(
1
)
?
前
項

の
職

員
の

う
ち

定
年

前
再

任
用

短
時
間

勤
務

職
員

以
外

の
職

員
？
当

該
職

員
の

勤
勉

手
当
基

礎
額

に
当

該
職

員
が

そ
れ
ぞ

れ
そ

の
基

準
日

現
在

（
退
職

し
、

又
は

死
亡

し
た
職

員
に

あ
っ

て
は

、
退

職
し
、

又
は

死
亡

し
た

日
現

在
。
次

項
に

お
い

て
同

じ
。
）

に
お

い
て

受
け

る
べ

き
扶
養

手
当

の
月

額
及

び
こ

れ
に
対

す
る

地
域

手
当

の
月

額
の

合
計

額
を

加
算

し
た

額
に

1
0
0
分

の
9
5
（

特
定

幹
部

職
員

に

あ
っ

て
は
、

1
0
0
分

の
1
1
5
）

を
乗

じ
て
得

た
額
の

総
額

 

(
2
)
?
前
項

の
職

員
の

う
ち

定
年

前
再

任
用

短
時
間

勤
務

職
員

？
当

該
定

年
前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
の

勤
勉

手
当

基
礎

額
に

1
0
0
分

の
4
5
（

特
定

幹
部

職
員

に
あ

っ

て
は

、
1
0
0
分
の

5
5
）
を

乗
じ

て
得

た
額
の

総
額

 

３
～

５
 
略

 

 

（
定

年
前
再

任
用
短

時
間
勤

務
職

員
に
つ

い
て
の

適
用
除

外
）

 

第
2
1
条

の
３
 

第
６

条
第

３
項

か
ら

第
1
0
項

ま
で

、
第

９
条

の
３

か
ら
第

1
1
条

ま
で

、

第
1
1
条

の
３

か
ら

第
1
1
条

の
５

ま
で

、
第
1
3
条

の
２

、
第
1
3
条
の

３
及

び
第
2
1
条

の

規
定

は
、
定

年
前
再

任
用
短

時
間

勤
務
職

員
に
は

適
用
し

な
い

。
 

  
 

 
附
 

則
 

１
～

４
 
略

 

５
 

非
常

勤
の

職
員

（
定

年
前

再
任

用
短
時

間
勤

務
職

員
、

地
方

公
務
員

の
育

児
休

業

等
に

関
す

る
法

律
（

平
成

３
年

法
律

第
1
1
0
号

）
第

1
8
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
採

用
さ

れ
た

短
時
間

勤
務

職
員

及
び

地
方

公
共
団

体
の

一
般

職
の

任
期

付
職
員

の
採

用

に
関

す
る

法
律
（

平
成

1
4
年

法
律

第
4
8
号

）
第

５
条

の
規

定
に

よ
り

採
用
さ

れ
た

短

（
勤

勉
手
当

）
 

第
2
0
条

の
４
 

勤
勉

手
当

は
、

６
月

１
日
及

び
1
2
月

１
日

（
以

下
こ

の
条

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

に
お

い
て
こ

れ
ら

の
日

を
「

基
準

日
」
と

い
う

。
）

に
そ

れ
ぞ

れ
在
職

す
る

職

員
に

対
し

、
基
準

日
以

前
６

箇
月

以
内

の
期
間

に
お

け
る

そ
の

者
あ

の
勤
務

成
績

に

応
じ

て
、

そ
れ
ぞ

れ
基

準
日

の
属

す
る

月
の
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め
る
日

に
支

給

す
る

。
こ

れ
ら
の

基
準

日
前

１
箇

月
以

内
に
退

職
し

、
又

は
死

亡
し

た
職
員

（
人

事

委
員

会
規
則

で
定
め

る
職
員

を
除

く
。
）

に
つ
い

て
も
、

同
様

と
す
る

。
 

２
 

勤
勉

手
当

の
額

は
、

勤
勉

手
当

基
礎
額

に
、

任
命

権
者

が
人

事
委
員

会
規

則
で

定

め
る

基
準

に
従

っ
て

定
め

る
割

合
を

乗
じ

て
得

た
額

と
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い

て
、

任
命

権
者
が

支
給

す
る

勤
勉

手
当

の
額
の

、
そ

の
者

に
所

属
す

る
次
の

各
号

に

掲
げ

る
職

員
の
区

分
ご

と
の

総
額

は
、

そ
れ
ぞ

れ
当

該
各

号
に

定
め

る
額
を

超
え

て

は
な

ら
な
い

。
 

(
1
)
?
前
項

の
職

員
の

う
ち

再
任

用
職

員
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

以
外

の
職

員
？
当

該
職

員
の

勤
勉

手
当
基

礎
額

に
当

該
職

員
が

そ
れ
ぞ

れ
そ

の
基

準
日

現
在

（
退
職

し
、

又
は

死
亡

し
た
職

員
に

あ
っ

て
は

、
退

職
し
、

又
は

死
亡

し
た

日
現

在
。
次

項
に

お
い

て
同

じ
。
）

に
お

い
て

受
け

る
べ

き
扶
養

手
当

の
月

額
及

び
こ

れ
に
対

す
る

地
域

手
当

の
月

額
の

合
計

額
を

加
算

し
た

額
に

1
0
0
分

の
9
5
（

特
定

幹
部

職
員

に

あ
っ

て
は
、

1
0
0
分

の
1
1
5
）

を
乗

じ
て
得

た
額
の

総
額

 

(
2
)
?
前
項

の
職

員
の

う
ち

再
任

用
職

員
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

？
当

該
再

任
用
職

員
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
の

勤
勉

手
当

基
礎

額
に

1
0
0
分

の
4
5
（

特
定

幹
部

職
員

に
あ

っ

て
は

、
1
0
0
分
の

5
5
）
を

乗
じ

て
得

た
額
の

総
額

 

３
～

５
 
略

 

 

（
再

任
用
職

員
に
つ

い
て
の

適
用

除
外
）

 

第
2
1
条

の
３
 

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
第

９
条

の
３

か
ら
第

1
1
条

ま
で

、

第
1
1
条

の
３

か
ら

第
1
1
条

の
５

ま
で

、
第
1
3
条

の
２

、
第
1
3
条
の

３
及

び
第
2
1
条

の

規
定

は
、
再

任
用
職

員
あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
に
は

適
用
し

な
い

。
 

  
 

 
附
 

則
 

１
～

４
 
略

 

５
 

非
常

勤
の

職
員

（
再

任
用

短
時

間
勤
務

職
員

あ
あ

あ
、

地
方

公
務
員

の
育

児
休

業

等
に

関
す

る
法

律
（

平
成

３
年

法
律

第
1
1
0
号

）
第

1
8
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
採

用
さ

れ
た

短
時
間

勤
務

職
員

及
び

地
方

公
共
団

体
の

一
般

職
の

任
期

付
職
員

の
採

用

に
関

す
る

法
律
（

平
成

1
4
年

法
律

第
4
8
号

）
第

５
条

の
規

定
に

よ
り

採
用
さ

れ
た

短

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

時
間

勤
務
職

員
を
除

く
。
）

の
給

与
に
つ

い
て
は

、
こ
の

条
例

の
適
用

は
な
い

。
 

６
～

９
 
略

 

1
0
 

当
分

の
間

、
職

員
の

給
料

月
額

は
、
当

該
職

員
が
6
0
歳

に
達

し
た
日

後
に

お
け

る

最
初

の
４

月
１
日

（
附

則
第
1
2
項
及

び
第

1
4
項

に
お

い
て

「
特

定
日

」
と

い
う

。
）

以
後

、
当

該
職
員

に
適

用
さ

れ
る

給
料

表
の
給

料
月

額
の

う
ち

、
第

６
条
第

２
項

の

規
定

に
よ

り
当
該

職
員

の
属

す
る

職
務

の
級
並

び
に

同
条

第
３

項
、

第
４
項

、
第

６

項
及

び
第

７
項

の
規

定
に

よ
り

当
該

職
員

の
受

け
る

号
給

に
応

じ
た

額
に

1
0
0
分

の

7
0
を

乗
じ

て
得
た

額
（

当
該

額
に

、
5
0
円

未
満

の
端

数
を

生
じ

た
と

き
は
こ

れ
を

切

り
捨

て
、
5
0
円

以
上

1
0
0
円

未
満

の
端

数
を

生
じ
た

と
き

は
こ

れ
を
1
0
0
円

に
切

り
上

げ
る

も
の
と

す
る
。

）
と
す

る
。

 

1
1
 

前
項
の

規
定
は

、
次
に

掲
げ

る
職
員

に
は
適

用
し
な

い
。

 

 
(
1
)
?
臨

時
的

に
任

用
さ

れ
る

職
員

そ
の

他
の

法
律

に
よ

り
任

期
を

定
め
て

任
用

さ
れ

る
職

員
及
び

非
常
勤

職
員

 

(
2
)
?
職

員
の

定
年

等
に

関
す

る
条

例
（

令
和

４
年

栃
木

県
条

例
第

2
9
号

。
以

下

こ
の

項
に

お
い
て

「
定

年
条

例
」

と
い

う
。
）

に
よ

る
改

正
前

の
職

員
の
定

年
等

に
関

す
る

条
例
（

昭
和

5
9
年

栃
木

県
条

例
第
２

号
）

第
３

条
た

だ
し

書
に
規

定
す

る
職

員
 

 
(
3
)
?
定

年
条

例
第

９
条

第
１

項
又

は
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

同
条

第
１
項

に
規

定
す

る
異

動
期

間
（
同

条
第

１
項

又
は

第
２

項
の
規

定
に

よ
り

延
長

さ
れ

た
期
間

を
含

む
。

）
を
延

長
さ
れ

た
定
年

条
例

第
６
条

に
規
定

す
る
職

を
占

め
る
職

員
 

 
(
4
)
?
定
年

条
例
第

３
条
第

２
項

に
規
定

す
る
職

員
 

 
(
5
)
?
定

年
条

例
第

４
条

第
１

項
又

は
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

勤
務

し
て

い
る

職
員

（
定

年
条

例
第
２

条
に

規
定

す
る

定
年

退
職
日

に
お

い
て

前
項

の
規

定
が
適

用
さ

れ
て

い
た
職

員
を
除

く
。
）

 

1
2
 

法
第
2
8
条

の
２

第
４

項
に

規
定

す
る
他

の
職

へ
の

降
任

等
を

さ
れ
た

職
員

で
あ

っ

て
、

当
該

他
の
職

へ
の

降
任

等
を

さ
れ

た
日
（

以
下

こ
の

項
及

び
附

則
第
1
6
項

に
お

い
て

「
異

動
日
」

と
い

う
。

）
の

前
日

か
ら
引

き
続

き
同

一
の

給
料

表
の
適

用
を

受

け
る

職
員

の
う
ち

、
特

定
日

に
附

則
第
1
0
項
の

規
定

に
よ

り
当

該
職

員
の
受

け
る

給

料
月

額
（

以
下

こ
の

項
及

び
附

則
第

1
4
項

に
お

い
て

「
特

定
日

給
料

月
額

」
と

い

う
。

）
が

異
動

日
の

前
日

に
当

該
職

員
が

受
け

て
い

た
給

料
月

額
に

1
0
0
分

の
7
0
を

乗
じ

て
得

た
額
（

当
該

額
に

、
5
0
円

未
満

の
端

数
を

生
じ

た
と

き
は

こ
れ
を

切
り

捨

て
、
5
0
円

以
上
1
0
0
円

未
満

の
端

数
を

生
じ

た
と
き

は
こ

れ
を
1
0
0
円

に
切

り
上

げ
る

も
の

と
す

る
。
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
基
礎

給
料

月
額

」
と

い
う

。
）
に

達
し

な

い
こ

と
と

な
る
職

員
（

人
事

委
員

会
規

則
で
定

め
る

職
員

を
除

く
。

）
に
は

、
当

分

時
間

勤
務
職

員
を
除

く
。
）

の
給

与
に
つ

い
て
は

、
こ
の

条
例

の
適
用

は
な
い

。
 

６
～

９
 
略
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時
間

勤
務
職

員
を
除

く
。
）

の
給

与
に
つ

い
て
は

、
こ
の

条
例

の
適
用

は
な
い

。
 

６
～

９
 
略

 

1
0
 

当
分

の
間

、
職

員
の

給
料

月
額

は
、
当

該
職

員
が
6
0
歳

に
達

し
た
日

後
に

お
け

る

最
初

の
４

月
１
日

（
附

則
第
1
2
項
及

び
第

1
4
項

に
お

い
て

「
特

定
日

」
と

い
う

。
）

以
後

、
当

該
職
員

に
適

用
さ

れ
る

給
料

表
の
給

料
月

額
の

う
ち

、
第

６
条
第

２
項

の

規
定

に
よ

り
当
該

職
員

の
属

す
る

職
務

の
級
並

び
に

同
条

第
３

項
、

第
４
項

、
第

６

項
及

び
第

７
項

の
規

定
に

よ
り

当
該

職
員

の
受

け
る

号
給

に
応

じ
た

額
に

1
0
0
分

の

7
0
を

乗
じ

て
得
た

額
（

当
該

額
に

、
5
0
円

未
満

の
端

数
を

生
じ

た
と

き
は
こ

れ
を

切

り
捨

て
、
5
0
円

以
上

1
0
0
円

未
満

の
端

数
を

生
じ
た

と
き

は
こ

れ
を
1
0
0
円

に
切

り
上

げ
る

も
の
と

す
る
。

）
と
す

る
。

 

1
1
 

前
項
の

規
定
は

、
次
に

掲
げ

る
職
員

に
は
適

用
し
な

い
。

 

 
(
1
)
?
臨

時
的

に
任

用
さ

れ
る

職
員

そ
の

他
の

法
律

に
よ

り
任

期
を

定
め
て

任
用

さ
れ

る
職

員
及
び

非
常
勤

職
員

 

(
2
)
?
職

員
の

定
年

等
に

関
す

る
条

例
（

令
和

４
年

栃
木

県
条

例
第

2
9
号

。
以

下

こ
の

項
に

お
い
て

「
定

年
条

例
」

と
い

う
。
）

に
よ

る
改

正
前

の
職

員
の
定

年
等

に
関

す
る

条
例
（

昭
和

5
9
年

栃
木

県
条

例
第
２

号
）

第
３

条
た

だ
し

書
に
規

定
す

る
職

員
 

 
(
3
)
?
定

年
条

例
第

９
条

第
１

項
又

は
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

同
条

第
１
項

に
規

定
す

る
異

動
期

間
（
同

条
第

１
項

又
は

第
２

項
の
規

定
に

よ
り

延
長

さ
れ

た
期
間

を
含

む
。

）
を
延

長
さ
れ

た
定
年

条
例

第
６
条

に
規
定

す
る
職

を
占

め
る
職

員
 

 
(
4
)
?
定
年

条
例
第

３
条
第

２
項

に
規
定

す
る
職

員
 

 
(
5
)
?
定

年
条

例
第

４
条

第
１

項
又

は
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

勤
務

し
て

い
る

職
員

（
定

年
条

例
第
２

条
に

規
定

す
る

定
年

退
職
日

に
お

い
て

前
項

の
規

定
が
適

用
さ

れ
て

い
た
職

員
を
除

く
。
）

 

1
2
 

法
第
2
8
条

の
２

第
４

項
に

規
定

す
る
他

の
職

へ
の

降
任

等
を

さ
れ
た

職
員

で
あ

っ

て
、

当
該

他
の
職

へ
の

降
任

等
を

さ
れ

た
日
（

以
下

こ
の

項
及

び
附

則
第
1
6
項

に
お

い
て

「
異

動
日
」

と
い

う
。

）
の

前
日

か
ら
引

き
続

き
同

一
の

給
料

表
の
適

用
を

受

け
る

職
員

の
う
ち

、
特

定
日

に
附

則
第
1
0
項
の

規
定

に
よ

り
当

該
職

員
の
受

け
る

給

料
月

額
（

以
下

こ
の

項
及

び
附

則
第

1
4
項

に
お

い
て

「
特

定
日

給
料

月
額

」
と

い

う
。

）
が

異
動

日
の

前
日

に
当

該
職

員
が

受
け

て
い

た
給

料
月

額
に

1
0
0
分

の
7
0
を

乗
じ

て
得

た
額
（

当
該

額
に

、
5
0
円

未
満

の
端

数
を

生
じ

た
と

き
は

こ
れ
を

切
り

捨

て
、
5
0
円

以
上
1
0
0
円

未
満

の
端

数
を

生
じ

た
と
き

は
こ

れ
を
1
0
0
円

に
切

り
上

げ
る

も
の

と
す

る
。
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
基
礎

給
料

月
額

」
と

い
う

。
）
に

達
し

な

い
こ

と
と

な
る
職

員
（

人
事

委
員

会
規

則
で
定

め
る

職
員

を
除

く
。

）
に
は

、
当

分

時
間

勤
務
職

員
を
除

く
。
）

の
給

与
に
つ

い
て
は

、
こ
の

条
例

の
適
用

は
な
い

。
 

６
～

９
 
略

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

の
間

、
特

定
日
以

後
、

附
則

第
1
0
項

の
規

定
に

よ
り

当
該

職
員

の
受

け
る
給

料
月

額

の
ほ

か
、

基
礎
給

料
月

額
と

特
定

日
給

料
月
額

と
の

差
額

に
相

当
す

る
額
を

給
料

と

し
て

支
給
す

る
。

 

1
3
 

前
項

の
規

定
に

よ
る

給
料

の
額

と
当
該

給
料

を
支

給
さ

れ
る

職
員
の

受
け

る
給

料

月
額

と
の

合
計
額

が
第

６
条

第
２

項
の

規
定
に

よ
り

当
該

職
員

の
属

す
る
職

務
の

級

に
お

け
る

最
高
の

号
給

の
給

料
月

額
を

超
え
る

場
合

に
お

け
る

前
項

の
規
定

の
適

用

に
つ

い
て

は
、

同
項

中
「

基
礎

給
料

月
額

と
特

定
日

給
料

月
額

」
と

あ
る

の
は

、

「
第

６
条

第
２
項

の
規

定
に

よ
り

当
該

職
員
の

属
す

る
職

務
の

級
に

お
け
る

最
高

の

号
給

の
給
料

月
額
と

当
該
職

員
の

受
け
る

給
料
月

額
」
と

す
る

。
 

1
4
 

警
察

法
（

昭
和

2
9
年

法
律

第
1
6
2
号

）
第

5
6
条

の
４

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
任

命

に
よ

り
職

員
と
な

っ
た

者
の

う
ち

、
特

定
日
給

料
月

額
が

、
当

該
任

命
を
さ

れ
た

日

の
前

日
に

当
該
職

員
が

適
用

を
受

け
て

い
た
一

般
職

の
職

員
の

給
与

に
関
す

る
法

律

（
昭

和
2
5
年

法
律

第
9
5
号

）
第

６
条

に
規

定
す

る
公

安
職

俸
給

表
に

定
め
ら

れ
る

俸

給
月

額
に

1
0
0
分

の
7
0
を

乗
じ

て
得

た
額

（
当

該
額

に
、

5
0
円

未
満

の
端

数
を

生
じ

た
時

は
こ

れ
を

切
り

捨
て

、
5
0
円

以
上

1
0
0
円

未
満

の
端

数
を

生
じ

た
と

き
は

こ
れ

を
1
0
0
円

に
切

り
上

げ
る

も
の

と
す

る
。

以
下

こ
の

項
に

お
い

て
「

基
礎

俸
給

月

額
」

と
い

う
。
）

に
達

し
な

い
こ

と
と

な
る
職

員
（

人
事

委
員

会
規

則
で
定

め
る

職

員
を

除
く

。
）
に

は
、

当
分

の
間

、
特

定
日
以

後
、

附
則

第
1
0
項

の
規

定
に

よ
り

当

該
職

員
の

受
け
る

給
料

月
額

の
ほ

か
、

基
礎
俸

給
月

額
と

特
定

日
給

料
月
額

と
の

差

額
に

相
当
す

る
額
を

給
料
と

し
て

支
給
す

る
。

 

1
5
 

附
則

第
1
3
項

の
規

定
は

、
前

項
の

規
定

の
適

用
に

つ
い

て
準

用
す
る

。
こ

の
場

合

に
お

い
て

、
附
則

第
1
3
項

中
「

前
項

」
と

あ
る

の
は

「
次

項
」

と
、

「
基
礎

給
料

月

額
」

と
あ
る

の
は
「

基
礎
俸

給
月

額
」
と

読
み
替

え
る
も

の
と

す
る
。

 

1
6
 

異
動

日
の

前
日

か
ら

引
き

続
き

給
料
表

の
適

用
を

受
け

る
職

員
（
附

則
第

1
0
項

の

規
定

の
適

用
を
受

け
る

職
員

に
限

り
、

附
則
第

1
2
項

に
規

定
す

る
職

員
を
除

く
。

）

で
あ

っ
て

、
同
項

の
規

定
に

よ
る

給
料

を
支
給

さ
れ

る
職

員
と

の
権

衡
上
必

要
が

あ

る
と

認
め

ら
れ

る
職

員
に

は
、

当
分

の
間

、
当

該
職

員
の

受
け

る
給

料
月

額
の

ほ

か
、

人
事

委
員
会

規
則

で
定

め
る

と
こ

ろ
に
よ

り
、

附
則

第
1
2
項

及
び

第
1
3
項

の
規

定
に

準
じ
て

算
出
し

た
額
を

給
料

と
し
て

支
給
す

る
。

 

1
7
 

附
則

第
1
2
項

、
第

1
4
項

又
は

前
項

の
規

定
に

よ
る

給
料

を
支

給
さ
れ

る
職

員
以

外

の
附

則
第
1
0
項
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
職
員

で
あ

っ
て

、
任

用
の

事
情
を

考
慮

し

て
当

該
給

料
を
支

給
さ

れ
る

職
員

と
の

権
衡
上

必
要

が
あ

る
と

認
め

ら
れ
る

職
員

に

は
、

当
分

の
間
、

当
該

職
員

の
受

け
る

給
料
月

額
の

ほ
か

、
人

事
委

員
会
規

則
で

定

め
る

と
こ

ろ
に
よ

り
、

前
５

項
の

規
定

に
準
じ

て
算

出
し

た
額

を
給

料
と
し

て
支

給
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の
間

、
特

定
日
以

後
、

附
則

第
1
0
項

の
規

定
に

よ
り

当
該

職
員

の
受

け
る
給

料
月

額

の
ほ

か
、

基
礎
給

料
月

額
と

特
定

日
給

料
月
額

と
の

差
額

に
相

当
す

る
額
を

給
料

と

し
て

支
給
す

る
。

 

1
3
 

前
項

の
規

定
に

よ
る

給
料

の
額

と
当
該

給
料

を
支

給
さ

れ
る

職
員
の

受
け

る
給

料

月
額

と
の

合
計
額

が
第

６
条

第
２

項
の

規
定
に

よ
り

当
該

職
員

の
属

す
る
職

務
の

級

に
お

け
る

最
高
の

号
給

の
給

料
月

額
を

超
え
る

場
合

に
お

け
る

前
項

の
規
定

の
適

用

に
つ

い
て

は
、

同
項

中
「

基
礎

給
料

月
額

と
特

定
日

給
料

月
額

」
と

あ
る

の
は

、

「
第

６
条

第
２
項

の
規

定
に

よ
り

当
該

職
員
の

属
す

る
職

務
の

級
に

お
け
る

最
高

の

号
給

の
給
料

月
額
と

当
該
職

員
の

受
け
る

給
料
月

額
」
と

す
る

。
 

1
4
 

警
察

法
（

昭
和

2
9
年

法
律

第
1
6
2
号

）
第

5
6
条

の
４

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
任

命

に
よ

り
職

員
と
な

っ
た

者
の

う
ち

、
特

定
日
給

料
月

額
が

、
当

該
任

命
を
さ

れ
た

日

の
前

日
に

当
該
職

員
が

適
用

を
受

け
て

い
た
一

般
職

の
職

員
の

給
与

に
関
す

る
法

律

（
昭

和
2
5
年

法
律

第
9
5
号

）
第

６
条

に
規

定
す

る
公

安
職

俸
給

表
に

定
め
ら

れ
る

俸

給
月

額
に

1
0
0
分

の
7
0
を

乗
じ

て
得

た
額

（
当

該
額

に
、

5
0
円

未
満

の
端

数
を

生
じ

た
時

は
こ

れ
を

切
り

捨
て

、
5
0
円

以
上

1
0
0
円

未
満

の
端

数
を

生
じ

た
と

き
は

こ
れ

を
1
0
0
円

に
切

り
上

げ
る

も
の

と
す

る
。

以
下

こ
の

項
に

お
い

て
「

基
礎

俸
給

月

額
」

と
い

う
。
）

に
達

し
な

い
こ

と
と

な
る
職

員
（

人
事

委
員

会
規

則
で
定

め
る

職

員
を

除
く

。
）
に

は
、

当
分

の
間

、
特

定
日
以

後
、

附
則

第
1
0
項

の
規

定
に

よ
り

当

該
職

員
の

受
け
る

給
料

月
額

の
ほ

か
、

基
礎
俸

給
月

額
と

特
定

日
給

料
月
額

と
の

差

額
に

相
当
す

る
額
を

給
料
と

し
て

支
給
す

る
。

 

1
5
 

附
則

第
1
3
項

の
規

定
は

、
前

項
の

規
定

の
適

用
に

つ
い

て
準

用
す
る

。
こ

の
場

合

に
お

い
て

、
附
則

第
1
3
項

中
「

前
項

」
と

あ
る

の
は

「
次

項
」

と
、

「
基
礎

給
料

月

額
」

と
あ
る

の
は
「

基
礎
俸

給
月

額
」
と

読
み
替

え
る
も

の
と

す
る
。

 

1
6
 

異
動

日
の

前
日

か
ら

引
き

続
き

給
料
表

の
適

用
を

受
け

る
職

員
（
附

則
第

1
0
項

の

規
定

の
適

用
を
受

け
る

職
員

に
限

り
、

附
則
第

1
2
項

に
規

定
す

る
職

員
を
除

く
。

）

で
あ

っ
て

、
同
項

の
規

定
に

よ
る

給
料

を
支
給

さ
れ

る
職

員
と

の
権

衡
上
必

要
が

あ

る
と

認
め

ら
れ

る
職

員
に

は
、

当
分

の
間

、
当

該
職

員
の

受
け

る
給

料
月

額
の

ほ

か
、

人
事

委
員
会

規
則

で
定

め
る

と
こ

ろ
に
よ

り
、

附
則

第
1
2
項

及
び

第
1
3
項

の
規

定
に

準
じ
て

算
出
し

た
額
を

給
料

と
し
て

支
給
す

る
。

 

1
7
 

附
則

第
1
2
項

、
第

1
4
項

又
は

前
項

の
規

定
に

よ
る

給
料

を
支

給
さ
れ

る
職

員
以

外

の
附

則
第
1
0
項
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
職
員

で
あ

っ
て

、
任

用
の

事
情
を

考
慮

し

て
当

該
給

料
を
支

給
さ

れ
る

職
員

と
の

権
衡
上

必
要

が
あ

る
と

認
め

ら
れ
る

職
員

に

は
、

当
分

の
間
、

当
該

職
員

の
受

け
る

給
料
月

額
の

ほ
か

、
人

事
委

員
会
規

則
で

定

め
る

と
こ

ろ
に
よ

り
、

前
５

項
の

規
定

に
準
じ

て
算

出
し

た
額

を
給

料
と
し

て
支

給

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

別
表
第

１
再
任

用
職
員

以
外

の
職
員

の
欄
中

「
再
任

用
職

員
」
を

「
定
年

前
再
任

用
短

時
間
勤

務
職
員

」
に

改
め
、

同
表
再

任
用
職

員
の
欄

を
次

の
よ
う

に
改
め

る
。

 

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
 

 
基
 

 
準

 

給
料

月
額

 

基
 

 
準

 

給
料

月
額

 

基
 

 
準

 

給
料

月
額

 

基
 

 
準

 

給
料

月
額

 

基
 

 
準

 

給
料

月
額

 

基
 

 
準

 

給
料

月
額

 

基
 

 
準

 

給
料

月
額

 

基
 

 
準

 

給
料

月
額

 

基
 

 
準

 

給
料

月
額

 

 
 

 
円

 

1
8
7
,
7
0
0
 

 
 

 
円

 

2
1
5
,
2
0
0
 

 
 

 
円

 

2
5
5
,
2
0
0
 

 
 

 
円

 

2
7
4
,
6
0
0
 

 
 

 
円

 

2
8
9
,
7
0
0
 

 
 

 
円

 

3
1
5
,
1
0
0
 

 
 

 
円

 

3
5
6
,
8
0
0
 

 
 

 
円

 

3
8
9
,
9
0
0
 

 
 

 
円

 

4
4
1
,
0
0
0
 

 
 

別
表
第

２
再
任

用
職
員

以
外

の
職
員

の
欄
中

「
再
任

用
職

員
」
を

「
定
年

前
再
任

用
短

時
間
勤

務
職
員

」
に

改
め
、

同
表
再

任
用
職

員
の
欄

を
次

の
よ
う

に
改
め

る
。

 

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
 

  
基
 

 
準

 

給
料

月
額

 

基
 

 
準

 

給
料

月
額

 

基
 

 
準

 

給
料

月
額

 

基
 

 
準

 

給
料

月
額

 

基
 

 
準

 

給
料

月
額

 

基
 

 
準

 

給
料

月
額

 

基
 

 
準

 

給
料

月
額

 

基
 

 
準

 

給
料

月
額

 

基
 

 
準

 

給
料

月
額

 

 
 

 
円

 

2
4
1
,
5
0
0
 

 
 

 
円

 

2
5
3
,
2
0
0
 

 
 

 
円

 

2
5
7
,
3
0
0
 

 
 

 
円

 

2
8
8
,
6
0
0
 

 
 

 
円

 

3
0
5
,
1
0
0
 

 
 

 
円

 

3
1
9
,
2
0
0
 

 
 

 
円

 

3
4
2
,
8
0
0
 

 
 

 
円

 

3
7
7
,
9
0
0
 

 
 

 
円

 

4
0
9
,
5
0
0
 

す
る

。
 

1
8
 

附
則

第
1
2
項

、
第

1
4
項

又
は

前
２

項
の

規
定

に
よ

る
給

料
を

支
給
さ

れ
る

職
員

に

対
す

る
第
2
0
条
第

５
項

（
第
2
0
条
の

４
第

４
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

及
び

職
員

の
育

児
休

業
等
に

関
す

る
条

例
（

平
成

４
年
栃

木
県

条
例

第
２

号
）

第
1
5
条

の
規

定

に
よ

り
読

み
替
え

て
適

用
す

る
場

合
を

含
む
。

以
下

こ
の

項
に

お
い

て
同
じ

。
）

及

び
第
2
1
条

の
２
第

２
項

の
規

定
の

適
用

に
つ
い

て
は

、
こ

れ
ら

の
規

定
中
「

給
料

月

額
」

と
あ

る
の
は

、
「

給
料

月
額

と
附

則
第
1
2
項

、
第

1
4
項

、
第
1
6
項

又
は

第
1
7
項

の
規

定
に
よ

る
給
料

の
額
と

の
合

計
額
」

と
す
る

。
 

1
9
 

附
則

第
1
2
項

、
第

1
4
項

、
第
1
6
項

又
は

第
1
7
項

の
規

定
に

よ
る

給
料

を
支

給
さ

れ

る
職

員
に

対
す
る

職
員

の
特

殊
勤

務
手

当
に
関

す
る

条
例

（
昭

和
2
7
年

栃
木

県
条

例

第
２

号
）

第
５
条

第
２

項
の

規
定

の
適

用
に
つ

い
て

は
、

同
項

中
「

給
料
月

額
」

と

あ
る

の
は

、
「
給

料
月

額
と

職
員

の
給

与
に
関

す
る

条
例

（
昭

和
2
7
年

栃
木

県
条

例

第
１

号
）

附
則
第

1
2
項

、
第
1
4
項
、

第
1
6
項

又
は

第
1
7
項

の
規

定
に

よ
る

給
料

の
額

と
の

合
計
額

」
と
す

る
。

 

2
0
 

附
則

第
1
0
項

か
ら

前
項

ま
で

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

附
則

第
1
0
項

の
規

定
に

よ

る
給

料
月

額
、
附

則
第

1
2
項

の
規

定
に

よ
る
給

料
そ

の
他

附
則

第
1
0
項

か
ら

前
項

ま

で
の

規
定
の

施
行
に

関
し
必

要
な

事
項
は

、
人
事

委
員
会

規
則

で
定
め

る
。
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別
表
第

１
再
任

用
職
員

以
外

の
職
員

の
欄
中

「
再
任

用
職

員
」
を

「
定
年

前
再
任

用
短

時
間
勤

務
職
員

」
に

改
め
、

同
表
再

任
用
職

員
の
欄

を
次

の
よ
う

に
改
め

る
。

 

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
 

 
基
 

 
準

 

給
料

月
額

 

基
 

 
準

 

給
料

月
額

 

基
 

 
準

 

給
料

月
額

 

基
 

 
準

 

給
料

月
額

 

基
 

 
準

 

給
料

月
額

 

基
 

 
準

 

給
料

月
額

 

基
 

 
準

 

給
料

月
額

 

基
 

 
準

 

給
料

月
額

 

基
 

 
準

 

給
料

月
額

 

 
 

 
円

 

1
8
7
,
7
0
0
 

 
 

 
円

 

2
1
5
,
2
0
0
 

 
 

 
円

 

2
5
5
,
2
0
0
 

 
 

 
円

 

2
7
4
,
6
0
0
 

 
 

 
円

 

2
8
9
,
7
0
0
 

 
 

 
円

 

3
1
5
,
1
0
0
 

 
 

 
円

 

3
5
6
,
8
0
0
 

 
 

 
円

 

3
8
9
,
9
0
0
 

 
 

 
円

 

4
4
1
,
0
0
0
 

 
 

別
表
第

２
再
任

用
職
員

以
外

の
職
員

の
欄
中

「
再
任

用
職

員
」
を

「
定
年

前
再
任

用
短

時
間
勤

務
職
員

」
に

改
め
、

同
表
再

任
用
職

員
の
欄

を
次

の
よ
う

に
改
め

る
。

 

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
 

  
基
 

 
準

 

給
料

月
額

 

基
 

 
準

 

給
料

月
額

 

基
 

 
準

 

給
料

月
額

 

基
 

 
準

 

給
料

月
額

 

基
 

 
準

 

給
料

月
額

 

基
 

 
準

 

給
料

月
額

 

基
 

 
準

 

給
料

月
額

 

基
 

 
準

 

給
料

月
額

 

基
 

 
準

 

給
料

月
額

 

 
 

 
円

 

2
4
1
,
5
0
0
 

 
 

 
円

 

2
5
3
,
2
0
0
 

 
 

 
円

 

2
5
7
,
3
0
0
 

 
 

 
円

 

2
8
8
,
6
0
0
 

 
 

 
円

 

3
0
5
,
1
0
0
 

 
 

 
円

 

3
1
9
,
2
0
0
 

 
 

 
円

 

3
4
2
,
8
0
0
 

 
 

 
円

 

3
7
7
,
9
0
0
 

 
 

 
円

 

4
0
9
,
5
0
0
 

す
る

。
 

1
8
 

附
則

第
1
2
項

、
第

1
4
項

又
は

前
２

項
の

規
定

に
よ

る
給

料
を

支
給
さ

れ
る

職
員

に

対
す

る
第
2
0
条
第

５
項

（
第
2
0
条
の

４
第

４
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

及
び

職
員

の
育

児
休

業
等
に

関
す

る
条

例
（

平
成

４
年
栃

木
県

条
例

第
２

号
）

第
1
5
条

の
規

定

に
よ

り
読

み
替
え

て
適

用
す

る
場

合
を

含
む
。

以
下

こ
の

項
に

お
い

て
同
じ

。
）

及

び
第
2
1
条

の
２
第

２
項

の
規

定
の

適
用

に
つ
い

て
は

、
こ

れ
ら

の
規

定
中
「

給
料

月

額
」

と
あ

る
の
は

、
「

給
料

月
額

と
附

則
第
1
2
項

、
第

1
4
項

、
第
1
6
項

又
は

第
1
7
項

の
規

定
に
よ

る
給
料

の
額
と

の
合

計
額
」

と
す
る

。
 

1
9
 

附
則

第
1
2
項

、
第

1
4
項

、
第
1
6
項

又
は

第
1
7
項

の
規

定
に

よ
る

給
料

を
支

給
さ

れ

る
職

員
に

対
す
る

職
員

の
特

殊
勤

務
手

当
に
関

す
る

条
例

（
昭

和
2
7
年

栃
木

県
条

例

第
２

号
）

第
５
条

第
２

項
の

規
定

の
適

用
に
つ

い
て

は
、

同
項

中
「

給
料
月

額
」

と

あ
る

の
は

、
「
給

料
月

額
と

職
員

の
給

与
に
関

す
る

条
例

（
昭

和
2
7
年

栃
木

県
条

例

第
１

号
）

附
則
第

1
2
項

、
第
1
4
項
、

第
1
6
項

又
は

第
1
7
項

の
規

定
に

よ
る

給
料

の
額

と
の

合
計
額

」
と
す

る
。

 

2
0
 

附
則

第
1
0
項

か
ら

前
項

ま
で

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

附
則

第
1
0
項

の
規

定
に

よ

る
給

料
月

額
、
附

則
第

1
2
項

の
規

定
に

よ
る
給

料
そ

の
他

附
則

第
1
0
項

か
ら

前
項

ま

で
の

規
定
の

施
行
に

関
し
必

要
な

事
項
は

、
人
事

委
員
会

規
則

で
定
め

る
。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

別
表
第

３
再
任

用
職
員

以
外

の
職
員

の
欄
中

「
再
任

用
職

員
」
を

「
定
年

前
再
任

用
短

時
間
勤

務
職
員

」
に

改
め
、

同
表
再

任
用
職

員
の
欄

を
次

の
よ
う

に
改
め

る
。

 

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
 

 

基
準

給
料
月

額
 

基
準

給
料
月

額
 

基
準

給
料
月

額
 

基
準

給
料
月

額
 

基
準

給
料
月

額
 

 
 

 
円

 

2
1
7
,
5
0
0
 

 
 

 
円

 

2
5
8
,
7
0
0
 

 
 

 
円

 

2
8
3
,
5
0
0
 

 
 

 
円

 

3
2
5
,
9
0
0
 

 
 

 
円

 

3
7
4
,
6
0
0
 

 
 

 
別

表
第

４
ア

の
表

再
任

用
職

員
以

外
の

職
員

の
欄

中
「

再
任

用
職

員
」

を
「

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
」

に
改

め
、

同
表

再
任

用
職

員
の

欄
を

次
の

よ
う

に
改

め
 

る
。

 
 

 

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
 

  
基

準
給

料
月

額
 

基
準

給
料

月
額

 
基

準
給

料
月

額
 

基
準

給
料

月
額

 

 
 

 
円

 

2
9
6
,
2
0
0
 

 
 

 
円

 

3
3
8
,
6
0
0
 

 
 

 
円

 

3
9
3
,
0
0
0
 

 
 

 
円

 

4
6
6
,
0
0
0
 

 
 

 
別

表
第

４
イ

の
表

再
任

用
職

員
以

外
の

職
員

の
欄

中
「

再
任

用
職

員
」

を
「

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
」

に
改

め
、

同
表

再
任

用
職

員
の

欄
を

次
の

よ
う

に
改

め
 

る
。

 

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
 

 
基

準
 

給
料

月
額

 

基
準
 

給
料

月
額

 

基
準
 

給
料

月
額

 

基
準
 

給
料

月
額

 

基
準
 

給
料

月
額

 

基
準
 

給
料

月
額

 

基
準
 

給
料

月
額

 

 
 

 
円

 

1
8
8
,
7
0
0
 

 
 

 
円

 

2
1
5
,
3
0
0
 

 
 

 
円

 

2
4
3
,
5
0
0
 

 
 

 
円

 

2
5
6
,
9
0
0
 

 
 

 
円

 

2
8
2
,
1
0
0
 

 
 

 
円

 

3
2
2
,
8
0
0
 

 
 

 
円

 

3
6
5
,
0
0
0
 

 
 

 
別

表
第

４
ウ

の
表

再
任

用
職

員
以

外
の

職
員

の
欄

中
「

再
任

用
職

員
」

を
「

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
」

に
改

め
、

同
表

再
任

用
職

員
の

欄
を

次
の

よ
う

に
改

め
 

る
。

 

     

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
 

 
基

準
 

給
料

月
額

 

基
準
 

給
料

月
額

 

基
準
 

給
料

月
額

 

基
準
 

給
料

月
額

 

基
準
 

給
料

月
額

 

基
準
 

給
料

月
額

 

基
準
 

給
料

月
額

 

 
 

 
円

 

2
3
5
,
1
0
0
 

 
 

 
円

 

2
5
5
,
4
0
0
 

 
 

 
円

 

2
6
2
,
6
0
0
 

 
 

 
円

 

2
7
2
,
8
0
0
 

 
 

 
円

 

2
8
9
,
1
0
0
 

 
 

 
円

 

3
2
6
,
2
0
0
 

 
 

 
円

 

3
7
0
,
6
0
0
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別
表
第

３
再
任

用
職
員

以
外

の
職
員

の
欄
中

「
再
任

用
職

員
」
を

「
定
年

前
再
任

用
短

時
間
勤

務
職
員

」
に

改
め
、

同
表
再

任
用
職

員
の
欄

を
次

の
よ
う

に
改
め

る
。

 

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
 

 

基
準

給
料
月

額
 

基
準

給
料
月

額
 

基
準

給
料
月

額
 

基
準

給
料
月

額
 

基
準

給
料
月

額
 

 
 

 
円

 

2
1
7
,
5
0
0
 

 
 

 
円

 

2
5
8
,
7
0
0
 

 
 

 
円

 

2
8
3
,
5
0
0
 

 
 

 
円

 

3
2
5
,
9
0
0
 

 
 

 
円

 

3
7
4
,
6
0
0
 

 
 

 
別

表
第

４
ア

の
表

再
任

用
職

員
以

外
の

職
員

の
欄

中
「

再
任

用
職

員
」

を
「

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
」

に
改

め
、

同
表

再
任

用
職

員
の

欄
を

次
の

よ
う

に
改

め
 

る
。

 
 

 

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
 

  
基

準
給

料
月

額
 

基
準

給
料

月
額

 
基

準
給

料
月

額
 

基
準

給
料

月
額

 

 
 

 
円

 

2
9
6
,
2
0
0
 

 
 

 
円

 

3
3
8
,
6
0
0
 

 
 

 
円

 

3
9
3
,
0
0
0
 

 
 

 
円

 

4
6
6
,
0
0
0
 

 
 

 
別

表
第

４
イ

の
表

再
任

用
職

員
以

外
の

職
員

の
欄

中
「

再
任

用
職

員
」

を
「

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
」

に
改

め
、

同
表

再
任

用
職

員
の

欄
を

次
の

よ
う

に
改

め
 

る
。

 

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
 

 
基

準
 

給
料

月
額

 

基
準
 

給
料

月
額

 

基
準
 

給
料

月
額

 

基
準
 

給
料

月
額

 

基
準
 

給
料

月
額

 

基
準
 

給
料

月
額

 

基
準
 

給
料

月
額

 

 
 

 
円

 

1
8
8
,
7
0
0
 

 
 

 
円

 

2
1
5
,
3
0
0
 

 
 

 
円

 

2
4
3
,
5
0
0
 

 
 

 
円

 

2
5
6
,
9
0
0
 

 
 

 
円

 

2
8
2
,
1
0
0
 

 
 

 
円

 

3
2
2
,
8
0
0
 

 
 

 
円

 

3
6
5
,
0
0
0
 

 
 

 
別

表
第

４
ウ

の
表

再
任

用
職

員
以

外
の

職
員

の
欄

中
「

再
任

用
職

員
」

を
「

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
」

に
改

め
、

同
表

再
任

用
職

員
の

欄
を

次
の

よ
う

に
改

め
 

る
。

 

     

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
 

 
基

準
 

給
料

月
額

 

基
準
 

給
料

月
額

 

基
準
 

給
料

月
額

 

基
準
 

給
料

月
額

 

基
準
 

給
料

月
額

 

基
準
 

給
料

月
額

 

基
準
 

給
料

月
額

 

 
 

 
円

 

2
3
5
,
1
0
0
 

 
 

 
円

 

2
5
5
,
4
0
0
 

 
 

 
円

 

2
6
2
,
6
0
0
 

 
 

 
円

 

2
7
2
,
8
0
0
 

 
 

 
円

 

2
8
9
,
1
0
0
 

 
 

 
円

 

3
2
6
,
2
0
0
 

 
 

 
円

 

3
7
0
,
6
0
0
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  

 
（

栃
木
県

公
立
学

校
職
員

給
与

条
例
の

一
部
改

正
）

 

第
２

条
 

栃
木

県
公

立
学
校

職
員

給
与
条

例
（
昭

和
3
2
年

栃
木

県
条
例

第
3
4
号

）
の
一

部
を

次
の
よ

う
に
改

正
す
る

。
 

 

 
 

 
次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に

掲
げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下

線
で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る

。
 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

（
定

義
）

 

第
２

条
 

こ
の

条
例

に
お

い
て

「
職

員
」
と

は
、

次
に

掲
げ

る
者

（
法
第

2
2
条

の
２

第

１
項

に
規
定

す
る
会

計
年
度

任
用

職
員
を

除
く
。

）
を
い

う
。

 

(
1
)
?
県
立

学
校

の
校

長
、

教
頭

、
主

幹
教

諭
、
教

諭
、

養
護

教
諭

、
栄

養
教
諭

、
助

教
諭

、
養

護
助
教

諭
、

講
師

（
常

時
勤

務
の
者

及
び

法
第

2
2
条
の

４
第

１
項

に
規

定
す

る
短

時
間
勤

務
の

職
を

占
め

る
者

に
限
る

。
以

下
同

じ
。

）
、

実
習
助

手
、

寄
宿

舎
指
導

員
、
事

務
職
員

及
び

技
術
職

員
 

 
(
2
)
?
略

 

２
 

略
 

 

（
初

任
給
、

昇
格
及

び
昇
給

の
基

準
）

 

第
７

条
 
略

 

２
～

４
 
略

 

５
 

職
員

の
昇

給
は

、
教

育
委

員
会

が
人
事

委
員

会
と

協
議

し
て

教
育
委

員
会

規
則

で

定
め

る
日

に
、
同

日
前

１
年

間
に

お
け

る
当
該

職
員

の
勤

務
成

績
に

応
じ
て

、
行

う

も
の

と
す
る

。
 

６
 

略
 

７
 

教
育

委
員

会
が

人
事

委
員

会
と

協
議
し

て
教

育
委

員
会

規
則

で
定
め

る
日

に
お

い

て
5
5
歳

以
上

で
教

育
委

員
会

が
人

事
委

員
会
と

協
議

し
て

教
育

委
員

会
規
則

で
定

め

る
年

齢
を

超
え
て

い
る

職
員

の
第

５
項

の
規
定

に
よ

る
昇

給
は

、
同

項
に
規

定
す

る

期
間

に
お

け
る
当

該
職

員
の

勤
務

成
績

が
特
に

良
好

で
あ

る
場

合
に

限
り
行

う
も

の

と
し

、
昇

給
さ
せ

る
場

合
の

昇
給

の
号

給
数
は

、
勤

務
成

績
に

応
じ

て
教
育

委
員

会

が
人

事
委

員
会
と

協
議

し
て

教
育

委
員

会
規
則

で
定

め
る

基
準

に
従

い
決
定

す
る

も

の
と

す
る
。

 

８
～

1
0
 
略

 

1
1
 

法
第

2
2
条

の
４

第
３

項
に

規
定

す
る

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
（

以
下

「
定

年
前

再
任
用

短
時

間
勤

務
職

員
」

と
い
う

。
）

の
給

料
月

額
は

、
当
該

定
年

前

（
定

義
）

 

第
２

条
 

こ
の

条
例

に
お

い
て

「
職

員
」
と

は
、

次
に

掲
げ

る
者

（
法
第

2
2
条

の
２

第

１
項

に
規
定

す
る
会

計
年
度

任
用

職
員
を

除
く
。

）
を
い

う
。

 

(
1
)
?
県
立

学
校

の
校

長
、

教
頭

、
主

幹
教

諭
、
教

諭
、

養
護

教
諭

、
栄

養
教
諭

、
助

教
諭

、
養

護
助
教

諭
、

講
師

（
常

時
勤

務
の
者

及
び

法
第

2
8
条
の

５
第

１
項

に
規

定
す

る
短

時
間
勤

務
の

職
を

占
め

る
者

に
限
る

。
以

下
同

じ
。

）
、

実
習
助

手
、

寄
宿

舎
指
導

員
、
事

務
職
員

及
び

技
術
職

員
 

 
(
2
)
?
略

 

２
 

略
 

 

（
初

任
給
、

昇
格
及

び
昇
給

の
基

準
）

 

第
７

条
 
略

 

２
～

４
 
略

 

５
 

職
員

の
昇

給
は

、
教

育
委

員
会

が
人
事

委
員

会
と

協
議

し
て

教
育
委

員
会

規
則

で

定
め

る
日

に
、
同

日
前

１
年

間
に

お
け

る
そ
の

者
あ

の
勤

務
成

績
に

応
じ
て

、
行

う

も
の

と
す
る

。
 

６
 

略
 

７
 

教
育

委
員

会
が

人
事

委
員

会
と

協
議
し

て
教

育
委

員
会

規
則

で
定
め

る
日

に
お

い

て
5
5
歳

以
上

で
教

育
委

員
会

が
人

事
委

員
会
と

協
議

し
て

教
育

委
員

会
規
則

で
定

め

る
年

齢
を

超
え
て

い
る

職
員

の
第

５
項

の
規
定

に
よ

る
昇

給
は

、
同

項
に
規

定
す

る

期
間

に
お

け
る
そ

の
者

あ
の

勤
務

成
績

が
特
に

良
好

で
あ

る
場

合
に

限
り
行

う
も

の

と
し

、
昇

給
さ
せ

る
場

合
の

昇
給

の
号

給
数
は

、
勤

務
成

績
に

応
じ

て
教
育

委
員

会

が
人

事
委

員
会
と

協
議

し
て

教
育

委
員

会
規
則

で
定

め
る

基
準

に
従

い
決
定

す
る

も

の
と

す
る
。

 

８
～

1
0
 
略

 

1
1
 

法
第
2
8
条

の
４

第
１

項
、

第
2
8
条

の
５

第
１

項
又

は
第
2
8
条

の
６
第

１
項

若
し

く

は
第

２
項

の
規
定

に
よ

り
採

用
さ

れ
た

職
員
（

以
下

「
再

任
用

職
員

」
と
い

う
。

）
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（

栃
木
県

公
立
学

校
職
員

給
与

条
例
の

一
部
改

正
）

 

第
２

条
 

栃
木

県
公

立
学
校

職
員

給
与
条

例
（
昭

和
3
2
年

栃
木

県
条
例

第
3
4
号

）
の
一

部
を

次
の
よ

う
に
改

正
す
る

。
 

 

 
 

 
次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に

掲
げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下

線
で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る

。
 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

（
定

義
）

 

第
２

条
 

こ
の

条
例

に
お

い
て

「
職

員
」
と

は
、

次
に

掲
げ

る
者

（
法
第

2
2
条

の
２

第

１
項

に
規
定

す
る
会

計
年
度

任
用

職
員
を

除
く
。

）
を
い

う
。

 

(
1
)
?
県
立

学
校

の
校

長
、

教
頭

、
主

幹
教

諭
、
教

諭
、

養
護

教
諭

、
栄

養
教
諭

、
助

教
諭

、
養

護
助
教

諭
、

講
師

（
常

時
勤

務
の
者

及
び

法
第

2
2
条
の

４
第

１
項

に
規

定
す

る
短

時
間
勤

務
の

職
を

占
め

る
者

に
限
る

。
以

下
同

じ
。

）
、

実
習
助

手
、

寄
宿

舎
指
導

員
、
事

務
職
員

及
び

技
術
職

員
 

 
(
2
)
?
略

 

２
 

略
 

 

（
初

任
給
、

昇
格
及

び
昇
給

の
基

準
）

 

第
７

条
 
略

 

２
～

４
 
略

 

５
 

職
員

の
昇

給
は

、
教

育
委

員
会

が
人
事

委
員

会
と

協
議

し
て

教
育
委

員
会

規
則

で

定
め

る
日

に
、
同

日
前

１
年

間
に

お
け

る
当
該

職
員

の
勤

務
成

績
に

応
じ
て

、
行

う

も
の

と
す
る

。
 

６
 

略
 

７
 

教
育

委
員

会
が

人
事

委
員

会
と

協
議
し

て
教

育
委

員
会

規
則

で
定
め

る
日

に
お

い

て
5
5
歳

以
上

で
教

育
委

員
会

が
人

事
委

員
会
と

協
議

し
て

教
育

委
員

会
規
則

で
定

め

る
年

齢
を

超
え
て

い
る

職
員

の
第

５
項

の
規
定

に
よ

る
昇

給
は

、
同

項
に
規

定
す

る

期
間

に
お

け
る
当

該
職

員
の

勤
務

成
績

が
特
に

良
好

で
あ

る
場

合
に

限
り
行

う
も

の

と
し

、
昇

給
さ
せ

る
場

合
の

昇
給

の
号

給
数
は

、
勤

務
成

績
に

応
じ

て
教
育

委
員

会

が
人

事
委

員
会
と

協
議

し
て

教
育

委
員

会
規
則

で
定

め
る

基
準

に
従

い
決
定

す
る

も

の
と

す
る
。

 

８
～

1
0
 
略

 

1
1
 

法
第

2
2
条

の
４

第
３

項
に

規
定

す
る

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
（

以
下

「
定

年
前

再
任
用

短
時

間
勤

務
職

員
」

と
い
う

。
）

の
給

料
月

額
は

、
当
該

定
年

前

（
定

義
）

 

第
２

条
 

こ
の

条
例

に
お

い
て

「
職

員
」
と

は
、

次
に

掲
げ

る
者

（
法
第

2
2
条

の
２

第

１
項

に
規
定

す
る
会

計
年
度

任
用

職
員
を

除
く
。

）
を
い

う
。

 

(
1
)
?
県
立

学
校

の
校

長
、

教
頭

、
主

幹
教

諭
、
教

諭
、

養
護

教
諭

、
栄

養
教
諭

、
助

教
諭

、
養

護
助
教

諭
、

講
師

（
常

時
勤

務
の
者

及
び

法
第

2
8
条
の

５
第

１
項

に
規

定
す

る
短

時
間
勤

務
の

職
を

占
め

る
者

に
限
る

。
以

下
同

じ
。

）
、

実
習
助

手
、

寄
宿

舎
指
導

員
、
事

務
職
員

及
び

技
術
職

員
 

 
(
2
)
?
略

 

２
 

略
 

 

（
初

任
給
、

昇
格
及

び
昇
給

の
基

準
）

 

第
７

条
 
略

 

２
～

４
 
略

 

５
 

職
員

の
昇

給
は

、
教

育
委

員
会

が
人
事

委
員

会
と

協
議

し
て

教
育
委

員
会

規
則

で

定
め

る
日

に
、
同

日
前

１
年

間
に

お
け

る
そ
の

者
あ

の
勤

務
成

績
に

応
じ
て

、
行

う

も
の

と
す
る

。
 

６
 

略
 

７
 

教
育

委
員

会
が

人
事

委
員

会
と

協
議
し

て
教

育
委

員
会

規
則

で
定
め

る
日

に
お

い

て
5
5
歳

以
上

で
教

育
委

員
会

が
人

事
委

員
会
と

協
議

し
て

教
育

委
員

会
規
則

で
定

め

る
年

齢
を

超
え
て

い
る

職
員

の
第

５
項

の
規
定

に
よ

る
昇

給
は

、
同

項
に
規

定
す

る

期
間

に
お

け
る
そ

の
者

あ
の

勤
務

成
績

が
特
に

良
好

で
あ

る
場

合
に

限
り
行

う
も

の

と
し

、
昇

給
さ
せ

る
場

合
の

昇
給

の
号

給
数
は

、
勤

務
成

績
に

応
じ

て
教
育

委
員

会

が
人

事
委

員
会
と

協
議

し
て

教
育

委
員

会
規
則

で
定

め
る

基
準

に
従

い
決
定

す
る

も

の
と

す
る
。

 

８
～

1
0
 
略

 

1
1
 

法
第
2
8
条

の
４

第
１

項
、

第
2
8
条

の
５

第
１

項
又

は
第
2
8
条

の
６
第

１
項

若
し

く

は
第

２
項

の
規
定

に
よ

り
採

用
さ

れ
た

職
員
（

以
下

「
再

任
用

職
員

」
と
い

う
。

）

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

再
任

用
短

時
間
勤

務
職

員
に

適
用

さ
れ

る
給
料

表
の

定
年

前
再

任
用

短
時
間

勤
務

職

員
の

欄
に

掲
げ
る

基
準

給
料

月
額

の
う

ち
、
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

当
該
定

年
前

再

任
用

短
時

間
勤
務

職
員

の
属

す
る

職
務

の
級
に

応
じ

た
額

に
、

勤
務

時
間
等

条
例

第

２
条

第
３

項
又
は

第
５

項
の

規
定

に
よ

り
定
め

ら
れ

た
当

該
定

年
前

再
任
用

短
時

間

勤
務

職
員

の
勤
務

時
間

を
同

条
第

１
項

に
規
定

す
る

勤
務

時
間

で
除

し
て
得

た
数

を

乗
じ

て
得
た

額
と
す

る
。

 

        

（
義

務
教
育

等
教
員

特
別
手

当
）

 

第
９

条
の
６

 
略

 

２
 

前
項

の
手

当
の

月
額

は
、

8
,
0
0
0
円

を
超

え
な

い
範

囲
内

で
、

職
務

の
級

及
び

号

給
（

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
に

あ
っ

て
は

、
職

務
の

級
）

の
別

に
応

じ

て
、

教
育
委

員
会
が

人
事
委

員
会

と
協
議

し
て
教

育
委
員

会
規

則
で
定

め
る
。

 

３
・

４
 
略

 

 

（
超

過
勤
務

手
当
）

 

第
1
0
条

の
２
 

正
規

の
勤

務
時

間
外

に
勤
務

す
る

こ
と

を
命

ぜ
ら

れ
た
職

員
に

は
、

正

規
の

勤
務

時
間
外

に
勤

務
し

た
全

時
間

に
対
し

て
、

勤
務

１
時

間
に

つ
き
、

第
1
1
条

の
５

第
２

項
に
規

定
す

る
勤

務
１

時
間

当
た
り

の
給

与
額

に
正

規
の

勤
務
時

間
外

に

し
た

次
に

掲
げ

る
勤
務

の
区

分
に

応
じ

て
そ

れ
ぞ
れ

1
0
0
分

の
1
2
5
か

ら
1
0
0
分

の
1
5
0

ま
で

の
範

囲
内
で

教
育

委
員

会
が

人
事

委
員
会

と
協

議
し

て
教

育
委

員
会
規

則
で

定

め
る

割
合

（
そ
の

勤
務

が
午

後
1
0
時

か
ら

翌
日

の
午

前
５

時
ま

で
の

間
で
あ

る
場

合

に
は

、
そ

の
割

合
に

1
0
0
分

の
2
5
を

加
算

し
た

割
合

）
を

乗
じ

て
得

た
額

を
超

過
勤

務
手

当
と
し

て
支
給

す
る
。

 

(
1
)
・
(
2
)
？

略
 

２
 

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
が
、

正
規

の
勤

務
時

間
が

割
り
振

ら
れ

た
日

に

お
い

て
、

正
規
の

勤
務

時
間

外
に

し
た

勤
務
の

う
ち

、
そ

の
勤

務
の

時
間
と

そ
の

勤

務
を

し
た

日
に
お

け
る

正
規

の
勤

務
時

間
と
の

合
計

が
７

時
間
4
5
分

に
達
す

る
ま

で

の
給

料
月

額
は
、

そ
の

者
に

適
用

さ
れ

る
給
料

表
の

再
任

用
職

員
の

欄
に
掲

げ
る

給

料
月

額
の
う

ち
、
そ

の
者
の

属
す

る
職
務

の
級
に

応
じ
た

額
と

す
る
。

 

     第
７

条
の

２
 

再
任

用
職

員
で

法
第
2
8
条
の

５
第

１
項

に
規

定
す

る
短
時

間
勤

務
の

職

を
占

め
る

も
の

（
以

下
「

再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

」
と

い
う

。
）

の
給

料
月

額

は
、

前
条

第
1
1
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、
同

項
の

規
定

に
よ

る
給

料
月
額

に
、

勤

務
時

間
等

条
例
第

２
条

第
３

項
又

は
第

５
項
の

規
定

に
よ

り
定

め
ら

れ
た
そ

の
者

の

勤
務

時
間

を
同
条

第
１

項
に

規
定

す
る

勤
務
時

間
で

除
し

て
得

た
数

を
乗
じ

て
得

た

額
と

す
る
。

 

 

（
義

務
教
育

等
教
員

特
別
手

当
）

 

第
９

条
の
６

 
略

 

２
 

前
項

の
手

当
の

月
額

は
、

8
,
0
0
0
円

を
超

え
な

い
範

囲
内

で
、

職
務

の
級

及
び

号

給
（

再
任

用
職

員
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
に

あ
っ

て
は

、
職

務
の

級
）

の
別

に
応

じ

て
、

教
育
委

員
会
が

人
事
委

員
会

と
協
議

し
て
教

育
委
員

会
規

則
で
定

め
る
。

 

３
・

４
 
略

 

 

（
超

過
勤
務

手
当
）

 

第
1
0
条

の
２
 

正
規

の
勤

務
時

間
外

に
勤
務

す
る

こ
と

を
命

ぜ
ら

れ
た
職

員
に

は
、

正

規
の

勤
務

時
間
外

に
勤

務
し

た
全

時
間

に
対
し

て
、

勤
務

１
時

間
に

つ
き
、

第
1
1
条

の
５

第
２

項
に
規

定
す

る
勤

務
１

時
間

当
た
り

の
給

与
額

に
正

規
の

勤
務
時

間
外

に

し
た

次
に

掲
げ

る
勤
務

の
区

分
に

応
じ

て
そ

れ
ぞ
れ

1
0
0
分

の
1
2
5
か

ら
1
0
0
分

の
1
5
0

ま
で

の
範

囲
内
で

教
育

委
員

会
が

人
事

委
員
会

と
協

議
し

て
教

育
委

員
会
規

則
で

定

め
る

割
合

（
そ
の

勤
務

が
午

後
1
0
時

か
ら

翌
日

の
午

前
５

時
ま

で
の

間
で
あ

る
場

合

は
あ

、
そ

の
割

合
に

1
0
0
分

の
2
5
を

加
算

し
た

割
合

）
を

乗
じ

て
得

た
額

を
超

過
勤

務
手

当
と
し

て
支
給

す
る
。

 

(
1
)
・
(
2
)
？

略
 

２
 

再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

あ
あ

あ
が
、

正
規

の
勤

務
時

間
が

割
り
振

ら
れ

た
日

に

お
い

て
、

正
規
の

勤
務

時
間

外
に

し
た

勤
務
の

う
ち

、
そ

の
勤

務
の

時
間
と

そ
の

勤

務
を

し
た

日
に
お

け
る

正
規

の
勤

務
時

間
と
の

合
計

が
７

時
間
4
5
分

に
達
す

る
ま

で
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再
任

用
短

時
間
勤

務
職

員
に

適
用

さ
れ

る
給
料

表
の

定
年

前
再

任
用

短
時
間

勤
務

職

員
の

欄
に

掲
げ
る

基
準

給
料

月
額

の
う

ち
、
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

当
該
定

年
前

再

任
用

短
時

間
勤
務

職
員

の
属

す
る

職
務

の
級
に

応
じ

た
額

に
、

勤
務

時
間
等

条
例

第

２
条

第
３

項
又
は

第
５

項
の

規
定

に
よ

り
定
め

ら
れ

た
当

該
定

年
前

再
任
用

短
時

間

勤
務

職
員

の
勤
務

時
間

を
同

条
第

１
項

に
規
定

す
る

勤
務

時
間

で
除

し
て
得

た
数

を

乗
じ

て
得
た

額
と
す

る
。

 

        

（
義

務
教
育

等
教
員

特
別
手

当
）

 

第
９

条
の
６

 
略

 

２
 

前
項

の
手

当
の

月
額

は
、

8
,
0
0
0
円

を
超

え
な

い
範

囲
内

で
、

職
務

の
級

及
び

号

給
（

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
に

あ
っ

て
は

、
職

務
の

級
）

の
別

に
応

じ

て
、

教
育
委

員
会
が

人
事
委

員
会

と
協
議

し
て
教

育
委
員

会
規

則
で
定

め
る
。

 

３
・

４
 
略

 

 

（
超

過
勤
務

手
当
）

 

第
1
0
条

の
２
 

正
規

の
勤

務
時

間
外

に
勤
務

す
る

こ
と

を
命

ぜ
ら

れ
た
職

員
に

は
、

正

規
の

勤
務

時
間
外

に
勤

務
し

た
全

時
間

に
対
し

て
、

勤
務

１
時

間
に

つ
き
、

第
1
1
条

の
５

第
２

項
に
規

定
す

る
勤

務
１

時
間

当
た
り

の
給

与
額

に
正

規
の

勤
務
時

間
外

に

し
た

次
に

掲
げ

る
勤
務

の
区

分
に

応
じ

て
そ

れ
ぞ
れ

1
0
0
分

の
1
2
5
か

ら
1
0
0
分

の
1
5
0

ま
で

の
範

囲
内
で

教
育

委
員

会
が

人
事

委
員
会

と
協

議
し

て
教

育
委

員
会
規

則
で

定

め
る

割
合

（
そ
の

勤
務

が
午

後
1
0
時

か
ら

翌
日

の
午

前
５

時
ま

で
の

間
で
あ

る
場

合

に
は

、
そ

の
割

合
に

1
0
0
分

の
2
5
を

加
算

し
た

割
合

）
を

乗
じ

て
得

た
額

を
超

過
勤

務
手

当
と
し

て
支
給

す
る
。

 

(
1
)
・
(
2
)
？

略
 

２
 

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
が
、

正
規

の
勤

務
時

間
が

割
り
振

ら
れ

た
日

に

お
い

て
、

正
規
の

勤
務

時
間

外
に

し
た

勤
務
の

う
ち

、
そ

の
勤

務
の

時
間
と

そ
の

勤

務
を

し
た

日
に
お

け
る

正
規

の
勤

務
時

間
と
の

合
計

が
７

時
間
4
5
分

に
達
す

る
ま

で

の
給

料
月

額
は
、

そ
の

者
に

適
用

さ
れ

る
給
料

表
の

再
任

用
職

員
の

欄
に
掲

げ
る

給

料
月

額
の
う

ち
、
そ

の
者
の

属
す

る
職
務

の
級
に

応
じ
た

額
と

す
る
。

 

     第
７

条
の

２
 

再
任

用
職

員
で

法
第
2
8
条
の

５
第

１
項

に
規

定
す

る
短
時

間
勤

務
の

職

を
占

め
る

も
の

（
以

下
「

再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

」
と

い
う

。
）

の
給

料
月

額

は
、

前
条

第
1
1
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、
同

項
の

規
定

に
よ

る
給

料
月
額

に
、

勤

務
時

間
等

条
例
第

２
条

第
３

項
又

は
第

５
項
の

規
定

に
よ

り
定

め
ら

れ
た
そ

の
者

の

勤
務

時
間

を
同
条

第
１

項
に

規
定

す
る

勤
務
時

間
で

除
し

て
得

た
数

を
乗
じ

て
得

た

額
と

す
る
。

 

 

（
義

務
教
育

等
教
員

特
別
手

当
）

 

第
９

条
の
６

 
略

 

２
 

前
項

の
手

当
の

月
額

は
、

8
,
0
0
0
円

を
超

え
な

い
範

囲
内

で
、

職
務

の
級

及
び

号

給
（

再
任

用
職

員
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
に

あ
っ

て
は

、
職

務
の

級
）

の
別

に
応

じ

て
、

教
育
委

員
会
が

人
事
委

員
会

と
協
議

し
て
教

育
委
員

会
規

則
で
定

め
る
。

 

３
・

４
 
略

 

 

（
超

過
勤
務

手
当
）

 

第
1
0
条

の
２
 

正
規

の
勤

務
時

間
外

に
勤
務

す
る

こ
と

を
命

ぜ
ら

れ
た
職

員
に

は
、

正

規
の

勤
務

時
間
外

に
勤

務
し

た
全

時
間

に
対
し

て
、

勤
務

１
時

間
に

つ
き
、

第
1
1
条

の
５

第
２

項
に
規

定
す

る
勤

務
１

時
間

当
た
り

の
給

与
額

に
正

規
の

勤
務
時

間
外

に

し
た

次
に

掲
げ

る
勤
務

の
区

分
に

応
じ

て
そ

れ
ぞ
れ

1
0
0
分

の
1
2
5
か

ら
1
0
0
分

の
1
5
0

ま
で

の
範

囲
内
で

教
育

委
員

会
が

人
事

委
員
会

と
協

議
し

て
教

育
委

員
会
規

則
で

定

め
る

割
合

（
そ
の

勤
務

が
午

後
1
0
時

か
ら

翌
日

の
午

前
５

時
ま

で
の

間
で
あ

る
場

合

は
あ

、
そ

の
割

合
に

1
0
0
分

の
2
5
を

加
算

し
た

割
合

）
を

乗
じ

て
得

た
額

を
超

過
勤

務
手

当
と
し

て
支
給

す
る
。

 

(
1
)
・
(
2
)
？

略
 

２
 

再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

あ
あ

あ
が
、

正
規

の
勤

務
時

間
が

割
り
振

ら
れ

た
日

に

お
い

て
、

正
規
の

勤
務

時
間

外
に

し
た

勤
務
の

う
ち

、
そ

の
勤

務
の

時
間
と

そ
の

勤

務
を

し
た

日
に
お

け
る

正
規

の
勤

務
時

間
と
の

合
計

が
７

時
間
4
5
分

に
達
す

る
ま

で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

の
間

の
勤

務
に
対

す
る

前
項

の
規

定
の

適
用
に

つ
い

て
は

、
同

項
中

「
正
規

の
勤

務

時
間

外
に

し
た

次
に

掲
げ

る
勤

務
の

区
分

に
応

じ
て

そ
れ

ぞ
れ

1
0
0
分

の
1
2
5
か

ら

1
0
0
分

の
1
5
0
ま

で
の

範
囲

内
で

教
育

委
員

会
が
人

事
委

員
会

と
協

議
し

て
教
育

委
員

会
規

則
で
定

め
る
割

合
」
と

あ
る

の
は
「

1
0
0
分

の
1
0
0
」

と
す

る
。

 

３
 

前
２

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
勤
務

時
間

等
条

例
第

５
条

の
規
定

に
よ

り
、

あ

ら
か

じ
め

勤
務
時

間
等

条
例

第
３

条
第

２
項
又

は
第

４
条

の
規

定
に

よ
り
割

り
振

ら

れ
た

１
週

間
の
勤

務
時

間
（

定
年

前
再

任
用
短

時
間

勤
務

職
員

に
あ

っ
て
は

、
3
8
時

間
4
5
分

。
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
割

振
り

変
更

前
の

正
規

の
勤

務
時

間
」

と
い

う
。

）
を

超
え
て

勤
務

時
間

を
割

り
振

ら
れ
た

職
員

に
は

、
当

該
割

振
り
変

更
前

の

正
規

の
勤

務
時
間

を
超

え
て

割
り

振
ら

れ
た
勤

務
時

間
中

に
勤

務
し

た
全
時

間
（

教

育
委

員
会

規
則
で

定
め

る
時

間
を

除
く

。
）
に

対
し

て
、

勤
務

１
時

間
に
つ

き
、

第

1
1
条

の
５

第
２

項
に

規
定

す
る

勤
務

１
時

間
当

た
り

の
給

与
額

に
1
0
0
分

の
2
5
か

ら

1
0
0
分

の
5
0
ま

で
の

範
囲

内
で

教
育

委
員

会
が

人
事

委
員

会
と

協
議

し
て

教
育

委
員

会
規

則
で
定

め
る
割

合
を
乗

じ
て

得
た
額

を
超
過

勤
務
手

当
と

し
て
支

給
す
る

。
 

４
 

正
規

の
勤

務
時

間
外

に
勤

務
す

る
こ
と

を
命

ぜ
ら

れ
、

正
規

の
勤
務

時
間

外
に

し

た
勤

務
（

勤
務
時

間
等

条
例

第
３

条
第

１
項
、

第
４

条
及

び
第

５
条

の
規
定

に
基

づ

く
週

休
日

に
お
け

る
勤

務
の

う
ち

教
育

委
員
会

規
則

で
定

め
る

も
の

を
除
く

。
）

の

時
間

が
１

箇
月
に

つ
い

て
6
0
時

間
を

超
え

た
職

員
に

は
、

そ
の
6
0
時

間
を
超

え
て

勤

務
し

た
全

時
間
に

対
し

て
、

第
１

項
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず
、

勤
務

１
時

間
に

つ
き

、
第
1
1
条

の
５

第
２

項
に

規
定

す
る

勤
務

１
時

間
当

た
り

の
給
与

額
に

1
0
0
分

の
1
5
0
（

そ
の

勤
務
が

午
後
1
0
時

か
ら

翌
日

の
午

前
５

時
ま

で
の

間
で
あ

る
場

合
に

は
、
1
0
0
分

の
1
7
5
）

を

乗
じ

て
得
た

額
を
超

過
勤
務

手
当

と
し
て

支
給
す

る
。

 

５
 

勤
務

時
間

等
条

例
第

７
条

の
２

第
１
項

に
規

定
す

る
超

勤
代

休
時
間

を
指

定
さ

れ

た
場

合
に

お
い
て

、
当

該
超

勤
代

休
時

間
に
職

員
が

勤
務

し
な

か
っ

た
と
き

は
、

前

項
に

規
定

す
る
6
0
時

間
を

超
え

て
勤

務
し

た
全

時
間

の
う

ち
当

該
超

勤
代
休

時
間

の

指
定

に
代

え
ら
れ

た
超

過
勤

務
手

当
の

支
給
に

係
る

時
間

に
対

し
て

は
、
当

該
時

間

１
時

間
に

つ
き
、

第
1
1
条

の
５

第
２

項
に

規
定

す
る

勤
務

１
時

間
当

た
り
の

給
与

額

に
1
0
0
分

の
1
5
0
（

そ
の

時
間

が
午

後
1
0
時

か
ら
翌

日
の

午
前

５
時

ま
で

の
間
で

あ
る

場
合

に
は

、
1
0
0
分

の
1
7
5
）

か
ら

第
１

項
に

規
定

す
る

教
育

委
員

会
規

則
で
定

め
る

割
合

（
そ

の
時

間
が

午
後

1
0
時

か
ら

翌
日

の
午

前
５

時
ま

で
の

間
で

あ
る

場
合

に

は
、

そ
の

割
合

に
1
0
0
分

の
2
5
を

加
算

し
た

割
合

）
を

減
じ

た
割

合
を

乗
じ

て
得

た

額
の

超
過
勤

務
手
当

を
支
給

す
る

こ
と
を

要
し
な

い
。

 

６
 

略
 

の
間

の
勤

務
に
対

す
る

前
項

の
規

定
の

適
用
に

つ
い

て
は

、
同

項
中

「
正
規

の
勤

務

時
間

外
に

し
た

次
に

掲
げ

る
勤

務
の

区
分

に
応

じ
て

そ
れ

ぞ
れ

1
0
0
分

の
1
2
5
か

ら

1
0
0
分

の
1
5
0
ま

で
の

範
囲

内
で

教
育

委
員

会
が
人

事
委

員
会

と
協

議
し

て
教
育

委
員

会
規

則
で
定

め
る
割

合
」
と

あ
る

の
は
「

1
0
0
分

の
1
0
0
」

と
す

る
。

 

３
 

前
２

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
勤
務

時
間

等
条

例
第

５
条

の
規
定

に
よ

り
、

あ

ら
か

じ
め

勤
務
時

間
等

条
例

第
３

条
第

２
項
又

は
第

４
条

の
規

定
に

よ
り
割

り
振

ら

れ
た

１
週

間
の
勤

務
時

間
（

再
任

用
短

時
間
勤

務
職

員
あ

あ
あ

に
あ

っ
て
は

、
3
8
時

間
4
5
分

。
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
割

振
り

変
更

前
の

正
規

の
勤

務
時

間
」

と
い

う
。

）
を

超
え
て

勤
務

時
間

を
割

り
振

ら
れ
た

職
員

に
は

、
当

該
割

振
り
変

更
前

の

正
規

の
勤

務
時
間

を
超

え
て

割
り

振
ら

れ
た
勤

務
時

間
中

に
勤

務
し

た
全
時

間
（

教

育
委

員
会

規
則
で

定
め

る
時

間
を

除
く

。
）
に

対
し

て
、

勤
務

１
時

間
に
つ

き
、

第

1
1
条

の
５

第
２

項
に

規
定

す
る

勤
務

１
時

間
当

た
り

の
給

与
額

に
1
0
0
分

の
2
5
か

ら

1
0
0
分

の
5
0
ま

で
の

範
囲

内
で

教
育

委
員

会
が

人
事

委
員

会
と

協
議

し
て

教
育

委
員

会
規

則
で
定

め
る
割

合
を
乗

じ
て

得
た
額

を
超
過

勤
務
手

当
と

し
て
支

給
す
る

。
 

４
 

正
規

の
勤

務
時

間
外

に
勤

務
す

る
こ
と

を
命

ぜ
ら

れ
、

正
規

の
勤
務

時
間

外
に

し

た
勤

務
（

勤
務
時

間
等

条
例

第
３

条
第

１
項
、

第
４

条
及

び
第

５
条

の
規
定

に
基

づ

く
週

休
日

に
お
け

る
勤

務
の

う
ち

教
育

委
員
会

規
則

で
定

め
る

も
の

を
除
く

。
）

の

時
間

が
１

箇
月
に

つ
い

て
6
0
時

間
を

超
え

た
職

員
に

は
、

そ
の
6
0
時

間
を
超

え
て

勤

務
し

た
全

時
間
に

対
し

て
、

第
１

項
（

第
２
項

の
規

定
に

よ
り

読
み

替
え
て

適
用

す

る
場

合
を

含
む
。

）
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず
、

勤
務

１
時

間
に

つ
き

、
第
1
1
条

の
５

第
２

項
に

規
定

す
る

勤
務

１
時

間
当

た
り

の
給
与

額
に

1
0
0
分

の
1
5
0
（

そ
の

勤
務
が

午
後
1
0
時

か
ら

翌
日

の
午

前
５

時
ま

で
の

間
で
あ

る
場

合
は

あ
、
1
0
0
分

の
1
7
5
）

を

乗
じ

て
得
た

額
を
超

過
勤
務

手
当

と
し
て

支
給
す

る
。
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勤
務

時
間

等
条

例
第

７
条

の
２

第
１
項

に
規

定
す

る
超

勤
代

休
時
間

を
指

定
さ

れ

た
場

合
に

お
い
て

、
当

該
超

勤
代

休
時

間
に
職

員
が

勤
務

し
な

か
っ

た
と
き

は
、

前

項
に

規
定

す
る
6
0
時

間
を

超
え

て
勤

務
し

た
全

時
間

の
う

ち
当

該
超

勤
代
休

時
間
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指
定

に
代

え
ら
れ

た
超

過
勤

務
手

当
の

支
給
に

係
る

時
間

に
対

し
て

は
、
当

該
時

間

１
時

間
に

つ
き
、

第
1
1
条

の
５

第
２

項
に

規
定

す
る

勤
務

１
時

間
当

た
り
の

給
与

額

に
1
0
0
分

の
1
5
0
（

そ
の

時
間

が
午

後
1
0
時

か
ら
翌

日
の

午
前

５
時

ま
で

の
間
で

あ
る

場
合

は
あ

、
1
0
0
分

の
1
7
5
）

か
ら

第
１

項
に

規
定

す
る

教
育

委
員

会
規

則
で
定

め
る

割
合
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の
時

間
が

午
後

1
0
時

か
ら

翌
日

の
午

前
５

時
ま

で
の

間
で

あ
る

場
合

は

あ
、

そ
の

割
合

に
1
0
0
分

の
2
5
を

加
算

し
た

割
合

）
を

減
じ

た
割

合
を

乗
じ

て
得

た

額
の

超
過
勤

務
手
当

を
支
給

す
る

こ
と
を

要
し
な

い
。
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の
間

の
勤

務
に
対

す
る

前
項

の
規

定
の

適
用
に

つ
い

て
は

、
同

項
中

「
正
規

の
勤

務

時
間

外
に

し
た

次
に

掲
げ

る
勤

務
の

区
分

に
応

じ
て

そ
れ

ぞ
れ

1
0
0
分

の
1
2
5
か

ら

1
0
0
分

の
1
5
0
ま

で
の

範
囲

内
で

教
育

委
員

会
が
人

事
委

員
会

と
協

議
し

て
教
育

委
員

会
規

則
で
定

め
る
割

合
」
と

あ
る

の
は
「

1
0
0
分

の
1
0
0
」

と
す

る
。

 

３
 

前
２

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
勤
務

時
間

等
条

例
第

５
条

の
規
定

に
よ

り
、

あ

ら
か

じ
め

勤
務
時

間
等

条
例

第
３

条
第

２
項
又

は
第

４
条

の
規

定
に

よ
り
割

り
振

ら

れ
た

１
週

間
の
勤

務
時

間
（

定
年

前
再

任
用
短

時
間

勤
務

職
員

に
あ

っ
て
は

、
3
8
時

間
4
5
分

。
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
割

振
り

変
更

前
の

正
規

の
勤

務
時

間
」

と
い

う
。

）
を

超
え
て

勤
務

時
間

を
割

り
振

ら
れ
た

職
員

に
は

、
当

該
割

振
り
変

更
前

の

正
規

の
勤

務
時
間

を
超

え
て

割
り

振
ら

れ
た
勤

務
時

間
中

に
勤

務
し

た
全
時

間
（

教

育
委

員
会

規
則
で

定
め

る
時

間
を

除
く

。
）
に

対
し

て
、

勤
務

１
時

間
に
つ

き
、

第

1
1
条

の
５

第
２

項
に

規
定

す
る

勤
務

１
時

間
当

た
り

の
給

与
額

に
1
0
0
分

の
2
5
か

ら

1
0
0
分

の
5
0
ま

で
の

範
囲

内
で

教
育

委
員

会
が

人
事

委
員

会
と

協
議

し
て

教
育

委
員

会
規

則
で
定

め
る
割

合
を
乗

じ
て

得
た
額

を
超
過

勤
務
手
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と
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て
支

給
す
る

。
 

４
 

正
規

の
勤

務
時

間
外

に
勤

務
す

る
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と

を
命

ぜ
ら

れ
、
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の
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務

時
間

外
に

し

た
勤

務
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勤
務
時

間
等

条
例
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第
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項
、

第
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条
及

び
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条

の
規
定

に
基

づ

く
週

休
日

に
お
け

る
勤

務
の

う
ち

教
育

委
員
会

規
則

で
定

め
る

も
の

を
除
く

。
）

の

時
間

が
１

箇
月
に

つ
い

て
6
0
時

間
を

超
え

た
職

員
に

は
、

そ
の
6
0
時

間
を
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え
て

勤

務
し

た
全

時
間
に

対
し

て
、
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１

項
あ

あ
あ
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５
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に
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定

す
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勤
務

１
時

間
当

た
り

の
給
与

額
に

1
0
0
分

の
1
5
0
（

そ
の

勤
務
が

午
後
1
0
時

か
ら

翌
日

の
午

前
５

時
ま

で
の

間
で
あ

る
場

合
に

は
、
1
0
0
分

の
1
7
5
）

を

乗
じ

て
得
た

額
を
超

過
勤
務

手
当

と
し
て

支
給
す

る
。
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勤
務

時
間

等
条

例
第

７
条

の
２

第
１
項

に
規

定
す

る
超

勤
代

休
時
間

を
指

定
さ

れ

た
場

合
に

お
い
て

、
当

該
超

勤
代

休
時

間
に
職

員
が

勤
務

し
な

か
っ

た
と
き

は
、

前

項
に

規
定

す
る
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時

間
を
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え
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勤
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し
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時
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の
う
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の
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に
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え
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た
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過
勤
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手
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の
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係
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間

に
対

し
て

は
、
当
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時

間
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時
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に

つ
き
、

第
1
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の
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に
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定

す
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勤
務

１
時

間
当

た
り
の

給
与

額

に
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の
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（
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が
午

後
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の
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前
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の
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に
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、
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の
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7
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ら

第
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に
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定

す
る
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委
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会
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則
で
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合

（
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間
が

午
後

1
0
時

か
ら
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日

の
午

前
５

時
ま

で
の
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で

あ
る

場
合

に

は
、

そ
の

割
合

に
1
0
0
分

の
2
5
を

加
算

し
た

割
合

）
を

減
じ

た
割

合
を

乗
じ

て
得

た

額
の

超
過
勤

務
手
当

を
支
給

す
る

こ
と
を

要
し
な

い
。
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の
間

の
勤

務
に
対

す
る

前
項

の
規

定
の

適
用
に
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い

て
は

、
同

項
中

「
正
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の
勤

務

時
間

外
に

し
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次
に
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げ
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務
の

区
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に
応
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そ
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ぞ
れ
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の
1
2
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か

ら
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委
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が
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会
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協
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て
教
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委
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会
規

則
で
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め
る
割

合
」
と

あ
る

の
は
「

1
0
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の
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」

と
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る
。
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２

項
の
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に
か

か
わ

ら
ず

、
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務
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間
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よ
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ら

れ
た
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週

間
の
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務
時

間
（

再
任

用
短

時
間
勤

務
職

員
あ

あ
あ

に
あ

っ
て
は

、
3
8
時

間
4
5
分

。
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
割

振
り

変
更

前
の

正
規

の
勤

務
時

間
」

と
い

う
。

）
を

超
え
て

勤
務

時
間

を
割

り
振

ら
れ
た

職
員

に
は

、
当

該
割

振
り
変

更
前

の

正
規

の
勤

務
時
間

を
超

え
て

割
り

振
ら

れ
た
勤

務
時

間
中

に
勤

務
し

た
全
時

間
（

教

育
委

員
会

規
則
で

定
め

る
時

間
を

除
く

。
）
に

対
し

て
、

勤
務

１
時

間
に
つ

き
、

第

1
1
条

の
５

第
２

項
に

規
定

す
る

勤
務

１
時

間
当

た
り

の
給

与
額

に
1
0
0
分

の
2
5
か

ら

1
0
0
分

の
5
0
ま

で
の

範
囲

内
で

教
育

委
員

会
が

人
事

委
員

会
と

協
議

し
て

教
育

委
員

会
規

則
で
定

め
る
割

合
を
乗

じ
て

得
た
額

を
超
過

勤
務
手

当
と

し
て
支

給
す
る

。
 

４
 

正
規

の
勤

務
時

間
外

に
勤

務
す

る
こ
と

を
命

ぜ
ら

れ
、

正
規

の
勤
務

時
間

外
に

し

た
勤

務
（

勤
務
時

間
等

条
例

第
３

条
第

１
項
、

第
４

条
及

び
第

５
条

の
規
定

に
基

づ
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週

休
日

に
お
け

る
勤

務
の

う
ち

教
育

委
員
会

規
則

で
定

め
る

も
の

を
除
く

。
）

の

時
間

が
１

箇
月
に

つ
い

て
6
0
時

間
を

超
え

た
職

員
に

は
、

そ
の
6
0
時

間
を
超

え
て

勤

務
し

た
全

時
間
に

対
し

て
、

第
１

項
（

第
２
項

の
規

定
に

よ
り

読
み

替
え
て

適
用

す

る
場

合
を

含
む
。

）
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず
、

勤
務

１
時

間
に

つ
き

、
第
1
1
条

の
５

第
２

項
に

規
定

す
る

勤
務

１
時

間
当

た
り

の
給
与

額
に

1
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分

の
1
5
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（

そ
の

勤
務
が

午
後
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時

か
ら

翌
日

の
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前
５

時
ま

で
の

間
で
あ

る
場

合
は

あ
、
1
0
0
分

の
1
7
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）

を

乗
じ

て
得
た

額
を
超

過
勤
務

手
当

と
し
て

支
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す

る
。
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務

時
間

等
条

例
第

７
条

の
２
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１
項

に
規

定
す

る
超

勤
代

休
時
間

を
指

定
さ

れ

た
場

合
に

お
い
て

、
当

該
超

勤
代

休
時

間
に
職

員
が

勤
務

し
な

か
っ

た
と
き

は
、

前

項
に

規
定

す
る
6
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時

間
を
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え

て
勤

務
し

た
全

時
間

の
う

ち
当
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超

勤
代
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時
間

の

指
定

に
代

え
ら
れ
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超

過
勤

務
手

当
の
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に

係
る

時
間

に
対

し
て

は
、
当
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時

間

１
時

間
に

つ
き
、

第
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の
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第
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項
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定
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る

勤
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の
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与
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の
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（

そ
の

時
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ら
翌

日
の
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前

５
時
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で

の
間
で
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る
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合
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あ

、
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分
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）
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ら
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項
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定
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教
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委
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会
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で
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る

割
合

（
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の
時

間
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日

の
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前
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時
ま

で
の

間
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は
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、

そ
の

割
合

に
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分
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）
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た
割

合
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じ

て
得

た

額
の

超
過
勤

務
手
当

を
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る
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と
を
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。
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（
定

年
前
再

任
用
短

時
間
勤

務
職

員
に
つ

い
て
の

適
用
除

外
）

 

第
1
3
条

の
２
 

第
７

条
第

３
項

か
ら

第
1
0
項

ま
で

、
第

８
条

の
３

、
第
９

条
の

２
及

び

第
９

条
の
３

の
規
定

は
、
定

年
前

再
任
用

短
時
間

勤
務
職

員
に

は
適
用

し
な
い

。
 

  
 

 
附
 

則
 

１
～

1
9
 
略

 

2
0
 

当
分

の
間

、
職

員
の

給
料

月
額

は
、
当

該
職

員
が
6
0
歳

に
達

し
た
日

後
に

お
け

る

最
初

の
４

月
１
日

（
附

則
第
2
2
項
に

お
い

て
「

特
定

日
」

と
い

う
。

）
以

後
、

当
該

職
員

に
適

用
さ
れ

る
給

料
表

の
給

料
月

額
の
う

ち
、

第
７

条
第

２
項

の
規
定

に
よ

り

当
該

職
員

の
属
す

る
職

務
の

級
並

び
に

同
条
第

３
項

、
第

４
項

、
第

６
項
及

び
第

７

項
の

規
定

に
よ

り
当

該
職

員
の

受
け

る
号

給
に

応
じ

た
額

に
1
0
0
分

の
7
0
を

乗
じ

て

得
た

額
（

当
該
額

に
、

5
0
円

未
満

の
端

数
を
生

じ
た

と
き

は
こ

れ
を

切
り
捨

て
、

5
0

円
以

上
1
0
0
円

未
満

の
端

数
を

生
じ

た
と

き
は

こ
れ

を
1
0
0
円

に
切

り
上

げ
る

も
の

と

す
る

。
）
と

す
る
。

 

2
1
 

前
項
の

規
定
は

、
次
に

掲
げ

る
職
員

に
は
適

用
し
な

い
。

 

 
(
1
)
?
臨

時
的

に
任

用
さ

れ
る

職
員

そ
の

他
の

法
律

に
よ

り
任

期
を

定
め
て

任
用

さ
れ

る
職

員
及
び

非
常
勤

職
員

 

(
2
)
?
職

員
の

定
年

等
に

関
す

る
条

例
（

令
和

４
年

栃
木

県
条

例
第

2
9
号

）
第

９

条
第

１
項

又
は
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

同
条
第

１
項

に
規

定
す

る
異

動
期
間

（
同

条
第

１
項

又
は
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

延
長
さ

れ
た

期
間

を
含

む
。

）
を
延

長
さ

れ
た

同
条
例

第
６
条

に
規
定

す
る

職
を
占

め
る
職

員
 

 
(
3
)
?
職

員
の

定
年

等
に

関
す

る
条

例
第

４
条

第
１

項
又

は
第

２
項

の
規
定

に
よ

り
勤

務
し

て
い

る
職
員

（
同

条
例

第
２

条
に

規
定
す

る
定

年
退

職
日

に
お

い
て
前

項
の

規
定

が
適
用

さ
れ
て

い
た
職

員
を

除
く
。

）
 

2
2
 

法
第
2
8
条

の
２

第
４

項
に

規
定

す
る
他

の
職

へ
の

降
任

等
を

さ
れ
た

職
員

で
あ

っ

て
、

当
該

他
の
職

へ
の

降
任

等
を

さ
れ

た
日
（

以
下

こ
の

項
及

び
附

則
第
2
4
項

に
お

い
て

「
異

動
日
」

と
い

う
。

）
の

前
日

か
ら
引

き
続

き
同

一
の

給
料

表
の
適

用
を

受

け
る

職
員

の
う
ち

、
特

定
日

に
附

則
第
2
0
項
の

規
定

に
よ

り
当

該
職

員
の
受

け
る

給

料
月

額
（

以
下
こ

の
項

に
お

い
て

「
特

定
日
給

料
月

額
」

と
い

う
。

）
が
異

動
日

の

前
日

に
当

該
職

員
が

受
け

て
い

た
給

料
月

額
に

1
0
0
分

の
7
0
を

乗
じ

て
得

た
額

（
当

該
額

に
、

5
0
円

未
満

の
端

数
を

生
じ

た
と

き
は

こ
れ

を
切

り
捨

て
、

5
0
円

以
上

1
0
0

円
未

満
の

端
数

を
生

じ
た

と
き

は
こ

れ
を

1
0
0
円

に
切

り
上

げ
る

も
の

と
す

る
。

以

下
こ

の
項

に
お
い

て
「

基
礎

給
料

月
額

」
と
い

う
。

）
に

達
し

な
い

こ
と
と

な
る

職

 

（
再

任
用
職

員
に
つ

い
て
の

適
用

除
外
）

 

第
1
3
条

の
２
 

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
第

８
条

の
３

、
第
９

条
の

２
及

び

第
９

条
の
３

の
規
定

は
、
再

任
用

職
員
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
に

は
適
用

し
な
い

。
 

  
 

 
附
 

則
 

１
～

1
9
 
略
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（
定

年
前
再

任
用
短

時
間
勤

務
職

員
に
つ

い
て
の

適
用
除

外
）

 

第
1
3
条

の
２
 

第
７

条
第

３
項

か
ら

第
1
0
項

ま
で

、
第

８
条

の
３

、
第
９

条
の

２
及

び

第
９

条
の
３

の
規
定

は
、
定

年
前

再
任
用

短
時
間

勤
務
職

員
に

は
適
用

し
な
い

。
 

  
 

 
附
 

則
 

１
～

1
9
 
略

 

2
0
 

当
分

の
間

、
職

員
の

給
料

月
額

は
、
当

該
職

員
が
6
0
歳

に
達

し
た
日

後
に

お
け

る

最
初

の
４

月
１
日

（
附

則
第
2
2
項
に

お
い

て
「

特
定

日
」

と
い

う
。

）
以

後
、

当
該

職
員

に
適

用
さ
れ

る
給

料
表

の
給

料
月

額
の
う

ち
、

第
７

条
第

２
項

の
規
定

に
よ

り

当
該

職
員

の
属
す

る
職

務
の

級
並

び
に

同
条
第

３
項

、
第

４
項

、
第

６
項
及

び
第

７

項
の

規
定

に
よ

り
当

該
職

員
の

受
け

る
号

給
に

応
じ

た
額

に
1
0
0
分

の
7
0
を

乗
じ

て

得
た

額
（

当
該
額

に
、

5
0
円

未
満

の
端

数
を
生

じ
た

と
き

は
こ

れ
を

切
り
捨

て
、

5
0

円
以

上
1
0
0
円

未
満

の
端

数
を

生
じ

た
と

き
は

こ
れ

を
1
0
0
円

に
切

り
上

げ
る

も
の

と

す
る

。
）
と

す
る
。

 

2
1
 

前
項
の

規
定
は

、
次
に

掲
げ

る
職
員

に
は
適

用
し
な

い
。

 

 
(
1
)
?
臨

時
的

に
任

用
さ

れ
る

職
員

そ
の

他
の

法
律

に
よ

り
任

期
を

定
め
て

任
用

さ
れ

る
職

員
及
び

非
常
勤

職
員

 

(
2
)
?
職

員
の

定
年

等
に

関
す

る
条

例
（

令
和

４
年

栃
木

県
条

例
第

2
9
号

）
第

９

条
第

１
項

又
は
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

同
条
第

１
項

に
規

定
す

る
異

動
期
間

（
同

条
第

１
項

又
は
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

延
長
さ

れ
た

期
間

を
含

む
。

）
を
延

長
さ

れ
た

同
条
例

第
６
条

に
規
定

す
る

職
を
占

め
る
職

員
 

 
(
3
)
?
職

員
の

定
年

等
に

関
す

る
条

例
第

４
条

第
１

項
又

は
第

２
項

の
規
定

に
よ

り
勤

務
し

て
い

る
職
員

（
同

条
例

第
２

条
に

規
定
す

る
定

年
退

職
日

に
お

い
て
前

項
の

規
定

が
適
用

さ
れ
て

い
た
職

員
を

除
く
。

）
 

2
2
 

法
第
2
8
条

の
２

第
４

項
に

規
定

す
る
他

の
職

へ
の

降
任

等
を

さ
れ
た

職
員

で
あ

っ

て
、

当
該

他
の
職

へ
の

降
任

等
を

さ
れ

た
日
（

以
下

こ
の

項
及

び
附

則
第
2
4
項

に
お

い
て

「
異

動
日
」

と
い

う
。

）
の

前
日

か
ら
引

き
続

き
同

一
の

給
料

表
の
適

用
を

受

け
る

職
員

の
う
ち

、
特

定
日

に
附

則
第
2
0
項
の

規
定

に
よ

り
当

該
職

員
の
受

け
る

給

料
月

額
（

以
下
こ

の
項

に
お

い
て

「
特

定
日
給

料
月

額
」

と
い

う
。

）
が
異

動
日

の

前
日

に
当

該
職

員
が

受
け

て
い

た
給

料
月

額
に

1
0
0
分

の
7
0
を

乗
じ

て
得

た
額

（
当

該
額

に
、

5
0
円

未
満

の
端

数
を

生
じ

た
と

き
は

こ
れ

を
切

り
捨

て
、

5
0
円

以
上

1
0
0

円
未

満
の

端
数

を
生

じ
た

と
き

は
こ

れ
を

1
0
0
円

に
切

り
上

げ
る

も
の

と
す

る
。

以

下
こ

の
項

に
お
い

て
「

基
礎

給
料

月
額

」
と
い

う
。

）
に

達
し

な
い

こ
と
と

な
る

職

 

（
再

任
用
職

員
に
つ

い
て
の

適
用

除
外
）

 

第
1
3
条

の
２
 

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
第

８
条

の
３

、
第
９

条
の

２
及

び

第
９

条
の
３

の
規
定

は
、
再

任
用

職
員
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
に

は
適
用

し
な
い

。
 

  
 

 
附
 

則
 

１
～

1
9
 
略

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
別
表

第
１
再

任
用
職

員
以

外
の
職

員
の
欄

中
「
再

任
用

職
員
」

を
「
定

年
前
再

任
用

短
時
間

勤
務
職

員
」
に

改
め

、
同
表

再
任
用

職
員
の

欄
を

次
の
よ

う
に
改

め
る
。

 

 

員
（

教
育

委
員
会

が
人

事
委

員
会

と
協

議
し
て

教
育

委
員

会
規

則
で

定
め
る

職
員

を

除
く

。
）

に
は
、

当
分

の
間

、
特

定
日

以
後
、

附
則

第
2
0
項

の
規

定
に

よ
り

当
該

職

員
の

受
け

る
給
料

月
額

の
ほ

か
、

基
礎

給
料
月

額
と

特
定

日
給

料
月

額
と
の

差
額

に

相
当

す
る
額

を
給
料

と
し
て

支
給

す
る
。

 

2
3
 

前
項

の
規

定
に

よ
る

給
料

の
額

と
当
該

給
料

を
支

給
さ

れ
る

職
員
の

受
け

る
給

料

月
額

と
の

合
計
額

が
第

７
条

第
２

項
の

規
定
に

よ
り

当
該

職
員

の
属

す
る
職

務
の

級

に
お

け
る

最
高
の

号
給

の
給

料
月

額
を

超
え
る

場
合

に
お

け
る

前
項

の
規
定

の
適

用

に
つ

い
て

は
、

同
項

中
「

基
礎

給
料

月
額

と
特

定
日

給
料

月
額

」
と

あ
る

の
は

、

「
第

７
条

第
２
項

の
規

定
に

よ
り

当
該

職
員
の

属
す

る
職

務
の

級
に

お
け
る

最
高

の

号
給

の
給
料

月
額
と

当
該
職

員
の

受
け
る

給
料
月

額
」
と

す
る

。
 

2
4
 

異
動

日
の

前
日

か
ら

引
き

続
き

給
料
表

の
適

用
を

受
け

る
職

員
（
附

則
第

2
0
項

の

規
定

の
適

用
を
受

け
る

職
員

に
限

り
、

附
則
第

2
2
項

に
規

定
す

る
職

員
を
除

く
。

）

で
あ

っ
て

、
同
項

の
規

定
に

よ
る

給
料

を
支
給

さ
れ

る
職

員
と

の
権

衡
上
必

要
が

あ

る
と

認
め

ら
れ

る
職

員
に

は
、

当
分

の
間

、
当

該
職

員
の

受
け

る
給

料
月

額
の

ほ

か
、

教
育

委
員
会

が
人

事
委

員
会

と
協

議
し
て

教
育

委
員

会
規

則
で

定
め
る

と
こ

ろ

に
よ

り
、
前

２
項
の

規
定
に

準
じ

て
算
出

し
た
額

を
給
料

と
し

て
支
給

す
る
。

 

2
5
 

附
則

第
2
2
項

又
は

前
項

の
規

定
に

よ
る

給
料

を
支

給
さ

れ
る

職
員
以

外
の

附
則

第

2
0
項

の
規

定
の
適

用
を

受
け

る
職

員
で

あ
っ
て

、
任

用
の

事
情

を
考

慮
し
て

当
該

給

料
を

支
給

さ
れ
る

職
員

と
の

権
衡

上
必

要
が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
職

員
に
は

、
当

分

の
間

、
当

該
職
員

の
受

け
る

給
料

月
額

の
ほ
か

、
教

育
委

員
会

が
人

事
委
員

会
と

協

議
し

て
教

育
委
員

会
規

則
で

定
め

る
と

こ
ろ
に

よ
り

、
前

３
項

の
規

定
に
準

じ
て

算

出
し

た
額
を

給
料
と

し
て
支

給
す

る
。

 

2
6
 

附
則

第
2
2
項

又
は

前
２

項
の

規
定

に
よ

る
給

料
を

支
給

さ
れ

る
職
員

に
対

す
る

義

務
教

育
諸

学
校
等

の
教

育
職

員
の

給
与

等
に
関

す
る

特
別

措
置

に
関

す
る
条

例
（

昭

和
4
6
年

栃
木

県
条

例
第

4
1
号

）
第

３
条

第
１
項

の
規

定
の

適
用

に
つ

い
て
は

、
同

項

中
「

給
料

月
額
」

と
あ

る
の

は
、

「
給

料
月
額

と
給

与
条

例
附

則
第
2
2
項
、

第
2
4
項

又
は

第
2
5
項

の
規
定

に
よ
る

給
料

の
額
と

の
合
計

額
」
と

す
る

。
 

2
7
 

附
則

第
2
0
項

か
ら

前
項

ま
で

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

附
則

第
2
0
項

の
規

定
に

よ

る
給

料
月

額
、
附

則
第

2
2
項

の
規

定
に

よ
る
給

料
そ

の
他

附
則

第
2
0
項

か
ら

前
項

ま

で
の

規
定

の
施
行

に
関

し
必

要
な

事
項

は
、
教

育
委

員
会

が
人

事
委

員
会
と

協
議

し

て
教

育
委
員

会
規
則

で
定
め

る
。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

       
 

 
別
表

第
２
再

任
用
職

員
以

外
の
職

員
の
欄

中
「
再

任
用

職
員
」

を
「
定

年
前
再

任
用

短
時
間

勤
務
職

員
」
に

改
め

、
同
表

再
任
用

職
員
の

欄
を

次
の
よ

う
に
改

め
る
。

 

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
 

 

基
準

給
料
月

額
 

基
準

給
料
月

額
 

基
準

給
料
月

額
 

基
準

給
料
月

額
 

基
準

給
料
月

額
 

 
 

 
円

 

2
2
5
,
2
0
0
 

 
 

 
円

 

2
7
1
,
1
0
0
 

 
 

 
円

 

2
9
8
,
1
0
0
 

 
 

 
円

 

3
2
4
,
4
0
0
 

 
 

 
円

 

4
0
5
,
2
0
0
 

 
（

栃
木
県

企
業
局

企
業
職

員
の

給
与
の

種
類
及

び
基
準

に
関

す
る
条

例
の
一

部
改
正

）
 

第
３

条
 
栃

木
県
企

業
局
企

業
職

員
の
給

与
の
種

類
及
び

基
準

に
関
す

る
条
例

（
昭
和

4
1
年

栃
木

県
条
例

第
5
3
号

）
の

一
部

を
次
の

よ
う
に

改
正
す

る
。

 
 

 
 

 
次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に

掲
げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下

線
で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る

。
 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

（
給

与
の
種

類
）

 

第
２

条
 

企
業

職
員

で
常

時
勤

務
を

要
す
る

も
の

及
び

地
方

公
務

員
法
（

昭
和

2
5
年

法

律
第

2
6
1
号

）
第

2
2
条

の
４

第
１

項
に

規
定

す
る

短
時

間
勤

務
の

職
を

占
め

る
も

の

（
以

下
「
職

員
」
と

い
う
。

）
の

給
与
の

種
類
は

、
給
料

及
び

手
当
と

す
る
。

 

２
・

３
 
略

 

 

（
超

過
勤
務

手
当
）

 

第
９

条
 
略

 

２
 

前
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

あ
ら
か

じ
め

管
理

者
の

権
限

を
行
う

知
事

に
よ

り

割
り

振
ら

れ
た
１

週
間

の
勤

務
時

間
（

職
員
の

う
ち

地
方

公
務

員
法

第
2
2
条

の
４

第

１
項

に
規

定
す
る

短
時

間
勤

務
の

職
を

占
め
る

も
の

に
あ

っ
て

は
、
3
8
時
間

4
5
分

。

以
下

「
割

振
り
変

更
前

の
正

規
の

勤
務

時
間
」

と
い

う
。

）
を

超
え

て
勤
務

時
間

を

割
り

振
ら

れ
た
職

員
に

対
し

て
、

当
該

割
振
り

変
更

前
の

正
規

の
勤

務
時
間

を
超

え

て
割

り
振

ら
れ
た

勤
務

時
間

中
に

勤
務

し
た
全

時
間

（
管

理
者

の
権

限
を
行

う
知

事

が
別

に
定
め

る
時
間

を
除
く

。
）

に
つ
い

て
、
超

過
勤
務

手
当

を
支
給

す
る
。

 

（
給

与
の
種

類
）

 

第
２

条
 

企
業

職
員

で
常

時
勤

務
を

要
す
る

も
の

及
び

地
方

公
務

員
法
（

昭
和

2
5
年

法

律
第

2
6
1
号

）
第

2
8
条

の
５

第
１

項
に

規
定

す
る

短
時

間
勤

務
の

職
を

占
め

る
も

の

（
以

下
「
職

員
」
と

い
う
。

）
の

給
与
の

種
類
は

、
給
料

及
び

手
当
と

す
る
。

 

２
・

３
 
略

 

 

（
超

過
勤
務

手
当
）

 

第
９

条
 
略

 

２
 

前
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

あ
ら
か

じ
め

管
理

者
の

権
限

を
行
う

知
事

に
よ

り

割
り

振
ら

れ
た
１

週
間

の
勤

務
時

間
（

職
員
の

う
ち

地
方

公
務

員
法

第
2
8
条

の
５

第

１
項

に
規

定
す
る

短
時

間
勤

務
の

職
を

占
め
る

も
の

に
あ

っ
て

は
、
3
8
時
間

4
5
分

。

以
下

「
割

振
り
変

更
前

の
正

規
の

勤
務

時
間
」

と
い

う
。

）
を

超
え

て
勤
務

時
間

を

割
り

振
ら

れ
た
職

員
に

対
し

て
、

当
該

割
振
り

変
更

前
の

正
規

の
勤

務
時
間

を
超

え

て
割

り
振

ら
れ
た

勤
務

時
間

中
に

勤
務

し
た
全

時
間

（
管

理
者

の
権

限
を
行

う
知

事

が
別

に
定
め

る
時
間

を
除
く

。
）

に
つ
い

て
、
超

過
勤
務

手
当

を
支
給

す
る
。

 

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
 

 

基
準

給
料
月

額
 

基
準

給
料
月

額
 

基
準

給
料
月

額
 

基
準

給
料
月

額
 

基
準

給
料
月

額
 

 
 

 
円

 

2
3
4
,
0
0
0
 

 
 

 
円

 

2
7
4
,
3
0
0
 

 
 

 
円

 

3
0
3
,
0
0
0
 

 
 

 
円

 

3
3
1
,
1
0
0
 

 
 

 
円

 

4
1
5
,
2
0
0
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別
表

第
２
再

任
用
職

員
以

外
の
職

員
の
欄

中
「
再

任
用

職
員
」

を
「
定

年
前
再

任
用

短
時
間

勤
務
職

員
」
に

改
め

、
同
表

再
任
用

職
員
の

欄
を

次
の
よ

う
に
改

め
る
。

 

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
 

 

基
準

給
料
月

額
 

基
準

給
料
月

額
 

基
準

給
料
月

額
 

基
準

給
料
月

額
 

基
準

給
料
月

額
 

 
 

 
円

 

2
2
5
,
2
0
0
 

 
 

 
円

 

2
7
1
,
1
0
0
 

 
 

 
円

 

2
9
8
,
1
0
0
 

 
 

 
円

 

3
2
4
,
4
0
0
 

 
 

 
円

 

4
0
5
,
2
0
0
 

 
（

栃
木
県

企
業
局

企
業
職

員
の

給
与
の

種
類
及

び
基
準

に
関

す
る
条

例
の
一

部
改
正

）
 

第
３

条
 
栃

木
県
企

業
局
企

業
職

員
の
給

与
の
種

類
及
び

基
準

に
関
す

る
条
例

（
昭
和

4
1
年

栃
木

県
条
例

第
5
3
号

）
の

一
部

を
次
の

よ
う
に

改
正
す

る
。

 
 

 
 

 
次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に

掲
げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下

線
で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る

。
 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

（
給

与
の
種

類
）

 

第
２

条
 

企
業

職
員

で
常

時
勤

務
を

要
す
る

も
の

及
び

地
方

公
務

員
法
（

昭
和

2
5
年

法

律
第

2
6
1
号

）
第

2
2
条

の
４

第
１

項
に

規
定

す
る

短
時

間
勤

務
の

職
を

占
め

る
も

の

（
以

下
「
職

員
」
と

い
う
。

）
の

給
与
の

種
類
は

、
給
料

及
び

手
当
と

す
る
。

 

２
・

３
 
略

 

 

（
超

過
勤
務

手
当
）

 

第
９

条
 
略

 

２
 

前
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

あ
ら
か

じ
め

管
理

者
の

権
限

を
行
う

知
事

に
よ

り

割
り

振
ら

れ
た
１

週
間

の
勤

務
時

間
（

職
員
の

う
ち

地
方

公
務

員
法

第
2
2
条

の
４

第

１
項

に
規

定
す
る

短
時

間
勤

務
の

職
を

占
め
る

も
の

に
あ

っ
て

は
、
3
8
時
間

4
5
分

。

以
下

「
割

振
り
変

更
前

の
正

規
の

勤
務

時
間
」

と
い

う
。

）
を

超
え

て
勤
務

時
間

を

割
り

振
ら

れ
た
職

員
に

対
し

て
、

当
該

割
振
り

変
更

前
の

正
規

の
勤

務
時
間

を
超

え

て
割

り
振

ら
れ
た

勤
務

時
間

中
に

勤
務

し
た
全

時
間

（
管

理
者

の
権

限
を
行

う
知

事

が
別

に
定
め

る
時
間

を
除
く

。
）

に
つ
い

て
、
超

過
勤
務

手
当

を
支
給

す
る
。

 

（
給

与
の
種

類
）

 

第
２

条
 

企
業

職
員

で
常

時
勤

務
を

要
す
る

も
の

及
び

地
方

公
務

員
法
（

昭
和

2
5
年

法

律
第

2
6
1
号

）
第

2
8
条

の
５

第
１

項
に

規
定

す
る

短
時

間
勤

務
の

職
を

占
め

る
も

の

（
以

下
「
職

員
」
と

い
う
。

）
の

給
与
の

種
類
は

、
給
料

及
び

手
当
と

す
る
。

 

２
・

３
 
略

 

 

（
超

過
勤
務

手
当
）

 

第
９

条
 
略

 

２
 

前
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

あ
ら
か

じ
め

管
理

者
の

権
限

を
行
う

知
事

に
よ

り

割
り

振
ら

れ
た
１

週
間

の
勤

務
時

間
（

職
員
の

う
ち

地
方

公
務

員
法

第
2
8
条

の
５

第

１
項

に
規

定
す
る

短
時

間
勤

務
の

職
を

占
め
る

も
の

に
あ

っ
て

は
、
3
8
時
間

4
5
分

。

以
下

「
割

振
り
変

更
前

の
正

規
の

勤
務

時
間
」

と
い

う
。

）
を

超
え

て
勤
務

時
間

を

割
り

振
ら

れ
た
職

員
に

対
し

て
、

当
該

割
振
り

変
更

前
の

正
規

の
勤

務
時
間

を
超

え

て
割

り
振

ら
れ
た

勤
務

時
間

中
に

勤
務

し
た
全

時
間

（
管

理
者

の
権

限
を
行

う
知

事

が
別

に
定
め

る
時
間

を
除
く

。
）

に
つ
い

て
、
超

過
勤
務

手
当

を
支
給

す
る
。

 

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
 

 

基
準

給
料
月

額
 

基
準

給
料
月

額
 

基
準

給
料
月

額
 

基
準

給
料
月

額
 

基
準

給
料
月

額
 

 
 

 
円

 

2
3
4
,
0
0
0
 

 
 

 
円

 

2
7
4
,
3
0
0
 

 
 

 
円

 

3
0
3
,
0
0
0
 

 
 

 
円

 

3
3
1
,
1
0
0
 

 
 

 
円

 

4
1
5
,
2
0
0
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

（
給

与
の
減

額
）

 

第
1
7
条

 
略

 

２
 

職
員

が
部

分
休

業
（

当
該

職
員

が
そ
の

小
学

校
就

学
の

始
期

に
達
す

る
ま

で
の

子

（
地

方
公

務
員

の
育

児
休

業
等

に
関

す
る

法
律

（
平

成
３

年
法

律
第

1
1
0
号

）
第

２

条
第

１
項

の
規
定

に
よ

り
子

に
含

ま
れ

る
も
の

と
さ

れ
る

者
を

含
む

。
）
を

養
育

す

る
た

め
１

日
の
勤

務
時

間
の

一
部

に
つ

い
て
勤

務
し

な
い

こ
と

を
い

う
。
）

、
修

学

部
分

休
業

（
当
該

職
員

が
大

学
そ

の
他

管
理
者

の
権

限
を

行
う

知
事

が
指
定

す
る

教

育
施

設
に

お
け
る

修
学

の
た

め
、

２
年

を
超
え

な
い

期
間

中
、

１
週

間
の
勤

務
時

間

の
一

部
に

つ
い
て

勤
務

し
な

い
こ

と
を

い
う
。

）
、

高
齢

者
部

分
休

業
（
当

該
職

員

が
当

該
職

員
に
係

る
定

年
退

職
日

（
職

員
の
定

年
等

に
関

す
る

条
例

（
令
和

４
年

栃

木
県

条
例

第
2
9
号

）
第

２
条

に
規

定
す

る
定

年
退

職
日

を
い

う
。

以
下

こ
の
項

に
お

い
て

同
じ
。

）
か

ら
５

年
を

超
え

な
い
期

間
遡

っ
た

日
後

の
日

で
、
当

該
職

員

が
申

請
に

お
い
て

示
し

た
日

か
ら

そ
の

定
年
退

職
日

ま
で

の
期

間
中

、
１
週

間
の

勤

務
時

間
の

一
部
に

つ
い

て
勤

務
し

な
い

こ
と
を

い
う

。
）

、
介

護
休

暇
（
当

該
職

員

が
配

偶
者

、
父
母

、
子

、
配

偶
者

の
父

母
そ
の

他
管

理
者

の
権

限
を

行
う
知

事
が

指

定
す

る
者

で
、
負

傷
、

疾
病

、
老

齢
等

に
よ
り

管
理

者
の

権
限

を
行

う
知
事

が
指

定

す
る

期
間

に
わ

た
り

日
常

生
活

を
営

む
の

に
支

障
が

あ
る

も
の

（
以

下
「

要
介

護

者
」

と
い

う
。
）

の
介

護
を

す
る

た
め

、
管
理

者
の

権
限

を
行

う
知

事
が
、

職
員

の

申
出

に
基

づ
き
、

要
介

護
者

の
各

々
が

当
該
介

護
を

必
要

と
す

る
一

の
継
続

す
る

状

態
ご

と
に

、
３
回

を
超

え
ず

、
か

つ
、

通
算
し

て
６

月
を

超
え

な
い

範
囲
内

で
指

定

す
る

期
間

（
以
下

「
指

定
期

間
」

と
い

う
。
）

内
に

お
い

て
勤

務
し

な
い
こ

と
が

相

当
で

あ
る

と
認
め

ら
れ

る
場

合
に

お
け

る
休
暇

を
い

う
。

）
又

は
介

護
時
間

（
当

該

職
員

が
要

介
護
者

の
介

護
を

す
る

た
め

、
要
介

護
者

の
各

々
が

当
該

介
護
を

必
要

と

す
る

一
の

継
続
す

る
状

態
ご

と
に

、
連

続
す
る

３
年

の
期

間
（

当
該

要
介
護

者
に

係

る
指

定
期

間
と
重

複
す

る
期

間
を

除
く

。
）
内

に
お

い
て

１
日

の
勤

務
時
間

の
一

部

に
つ

き
勤

務
し
な

い
こ

と
が

相
当

で
あ

る
と
認

め
ら

れ
る

場
合

に
お

け
る
休

暇
を

い

う
。

）
の

承
認
を

受
け

て
勤

務
し

な
い

場
合
に

は
、

前
項

の
規

定
に

か
か
わ

ら
ず

、

そ
の

勤
務

し
な
い

１
時

間
に

つ
き

、
勤

務
１
時

間
当

た
り

の
給

与
額

を
減
額

し
て

給

与
を

支
給
す

る
。

 

 

（
定

年
前
再

任
用
短

時
間
勤

務
職

員
等
に

つ
い
て

の
適
用

除
外

）
 

第
2
0
条

 
第
５

条
、

第
６

条
、

第
６

条
の
３

、
第

８
条

の
２

、
第

８
条
の

３
、

第
1
3
条

及
び

第
1
6
条

の
規

定
は

、
地

方
公

務
員

法
第
2
2
条

の
４

第
１

項
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

 

（
給

与
の
減

額
）

 

第
1
7
条

 
略

 

２
 

職
員

が
部

分
休

業
（

当
該

職
員

が
そ
の

小
学

校
就

学
の

始
期

に
達
す

る
ま

で
の

子

（
地

方
公

務
員

の
育

児
休

業
等

に
関

す
る

法
律

（
平

成
３

年
法

律
第

1
1
0
号

）
第

２

条
第

１
項

の
規
定

に
よ

り
子

に
含

ま
れ

る
も
の

と
さ

れ
る

者
を

含
む

。
）
を

養
育

す

る
た

め
１

日
の
勤

務
時

間
の

一
部

に
つ

い
て
勤

務
し

な
い

こ
と

を
い

う
。
）

、
修

学

部
分

休
業

（
当
該

職
員

が
大

学
そ

の
他

管
理
者

の
権

限
を

行
う

知
事

が
指
定

す
る

教

育
施

設
に

お
け
る

修
学

の
た

め
、

２
年

を
超
え

な
い

期
間

中
、

１
週

間
の
勤

務
時

間

の
一

部
に

つ
い
て

勤
務

し
な

い
こ

と
を

い
う
。

）
、

高
齢

者
部

分
休

業
（
当

該
職

員

が
当

該
職

員
に
係

る
定

年
退

職
日

（
職

員
の
定

年
等

に
関

す
る

条
例

（
昭
和

5
9
年

栃

木
県

条
例

第
２
号

）
？

？
第

２
条

に
規

定
す
る

定
年

退
職

日
を

い
う

。
以
下

こ
の

項

に
お

い
て

同
じ
。

）
か

ら
５

年
を

超
え

な
い
期

間
遡

っ
た

日
後

の
日

で
、
当

該
職

員

が
申

請
に

お
い
て

示
し

た
日

か
ら

そ
の

定
年
退

職
日

ま
で

の
期

間
中

、
１
週

間
の

勤

務
時

間
の

一
部
に

つ
い

て
勤

務
し

な
い

こ
と
を

い
う

。
）

、
介

護
休

暇
（
当

該
職

員

が
配

偶
者

、
父
母

、
子

、
配

偶
者

の
父

母
そ
の

他
管

理
者

の
権

限
を

行
う
知

事
が

指

定
す

る
者

で
、
負

傷
、

疾
病

、
老

齢
等

に
よ
り

管
理

者
の

権
限

を
行

う
知
事

が
指

定

す
る

期
間

に
わ

た
り

日
常

生
活

を
営

む
の

に
支

障
が

あ
る

も
の

（
以

下
「

要
介

護

者
」

と
い

う
。
）

の
介

護
を

す
る

た
め

、
管
理

者
の

権
限

を
行

う
知

事
が
、

職
員

の

申
出

に
基

づ
き
、

要
介

護
者

の
各

々
が

当
該
介

護
を

必
要

と
す

る
一

の
継
続

す
る

状

態
ご

と
に

、
３
回

を
超

え
ず

、
か

つ
、

通
算
し

て
６

月
を

超
え

な
い

範
囲
内

で
指

定

す
る

期
間

（
以
下

「
指

定
期

間
」

と
い

う
。
）

内
に

お
い

て
勤

務
し

な
い
こ

と
が

相

当
で

あ
る

と
認
め

ら
れ

る
場

合
に

お
け

る
休
暇

を
い

う
。

）
又

は
介

護
時
間

（
当

該

職
員

が
要

介
護
者

の
介

護
を

す
る

た
め

、
要
介

護
者

の
各

々
が

当
該

介
護
を

必
要

と

す
る

一
の

継
続
す

る
状

態
ご

と
に

、
連

続
す
る

３
年

の
期

間
（

当
該

要
介
護

者
に

係

る
指

定
期

間
と
重

複
す

る
期

間
を

除
く

。
）
内

に
お

い
て

１
日

の
勤

務
時
間

の
一

部

に
つ

き
勤

務
し
な

い
こ

と
が

相
当

で
あ

る
と
認

め
ら

れ
る

場
合

に
お

け
る
休

暇
を

い

う
。

）
の

承
認
を

受
け

て
勤

務
し

な
い

場
合
に

は
、

前
項

の
規

定
に

か
か
わ

ら
ず

、

そ
の

勤
務

し
な
い

１
時

間
に

つ
き

、
勤

務
１
時

間
当

た
り

の
給

与
額

を
減
額

し
て

給

与
を

支
給
す

る
。

 

 

（
再

任
用
職

員
等
に

つ
い
て

の
適

用
除
外

）
 

第
2
0
条

 
第
５

条
、

第
６

条
、

第
６

条
の
３

、
第

８
条

の
２

、
第

８
条
の

３
、

第
1
3
条

及
び

第
1
6
条

の
規

定
は

、
地

方
公

務
員

法
第
2
8
条

の
４

第
１

項
、

第
2
8
条
の

５
第

１
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（
給

与
の
減

額
）

 

第
1
7
条

 
略

 

２
 

職
員

が
部

分
休

業
（

当
該

職
員

が
そ
の

小
学

校
就

学
の

始
期

に
達
す

る
ま

で
の

子

（
地

方
公

務
員

の
育

児
休

業
等

に
関

す
る

法
律

（
平

成
３

年
法

律
第

1
1
0
号

）
第

２

条
第

１
項

の
規
定

に
よ

り
子

に
含

ま
れ

る
も
の

と
さ

れ
る

者
を

含
む

。
）
を

養
育

す

る
た

め
１

日
の
勤

務
時

間
の

一
部

に
つ

い
て
勤

務
し

な
い

こ
と

を
い

う
。
）

、
修

学

部
分

休
業

（
当
該

職
員

が
大

学
そ

の
他

管
理
者

の
権

限
を

行
う

知
事

が
指
定

す
る

教

育
施

設
に

お
け
る

修
学

の
た

め
、

２
年

を
超
え

な
い

期
間

中
、

１
週

間
の
勤

務
時

間

の
一

部
に

つ
い
て

勤
務

し
な

い
こ

と
を

い
う
。

）
、

高
齢

者
部

分
休

業
（
当

該
職

員

が
当

該
職

員
に
係

る
定

年
退

職
日

（
職

員
の
定

年
等

に
関

す
る

条
例

（
令
和

４
年

栃

木
県

条
例

第
2
9
号

）
第

２
条

に
規

定
す

る
定

年
退

職
日

を
い

う
。

以
下

こ
の
項

に
お

い
て

同
じ
。

）
か

ら
５

年
を

超
え

な
い
期

間
遡

っ
た

日
後

の
日

で
、
当

該
職

員

が
申

請
に

お
い
て

示
し

た
日

か
ら

そ
の

定
年
退

職
日

ま
で

の
期

間
中

、
１
週

間
の

勤

務
時

間
の

一
部
に

つ
い

て
勤

務
し

な
い

こ
と
を

い
う

。
）

、
介

護
休

暇
（
当

該
職

員

が
配

偶
者

、
父
母

、
子

、
配

偶
者

の
父

母
そ
の

他
管

理
者

の
権

限
を

行
う
知

事
が

指

定
す

る
者

で
、
負

傷
、

疾
病

、
老

齢
等

に
よ
り

管
理

者
の

権
限

を
行

う
知
事

が
指

定

す
る

期
間

に
わ

た
り

日
常

生
活

を
営

む
の

に
支

障
が

あ
る

も
の

（
以

下
「

要
介

護

者
」

と
い

う
。
）

の
介

護
を

す
る

た
め

、
管
理

者
の

権
限

を
行

う
知

事
が
、

職
員

の

申
出

に
基

づ
き
、

要
介

護
者

の
各

々
が

当
該
介

護
を

必
要

と
す

る
一

の
継
続

す
る

状

態
ご

と
に

、
３
回

を
超

え
ず

、
か

つ
、

通
算
し

て
６

月
を

超
え

な
い

範
囲
内

で
指

定

す
る

期
間

（
以
下

「
指

定
期

間
」

と
い

う
。
）

内
に

お
い

て
勤

務
し

な
い
こ

と
が

相

当
で

あ
る

と
認
め

ら
れ

る
場

合
に

お
け

る
休
暇

を
い

う
。

）
又

は
介

護
時
間

（
当

該

職
員

が
要

介
護
者

の
介

護
を

す
る

た
め

、
要
介

護
者

の
各

々
が

当
該

介
護
を

必
要

と

す
る

一
の

継
続
す

る
状

態
ご

と
に

、
連

続
す
る

３
年

の
期

間
（

当
該

要
介
護

者
に

係

る
指

定
期

間
と
重

複
す

る
期

間
を

除
く

。
）
内

に
お

い
て

１
日

の
勤

務
時
間

の
一

部

に
つ

き
勤

務
し
な

い
こ

と
が

相
当

で
あ

る
と
認

め
ら

れ
る

場
合

に
お

け
る
休

暇
を

い

う
。

）
の

承
認
を

受
け

て
勤

務
し

な
い

場
合
に

は
、

前
項

の
規

定
に

か
か
わ

ら
ず

、

そ
の

勤
務

し
な
い

１
時

間
に

つ
き

、
勤

務
１
時

間
当

た
り

の
給

与
額

を
減
額

し
て

給

与
を

支
給
す

る
。

 

 

（
定

年
前
再

任
用
短

時
間
勤

務
職

員
等
に

つ
い
て

の
適
用

除
外

）
 

第
2
0
条

 
第
５

条
、

第
６

条
、

第
６

条
の
３

、
第

８
条

の
２

、
第

８
条
の

３
、

第
1
3
条

及
び

第
1
6
条

の
規

定
は

、
地

方
公

務
員

法
第
2
2
条

の
４

第
１

項
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

 

（
給

与
の
減

額
）

 

第
1
7
条

 
略

 

２
 

職
員

が
部

分
休

業
（

当
該

職
員

が
そ
の

小
学

校
就

学
の

始
期

に
達
す

る
ま

で
の

子

（
地

方
公

務
員

の
育

児
休

業
等

に
関

す
る

法
律

（
平

成
３

年
法

律
第

1
1
0
号

）
第

２

条
第

１
項

の
規
定

に
よ

り
子

に
含

ま
れ

る
も
の

と
さ

れ
る

者
を

含
む

。
）
を

養
育

す

る
た

め
１

日
の
勤

務
時

間
の

一
部

に
つ

い
て
勤

務
し

な
い

こ
と

を
い

う
。
）

、
修

学

部
分

休
業

（
当
該

職
員

が
大

学
そ

の
他

管
理
者

の
権

限
を

行
う

知
事

が
指
定

す
る

教

育
施

設
に

お
け
る

修
学

の
た

め
、

２
年

を
超
え

な
い

期
間

中
、

１
週

間
の
勤

務
時

間

の
一

部
に

つ
い
て

勤
務

し
な

い
こ

と
を

い
う
。

）
、

高
齢

者
部

分
休

業
（
当

該
職

員

が
当

該
職

員
に
係

る
定

年
退

職
日

（
職

員
の
定

年
等

に
関

す
る

条
例

（
昭
和

5
9
年

栃

木
県

条
例

第
２
号

）
？

？
第

２
条

に
規

定
す
る

定
年

退
職

日
を

い
う

。
以
下

こ
の

項

に
お

い
て

同
じ
。

）
か

ら
５

年
を

超
え

な
い
期

間
遡

っ
た

日
後

の
日

で
、
当

該
職

員

が
申

請
に

お
い
て

示
し

た
日

か
ら

そ
の

定
年
退

職
日

ま
で

の
期

間
中

、
１
週

間
の

勤

務
時

間
の

一
部
に

つ
い

て
勤

務
し

な
い

こ
と
を

い
う

。
）

、
介

護
休

暇
（
当

該
職

員

が
配

偶
者

、
父
母

、
子

、
配

偶
者

の
父

母
そ
の

他
管

理
者

の
権

限
を

行
う
知

事
が

指

定
す

る
者

で
、
負

傷
、

疾
病

、
老

齢
等

に
よ
り

管
理

者
の

権
限

を
行

う
知
事

が
指

定

す
る

期
間

に
わ

た
り

日
常

生
活

を
営

む
の

に
支

障
が

あ
る

も
の

（
以

下
「

要
介

護

者
」

と
い

う
。
）

の
介

護
を

す
る

た
め

、
管
理

者
の

権
限

を
行

う
知

事
が
、

職
員

の

申
出

に
基

づ
き
、

要
介

護
者

の
各

々
が

当
該
介

護
を

必
要

と
す

る
一

の
継
続

す
る

状

態
ご

と
に

、
３
回

を
超

え
ず

、
か

つ
、

通
算
し

て
６

月
を

超
え

な
い

範
囲
内

で
指

定

す
る

期
間

（
以
下

「
指

定
期

間
」

と
い

う
。
）

内
に

お
い

て
勤

務
し

な
い
こ

と
が

相

当
で

あ
る

と
認
め

ら
れ

る
場

合
に

お
け

る
休
暇

を
い

う
。

）
又

は
介

護
時
間

（
当

該

職
員

が
要

介
護
者

の
介

護
を

す
る

た
め

、
要
介

護
者

の
各

々
が

当
該

介
護
を

必
要

と

す
る

一
の

継
続
す

る
状

態
ご

と
に

、
連

続
す
る

３
年

の
期

間
（

当
該

要
介
護

者
に

係

る
指

定
期

間
と
重

複
す

る
期

間
を

除
く

。
）
内

に
お

い
て

１
日

の
勤

務
時
間

の
一

部

に
つ

き
勤

務
し
な

い
こ

と
が

相
当

で
あ

る
と
認

め
ら

れ
る

場
合

に
お

け
る
休

暇
を

い

う
。

）
の

承
認
を

受
け

て
勤

務
し

な
い

場
合
に

は
、

前
項

の
規

定
に

か
か
わ

ら
ず

、

そ
の

勤
務

し
な
い

１
時

間
に

つ
き

、
勤

務
１
時

間
当

た
り

の
給

与
額

を
減
額

し
て

給

与
を

支
給
す

る
。

 

 

（
再

任
用
職

員
等
に

つ
い
て

の
適

用
除
外

）
 

第
2
0
条

 
第
５

条
、

第
６

条
、

第
６

条
の
３

、
第

８
条

の
２

、
第

８
条
の

３
、

第
1
3
条

及
び

第
1
6
条

の
規

定
は

、
地

方
公

務
員

法
第
2
8
条

の
４

第
１

項
、

第
2
8
条
の

５
第

１
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

（
職
員

の
退
職

手
当
に

関
す

る
条
例

の
一
部

改
正
）

 

第
４

条
 

職
員

の
退

職
手
当

に
関

す
る
条

例
（
昭

和
2
9
年

栃
木

県
条
例

第
３
号

）
の
一

部
を

次
の
よ

う
に
改

正
す
る

。
 

 

 
 

 
次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に

掲
げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下

線
で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る

。
 

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

の
規

定
に

よ
り

採
用

さ
れ
た

職
員

に

は
適

用
し
な

い
。

 

２
 

略
 

項
又

は
第
2
8
条
の

６
第

１
項

若
し

く
は

第
２
項

の
規

定
に

よ
り

採
用

さ
れ
た

職
員

に

は
適

用
し
な

い
。

 

２
 

略
 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

（
退

職
手
当

の
支
給

）
 

第
２

条
 

こ
の

条
例

の
規

定
に

よ
る

退
職
手

当
は

、
前

条
各

号
の

い
ず
れ

か
に

該
当

す

る
者

で
、

常
時
勤

務
に

服
す

る
こ

と
を

要
す
る

も
の

（
地

方
公

務
員

法
第
2
8
条

の
４

第
１

項
、

第
2
8
条

の
５

第
１

項
又

は
第
2
8
条
の

６
第

１
項

若
し

く
は

第
２
項

の
規

定

に
よ

り
採

用
さ
れ

た
者

を
除

く
。

以
下

「
職
員

」
と

い
う

。
）

が
退

職
し
た

場
合

に

は
、

そ
の
者

（
死
亡

に
よ
る

退
職

の
場
合

に
は
、

そ
の
遺

族
）

に
支
給

す
る
。

 

２
～

４
 
略

 

 

（
一

般
の
退

職
手
当

）
 

第
２

条
の

３
 

退
職

し
た

者
に

対
す

る
退
職

手
当

の
額

は
、

次
条

か
ら
第

５
条

の
３

の

２
ま

で
及

び
第
５

条
の

６
か

ら
第

５
条

の
８
ま

で
の

規
定

に
よ

り
計

算
し
た

退
職

手

当
の

基
本

額
に
、

第
５

条
の

９
の

規
定

に
よ
り

計
算

し
た

退
職

手
当

の
調
整

額
を

加

え
て

得
た
額

と
す
る

。
 

 

（
1
1
年

以
上

2
5
年
未

満
勤
続

後
の

定
年
退

職
等
の

場
合
の

退
職

手
当
の

基
本
額

）
 

第
４

条
 

次
に

掲
げ

る
者

に
対

す
る

退
職
手

当
の

基
本

額
は

、
退

職
日
給

料
月

額
に

、

そ
の

者
の

勤
続
期

間
の

区
分

ご
と

に
当

該
区
分

に
応

じ
た

割
合

を
乗

じ
て
得

た
額

の

合
計

額
と
す

る
。

 

(
1
)
?
1
1
年

以
上
2
5
年

未
満

の
期

間
勤

続
し

、
地

方
公

務
員

法
第
2
8
条

の
６

第
１
項

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
の
規

定
に

よ
り

退
職

し
た
者

（
職

員
の

定
年

等
に

関
す
る

条
例

（
令

和
４

年
栃

木
県
条

例
第

2
9
号

。
以

下
「

定
年

条
例

」
と

い
う

。
）
第

４
条

第
１

項
の

期
限

又
は

同
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
延

長
さ

れ
た

期
限

の
到

来
に

よ
り

退
職

し
た

者
を

含

む
。

）
 

(
2
)
～
(
4
)
？

略
 

（
退

職
手
当

の
支
給

）
 

第
２

条
 

こ
の

条
例

の
規

定
に

よ
る

退
職
手

当
は

、
前

条
各

号
の

い
ず
れ

か
に

該
当

す

る
者

で
、

常
時
勤

務
に

服
す

る
こ

と
を

要
す
る

も
の

（
地

方
公

務
員

法
第
2
8
条

の
４

第
１

項
、

第
2
8
条

の
５

第
１

項
又

は
第
2
8
条
の

６
第

１
項

若
し

く
は

第
２
項

の
規

定

に
よ

り
採

用
さ
れ

た
者

を
除

く
。

以
下

「
職
員

」
と

い
う

。
）

が
退

職
し
た

場
合

に

は
、

そ
の
者

（
死
亡

に
よ
る

退
職

の
場
合

に
は
、

そ
の
遺

族
）

に
支
給

す
る
。

 

２
～

４
 
略

 

 

（
一

般
の
退

職
手
当

）
 

第
２

条
の

３
 

退
職

し
た

者
に

対
す

る
退
職

手
当

の
額

は
、

次
条

か
ら
第

５
条

の
３

あ

あ
ま

で
及

び
第
５

条
の

６
か

ら
第

５
条

の
８
ま

で
の

規
定

に
よ

り
計

算
し
た

退
職

手

当
の

基
本

額
に
、

第
５

条
の

９
の

規
定

に
よ
り

計
算

し
た

退
職

手
当

の
調
整

額
を

加

え
て

得
た
額

と
す
る

。
 

 

（
1
1
年

以
上

2
5
年
未

満
勤
続

後
の

定
年
退

職
等
の

場
合
の

退
職

手
当
の

基
本
額

）
 

第
４

条
 

次
に

掲
げ

る
者

に
対

す
る

退
職
手

当
の

基
本

額
は

、
退

職
日
給

料
月

額
に

、

そ
の

者
の

勤
続
期

間
の

区
分

ご
と

に
当

該
区
分

に
応

じ
た

割
合

を
乗

じ
て
得

た
額

の

合
計

額
と
す

る
。

 

(
1
)
?
1
1
年

以
上
2
5
年

未
満

の
期

間
勤

続
し

、
職

員
の

定
年

等
に

関
す

る
条

例
（
昭

和

5
9
年

栃
木

県
条
例

第
２

号
。

以
下

「
定

年
条
例

」
と

い
う

。
）

第
２

条
の
規

定
に

よ
り

退
職

し
た
者

（
定

年
条

例
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

第
４

条
第

１
項

の
期

限
又
は

同
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
延

長
さ

れ
た

期
限

の
到

来
に

よ
り

退
職

し
た

者
を

含

む
。

）
 

(
2
)
～
(
4
)
？

略
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（
職
員

の
退
職

手
当
に

関
す

る
条
例

の
一
部

改
正
）

 

第
４

条
 

職
員

の
退

職
手
当

に
関

す
る
条

例
（
昭

和
2
9
年

栃
木

県
条
例

第
３
号

）
の
一

部
を

次
の
よ

う
に
改

正
す
る

。
 

 

 
 

 
次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に

掲
げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下

線
で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る

。
 

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

の
規

定
に

よ
り

採
用

さ
れ
た

職
員

に

は
適

用
し
な

い
。

 

２
 

略
 

項
又

は
第
2
8
条
の

６
第

１
項

若
し

く
は

第
２
項

の
規

定
に

よ
り

採
用

さ
れ
た

職
員

に

は
適

用
し
な

い
。

 

２
 

略
 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

（
退

職
手
当

の
支
給

）
 

第
２

条
 

こ
の

条
例

の
規

定
に

よ
る

退
職
手

当
は

、
前

条
各

号
の

い
ず
れ

か
に

該
当

す

る
者

で
、

常
時
勤

務
に

服
す

る
こ

と
を

要
す
る

も
の

（
地

方
公

務
員

法
第
2
8
条

の
４

第
１

項
、

第
2
8
条

の
５

第
１

項
又

は
第
2
8
条
の

６
第

１
項

若
し

く
は

第
２
項

の
規

定

に
よ

り
採

用
さ
れ

た
者

を
除

く
。

以
下

「
職
員

」
と

い
う

。
）

が
退

職
し
た

場
合

に

は
、

そ
の
者

（
死
亡

に
よ
る

退
職

の
場
合

に
は
、

そ
の
遺

族
）

に
支
給

す
る
。

 

２
～

４
 
略

 

 

（
一

般
の
退

職
手
当

）
 

第
２

条
の

３
 

退
職

し
た

者
に

対
す

る
退
職

手
当

の
額

は
、

次
条

か
ら
第

５
条

の
３

の

２
ま

で
及

び
第
５

条
の

６
か

ら
第

５
条

の
８
ま

で
の

規
定

に
よ

り
計

算
し
た

退
職

手

当
の

基
本

額
に
、

第
５

条
の

９
の

規
定

に
よ
り

計
算

し
た

退
職

手
当

の
調
整

額
を

加

え
て

得
た
額

と
す
る

。
 

 

（
1
1
年

以
上

2
5
年
未

満
勤
続

後
の

定
年
退

職
等
の

場
合
の

退
職

手
当
の

基
本
額

）
 

第
４

条
 

次
に

掲
げ

る
者

に
対

す
る

退
職
手

当
の

基
本

額
は

、
退

職
日
給

料
月

額
に

、

そ
の

者
の

勤
続
期

間
の

区
分

ご
と

に
当

該
区
分

に
応

じ
た

割
合

を
乗

じ
て
得

た
額

の

合
計

額
と
す

る
。

 

(
1
)
?
1
1
年

以
上
2
5
年

未
満

の
期

間
勤

続
し

、
地

方
公

務
員

法
第
2
8
条

の
６

第
１
項

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
の
規

定
に

よ
り

退
職

し
た
者

（
職

員
の

定
年

等
に

関
す
る

条
例

（
令

和
４

年
栃

木
県
条

例
第

2
9
号

。
以

下
「

定
年

条
例

」
と

い
う

。
）
第

４
条

第
１

項
の

期
限

又
は

同
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
延

長
さ

れ
た

期
限

の
到

来
に

よ
り

退
職

し
た

者
を

含

む
。

）
 

(
2
)
～
(
4
)
？

略
 

（
退

職
手
当

の
支
給

）
 

第
２

条
 

こ
の

条
例

の
規

定
に

よ
る

退
職
手

当
は

、
前

条
各

号
の

い
ず
れ

か
に

該
当

す

る
者

で
、

常
時
勤

務
に

服
す

る
こ

と
を

要
す
る

も
の

（
地

方
公

務
員

法
第
2
8
条

の
４

第
１

項
、

第
2
8
条

の
５

第
１

項
又

は
第
2
8
条
の

６
第

１
項

若
し

く
は

第
２
項

の
規

定

に
よ

り
採

用
さ
れ

た
者

を
除

く
。

以
下

「
職
員

」
と

い
う

。
）

が
退

職
し
た

場
合

に

は
、

そ
の
者

（
死
亡

に
よ
る

退
職

の
場
合

に
は
、

そ
の
遺

族
）

に
支
給

す
る
。

 

２
～

４
 
略

 

 

（
一

般
の
退

職
手
当

）
 

第
２

条
の

３
 

退
職

し
た

者
に

対
す

る
退
職

手
当

の
額

は
、

次
条

か
ら
第

５
条

の
３

あ

あ
ま

で
及

び
第
５

条
の

６
か

ら
第

５
条

の
８
ま

で
の

規
定

に
よ

り
計

算
し
た

退
職

手

当
の

基
本

額
に
、

第
５

条
の

９
の

規
定

に
よ
り

計
算

し
た

退
職

手
当

の
調
整

額
を

加

え
て

得
た
額

と
す
る

。
 

 

（
1
1
年

以
上

2
5
年
未

満
勤
続

後
の

定
年
退

職
等
の

場
合
の

退
職

手
当
の

基
本
額

）
 

第
４

条
 

次
に

掲
げ

る
者

に
対

す
る

退
職
手

当
の

基
本

額
は

、
退

職
日
給

料
月

額
に

、

そ
の

者
の

勤
続
期

間
の

区
分

ご
と

に
当

該
区
分

に
応

じ
た

割
合

を
乗

じ
て
得

た
額

の

合
計

額
と
す

る
。

 

(
1
)
?
1
1
年

以
上
2
5
年

未
満

の
期

間
勤

続
し

、
職

員
の

定
年

等
に

関
す

る
条

例
（
昭

和

5
9
年

栃
木

県
条
例

第
２

号
。

以
下

「
定

年
条
例

」
と

い
う

。
）

第
２

条
の
規

定
に

よ
り

退
職

し
た
者

（
定

年
条

例
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

第
４

条
第

１
項

の
期

限
又
は

同
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
延

長
さ

れ
た

期
限

の
到

来
に

よ
り

退
職

し
た

者
を

含

む
。

）
 

(
2
)
～
(
4
)
？

略
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

２
・

３
 
略

 

 

（
2
5
年

以
上

勤
続
後

の
定
年

退
職

等
の
場

合
の
退

職
手
当

の
基

本
額
）

 

第
５

条
 

次
に

掲
げ

る
者

に
対

す
る

退
職
手

当
の

基
本

額
は

、
退

職
日
給

料
月

額
に

、

そ
の

者
の

勤
続
期

間
の

区
分

ご
と

に
当

該
区
分

に
応

じ
た

割
合

を
乗

じ
て
得

た
額

の

合
計

額
と
す

る
。

 

(
1
)
?
2
5
年

以
上

勤
続

し
、

地
方

公
務

員
法

第
2
8
条
の

６
第

１
項

の
規

定
に

よ
り
退

職

し
た

者
（

定
年
条

例
第

４
条

第
１

項
の

期
限
又

は
同

条
第

２
項

の
規

定
に
よ

り
延

長
さ

れ
た
期

限
の
到

来
に
よ

り
退

職
し
た

者
を
含

む
。
）

 

 
(
2
)
～

(
6
)
 

略
 

２
 

前
項

の
規

定
は

、
2
5
年

以
上

勤
続

し
た

者
で

、
通

勤
に

よ
る

傷
病

に
よ

り
退

職

し
、

死
亡

に
よ
り

退
職

し
、

又
は

定
年

に
達
し

た
日

以
後

そ
の

者
の

非
違
に

よ
る

こ

と
な

く
退

職
し
た

者
（

同
項

の
規

定
に

該
当
す

る
者

を
除

く
。

）
に

対
す
る

退
職

手

当
の

基
本
額

に
つ
い

て
準
用

す
る

。
 

３
 

略
 

 

（
給

料
月

額
の
減

額
改

定
以

外
の

理
由

に
よ
り

給
料

月
額

が
減

額
さ

れ
た
こ

と
が

あ

る
場

合
の
退

職
手
当

の
基
本

額
に

係
る
特

例
）

 

第
５

条
の

２
 

退
職

し
た

者
（

警
察

法
（

昭
和

2
9
年

法
律

第
1
6
2
号

）
第

5
6
条

の
４

第

１
項

の
規

定
に
よ

る
任

命
（

第
５

条
の

３
の
２

及
び

附
則

第
1
5
項

に
お

い
て

「
特

定

任
命

」
と

い
う
。

）
に

よ
り

職
員

と
な

っ
た
後

に
退

職
し

た
者

を
除

く
。
）

の
基

礎

在
職

期
間

中
に
、

給
料

月
額

の
減

額
改

定
（
給

料
月

額
の

改
定

を
す

る
条
例

が
制

定

さ
れ

た
場

合
に
お

い
て

、
当

該
条

例
に

よ
る
改

定
に

よ
り

当
該

改
定

前
に
受

け
て

い

た
給

料
月

額
が
減

額
さ

れ
る

こ
と

を
い

う
。
以

下
同

じ
。

）
以

外
の

理
由
に

よ
り

そ

の
者

の
給

料
月
額

が
減

額
さ

れ
た

こ
と

が
あ
る

場
合

に
お

い
て

、
当

該
理
由

が
生

じ

た
日

（
以

下
「

減
額

日
」

と
い

う
。

）
に

お
け

る
当

該
理

由
に

よ
り

減
額

さ
れ

な
 

か
っ

た
も

の
と

し
た

場
合

の
そ

の
者

の
給

料
月

額
の

う
ち

最
も

多
い

も
の

（
以

下

「
特

定
減

額
前
給

料
月

額
」

と
い

う
。

）
が
、

退
職

日
給

料
月

額
よ

り
も
多

い
と

き

は
、

そ
の

者
に
対

す
る

退
職

手
当

の
基

本
額
は

、
前

３
条

の
規

定
に

か
か
わ

ら
ず

、

次
の

各
号
に

掲
げ
る

額
の
合

計
額

と
す
る

。
 

(
1
)
・
(
2
)
？

略
 

２
 

略
 

 

（
定

年
前
早

期
退
職

者
に
対

す
る

退
職
手

当
の
基

本
額
に

係
る

特
例
）

 

２
・

３
 
略

 

 

（
2
5
年

以
上

勤
続
後

の
定
年

退
職

等
の
場

合
の
退

職
手
当

の
基

本
額
）

 

第
５

条
 

次
に

掲
げ

る
者

に
対

す
る

退
職
手

当
の

基
本

額
は

、
退

職
日
給

料
月

額
に

、

そ
の

者
の

勤
続
期

間
の

区
分

ご
と

に
当

該
区
分

に
応

じ
た

割
合

を
乗

じ
て
得

た
額

の

合
計

額
と
す

る
。

 

(
1
)
?
2
5
年

以
上

勤
続

し
、

定
年

条
例

第
２

条
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

の
規

定
に

よ
り
退

職

し
た

者
（

定
年
条

例
第

４
条

第
１

項
の

期
限
又

は
同

条
第

２
項

の
規

定
に
よ

り
延

長
さ

れ
た
期

限
の
到

来
に
よ

り
退

職
し
た

者
を
含

む
。
）

 

 
(
2
)
～

(
6
)
 

略
 

２
 

前
項

の
規

定
は

、
2
5
年

以
上

勤
続

し
た

者
で

、
通

勤
に

よ
る

傷
病

に
よ

り
退

職

し
、

死
亡

に
よ
り

退
職

し
、

又
は

定
年

に
達
し

た
日

以
後

そ
の

者
の

非
違
に

よ
る

こ

と
な

く
退

職
し
た

者
（

前
項

の
規

定
に

該
当
す

る
者

を
除

く
。

）
に

対
す
る

退
職

手

当
の

基
本
額

に
つ
い

て
準
用

す
る

。
 

３
 

略
 

 

（
給

料
月

額
の
減

額
改

定
以

外
の

理
由

に
よ
り

給
料

月
額

が
減

額
さ

れ
た
こ

と
が

あ

る
場

合
の
退

職
手
当

の
基
本

額
に

係
る
特

例
）

 

第
５

条
の

２
 

退
職

し
た

者
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

の
基

礎

在
職

期
間

中
に
、

給
料

月
額

の
減

額
改

定
（
給

料
月

額
の

改
定

を
す

る
条
例

が
制

定

さ
れ

た
場

合
に
お

い
て

、
当

該
条

例
に

よ
る
改

定
に

よ
り

当
該

改
定

前
に
受

け
て

い

た
給

料
月

額
が
減

額
さ

れ
る

こ
と

を
い

う
。
以

下
同

じ
。

）
以

外
の

理
由
に

よ
り

そ

の
者

の
給

料
月
額

が
減

額
さ

れ
た

こ
と

が
あ
る

場
合

に
お

い
て

、
当

該
理
由

が
生

じ

た
日

（
以

下
「

減
額

日
」

と
い

う
。

）
に

お
け

る
当

該
理

由
に

よ
り

減
額

さ
れ

な
 

か
っ

た
も

の
と

し
た

場
合

の
そ

の
者

の
給

料
月

額
の

う
ち

最
も

多
い

も
の

（
以

下

「
特

定
減

額
前
給

料
月

額
」

と
い

う
。

）
が
、

退
職

日
給

料
月

額
よ

り
も
多

い
と

き

は
、

そ
の

者
に
対

す
る

退
職

手
当

の
基

本
額
は

、
前

３
条

の
規

定
に

か
か
わ

ら
ず

、

次
の

各
号
に

掲
げ
る

額
の
合

計
額

と
す
る

。
 

(
1
)
・
(
2
)
？

略
 

２
 

略
 

 

（
定

年
前
早

期
退
職

者
に
対

す
る

退
職
手

当
の
基

本
額
に

係
る

特
例
）
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２
・

３
 
略

 

 

（
2
5
年

以
上

勤
続
後

の
定
年

退
職

等
の
場

合
の
退

職
手
当

の
基

本
額
）

 

第
５

条
 

次
に

掲
げ

る
者

に
対

す
る

退
職
手

当
の

基
本

額
は

、
退

職
日
給

料
月

額
に

、

そ
の

者
の

勤
続
期

間
の

区
分

ご
と

に
当

該
区
分

に
応

じ
た

割
合

を
乗

じ
て
得

た
額

の

合
計

額
と
す

る
。

 

(
1
)
?
2
5
年

以
上

勤
続

し
、

地
方

公
務

員
法

第
2
8
条
の

６
第

１
項

の
規

定
に

よ
り
退

職

し
た

者
（

定
年
条

例
第

４
条

第
１

項
の

期
限
又

は
同

条
第

２
項

の
規

定
に
よ

り
延

長
さ

れ
た
期

限
の
到

来
に
よ

り
退

職
し
た

者
を
含

む
。
）

 

 
(
2
)
～

(
6
)
 

略
 

２
 

前
項

の
規

定
は

、
2
5
年

以
上

勤
続

し
た

者
で

、
通

勤
に

よ
る

傷
病

に
よ

り
退

職

し
、

死
亡

に
よ
り

退
職

し
、

又
は

定
年

に
達
し

た
日

以
後

そ
の

者
の

非
違
に

よ
る

こ

と
な

く
退

職
し
た

者
（

同
項

の
規

定
に

該
当
す

る
者

を
除

く
。

）
に

対
す
る

退
職

手

当
の

基
本
額

に
つ
い

て
準
用

す
る

。
 

３
 

略
 

 

（
給

料
月

額
の
減

額
改

定
以

外
の

理
由

に
よ
り

給
料

月
額

が
減

額
さ

れ
た
こ

と
が

あ

る
場

合
の
退

職
手
当

の
基
本

額
に

係
る
特

例
）

 

第
５

条
の

２
 

退
職

し
た

者
（

警
察

法
（

昭
和

2
9
年

法
律

第
1
6
2
号

）
第

5
6
条

の
４

第

１
項

の
規

定
に
よ

る
任

命
（

第
５

条
の

３
の
２

及
び

附
則

第
1
5
項

に
お

い
て

「
特

定

任
命

」
と

い
う
。

）
に

よ
り

職
員

と
な

っ
た
後

に
退

職
し

た
者

を
除

く
。
）

の
基

礎

在
職

期
間

中
に
、

給
料

月
額

の
減

額
改

定
（
給

料
月

額
の

改
定

を
す

る
条
例

が
制

定

さ
れ

た
場

合
に
お

い
て

、
当

該
条

例
に

よ
る
改

定
に

よ
り

当
該

改
定

前
に
受

け
て

い

た
給

料
月

額
が
減

額
さ

れ
る

こ
と

を
い

う
。
以

下
同

じ
。

）
以

外
の

理
由
に

よ
り

そ

の
者

の
給

料
月
額

が
減

額
さ

れ
た

こ
と

が
あ
る

場
合

に
お

い
て

、
当

該
理
由

が
生

じ

た
日

（
以

下
「

減
額

日
」

と
い

う
。

）
に

お
け

る
当

該
理

由
に

よ
り

減
額

さ
れ

な
 

か
っ

た
も

の
と

し
た

場
合

の
そ

の
者

の
給

料
月

額
の

う
ち

最
も

多
い

も
の

（
以

下

「
特

定
減

額
前
給

料
月

額
」

と
い

う
。

）
が
、

退
職

日
給

料
月

額
よ

り
も
多

い
と

き

は
、

そ
の

者
に
対

す
る

退
職

手
当

の
基

本
額
は

、
前

３
条

の
規

定
に

か
か
わ

ら
ず

、

次
の

各
号
に

掲
げ
る

額
の
合

計
額

と
す
る

。
 

(
1
)
・
(
2
)
？

略
 

２
 

略
 

 

（
定

年
前
早

期
退
職

者
に
対

す
る

退
職
手

当
の
基

本
額
に

係
る

特
例
）

 

２
・

３
 
略

 

 

（
2
5
年

以
上

勤
続
後

の
定
年

退
職

等
の
場

合
の
退

職
手
当

の
基

本
額
）

 

第
５

条
 

次
に

掲
げ

る
者

に
対

す
る

退
職
手

当
の

基
本

額
は

、
退

職
日
給

料
月

額
に

、

そ
の

者
の

勤
続
期

間
の

区
分

ご
と

に
当

該
区
分

に
応

じ
た

割
合

を
乗

じ
て
得

た
額

の

合
計

額
と
す

る
。

 

(
1
)
?
2
5
年

以
上

勤
続

し
、

定
年

条
例

第
２

条
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

の
規

定
に

よ
り
退

職

し
た

者
（

定
年
条

例
第

４
条

第
１

項
の

期
限
又

は
同

条
第

２
項

の
規

定
に
よ

り
延

長
さ

れ
た
期

限
の
到

来
に
よ

り
退

職
し
た

者
を
含

む
。
）

 

 
(
2
)
～

(
6
)
 

略
 

２
 

前
項

の
規

定
は

、
2
5
年

以
上

勤
続

し
た

者
で

、
通

勤
に

よ
る

傷
病

に
よ

り
退

職

し
、

死
亡

に
よ
り

退
職

し
、

又
は

定
年

に
達
し

た
日

以
後

そ
の

者
の

非
違
に

よ
る

こ

と
な

く
退

職
し
た

者
（

前
項

の
規

定
に

該
当
す

る
者

を
除

く
。

）
に

対
す
る

退
職

手

当
の

基
本
額

に
つ
い

て
準
用

す
る

。
 

３
 

略
 

 

（
給

料
月

額
の
減

額
改

定
以

外
の

理
由

に
よ
り

給
料

月
額

が
減

額
さ

れ
た
こ

と
が

あ

る
場

合
の
退

職
手
当

の
基
本

額
に

係
る
特

例
）

 

第
５

条
の

２
 

退
職

し
た

者
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

の
基

礎

在
職

期
間

中
に
、

給
料

月
額

の
減

額
改

定
（
給

料
月

額
の

改
定

を
す

る
条
例

が
制

定

さ
れ

た
場

合
に
お

い
て

、
当

該
条

例
に

よ
る
改

定
に

よ
り

当
該

改
定

前
に
受

け
て

い

た
給

料
月

額
が
減

額
さ

れ
る

こ
と

を
い

う
。
以

下
同

じ
。

）
以

外
の

理
由
に

よ
り

そ

の
者

の
給

料
月
額

が
減

額
さ

れ
た

こ
と

が
あ
る

場
合

に
お

い
て

、
当

該
理
由

が
生

じ

た
日

（
以

下
「

減
額

日
」

と
い

う
。

）
に

お
け

る
当

該
理

由
に

よ
り

減
額

さ
れ

な
 

か
っ

た
も

の
と

し
た

場
合

の
そ

の
者

の
給

料
月

額
の

う
ち

最
も

多
い

も
の

（
以

下

「
特

定
減

額
前
給

料
月

額
」

と
い

う
。

）
が
、

退
職

日
給

料
月

額
よ

り
も
多

い
と

き

は
、

そ
の

者
に
対

す
る

退
職

手
当

の
基

本
額
は

、
前

３
条

の
規

定
に

か
か
わ

ら
ず

、

次
の

各
号
に

掲
げ
る

額
の
合

計
額

と
す
る

。
 

(
1
)
・
(
2
)
？

略
 

２
 

略
 

 

（
定

年
前
早

期
退
職

者
に
対

す
る

退
職
手

当
の
基

本
額
に

係
る

特
例
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

第
５

条
の

３
 

第
４

条
第

１
項

第
４

号
及
び

第
５

条
第

１
項

（
第

１
号
を

除
く

。
）

に

規
定

す
る

者
の
う

ち
、

定
年

条
例

第
２

条
に
定

め
る

定
年

退
職

日
の

１
年
前

の
日

ま

で
に

退
職

し
た
者

で
あ

っ
て

、
そ

の
勤

続
期
間

が
2
0
年

以
上

で
あ

り
、

か
つ

、
そ

の

年
齢

が
退

職
の
日

に
お

い
て

定
め

ら
れ

て
い
る

そ
の

者
に

係
る

定
年

か
ら
2
0
年

を
減

じ
た

年
齢

以
上
で

あ
る

も
の

に
対

す
る

第
４
条

第
１

項
、

第
５

条
第

１
項
及

び
前

条

第
１

項
の

規
定
の

適
用

に
つ

い
て

は
、

次
の
表

の
左

欄
に

掲
げ

る
規

定
中
同

表
の

中

欄
に

掲
げ

る
字
句

は
、

そ
れ

ぞ
れ

同
表

の
右
欄

に
掲

げ
る

字
句

に
読

み
替
え

る
も

の

と
す

る
。

 

略
 

  
（

特
定
任

命
に
よ

り
職
員

と
な

っ
た
後

に
退
職

し
た
者

に
関

す
る
準

用
規
定

）
 

第
５

条
の

３
の

２
 

第
５

条
の

２
（

前
条
に

お
い

て
読

み
替

え
て

適
用
す

る
場

合
を

含

む
。

）
の

規
定
は

、
特

定
任

命
に

よ
り

職
員
と

な
っ

た
後

に
退

職
し

た
者
に

つ
い

て

準
用

す
る

。
こ
の

場
合

に
お

い
て

、
第

５
条
の

２
の

見
出

し
中

「
給

料
月
額

」
と

あ

る
の

は
「

俸
給
月

額
」

と
、

同
条

第
１

項
中
「

退
職

し
た

者
（

警
察

法
（
昭

和
2
9
年

法
律

第
1
6
2
号

）
第

5
6
条

の
４

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
任

命
（

第
５

条
の

３
の

２
及

び
附

則
第
1
5
項
に

お
い

て
「

特
定

任
命

」
と
い

う
。

）
に

よ
り

職
員

と
な
っ

た
後

に

退
職

し
た

者
を
除

く
。

）
」

と
あ

る
の

は
「
特

定
任

命
（

警
察

法
（

昭
和
2
9
年

法
律

第
1
6
2
号

）
第

5
6
条

の
４

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
任

命
を

い
う

。
）

に
よ

り
職

員
と

な
っ

た
後

に
退
職

し
た

者
」

と
、

「
給

料
月
額

の
減

額
改

定
（

給
料

月
額
の

改
定

を

す
る

条
例

が
制
定

さ
れ

た
場

合
に

お
い

て
、
当

該
条

例
に

よ
る

改
定

に
よ
り

当
該

改

定
前

に
受

け
て
い

た
給

料
月

額
が

減
額

さ
れ
る

こ
と

を
い

う
。

」
と

あ
る
の

は
「

俸

給
月

額
の

減
額

改
定

（
国

家
公

務
員

退
職

手
当

法
（

昭
和

2
8
年

法
律

第
1
8
2
号

）
第

５
条

の
２

に
規
定

さ
れ

て
い

る
俸

給
月

額
の
減

額
改

定
を

い
う

。
」

と
、
「

給
料

月

額
が

減
額

さ
れ
た

こ
と

が
あ

る
場

合
」

と
あ
る

の
は

「
俸

給
月

額
が

減
額
さ

れ
た

こ

と
が

あ
る

場
合
（

特
定

任
命

を
受

け
た

こ
と
に

よ
り

、
特

定
任

命
前

の
俸
給

月
額

よ

り
も

低
い

給
料
月

額
を

支
給

さ
れ

る
こ

と
と
な

っ
た

場
合

を
含

む
。

）
」
と

、
「

給

料
月

額
の

う
ち
」

と
あ

る
の

は
「

俸
給

月
額
の

う
ち

」
と

、
同

項
並

び
に
前

条
の

表

第
５

条
の

２
第
１

項
第

１
号

の
項

及
び

第
５
条

の
２

第
１

項
第

２
号

イ
の
項

中
「

特

定
減

額
前

給
料
月

額
」

と
あ

る
の

は
「

特
定
減

額
前

俸
給

月
額

」
と

読
み
替

え
る

も

の
と

す
る
。

 

 第
５

条
の

７
 

第
５

条
の

２
第

１
項

（
第
５

条
の

３
の

２
に

お
い

て
読
み

替
え

て
準

用

す
る

場
合

を
含
む

。
以

下
こ

の
条

に
お

い
て
同

じ
。

）
の

規
定

に
よ

り
計
算

し
た

退

第
５

条
の

３
 

第
４

条
第

１
項

第
４

号
及
び

第
５

条
第

１
項

（
第

１
号
を

除
く

。
）

に

規
定

す
る

者
の
う

ち
、

定
年

条
例

第
２

条
に
定

め
る

定
年

退
職

日
の

１
年
前

の
日

ま

で
に

退
職

し
た
者

で
あ

っ
て

、
そ

の
勤

続
期
間

が
2
0
年

以
上

で
あ

り
、

か
つ

、
そ

の

年
齢

が
退

職
の
日

に
お

い
て

定
め

ら
れ

て
い
る

そ
の

者
に

係
る

定
年

か
ら
1
5
年

を
減

じ
た

年
齢

以
上
で

あ
る

も
の

に
対

す
る

第
４
条

第
１

項
、

第
５

条
第

１
項
及

び
前

条

第
１

項
の

規
定
の

適
用

に
つ

い
て

は
、

次
の
表

の
左

欄
に

掲
げ

る
規

定
中
同

表
の

中

欄
に

掲
げ

る
字
句

は
、

そ
れ

ぞ
れ

同
表

の
右
欄

に
掲

げ
る

字
句

に
読

み
替
え

る
も

の

と
す

る
。

 

略
 

                       第
５

条
の

７
 

第
５

条
の

２
第

１
項

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
の

規
定

に
よ

り
計
算

し
た

退
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第
５

条
の

３
 

第
４

条
第

１
項

第
４

号
及
び

第
５

条
第

１
項

（
第

１
号
を

除
く

。
）

に

規
定

す
る

者
の
う

ち
、

定
年

条
例

第
２

条
に
定

め
る

定
年

退
職

日
の

１
年
前

の
日

ま

で
に

退
職

し
た
者

で
あ

っ
て

、
そ

の
勤

続
期
間

が
2
0
年

以
上

で
あ

り
、

か
つ

、
そ

の

年
齢

が
退

職
の
日

に
お

い
て

定
め

ら
れ

て
い
る

そ
の

者
に

係
る

定
年

か
ら
2
0
年

を
減

じ
た

年
齢

以
上
で

あ
る

も
の

に
対

す
る

第
４
条

第
１

項
、

第
５

条
第

１
項
及

び
前

条

第
１

項
の

規
定
の

適
用

に
つ

い
て

は
、

次
の
表

の
左

欄
に

掲
げ

る
規

定
中
同

表
の

中

欄
に

掲
げ

る
字
句

は
、

そ
れ

ぞ
れ

同
表

の
右
欄

に
掲

げ
る

字
句

に
読

み
替
え

る
も

の

と
す

る
。

 

略
 

  
（

特
定
任

命
に
よ

り
職
員

と
な

っ
た
後

に
退
職

し
た
者

に
関

す
る
準

用
規
定

）
 

第
５

条
の

３
の

２
 

第
５

条
の

２
（

前
条
に

お
い

て
読

み
替

え
て

適
用
す

る
場

合
を

含

む
。

）
の

規
定
は

、
特

定
任

命
に

よ
り

職
員
と

な
っ

た
後

に
退

職
し

た
者
に

つ
い

て

準
用

す
る

。
こ
の

場
合

に
お

い
て

、
第

５
条
の

２
の

見
出

し
中

「
給

料
月
額

」
と

あ

る
の

は
「

俸
給
月

額
」

と
、

同
条

第
１

項
中
「

退
職

し
た

者
（

警
察

法
（
昭

和
2
9
年

法
律

第
1
6
2
号

）
第

5
6
条

の
４

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
任

命
（

第
５

条
の

３
の

２
及

び
附

則
第
1
5
項
に

お
い

て
「

特
定

任
命

」
と
い

う
。

）
に

よ
り

職
員

と
な
っ

た
後

に

退
職

し
た

者
を
除

く
。

）
」

と
あ

る
の

は
「
特

定
任

命
（

警
察

法
（

昭
和
2
9
年

法
律

第
1
6
2
号

）
第

5
6
条

の
４

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
任

命
を

い
う

。
）

に
よ

り
職

員
と

な
っ

た
後

に
退
職

し
た

者
」

と
、

「
給

料
月
額

の
減

額
改

定
（

給
料

月
額
の

改
定

を

す
る

条
例

が
制
定

さ
れ

た
場

合
に

お
い

て
、
当

該
条

例
に

よ
る

改
定

に
よ
り

当
該

改

定
前

に
受

け
て
い

た
給

料
月

額
が

減
額

さ
れ
る

こ
と

を
い

う
。

」
と

あ
る
の

は
「

俸

給
月

額
の

減
額

改
定

（
国

家
公

務
員

退
職

手
当

法
（

昭
和

2
8
年

法
律

第
1
8
2
号

）
第

５
条

の
２

に
規
定

さ
れ

て
い

る
俸

給
月

額
の
減

額
改

定
を

い
う

。
」

と
、
「

給
料

月

額
が

減
額

さ
れ
た

こ
と

が
あ

る
場

合
」

と
あ
る

の
は

「
俸

給
月

額
が

減
額
さ

れ
た

こ

と
が

あ
る

場
合
（

特
定

任
命

を
受

け
た

こ
と
に

よ
り

、
特

定
任

命
前

の
俸
給

月
額

よ

り
も

低
い

給
料
月

額
を

支
給

さ
れ

る
こ

と
と
な

っ
た

場
合

を
含

む
。

）
」
と

、
「

給

料
月

額
の

う
ち
」

と
あ

る
の

は
「

俸
給

月
額
の

う
ち

」
と

、
同

項
並

び
に
前

条
の

表

第
５

条
の

２
第
１

項
第

１
号

の
項

及
び

第
５
条

の
２

第
１

項
第

２
号

イ
の
項

中
「

特

定
減

額
前

給
料
月

額
」

と
あ

る
の

は
「

特
定
減

額
前

俸
給

月
額

」
と

読
み
替

え
る

も

の
と

す
る
。

 

 第
５

条
の

７
 

第
５

条
の

２
第

１
項

（
第
５

条
の

３
の

２
に

お
い

て
読
み

替
え

て
準

用

す
る

場
合

を
含
む

。
以

下
こ

の
条

に
お

い
て
同

じ
。

）
の

規
定

に
よ

り
計
算

し
た

退

第
５

条
の

３
 

第
４

条
第

１
項

第
４

号
及
び

第
５

条
第

１
項

（
第

１
号
を

除
く

。
）

に

規
定

す
る

者
の
う

ち
、

定
年

条
例

第
２

条
に
定

め
る

定
年

退
職

日
の

１
年
前

の
日

ま

で
に

退
職

し
た
者

で
あ

っ
て

、
そ

の
勤

続
期
間

が
2
0
年

以
上

で
あ

り
、

か
つ

、
そ

の

年
齢

が
退

職
の
日

に
お

い
て

定
め

ら
れ

て
い
る

そ
の

者
に

係
る

定
年

か
ら
1
5
年

を
減

じ
た

年
齢

以
上
で

あ
る

も
の

に
対

す
る

第
４
条

第
１

項
、

第
５

条
第

１
項
及

び
前

条

第
１

項
の

規
定
の

適
用

に
つ

い
て

は
、

次
の
表

の
左

欄
に

掲
げ

る
規

定
中
同

表
の

中

欄
に

掲
げ

る
字
句

は
、

そ
れ

ぞ
れ

同
表

の
右
欄

に
掲

げ
る

字
句

に
読

み
替
え

る
も

の

と
す

る
。

 

略
 

                       第
５

条
の

７
 

第
５

条
の

２
第

１
項

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
の

規
定

に
よ

り
計
算

し
た

退

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

職
手

当
の

基
本
額

が
次

の
各

号
に

掲
げ

る
同
項

第
２

号
イ

に
掲

げ
る

割
合
の

区
分

に

応
じ

当
該

各
号
に

定
め

る
額

を
超

え
る

と
き
は

、
同

項
の

規
定

に
か

か
わ
ら

ず
、

当

該
各

号
に
定

め
る
額

を
そ
の

者
の

退
職
手

当
の
基

本
額
と

す
る

。
 

 
(
1
)
?
6
0
以

上
？

特
定

減
額

前
給

料
月

額
（

第
５

条
の

３
の

２
に

お
い

て
読
み

替
え

て

準
用

す
る

場
合
に

あ
っ

て
は

、
特

定
減

額
前
俸

給
月

額
（

同
条

の
規

定
に
よ

り
読

み
替

え
ら

れ
た
第

５
条

の
２

に
規

定
す

る
特
定

減
額

前
俸

給
月

額
を

い
う
。

）
。

次
号

に
お
い

て
同
じ

。
）
に

6
0
を

乗
じ

て
得
た

額
 

(
2
)
?
略

 

 第
５

条
の

８
 

第
５

条
の

３
に

規
定

す
る
者

に
対

す
る

前
２

条
の

規
定
の

適
用

に
つ

い

て
は

、
次

の
表
の

左
欄

に
掲

げ
る

規
定

中
同
表

の
中

欄
に

掲
げ

る
字

句
は
、

そ
れ

ぞ

れ
同

表
の
右

欄
に
掲

げ
る
字

句
に

読
み
替

え
る
も

の
と
す

る
。

 

読
み

替
え
る

規
定

 
読
み

替
え
ら

れ
る
字

句
 

読
み

替
え
る

字
句

 

略
 

 
 

第
５

条
の
７

 
第
５

条
の
２

第
１
項

（
 

第
５

条
の

３
の

規
定

に
よ

り
読

み

替
え

て
適

用
す

る
第

５
条

の
２

第

１
項

（
 

 
略

 
 

 
同
項

の
 

第
５

条
の

３
の

規
定

に
よ

り
読

み

替
え

て
適
用

す
る
同

項
の

 

第
５

条
の

７
第

１

号
 

特
定

減
額

前
給

料
月

額

（
第

５
条

の
３

の
２

に

お
い

て
読

み
替

え
て

準

用
す

る
場

合
に

あ
っ

て

は
、

特
定

減
額

前
俸

給

月
額

（
同

条
の

規
定

に

よ
り

読
み

替
え

ら
れ

た

第
５

条
の

２
に

規
定

す

る
特

定
減

額
前

俸
給

月

額
を

い
う

。
）

。
次

号

に
お

い
て
同

じ
。
）

 

特
定

減
額

前
給

料
月

額
（

第
５

条

の
３

の
２

に
お

い
て

読
み

替
え

て

準
用

す
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、

特

定
減

額
前

俸
給

月
額

（
同

条
の

規

定
に

よ
り

読
み

替
え

ら
れ

た
第

５

条
の

２
に

規
定

す
る

特
定

減
額

前

俸
給

月
額

を
い

う
。

）
。

以
下

こ

の
号

及
び

次
号

に
お

い
て

同

じ
。

）
及

び
特

定
減

額
前

給
料

月

額
に

退
職

の
日

に
お

い
て

定
め

ら

れ
て

い
る

そ
の

者
に

係
る

定
年

と

退
職

の
日

に
お

け
る

そ
の

者
の

年

職
手

当
の

基
本
額

が
次

の
各

号
に

掲
げ

る
同
項

第
２

号
イ

に
掲

げ
る

割
合
の

区
分

に

応
じ

当
該

各
号
に

定
め

る
額

を
超

え
る

と
き
は

、
同

項
の

規
定

に
か

か
わ
ら

ず
、

当

該
各

号
に
定

め
る
額

を
そ
の

者
の

退
職
手

当
の
基

本
額
と

す
る

。
 

 
(
1
)
?
6
0
以

上
？

特
定

減
額

前
給

料
月

額
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
に

6
0
を

乗
じ

て
得
た

額
 

(
2
)
?
略

 

 第
５

条
の

８
 

第
５

条
の

３
に

規
定

す
る
者

に
対

す
る

前
２

条
の

規
定
の

適
用

に
つ

い

て
は

、
次

の
表
の

左
欄

に
掲

げ
る

規
定

中
同
表

の
中

欄
に

掲
げ

る
字

句
は
、

そ
れ

ぞ

れ
同

表
の
右

欄
に
掲

げ
る
字

句
に

読
み
替

え
る
も

の
と
す

る
。

 

読
み

替
え
る

規
定

 
読
み

替
え
ら

れ
る
字

句
 

読
み

替
え
る

字
句

 

略
 

 
 

第
５

条
の
７

 
第
５

条
の
２

第
１
項

の
 

第
５

条
の

３
の

規
定

に
よ

り
読

み

替
え

て
適

用
す

る
第

５
条

の
２

第

１
項

の
 

 
略

 
 

 
同
項

の
 

同
条

あ
あ

あ
の

規
定

に
よ

り
読

み

替
え

て
適
用

す
る
同

項
の

 

第
５

条
の

７
第

１

号
 

特
定

減
額

前
給

料
月

額

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

 

特
定

減
額

前
給

料
月

額
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
及

び
特

定
減

額
前

給
料

月

額
に

退
職

の
日

に
お

い
て

定
め

ら

れ
て

い
る

そ
の

者
に

係
る

定
年

と

退
職

の
日

に
お

け
る

そ
の

者
の

年
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職
手

当
の

基
本
額

が
次

の
各

号
に

掲
げ

る
同
項

第
２

号
イ

に
掲

げ
る

割
合
の

区
分

に

応
じ

当
該

各
号
に

定
め

る
額

を
超

え
る

と
き
は

、
同

項
の

規
定

に
か

か
わ
ら

ず
、

当

該
各

号
に
定

め
る
額

を
そ
の

者
の

退
職
手

当
の
基

本
額
と

す
る

。
 

 
(
1
)
?
6
0
以

上
？

特
定

減
額

前
給

料
月

額
（

第
５

条
の

３
の

２
に

お
い

て
読
み

替
え

て

準
用

す
る

場
合
に

あ
っ

て
は

、
特

定
減

額
前
俸

給
月

額
（

同
条

の
規

定
に
よ

り
読

み
替

え
ら

れ
た
第

５
条

の
２

に
規

定
す

る
特
定

減
額

前
俸

給
月

額
を

い
う
。

）
。

次
号

に
お
い

て
同
じ

。
）
に

6
0
を

乗
じ

て
得
た

額
 

(
2
)
?
略

 

 第
５

条
の

８
 

第
５

条
の

３
に

規
定

す
る
者

に
対

す
る

前
２

条
の

規
定
の

適
用

に
つ

い

て
は

、
次

の
表
の

左
欄

に
掲

げ
る

規
定

中
同
表

の
中

欄
に

掲
げ

る
字

句
は
、

そ
れ

ぞ

れ
同

表
の
右

欄
に
掲

げ
る
字

句
に

読
み
替

え
る
も

の
と
す

る
。

 

読
み

替
え
る

規
定

 
読
み

替
え
ら

れ
る
字

句
 

読
み

替
え
る

字
句

 

略
 

 
 

第
５

条
の
７

 
第
５

条
の
２

第
１
項

（
 

第
５

条
の

３
の

規
定

に
よ

り
読

み

替
え

て
適

用
す

る
第

５
条

の
２

第

１
項

（
 

 
略

 
 

 
同
項

の
 

第
５

条
の

３
の

規
定

に
よ

り
読

み

替
え

て
適
用

す
る
同

項
の

 

第
５

条
の

７
第

１

号
 

特
定

減
額

前
給

料
月

額

（
第

５
条

の
３

の
２

に

お
い

て
読

み
替

え
て

準

用
す

る
場

合
に

あ
っ

て

は
、

特
定

減
額

前
俸

給

月
額

（
同

条
の

規
定

に

よ
り

読
み

替
え

ら
れ

た

第
５

条
の

２
に

規
定

す

る
特

定
減

額
前

俸
給

月

額
を

い
う

。
）

。
次

号

に
お

い
て
同

じ
。
）

 

特
定

減
額

前
給

料
月

額
（

第
５

条

の
３

の
２

に
お

い
て

読
み

替
え

て

準
用

す
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、

特

定
減

額
前

俸
給

月
額

（
同

条
の

規

定
に

よ
り

読
み

替
え

ら
れ

た
第

５

条
の

２
に

規
定

す
る

特
定

減
額

前

俸
給

月
額

を
い

う
。

）
。

以
下

こ

の
号

及
び

次
号

に
お

い
て

同

じ
。

）
及

び
特

定
減

額
前

給
料

月

額
に

退
職

の
日

に
お

い
て

定
め

ら

れ
て

い
る

そ
の

者
に

係
る

定
年

と

退
職

の
日

に
お

け
る

そ
の

者
の

年

職
手

当
の

基
本
額

が
次

の
各

号
に

掲
げ

る
同
項

第
２

号
イ

に
掲

げ
る

割
合
の

区
分

に

応
じ

当
該

各
号
に

定
め

る
額

を
超

え
る

と
き
は

、
同

項
の

規
定

に
か

か
わ
ら

ず
、

当

該
各

号
に
定

め
る
額

を
そ
の

者
の

退
職
手

当
の
基

本
額
と

す
る

。
 

 
(
1
)
?
6
0
以

上
？

特
定

減
額

前
給

料
月

額
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
に

6
0
を

乗
じ

て
得
た

額
 

(
2
)
?
略

 

 第
５

条
の

８
 

第
５

条
の

３
に

規
定

す
る
者

に
対

す
る

前
２

条
の

規
定
の

適
用

に
つ

い

て
は

、
次

の
表
の

左
欄

に
掲

げ
る

規
定

中
同
表

の
中

欄
に

掲
げ

る
字

句
は
、

そ
れ

ぞ

れ
同

表
の
右

欄
に
掲

げ
る
字

句
に

読
み
替

え
る
も

の
と
す

る
。

 

読
み

替
え
る

規
定

 
読
み

替
え
ら

れ
る
字

句
 

読
み

替
え
る

字
句

 

略
 

 
 

第
５

条
の
７

 
第
５

条
の
２

第
１
項

の
 

第
５

条
の

３
の

規
定

に
よ

り
読

み

替
え

て
適

用
す

る
第

５
条

の
２

第

１
項

の
 

 
略

 
 

 
同
項

の
 

同
条

あ
あ

あ
の

規
定

に
よ

り
読

み

替
え

て
適
用

す
る
同

項
の

 

第
５

条
の

７
第

１

号
 

特
定

減
額

前
給

料
月

額

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

 

特
定

減
額

前
給

料
月

額
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
及

び
特

定
減

額
前

給
料

月

額
に

退
職

の
日

に
お

い
て

定
め

ら

れ
て

い
る

そ
の

者
に

係
る

定
年

と

退
職

の
日

に
お

け
る

そ
の

者
の

年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

齢
と

の
差

に
相

当
す

る
年

数
１

年

に
つ

き
1
0
0
分

の
３

（
退

職
の

日
に

お
い

て
定

め
ら

れ
て

い
る

そ
の

者

に
係

る
定

年
と

退
職

の
日

に
お

け

る
そ

の
者

の
年

齢
と

の
差

に
相

当

す
る

年
数

が
１

年
で

あ
る

職
員

に

あ
っ

て
は

、
1
0
0
分

の
２

）
を

乗
じ

て
得

た
額
の

合
計
額

 

略
 

 
 

 

（
退

職
手
当

の
調
整

額
）

 

第
５

条
の

９
 

退
職

し
た

者
に

対
す

る
退
職

手
当

の
調

整
額

は
、

そ
の
者

の
基

礎
在

職

期
間

（
第

５
条
の

２
第

２
項

に
規

定
す

る
基
礎

在
職

期
間

を
い

う
。

以
下
同

じ
。

）

の
初

日
の

属
す
る

月
か

ら
そ

の
者

の
基

礎
在
職

期
間

の
末

日
の

属
す

る
月
ま

で
の

各

月
（

地
方

公
務
員

法
第

2
7
条

及
び

第
2
8
条

の
規

定
に

よ
る

休
職

（
公

務
上
の

傷
病

に

よ
る

休
職

、
通

勤
に

よ
る

傷
病

に
よ

る
休

職
及

び
職

員
を

地
方

住
宅

供
給

公
社

法

（
昭

和
4
0
年

法
律

第
1
2
4
号

）
に

規
定

す
る

地
方

住
宅

供
給

公
社

、
地

方
道

路
公

社

法
（

昭
和
4
5
年
法

律
第

8
2
号

）
に

規
定

す
る
地

方
道

路
公

社
若

し
く

は
公
有

地
の

拡

大
の

推
進

に
関
す

る
法

律
（

昭
和
4
7
年

法
律
第

6
6
号

）
に

規
定

す
る

土
地
開

発
公

社

（
以

下
「

地
方
公

社
」

と
い

う
。

）
又

は
国
家

公
務

員
退

職
手

当
法

施
行
令

（
昭

和

2
8
年

政
令

第
2
1
5
号

。
以

下
「

施
行

令
」

と
い

う
。

）
第

６
条

に
規

定
す

る
法

人

（
退

職
手

当
（
こ

れ
に

相
当

す
る

給
与

を
含
む

。
）

に
関

す
る

規
程

に
お
い

て
、

職

員
が

地
方

公
社
又

は
そ

の
法

人
の

業
務

に
従
事

す
る

た
め

に
休

職
さ

れ
、
引

き
続

い

て
地

方
公

社
又
は

そ
の

法
人

に
使

用
さ

れ
る
者

と
な

っ
た

場
合

に
お

け
る
そ

の
者

の

在
職

期
間

の
計
算

に
つ

い
て

は
、

地
方

公
社
又

は
そ

の
法

人
に

使
用

さ
れ
る

者
と

し

て
の

在
職

期
間
は

な
か

っ
た

も
の

と
す

る
こ
と

と
定

め
て

い
る

も
の

に
限
る

。
以

下

「
休

職
指

定
法

人
」

と
い

う
。

）
の

業
務

に
従

事
さ

せ
る

た
め

の
休

職
を

除

く
。

）
、

地
方
公

務
員

法
第
2
9
条
の

規
定

に
よ

る
停

職
、

教
育

公
務

員
特

例
法

（
昭

和
2
4
年

法
律

第
１

号
）

第
2
6
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
大

学
院

修
学

休
業
そ

の
他

こ

れ
ら

に
準

ず
る
事

由
に

よ
り

現
実

に
職

務
に
従

事
す

る
こ

と
を

要
し

な
い
期

間
の

あ

る
月

（
現

実
に
職

務
に

従
事

す
る

こ
と

を
要
す

る
日

の
あ

っ
た

月
を

除
く
。

第
９

条

第
４

項
に

お
い
て

「
休

職
月

等
」

と
い

う
。
）

の
う

ち
人

事
委

員
会

規
則
で

定
め

る

も
の

を
除

く
。
）

ご
と

に
当

該
各

月
に

そ
の
者

が
属

し
て

い
た

次
の

各
号
に

掲
げ

る

齢
と

の
差

に
相

当
す

る
年

数
１

年

に
つ

き
1
0
0
分

の
３

（
退

職
の

日
に

お
い

て
定

め
ら

れ
て

い
る

そ
の

者

に
係

る
定

年
と

退
職

の
日

に
お

け

る
そ

の
者

の
年

齢
と

の
差

に
相

当

す
る

年
数

が
１

年
で

あ
る

職
員

に

あ
っ

て
は

、
1
0
0
分

の
２

）
を

乗
じ

て
得

た
額
の

合
計
額

 

略
 

 
 

 

（
退

職
手
当

の
調
整

額
）

 

第
５

条
の

９
 

退
職

し
た

者
に

対
す

る
退
職

手
当

の
調

整
額

は
、

そ
の
者

の
基

礎
在

職

期
間

（
第

５
条
の

２
第

２
項

に
規

定
す

る
基
礎

在
職

期
間

を
い

う
。

以
下
同

じ
。

）

の
初

日
の

属
す
る

月
か

ら
そ

の
者

の
基

礎
在
職

期
間

の
末

日
の

属
す

る
月
ま

で
の

各

月
（

地
方

公
務
員

法
第

2
7
条

及
び

第
2
8
条

の
規

定
に

よ
る

休
職

（
公

務
上
の

傷
病

に

よ
る

休
職

、
通

勤
に

よ
る

傷
病

に
よ

る
休

職
及

び
職

員
を

地
方

住
宅

供
給

公
社

法

（
昭

和
4
0
年

法
律

第
1
2
4
号

）
に

規
定

す
る

地
方

住
宅

供
給

公
社

、
地

方
道

路
公

社

法
（

昭
和
4
5
年
法

律
第

8
2
号

）
に

規
定

す
る
地

方
道

路
公

社
若

し
く

は
公
有

地
の

拡

大
の

推
進

に
関
す

る
法

律
（

昭
和
4
7
年

法
律
第

6
6
号

）
に

規
定

す
る

土
地
開

発
公

社

（
以

下
「

地
方
公

社
」

と
い

う
。

）
又

は
国
家

公
務

員
退

職
手

当
法

施
行
令

（
昭

和

2
8
年

政
令

第
2
1
5
号

。
以

下
「

施
行

令
」

と
い

う
。

）
第

６
条

に
規

定
す

る
法

人

（
退

職
手

当
（
こ

れ
に

相
当

す
る

給
与

を
含
む

。
）

に
関

す
る

規
程

に
お
い

て
、

職

員
が

地
方

公
社
又

は
そ

の
法

人
の

業
務

に
従
事

す
る

た
め

に
休

職
さ

れ
、
引

き
続

い

て
地

方
公

社
又
は

そ
の

法
人

に
使

用
さ

れ
る
者

と
な

っ
た

場
合

に
お

け
る
そ

の
者

の

在
職

期
間

の
計
算

に
つ

い
て

は
、

地
方

公
社
又

は
そ

の
法

人
に

使
用

さ
れ
る

者
と

し

て
の

在
職

期
間
は

な
か

っ
た

も
の

と
す

る
こ
と

と
定

め
て

い
る

も
の

に
限
る

。
以

下

「
休

職
指

定
法

人
」

と
い

う
。

）
の

業
務

に
従

事
さ

せ
る

た
め

の
休

職
を

除

く
。

）
、

地
方
公

務
員

法
第
2
9
条
の

規
定

に
よ

る
停

職
、

教
育

公
務

員
特

例
法

（
昭

和
2
4
年

法
律

第
１

号
）

第
2
6
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
大

学
院

修
学

休
業
そ

の
他

こ

れ
ら

に
準

ず
る
事

由
に

よ
り

現
実

に
職

務
に
従

事
す

る
こ

と
を

要
し

な
い
期

間
の

あ

る
月

（
現

実
に
職

務
に

従
事

す
る

こ
と

を
要
す

る
日

の
あ

っ
た

月
を

除
く
。

以
下

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

「
休

職
月

等
」

と
い

う
。
）

の
う

ち
人

事
委

員
会

規
則
で

定
め

る

も
の

を
除

く
。
）

ご
と

に
当

該
各

月
に

そ
の
者

が
属

し
て

い
た

次
の

各
号
に

掲
げ

る
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齢
と

の
差

に
相

当
す

る
年

数
１

年

に
つ

き
1
0
0
分

の
３

（
退

職
の

日
に

お
い

て
定

め
ら

れ
て

い
る

そ
の

者

に
係

る
定

年
と

退
職

の
日

に
お

け

る
そ

の
者

の
年

齢
と

の
差

に
相

当

す
る

年
数

が
１

年
で

あ
る

職
員

に

あ
っ

て
は

、
1
0
0
分

の
２

）
を

乗
じ

て
得

た
額
の

合
計
額

 

略
 

 
 

 

（
退

職
手
当

の
調
整

額
）

 

第
５

条
の

９
 

退
職

し
た

者
に

対
す

る
退
職

手
当

の
調

整
額

は
、

そ
の
者

の
基

礎
在

職

期
間

（
第

５
条
の

２
第

２
項

に
規

定
す

る
基
礎

在
職

期
間

を
い

う
。

以
下
同

じ
。

）

の
初

日
の

属
す
る

月
か

ら
そ

の
者

の
基

礎
在
職

期
間

の
末

日
の

属
す

る
月
ま

で
の

各

月
（

地
方

公
務
員

法
第

2
7
条

及
び

第
2
8
条

の
規

定
に

よ
る

休
職

（
公

務
上
の

傷
病

に

よ
る

休
職

、
通

勤
に

よ
る

傷
病

に
よ

る
休

職
及

び
職

員
を

地
方

住
宅

供
給

公
社

法

（
昭

和
4
0
年

法
律

第
1
2
4
号

）
に

規
定

す
る

地
方

住
宅

供
給

公
社

、
地

方
道

路
公

社

法
（

昭
和
4
5
年
法

律
第

8
2
号

）
に

規
定

す
る
地

方
道

路
公

社
若

し
く

は
公
有

地
の

拡

大
の

推
進

に
関
す

る
法

律
（

昭
和
4
7
年

法
律
第

6
6
号

）
に

規
定

す
る

土
地
開

発
公

社

（
以

下
「

地
方
公

社
」

と
い

う
。

）
又

は
国
家

公
務

員
退

職
手

当
法

施
行
令

（
昭

和

2
8
年

政
令

第
2
1
5
号

。
以

下
「

施
行

令
」

と
い

う
。

）
第

６
条

に
規

定
す

る
法

人

（
退

職
手

当
（
こ

れ
に

相
当

す
る

給
与

を
含
む

。
）

に
関

す
る

規
程

に
お
い

て
、

職

員
が

地
方

公
社
又

は
そ

の
法

人
の

業
務

に
従
事

す
る

た
め

に
休

職
さ

れ
、
引

き
続

い

て
地

方
公

社
又
は

そ
の

法
人

に
使

用
さ

れ
る
者

と
な

っ
た

場
合

に
お

け
る
そ

の
者

の

在
職

期
間

の
計
算

に
つ

い
て

は
、

地
方

公
社
又

は
そ

の
法

人
に

使
用

さ
れ
る

者
と

し

て
の

在
職

期
間
は

な
か

っ
た

も
の

と
す

る
こ
と

と
定

め
て

い
る

も
の

に
限
る

。
以

下

「
休

職
指

定
法

人
」

と
い

う
。

）
の

業
務

に
従

事
さ

せ
る

た
め

の
休

職
を

除

く
。

）
、

地
方
公

務
員

法
第
2
9
条
の

規
定

に
よ

る
停

職
、

教
育

公
務

員
特

例
法

（
昭

和
2
4
年

法
律

第
１

号
）

第
2
6
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
大

学
院

修
学

休
業
そ

の
他

こ

れ
ら

に
準

ず
る
事

由
に

よ
り

現
実

に
職

務
に
従

事
す

る
こ

と
を

要
し

な
い
期

間
の

あ

る
月

（
現

実
に
職

務
に

従
事

す
る

こ
と

を
要
す

る
日

の
あ

っ
た

月
を

除
く
。

第
９

条

第
４

項
に

お
い
て

「
休

職
月

等
」

と
い

う
。
）

の
う

ち
人

事
委

員
会

規
則
で

定
め

る

も
の

を
除

く
。
）

ご
と

に
当

該
各

月
に

そ
の
者

が
属

し
て

い
た

次
の

各
号
に

掲
げ

る

齢
と

の
差

に
相

当
す

る
年

数
１

年

に
つ

き
1
0
0
分

の
３

（
退

職
の

日
に

お
い

て
定

め
ら

れ
て

い
る

そ
の

者

に
係

る
定

年
と

退
職

の
日

に
お

け

る
そ

の
者

の
年

齢
と

の
差

に
相

当

す
る

年
数

が
１

年
で

あ
る

職
員

に

あ
っ

て
は

、
1
0
0
分

の
２

）
を

乗
じ

て
得

た
額
の

合
計
額

 

略
 

 
 

 

（
退

職
手
当

の
調
整

額
）

 

第
５

条
の

９
 

退
職

し
た

者
に

対
す

る
退
職

手
当

の
調

整
額

は
、

そ
の
者

の
基

礎
在

職

期
間

（
第

５
条
の

２
第

２
項

に
規

定
す

る
基
礎

在
職

期
間

を
い

う
。

以
下
同

じ
。

）

の
初

日
の

属
す
る

月
か

ら
そ

の
者

の
基

礎
在
職

期
間

の
末

日
の

属
す

る
月
ま

で
の

各

月
（

地
方

公
務
員

法
第

2
7
条

及
び

第
2
8
条

の
規

定
に

よ
る

休
職

（
公

務
上
の

傷
病

に

よ
る

休
職

、
通

勤
に

よ
る

傷
病

に
よ

る
休

職
及

び
職

員
を

地
方

住
宅

供
給

公
社

法

（
昭

和
4
0
年

法
律

第
1
2
4
号

）
に

規
定

す
る

地
方

住
宅

供
給

公
社

、
地

方
道

路
公

社

法
（

昭
和
4
5
年
法

律
第

8
2
号

）
に

規
定

す
る
地

方
道

路
公

社
若

し
く

は
公
有

地
の

拡

大
の

推
進

に
関
す

る
法

律
（

昭
和
4
7
年

法
律
第

6
6
号

）
に

規
定

す
る

土
地
開

発
公

社

（
以

下
「

地
方
公

社
」

と
い

う
。

）
又

は
国
家

公
務

員
退

職
手

当
法

施
行
令

（
昭

和

2
8
年

政
令

第
2
1
5
号

。
以

下
「

施
行

令
」

と
い

う
。

）
第

６
条

に
規

定
す

る
法

人

（
退

職
手

当
（
こ

れ
に

相
当

す
る

給
与

を
含
む

。
）

に
関

す
る

規
程

に
お
い

て
、

職

員
が

地
方

公
社
又

は
そ

の
法

人
の

業
務

に
従
事

す
る

た
め

に
休

職
さ

れ
、
引

き
続

い

て
地

方
公

社
又
は

そ
の

法
人

に
使

用
さ

れ
る
者

と
な

っ
た

場
合

に
お

け
る
そ

の
者

の

在
職

期
間

の
計
算

に
つ

い
て

は
、

地
方

公
社
又

は
そ

の
法

人
に

使
用

さ
れ
る

者
と

し

て
の

在
職

期
間
は

な
か

っ
た

も
の

と
す

る
こ
と

と
定

め
て

い
る

も
の

に
限
る

。
以

下

「
休

職
指

定
法

人
」

と
い

う
。

）
の

業
務

に
従

事
さ

せ
る

た
め

の
休

職
を

除

く
。

）
、

地
方
公

務
員

法
第
2
9
条
の

規
定

に
よ

る
停

職
、

教
育

公
務

員
特

例
法

（
昭

和
2
4
年

法
律

第
１

号
）

第
2
6
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
大

学
院

修
学

休
業
そ

の
他

こ

れ
ら

に
準

ず
る
事

由
に

よ
り

現
実

に
職

務
に
従

事
す

る
こ

と
を

要
し

な
い
期

間
の

あ

る
月

（
現

実
に
職

務
に

従
事

す
る

こ
と

を
要
す

る
日

の
あ

っ
た

月
を

除
く
。

以
下

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

「
休

職
月

等
」

と
い

う
。
）

の
う

ち
人

事
委

員
会

規
則
で

定
め

る

も
の

を
除

く
。
）

ご
と

に
当

該
各

月
に

そ
の
者

が
属

し
て

い
た

次
の

各
号
に

掲
げ

る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

職
員

の
区

分
に
応

じ
て

当
該

各
号

に
定

め
る
額

（
以

下
こ

の
項

及
び

第
５
項

に
お

い

て
「

調
整

月
額
」

と
い

う
。

）
の

う
ち

そ
の
額

が
最

も
多

い
も

の
か

ら
順
次

そ
の

順

位
を

付
し

、
そ
の

第
１

順
位

か
ら

第
6
0
順

位
ま

で
の

調
整

月
額

（
当

該
各
月

の
月

数

が
6
0
月

に
満

た
な

い
場

合
に

は
、

当
該

各
月

の
調

整
月

額
）

を
合

計
し

た
額

と
す

る
。

 

 
(
1
)
～

(
8
)
？

略
 

２
～

５
 
略

 

 

（
一

般
の
退

職
手
当

の
額
に

係
る

特
例
）

 

第
５

条
の
1
0
 

第
５

条
第

１
項

に
規

定
す
る

者
で

次
の

各
号

に
掲

げ
る
者

に
該

当
す

る

も
の

に
対

す
る
退

職
手

当
の

額
が

退
職

の
日
に

お
け

る
そ

の
者

の
基

本
給
月

額
に

当

該
各

号
に

定
め
る

割
合

を
乗

じ
て

得
た

額
に
満

た
な

い
と

き
は

、
第

２
条
の

３
、

第

５
条

、
第

５
条
の

２
（

第
５

条
の

３
の

２
に
お

い
て

読
み

替
え

て
準

用
す
る

場
合

を

含
む

。
）

及
び
前

条
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず
、

そ
の

乗
じ

て
得

た
額

を
そ
の

者
の

退

職
手

当
の
額

と
す
る

。
 

(
1
)
～
(
4
)
？

略
 

２
 

略
 

 

（
功

労
者
に

係
る
退

職
手
当

の
特

例
）

 

第
７

条
 

知
事

が
県

政
の

た
め

特
に

功
労
が

あ
っ

た
と

認
め

る
職

員
で
、

退
職

す
る

も

の
に

対
す

る
退
職

手
当

の
額

は
、

第
３

条
か
ら

第
５

条
の

３
の

２
ま

で
及
び

第
５

条

の
６

か
ら

第
５
条

の
1
0
ま

で
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
第

５
条

か
ら

第
５
条

の
３

の

２
ま

で
の

規
定
に

準
じ

て
算

定
し

た
額

に
第
５

条
の

９
に

準
じ

て
算

定
し
た

額
を

加

算
し

た
額
の

範
囲
内

で
知
事

の
定

め
る
額

と
す
る

こ
と
が

で
き

る
。

 

２
 

略
 

 

（
定

年
前
に

退
職
す

る
意
思

を
有

す
る
職

員
の
募

集
等
）

 

第
1
0
条

の
２

 
任

命
権

者
は

、
定

年
前

に
退

職
す

る
意

思
を

有
す

る
職

員
の

募
集

で
 

あ
っ

て
、
次

に
掲
げ

る
も
の

を
行

う
こ
と

が
で
き

る
。

 

(
1
)
?
職
員

の
年

齢
別

構
成

の
適

正
化

を
図

る
こ
と

を
目

的
と

し
、

定
年

か
ら
2
0
年

を

減
じ

た
年
齢

以
上
の

年
齢
で

あ
る

職
員
を

対
象
と

し
て
行

う
募

集
 

(
2
)
?
略

 

２
～

1
7
 
略

 

 

職
員

の
区

分
に
応

じ
て

当
該

各
号

に
定

め
る
額

（
以

下
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
「

調
整

月
額
」

と
い

う
。

）
の

う
ち

そ
の
額

が
最

も
多

い
も

の
か

ら
順
次

そ
の

順

位
を

付
し

、
そ
の

第
１

順
位

か
ら

第
6
0
順

位
ま

で
の

調
整

月
額

（
当

該
各
月

の
月

数

が
6
0
月

に
満

た
な

い
場

合
に

は
、

当
該

各
月

の
調

整
月

額
）

を
合

計
し

た
額

と
す

る
。

 

 
(
1
)
～

(
8
)
？

略
 

２
～

５
 
略

 

 

（
一

般
の
退

職
手
当

の
額
に

係
る

特
例
）

 

第
５

条
の
1
0
 

第
５

条
第

１
項

に
規

定
す
る

者
で

次
の

各
号

に
掲

げ
る
者

に
該

当
す

る

も
の

に
対

す
る
退

職
手

当
の

額
が

退
職

の
日
に

お
け

る
そ

の
者

の
基

本
給
月

額
に

当

該
各

号
に

定
め
る

割
合

を
乗

じ
て

得
た

額
に
満

た
な

い
と

き
は

、
第

２
条
の

３
、

第

５
条

、
第

５
条
の

２
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

及
び
前

条
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず
、

そ
の

乗
じ

て
得

た
額

を
そ
の

者
の

退

職
手

当
の
額

と
す
る

。
 

(
1
)
～
(
4
)
？

略
 

２
 

略
 

 

（
功

労
者
に

係
る
退

職
手
当

の
特

例
）

 

第
７

条
 

知
事

が
県

政
の

た
め

特
に

功
労
が

あ
っ

た
と

認
め

る
職

員
で
、

退
職

す
る

も

の
に

対
す

る
退
職

手
当

の
額

は
、

第
３

条
か
ら

第
５

条
の

３
あ

あ
ま

で
及
び

第
５

条

の
６

か
ら

第
５
条

の
1
0
ま

で
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
第

５
条

か
ら

第
５
条

の
３

あ

あ
ま

で
の

規
定
に

準
じ

て
算

定
し

た
額

に
第
５

条
の

９
に

準
じ

て
算

定
し
た

額
を

加

算
し

た
額
の

範
囲
内

で
知
事

の
定

め
る
額

と
す
る

こ
と
が

で
き

る
。

 

２
 

略
 

 

（
定

年
前
に

退
職
す

る
意
思

を
有

す
る
職

員
の
募

集
等
）

 

第
1
0
条

の
２

 
任

命
権

者
は

、
定

年
前

に
退

職
す

る
意

思
を

有
す

る
職

員
の

募
集

で
 

あ
っ

て
、
次

に
掲
げ

る
も
の

を
行

う
こ
と

が
で
き

る
。

 

(
1
)
?
職
員

の
年

齢
別

構
成

の
適

正
化

を
図

る
こ
と

を
目

的
と

し
、

定
年

か
ら
1
5
年

を

減
じ

た
年
齢

以
上
の

年
齢
で

あ
る

職
員
を

対
象
と

し
て
行

う
募

集
 

(
2
)
?
略

 

２
～

1
7
 
略
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職
員

の
区

分
に
応

じ
て

当
該

各
号

に
定

め
る
額

（
以

下
こ

の
項

及
び

第
５
項

に
お

い

て
「

調
整

月
額
」

と
い

う
。

）
の

う
ち

そ
の
額

が
最

も
多

い
も

の
か

ら
順
次

そ
の

順

位
を

付
し

、
そ
の

第
１

順
位

か
ら

第
6
0
順

位
ま

で
の

調
整

月
額

（
当

該
各
月

の
月

数

が
6
0
月

に
満

た
な

い
場

合
に

は
、

当
該

各
月

の
調

整
月

額
）

を
合

計
し

た
額

と
す

る
。

 

 
(
1
)
～

(
8
)
？

略
 

２
～

５
 
略

 

 

（
一

般
の
退

職
手
当

の
額
に

係
る

特
例
）

 

第
５

条
の
1
0
 

第
５

条
第

１
項

に
規

定
す
る

者
で

次
の

各
号

に
掲

げ
る
者

に
該

当
す

る

も
の

に
対

す
る
退

職
手

当
の

額
が

退
職

の
日
に

お
け

る
そ

の
者

の
基

本
給
月

額
に

当

該
各

号
に

定
め
る

割
合

を
乗

じ
て

得
た

額
に
満

た
な

い
と

き
は

、
第

２
条
の

３
、

第

５
条

、
第

５
条
の

２
（

第
５

条
の

３
の

２
に
お

い
て

読
み

替
え

て
準

用
す
る

場
合

を

含
む

。
）

及
び
前

条
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず
、

そ
の

乗
じ

て
得

た
額

を
そ
の

者
の

退

職
手

当
の
額

と
す
る

。
 

(
1
)
～
(
4
)
？

略
 

２
 

略
 

 

（
功

労
者
に

係
る
退

職
手
当

の
特

例
）

 

第
７

条
 

知
事

が
県

政
の

た
め

特
に

功
労
が

あ
っ

た
と

認
め

る
職

員
で
、

退
職

す
る

も

の
に

対
す

る
退
職

手
当

の
額

は
、

第
３

条
か
ら

第
５

条
の

３
の

２
ま

で
及
び

第
５

条

の
６

か
ら

第
５
条

の
1
0
ま

で
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
第

５
条

か
ら

第
５
条

の
３

の

２
ま

で
の

規
定
に

準
じ

て
算

定
し

た
額

に
第
５

条
の

９
に

準
じ

て
算

定
し
た

額
を

加

算
し

た
額
の

範
囲
内

で
知
事

の
定

め
る
額

と
す
る

こ
と
が

で
き

る
。

 

２
 

略
 

 

（
定

年
前
に

退
職
す

る
意
思

を
有

す
る
職

員
の
募

集
等
）

 

第
1
0
条

の
２

 
任

命
権

者
は

、
定

年
前

に
退

職
す

る
意

思
を

有
す

る
職

員
の

募
集

で
 

あ
っ

て
、
次

に
掲
げ

る
も
の

を
行

う
こ
と

が
で
き

る
。

 

(
1
)
?
職
員

の
年

齢
別

構
成

の
適

正
化

を
図

る
こ
と

を
目

的
と

し
、

定
年

か
ら
2
0
年

を

減
じ

た
年
齢

以
上
の

年
齢
で

あ
る

職
員
を

対
象
と

し
て
行

う
募

集
 

(
2
)
?
略

 

２
～

1
7
 
略

 

 

職
員

の
区

分
に
応

じ
て

当
該

各
号

に
定

め
る
額

（
以

下
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
「

調
整

月
額
」

と
い

う
。

）
の

う
ち

そ
の
額

が
最

も
多

い
も

の
か

ら
順
次

そ
の

順

位
を

付
し

、
そ
の

第
１

順
位

か
ら

第
6
0
順

位
ま

で
の

調
整

月
額

（
当

該
各
月

の
月

数

が
6
0
月

に
満

た
な

い
場

合
に

は
、

当
該

各
月

の
調

整
月

額
）

を
合

計
し

た
額

と
す

る
。

 

 
(
1
)
～

(
8
)
？

略
 

２
～

５
 
略

 

 

（
一

般
の
退

職
手
当

の
額
に

係
る

特
例
）

 

第
５

条
の
1
0
 

第
５

条
第

１
項

に
規

定
す
る

者
で

次
の

各
号

に
掲

げ
る
者

に
該

当
す

る

も
の

に
対

す
る
退

職
手

当
の

額
が

退
職

の
日
に

お
け

る
そ

の
者

の
基

本
給
月

額
に

当

該
各

号
に

定
め
る

割
合

を
乗

じ
て

得
た

額
に
満

た
な

い
と

き
は

、
第

２
条
の

３
、

第

５
条

、
第

５
条
の

２
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

及
び
前

条
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず
、

そ
の

乗
じ

て
得

た
額

を
そ
の

者
の

退

職
手

当
の
額

と
す
る

。
 

(
1
)
～
(
4
)
？

略
 

２
 

略
 

 

（
功

労
者
に

係
る
退

職
手
当

の
特

例
）

 

第
７

条
 

知
事

が
県

政
の

た
め

特
に

功
労
が

あ
っ

た
と

認
め

る
職

員
で
、

退
職

す
る

も

の
に

対
す

る
退
職

手
当

の
額

は
、

第
３

条
か
ら

第
５

条
の

３
あ

あ
ま

で
及
び

第
５

条

の
６

か
ら

第
５
条

の
1
0
ま

で
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
第

５
条

か
ら

第
５
条

の
３

あ

あ
ま

で
の

規
定
に

準
じ

て
算

定
し

た
額

に
第
５

条
の

９
に

準
じ

て
算

定
し
た

額
を

加

算
し

た
額
の

範
囲
内

で
知
事

の
定

め
る
額

と
す
る

こ
と
が

で
き

る
。

 

２
 

略
 

 

（
定

年
前
に

退
職
す

る
意
思

を
有

す
る
職

員
の
募

集
等
）

 

第
1
0
条

の
２

 
任

命
権

者
は

、
定

年
前

に
退

職
す

る
意

思
を

有
す

る
職

員
の

募
集

で
 

あ
っ

て
、
次

に
掲
げ

る
も
の

を
行

う
こ
と

が
で
き

る
。

 

(
1
)
?
職
員

の
年

齢
別

構
成

の
適

正
化

を
図

る
こ
と

を
目

的
と

し
、

定
年

か
ら
1
5
年

を

減
じ

た
年
齢

以
上
の

年
齢
で

あ
る

職
員
を

対
象
と

し
て
行

う
募

集
 

(
2
)
?
略

 

２
～

1
7
 
略

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

（
失

業
者
の

退
職
手

当
）

 

第
1
2
条

 
略

 

２
・

３
 
略

 

４
 

第
１

項
及

び
前

項
の

規
定

に
よ

る
退
職

手
当

の
支

給
に

係
る

退
職
が

定
年

に
達

し

た
こ

と
そ

の
他
の

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め
る

理
由

に
よ

る
も

の
で

あ
る
職

員
が

あ

当
該

退
職

後
一
定

の
期

間
求

職
の

申
込

み
を
し

な
い

こ
と

を
希

望
す

る
場
合

に
お

い

て
、

人
事

委
員
会

規
則

で
定

め
る

と
こ

ろ
に
よ

り
、

知
事

に
そ

の
旨

を
申
し

出
た

と

き
は

、
第

１
項
中

「
当

該
各

号
に

定
め

る
期
間

」
と

あ
る

の
は

「
当

該
各
号

に
定

め

る
期

間
と

、
求
職

の
申

込
み

を
し

な
い

こ
と
を

希
望

す
る

一
定

の
期

間
（
１

年
を

限

度
と

す
る

。
）
に

相
当

す
る

期
間

を
合

算
し
た

期
間

（
当

該
求

職
の

申
込
み

を
し

な

い
こ

と
を

希
望
す

る
一

定
の

期
間

内
に

求
職
の

申
込

み
を

し
た

と
き

は
、
当

該
各

号

に
定

め
る

期
間
に

当
該

退
職

の
日

の
翌

日
か
ら

当
該

求
職

の
申

込
み

を
し
た

日
の

前

日
ま

で
の

期
間
に

相
当

す
る

期
間

を
加

算
し
た

期
間

）
」

と
、

「
当

該
期
間

内
」

と

あ
る

の
は

「
当

該
合

算
し

た
期

間
内

」
と

、
前

項
中

「
支

給
期

間
」

と
あ

る
の

は

「
次

項
に

お
い
て

読
み

替
え

ら
れ

た
第

１
項
に

規
定

す
る

支
給

期
間

」
と
し

、
当

該

退
職

の
日

後
に
事

業
（

そ
の

実
施

期
間

が
3
0
日

未
満

の
も

の
そ

の
他

人
事
委

員
会

規

則
で

定
め

る
も
の

を
除

く
。

）
を

開
始

し
た
職

員
そ

の
他

こ
れ

に
準

ず
る
も

の
と

し

て
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め
る

職
員

が
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ

り
、

知
事

に
そ
の

旨
を

申
し

出
た

と
き

は
、
当

該
事

業
の

実
施

期
間

（
当
該

実
施

期

間
の

日
数

が
４
年

か
ら

第
１

項
及

び
本

項
の
規

定
に

よ
り

算
定

さ
れ

る
期
間

の
日

数

を
除

い
た

日
数
を

超
え

る
場

合
に

お
け

る
当
該

超
え

る
日

数
を

除
く

。
）
は

、
第

１

項
及

び
本
項

の
規
定

に
よ
る

期
間

に
算
入

し
な
い

。
 

５
～

1
0
 
略

 
 

1
1
 

第
１

項
、

第
３

項
及

び
第

５
項

か
ら
前

項
ま

で
に

定
め

る
も

の
の
ほ

か
、

第
１

項

又
は

第
３

項
の
規

定
に

よ
る

退
職

手
当

の
支
給

を
受

け
る

こ
と

が
で

き
る
者

で
次

の

各
号

の
規

定
に
該

当
す

る
も

の
に

対
し

て
は
、

そ
れ

ぞ
れ

当
該

各
号

に
掲
げ

る
金

額

を
、

退
職

手
当

と
し

て
、

雇
用

保
険

法
の

規
定

に
よ

る
技

能
習

得
手

当
、

寄
宿

手

当
、

傷
病

手
当
、

就
業

促
進

手
当

、
移

転
費
又

は
求

職
活

動
支

援
費

の
支
給

の
条

件

に
従

い
支
給

す
る
。

 

(
1
)
～
(
4
)
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れ
た

場
合
等

の
退
職

手
当

の
支
給

制
限
）

 

第
1
6
条

 
退
職

を
し

た
者

に
対

し
ま

だ
当
該

退
職

に
係

る
一

般
の

退
職
手

当
等

の
額

が

支
払

わ
れ

て
い

な
い

場
合

に
お

い
て

、
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
と

き

は
、

当
該

退
職
に

係
る

退
職

手
当

管
理

機
関
は

、
当

該
退

職
を

し
た

者
（
第

１
号

又

は
第

２
号

に
該

当
す

る
場

合
に

お
い

て
、

当
該

退
職

を
し

た
者

が
死

亡
し

た
と

き

は
、

当
該

一
般
の

退
職

手
当

等
の

額
の

支
払
を

受
け

る
権

利
を

承
継

し
た
者

）
に

対

し
、

第
1
4
条

第
１

項
に

規
定

す
る

事
情

及
び
同

項
各

号
に

規
定

す
る

退
職
を

し
た

場

合
の

一
般

の
退
職

手
当

等
の

額
と

の
権

衡
を
勘

案
し

て
、

当
該

一
般

の
退
職

手
当

等

の
全

部
又
は

一
部
を

支
給
し

な
い

こ
と
と

す
る
処

分
を
行

う
こ

と
が
で

き
る
。

 

 
(
1
)
?
当

該
退

職
を

し
た

者
が

刑
事

事
件

（
当

該
退

職
後

に
起

訴
を

さ
れ

た
場

合
に

 

あ
っ

て
は

、
基
礎

在
職

期
間

中
の

行
為

に
係
る

刑
事

事
件

に
限

る
。

）
に
関

し
当

該
退

職
後
に

禁
錮
以

上
の
刑

に
処

せ
ら
れ

た
と
き

。
 

(
2
)
?
当
該

退
職

を
し

た
者

が
当

該
一

般
の

退
職
手

当
等

の
額

の
算

定
の

基
礎
と

な
る

職
員

と
し

て
の
引

き
続

い
た

在
職

期
間

中
の
行

為
に

関
し

地
方

公
務

員
法
第

2
9
条

第
３

項
の

規
定
に

よ
る

懲
戒

免
職

処
分

（
以
下

「
定

年
前

再
任

用
短

時
間
勤

務
職

員
に

対
す
る

免
職
処

分
」
と

い
う

。
）
を

受
け
た

と
き
。

 

(
3
)
?
当
該

退
職

手
当

管
理

機
関

が
、

当
該

退
職
を

し
た

者
（

定
年

前
再

任
用
短

時
間

勤
務

職
員

に
対
す

る
免

職
処

分
の

対
象

と
な
る

者
を

除
く

。
）

に
つ

い
て
、

当
該

退
職

後
に

当
該
一

般
の

退
職

手
当

等
の

額
の
算

定
の

基
礎

と
な

る
職

員
と
し

て
の

引
き

続
い

た
在
職

期
間

中
に

懲
戒

免
職

等
処
分

を
受

け
る

べ
き

行
為

を
し
た

と
認

め
た

と
き
。

 

２
～

６
 
略

 

 

（
退

職
を
し

た
者
の

退
職
手

当
の

返
納
）

 

第
1
7
条

 
退
職

を
し

た
者

に
対

し
当

該
退
職

に
係

る
一

般
の

退
職

手
当
等

の
額

が
支

払

わ
れ

た
後

に
お
い

て
、

次
の

各
号

の
い

ず
れ
か

に
該

当
す

る
と

き
は

、
当
該

退
職

に

係
る

退
職

手
当
管

理
機

関
は

、
当

該
退

職
を
し

た
者

に
対

し
、

第
1
4
条

第
１

項
に

規

定
す

る
事

情
の
ほ

か
、

当
該

退
職

を
し

た
者
の

生
計

の
状

況
を

勘
案

し
て
、

当
該

一

般
の

退
職

手
当
等

の
額

（
当

該
退

職
を

し
た
者

が
当

該
一

般
の

退
職

手
当
等

の
支

給

を
受

け
て

い
な
け

れ
ば

第
1
2
条

第
３

項
、

第
６

項
又

は
第

８
項

の
規

定
に
よ

る
退

職

居
所

を
変
更

す
る
者

？
同
条

第
２

項
に
規

定
す
る

移
転
費

の
額

に
相
当

す
る
金

額
 

 
(
6
)
?
略

 

1
2
～

1
7
 
略

 

 

（
退

職
後
禁

錮こ

以
上
の

刑
に
処

せ
ら

れ
た
場

合
等
の

退
職
手

当
の

支
給
制

限
）

 

第
1
6
条

 
退
職

を
し

た
者

に
対

し
ま

だ
当
該

退
職

に
係

る
一

般
の

退
職
手

当
等

の
額

が

支
払

わ
れ

て
い

な
い

場
合

に
お

い
て

、
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
と

き

は
、

当
該

退
職
に

係
る

退
職

手
当

管
理

機
関
は

、
当

該
退

職
を

し
た

者
（
第

１
号

又

は
第

２
号

に
該

当
す

る
場

合
に

お
い

て
、

当
該

退
職

を
し

た
者

が
死

亡
し

た
と

き

は
、

当
該

一
般
の

退
職

手
当

等
の

額
の

支
払
を

受
け

る
権

利
を

承
継

し
た
者

）
に

対

し
、

第
1
4
条

第
１

項
に

規
定

す
る

事
情

及
び
同

項
各

号
に

規
定

す
る

退
職
を

し
た

場

合
の

一
般

の
退
職

手
当

等
の

額
と

の
権

衡
を
勘

案
し

て
、

当
該

一
般

の
退
職

手
当

等

の
全

部
又
は

一
部
を

支
給
し

な
い

こ
と
と

す
る
処

分
を
行

う
こ

と
が
で

き
る
。

 

 
(
1
)
?
当

該
退

職
を

し
た

者
が

刑
事

事
件

（
当

該
退

職
後

に
起

訴
を

さ
れ

た
場

合
に

 

あ
っ

て
は

、
基
礎

在
職

期
間

中
の

行
為

に
係
る

刑
事

事
件

に
限

る
。

）
に
関

し
当

該
退

職
後
に

禁
錮こ

以
上

の
刑
に

処
せ

ら
れ
た

と
き
。

 

(
2
)
?
当
該

退
職

を
し

た
者

が
当

該
一

般
の

退
職
手

当
等

の
額

の
算

定
の

基
礎
と

な
る

職
員

と
し

て
の
引

き
続

い
た

在
職

期
間

中
の
行

為
に

関
し

地
方

公
務

員
法
第

2
9
条

第
３

項
の

規
定
に

よ
る

懲
戒

免
職

処
分

（
以
下

「
再

任
用

職
員

に
対

す
る
免

職
処

分
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
」
と

い
う

。
）
を

受
け
た

と
き
。

 

(
3
)
?
当
該

退
職

手
当

管
理

機
関

が
、

当
該

退
職
を

し
た

者
（

再
任

用
職

員
に
対

す
る

免
職

処
分

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
の

対
象

と
な
る

者
を

除
く

。
）

に
つ

い
て
、

当
該

退
職

後
に

当
該
一

般
の

退
職

手
当

等
の

額
の
算

定
の

基
礎

と
な

る
職

員
と
し

て
の

引
き

続
い

た
在
職

期
間

中
に

懲
戒

免
職

等
処
分

を
受

け
る

べ
き

行
為

を
し
た

と
認

め
た

と
き
。

 

２
～

６
 
略

 

 

（
退

職
を
し

た
者
の

退
職
手

当
の

返
納
）

 

第
1
7
条

 
退
職

を
し

た
者

に
対

し
当

該
退
職

に
係

る
一

般
の

退
職

手
当
等

の
額

が
支

払

わ
れ

た
後

に
お
い

て
、

次
の

各
号

の
い

ず
れ
か

に
該

当
す

る
と

き
は

、
当
該

退
職

に

係
る

退
職

手
当
管

理
機

関
は

、
当

該
退

職
を
し

た
者

に
対

し
、

第
1
4
条

第
１

項
に

規

定
す

る
事

情
の
ほ

か
、

当
該

退
職

を
し

た
者
の

生
計

の
状

況
を

勘
案

し
て
、

当
該

一

般
の

退
職

手
当
等

の
額

（
当

該
退

職
を

し
た
者

が
当

該
一

般
の

退
職

手
当
等

の
支

給

を
受

け
て

い
な
け

れ
ば

第
1
2
条

第
３

項
、

第
６

項
又

は
第

８
項

の
規

定
に
よ

る
退

職
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居
所

を
変
更

す
る
者

？
同
条

第
２

項
に
規

定
す
る

移
転
費

の
額

に
相
当

す
る
金

額
 

 
(
6
)
?
略

 

1
2
～

1
7
 
略

 

 

（
退

職
後
禁

錮
以
上

の
刑
に

処
せ

ら
れ
た

場
合
等

の
退
職

手
当

の
支
給

制
限
）

 

第
1
6
条

 
退
職

を
し

た
者

に
対

し
ま

だ
当
該

退
職

に
係

る
一

般
の

退
職
手

当
等

の
額

が

支
払

わ
れ

て
い

な
い

場
合

に
お

い
て

、
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
と

き

は
、

当
該

退
職
に

係
る

退
職

手
当

管
理

機
関
は

、
当

該
退

職
を

し
た

者
（
第

１
号

又

は
第

２
号

に
該

当
す

る
場

合
に

お
い

て
、

当
該

退
職

を
し

た
者

が
死

亡
し

た
と

き

は
、

当
該

一
般
の

退
職

手
当

等
の

額
の

支
払
を

受
け

る
権

利
を

承
継

し
た
者

）
に

対

し
、

第
1
4
条

第
１

項
に

規
定

す
る

事
情

及
び
同

項
各

号
に

規
定

す
る

退
職
を

し
た

場

合
の

一
般

の
退
職

手
当

等
の

額
と

の
権

衡
を
勘

案
し

て
、

当
該

一
般

の
退
職

手
当

等

の
全

部
又
は

一
部
を

支
給
し

な
い

こ
と
と

す
る
処

分
を
行

う
こ

と
が
で

き
る
。

 

 
(
1
)
?
当

該
退

職
を

し
た

者
が

刑
事

事
件

（
当

該
退

職
後

に
起

訴
を

さ
れ

た
場

合
に

 

あ
っ

て
は

、
基
礎

在
職

期
間

中
の

行
為

に
係
る

刑
事

事
件

に
限

る
。

）
に
関

し
当

該
退

職
後
に

禁
錮
以

上
の
刑

に
処

せ
ら
れ

た
と
き

。
 

(
2
)
?
当
該

退
職

を
し

た
者

が
当

該
一

般
の

退
職
手

当
等

の
額

の
算

定
の

基
礎
と

な
る

職
員

と
し

て
の
引

き
続

い
た

在
職

期
間

中
の
行

為
に

関
し

地
方

公
務

員
法
第

2
9
条

第
３

項
の

規
定
に

よ
る

懲
戒

免
職

処
分

（
以
下

「
定

年
前

再
任

用
短

時
間
勤

務
職

員
に

対
す
る

免
職
処

分
」
と

い
う

。
）
を

受
け
た

と
き
。

 

(
3
)
?
当
該

退
職

手
当

管
理

機
関

が
、

当
該

退
職
を

し
た

者
（

定
年

前
再

任
用
短

時
間

勤
務

職
員

に
対
す

る
免

職
処

分
の

対
象

と
な
る

者
を

除
く

。
）

に
つ

い
て
、

当
該

退
職

後
に

当
該
一

般
の

退
職

手
当

等
の

額
の
算

定
の

基
礎

と
な

る
職

員
と
し

て
の

引
き

続
い

た
在
職

期
間

中
に

懲
戒

免
職

等
処
分

を
受

け
る

べ
き

行
為

を
し
た

と
認

め
た

と
き
。

 

２
～

６
 
略

 

 

（
退

職
を
し

た
者
の

退
職
手

当
の

返
納
）

 

第
1
7
条

 
退
職

を
し

た
者

に
対

し
当

該
退
職

に
係

る
一

般
の

退
職

手
当
等

の
額

が
支

払

わ
れ

た
後

に
お
い

て
、

次
の

各
号

の
い

ず
れ
か

に
該

当
す

る
と

き
は

、
当
該

退
職

に

係
る

退
職

手
当
管

理
機

関
は

、
当

該
退

職
を
し

た
者

に
対

し
、

第
1
4
条

第
１

項
に

規

定
す

る
事

情
の
ほ

か
、

当
該

退
職

を
し

た
者
の

生
計

の
状

況
を

勘
案

し
て
、

当
該

一

般
の

退
職

手
当
等

の
額

（
当

該
退

職
を

し
た
者

が
当

該
一

般
の

退
職

手
当
等

の
支

給

を
受

け
て

い
な
け

れ
ば

第
1
2
条

第
３

項
、

第
６

項
又

は
第

８
項

の
規

定
に
よ

る
退

職

居
所

を
変
更

す
る
者

？
同
条

第
２

項
に
規

定
す
る

移
転
費

の
額

に
相
当

す
る
金

額
 

 
(
6
)
?
略

 

1
2
～

1
7
 
略

 

 

（
退

職
後
禁

錮こ

以
上
の

刑
に
処

せ
ら

れ
た
場

合
等
の

退
職
手

当
の

支
給
制

限
）

 

第
1
6
条

 
退
職

を
し

た
者

に
対

し
ま

だ
当
該

退
職

に
係

る
一

般
の

退
職
手

当
等

の
額

が

支
払

わ
れ

て
い

な
い

場
合

に
お

い
て

、
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
と

き

は
、

当
該

退
職
に

係
る

退
職

手
当

管
理

機
関
は

、
当

該
退

職
を

し
た

者
（
第

１
号

又

は
第

２
号

に
該

当
す

る
場

合
に

お
い

て
、

当
該

退
職

を
し

た
者

が
死

亡
し

た
と

き

は
、

当
該

一
般
の

退
職

手
当

等
の

額
の

支
払
を

受
け

る
権

利
を

承
継

し
た
者

）
に

対

し
、

第
1
4
条

第
１

項
に

規
定

す
る

事
情

及
び
同

項
各

号
に

規
定

す
る

退
職
を

し
た

場

合
の

一
般

の
退
職

手
当

等
の

額
と

の
権

衡
を
勘

案
し

て
、

当
該

一
般

の
退
職

手
当

等

の
全

部
又
は

一
部
を

支
給
し

な
い

こ
と
と

す
る
処

分
を
行

う
こ

と
が
で

き
る
。

 

 
(
1
)
?
当

該
退

職
を

し
た

者
が

刑
事

事
件

（
当

該
退

職
後

に
起

訴
を

さ
れ

た
場

合
に

 

あ
っ

て
は

、
基
礎

在
職

期
間

中
の

行
為

に
係
る

刑
事

事
件

に
限

る
。

）
に
関

し
当

該
退

職
後
に

禁
錮こ

以
上

の
刑
に

処
せ

ら
れ
た

と
き
。

 

(
2
)
?
当
該

退
職

を
し

た
者

が
当

該
一

般
の

退
職
手

当
等

の
額

の
算

定
の

基
礎
と

な
る

職
員

と
し

て
の
引

き
続

い
た

在
職

期
間

中
の
行

為
に

関
し

地
方

公
務

員
法
第

2
9
条

第
３

項
の

規
定
に

よ
る

懲
戒

免
職

処
分

（
以
下

「
再

任
用

職
員

に
対

す
る
免

職
処

分
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
」
と

い
う

。
）
を

受
け
た

と
き
。

 

(
3
)
?
当
該

退
職

手
当

管
理

機
関

が
、

当
該

退
職
を

し
た

者
（

再
任

用
職

員
に
対

す
る

免
職

処
分

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
の

対
象

と
な
る

者
を

除
く

。
）

に
つ

い
て
、

当
該

退
職

後
に

当
該
一

般
の

退
職

手
当

等
の

額
の
算

定
の

基
礎

と
な

る
職

員
と
し

て
の

引
き

続
い

た
在
職

期
間

中
に

懲
戒

免
職

等
処
分

を
受

け
る

べ
き

行
為

を
し
た

と
認

め
た

と
き
。

 

２
～

６
 
略

 

 

（
退

職
を
し

た
者
の

退
職
手

当
の

返
納
）

 

第
1
7
条

 
退
職

を
し

た
者

に
対

し
当

該
退
職

に
係

る
一

般
の

退
職

手
当
等

の
額

が
支

払

わ
れ

た
後

に
お
い

て
、

次
の

各
号

の
い

ず
れ
か

に
該

当
す

る
と

き
は

、
当
該

退
職

に

係
る

退
職

手
当
管

理
機

関
は

、
当

該
退

職
を
し

た
者

に
対

し
、

第
1
4
条

第
１

項
に

規

定
す

る
事

情
の
ほ

か
、

当
該

退
職

を
し

た
者
の

生
計

の
状

況
を

勘
案

し
て
、

当
該

一

般
の

退
職

手
当
等

の
額

（
当

該
退

職
を

し
た
者

が
当

該
一

般
の

退
職

手
当
等

の
支

給

を
受

け
て

い
な
け

れ
ば

第
1
2
条

第
３

項
、

第
６

項
又

は
第

８
項

の
規

定
に
よ

る
退

職
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

手
当

の
支

給
を
受

け
る

こ
と

が
で

き
た

者
（
次

条
及

び
第
1
9
条
に

お
い

て
「

失
業

手

当
受

給
可

能
者
」

と
い

う
。

）
で

あ
っ

た
場
合

に
は

あ
あ

あ
、

こ
れ

ら
の
規

定
に

よ

り
算

出
さ

れ
る
金

額
（

次
条

及
び

第
1
9
条

に
お

い
て

「
失

業
者

退
職

手
当
額

」
と

い

う
。

）
を

除
く
。

）
の

全
部

又
は

一
部

の
返
納

を
命

ず
る

処
分

を
行

う
こ
と

が
で

き

る
。

 

(
1
)
?
当
該

退
職

を
し

た
者

が
基

礎
在

職
期

間
中
の

行
為

に
係

る
刑

事
事

件
に
関

し
禁

錮
以

上
の
刑

に
処
せ

ら
れ
た

と
き

。
 

(
2
)
?
当
該

退
職

を
し

た
者

が
当

該
一

般
の

退
職
手

当
等

の
額

の
算

定
の

基
礎
と

な
る

職
員

と
し

て
の
引

き
続

い
た

在
職

期
間

中
の
行

為
に

関
し

定
年

前
再

任
用
短

時
間

勤
務

職
員
に

対
す
る

免
職
処

分
を

受
け
た

と
き
。

 

(
3
)
?
当
該

退
職

手
当

管
理

機
関

が
、

当
該

退
職
を

し
た

者
（

定
年

前
再

任
用
短

時
間

勤
務

職
員

に
対
す

る
免

職
処

分
の

対
象

と
な
る

職
員

を
除

く
。

）
に

つ
い
て

、
当

該
一

般
の

退
職
手

当
等

の
額

の
算

定
の

基
礎
と

な
る

職
員

と
し

て
の

引
き
続

い
た

在
職

期
間
中

に
懲
戒

免
職
等

処
分

を
受
け

る
べ
き

行
為
を

し
た

と
認
め

た
と
き

。
 

２
～

６
 
略

 

 

（
退

職
手
当

受
給
者

の
相
続

人
か

ら
の
退

職
手
当

相
当
額

の
納

付
）

 

第
1
9
条

 
退
職

を
し

た
者

（
死

亡
に

よ
る
退

職
の

場
合

に
は

、
そ

の
遺
族

）
に

対
し

当

該
退

職
に

係
る
一

般
の

退
職

手
当

等
の

額
が
支

払
わ

れ
た

後
に

お
い

て
、
当

該
一

般

の
退

職
手

当
等
の

額
の

支
払

を
受

け
た

者
（
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

「
退
職

手
当

の

受
給

者
」

と
い
う

。
）

が
当

該
退

職
の

日
か
ら

６
月

以
内

に
第
1
7
条

第
１
項

又
は

前

条
第

１
項

の
規
定

に
よ

る
処

分
を

受
け

る
こ
と

な
く

死
亡

し
た

場
合

（
次
項

か
ら

第

５
項

ま
で

に
規
定

す
る

場
合

を
除

く
。

）
に
お

い
て

、
当

該
退

職
に

係
る
退

職
手

当

管
理

機
関

が
、
当

該
退

職
手

当
の

受
給

者
の
相

続
人

（
包

括
受

遺
者

を
含
む

。
以

下

こ
の

項
か

ら
第
６

項
ま

で
に

お
い

て
同

じ
。
）

に
対

し
、

当
該

退
職

の
日
か

ら
６

月

以
内

に
、

当
該
退

職
を

し
た

者
が

当
該

一
般
の

退
職

手
当

等
の

額
の

算
定
の

基
礎

と

な
る

職
員

と
し
て

の
引

き
続

い
た

在
職

期
間
中

に
懲

戒
免

職
等

処
分

を
受
け

る
べ

き

行
為

を
し

た
こ

と
を

疑
う

に
足

り
る

相
当

な
理

由
が

あ
る

旨
の

通
知

を
し

た
と

き

は
、

当
該

退
職
手

当
管

理
機

関
は

、
当

該
通
知

が
当

該
相

続
人

に
到

達
し
た

日
か

ら

６
月

以
内

に
限
り

、
当

該
相

続
人

に
対

し
、
当

該
退

職
を

し
た

者
が

当
該
一

般
の

退

職
手

当
等

の
額
の

算
定

の
基

礎
と

な
る

職
員
と

し
て

の
引

き
続

い
た

在
職
期

間
中

に

懲
戒

免
職

等
処

分
を

受
け

る
べ

き
行

為
を

し
た

と
認

め
ら

れ
る

こ
と

を
理

由
と

し

て
、

当
該

一
般
の

退
職

手
当

等
の

額
（

当
該
退

職
を

し
た

者
が

失
業

手
当
受

給
可

能

者
で

あ
っ

た
場
合

に
は

あ
あ

あ
、

失
業

者
退
職

手
当

額
を

除
く

。
）

の
全
部

又
は

一

手
当

の
支

給
を
受

け
る

こ
と

が
で

き
た

者
（
次

条
及

び
第
1
9
条
に

お
い

て
「

失
業

手

当
受

給
可

能
者
」

と
い

う
。

）
で

あ
っ

た
場
合

に
あ

っ
て

は
、

こ
れ

ら
の
規

定
に

よ

り
算

出
さ

れ
る
金

額
（

次
条

及
び

第
1
9
条

に
お

い
て

「
失

業
者

退
職

手
当
額

」
と

い

う
。

）
を

除
く
。

）
の

全
部

又
は

一
部

の
返
納

を
命

ず
る

処
分

を
行

う
こ
と

が
で

き

る
。

 

(
1
)
?
当
該

退
職

を
し

た
者

が
基

礎
在

職
期

間
中
の

行
為

に
係

る
刑

事
事

件
に
関

し
禁

錮こ

以
上

の
刑
に

処
せ
ら

れ
た
と

き
。

 

(
2
)
?
当
該

退
職

を
し

た
者

が
当

該
一

般
の

退
職
手

当
等

の
額

の
算

定
の

基
礎
と

な
る

職
員

と
し

て
の
引

き
続

い
た

在
職

期
間

中
の
行

為
に

関
し

再
任

用
職

員
に
対

す
る

免
職

処
分
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
を

受
け
た

と
き
。

 

(
3
)
?
当
該

退
職

手
当

管
理

機
関

が
、

当
該

退
職
を

し
た

者
（

再
任

用
職

員
に
対

す
る

免
職

処
分

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
の

対
象

と
な
る

職
員

を
除

く
。

）
に

つ
い
て

、
当

該
一

般
の

退
職
手

当
等

の
額

の
算

定
の

基
礎
と

な
る

職
員

と
し

て
の

引
き
続

い
た

在
職

期
間
中

に
懲
戒

免
職
等

処
分

を
受
け

る
べ
き

行
為
を

し
た

と
認
め

た
と
き

。
 

２
～

６
 
略

 

 

（
退

職
手
当

受
給
者

の
相
続

人
か

ら
の
退

職
手
当

相
当
額

の
納

付
）

 

第
1
9
条

 
退
職

を
し

た
者

（
死

亡
に

よ
る
退

職
の

場
合

に
は

、
そ

の
遺
族

）
に

対
し

当

該
退

職
に

係
る
一

般
の

退
職

手
当

等
の

額
が
支

払
わ

れ
た

後
に

お
い

て
、
当

該
一

般

の
退

職
手

当
等
の

額
の

支
払

を
受

け
た

者
（
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

「
退
職

手
当

の

受
給

者
」

と
い
う

。
）

が
当

該
退

職
の

日
か
ら

６
月

以
内

に
第
1
7
条

第
１
項

又
は

前

条
第

１
項

の
規
定

に
よ

る
処

分
を

受
け

る
こ
と

な
く

死
亡

し
た

場
合

（
次
項

か
ら

第

５
項

ま
で

に
規
定

す
る

場
合

を
除

く
。

）
に
お

い
て

、
当

該
退

職
に

係
る
退

職
手

当

管
理

機
関

が
、
当

該
退

職
手

当
の

受
給

者
の
相

続
人

（
包

括
受

遺
者

を
含
む

。
以

下

こ
の

条
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
に

お
い

て
同

じ
。
）

に
対

し
、

当
該

退
職

の
日
か

ら
６

月

以
内

に
、

当
該
退

職
を

し
た

者
が

当
該

一
般
の

退
職

手
当

等
の

額
の

算
定
の

基
礎

と

な
る

職
員

と
し
て

の
引

き
続

い
た

在
職

期
間
中

に
懲

戒
免

職
等

処
分

を
受
け

る
べ

き

行
為

を
し

た
こ

と
を

疑
う

に
足

り
る

相
当

な
理

由
が

あ
る

旨
の

通
知

を
し

た
と

き

は
、

当
該

退
職
手

当
管

理
機

関
は

、
当

該
通
知

が
当

該
相

続
人

に
到

達
し
た

日
か

ら

６
月

以
内

に
限
り

、
当

該
相

続
人

に
対

し
、
当

該
退

職
を

し
た

者
が

当
該
一

般
の

退

職
手

当
等

の
額
の

算
定

の
基

礎
と

な
る

職
員
と

し
て

の
引

き
続

い
た

在
職
期

間
中

に

懲
戒

免
職

等
処

分
を

受
け

る
べ

き
行

為
を

し
た

と
認

め
ら

れ
る

こ
と

を
理

由
と

し

て
、

当
該

一
般
の

退
職

手
当

等
の

額
（

当
該
退

職
を

し
た

者
が

失
業

手
当
受

給
可

能

者
で

あ
っ

た
場
合

に
あ

っ
て

は
、

失
業

者
退
職

手
当

額
を

除
く

。
）

の
全
部

又
は

一
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手
当

の
支

給
を
受

け
る

こ
と

が
で

き
た

者
（
次

条
及

び
第
1
9
条
に

お
い

て
「

失
業

手

当
受

給
可

能
者
」

と
い

う
。

）
で

あ
っ

た
場
合

に
は

あ
あ

あ
、

こ
れ

ら
の
規

定
に

よ

り
算

出
さ

れ
る
金

額
（

次
条

及
び

第
1
9
条

に
お

い
て

「
失

業
者

退
職

手
当
額

」
と

い

う
。

）
を

除
く
。

）
の

全
部

又
は

一
部

の
返
納

を
命

ず
る

処
分

を
行

う
こ
と

が
で

き

る
。

 

(
1
)
?
当
該

退
職

を
し

た
者

が
基

礎
在

職
期

間
中
の

行
為

に
係

る
刑

事
事

件
に
関

し
禁

錮
以

上
の
刑

に
処
せ

ら
れ
た

と
き

。
 

(
2
)
?
当
該

退
職

を
し

た
者

が
当

該
一

般
の

退
職
手

当
等

の
額

の
算

定
の

基
礎
と

な
る

職
員

と
し

て
の
引

き
続

い
た

在
職

期
間

中
の
行

為
に

関
し

定
年

前
再

任
用
短

時
間

勤
務

職
員
に

対
す
る

免
職
処

分
を

受
け
た

と
き
。

 

(
3
)
?
当
該

退
職

手
当

管
理

機
関

が
、

当
該

退
職
を

し
た

者
（

定
年

前
再

任
用
短

時
間

勤
務

職
員

に
対
す

る
免

職
処

分
の

対
象

と
な
る

職
員

を
除

く
。

）
に

つ
い
て

、
当

該
一

般
の

退
職
手

当
等

の
額

の
算

定
の

基
礎
と

な
る

職
員

と
し

て
の

引
き
続

い
た

在
職

期
間
中

に
懲
戒

免
職
等

処
分

を
受
け

る
べ
き

行
為
を

し
た

と
認
め

た
と
き

。
 

２
～

６
 
略

 

 

（
退

職
手
当

受
給
者

の
相
続

人
か

ら
の
退

職
手
当

相
当
額

の
納

付
）

 

第
1
9
条

 
退
職

を
し

た
者

（
死

亡
に

よ
る
退

職
の

場
合

に
は

、
そ

の
遺
族

）
に

対
し

当

該
退

職
に

係
る
一

般
の

退
職

手
当

等
の

額
が
支

払
わ

れ
た

後
に

お
い

て
、
当

該
一

般

の
退

職
手

当
等
の

額
の

支
払

を
受

け
た

者
（
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

「
退
職

手
当

の

受
給

者
」

と
い
う

。
）

が
当

該
退

職
の

日
か
ら

６
月

以
内

に
第
1
7
条

第
１
項

又
は

前

条
第

１
項

の
規
定

に
よ

る
処

分
を

受
け

る
こ
と

な
く

死
亡

し
た

場
合

（
次
項

か
ら

第

５
項

ま
で

に
規
定

す
る

場
合

を
除

く
。

）
に
お

い
て

、
当

該
退

職
に

係
る
退

職
手

当

管
理

機
関

が
、
当

該
退

職
手

当
の

受
給

者
の
相

続
人

（
包

括
受

遺
者

を
含
む

。
以

下

こ
の

項
か

ら
第
６

項
ま

で
に

お
い

て
同

じ
。
）

に
対

し
、

当
該

退
職

の
日
か

ら
６

月

以
内

に
、

当
該
退

職
を

し
た

者
が

当
該

一
般
の

退
職

手
当

等
の

額
の

算
定
の

基
礎

と

な
る

職
員

と
し
て

の
引

き
続

い
た

在
職

期
間
中

に
懲

戒
免

職
等

処
分

を
受
け

る
べ

き

行
為

を
し

た
こ

と
を

疑
う

に
足

り
る

相
当

な
理

由
が

あ
る

旨
の

通
知

を
し

た
と

き

は
、

当
該

退
職
手

当
管

理
機

関
は

、
当

該
通
知

が
当

該
相

続
人

に
到

達
し
た

日
か

ら

６
月

以
内

に
限
り

、
当

該
相

続
人

に
対

し
、
当

該
退

職
を

し
た

者
が

当
該
一

般
の

退

職
手

当
等

の
額
の

算
定

の
基

礎
と

な
る

職
員
と

し
て

の
引

き
続

い
た

在
職
期

間
中

に

懲
戒

免
職

等
処

分
を

受
け

る
べ

き
行

為
を

し
た

と
認

め
ら

れ
る

こ
と

を
理

由
と

し

て
、

当
該

一
般
の

退
職

手
当

等
の

額
（

当
該
退

職
を

し
た

者
が

失
業

手
当
受

給
可

能

者
で

あ
っ

た
場
合

に
は

あ
あ

あ
、

失
業

者
退
職

手
当

額
を

除
く

。
）

の
全
部

又
は

一

手
当

の
支

給
を
受

け
る

こ
と

が
で

き
た

者
（
次

条
及

び
第
1
9
条
に

お
い

て
「

失
業

手

当
受

給
可

能
者
」

と
い

う
。

）
で

あ
っ

た
場
合

に
あ

っ
て

は
、

こ
れ

ら
の
規

定
に

よ

り
算

出
さ

れ
る
金

額
（

次
条

及
び

第
1
9
条

に
お

い
て

「
失

業
者

退
職

手
当
額

」
と

い

う
。

）
を

除
く
。

）
の

全
部

又
は

一
部

の
返
納

を
命

ず
る

処
分

を
行

う
こ
と

が
で

き

る
。

 

(
1
)
?
当
該

退
職

を
し

た
者

が
基

礎
在

職
期

間
中
の

行
為

に
係

る
刑

事
事

件
に
関

し
禁

錮こ

以
上

の
刑
に

処
せ
ら

れ
た
と

き
。

 

(
2
)
?
当
該

退
職

を
し

た
者

が
当

該
一

般
の

退
職
手

当
等

の
額

の
算

定
の

基
礎
と

な
る

職
員

と
し

て
の
引

き
続

い
た

在
職

期
間

中
の
行

為
に

関
し

再
任

用
職

員
に
対

す
る

免
職

処
分
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
を

受
け
た

と
き
。

 

(
3
)
?
当
該

退
職

手
当

管
理

機
関

が
、

当
該

退
職
を

し
た

者
（

再
任

用
職

員
に
対

す
る

免
職

処
分

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
の

対
象

と
な
る

職
員

を
除

く
。

）
に

つ
い
て

、
当

該
一

般
の

退
職
手

当
等

の
額

の
算

定
の

基
礎
と

な
る

職
員

と
し

て
の

引
き
続

い
た

在
職

期
間
中

に
懲
戒

免
職
等

処
分

を
受
け

る
べ
き

行
為
を

し
た

と
認
め

た
と
き

。
 

２
～

６
 
略

 

 

（
退

職
手
当

受
給
者

の
相
続

人
か

ら
の
退

職
手
当

相
当
額

の
納

付
）

 

第
1
9
条

 
退
職

を
し

た
者

（
死

亡
に

よ
る
退

職
の

場
合

に
は

、
そ

の
遺
族

）
に

対
し

当

該
退

職
に

係
る
一

般
の

退
職

手
当

等
の

額
が
支

払
わ

れ
た

後
に

お
い

て
、
当

該
一

般

の
退

職
手

当
等
の

額
の

支
払

を
受

け
た

者
（
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

「
退
職

手
当

の

受
給

者
」

と
い
う

。
）

が
当

該
退

職
の

日
か
ら

６
月

以
内

に
第
1
7
条

第
１
項

又
は

前

条
第

１
項

の
規
定

に
よ

る
処

分
を

受
け

る
こ
と

な
く

死
亡

し
た

場
合

（
次
項

か
ら

第

５
項

ま
で

に
規
定

す
る

場
合

を
除

く
。

）
に
お

い
て

、
当

該
退

職
に

係
る
退

職
手

当

管
理

機
関

が
、
当

該
退

職
手

当
の

受
給

者
の
相

続
人

（
包

括
受

遺
者

を
含
む

。
以

下

こ
の

条
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
に

お
い

て
同

じ
。
）

に
対

し
、

当
該

退
職

の
日
か

ら
６

月

以
内

に
、

当
該
退

職
を

し
た

者
が

当
該

一
般
の

退
職

手
当

等
の

額
の

算
定
の

基
礎

と

な
る

職
員

と
し
て

の
引

き
続

い
た

在
職

期
間
中

に
懲

戒
免

職
等

処
分

を
受
け

る
べ

き

行
為

を
し

た
こ

と
を

疑
う

に
足

り
る

相
当

な
理

由
が

あ
る

旨
の

通
知

を
し

た
と

き

は
、

当
該

退
職
手

当
管

理
機

関
は

、
当

該
通
知

が
当

該
相

続
人

に
到

達
し
た

日
か

ら

６
月

以
内

に
限
り

、
当

該
相

続
人

に
対

し
、
当

該
退

職
を

し
た

者
が

当
該
一

般
の

退

職
手

当
等

の
額
の

算
定

の
基

礎
と

な
る

職
員
と

し
て

の
引

き
続

い
た

在
職
期

間
中

に

懲
戒

免
職

等
処

分
を

受
け

る
べ

き
行

為
を

し
た

と
認

め
ら

れ
る

こ
と

を
理

由
と

し

て
、

当
該

一
般
の

退
職

手
当

等
の

額
（

当
該
退

職
を

し
た

者
が

失
業

手
当
受

給
可

能

者
で

あ
っ

た
場
合

に
あ

っ
て

は
、

失
業

者
退
職

手
当

額
を

除
く

。
）

の
全
部

又
は

一

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

部
に

相
当
す

る
額
の

納
付
を

命
ず

る
処
分

を
行
う

こ
と
が

で
き

る
。

 

２
 

退
職

手
当

の
受

給
者

が
、

当
該

退
職
の

日
か

ら
６

月
以

内
に

第
1
7
条

第
５

項
又

は

前
条

第
３

項
に
お

い
て

準
用

す
る

栃
木

県
行
政

手
続

条
例

第
1
5
条

第
１

項
の

規
定

に

よ
る

通
知

を
受
け

た
場

合
に

お
い

て
、

第
1
7
条

第
１

項
又

は
前

条
第

１
項
の

規
定

に

よ
る

処
分

を
受
け

る
こ

と
な

く
死

亡
し

た
と
き

（
次

項
か

ら
第

５
項

ま
で
に

規
定

す

る
場

合
を

除
く
。

）
は

、
当

該
退

職
に

係
る
退

職
手

当
管

理
機

関
は

、
当
該

退
職

手

当
の

受
給

者
の
死

亡
の

日
か

ら
６

月
以

内
に
限

り
、

当
該

退
職

手
当

の
受
給

者
の

相

続
人

に
対

し
、
当

該
退

職
を

し
た

者
が

当
該
退

職
に

係
る

一
般

の
退

職
手
当

等
の

額

の
算

定
の

基
礎
と

な
る

職
員

と
し

て
の

引
き
続

い
た

在
職

期
間

中
に

懲
戒
免

職
等

処

分
を

受
け

る
べ
き

行
為

を
し

た
と

認
め

ら
れ
る

こ
と

を
理

由
と

し
て

、
当
該

一
般

の

退
職

手
当

等
の
額

（
当

該
退

職
を

し
た

者
が
失

業
手

当
受

給
可

能
者

で
あ
っ

た
場

合

に
は

あ
あ

あ
、
失

業
者

退
職

手
当

額
を

除
く
。

）
の

全
部

又
は

一
部

に
相
当

す
る

額

の
納

付
を
命

ず
る
処

分
を
行

う
こ

と
が
で

き
る
。

 

３
 

退
職

手
当

の
受

給
者

（
遺

族
を

除
く
。

以
下

こ
の

項
か

ら
第

５
項
ま

で
に

お
い

て

同
じ

。
）

が
、
当

該
退

職
の

日
か

ら
６

月
以
内

に
基

礎
在

職
期

間
中

の
行
為

に
係

る

刑
事

事
件

に
関
し

起
訴

を
さ

れ
た

場
合

（
第
1
5
条

第
１

項
第

１
号

に
該

当
す

る
場

合

を
含

む
。

次
項
に

お
い

て
同

じ
。

）
に

お
い
て

、
当

該
刑

事
事

件
に

つ
き
判

決
が

確

定
す

る
こ

と
な
く

、
か

つ
、

第
1
7
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
処

分
を

受
け
る

こ
と

な

く
死

亡
し

た
と
き

は
、

当
該

退
職

に
係

る
退
職

手
当

管
理

機
関

は
、

当
該
退

職
手

当

の
受

給
者

の
死
亡

の
日

か
ら

６
月

以
内

に
限
り

、
当

該
退

職
手

当
の

受
給
者

の
相

続

人
に

対
し

、
当
該

退
職

を
し

た
者

が
当

該
退
職

に
係

る
一

般
の

退
職

手
当
等

の
額

の

算
定

の
基

礎
と
な

る
職

員
と

し
て

の
引

き
続
い

た
在

職
期

間
中

に
懲

戒
免
職

等
処

分

を
受

け
る

べ
き
行

為
を

し
た

と
認

め
ら

れ
る
こ

と
を

理
由

と
し

て
、

当
該
一

般
の

退

職
手

当
等

の
額
（

当
該

退
職

を
し

た
者

が
失
業

手
当

受
給

可
能

者
で

あ
っ
た

場
合

に

は
あ

あ
あ

、
失
業

者
退

職
手

当
額

を
除

く
。
）

の
全

部
又

は
一

部
に

相
当
す

る
額

の

納
付

を
命
ず

る
処
分

を
行
う

こ
と

が
で
き

る
。

 

４
 

退
職

手
当

の
受

給
者

が
、

当
該

退
職
の

日
か

ら
６

月
以

内
に

基
礎
在

職
期

間
中

の

行
為

に
係

る
刑
事

事
件

に
関

し
起

訴
を

さ
れ
た

場
合

に
お

い
て

、
当

該
刑
事

事
件

に

関
し

禁
錮

以
上
の

刑
に

処
せ

ら
れ

た
後

に
お
い

て
第

1
7
条

第
１

項
の

規
定
に

よ
る

処

分
を

受
け

る
こ
と

な
く

死
亡

し
た

と
き

は
、
当

該
退

職
に

係
る

退
職

手
当
管

理
機

関

は
、

当
該

退
職
手

当
の

受
給

者
の

死
亡

の
日
か

ら
６

月
以

内
に

限
り

、
当
該

退
職

手

当
の

受
給

者
の
相

続
人

に
対

し
、

当
該

退
職
を

し
た

者
が

当
該

刑
事

事
件
に

関
し

禁
 

錮
以

上
の

刑
に
処

せ
ら

れ
た

こ
と

を
理

由
と
し

て
、

当
該

一
般

の
退

職
手
当

等
の

額

（
当

該
退

職
を
し

た
者

が
失

業
手

当
受

給
可
能

者
で

あ
っ

た
場

合
に

は
あ
あ

あ
、

失

部
に

相
当
す

る
額
の

納
付
を

命
ず

る
処
分

を
行
う

こ
と
が

で
き

る
。

 

２
 

退
職

手
当

の
受

給
者

が
、

当
該

退
職
の

日
か

ら
６

月
以

内
に

第
1
7
条

第
５

項
又

は

前
条

第
３

項
に
お

い
て

準
用

す
る

栃
木

県
行
政

手
続

条
例

第
1
5
条

第
１

項
の

規
定

に

よ
る

通
知

を
受
け

た
場

合
に

お
い

て
、

第
1
7
条

第
１

項
又

は
前

条
第

１
項
の

規
定

に

よ
る

処
分

を
受
け

る
こ

と
な

く
死

亡
し

た
と
き

（
次

項
か

ら
第

５
項

ま
で
に

規
定

す

る
場

合
を

除
く
。

）
は

、
当

該
退

職
に

係
る
退

職
手

当
管

理
機

関
は

、
当
該

退
職

手

当
の

受
給

者
の
死

亡
の

日
か

ら
６

月
以

内
に
限

り
、

当
該

退
職

手
当

の
受
給

者
の

相

続
人

に
対

し
、
当

該
退

職
を

し
た

者
が

当
該
退

職
に

係
る

一
般

の
退

職
手
当

等
の

額

の
算

定
の

基
礎
と

な
る

職
員

と
し

て
の

引
き
続

い
た

在
職

期
間

中
に

懲
戒
免

職
等

処

分
を

受
け

る
べ
き

行
為

を
し

た
と

認
め

ら
れ
る

こ
と

を
理

由
と

し
て

、
当
該

一
般

の

退
職

手
当

等
の
額

（
当

該
退

職
を

し
た

者
が
失

業
手

当
受

給
可

能
者

で
あ
っ

た
場

合

に
あ

っ
て

は
、
失

業
者

退
職

手
当

額
を

除
く
。

）
の

全
部

又
は

一
部

に
相
当

す
る

額

の
納

付
を
命

ず
る
処

分
を
行

う
こ

と
が
で

き
る
。

 

３
 

退
職

手
当

の
受

給
者

（
遺

族
を

除
く
。

以
下

こ
の

項
か

ら
第

５
項
ま

で
に

お
い

て

同
じ

。
）

が
、
当

該
退

職
の

日
か

ら
６

月
以
内

に
基

礎
在

職
期

間
中

の
行
為

に
係

る

刑
事

事
件

に
関
し

起
訴

を
さ

れ
た

場
合

（
第
1
5
条

第
１

項
第

１
号

に
該

当
す

る
場

合

を
含

む
。

次
項
に

お
い

て
同

じ
。

）
に

お
い
て

、
当

該
刑

事
事

件
に

つ
き
判

決
が

確

定
す

る
こ

と
な
く

、
か

つ
、

第
1
7
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
処

分
を

受
け
る

こ
と

な

く
死

亡
し

た
と
き

は
、

当
該

退
職

に
係

る
退
職

手
当

管
理

機
関

は
、

当
該
退

職
手

当

の
受

給
者

の
死
亡

の
日

か
ら

６
月

以
内

に
限
り

、
当

該
退

職
手

当
の

受
給
者

の
相

続

人
に

対
し

、
当
該

退
職

を
し

た
者

が
当

該
退
職

に
係

る
一

般
の

退
職

手
当
等

の
額

の

算
定

の
基

礎
と
な

る
職

員
と

し
て

の
引

き
続
い

た
在

職
期

間
中

に
懲

戒
免
職

等
処

分

を
受

け
る

べ
き
行

為
を

し
た

と
認

め
ら

れ
る
こ

と
を

理
由

と
し

て
、

当
該
一

般
の

退

職
手

当
等

の
額
（

当
該

退
職

を
し

た
者

が
失
業

手
当

受
給

可
能

者
で

あ
っ
た

場
合

に

あ
っ

て
は

、
失
業

者
退

職
手

当
額

を
除

く
。
）

の
全

部
又

は
一

部
に

相
当
す

る
額

の

納
付

を
命
ず

る
処
分

を
行
う

こ
と

が
で
き

る
。

 

４
 

退
職

手
当

の
受

給
者

が
、

当
該

退
職
の

日
か

ら
６

月
以

内
に

基
礎
在

職
期

間
中

の

行
為

に
係

る
刑
事

事
件

に
関

し
起

訴
を

さ
れ
た

場
合

に
お

い
て

、
当

該
刑
事

事
件

に

関
し

禁
錮こ

以
上

の
刑

に
処
せ

ら
れ

た
後

に
お

い
て

第
1
7
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
処

分
を

受
け

る
こ
と

な
く

死
亡

し
た

と
き

は
、
当

該
退

職
に

係
る

退
職

手
当
管

理
機

関

は
、

当
該

退
職
手

当
の

受
給

者
の

死
亡

の
日
か

ら
６

月
以

内
に

限
り

、
当
該

退
職

手

当
の

受
給

者
の
相

続
人

に
対

し
、

当
該

退
職
を

し
た

者
が

当
該

刑
事

事
件
に

関
し

禁
 

錮こ

以
上

の
刑

に
処

せ
ら

れ
た

こ
と

を
理

由
と

し
て

、
当

該
一

般
の

退
職

手
当
等

の
額

（
当

該
退

職
を
し

た
者

が
失

業
手

当
受

給
可
能

者
で

あ
っ

た
場

合
に

あ
っ
て

は
、

失
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

業
者

退
職

手
当
額

を
除

く
。

）
の

全
部

又
は
一

部
に

相
当

す
る

額
の

納
付
を

命
ず

る

処
分

を
行
う

こ
と
が

で
き
る

。
 

５
 

退
職

手
当

の
受

給
者

が
、

当
該

退
職
の

日
か

ら
６

月
以

内
に

当
該
退

職
に

係
る

一

般
の

退
職

手
当
等

の
額

の
算

定
の

基
礎

と
な
る

職
員

と
し

て
の

引
き

続
い
た

在
職

期

間
中

の
行

為
に
関

し
定

年
前

再
任

用
短

時
間
勤

務
職

員
に

対
す

る
免

職
処
分

を
受

け

た
場

合
に

お
い
て

、
第

1
7
条

第
１

項
の

規
定
に

よ
る

処
分

を
受

け
る

こ
と
な

く
死

亡

し
た

と
き

は
、
当

該
退

職
に

係
る

退
職

手
当
管

理
機

関
は

、
当

該
退

職
手
当

の
受

給

者
の

死
亡

の
日
か

ら
６

月
以

内
に

限
り

、
当
該

退
職

手
当

の
受

給
者

の
相
続

人
に

対

し
、

当
該

退
職
を

し
た

者
が

当
該

行
為

に
関
し

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤
務

職
員

に

対
す

る
免

職
処
分

を
受

け
た

こ
と

を
理

由
と
し

て
、

当
該

一
般

の
退

職
手
当

等
の

額

（
当

該
退

職
を
し

た
者

が
失

業
手

当
受

給
可
能

者
で

あ
っ

た
場

合
に

は
あ
あ

あ
、

失

業
者

退
職

手
当
額

を
除

く
。

）
の

全
部

又
は
一

部
に

相
当

す
る

額
の

納
付
を

命
ず

る

処
分

を
行
う

こ
と
が

で
き
る

。
 

６
～

８
 
略

 
 

  
 

 
附
 

則
 

１
 

こ
の

条
例

は
、

公
布

の
日

か
ら

施
行
し

、
第

１
条

第
７

号
の

規
定
を

除
き

、
昭

和

2
8
年

８
月
１

日
以
後

の
退
職

に
よ

る
退
職

手
当
に

つ
い
て

適
用

す
る
。

 

２
 

略
 

               

業
者

退
職

手
当
額

を
除

く
。

）
の

全
部

又
は
一

部
に

相
当

す
る

額
の

納
付
を

命
ず

る

処
分

を
行
う

こ
と
が

で
き
る

。
 

５
 

退
職

手
当

の
受

給
者

が
、

当
該

退
職
の

日
か

ら
６

月
以

内
に

当
該
退

職
に

係
る

一

般
の

退
職

手
当
等

の
額

の
算

定
の

基
礎

と
な
る

職
員

と
し

て
の

引
き

続
い
た

在
職

期

間
中

の
行

為
に
関

し
再

任
用

職
員

に
対

す
る
免

職
処

分
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

を
受

け

た
場

合
に

お
い
て

、
第

1
7
条

第
１

項
の

規
定
に

よ
る

処
分

を
受

け
る

こ
と
な

く
死

亡

し
た

と
き

は
、
当

該
退

職
に

係
る

退
職

手
当
管

理
機

関
は

、
当

該
退

職
手
当

の
受

給

者
の

死
亡

の
日
か

ら
６

月
以

内
に

限
り

、
当
該

退
職

手
当

の
受

給
者

の
相
続

人
に

対

し
、

当
該

退
職
を

し
た

者
が

当
該

行
為

に
関
し

再
任

用
職

員
に

対
す

る
免
職

処
分

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

を
受

け
た

こ
と

を
理

由
と
し

て
、

当
該

一
般

の
退

職
手
当

等
の

額

（
当

該
退

職
を
し

た
者

が
失

業
手

当
受

給
可
能

者
で

あ
っ

た
場

合
に

あ
っ
て

は
、

失

業
者

退
職

手
当
額

を
除

く
。

）
の

全
部

又
は
一

部
に

相
当

す
る

額
の

納
付
を

命
ず

る

処
分

を
行
う

こ
と
が

で
き
る

。
 

６
～

８
 
略

 
 

  
 

 
附
 

則
 

１
 

こ
の

条
例

は
、

公
布

の
日

か
ら

施
行
し

、
第

１
条

第
７

号
の

規
定
を

除
き

、
昭

和

2
8
年

８
月
１

日
以
後

の
退
職

に
因

る
退
職

手
当
に

つ
い
て

適
用

す
る
。

 

２
 

略
 

３
 

第
１

条
第

７
号

に
規

定
す

る
職

員
の
こ

の
条

例
施

行
前

の
退

職
に
因

る
退

職
手

当

及
び

同
号

以
外
の

職
員

の
昭

和
2
8
年

７
月
3
1
日

以
前

の
退

職
に

因
る

退
職
手

当
の

支

給
に

つ
い
て

は
、
な

お
従
前

の
例

に
よ
る

。
 

４
 

第
１

条
第

７
号

に
規

定
す

る
職

員
以
外

の
職

員
で

、
昭

和
2
8
年

７
月

3
1
日

に
現

に

在
職

す
る

職
員
及

び
職

員
以

外
の

公
務

員
で
あ

っ
て

、
同

年
８

月
１

日
以
後

引
き

続

い
て

職
員

と
な
っ

た
者

の
同

年
７

月
3
1
日

以
前

に
お

け
る

勤
続

期
間

に
つ
い

て
は

、

附
則

第
５

項
か
ら

附
則

第
９

項
ま

で
の

規
定
に

よ
る

ほ
か

、
第

９
条

（
第
４

項
を

除

く
。

）
並

び
に
職

員
の

退
職

手
当

に
関

す
る
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条
例

（
昭

和

4
8
年

栃
木

県
条
例

第
3
2
号

。
以

下
「

条
例

第
3
2
号

」
と

い
う

。
）

附
則

第
９

項
及

び

附
則

第
1
5
項

の
規
定

の
例
に

よ
る

。
 

５
 

第
１

条
第

７
号

に
規

定
す

る
職

員
で
、

こ
の

条
例

施
行

の
日

及
び
同

号
以

外
の

職

員
で

、
昭

和
2
8
年

７
月

3
1
日

に
現

に
在

職
す
る

職
員

並
び

に
職

員
以

外
の
公

務
員

で

あ
っ

て
、

同
年
８

月
１

日
以

後
引

き
続

い
て
職

員
と

な
っ

た
者

の
在

職
期
間

に
引

き

続
く

旧
恩

給
法
の

特
例

に
関

す
る

件
（

昭
和
2
1
年

勅
令

第
6
8
号
）

第
１

条
に

規
定

す

る
軍

人
軍

属
と
し

て
の

勤
続

期
間

は
、

そ
の
者

の
勤

続
期

間
と

し
て

通
算
す

る
も

の
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業
者

退
職

手
当
額

を
除

く
。

）
の

全
部

又
は
一

部
に

相
当

す
る

額
の

納
付
を

命
ず

る

処
分

を
行
う

こ
と
が

で
き
る

。
 

５
 

退
職

手
当

の
受

給
者

が
、

当
該

退
職
の

日
か

ら
６

月
以

内
に

当
該
退

職
に

係
る

一

般
の

退
職

手
当
等

の
額

の
算

定
の

基
礎

と
な
る

職
員

と
し

て
の

引
き

続
い
た

在
職

期

間
中

の
行

為
に
関

し
定

年
前

再
任

用
短

時
間
勤

務
職

員
に

対
す

る
免

職
処
分

を
受

け

た
場

合
に

お
い
て

、
第

1
7
条

第
１

項
の

規
定
に

よ
る

処
分

を
受

け
る

こ
と
な

く
死

亡

し
た

と
き

は
、
当

該
退

職
に

係
る

退
職

手
当
管

理
機

関
は

、
当

該
退

職
手
当

の
受

給

者
の

死
亡

の
日
か

ら
６

月
以

内
に

限
り

、
当
該

退
職

手
当

の
受

給
者

の
相
続

人
に

対

し
、

当
該

退
職
を

し
た

者
が

当
該

行
為

に
関
し

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤
務

職
員

に

対
す

る
免

職
処
分

を
受

け
た

こ
と

を
理

由
と
し

て
、

当
該

一
般

の
退

職
手
当

等
の

額

（
当

該
退

職
を
し

た
者

が
失

業
手

当
受

給
可
能

者
で

あ
っ

た
場

合
に

は
あ
あ

あ
、

失

業
者

退
職

手
当
額

を
除

く
。

）
の

全
部

又
は
一

部
に

相
当

す
る

額
の

納
付
を

命
ず

る

処
分

を
行
う

こ
と
が

で
き
る

。
 

６
～

８
 
略

 
 

  
 

 
附
 

則
 

１
 

こ
の

条
例

は
、

公
布

の
日

か
ら

施
行
し

、
第

１
条

第
７

号
の

規
定
を

除
き

、
昭

和

2
8
年

８
月
１

日
以
後

の
退
職

に
よ

る
退
職

手
当
に

つ
い
て

適
用

す
る
。

 

２
 

略
 

               

業
者

退
職

手
当
額

を
除

く
。

）
の

全
部

又
は
一

部
に

相
当

す
る

額
の

納
付
を

命
ず

る

処
分

を
行
う

こ
と
が

で
き
る

。
 

５
 

退
職

手
当

の
受

給
者

が
、

当
該

退
職
の

日
か

ら
６

月
以

内
に

当
該
退

職
に

係
る

一

般
の

退
職

手
当
等

の
額

の
算

定
の

基
礎

と
な
る

職
員

と
し

て
の

引
き

続
い
た

在
職

期

間
中

の
行

為
に
関

し
再

任
用

職
員

に
対

す
る
免

職
処

分
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

を
受

け

た
場

合
に

お
い
て

、
第

1
7
条

第
１

項
の

規
定
に

よ
る

処
分

を
受

け
る

こ
と
な

く
死

亡

し
た

と
き

は
、
当

該
退

職
に

係
る

退
職

手
当
管

理
機

関
は

、
当

該
退

職
手
当

の
受

給

者
の

死
亡

の
日
か

ら
６

月
以

内
に

限
り

、
当
該

退
職

手
当

の
受

給
者

の
相
続

人
に

対

し
、

当
該

退
職
を

し
た

者
が

当
該

行
為

に
関
し

再
任

用
職

員
に

対
す

る
免
職

処
分

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

を
受

け
た

こ
と

を
理

由
と
し

て
、

当
該

一
般

の
退

職
手
当

等
の

額

（
当

該
退

職
を
し

た
者

が
失

業
手

当
受

給
可
能

者
で

あ
っ

た
場

合
に

あ
っ
て

は
、

失

業
者

退
職

手
当
額

を
除

く
。

）
の

全
部

又
は
一

部
に

相
当

す
る

額
の

納
付
を

命
ず

る

処
分

を
行
う

こ
と
が

で
き
る

。
 

６
～

８
 
略

 
 

  
 

 
附
 

則
 

１
 

こ
の

条
例

は
、

公
布

の
日

か
ら

施
行
し

、
第

１
条

第
７

号
の

規
定
を

除
き

、
昭

和

2
8
年

８
月
１

日
以
後

の
退
職

に
因

る
退
職

手
当
に

つ
い
て

適
用

す
る
。

 

２
 

略
 

３
 

第
１

条
第

７
号

に
規

定
す

る
職

員
の
こ

の
条

例
施

行
前

の
退

職
に
因

る
退

職
手

当

及
び

同
号

以
外
の

職
員

の
昭

和
2
8
年

７
月
3
1
日

以
前

の
退

職
に

因
る

退
職
手

当
の

支

給
に

つ
い
て

は
、
な

お
従
前

の
例

に
よ
る

。
 

４
 

第
１

条
第

７
号

に
規

定
す

る
職

員
以
外

の
職

員
で

、
昭

和
2
8
年

７
月

3
1
日

に
現

に

在
職

す
る

職
員
及

び
職

員
以

外
の

公
務

員
で
あ

っ
て

、
同

年
８

月
１

日
以
後

引
き

続

い
て

職
員

と
な
っ

た
者

の
同

年
７

月
3
1
日

以
前

に
お

け
る

勤
続

期
間

に
つ
い

て
は

、

附
則

第
５

項
か
ら

附
則

第
９

項
ま

で
の

規
定
に

よ
る

ほ
か

、
第

９
条

（
第
４

項
を

除

く
。

）
並

び
に
職

員
の

退
職

手
当

に
関

す
る
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条
例

（
昭

和

4
8
年

栃
木

県
条
例

第
3
2
号

。
以

下
「

条
例

第
3
2
号

」
と

い
う

。
）

附
則

第
９

項
及

び

附
則

第
1
5
項

の
規
定

の
例
に

よ
る

。
 

５
 

第
１

条
第

７
号

に
規

定
す

る
職

員
で
、

こ
の

条
例

施
行

の
日

及
び
同

号
以

外
の

職

員
で

、
昭

和
2
8
年

７
月

3
1
日

に
現

に
在

職
す
る

職
員

並
び

に
職

員
以

外
の
公

務
員

で

あ
っ

て
、

同
年
８

月
１

日
以

後
引

き
続

い
て
職

員
と

な
っ

た
者

の
在

職
期
間

に
引

き

続
く

旧
恩

給
法
の

特
例

に
関

す
る

件
（

昭
和
2
1
年

勅
令

第
6
8
号
）

第
１

条
に

規
定

す

る
軍

人
軍

属
と
し

て
の

勤
続

期
間

は
、

そ
の
者

の
勤

続
期

間
と

し
て

通
算
す

る
も

の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                  

と
す

る
。

 

６
 

第
１

条
第

７
号

に
規

定
す

る
職

員
で
、

こ
の

条
例

施
行

の
日

及
び
同

号
以

外
の

職

員
で

、
昭

和
2
8
年

７
月

3
1
日

に
現

に
在

職
し
て

い
た

職
員

の
同

日
以

前
に
お

け
る

次

の
各

号
に

掲
げ
る

期
間

は
、

当
該

各
号

に
規
定

す
る

者
の

職
員

と
し

て
の
在

職
期

間

と
み

な
す

。
こ
の

場
合

に
お

い
て

、
当

該
各
号

に
規

定
す

る
者

が
、

当
該
各

号
に

掲

げ
る

期
間

に
係
る

者
と

し
て

の
身

分
を

失
っ
た

際
に

、
こ

の
条

例
の

規
定
に

よ
る

退

職
手

当
に

相
当
す

る
給

与
の

支
給

を
受

け
て
い

る
と

き
は

、
当

該
給

与
の
計

算
の

基

礎
と

な
っ

た
在
職

期
間

の
３

分
の

２
の

期
間
は

、
そ

の
者

の
職

員
と

し
て
引

き
続

い

た
在

職
期
間

に
は
、

含
ま
な

い
も

の
と
す

る
。

 

(
1
)
?
先
に

職
員

と
し

て
在

職
し

た
者

で
あ

っ
て
、

任
命

権
者

の
承

認
又

は
勧
奨

を
受

け
、

引
き

続
い
て

外
国

政
府

又
は

日
本

政
府
若

し
く

は
外

国
政

府
と

特
殊
の

関
係

が
あ

っ
た

法
人
で

外
国

に
お

い
て

日
本

た
ば
こ

産
業

株
式

会
社

法
（

昭
和
5
9
年

法

律
第
6
9
号

）
附
則

第
1
2
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
解

散
前

の
日

本
専

売
公
社

（
以

下
「

旧
専

売
公
社

」
と

い
う

。
）

、
日

本
国
有

鉄
道

改
革

法
（

昭
和
6
1
年
法

律
第

8
7
号

）
附

則
第
２

項
の

規
定

に
よ

る
廃

止
前
の

日
本

国
有

鉄
道

法
（

昭
和
2
3
年

法

律
第

2
5
6
号

）
第

１
条

の
規

定
に

よ
り

設
立

さ
れ

た
日

本
国

有
鉄

道
（

以
下

「
旧

日
本

国
有

鉄
道
」

と
い

う
。

）
若

し
く

は
日
本

電
信

電
話

株
式

会
社

等
に
関

す
る

法
律

（
昭

和
5
9
年

法
律

第
8
5
号

）
附

則
第

４
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
解
散

前
の

日
本

電
信

電
話
公

社
（

以
下

「
旧

電
信

電
話
公

社
」

と
い

う
。

）
の

事
業
と

同
種

の
事

業
を

行
っ
て

い
た

も
の

で
、

国
家

公
務
員

退
職

手
当

法
施

行
令

（
昭
和

2
8
年

政
令

第
2
1
5
号

。
以

下
「

施
行

令
」

と
い

う
。

）
附

則
第

３
項

第
３

号
の

規
定

に

よ
り

総
務

大
臣

が
指

定
す

る
も

の
の

職
員

（
以

下
「

外
国

政
府

職
員

等
」

と
い

う
。

）
と

な
る
た

め
退

職
し

、
か

つ
、

外
国
政

府
職

員
等

と
し

て
の

身
分
を

失
っ

た
後

に
引

き
続
い

て
再

び
職

員
と

な
っ

た
も
の

の
当

該
外

国
政

府
職

員
等
と

し
て

の
引

き
続
い

た
在
職

期
間
の

３
分

の
２
の

期
間

 

(
2
)
?
先
に

職
員

と
し

て
在

職
し

た
者

で
あ

っ
て
、

任
命

権
者

の
承

認
又

は
勧
奨

を
受

け
、

引
き

続
い
て

旧
国

民
医

療
法

（
昭

和
1
7
年

法
律

第
7
0
号

）
に

規
定

す
る

日
本

医
療

団
（

以
下
「

医
療

団
」

と
い

う
。

）
の
職

員
（

以
下

「
医

療
団

職
員
」

と
い

う
。

）
と

な
る
た

め
退

職
し

、
か

つ
、

医
療
団

の
業

務
の

地
方

公
共

団
体
へ

の
引

継
ぎ

と
と

も
に
引

き
続

い
て

再
び

職
員

と
な
っ

た
も

の
の

当
該

医
療

団
職
員

と
し

て
の

引
き
続

い
た
在

職
期
間

の
３

分
の
２

の
期
間

 

(
3
)
?
先
に

職
員

と
し

て
在

職
し

た
者

で
あ

っ
て
、

任
命

権
者

の
承

認
又

は
勧
奨

を
受

け
、

引
き

続
い
て

日
本

赤
十

字
社

の
救

護
員
（

以
下

「
救

護
員

」
と

い
う
。

）
と

な
る

た
め

退
職

し
救

護
員

と
し

て
旧

日
本

赤
十

字
社

令
（

明
治

4
3
年

勅
令

第
2
2
8
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と
す

る
。

 

６
 

第
１

条
第

７
号

に
規

定
す

る
職

員
で
、

こ
の

条
例

施
行

の
日

及
び
同

号
以

外
の

職

員
で

、
昭

和
2
8
年

７
月

3
1
日

に
現

に
在

職
し
て

い
た

職
員

の
同

日
以

前
に
お

け
る

次

の
各

号
に

掲
げ
る

期
間

は
、

当
該

各
号

に
規
定

す
る

者
の

職
員

と
し

て
の
在

職
期

間

と
み

な
す

。
こ
の

場
合

に
お

い
て

、
当

該
各
号

に
規

定
す

る
者

が
、

当
該
各

号
に

掲

げ
る

期
間

に
係
る

者
と

し
て

の
身

分
を

失
っ
た

際
に

、
こ

の
条

例
の

規
定
に

よ
る

退

職
手

当
に

相
当
す

る
給

与
の

支
給

を
受

け
て
い

る
と

き
は

、
当

該
給

与
の
計

算
の

基

礎
と

な
っ

た
在
職

期
間

の
３

分
の

２
の

期
間
は

、
そ

の
者

の
職

員
と

し
て
引

き
続

い

た
在

職
期
間

に
は
、

含
ま
な

い
も

の
と
す

る
。

 

(
1
)
?
先
に

職
員

と
し

て
在

職
し

た
者

で
あ

っ
て
、

任
命

権
者

の
承

認
又

は
勧
奨

を
受

け
、

引
き

続
い
て

外
国

政
府

又
は

日
本

政
府
若

し
く

は
外

国
政

府
と

特
殊
の

関
係

が
あ

っ
た

法
人
で

外
国

に
お

い
て

日
本

た
ば
こ

産
業

株
式

会
社

法
（

昭
和
5
9
年

法

律
第
6
9
号

）
附
則

第
1
2
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
解

散
前

の
日

本
専

売
公
社

（
以

下
「

旧
専

売
公
社

」
と

い
う

。
）

、
日

本
国
有

鉄
道

改
革

法
（

昭
和
6
1
年
法

律
第

8
7
号

）
附

則
第
２

項
の

規
定

に
よ

る
廃

止
前
の

日
本

国
有

鉄
道

法
（

昭
和
2
3
年

法

律
第

2
5
6
号

）
第

１
条

の
規

定
に

よ
り

設
立

さ
れ

た
日

本
国

有
鉄

道
（

以
下

「
旧

日
本

国
有

鉄
道
」

と
い

う
。

）
若

し
く

は
日
本

電
信

電
話

株
式

会
社

等
に
関

す
る

法
律

（
昭

和
5
9
年

法
律

第
8
5
号

）
附

則
第

４
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
解
散

前
の

日
本

電
信

電
話
公

社
（

以
下

「
旧

電
信

電
話
公

社
」

と
い

う
。

）
の

事
業
と

同
種

の
事

業
を

行
っ
て

い
た

も
の

で
、

国
家

公
務
員

退
職

手
当

法
施

行
令

（
昭
和

2
8
年

政
令

第
2
1
5
号

。
以

下
「

施
行

令
」

と
い

う
。

）
附

則
第

３
項

第
３

号
の

規
定

に

よ
り

総
務

大
臣

が
指

定
す

る
も

の
の

職
員

（
以

下
「

外
国

政
府

職
員

等
」

と
い

う
。

）
と

な
る
た

め
退

職
し

、
か

つ
、

外
国
政

府
職

員
等

と
し

て
の

身
分
を

失
っ

た
後

に
引

き
続
い

て
再

び
職

員
と

な
っ

た
も
の

の
当

該
外

国
政

府
職

員
等
と

し
て

の
引

き
続
い

た
在
職

期
間
の

３
分

の
２
の

期
間

 

(
2
)
?
先
に

職
員

と
し

て
在

職
し

た
者

で
あ

っ
て
、

任
命

権
者

の
承

認
又

は
勧
奨

を
受

け
、

引
き

続
い
て

旧
国

民
医

療
法

（
昭

和
1
7
年

法
律

第
7
0
号

）
に

規
定

す
る

日
本

医
療

団
（

以
下
「

医
療

団
」

と
い

う
。

）
の
職

員
（

以
下

「
医

療
団

職
員
」

と
い

う
。

）
と

な
る
た

め
退

職
し

、
か

つ
、

医
療
団

の
業

務
の

地
方

公
共

団
体
へ

の
引

継
ぎ

と
と

も
に
引

き
続

い
て

再
び

職
員

と
な
っ

た
も

の
の

当
該

医
療

団
職
員

と
し

て
の

引
き
続

い
た
在

職
期
間

の
３

分
の
２

の
期
間

 

(
3
)
?
先
に

職
員

と
し

て
在

職
し

た
者

で
あ

っ
て
、

任
命

権
者

の
承

認
又

は
勧
奨

を
受

け
、

引
き

続
い
て

日
本

赤
十

字
社

の
救

護
員
（

以
下

「
救

護
員

」
と

い
う
。

）
と

な
る

た
め

退
職

し
救

護
員

と
し

て
旧

日
本

赤
十

字
社

令
（

明
治

4
3
年

勅
令

第
2
2
8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                  

号
）

の
規

定
に
基

づ
き

戦
地

勤
務

（
恩

給
法
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
（
昭

和
2
8

年
法

律
第

1
5
5
号

）
附

則
第

4
1
条

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

戦
地

勤
務

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）
に

服
し

、
か

つ
、

救
護

員
と
し

て
身

分
を

失
っ

た
後

に
引
き

続
い

て
再

び
職

員
と
な

っ
た

も
の

の
当

該
救

護
員
と

し
て

戦
地

勤
務

に
服

し
た
期

間
の

３
分

の
２
の

期
間

 

(
4
)
?
先
に

職
員

と
し

て
在

職
し

た
者

で
あ

っ
て
ア

又
は

イ
に

該
当

す
る

も
の
の

ア
又

は
イ

に
掲
げ

る
期
間

 

ア
 

任
命

権
者
の

承
認

又
は

勧
奨

を
受

け
、
引

き
続

い
て

外
国

に
あ

っ
た
特

殊
機

関
の

職
員

で
、

施
行

令
附

則
第

３
項

第
６

号
の
規

定
に

よ
り

総
務

大
臣

の
指
定

す
る

も
の

（
以

下
「

外
国

特
殊

機
関

職
員

」
と

い
う

。
）

と
な

る
た

め
退

職

し
、

か
つ

、
外

国
特

殊
機

関
職

員
と

し
て

の
身
分

を
失

っ
た

後
に

引
き

続
い
て

再
び

職
員

と
な

っ
た

者
の

当
該

外
国

特
殊

機
関
職

員
と

し
て

の
引

き
続

い
た
在

職
期

間
の
３

分
の
２

の
期
間

 

イ
 

任
命

権
者
の

承
認

又
は

勧
奨

を
受

け
、
引

き
続

い
て

外
国

政
府

の
職
員

と
な

る
た

め
退

職
し

当
該

外
国

政
府

の
当

該
業

務
の
外

国
に

あ
っ

た
特

殊
機

関
へ
の

引
継

ぎ
と

と
も

に
、

引
き

続
い

て
外

国
特

殊
機
関

職
員

と
な

り
、

か
つ

、
外
国

特
殊

機
関

職
員

と
し

て
の

身
分

を
失

っ
た

後
に
引

き
続

い
て

再
び

職
員

と
な
っ

た
者

の
当

該
外

国
政

府
の

職
員

及
び

当
該

外
国
特

殊
機

関
職

員
と

し
て

の
引
き

続
い

た
在
職

期
間
の

３
分
の

２
の

期
間

 

７
 

昭
和
2
8
年

７
月

3
1
日

に
現

に
在

職
し
て

い
た

職
員

の
う

ち
、

次
の
各

号
の

一
に

該

当
す

る
も

の
の
先

の
職

員
と

し
て

の
在

職
期
間

は
、

後
の

職
員

と
し

て
の
在

職
期

間

に
引

き
続
い

た
も
の

と
み
な

す
。

 

(
1
)
?
先
に

職
員

と
し

て
在

職
し

た
者

で
あ

っ
て
、

任
命

権
者

の
承

認
又

は
勧
奨

を
受

け
て

他
の

任
命
権

者
に

属
す

る
職

員
と

な
る
た

め
退

職
し

、
か

つ
、

任
命
権

者
の

手
続

き
の

遅
延
の

た
め

退
職

の
日

の
翌

々
日
以

後
に

お
い

て
他

に
就

職
す
る

こ
と

な
く

そ
の

承
認
又

は
勧

奨
を

受
け

た
他

の
任
命

権
者

に
属

す
る

職
員

と
な
っ

た
も

の
 

(
2
)
?
先
に

職
員

と
し

て
在

職
し

た
者

で
あ

っ
て
、

任
命

権
者

の
承

認
又

は
勧
奨

を
受

け
、

引
き

続
い
て

在
外

研
究

員
又

は
外

国
留
学

生
（

以
下

「
在

外
研

究
員
等

」
と

い
う

。
）

と
な
る

た
め

退
職

し
、

か
つ

、
そ
の

研
究

又
は

留
学

を
終

え
た
後

に
引

き
続

い
て
再

び
職
員

と
な
っ

た
も

の
 

８
 

昭
和
2
0
年

８
月

1
5
日

に
現

に
次

の
各
号

の
一

に
該

当
す

る
者

で
あ
っ

た
も

の
が

当

該
各

号
に

掲
げ
る

日
か

ら
昭

和
2
8
年

７
月
3
1
日

ま
で

の
間

に
他

に
就

職
す
る

こ
と

な

く
職

員
と

な
っ
た

場
合

に
お

い
て

は
、

当
該
各

号
に

掲
げ

る
者

で
あ

っ
た
期

間
は

、
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号
）

の
規

定
に
基

づ
き

戦
地

勤
務

（
恩

給
法
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
（
昭

和
2
8

年
法

律
第

1
5
5
号

）
附

則
第

4
1
条

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

戦
地

勤
務

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）
に

服
し

、
か

つ
、

救
護

員
と
し

て
身

分
を

失
っ

た
後

に
引
き

続
い

て
再

び
職

員
と
な

っ
た

も
の

の
当

該
救

護
員
と

し
て

戦
地

勤
務

に
服

し
た
期

間
の

３
分

の
２
の

期
間

 

(
4
)
?
先
に

職
員

と
し

て
在

職
し

た
者

で
あ

っ
て
ア

又
は

イ
に

該
当

す
る

も
の
の

ア
又

は
イ

に
掲
げ

る
期
間

 

ア
 

任
命

権
者
の

承
認

又
は

勧
奨

を
受

け
、
引

き
続

い
て

外
国

に
あ

っ
た
特

殊
機

関
の

職
員

で
、

施
行

令
附

則
第

３
項

第
６

号
の
規

定
に

よ
り

総
務

大
臣

の
指
定

す
る

も
の

（
以

下
「

外
国

特
殊

機
関

職
員

」
と

い
う

。
）

と
な

る
た

め
退

職

し
、

か
つ

、
外

国
特

殊
機

関
職

員
と

し
て

の
身
分

を
失

っ
た

後
に

引
き

続
い
て

再
び

職
員

と
な

っ
た

者
の

当
該

外
国

特
殊

機
関
職

員
と

し
て

の
引

き
続

い
た
在

職
期

間
の
３

分
の
２

の
期
間

 

イ
 

任
命

権
者
の

承
認

又
は

勧
奨

を
受

け
、
引

き
続

い
て

外
国

政
府

の
職
員

と
な

る
た

め
退

職
し

当
該

外
国

政
府

の
当

該
業

務
の
外

国
に

あ
っ

た
特

殊
機

関
へ
の

引
継

ぎ
と

と
も

に
、

引
き

続
い

て
外

国
特

殊
機
関

職
員

と
な

り
、

か
つ

、
外
国

特
殊

機
関

職
員

と
し

て
の

身
分

を
失

っ
た

後
に
引

き
続

い
て

再
び

職
員

と
な
っ

た
者

の
当

該
外

国
政

府
の

職
員

及
び

当
該

外
国
特

殊
機

関
職

員
と

し
て

の
引
き

続
い

た
在
職

期
間
の

３
分
の

２
の

期
間

 

７
 

昭
和
2
8
年

７
月

3
1
日

に
現

に
在

職
し
て

い
た

職
員

の
う

ち
、

次
の
各

号
の

一
に

該

当
す

る
も

の
の
先

の
職

員
と

し
て

の
在

職
期
間

は
、

後
の

職
員

と
し

て
の
在

職
期

間

に
引

き
続
い

た
も
の

と
み
な

す
。

 

(
1
)
?
先
に

職
員

と
し

て
在

職
し

た
者

で
あ

っ
て
、

任
命

権
者

の
承

認
又

は
勧
奨

を
受

け
て

他
の

任
命
権

者
に

属
す

る
職

員
と

な
る
た

め
退

職
し

、
か

つ
、

任
命
権

者
の

手
続

き
の

遅
延
の

た
め

退
職

の
日

の
翌

々
日
以

後
に

お
い

て
他

に
就

職
す
る

こ
と

な
く

そ
の

承
認
又

は
勧

奨
を

受
け

た
他

の
任
命

権
者

に
属

す
る

職
員

と
な
っ

た
も

の
 

(
2
)
?
先
に

職
員

と
し

て
在

職
し

た
者

で
あ

っ
て
、

任
命

権
者

の
承

認
又

は
勧
奨

を
受

け
、

引
き

続
い
て

在
外

研
究

員
又

は
外

国
留
学

生
（

以
下

「
在

外
研

究
員
等

」
と

い
う

。
）

と
な
る

た
め

退
職

し
、

か
つ

、
そ
の

研
究

又
は

留
学

を
終

え
た
後

に
引

き
続

い
て
再

び
職
員

と
な
っ

た
も

の
 

８
 

昭
和
2
0
年

８
月

1
5
日

に
現

に
次

の
各
号

の
一

に
該

当
す

る
者

で
あ
っ

た
も

の
が

当

該
各

号
に

掲
げ
る

日
か

ら
昭

和
2
8
年

７
月
3
1
日

ま
で

の
間

に
他

に
就

職
す
る

こ
と

な

く
職

員
と

な
っ
た

場
合

に
お

い
て

は
、

当
該
各

号
に

掲
げ

る
者

で
あ

っ
た
期

間
は

、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                  

そ
の

も
の
の

職
員
と

し
て
の

在
職

期
間
に

引
き
続

い
た
も

の
と

み
な
す

。
 

(
1
)
?
外
地

官
署

所
属

職
員

？
外

地
官

署
所

属
職
員

の
身

分
に

関
す

る
件

（
昭
和

2
1
年

勅
令

第
2
8
7
号

）
の

規
定

に
よ

り
そ

の
身

分
を

保
留

す
る

期
間

が
満

了
す

る
日

の

翌
日

 

(
2
)
?
外
国

政
府

職
員

等
、

外
国

特
殊

機
関

職
員
又

は
在

外
研

究
員

等
？

昭
和
2
0
年

８

月
1
6
日

 

(
3
)
?
救
護

員
で

戦
地

勤
務

に
服

し
た

こ
と

の
あ
る

者
又

は
軍

人
軍

属
？

そ
の
身

分
を

失
っ

た
日

 

９
 

先
に

職
員

と
し

て
在

職
し

た
者

で
あ

っ
て

、
旧

公
職

に
関

す
る

就
職

禁
止

、
退

官
、

退
職

等
に

関
す

る
勅

令
（

昭
和

2
1
年

勅
令

第
1
0
9
号

）
第

１
条

若
し

く
は

旧
公

職
に

関
す

る
就
職

禁
止

、
退

職
等

に
関

す
る
勅

令
（

昭
和
2
2
年
勅

令
第

１
号

）
第

３

条
の

規
定

に
よ
り

退
職

さ
せ

ら
れ

た
も

の
又
は

次
の

各
号

に
掲

げ
る

措
置
に

よ
り

そ

の
者

の
意

思
に
よ

ら
な

い
で

退
職

さ
せ

ら
れ
た

も
の

が
、

そ
の

退
職

の
後
、

法
令

の

規
定

又
は

特
別
の

手
続

き
に

よ
り

こ
れ

ら
の
措

置
が

解
除

さ
れ

た
日

（
こ
れ

ら
の

措

置
に

よ
り

就
職
が

制
限

さ
れ

な
か

っ
た

職
員
と

な
っ

た
場

合
に

あ
っ

て
は
、

当
該

退

職
の

日
）

か
ら
昭

和
2
8
年

７
月
3
1
日

ま
で

の
間

に
再

び
職

員
と

な
っ

た
場
合

に
お

い

て
は

、
先

に
職
員

と
し

て
在

職
し

た
期

間
は
、

そ
の

者
の

職
員

と
し

て
の
在

職
期

間

に
引

き
続

い
た
も

の
と

み
な

す
。

た
だ

し
、
こ

れ
ら

の
措

置
が

解
除

さ
れ
た

日
か

ら

1
2
0
日

を
経

過
し

た
日

以
後

に
再

び
職

員
と

な
っ

た
場

合
に

お
い

て
、

当
該

経
過

し

た
日

か
ら

再
び
職

員
と

な
っ

た
日

の
前

日
ま
で

の
間

に
他

に
就

職
し

て
い
た

こ
と

が

あ
る

と
き
は

、
こ
の

限
り
で

な
い

。
 

(
1
)
?
昭
和

2
0
年

1
0
月

４
日

付
連

合
国

最
高

司
令
官

覚
書

政
治

的
、

公
民

的
及
び

宗
教

的
自

由
の
制

限
の
撤

廃
に
関

す
る

件
に
基

づ
く
罷

免
 

(
2
)
?
旧
教

職
員

の
除

去
、

就
職

禁
止

及
び

復
職
等

に
関

す
る

勅
令

（
昭

和
2
1
年

勅
令

第
2
6
3
号

）
第

１
条

又
は

教
職

員
の

除
去

、
就

職
禁

止
等

に
関

す
る

政
令

（
昭

和

2
2
年

政
令
第

6
2
号
）

第
３
条

の
規

定
に
よ

る
指
定

 

1
0
 

昭
和
2
0
年

８
月

1
5
日

に
現

に
附

則
第
８

項
に

掲
げ

る
者

（
救

護
員
で

戦
地

勤
務

に

服
し

た
こ

と
の
あ

る
者

、
外

国
特

殊
機

関
職
員

及
び

在
外

研
究

員
等

を
除
く

。
以

下

こ
の

項
に

お
い
て

「
外

地
官

署
所

属
職

員
等
」

と
い

う
。

）
で

あ
っ

た
者
で

同
日

に

お
い

て
本

邦
外
に

あ
っ

た
も

の
の

う
ち

、
昭
和

2
8
年

８
月

１
日

以
後

に
お
い

て
そ

の

本
邦

に
帰

還
し
た

日
か

ら
３

年
（

特
殊

の
事
情

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
場
合

に
は

任

命
権

者
が

知
事
と

協
議

し
て

定
め

る
期

間
を
加

算
し

た
期

間
。

以
下

こ
の
項

に
お

い

て
同

じ
。

）
以
内

に
職

員
と

な
っ

た
も

の
又
は

同
年

８
月

１
日

以
後

に
お
い

て
そ

の

本
邦

に
帰

還
し
た

日
か

ら
３

年
以

内
に

職
員
以

外
の

公
務

員
と

な
り

、
引
き

続
き

職
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そ
の

も
の
の

職
員
と

し
て
の

在
職

期
間
に

引
き
続

い
た
も

の
と

み
な
す

。
 

(
1
)
?
外
地

官
署

所
属

職
員

？
外

地
官

署
所

属
職
員

の
身

分
に

関
す

る
件

（
昭
和

2
1
年

勅
令

第
2
8
7
号

）
の

規
定

に
よ

り
そ

の
身

分
を

保
留

す
る

期
間

が
満

了
す

る
日

の

翌
日

 

(
2
)
?
外
国

政
府

職
員

等
、

外
国

特
殊

機
関

職
員
又

は
在

外
研

究
員

等
？

昭
和
2
0
年

８

月
1
6
日

 

(
3
)
?
救
護

員
で

戦
地

勤
務

に
服

し
た

こ
と

の
あ
る

者
又

は
軍

人
軍

属
？

そ
の
身

分
を

失
っ

た
日

 

９
 

先
に

職
員

と
し

て
在

職
し

た
者

で
あ

っ
て

、
旧

公
職

に
関

す
る

就
職

禁
止

、
退

官
、

退
職

等
に

関
す

る
勅

令
（

昭
和

2
1
年

勅
令

第
1
0
9
号

）
第

１
条

若
し

く
は

旧
公

職
に

関
す

る
就
職

禁
止

、
退

職
等

に
関

す
る
勅

令
（

昭
和
2
2
年
勅

令
第

１
号

）
第

３

条
の

規
定

に
よ
り

退
職

さ
せ

ら
れ

た
も

の
又
は

次
の

各
号

に
掲

げ
る

措
置
に

よ
り

そ

の
者

の
意

思
に
よ

ら
な

い
で

退
職

さ
せ

ら
れ
た

も
の

が
、

そ
の

退
職

の
後
、

法
令

の

規
定

又
は

特
別
の

手
続

き
に

よ
り

こ
れ

ら
の
措

置
が

解
除

さ
れ

た
日

（
こ
れ

ら
の

措

置
に

よ
り

就
職
が

制
限

さ
れ

な
か

っ
た

職
員
と

な
っ

た
場

合
に

あ
っ

て
は
、

当
該

退

職
の

日
）

か
ら
昭

和
2
8
年

７
月
3
1
日

ま
で

の
間

に
再

び
職

員
と

な
っ

た
場
合

に
お

い

て
は

、
先

に
職
員

と
し

て
在

職
し

た
期

間
は
、

そ
の

者
の

職
員

と
し

て
の
在

職
期

間

に
引

き
続

い
た
も

の
と

み
な

す
。

た
だ

し
、
こ

れ
ら

の
措

置
が

解
除

さ
れ
た

日
か

ら

1
2
0
日

を
経

過
し

た
日

以
後

に
再

び
職

員
と

な
っ

た
場

合
に

お
い

て
、

当
該

経
過

し

た
日

か
ら

再
び
職

員
と

な
っ

た
日

の
前

日
ま
で

の
間

に
他

に
就

職
し

て
い
た

こ
と

が

あ
る

と
き
は

、
こ
の

限
り
で

な
い

。
 

(
1
)
?
昭
和

2
0
年

1
0
月

４
日

付
連

合
国

最
高

司
令
官

覚
書

政
治

的
、

公
民

的
及
び

宗
教

的
自

由
の
制

限
の
撤

廃
に
関

す
る

件
に
基

づ
く
罷

免
 

(
2
)
?
旧
教

職
員

の
除

去
、

就
職

禁
止

及
び

復
職
等

に
関

す
る

勅
令

（
昭

和
2
1
年

勅
令

第
2
6
3
号

）
第

１
条

又
は

教
職

員
の

除
去

、
就

職
禁

止
等

に
関

す
る

政
令

（
昭

和

2
2
年

政
令
第

6
2
号
）

第
３
条

の
規

定
に
よ

る
指
定

 

1
0
 

昭
和
2
0
年

８
月

1
5
日

に
現

に
附

則
第
８

項
に

掲
げ

る
者

（
救

護
員
で

戦
地

勤
務

に

服
し

た
こ

と
の
あ

る
者

、
外

国
特

殊
機

関
職
員

及
び

在
外

研
究

員
等

を
除
く

。
以

下

こ
の

項
に

お
い
て

「
外

地
官

署
所

属
職

員
等
」

と
い

う
。

）
で

あ
っ

た
者
で

同
日

に

お
い

て
本

邦
外
に

あ
っ

た
も

の
の

う
ち

、
昭
和

2
8
年

８
月

１
日

以
後

に
お
い

て
そ

の

本
邦

に
帰

還
し
た

日
か

ら
３

年
（

特
殊

の
事
情

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
場
合

に
は

任

命
権

者
が

知
事
と

協
議

し
て

定
め

る
期

間
を
加

算
し

た
期

間
。

以
下

こ
の
項

に
お

い

て
同

じ
。

）
以
内

に
職

員
と

な
っ

た
も

の
又
は

同
年

８
月

１
日

以
後

に
お
い

て
そ

の

本
邦

に
帰

還
し
た

日
か

ら
３

年
以

内
に

職
員
以

外
の

公
務

員
と

な
り

、
引
き

続
き

職
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                  

員
以

外
の

公
務
員

と
し

て
在

職
し

た
後

引
き
続

い
て

職
員

と
な

っ
た

も
の
に

つ
い

て

は
、

外
地

官
署
所

属
職

員
等

で
あ

っ
た

期
間
は

、
そ

の
者

の
同

年
８

月
１
日

以
後

に

お
い

て
最

初
に
開

始
す

る
職

員
又

は
職

員
以
外

の
公

務
員

と
し

て
の

在
職
期

間
に

引

き
続

い
た

も
の
と

み
な

し
、

か
つ

、
当

該
職
員

以
外

の
公

務
員

と
し

て
の
在

職
期

間

に
引

き
続

い
た
も

の
と

み
な

す
場

合
に

あ
っ
て

は
当

該
職

員
以

外
の

公
務
員

と
し

て

の
在

職
期

間
に

含
ま

れ
る

も
の

と
し

て
、

そ
の

勤
続

期
間

を
計

算
す

る
も

の
と

す

る
。

た
だ

し
、
本

邦
に

帰
還

し
た

日
か

ら
当
該

職
員

又
は

職
員

以
外

の
公
務

員
と

し

て
の

在
職

期
間
の

開
始

の
日

の
前

日
ま

で
の
間

に
他

に
就

職
し

た
こ

と
が
あ

る
者

に

つ
い

て
は
、

こ
の
限

り
で
な

い
。

 

1
1
 

前
項

に
規

定
す

る
者

の
昭

和
2
8
年

７
月

3
1
日

（
同

年
８

月
１

日
以
後

に
附

則
第

８

項
第

１
号

に
規
定

す
る

期
間

が
満

了
す

る
外
地

官
署

所
属

職
員

に
つ

い
て
は

、
当

該

期
間

が
満

了
す
る

日
）

以
前

に
お

け
る

勤
続
期

間
の

計
算

に
つ

い
て

は
、
前

項
の

規

定
に

該
当

す
る
も

の
を

除
き

、
附

則
第

６
項
及

び
附

則
第

７
項

の
規

定
を
準

用
す

る

ほ
か

第
９
条

（
第
４

項
を
除

く
。

）
の
規

定
の
例

に
よ
る

。
 

1
2
 

昭
和
2
8
年

７
月

3
1
日

に
現

に
在

職
す
る

職
員

、
同

日
に

現
に

職
員
以

外
の

公
務

員

と
し

て
在

職
し
、

同
日

後
に

引
き

続
い

て
職
員

と
な

っ
た

者
又

は
附

則
第
1
0
項

に
規

定
す

る
者

の
う
ち

、
職

員
と

し
て

の
引

き
続
い

た
在

職
期

間
中

に
お

い
て
職

員
又

は

職
員

以
外

の
公
務

員
と

し
て

在
職

し
た

後
こ
の

条
例

の
規

定
に

よ
る

退
職
手

当
又

は

こ
れ

に
相

当
す
る

給
与

の
支

給
を

受
け

て
特
殊

退
職

を
し

、
か

つ
、

職
員
又

は
職

員

以
外

の
公

務
員
と

な
っ

た
こ

と
が

あ
る

も
の
が

退
職

し
た

場
合

に
お

け
る
そ

の
者

に

対
す

る
一

般
の
退

職
手

当
の

額
は

、
第

２
条
の

３
か

ら
第

５
条

の
３

ま
で
、

第
５

条

の
６

か
ら

第
５
条

の
1
0
ま

で
、

条
例

第
3
2
号
に

よ
る

改
正

前
の

第
９

条
の
２

第
２

項

及
び

附
則

第
1
4
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、
そ

の
者

の
退

職
の

日
に

お
け
る

給
料

月

額
に

、
第

１
号
に

掲
げ

る
割

合
か

ら
第

２
号
に

掲
げ

る
割

合
（

附
則

第
1
4
項

に
規

定

す
る

職
員

若
し
く

は
職

員
以

外
の

公
務

員
と
し

て
在

職
し

た
後

こ
の

条
例
の

規
定

に

よ
る

退
職

手
当
若

し
く

は
こ

れ
に

相
当

す
る
給

与
の

支
給

を
受

け
て

し
た
退

職
を

し

た
者

に
つ

い
て
は

、
当

該
割

合
と

そ
の

者
に
係

る
附

則
第
1
4
項
に

お
い

て
例

に
よ

る

附
則

第
1
2
項

第
２

号
に

掲
げ

る
割

合
と

を
合
計

し
た

割
合

）
を

控
除

し
た
割

合
を

乗

じ
て

得
た
額

と
す
る

。
 

(
1
)
?
そ
の

者
が

第
２

条
の

３
か

ら
第

５
条

の
３
ま

で
及

び
第

５
条

の
６

か
ら
第

５
条

の
1
0
ま

で
、

職
員

の
退

職
手

当
に

関
す

る
条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例
（

昭
和

3
7
年

栃
木

県
条
例

第
5
2
号

）
附

則
第

２
項

並
び

に
条

例
第

3
2
号
附

則
第

５
項

か
ら

附
則

第
８

項
ま
で

の
規

定
に

よ
り

計
算

し
た
額

の
退

職
手

当
の

支
給

を
受
け

る
も

の
と

し
た
場

合
に
お

け
る
当

該
退

職
手
当

の
額
の

当
該
給

料
月

額
に
対

す
る
割

合
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員
以

外
の

公
務
員

と
し

て
在

職
し

た
後

引
き
続

い
て

職
員

と
な

っ
た

も
の
に

つ
い

て

は
、

外
地

官
署
所

属
職

員
等

で
あ

っ
た

期
間
は

、
そ

の
者

の
同

年
８

月
１
日

以
後

に

お
い

て
最

初
に
開

始
す

る
職

員
又

は
職

員
以
外

の
公

務
員

と
し

て
の

在
職
期

間
に

引

き
続

い
た

も
の
と

み
な

し
、

か
つ

、
当

該
職
員

以
外

の
公

務
員

と
し

て
の
在

職
期

間

に
引

き
続

い
た
も

の
と

み
な

す
場

合
に

あ
っ
て

は
当

該
職

員
以

外
の

公
務
員

と
し

て

の
在

職
期

間
に

含
ま

れ
る

も
の

と
し

て
、

そ
の

勤
続

期
間

を
計

算
す

る
も

の
と

す

る
。

た
だ

し
、
本

邦
に

帰
還

し
た

日
か

ら
当
該

職
員

又
は

職
員

以
外

の
公
務

員
と

し

て
の

在
職

期
間
の

開
始

の
日

の
前

日
ま

で
の
間

に
他

に
就

職
し

た
こ

と
が
あ

る
者

に

つ
い

て
は
、

こ
の
限

り
で
な

い
。

 

1
1
 

前
項

に
規

定
す

る
者

の
昭

和
2
8
年

７
月

3
1
日

（
同

年
８

月
１

日
以
後

に
附

則
第

８

項
第

１
号

に
規
定

す
る

期
間

が
満

了
す

る
外
地

官
署

所
属

職
員

に
つ

い
て
は

、
当

該

期
間

が
満

了
す
る

日
）

以
前

に
お

け
る

勤
続
期

間
の

計
算

に
つ

い
て

は
、
前

項
の

規

定
に

該
当

す
る
も

の
を

除
き

、
附

則
第

６
項
及

び
附

則
第

７
項

の
規

定
を
準

用
す

る

ほ
か

第
９
条

（
第
４

項
を
除

く
。

）
の
規

定
の
例

に
よ
る

。
 

1
2
 

昭
和
2
8
年

７
月

3
1
日

に
現

に
在

職
す
る

職
員

、
同

日
に

現
に

職
員
以

外
の

公
務

員

と
し

て
在

職
し
、

同
日

後
に

引
き

続
い

て
職
員

と
な

っ
た

者
又

は
附

則
第
1
0
項

に
規

定
す

る
者

の
う
ち

、
職

員
と

し
て

の
引

き
続
い

た
在

職
期

間
中

に
お

い
て
職

員
又

は

職
員

以
外

の
公
務

員
と

し
て

在
職

し
た

後
こ
の

条
例

の
規

定
に

よ
る

退
職
手

当
又

は

こ
れ

に
相

当
す
る

給
与

の
支

給
を

受
け

て
特
殊

退
職

を
し

、
か

つ
、

職
員
又

は
職

員

以
外

の
公

務
員
と

な
っ

た
こ

と
が

あ
る

も
の
が

退
職

し
た

場
合

に
お

け
る
そ

の
者

に

対
す

る
一

般
の
退

職
手

当
の

額
は

、
第

２
条
の

３
か

ら
第

５
条

の
３

ま
で
、

第
５

条

の
６

か
ら

第
５
条

の
1
0
ま

で
、

条
例

第
3
2
号
に

よ
る

改
正

前
の

第
９

条
の
２

第
２

項

及
び

附
則

第
1
4
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、
そ

の
者

の
退

職
の

日
に

お
け
る

給
料

月

額
に

、
第

１
号
に

掲
げ

る
割

合
か

ら
第

２
号
に

掲
げ

る
割

合
（

附
則

第
1
4
項

に
規

定

す
る

職
員

若
し
く

は
職

員
以

外
の

公
務

員
と
し

て
在

職
し

た
後

こ
の

条
例
の

規
定

に

よ
る

退
職

手
当
若

し
く

は
こ

れ
に

相
当

す
る
給

与
の

支
給

を
受

け
て

し
た
退

職
を

し

た
者

に
つ

い
て
は

、
当

該
割

合
と

そ
の

者
に
係

る
附

則
第
1
4
項
に

お
い

て
例

に
よ

る

附
則

第
1
2
項

第
２

号
に

掲
げ

る
割

合
と

を
合
計

し
た

割
合

）
を

控
除

し
た
割

合
を

乗

じ
て

得
た
額

と
す
る

。
 

(
1
)
?
そ
の

者
が

第
２

条
の

３
か

ら
第

５
条

の
３
ま

で
及

び
第

５
条

の
６

か
ら
第

５
条

の
1
0
ま

で
、

職
員

の
退

職
手

当
に

関
す

る
条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例
（

昭
和

3
7
年

栃
木

県
条
例

第
5
2
号

）
附

則
第

２
項

並
び

に
条

例
第

3
2
号
附

則
第

５
項

か
ら

附
則

第
８

項
ま
で

の
規

定
に

よ
り

計
算

し
た
額

の
退

職
手

当
の

支
給

を
受
け

る
も

の
と

し
た
場

合
に
お

け
る
当

該
退

職
手
当

の
額
の

当
該
給

料
月

額
に
対

す
る
割

合

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                  

(
2
)
?
そ
の

者
が

特
殊

退
職

を
し

た
際

に
、

そ
の
際

支
給

を
受

け
た

こ
の

条
例
の

規
定

に
よ

る
退

職
手
当

又
は

こ
れ

に
相

当
す

る
給
与

の
額

の
計

算
の

基
礎

と
な
っ

た
勤

続
期

間
（

当
該
給

与
の

額
の

計
算

の
基

礎
と
な

る
べ

き
勤

続
期

間
が

そ
の
者

が
在

職
し

た
地

方
公
共

団
体

等
の

退
職

手
当

に
関
す

る
規

定
に

お
い

て
明

確
に
定

め
ら

れ
て

い
な

い
場
合

に
は

、
当

該
給

与
の

額
を
当

該
特

殊
退

職
の

日
に

お
け
る

そ
の

者
の

給
料

月
額
で

除
し

て
得

た
数

に
1
2
を

乗
じ

て
得

た
数

（
１

未
満

の
端
数

を
生

じ
た

と
き

は
、
そ

の
端

数
を

切
り

捨
て

る
。
）

に
相

当
す

る
月

数
）

を
こ
の

条
例

の
規

定
に

よ
り
計

算
し

た
勤

続
期

間
と

み
な
し

た
場

合
の

こ
の

条
例

の
規
定

に
よ

る
退

職
手

当
（
附

則
第

９
項

の
規

定
の

適
用
を

受
け

る
職

員
及

び
外

地
官
署

所
属

職
員

の
う

ち
、
第

４
条

若
し

く
は

第
５

条
の
規

定
に

よ
る

退
職

手
当

又
は
こ

れ
に

準
ず

る
退

職
手
当

に
係

る
退

職
（

以
下

「
整
理

退
職

」
と

い
う

。
）

に
該
当

す
る

特
殊

退
職

を
し
た

者
に

つ
い

て
は

、
第

４
条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

退
職
手

当
）

の
支

給
を

受
け
た

も
の

と
し

た
場

合
に

お
け
る

当
該

退
職

手
当

の
額

の
当
該

特
殊

退
職

の
日

に
お
け

る
そ

の
者

の
給

料
月

額
に
対

す
る

割
合

（
特

殊
退

職
を
２

回
以

上
し

た
者

に
つ
い

て
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

特
殊
退

職
に

係
る

当
該

割
合

を
合
計

し
た

割
合

）
 

1
3
 

前
項

の
特

殊
退

職
は

、
次

の
各

号
に
掲

げ
る

退
職

又
は

身
分

の
喪
失

と
す

る
。

た

だ
し

、
第

１
号
か

ら
第

３
号

ま
で

の
退

職
に
あ

っ
て

は
、

整
理

退
職

に
該
当

す
る

退

職
を

除
く
。

 

(
1
)
?
職
員

が
退

職
し

、
か

つ
、

退
職

の
日

又
は
そ

の
翌

日
に

再
び

職
員

と
な
る

場
合

（
職

員
以

外
の
公

務
員

が
退

職
し

、
か

つ
、
退

職
の

日
又

は
そ

の
翌

日
に
再

び
当

該
退

職
の

日
ま
で

そ
の

者
が

属
し

て
い

た
地
方

公
共

団
体

等
の

職
員

以
外
の

公
務

員
と

な
る
場

合
を
含

む
。
）

の
退

職
 

(
2
)
?
職
員

又
は

職
員

以
外

の
公

務
員

が
任

命
者
の

要
請

を
受

け
て

職
員

又
は
職

員
以

外
の

公
務

員
と
な

る
た

め
退

職
し

、
か

つ
、
退

職
の

日
又

は
そ

の
翌

日
に
職

員
又

は
職

員
以

外
の
公

務
員

と
な

る
場

合
（

前
号
に

該
当

す
る

場
合

を
除

く
。
）

の
退

職
 

(
3
)
?
附
則

第
６

項
各

号
又

は
附

則
第

７
項

各
号
（

こ
れ

ら
の

規
定

を
附

則
第
1
1
項

に

お
い

て
準
用

す
る
場

合
を
含

む
。

）
の
退

職
 

(
4
)
?
附

則
第

９
項
の

退
職

 

(
5
)
?
外

地
官

署
所
属

職
員
又

は
軍

人
軍
属

の
身
分

の
喪
失

 

1
4
 

職
員

又
は

職
員

以
外

の
公

務
員

か
ら
引

き
続

い
て

職
員

と
な

っ
た
者

の
う

ち
、

職

員
と

し
て

の
引
き

続
い

た
在

職
期

間
（

そ
の
者

が
当

該
在

職
期

間
中

に
お
い

て
た

ば

こ
事

業
法

等
の
施

行
に

伴
う

関
係

法
律

の
整
備

等
に

関
す

る
法

律
（

昭
和
5
9
年

法
律
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(
2
)
?
そ
の

者
が

特
殊

退
職

を
し

た
際

に
、

そ
の
際

支
給

を
受

け
た

こ
の

条
例
の

規
定

に
よ

る
退

職
手
当

又
は

こ
れ

に
相

当
す

る
給
与

の
額

の
計

算
の

基
礎

と
な
っ

た
勤

続
期

間
（

当
該
給

与
の

額
の

計
算

の
基

礎
と
な

る
べ

き
勤

続
期

間
が

そ
の
者

が
在

職
し

た
地

方
公
共

団
体

等
の

退
職

手
当

に
関
す

る
規

定
に

お
い

て
明

確
に
定

め
ら

れ
て

い
な

い
場
合

に
は

、
当

該
給

与
の

額
を
当

該
特

殊
退

職
の

日
に

お
け
る

そ
の

者
の

給
料

月
額
で

除
し

て
得

た
数

に
1
2
を

乗
じ

て
得

た
数

（
１

未
満

の
端
数

を
生

じ
た

と
き

は
、
そ

の
端

数
を

切
り

捨
て

る
。
）

に
相

当
す

る
月

数
）

を
こ
の

条
例

の
規

定
に

よ
り
計

算
し

た
勤

続
期

間
と

み
な
し

た
場

合
の

こ
の

条
例

の
規
定

に
よ

る
退

職
手

当
（
附

則
第

９
項

の
規

定
の

適
用
を

受
け

る
職

員
及

び
外

地
官
署

所
属

職
員

の
う

ち
、
第

４
条

若
し

く
は

第
５

条
の
規

定
に

よ
る

退
職

手
当

又
は
こ

れ
に

準
ず

る
退

職
手
当

に
係

る
退

職
（

以
下

「
整
理

退
職

」
と

い
う

。
）

に
該
当

す
る

特
殊

退
職

を
し
た

者
に

つ
い

て
は

、
第

４
条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

退
職
手

当
）

の
支

給
を

受
け
た

も
の

と
し

た
場

合
に

お
け
る

当
該

退
職

手
当

の
額

の
当
該

特
殊

退
職

の
日

に
お
け

る
そ

の
者

の
給

料
月

額
に
対

す
る

割
合

（
特

殊
退

職
を
２

回
以

上
し

た
者

に
つ
い

て
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

特
殊
退

職
に

係
る

当
該

割
合

を
合
計

し
た

割
合

）
 

1
3
 

前
項

の
特

殊
退

職
は

、
次

の
各

号
に
掲

げ
る

退
職

又
は

身
分

の
喪
失

と
す

る
。

た

だ
し

、
第

１
号
か

ら
第

３
号

ま
で

の
退

職
に
あ

っ
て

は
、

整
理

退
職

に
該
当

す
る

退

職
を

除
く
。

 

(
1
)
?
職
員

が
退

職
し

、
か

つ
、

退
職

の
日

又
は
そ

の
翌

日
に

再
び

職
員

と
な
る

場
合

（
職

員
以

外
の
公

務
員

が
退

職
し

、
か

つ
、
退

職
の

日
又

は
そ

の
翌

日
に
再

び
当

該
退

職
の

日
ま
で

そ
の

者
が

属
し

て
い

た
地
方

公
共

団
体

等
の

職
員

以
外
の

公
務

員
と

な
る
場

合
を
含

む
。
）

の
退

職
 

(
2
)
?
職
員

又
は

職
員

以
外

の
公

務
員

が
任

命
者
の

要
請

を
受

け
て

職
員

又
は
職

員
以

外
の

公
務

員
と
な

る
た

め
退

職
し

、
か

つ
、
退

職
の

日
又

は
そ

の
翌

日
に
職

員
又

は
職

員
以

外
の
公

務
員

と
な

る
場

合
（

前
号
に

該
当

す
る

場
合

を
除

く
。
）

の
退

職
 

(
3
)
?
附
則

第
６

項
各

号
又

は
附

則
第

７
項

各
号
（

こ
れ

ら
の

規
定

を
附

則
第
1
1
項

に

お
い

て
準
用

す
る
場

合
を
含

む
。

）
の
退

職
 

(
4
)
?
附

則
第

９
項
の

退
職

 

(
5
)
?
外

地
官

署
所
属

職
員
又

は
軍

人
軍
属

の
身
分

の
喪
失

 

1
4
 

職
員

又
は

職
員

以
外

の
公

務
員

か
ら
引

き
続

い
て

職
員

と
な

っ
た
者

の
う

ち
、

職

員
と

し
て

の
引
き

続
い

た
在

職
期

間
（

そ
の
者

が
当

該
在

職
期

間
中

に
お
い

て
た

ば

こ
事

業
法

等
の
施

行
に

伴
う

関
係

法
律

の
整
備

等
に

関
す

る
法

律
（

昭
和
5
9
年

法
律

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                  

第
7
1
号

）
第

４
条

及
び

日
本

電
信

電
話

株
式
会

社
法

及
び

電
気

通
信

事
業
法

の
施

行

に
伴

う
関

係
法
律

の
整

備
等

に
関

す
る

法
律
（

昭
和

5
9
年

法
律

第
8
7
号

）
第

５
条

の

規
定

に
よ

る
改

正
前

の
国

家
公

務
員

等
退

職
手

当
法

（
昭

和
2
8
年

法
律

第
1
8
2
号

）

第
２

条
に

規
定
す

る
者

と
し

て
在

職
し

た
後
こ

の
条

例
の

規
定

に
よ

る
退
職

手
当

に

相
当

す
る

給
与
の

支
給

を
受

け
て

退
職

を
し
た

こ
と

が
あ

る
者

で
あ

る
場
合

に
は

、

当
該

退
職

の
日
（

当
該

退
職

を
２

回
以

上
し
た

者
に

つ
い

て
は

、
そ

の
う
ち

の
最

終

の
退

職
の

日
）
以

後
の

職
員

と
し

て
の

引
き
続

い
た

在
職

期
間

に
限

る
。
）

中
に

お

い
て

、
昭

和
3
8
年

３
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
、
職

員
又

は
職

員
以

外
の

公
務
員

と
し

て

在
職

し
た

後
こ
の

条
例

の
規

定
に

よ
る

退
職
手

当
又

は
こ

れ
に

相
当

す
る
給

与
の

支

給
を

受
け

て
退
職

（
条

例
第
3
2
号
に

よ
る

改
正

前
の

第
９

条
の

２
第

１
項

の
退

職
、

附
則

第
1
3
項

の
特

殊
退

職
及

び
整

理
退

職
に
該

当
す

る
退

職
を

除
く

。
）
を

し
、

か

つ
、

退
職

の
日
又

は
そ

の
翌

日
に

、
職

員
又
は

職
員

以
外

の
公

務
員

と
な
っ

た
こ

と

が
あ

る
も

の
が
退

職
し

た
場

合
に

お
け

る
そ
の

者
に

対
す

る
第

３
条

か
ら
第

５
条

の

２
ま

で
の

規
定
に

よ
る

退
職

手
当

の
額

に
つ
い

て
は

、
附

則
第
1
2
項

の
規
定

の
例

に

よ
る

。
こ

の
場
合

に
お

い
て

、
第

９
条

第
５
項

の
規

定
の

適
用

に
つ

い
て
は

、
同

項

た
だ

し
書

中
「
退

職
に

よ
り

」
と

あ
る

の
は
、

「
退

職
（

附
則

第
1
4
項

に
規

定
す

る

職
員

又
は

職
員
以

外
の

公
務

員
と

し
て

在
職
し

た
後

こ
の

条
例

の
規

定
に
よ

る
退

職

手
当

又
は

こ
れ

に
相

当
す

る
給

与
の

支
給

を
受

け
て

し
た

退
職

を
除

く
。

）
に

よ

り
」

と
読
み

替
え
る

も
の
と

す
る

。
 

1
5
 

こ
の

条
例

の
適

用
を

受
け

る
職

員
で
あ

っ
て

、
昭

和
2
0
年
９

月
２

日
以

後
ソ

ヴ
ィ

エ
ト

社
会

主
義
共

和
国

連
邦

、
樺

太
、

千
島
、

北
緯

3
8
度

以
北

の
朝

鮮
、
関

東
州

、

満
州

又
は

中
国
本

土
の

地
域

内
に

お
い

て
生
存

し
て

い
た

と
認

め
ら

れ
る
資

料
が

あ

り
、

且
つ

、
本
邦

に
帰

還
し

て
い

な
い

も
の
（

自
己

の
意

思
に

よ
り

帰
還
し

な
い

も

の
と

認
め

ら
れ
る

者
及

び
昭

和
2
0
年

９
月

２
日

以
後

に
お

い
て

、
本

邦
に
あ

っ
た

者

を
除

く
。

）
が

恩
給

法
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
（

昭
和

2
8
年

法
律

第
1
5
5
号

）
の

規
定

に
よ

っ
て
退

職
し

た
も

の
と

み
な

さ
れ
た

と
き

、
又

は
昭

和
2
8
年

８
月

１
日

以

後
死

亡
が

確
認
さ

れ
た

と
き

は
、

そ
の

者
が
そ

の
退

職
の

日
又

は
死

亡
の
確

認
の

日

に
退

職
し

た
も
の

と
み

な
し

、
そ

の
者

が
昭
和

2
0
年

８
月
1
5
日
に

お
い

て
受

け
て

い

た
給

料
月

額
（
そ

の
額

が
別

表
左

欄
に

掲
げ
る

額
の

い
ず

れ
に

も
該

当
し
な

い
場

合

に
は

、
そ

の
額
の

直
近

上
位

の
額

と
す

る
。
）

に
対

応
す

る
別

表
右

欄
に
掲

げ
る

新

給
料

月
額

を
計
算

の
基

礎
と

し
た

第
４

条
の
規

定
に

よ
る

退
職

手
当

（
そ
の

退
職

の

日
が

昭
和
2
8
年
７

月
3
1
日

以
前

の
日

で
あ

る
と

き
は

、
附

則
第

３
項

の
規
定

に
よ

り

従
前

の
例

に
よ
る

こ
と

と
さ

れ
る

旧
栃

木
県
職

員
に

対
す

る
退

職
手

当
の
臨

時
措

置

に
関

す
る
条

例
第
４

条
の
規

定
に

よ
る
退

職
手
当

）
を
支

給
す

る
。
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第
7
1
号

）
第

４
条

及
び

日
本

電
信

電
話

株
式
会

社
法

及
び

電
気

通
信

事
業
法

の
施

行

に
伴

う
関

係
法
律

の
整

備
等

に
関

す
る

法
律
（

昭
和

5
9
年

法
律

第
8
7
号

）
第

５
条

の

規
定

に
よ

る
改

正
前

の
国

家
公

務
員

等
退

職
手

当
法

（
昭

和
2
8
年

法
律

第
1
8
2
号

）

第
２

条
に

規
定
す

る
者

と
し

て
在

職
し

た
後
こ

の
条

例
の

規
定

に
よ

る
退
職

手
当

に

相
当

す
る

給
与
の

支
給

を
受

け
て

退
職

を
し
た

こ
と

が
あ

る
者

で
あ

る
場
合

に
は

、

当
該

退
職

の
日
（

当
該

退
職

を
２

回
以

上
し
た

者
に

つ
い

て
は

、
そ

の
う
ち

の
最

終

の
退

職
の

日
）
以

後
の

職
員

と
し

て
の

引
き
続

い
た

在
職

期
間

に
限

る
。
）

中
に

お

い
て

、
昭

和
3
8
年

３
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
、
職

員
又

は
職

員
以

外
の

公
務
員

と
し

て

在
職

し
た

後
こ
の

条
例

の
規

定
に

よ
る

退
職
手

当
又

は
こ

れ
に

相
当

す
る
給

与
の

支

給
を

受
け

て
退
職

（
条

例
第
3
2
号
に

よ
る

改
正

前
の

第
９

条
の

２
第

１
項

の
退

職
、

附
則

第
1
3
項

の
特

殊
退

職
及

び
整

理
退

職
に
該

当
す

る
退

職
を

除
く

。
）
を

し
、

か

つ
、

退
職

の
日
又

は
そ

の
翌

日
に

、
職

員
又
は

職
員

以
外

の
公

務
員

と
な
っ

た
こ

と

が
あ

る
も

の
が
退

職
し

た
場

合
に

お
け

る
そ
の

者
に

対
す

る
第

３
条

か
ら
第

５
条

の

２
ま

で
の

規
定
に

よ
る

退
職

手
当

の
額

に
つ
い

て
は

、
附

則
第
1
2
項

の
規
定

の
例

に

よ
る

。
こ

の
場
合

に
お

い
て

、
第

９
条

第
５
項

の
規

定
の

適
用

に
つ

い
て
は

、
同

項

た
だ

し
書

中
「
退

職
に

よ
り

」
と

あ
る

の
は
、

「
退

職
（

附
則

第
1
4
項

に
規

定
す

る

職
員

又
は

職
員
以

外
の

公
務

員
と

し
て

在
職
し

た
後

こ
の

条
例

の
規

定
に
よ

る
退

職

手
当

又
は

こ
れ

に
相

当
す

る
給

与
の

支
給

を
受

け
て

し
た

退
職

を
除

く
。

）
に

よ

り
」

と
読
み

替
え
る

も
の
と

す
る

。
 

1
5
 

こ
の

条
例

の
適

用
を

受
け

る
職

員
で
あ

っ
て

、
昭

和
2
0
年
９

月
２

日
以

後
ソ

ヴ
ィ

エ
ト

社
会

主
義
共

和
国

連
邦

、
樺

太
、

千
島
、

北
緯

3
8
度

以
北

の
朝

鮮
、
関

東
州

、

満
州

又
は

中
国
本

土
の

地
域

内
に

お
い

て
生
存

し
て

い
た

と
認

め
ら

れ
る
資

料
が

あ

り
、

且
つ

、
本
邦

に
帰

還
し

て
い

な
い

も
の
（

自
己

の
意

思
に

よ
り

帰
還
し

な
い

も

の
と

認
め

ら
れ
る

者
及

び
昭

和
2
0
年

９
月

２
日

以
後

に
お

い
て

、
本

邦
に
あ

っ
た

者

を
除

く
。

）
が

恩
給

法
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
（

昭
和

2
8
年

法
律

第
1
5
5
号

）
の

規
定

に
よ

っ
て
退

職
し

た
も

の
と

み
な

さ
れ
た

と
き

、
又

は
昭

和
2
8
年

８
月

１
日

以

後
死

亡
が

確
認
さ

れ
た

と
き

は
、

そ
の

者
が
そ

の
退

職
の

日
又

は
死

亡
の
確

認
の

日

に
退

職
し

た
も
の

と
み

な
し

、
そ

の
者

が
昭
和

2
0
年

８
月
1
5
日
に

お
い

て
受

け
て

い

た
給

料
月

額
（
そ

の
額

が
別

表
左

欄
に

掲
げ
る

額
の

い
ず

れ
に

も
該

当
し
な

い
場

合

に
は

、
そ

の
額
の

直
近

上
位

の
額

と
す

る
。
）

に
対

応
す

る
別

表
右

欄
に
掲

げ
る

新

給
料

月
額

を
計
算

の
基

礎
と

し
た

第
４

条
の
規

定
に

よ
る

退
職

手
当

（
そ
の

退
職

の

日
が

昭
和
2
8
年
７

月
3
1
日

以
前

の
日

で
あ

る
と

き
は

、
附

則
第

３
項

の
規
定

に
よ

り

従
前

の
例

に
よ
る

こ
と

と
さ

れ
る

旧
栃

木
県
職

員
に

対
す

る
退

職
手

当
の
臨

時
措

置

に
関

す
る
条

例
第
４

条
の
規

定
に

よ
る
退

職
手
当

）
を
支

給
す

る
。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

３
 

行
政

整
理

の
た

め
必

要
が

あ
る

と
認
め

ら
れ

る
と

き
は

、
こ

れ
に
よ

り
退

職
す

る

職
員

に
対

し
、
第

２
条

の
３

か
ら

第
５

条
の
３

の
２

ま
で

及
び

第
５

条
の
６

か
ら

第

５
条

の
1
0
ま

で
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
特
別

の
退

職
手

当
の

額
を

定
め
る

た
め

、

特
別

の
条
例

を
制
定

す
る
こ

と
が

で
き
る

。
 

                     ４
 

昭
和

6
0
年

４
月

１
日

に
現

に
在

職
す

る
職

員
で

日
本

た
ば

こ
産

業
株

式
会

社
法

（
昭

和
5
9
年

法
律

第
6
9
号

）
附

則
第
1
2
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
解

散
前
の

日
本

専

売
公

社
（

以
下
「

旧
専

売
公

社
」

と
い

う
。
）

又
は

日
本

電
信

電
話

株
式
会

社
等

に

関
す

る
法

律
（
昭

和
5
9
年

法
律

第
8
5
号

）
附
則

第
４

条
第

１
項

の
規

定
に
よ

る
解

散

前
の

日
本

電
信
電

話
公

社
（

以
下

「
旧

電
信
電

話
公

社
」

と
い

う
。

）
の
職

員
と

し

て
在

職
し

た
後
引

き
続

き
職

員
と

な
っ

た
も
の

の
退

職
手

当
の

算
定

の
基
礎

と
な

る

勤
続

期
間

の
計
算

に
つ

い
て

は
、

そ
の

者
の
旧

専
売

公
社

又
は

旧
電

信
電
話

公
社

の

職
員

と
し

て
の
在

職
期

間
を

職
員

と
し

て
の
引

き
続

い
た

在
職

期
間

と
み
な

す
。

た

だ
し

、
そ

の
者
が

旧
専

売
公

社
又

は
旧

電
信
電

話
公

社
を

退
職

し
た

こ
と
に

よ
り

退

1
6
 

行
政

整
理

の
た

め
必

要
が

あ
る

と
認
め

ら
れ

る
と

き
は

、
こ

れ
に
よ

り
退

職
す

る

職
員

に
対

し
、
第

３
条

か
ら

第
５

条
の

２
ま
で

及
び

第
５

条
の

５
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
特
別

の
退

職
手

当
の

額
を

定
め
る

た
め

、

特
別

の
条
例

を
制
定

す
る
こ

と
が

で
き
る

。
 

1
7
 

昭
和
2
8
年

1
2
月

2
5
日

以
後

に
お

い
て
、

琉
球

諸
島

民
政

府
職

員
（
元

南
西

諸
島

官

公
署

職
員

等
の

身
分

、
恩

給
等

の
特

別
措

置
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

2
8
年

法
律

第

1
5
6
号

）
第

２
条

第
３

号
に

規
定

す
る

職
員

を
い

う
。

以
下

こ
の

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
か

ら
引
き

続
き

職
員

以
外

の
地

方
公
務

員
等

と
な

り
、

か
つ

、
引
き

続
き

職

員
と

な
っ

た
者
に

係
る

当
該

琉
球

諸
島

民
政
府

職
員

と
し

て
の

在
職

期
間
は

、
職

員

以
外

の
地

方
公
務

員
等

と
し

て
の

在
職

期
間
に

含
ま

れ
る

も
の

と
し

て
、
そ

の
勤

続

期
間

を
計
算

す
る
も

の
と
す

る
。

 

1
8
 

昭
和
5
6
年

度
中

に
退

職
し

た
職

員
の
う

ち
、

退
職

の
日

に
お

い
て
職

員
の

給
与

に

関
す

る
条

例
等
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
（
昭

和
5
6
年

栃
木

県
条

例
第
3
5
号

）
附

則

第
３

項
の

規
定
の

適
用

を
受

け
る

者
に

対
し
、

こ
の

条
例

を
適

用
す

る
場
合

に
は

、

同
項

の
規

定
の
適

用
を

受
け

な
い

と
し

た
場
合

の
当

該
退

職
の

日
に

お
け
る

給
料

月

額
を

も
っ

て
、

そ
の

者
の

退
職

手
当

の
額

の
計

算
の

基
礎

と
な

る
給

料
月

額
と

す

る
。

 

1
9
 

地
方

公
務

員
法

の
一

部
を

改
正

す
る
法

律
（

昭
和
5
6
年

法
律

第
9
2
号

）
附

則
第

３

条
の

規
定

に
よ
り

退
職

し
た

職
員

及
び

定
年
条

例
附

則
第

２
項

に
お

い
て
準

用
す

る

定
年

条
例

第
４
条

の
規

定
に

よ
り

引
き

続
き
勤

務
し

た
後

退
職

し
た

職
員
に

対
す

る

退
職

手
当

の
額
は

、
定

年
に

よ
り

退
職

し
た
者

の
例

に
よ

り
計

算
し

て
得
ら

れ
る

額

と
す

る
。

た
だ
し

、
そ

の
者

の
非

違
に

よ
る
こ

と
な

く
勧

奨
を

受
け

た
後
当

該
勧

奨

を
受

け
た

年
度
を

超
え

て
在

職
し

た
者

で
知
事

が
別

に
定

め
る

も
の

に
対
す

る
退

職

手
当

の
額

は
、
そ

の
者

の
都

合
に

よ
り

退
職
し

た
者

の
例

に
よ

り
計

算
し
て

得
ら

れ

る
額

と
す
る

。
 

2
0
 

昭
和
6
0
年

４
月

１
日

に
現

に
在

職
す
る

職
員

で
旧

専
売

公
社

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

又
は

旧
電

信
電

話
公

社
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
の
職

員
と

し

て
在

職
し

た
後
引

き
続

き
職

員
と

な
っ

た
も
の

の
退

職
手

当
の

算
定

の
基
礎

と
な

る

勤
続

期
間

の
計
算

に
つ

い
て

は
、

そ
の

者
の
旧

専
売

公
社

又
は

旧
電

信
電
話

公
社

の

職
員

と
し

て
の
在

職
期

間
を

職
員

と
し

て
の
引

き
続

い
た

在
職

期
間

と
み
な

す
。

た

だ
し

、
そ

の
者
が

旧
専

売
公

社
又

は
旧

電
信
電

話
公

社
を

退
職

し
た

こ
と
に

よ
り

退
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３
 

行
政

整
理

の
た

め
必

要
が

あ
る

と
認
め

ら
れ

る
と

き
は

、
こ

れ
に
よ

り
退

職
す

る

職
員

に
対

し
、
第

２
条

の
３

か
ら

第
５

条
の
３

の
２

ま
で

及
び

第
５

条
の
６

か
ら

第

５
条

の
1
0
ま

で
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
特
別

の
退

職
手

当
の

額
を

定
め
る

た
め

、

特
別

の
条
例

を
制
定

す
る
こ

と
が

で
き
る

。
 

                     ４
 

昭
和

6
0
年

４
月

１
日

に
現

に
在

職
す

る
職

員
で

日
本

た
ば

こ
産

業
株

式
会

社
法

（
昭

和
5
9
年

法
律

第
6
9
号

）
附

則
第
1
2
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
解

散
前
の

日
本

専

売
公

社
（

以
下
「

旧
専

売
公

社
」

と
い

う
。
）

又
は

日
本

電
信

電
話

株
式
会

社
等

に

関
す

る
法

律
（
昭

和
5
9
年

法
律

第
8
5
号

）
附
則

第
４

条
第

１
項

の
規

定
に
よ

る
解

散

前
の

日
本

電
信
電

話
公

社
（

以
下

「
旧

電
信
電

話
公

社
」

と
い

う
。

）
の
職

員
と

し

て
在

職
し

た
後
引

き
続

き
職

員
と

な
っ

た
も
の

の
退

職
手

当
の

算
定

の
基
礎

と
な

る

勤
続

期
間

の
計
算

に
つ

い
て

は
、

そ
の

者
の
旧

専
売

公
社

又
は

旧
電

信
電
話

公
社

の

職
員

と
し

て
の
在

職
期

間
を

職
員

と
し

て
の
引

き
続

い
た

在
職

期
間

と
み
な

す
。

た

だ
し

、
そ

の
者
が

旧
専

売
公

社
又

は
旧

電
信
電

話
公

社
を

退
職

し
た

こ
と
に

よ
り

退

1
6
 

行
政

整
理

の
た

め
必

要
が

あ
る

と
認
め

ら
れ

る
と

き
は

、
こ

れ
に
よ

り
退

職
す

る

職
員

に
対

し
、
第

３
条

か
ら

第
５

条
の

２
ま
で

及
び

第
５

条
の

５
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
特
別

の
退

職
手

当
の

額
を

定
め
る

た
め

、

特
別

の
条
例

を
制
定

す
る
こ

と
が

で
き
る

。
 

1
7
 

昭
和
2
8
年

1
2
月

2
5
日

以
後

に
お

い
て
、

琉
球

諸
島

民
政

府
職

員
（
元

南
西

諸
島

官

公
署

職
員

等
の

身
分

、
恩

給
等

の
特

別
措

置
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

2
8
年

法
律

第

1
5
6
号

）
第

２
条

第
３

号
に

規
定

す
る

職
員

を
い

う
。

以
下

こ
の

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
か

ら
引
き

続
き

職
員

以
外

の
地

方
公
務

員
等

と
な

り
、

か
つ

、
引
き

続
き

職

員
と

な
っ

た
者
に

係
る

当
該

琉
球

諸
島

民
政
府

職
員

と
し

て
の

在
職

期
間
は

、
職

員

以
外

の
地

方
公
務

員
等

と
し

て
の

在
職

期
間
に

含
ま

れ
る

も
の

と
し

て
、
そ

の
勤

続

期
間

を
計
算

す
る
も

の
と
す

る
。

 

1
8
 

昭
和
5
6
年

度
中

に
退

職
し

た
職

員
の
う

ち
、

退
職

の
日

に
お

い
て
職

員
の

給
与

に

関
す

る
条

例
等
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
（
昭

和
5
6
年

栃
木

県
条

例
第
3
5
号

）
附

則

第
３

項
の

規
定
の

適
用

を
受

け
る

者
に

対
し
、

こ
の

条
例

を
適

用
す

る
場
合

に
は

、

同
項

の
規

定
の
適

用
を

受
け

な
い

と
し

た
場
合

の
当

該
退

職
の

日
に

お
け
る

給
料

月

額
を

も
っ

て
、

そ
の

者
の

退
職

手
当

の
額

の
計

算
の

基
礎

と
な

る
給

料
月

額
と

す

る
。

 

1
9
 

地
方

公
務

員
法

の
一

部
を

改
正

す
る
法

律
（

昭
和
5
6
年

法
律

第
9
2
号

）
附

則
第

３

条
の

規
定

に
よ
り

退
職

し
た

職
員

及
び

定
年
条

例
附

則
第

２
項

に
お

い
て
準

用
す

る

定
年

条
例

第
４
条

の
規

定
に

よ
り

引
き

続
き
勤

務
し

た
後

退
職

し
た

職
員
に

対
す

る

退
職

手
当

の
額
は

、
定

年
に

よ
り

退
職

し
た
者

の
例

に
よ

り
計

算
し

て
得
ら

れ
る

額

と
す

る
。

た
だ
し

、
そ

の
者

の
非

違
に

よ
る
こ

と
な

く
勧

奨
を

受
け

た
後
当

該
勧

奨

を
受

け
た

年
度
を

超
え

て
在

職
し

た
者

で
知
事

が
別

に
定

め
る

も
の

に
対
す

る
退

職

手
当

の
額

は
、
そ

の
者

の
都

合
に

よ
り

退
職
し

た
者

の
例

に
よ

り
計

算
し
て

得
ら

れ

る
額

と
す
る

。
 

2
0
 

昭
和
6
0
年

４
月

１
日

に
現

に
在

職
す
る

職
員

で
旧

専
売

公
社

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

又
は

旧
電

信
電

話
公

社
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
の
職

員
と

し

て
在

職
し

た
後
引

き
続

き
職

員
と

な
っ

た
も
の

の
退

職
手

当
の

算
定

の
基
礎

と
な

る

勤
続

期
間

の
計
算

に
つ

い
て

は
、

そ
の

者
の
旧

専
売

公
社

又
は

旧
電

信
電
話

公
社

の

職
員

と
し

て
の
在

職
期

間
を

職
員

と
し

て
の
引

き
続

い
た

在
職

期
間

と
み
な

す
。

た

だ
し

、
そ

の
者
が

旧
専

売
公

社
又

は
旧

電
信
電

話
公

社
を

退
職

し
た

こ
と
に

よ
り

退
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

職
手

当
の
支

給
を
受

け
て
い

る
と

き
は
、

こ
の
限

り
で
な

い
。

 

５
 

昭
和
6
0
年

３
月

3
1
日

に
旧

専
売

公
社
の

職
員

と
し

て
在

職
し

て
い
た

者
が

、
引

き

続
い

て
日

本
た
ば

こ
産

業
株

式
会

社
の

職
員
と

な
り

、
か

つ
、

引
き

続
き
日

本
た

ば

こ
産

業
株

式
会
社

の
職

員
と

し
て

在
職

し
た
後

引
き

続
い

て
職

員
と

な
っ
た

場
合

又

は
同

日
に

旧
電
信

電
話

公
社

の
職

員
と

し
て
在

職
し

て
い

た
者

が
、

引
き
続

い
て

日

本
電

信
電

話
株
式

会
社

の
職

員
と

な
り

、
か
つ

、
引

き
続

き
日

本
電

信
電
話

株
式

会

社
の

職
員

と
し
て

在
職

し
た

後
引

き
続

い
て
職

員
と

な
っ

た
場

合
に

お
け
る

そ
の

者

の
退

職
手

当
の
算

定
の

基
礎

と
な

る
勤

続
期
間

の
計

算
に

つ
い

て
は

、
そ
の

者
の

同

日
ま

で
の

た
ば

こ
事

業
法

等
の

施
行

に
伴

う
関

係
法

律
の

整
備

等
に

関
す

る
法

律

（
昭

和
5
9
年

法
律

第
7
1
号

）
第

４
条

及
び

日
本

電
信

電
話

株
式

会
社

法
及
び

電
気

通

信
事

業
法

の
施
行

に
伴

う
関

係
法

律
の

整
備
等

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
5
9
年

法
律

第

8
7
号

）
第

５
条
の

規
定

に
よ

る
改

正
前

の
国
家

公
務

員
等

退
職

手
当

法
（
昭

和
2
8
年

法
律

第
1
8
2
号

）
第

２
条

第
２

項
に

規
定

す
る

職
員

と
し

て
の

引
き

続
い

た
在

職
期

間
及

び
昭

和
6
0
年

４
月

１
日

以
後

の
日

本
た
ば

こ
産

業
株

式
会

社
又

は
日
本

電
信

電

話
株

式
会

社
の
職

員
と

し
て

の
在

職
期

間
を
職

員
と

し
て

の
引

き
続

い
た
在

職
期

間

と
み

な
す

。
た
だ

し
、

そ
の

者
が

日
本

た
ば
こ

産
業

株
式

会
社

又
は

日
本
電

信
電

話

株
式

会
社

を
退

職
し

た
こ

と
に

よ
り

退
職

手
当

（
こ

れ
に

相
当

す
る

給
付

を
含

む
。

）
の
支

給
を
受

け
て
い

る
と

き
は
、

こ
の
限

り
で
な

い
。

 

６
 

昭
和
6
2
年

４
月

１
日

に
現

に
在

職
す
る

職
員

で
日

本
国

有
鉄

道
改
革

法
（

昭
和
6
1

年
法

律
第
8
7
号
）

附
則

第
２

項
の

規
定

に
よ
る

廃
止

前
の

日
本

国
有

鉄
道
法

（
昭

和

2
3
年

法
律

第
2
5
6
号

）
第

１
条

の
規

定
に

よ
り

設
立

さ
れ

た
日

本
国

有
鉄

道
（

以
下

「
旧

日
本

国
有
鉄

道
」

と
い

う
。

）
の

職
員
と

し
て

在
職

し
た

後
引

き
続
き

職
員

と

な
っ

た
も

の
の
退

職
手

当
の

算
定

の
基

礎
と
な

る
勤

続
期

間
の

計
算

に
つ
い

て
は

、

そ
の

者
の

旧
日
本

国
有

鉄
道

の
職

員
と

し
て
の

在
職

期
間

を
職

員
と

し
て
の

引
き

続

い
た

在
職

期
間
と

み
な

す
。

た
だ

し
、

そ
の
者

が
旧

日
本

国
有

鉄
道

を
退
職

し
た

こ

と
に

よ
り
退

職
手
当

の
支
給

を
受

け
て
い

る
と
き

は
、
こ

の
限

り
で
な

い
。

 

７
 

略
 

８
 

当
分

の
間

、
3
5
年

以
下

の
期

間
勤

続
し

て
退

職
し

た
者

（
職

員
の
退

職
手

当
に

関

す
る

条
例

の
一
部

を
改

正
す

る
条

例
（

昭
和
4
8
年

栃
木

県
条

例
第
3
2
号

。
以

下
「

条

例
第
3
2
号

」
と
い

う
。

）
附

則
第

５
項

の
規
定

に
該

当
す

る
者

を
除

く
。
）

に
対

す

る
退

職
手

当
の
基

本
額

は
、

第
３

条
か

ら
第
５

条
の

３
の

２
ま

で
及

び
附
則

第
1
7
項

か
ら

第
2
5
項

ま
で

の
規

定
に

よ
り

計
算

し
た

額
に

そ
れ

ぞ
れ

1
0
0
分

の
8
3
.
7
を

乗
じ

て
得

た
額

と
す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、
第

５
条

の
1
0
第

１
項

中
「

前
条

」
と

あ

る
の

は
、
「

前
条
並

び
に
附

則
第

８
項
」

と
す
る

。
 

職
手

当
の
支

給
を
受

け
て
い

る
と

き
は
、

こ
の
限

り
で
な

い
。

 

2
1
 

昭
和
6
0
年

３
月

3
1
日

に
旧

専
売

公
社
の

職
員

と
し

て
在

職
し

て
い
た

者
が

、
引

き

続
い

て
日

本
た
ば

こ
産

業
株

式
会

社
の

職
員
と

な
り

、
か

つ
、

引
き

続
き
日

本
た

ば

こ
産

業
株

式
会
社

の
職

員
と

し
て

在
職

し
た
後

引
き

続
い

て
職

員
と

な
っ
た

場
合

又

は
同

日
に

旧
電
信

電
話

公
社

の
職

員
と

し
て
在

職
し

て
い

た
者

が
、

引
き
続

い
て

日

本
電

信
電

話
株
式

会
社

の
職

員
と

な
り

、
か
つ

、
引

き
続

き
日

本
電

信
電
話

株
式

会

社
の

職
員

と
し
て

在
職

し
た

後
引

き
続

い
て
職

員
と

な
っ

た
場

合
に

お
け
る

そ
の

者

の
退

職
手

当
の
算

定
の

基
礎

と
な

る
勤

続
期
間

の
計

算
に

つ
い

て
は

、
そ
の

者
の

同

日
ま

で
の

た
ば

こ
事

業
法

等
の

施
行

に
伴

う
関

係
法

律
の

整
備

等
に

関
す

る
法

律

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

第
４

条
及

び
日
本

電
信

電
話

株
式

会
社

法
及
び

電
気

通

信
事

業
法

の
施
行

に
伴

う
関

係
法

律
の

整
備
等

に
関

す
る

法
律

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
第

５
条
の

規
定

に
よ

る
改

正
前

の
国
家

公
務

員
等

退
職

手
当

法
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

第
２

条
第

２
項

に
規

定
す
る

職
員

と
し

て
の

引
き

続
い
た

在
職

期

間
及

び
昭

和
6
0
年

４
月

１
日

以
後

の
日

本
た
ば

こ
産

業
株

式
会

社
又

は
日
本

電
信

電

話
株

式
会

社
の
職

員
と

し
て

の
在

職
期

間
を
職

員
と

し
て

の
引

き
続

い
た
在

職
期

間

と
み

な
す

。
た
だ

し
、

そ
の

者
が

日
本

た
ば
こ

産
業

株
式

会
社

又
は

日
本
電

信
電

話

株
式

会
社

を
退

職
し

た
こ

と
に

よ
り

退
職

手
当

（
こ

れ
に

相
当

す
る

給
付

を
含

む
。

）
の
支

給
を
受

け
て
い

る
と

き
は
、

こ
の
限

り
で
な

い
。

 

2
2
 

昭
和
6
2
年

４
月

１
日

に
現

に
在

職
す
る

職
員

で
旧

日
本

国
有

鉄
道

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
の

職
員
と

し
て

在
職

し
た

後
引

き
続
き

職
員

と

な
っ

た
も

の
の
退

職
手

当
の

算
定

の
基

礎
と
な

る
勤

続
期

間
の

計
算

に
つ
い

て
は

、

そ
の

者
の

旧
日
本

国
有

鉄
道

の
職

員
と

し
て
の

在
職

期
間

を
職

員
と

し
て
の

引
き

続

い
た

在
職

期
間
と

み
な

す
。

た
だ

し
、

そ
の
者

が
旧

日
本

国
有

鉄
道

を
退
職

し
た

こ

と
に

よ
り
退

職
手
当

の
支
給

を
受

け
て
い

る
と
き

は
、
こ

の
限

り
で
な

い
。

 

2
3
 

略
 

2
4
 

当
分

の
間

、
3
5
年

以
下

の
期

間
勤

続
し

て
退

職
し

た
者

（
条

例
第
3
2
号

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
附

則
第

５
項

の
規
定

に
該

当
す

る
者

を
除

く
。
）

に
対

す

る
退

職
手

当
の
基

本
額

は
、

第
３

条
か

ら
第
５

条
の

３
ま

で
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
の

規
定

に
よ

り
計

算
し

た
額

に
そ

れ
ぞ

れ
1
0
0
分

の
8
3
.
7
を

乗
じ

て
得

た
額

と
す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、
第

５
条

の
1
0
第

１
項

中
「

前
条

」
と

あ

る
の

は
、
「

前
条
並

び
に
附

則
第

2
4
項
」

と
す
る

。
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職
手

当
の
支

給
を
受

け
て
い

る
と

き
は
、

こ
の
限

り
で
な

い
。

 

５
 

昭
和
6
0
年

３
月

3
1
日

に
旧

専
売

公
社
の

職
員

と
し

て
在

職
し

て
い
た

者
が

、
引

き

続
い

て
日

本
た
ば

こ
産

業
株

式
会

社
の

職
員
と

な
り

、
か

つ
、

引
き

続
き
日

本
た

ば

こ
産

業
株

式
会
社

の
職

員
と

し
て

在
職

し
た
後

引
き

続
い

て
職

員
と

な
っ
た

場
合

又

は
同

日
に

旧
電
信

電
話

公
社

の
職

員
と

し
て
在

職
し

て
い

た
者

が
、

引
き
続

い
て

日

本
電

信
電

話
株
式

会
社

の
職

員
と

な
り

、
か
つ

、
引

き
続

き
日

本
電

信
電
話

株
式

会

社
の

職
員

と
し
て

在
職

し
た

後
引

き
続

い
て
職

員
と

な
っ

た
場

合
に

お
け
る

そ
の

者

の
退

職
手

当
の
算

定
の

基
礎

と
な

る
勤

続
期
間

の
計

算
に

つ
い

て
は

、
そ
の

者
の

同

日
ま

で
の

た
ば

こ
事

業
法

等
の

施
行

に
伴

う
関

係
法

律
の

整
備

等
に

関
す

る
法

律

（
昭

和
5
9
年

法
律

第
7
1
号

）
第

４
条

及
び

日
本

電
信

電
話

株
式

会
社

法
及
び

電
気

通

信
事

業
法

の
施
行

に
伴

う
関

係
法

律
の

整
備
等

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
5
9
年

法
律

第

8
7
号

）
第

５
条
の

規
定

に
よ

る
改

正
前

の
国
家

公
務

員
等

退
職

手
当

法
（
昭

和
2
8
年

法
律

第
1
8
2
号

）
第

２
条

第
２

項
に

規
定

す
る

職
員

と
し

て
の

引
き

続
い

た
在

職
期

間
及

び
昭

和
6
0
年

４
月

１
日

以
後

の
日

本
た
ば

こ
産

業
株

式
会

社
又

は
日
本

電
信

電

話
株

式
会

社
の
職

員
と

し
て

の
在

職
期

間
を
職

員
と

し
て

の
引

き
続

い
た
在

職
期

間

と
み

な
す

。
た
だ

し
、

そ
の

者
が

日
本

た
ば
こ

産
業

株
式

会
社

又
は

日
本
電

信
電

話

株
式

会
社

を
退

職
し

た
こ

と
に

よ
り

退
職

手
当

（
こ

れ
に

相
当

す
る

給
付

を
含

む
。

）
の
支

給
を
受

け
て
い

る
と

き
は
、

こ
の
限

り
で
な

い
。

 

６
 

昭
和
6
2
年

４
月

１
日

に
現

に
在

職
す
る

職
員

で
日

本
国

有
鉄

道
改
革

法
（

昭
和
6
1

年
法

律
第
8
7
号
）

附
則

第
２

項
の

規
定

に
よ
る

廃
止

前
の

日
本

国
有

鉄
道
法

（
昭

和

2
3
年

法
律

第
2
5
6
号

）
第

１
条

の
規

定
に

よ
り

設
立

さ
れ

た
日

本
国

有
鉄

道
（

以
下

「
旧

日
本

国
有
鉄

道
」

と
い

う
。

）
の

職
員
と

し
て

在
職

し
た

後
引

き
続
き

職
員

と

な
っ

た
も

の
の
退

職
手

当
の

算
定

の
基

礎
と
な

る
勤

続
期

間
の

計
算

に
つ
い

て
は

、

そ
の

者
の

旧
日
本

国
有

鉄
道

の
職

員
と

し
て
の

在
職

期
間

を
職

員
と

し
て
の

引
き

続

い
た

在
職

期
間
と

み
な

す
。

た
だ

し
、

そ
の
者

が
旧

日
本

国
有

鉄
道

を
退
職

し
た

こ

と
に

よ
り
退

職
手
当

の
支
給

を
受

け
て
い

る
と
き

は
、
こ

の
限

り
で
な

い
。

 

７
 

略
 

８
 

当
分

の
間

、
3
5
年

以
下

の
期

間
勤

続
し

て
退

職
し

た
者

（
職

員
の
退

職
手

当
に

関

す
る

条
例

の
一
部

を
改

正
す

る
条

例
（

昭
和
4
8
年

栃
木

県
条

例
第
3
2
号

。
以

下
「

条

例
第
3
2
号

」
と
い

う
。

）
附

則
第

５
項

の
規
定

に
該

当
す

る
者

を
除

く
。
）

に
対

す

る
退

職
手

当
の
基

本
額

は
、

第
３

条
か

ら
第
５

条
の

３
の

２
ま

で
及

び
附
則

第
1
7
項

か
ら

第
2
5
項

ま
で

の
規

定
に

よ
り

計
算

し
た

額
に

そ
れ

ぞ
れ

1
0
0
分

の
8
3
.
7
を

乗
じ

て
得

た
額

と
す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、
第

５
条

の
1
0
第

１
項

中
「

前
条

」
と

あ

る
の

は
、
「

前
条
並

び
に
附

則
第

８
項
」

と
す
る

。
 

職
手

当
の
支

給
を
受

け
て
い

る
と

き
は
、

こ
の
限

り
で
な

い
。

 

2
1
 

昭
和
6
0
年

３
月

3
1
日

に
旧

専
売

公
社
の

職
員

と
し

て
在

職
し

て
い
た

者
が

、
引

き

続
い

て
日

本
た
ば

こ
産

業
株

式
会

社
の

職
員
と

な
り

、
か

つ
、

引
き

続
き
日

本
た

ば

こ
産

業
株

式
会
社

の
職

員
と

し
て

在
職

し
た
後

引
き

続
い

て
職

員
と

な
っ
た

場
合

又

は
同

日
に

旧
電
信

電
話

公
社

の
職

員
と

し
て
在

職
し

て
い

た
者

が
、

引
き
続

い
て

日

本
電

信
電

話
株
式

会
社

の
職

員
と

な
り

、
か
つ

、
引

き
続

き
日

本
電

信
電
話

株
式

会

社
の

職
員

と
し
て

在
職

し
た

後
引

き
続

い
て
職

員
と

な
っ

た
場

合
に

お
け
る

そ
の

者

の
退

職
手

当
の
算

定
の

基
礎

と
な

る
勤

続
期
間

の
計

算
に

つ
い

て
は

、
そ
の

者
の

同

日
ま

で
の

た
ば

こ
事

業
法

等
の

施
行

に
伴

う
関

係
法

律
の

整
備

等
に

関
す

る
法

律

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

第
４

条
及

び
日
本

電
信

電
話

株
式

会
社

法
及
び

電
気

通

信
事

業
法

の
施
行

に
伴

う
関

係
法

律
の

整
備
等

に
関

す
る

法
律

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
第

５
条
の

規
定

に
よ

る
改

正
前

の
国
家

公
務

員
等

退
職

手
当

法
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

第
２

条
第

２
項

に
規

定
す
る

職
員

と
し

て
の

引
き

続
い
た

在
職

期

間
及

び
昭

和
6
0
年

４
月

１
日

以
後

の
日

本
た
ば

こ
産

業
株

式
会

社
又

は
日
本

電
信

電

話
株

式
会

社
の
職

員
と

し
て

の
在

職
期

間
を
職

員
と

し
て

の
引

き
続

い
た
在

職
期

間

と
み

な
す

。
た
だ

し
、

そ
の

者
が

日
本

た
ば
こ

産
業

株
式

会
社

又
は

日
本
電

信
電

話

株
式

会
社

を
退

職
し

た
こ

と
に

よ
り

退
職

手
当

（
こ

れ
に

相
当

す
る

給
付

を
含

む
。

）
の
支

給
を
受

け
て
い

る
と

き
は
、

こ
の
限

り
で
な

い
。

 

2
2
 

昭
和
6
2
年

４
月

１
日

に
現

に
在

職
す
る

職
員

で
旧

日
本

国
有

鉄
道

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
の

職
員
と

し
て

在
職

し
た

後
引

き
続
き

職
員

と

な
っ

た
も

の
の
退

職
手

当
の

算
定

の
基

礎
と
な

る
勤

続
期

間
の

計
算

に
つ
い

て
は

、

そ
の

者
の

旧
日
本

国
有

鉄
道

の
職

員
と

し
て
の

在
職

期
間

を
職

員
と

し
て
の

引
き

続

い
た

在
職

期
間
と

み
な

す
。

た
だ

し
、

そ
の
者

が
旧

日
本

国
有

鉄
道

を
退
職

し
た

こ

と
に

よ
り
退

職
手
当

の
支
給

を
受

け
て
い

る
と
き

は
、
こ

の
限

り
で
な

い
。

 

2
3
 

略
 

2
4
 

当
分

の
間

、
3
5
年

以
下

の
期

間
勤

続
し

て
退

職
し

た
者

（
条

例
第
3
2
号

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
附

則
第

５
項

の
規
定

に
該

当
す

る
者

を
除

く
。
）

に
対

す

る
退

職
手

当
の
基

本
額

は
、

第
３

条
か

ら
第
５

条
の

３
ま

で
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
の

規
定

に
よ

り
計

算
し

た
額

に
そ

れ
ぞ

れ
1
0
0
分

の
8
3
.
7
を

乗
じ

て
得

た
額

と
す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、
第

５
条

の
1
0
第

１
項

中
「

前
条

」
と

あ

る
の

は
、
「

前
条
並

び
に
附

則
第

2
4
項
」

と
す
る

。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

９
 

当
分

の
間

、
3
6
年

以
上
4
2
年
以

下
の

期
間

勤
続

し
て

退
職

し
た

者
（
条

例
第

3
2
号

附
則

第
６

項
の
規

定
に

該
当

す
る

者
を

除
く
。

）
で

第
３

条
第

１
項

の
規
定

に
該

当

す
る

退
職

を
し
た

も
の

に
対

す
る

退
職

手
当
の

基
本

額
は

、
同

項
、

あ
第
５

条
の

２

（
第

５
条

の
３
の

２
に

お
い

て
読

み
替

え
て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）
並

び
に

附

則
第
2
0
項

及
び
第

2
1
項

の
規

定
に

よ
り

計
算
し

た
額

に
前

項
に

定
め

る
割
合

を
乗

じ

て
得

た
額
と

す
る
。

 

1
0
 

当
分

の
間

、
3
5
年

を
超

え
る

期
間

勤
続

し
て

退
職

し
た

者
（

条
例
第

3
2
号

附
則

第

７
項

の
規

定
に
該

当
す

る
者

を
除

く
。

）
で
第

５
条

又
は

附
則

第
1
8
項

の
規

定
に

該

当
す

る
退

職
を
し

た
も

の
に

対
す

る
退

職
手
当

の
基

本
額

は
、

そ
の

者
の
勤

続
期

間

を
3
5
年

と
し

て
附
則

第
８
項

の
規

定
の
例

に
よ
り

計
算
し

て
得

ら
れ
る

額
と
す

る
。

 

1
1
 

平
成
1
0
年

1
0
月

2
1
日

に
日

本
国

有
鉄
道

清
算

事
業

団
の

債
務

等
の
処

理
に

関
す

る

法
律

附
則

第
２

条
の

規
定

に
よ

る
解

散
前

の
日

本
国

有
鉄

道
清

算
事

業
団

（
以

下

「
旧

事
業

団
」
と

い
う

。
）

の
職

員
と

し
て
在

職
す

る
者

（
同

法
附

則
第
1
3
条

の
規

定
に

よ
る

改
正
前

の
日

本
国

有
鉄

道
改

革
法
等

施
行

法
（

昭
和
6
1
年

法
律
第

9
3
号

）

第
3
6
条

第
１

項
の

規
定

の
適

用
を

受
け

た
者
に

限
る

。
）

が
、

引
き

続
い
て

独
立

行

政
法

人
鉄

道
建

設
・

運
輸

施
設

整
備

支
援

機
構

法
（

平
成

1
4
年

法
律

第
1
8
0
号

）
附

則
第

２
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
解

散
前

の
日

本
鉄

道
建

設
公

団
（

以
下

「
旧

公

団
」

と
い

う
。
）

の
職

員
と

な
り

、
か

つ
、
引

き
続

き
旧

公
団

の
職

員
と
し

て
在

職

し
た

後
引

き
続
い

て
職

員
と

な
っ

た
場

合
に
お

け
る

そ
の

者
の

退
職

手
当
の

算
定

の

基
礎

と
な

る
勤
続

期
間

の
計

算
に

つ
い

て
は
、

そ
の

者
の

旧
日

本
国

有
鉄
道

の
職

員

と
し

て
の

在
職
期

間
、

旧
事

業
団

の
職

員
と
し

て
の

在
職

期
間

及
び

旧
公
団

の
職

員

と
し

て
の

在
職

期
間

を
職

員
と

し
て

の
引

き
続

い
た

在
職

期
間

と
み

な
す

。
た

だ

し
、

そ
の

者
が
旧

事
業

団
又

は
旧

公
団

を
退
職

し
た

こ
と

に
よ

り
退

職
手
当

（
こ

れ

に
相

当
す

る
給

付
を

含
む

。
）

の
支

給
を

受
け

て
い

る
と

き
は

、
こ

の
限

り
で

な

い
。

 

1
2
～

1
4
 
略

 

1
5
 

特
定

任
命

に
よ

り
職

員
と

な
っ

た
後
に

退
職

し
た

者
の

基
礎

在
職
期

間
中

に
俸

給

月
額

の
減

額
改
定

（
第

５
条

の
３

の
２

の
規
定

に
よ

り
読

み
替

え
ら

れ
た
第

５
条

の

２
に

規
定

す
る
俸

給
月

額
の

減
額

改
定

を
い
う

。
）

に
よ

り
そ

の
者

の
俸
給

月
額

が

減
額

さ
れ

た
こ
と

が
あ

る
場

合
に

お
い

て
、
そ

の
者

の
減

額
後

の
俸

給
月
額

が
減

額

前
の

俸
給

月
額
に

達
し

な
い

場
合

に
そ

の
差
額

に
相

当
す

る
額

を
支

給
す
る

こ
と

と

す
る

法
令

又
は
こ

れ
に

準
ず

る
給

与
の

支
給
の

基
準

の
適

用
を

受
け

た
こ
と

が
あ

る

と
き

は
、

こ
の
条

例
の

規
定

に
よ

る
俸

給
月
額

に
は

、
当

該
差

額
を

含
ま
な

い
も

の

と
す

る
。

 

2
5
 

当
分

の
間

、
3
6
年

以
上
4
2
年
以

下
の

期
間

勤
続

し
て

退
職

し
た

者
（
条

例
第

3
2
号

附
則

第
６

項
の
規

定
に

該
当

す
る

者
を

除
く
。

）
で

第
３

条
第

１
項

の
規
定

に
該

当

す
る

退
職

を
し
た

も
の

に
対

す
る

退
職

手
当
の

基
本

額
は

、
同

項
又

は
第
５

条
の

２

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

の
規

定
に

よ
り

計
算
し

た
額

に
前

項
に

定
め

る
割
合

を
乗

じ

て
得

た
額
と

す
る
。

 

2
6
 

当
分

の
間

、
3
5
年

を
超

え
る

期
間

勤
続

し
て

退
職

し
た

者
（

条
例
第

3
2
号

附
則

第

７
項

の
規

定
に
該

当
す

る
者

を
除

く
。

）
で
第

５
条

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
の
規

定
に

該

当
す

る
退

職
を
し

た
も

の
に

対
す

る
退

職
手
当

の
基

本
額

は
、

そ
の

者
の
勤

続
期

間

を
3
5
年

と
し

て
附
則

第
2
4
項

の
規

定
の
例

に
よ
り

計
算
し

て
得

ら
れ
る

額
と
す

る
。

 

2
7
 

平
成
1
0
年

1
0
月

2
1
日

に
日

本
国

有
鉄
道

清
算

事
業

団
の

債
務

等
の
処

理
に

関
す

る

法
律

附
則

第
２

条
の

規
定

に
よ

る
解

散
前

の
日

本
国

有
鉄

道
清

算
事

業
団

（
以

下

「
旧

事
業

団
」
と

い
う

。
）

の
職

員
と

し
て
在

職
す

る
者

（
同

法
附

則
第
1
1
条

の
規

定
に

よ
る

改
正
前

の
日

本
国

有
鉄

道
改

革
法
等

施
行

法
（

昭
和
6
1
年

法
律
第

9
3
号

）

第
3
6
条

第
１

項
の

規
定

の
適

用
を

受
け

た
者
に

限
る

。
）

が
、

引
き

続
い
て

独
立

行

政
法

人
鉄

道
建

設
・

運
輸

施
設

整
備

支
援

機
構

法
（

平
成

1
4
年

法
律

第
1
8
0
号

）
附

則
第

２
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
解

散
前

の
日

本
鉄

道
建

設
公

団
（

以
下

「
旧

公

団
」

と
い

う
。
）

の
職

員
と

な
り

、
か

つ
、
引

き
続

き
旧

公
団

の
職

員
と
し

て
在

職

し
た

後
引

き
続
い

て
職

員
と

な
っ

た
場

合
に
お

け
る

そ
の

者
の

退
職

手
当
の

算
定

の

基
礎

と
な

る
勤
続

期
間

の
計

算
に

つ
い

て
は
、

そ
の

者
の

旧
日

本
国

有
鉄
道

の
職

員

と
し

て
の

在
職
期

間
、

旧
事

業
団

の
職

員
と
し

て
の

在
職

期
間

及
び

旧
公
団

の
職

員

と
し

て
の

在
職

期
間

を
職

員
と

し
て

の
引

き
続

い
た

在
職

期
間

と
み

な
す

。
た

だ

し
、

そ
の

者
が
旧

事
業

団
又

は
旧

公
団

を
退
職

し
た

こ
と

に
よ

り
退

職
手
当

（
こ

れ

に
相

当
す

る
給

付
を

含
む

。
）

の
支

給
を

受
け

て
い

る
と

き
は

、
こ

の
限

り
で

な

い
。

 

2
8
～

3
0
 
略

 

        



（46） 号外第58号令和４（2022）年10月24日　月曜日 栃 木 県 公 報

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

９
 

当
分

の
間

、
3
6
年

以
上
4
2
年
以

下
の

期
間

勤
続

し
て

退
職

し
た

者
（
条

例
第

3
2
号

附
則

第
６

項
の
規

定
に

該
当

す
る

者
を

除
く
。

）
で

第
３

条
第

１
項

の
規
定

に
該

当

す
る

退
職

を
し
た

も
の

に
対

す
る

退
職

手
当
の

基
本

額
は

、
同

項
、

あ
第
５

条
の

２

（
第

５
条

の
３
の

２
に

お
い

て
読

み
替

え
て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）
並

び
に

附

則
第
2
0
項

及
び
第

2
1
項

の
規

定
に

よ
り

計
算
し

た
額

に
前

項
に

定
め

る
割
合

を
乗

じ

て
得

た
額
と

す
る
。

 

1
0
 

当
分

の
間

、
3
5
年

を
超

え
る

期
間

勤
続

し
て

退
職

し
た

者
（

条
例
第

3
2
号

附
則

第

７
項

の
規

定
に
該

当
す

る
者

を
除

く
。

）
で
第

５
条

又
は

附
則

第
1
8
項

の
規

定
に

該

当
す

る
退

職
を
し

た
も

の
に

対
す

る
退

職
手
当

の
基

本
額

は
、

そ
の

者
の
勤

続
期

間

を
3
5
年

と
し

て
附
則

第
８
項

の
規

定
の
例

に
よ
り

計
算
し

て
得

ら
れ
る

額
と
す

る
。

 

1
1
 

平
成
1
0
年

1
0
月

2
1
日

に
日

本
国

有
鉄
道

清
算

事
業

団
の

債
務

等
の
処

理
に

関
す

る

法
律

附
則

第
２

条
の

規
定

に
よ

る
解

散
前

の
日

本
国

有
鉄

道
清

算
事

業
団

（
以

下

「
旧

事
業

団
」
と

い
う

。
）

の
職

員
と

し
て
在

職
す

る
者

（
同

法
附

則
第
1
3
条

の
規

定
に

よ
る

改
正
前

の
日

本
国

有
鉄

道
改

革
法
等

施
行

法
（

昭
和
6
1
年

法
律
第

9
3
号

）

第
3
6
条

第
１

項
の

規
定

の
適

用
を

受
け

た
者
に

限
る

。
）

が
、

引
き

続
い
て

独
立

行

政
法

人
鉄

道
建

設
・

運
輸

施
設

整
備

支
援

機
構

法
（

平
成

1
4
年

法
律

第
1
8
0
号

）
附

則
第

２
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
解

散
前

の
日

本
鉄

道
建

設
公

団
（

以
下

「
旧

公

団
」

と
い

う
。
）

の
職

員
と

な
り

、
か

つ
、
引

き
続

き
旧

公
団

の
職

員
と
し

て
在

職

し
た

後
引

き
続
い

て
職

員
と

な
っ

た
場

合
に
お

け
る

そ
の

者
の

退
職

手
当
の

算
定

の

基
礎

と
な

る
勤
続

期
間

の
計

算
に

つ
い

て
は
、

そ
の

者
の

旧
日

本
国

有
鉄
道

の
職

員

と
し

て
の

在
職
期

間
、

旧
事

業
団

の
職

員
と
し

て
の

在
職

期
間

及
び

旧
公
団

の
職

員

と
し

て
の

在
職

期
間

を
職

員
と

し
て

の
引

き
続

い
た

在
職

期
間

と
み

な
す

。
た

だ

し
、

そ
の

者
が
旧

事
業

団
又

は
旧

公
団

を
退
職

し
た

こ
と

に
よ

り
退

職
手
当

（
こ

れ

に
相

当
す

る
給

付
を

含
む

。
）

の
支

給
を

受
け

て
い

る
と

き
は

、
こ

の
限

り
で

な

い
。

 

1
2
～

1
4
 
略

 

1
5
 

特
定

任
命

に
よ

り
職

員
と

な
っ

た
後
に

退
職

し
た

者
の

基
礎

在
職
期

間
中

に
俸

給

月
額

の
減

額
改
定

（
第

５
条

の
３

の
２

の
規
定

に
よ

り
読

み
替

え
ら

れ
た
第

５
条

の

２
に

規
定

す
る
俸

給
月

額
の

減
額

改
定

を
い
う

。
）

に
よ

り
そ

の
者

の
俸
給

月
額

が

減
額

さ
れ

た
こ
と

が
あ

る
場

合
に

お
い

て
、
そ

の
者

の
減

額
後

の
俸

給
月
額

が
減

額

前
の

俸
給

月
額
に

達
し

な
い

場
合

に
そ

の
差
額

に
相

当
す

る
額

を
支

給
す
る

こ
と

と

す
る

法
令

又
は
こ

れ
に

準
ず

る
給

与
の

支
給
の

基
準

の
適

用
を

受
け

た
こ
と

が
あ

る

と
き

は
、

こ
の
条

例
の

規
定

に
よ

る
俸

給
月
額

に
は

、
当

該
差

額
を

含
ま
な

い
も

の

と
す

る
。

 

2
5
 

当
分

の
間

、
3
6
年

以
上
4
2
年
以

下
の

期
間

勤
続

し
て

退
職

し
た

者
（
条

例
第

3
2
号

附
則

第
６

項
の
規

定
に

該
当

す
る

者
を

除
く
。

）
で

第
３

条
第

１
項

の
規
定

に
該

当

す
る

退
職

を
し
た

も
の

に
対

す
る

退
職

手
当
の

基
本

額
は

、
同

項
又

は
第
５

条
の

２

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

の
規

定
に

よ
り

計
算
し

た
額

に
前

項
に

定
め

る
割
合

を
乗

じ

て
得

た
額
と

す
る
。

 

2
6
 

当
分

の
間

、
3
5
年

を
超

え
る

期
間

勤
続

し
て

退
職

し
た

者
（

条
例
第

3
2
号

附
則

第

７
項

の
規

定
に
該

当
す

る
者

を
除

く
。

）
で
第

５
条

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
の
規

定
に

該

当
す

る
退

職
を
し

た
も

の
に

対
す

る
退

職
手
当

の
基

本
額

は
、

そ
の

者
の
勤

続
期

間

を
3
5
年

と
し

て
附
則

第
2
4
項

の
規

定
の
例

に
よ
り

計
算
し

て
得

ら
れ
る

額
と
す

る
。

 

2
7
 

平
成
1
0
年

1
0
月

2
1
日

に
日

本
国

有
鉄
道

清
算

事
業

団
の

債
務

等
の
処

理
に

関
す

る

法
律

附
則

第
２

条
の

規
定

に
よ

る
解

散
前

の
日

本
国

有
鉄

道
清

算
事

業
団

（
以

下

「
旧

事
業

団
」
と

い
う

。
）

の
職

員
と

し
て
在

職
す

る
者

（
同

法
附

則
第
1
1
条

の
規

定
に

よ
る

改
正
前

の
日

本
国

有
鉄

道
改

革
法
等

施
行

法
（

昭
和
6
1
年

法
律
第

9
3
号

）

第
3
6
条

第
１

項
の

規
定

の
適

用
を

受
け

た
者
に

限
る

。
）

が
、

引
き

続
い
て

独
立

行

政
法

人
鉄

道
建

設
・

運
輸

施
設

整
備

支
援

機
構

法
（

平
成

1
4
年

法
律

第
1
8
0
号

）
附

則
第

２
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
解

散
前

の
日

本
鉄

道
建

設
公

団
（

以
下

「
旧

公

団
」

と
い

う
。
）

の
職

員
と

な
り

、
か

つ
、
引

き
続

き
旧

公
団

の
職

員
と
し

て
在

職

し
た

後
引

き
続
い

て
職

員
と

な
っ

た
場

合
に
お

け
る

そ
の

者
の

退
職

手
当
の

算
定

の

基
礎

と
な

る
勤
続

期
間

の
計

算
に

つ
い

て
は
、

そ
の

者
の

旧
日

本
国

有
鉄
道

の
職

員

と
し

て
の

在
職
期

間
、

旧
事

業
団

の
職

員
と
し

て
の

在
職

期
間

及
び

旧
公
団

の
職

員

と
し

て
の

在
職

期
間

を
職

員
と

し
て

の
引

き
続

い
た

在
職

期
間

と
み

な
す

。
た

だ

し
、

そ
の

者
が
旧

事
業

団
又

は
旧

公
団

を
退
職

し
た

こ
と

に
よ

り
退

職
手
当

（
こ

れ

に
相

当
す

る
給

付
を

含
む

。
）

の
支

給
を

受
け

て
い

る
と

き
は

、
こ

の
限

り
で

な

い
。

 

2
8
～

3
0
 
略

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

1
6
 

令
和

７
年

３
月

3
1
日

以
前

に
退

職
し
た

職
員

に
対

す
る

第
1
2
条

第
1
0
項

の
規

定
の

適
用

に
つ

い
て
は

、
同

項
中

「
第
2
8
条

ま
で
」

と
あ

る
の

は
「

第
2
8
条

ま
で

及
び

附

則
第

５
条

」
と
、

同
項

第
２

号
中

「
イ

 
雇
用

保
険

法
第
2
2
条
第

２
項

に
規

定
す

る

厚
生

労
働

省
令
で

定
め

る
理

由
に

よ
り

就
職
が

困
難

な
者

で
あ

っ
て

、
同
法

第
2
4
条

の
２

第
１

項
第
２

号
に

掲
げ

る
者

に
相

当
す
る

者
と

し
て

人
事

委
員

会
規
則

で
定

め

る
者

に
該

当
し
、

か
つ

、
知

事
が

同
項

に
規
定

す
る

指
導

基
準

に
照

ら
し
て

再
就

職

を
促

進
す

る
た
め

に
必

要
な

職
業

安
定

法
第
４

条
第

４
項

に
規

定
す

る
職
業

指
導

を

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

「
イ

 
雇

用
保
険

法
第

2
2
 

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
ウ

 
特

定
退

職
者

で

条
第

２
項

に
規
定

す
る

厚
生

労
働

省
令

で
定
め

る
理

由
に

よ
り

就
職

が
困
難

な
者

で

あ
っ

て
、

雇
用

保
険

法
附

則
第

５
条

第
１

項
に

規
定

す
る

地
域

内
に

居
住

し
、

か
 

あ
っ

て
、

同
法
第

2
4
条

の
２

第
１

項
第

２
号
に

掲
げ

る
者

に
相

当
す

る
者
と

し
て

人

つ
、

知
事
が

同
法
第

2
4
条
の

２
第

１
項
に

規
定
す

る
指
導

基
準

に
照
ら

し
て
再

就
職

 

事
委

員
会
規

則
で
定

め
る
者

に
該

当
し
、

か
つ
、

知
事
が

同
項

に
規
定

す
る
指

導
基

 

を
促

進
す
る

た
め
に

必
要
な

職
業

安
定
法

第
４
条

第
４
項

に
規

定
す
る

職
業
指

導
を

 

準
に

照
ら
し

て
再
就

職
を
促

進
す

る
た
め

に
必
要

な
職
業

安
定

法
第
４

条
第
４

項
に

 

行
う

こ
と
が

適
当
で

あ
る
と

認
め

た
も
の

（
ア
に

掲
げ
る

者
を

除
く
。

）
 

規
定

す
る
職

業
指
導

を
行
う

こ
と

が
適
当

で
あ
る

と
認
め

た
も

の
 

 
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ
」

 

1
7
 

当
分

の
間

、
第

４
条

第
１

項
の

規
定
は

、
1
1
年

以
上
2
5
年
未

満
の

期
間

勤
続

し
た

者
で

あ
っ

て
、
6
0
歳

に
達

し
た

日
以

後
に

お
け

る
最

初
の

３
月
3
1
日

以
後
そ

の
者

の

非
違

に
よ

る
こ
と

な
く

退
職

し
た

者
（

定
年
の

定
め

の
な

い
職

を
退

職
し
た

者
及

び

同
項

又
は

同
条
第

２
項

の
規

定
に

該
当

す
る
者

を
除

く
。

）
に

対
す

る
退
職

手
当

の

基
本

額
に

つ
い
て

準
用

す
る

。
こ

の
場

合
に
お

け
る

第
３

条
の

規
定

の
適
用

に
つ

い

て
は

、
同

条
第
１

項
中

「
又

は
第

５
条

」
と
あ

る
の

は
、

「
、

第
５

条
又
は

附
則

第

1
7
項

」
と
す

る
。

 

1
8
 

当
分

の
間

、
第

５
条

第
１

項
の

規
定
は

、
2
5
年

以
上

の
期

間
勤

続
し

た
者

で
あ

っ

て
、
6
0
歳

に
達
し

た
日

以
後

に
お

け
る

最
初
の

３
月

3
1
日

以
後

そ
の

者
の
非

違
に

よ

る
こ

と
な

く
退
職

し
た

者
（

定
年

の
定

め
の
な

い
職

を
退

職
し

た
者

及
び
同

条
第

１

項
又

は
第

２
項
の

規
定

に
該

当
す

る
者

を
除
く

。
）

に
対

す
る

退
職

手
当
の

基
本

額

に
つ

い
て

準
用
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

け
る
第

３
条

の
規

定
の

適
用

に
つ
い

て
は

、

同
条

第
１

項
中
「

又
は

第
５

条
」

と
あ

る
の
は

、
「

、
第

５
条

又
は

附
則
第

1
8
項

」

と
す

る
。

 

1
9
 

前
２

項
の

規
定

は
、

次
に

掲
げ

る
職
員

が
退

職
し

た
場

合
に

支
給
す

る
退

職
手

当

3
1
 

平
成
3
4
年

３
月

3
1
日

以
前

に
退

職
し
た

職
員

に
対

す
る

第
1
2
条

第
1
0
項

の
規

定
の

適
用

に
つ

い
て
は

、
同

項
中

「
第
2
8
条

ま
で
」

と
あ

る
の

は
「

第
2
8
条

ま
で

及
び

附

則
第

５
条

」
と
、

同
項

第
２

号
中

「
イ

 
雇
用

保
険

法
第
2
2
条
第

２
項

に
規

定
す

る

厚
生

労
働

省
令
で

定
め

る
理

由
に

よ
り

就
職
が

困
難

な
者

で
あ

っ
て

、
同
法

第
2
4
条

の
２

第
１

項
第
２

号
に

掲
げ

る
者

に
相

当
す
る

者
と

し
て

人
事

委
員

会
規
則

で
定

め

る
者

に
該

当
し
、

か
つ

、
知

事
が

同
項

に
規
定

す
る

指
導

基
準

に
照

ら
し
て

再
就

職

を
促

進
す

る
た
め

に
必

要
な

職
業

安
定

法
第
４

条
第

４
項

に
規

定
す

る
職
業

指
導

を

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

「
イ

 
雇

用
保
険

法
第

2
2
 

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
ウ

 
特

定
退

職
者

で

条
第

２
項

に
規
定

す
る

厚
生

労
働

省
令

で
定
め

る
理

由
に

よ
り

就
職

が
困
難

な
者

で

あ
っ

て
、

雇
用

保
険

法
附

則
第

５
条

第
１

項
に

規
定

す
る

地
域

内
に

居
住

し
、

か
 

あ
っ

て
、

同
法
第

2
4
条

の
２

第
１

項
第

２
号
に

掲
げ

る
者

に
相

当
す

る
者
と

し
て

人

つ
、

知
事
が

同
法
第

2
4
条
の

２
第

１
項
に

規
定
す

る
指
導

基
準

に
照
ら

し
て
再

就
職

 

事
委

員
会
規

則
で
定

め
る
者

に
該

当
し
、

か
つ
、

知
事
が

同
項

に
規
定

す
る
指

導
基

 

を
促

進
す
る

た
め
に

必
要
な

職
業

安
定
法

第
４
条

第
４
項

に
規

定
す
る

職
業
指

導
を

 

準
に

照
ら
し

て
再
就

職
を
促

進
す

る
た
め

に
必
要

な
職
業

安
定

法
第
４

条
第
４

項
に

 

行
う

こ
と
が

適
当
で

あ
る
と

認
め

た
も
の

（
ア
に

掲
げ
る

者
を

除
く
。

）
 

規
定

す
る
職

業
指
導

を
行
う

こ
と

が
適
当

で
あ
る

と
認
め

た
も

の
 

 
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

」
 

               

行
う

こ
と
が

適
当
で

あ
る
と

認
め

た
も
の

」
と
あ

る
の
は

 

と
す

る
。

 
と
す

る
。

 

行
う

こ
と
が

適
当
で

あ
る
と

認
め

た
も
の

」
と
あ

る
の
は
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1
6
 

令
和

７
年

３
月

3
1
日

以
前

に
退

職
し
た

職
員

に
対

す
る

第
1
2
条

第
1
0
項

の
規

定
の

適
用

に
つ

い
て
は

、
同

項
中

「
第
2
8
条

ま
で
」

と
あ

る
の

は
「

第
2
8
条

ま
で

及
び

附

則
第

５
条

」
と
、

同
項

第
２

号
中

「
イ

 
雇
用

保
険

法
第
2
2
条
第

２
項

に
規

定
す

る

厚
生

労
働

省
令
で

定
め

る
理

由
に

よ
り

就
職
が

困
難

な
者

で
あ

っ
て

、
同
法

第
2
4
条

の
２

第
１

項
第
２

号
に

掲
げ

る
者

に
相

当
す
る

者
と

し
て

人
事

委
員

会
規
則

で
定

め

る
者

に
該

当
し
、

か
つ

、
知

事
が

同
項

に
規
定

す
る

指
導

基
準

に
照

ら
し
て

再
就

職

を
促

進
す

る
た
め

に
必

要
な

職
業

安
定

法
第
４

条
第

４
項

に
規

定
す

る
職
業

指
導

を

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

「
イ

 
雇

用
保
険

法
第

2
2
 

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
ウ

 
特

定
退

職
者

で

条
第

２
項

に
規
定

す
る

厚
生

労
働

省
令

で
定
め

る
理

由
に

よ
り

就
職

が
困
難

な
者

で

あ
っ

て
、

雇
用

保
険

法
附

則
第

５
条

第
１

項
に

規
定

す
る

地
域

内
に

居
住

し
、

か
 

あ
っ

て
、

同
法
第

2
4
条

の
２

第
１

項
第

２
号
に

掲
げ

る
者

に
相

当
す

る
者
と

し
て

人

つ
、

知
事
が

同
法
第

2
4
条
の

２
第

１
項
に

規
定
す

る
指
導

基
準

に
照
ら

し
て
再

就
職

 

事
委

員
会
規

則
で
定

め
る
者

に
該

当
し
、

か
つ
、

知
事
が

同
項

に
規
定

す
る
指

導
基

 

を
促

進
す
る

た
め
に

必
要
な

職
業

安
定
法

第
４
条

第
４
項

に
規

定
す
る

職
業
指

導
を

 

準
に

照
ら
し

て
再
就

職
を
促

進
す

る
た
め

に
必
要

な
職
業

安
定

法
第
４

条
第
４

項
に

 

行
う

こ
と
が

適
当
で

あ
る
と

認
め

た
も
の

（
ア
に

掲
げ
る

者
を

除
く
。

）
 

規
定

す
る
職

業
指
導

を
行
う

こ
と

が
適
当

で
あ
る

と
認
め

た
も

の
 

 
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ
」

 

1
7
 

当
分

の
間

、
第

４
条

第
１

項
の

規
定
は

、
1
1
年

以
上
2
5
年
未

満
の

期
間

勤
続

し
た

者
で

あ
っ

て
、
6
0
歳

に
達

し
た

日
以

後
に

お
け

る
最

初
の

３
月
3
1
日

以
後
そ

の
者

の

非
違

に
よ

る
こ
と

な
く

退
職

し
た

者
（

定
年
の

定
め

の
な

い
職

を
退

職
し
た

者
及

び

同
項

又
は

同
条
第

２
項

の
規

定
に

該
当

す
る
者

を
除

く
。

）
に

対
す

る
退
職

手
当

の

基
本

額
に

つ
い
て

準
用

す
る

。
こ

の
場

合
に
お

け
る

第
３

条
の

規
定

の
適
用

に
つ

い

て
は

、
同

条
第
１

項
中

「
又

は
第

５
条

」
と
あ

る
の

は
、

「
、

第
５

条
又
は

附
則

第

1
7
項

」
と
す

る
。

 

1
8
 

当
分

の
間

、
第

５
条

第
１

項
の

規
定
は

、
2
5
年

以
上

の
期

間
勤

続
し

た
者

で
あ

っ

て
、
6
0
歳

に
達
し

た
日

以
後

に
お

け
る

最
初
の

３
月

3
1
日

以
後

そ
の

者
の
非

違
に

よ

る
こ

と
な

く
退
職

し
た

者
（

定
年

の
定

め
の
な

い
職

を
退

職
し

た
者

及
び
同

条
第

１

項
又

は
第

２
項
の

規
定

に
該

当
す

る
者

を
除
く

。
）

に
対

す
る

退
職

手
当
の

基
本

額

に
つ

い
て

準
用
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

け
る
第

３
条

の
規

定
の

適
用

に
つ
い

て
は

、

同
条

第
１

項
中
「

又
は

第
５

条
」

と
あ

る
の
は

、
「

、
第

５
条

又
は

附
則
第

1
8
項

」

と
す

る
。

 

1
9
 

前
２

項
の

規
定

は
、

次
に

掲
げ

る
職
員

が
退

職
し

た
場

合
に

支
給
す

る
退

職
手

当

3
1
 

平
成
3
4
年

３
月

3
1
日

以
前

に
退

職
し
た

職
員

に
対

す
る

第
1
2
条

第
1
0
項

の
規

定
の

適
用

に
つ

い
て
は

、
同

項
中

「
第
2
8
条

ま
で
」

と
あ

る
の

は
「

第
2
8
条

ま
で

及
び

附

則
第

５
条

」
と
、

同
項

第
２

号
中

「
イ

 
雇
用

保
険

法
第
2
2
条
第

２
項

に
規

定
す

る

厚
生

労
働

省
令
で

定
め

る
理

由
に

よ
り

就
職
が

困
難

な
者

で
あ

っ
て

、
同
法

第
2
4
条

の
２

第
１

項
第
２

号
に

掲
げ

る
者

に
相

当
す
る

者
と

し
て

人
事

委
員

会
規
則

で
定

め

る
者

に
該

当
し
、

か
つ

、
知

事
が

同
項

に
規
定

す
る

指
導

基
準

に
照

ら
し
て

再
就

職

を
促

進
す

る
た
め

に
必

要
な

職
業

安
定

法
第
４

条
第

４
項

に
規

定
す

る
職
業

指
導

を

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

「
イ

 
雇

用
保
険

法
第

2
2
 

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
ウ

 
特

定
退

職
者

で

条
第

２
項

に
規
定

す
る

厚
生

労
働

省
令

で
定
め

る
理

由
に

よ
り

就
職

が
困
難

な
者

で

あ
っ

て
、

雇
用

保
険

法
附

則
第

５
条

第
１

項
に

規
定

す
る

地
域

内
に

居
住

し
、

か
 

あ
っ

て
、

同
法
第

2
4
条

の
２

第
１

項
第

２
号
に

掲
げ

る
者

に
相

当
す

る
者
と

し
て

人

つ
、

知
事
が

同
法
第

2
4
条
の

２
第

１
項
に

規
定
す

る
指
導

基
準

に
照
ら

し
て
再

就
職

 

事
委

員
会
規

則
で
定

め
る
者

に
該

当
し
、

か
つ
、

知
事
が

同
項

に
規
定

す
る
指

導
基

 

を
促

進
す
る

た
め
に

必
要
な

職
業

安
定
法

第
４
条

第
４
項

に
規

定
す
る

職
業
指

導
を

 

準
に

照
ら
し

て
再
就

職
を
促

進
す

る
た
め

に
必
要

な
職
業

安
定

法
第
４

条
第
４

項
に

 

行
う

こ
と
が

適
当
で

あ
る
と

認
め

た
も
の

（
ア
に

掲
げ
る

者
を

除
く
。

）
 

規
定

す
る
職

業
指
導

を
行
う

こ
と

が
適
当

で
あ
る

と
認
め

た
も

の
 

 
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

」
 

               

行
う

こ
と
が

適
当
で

あ
る
と

認
め

た
も
の

」
と
あ

る
の
は

 

と
す

る
。

 
と
す

る
。

 

行
う

こ
と
が

適
当
で

あ
る
と

認
め

た
も
の

」
と
あ

る
の
は

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

の
基

本
額
に

つ
い
て

は
適
用

し
な

い
。

 

(
1
)
?
定
年

条
例

に
よ

る
改

正
前

の
職

員
の

定
年
等

に
関

す
る

条
例

（
昭

和
5
9
年

栃
木

県
条

例
第
２

号
）
第

３
条
た

だ
し

書
に
規

定
す
る

職
員

 

(
2
)
?
定

年
条

例
第
３

条
第
２

項
に

規
定
す

る
職
員

 

2
0
 

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例
附

則
第
1
0
項

及
び

栃
木

県
公

立
学

校
職

員
給

与
条

例

附
則

第
2
0
項

の
規

定
に

よ
る

職
員

の
給

料
月
額

の
改

定
（

次
項

に
お

い
て
「

給
料

月

額
７

割
措

置
」
と

い
う

。
）

は
、

給
料

月
額
の

減
額

改
定

に
該

当
し

な
い
も

の
と

す

る
。

 

2
1
 

当
分

の
間

、
退

職
し

た
者

（
給

料
月
額

７
割

措
置

に
よ

り
給

料
月
額

が
減

額
さ

れ

た
者

に
限

る
。
）

の
基

礎
在

職
期

間
（

基
礎
在

職
期

間
の

初
日

が
平

成
1
8
年

４
月

１

日
前

で
あ

る
者
に

あ
っ

て
は

、
同

日
以

後
の
期

間
に

限
る

。
）

中
に

、
給
料

月
額

７

割
措

置
に

よ
り
給

料
月

額
が

減
額

さ
れ

た
日
（

以
下

こ
の

項
に

お
い

て
「
７

割
措

置

減
額

日
」

と
い
う

。
）

前
に

給
料

月
額

の
減
額

改
定

以
外

の
理

由
に

よ
り
そ

の
者

の

給
料

月
額

が
減

額
さ

れ
た

こ
と

が
あ

る
場

合
に

お
い

て
、

当
該

理
由

が
生

じ
た

日

（
以

下
こ

の
項
に

お
い

て
「

特
別

特
定

減
額
日

」
と

い
う

。
）

に
お

け
る
当

該
理

由

に
よ

り
減

額
さ
れ

な
か

っ
た

も
の

と
し

た
場
合

の
そ

の
者

の
給

料
月

額
の
う

ち
最

も

多
い

も
の

（
以
下

こ
の

項
に

お
い

て
「

特
別
特

定
減

額
前

給
料

月
額

」
と
い

う
。

）

が
７

割
措

置
減
額

日
の

前
日

に
お

け
る

そ
の
者

の
給

料
月

額
（

以
下

こ
の
項

に
お

い

て
「

７
割

措
置
前

給
料

月
額

」
と

い
う

。
）
よ

り
も

多
く

、
か

つ
、

７
割
措

置
前

給

料
月

額
が

退
職
日

給
料

月
額

よ
り

も
多

い
と
き

は
、

そ
の

者
に

対
す

る
退
職

手
当

の

基
本

額
は

、
第
５

条
の

２
の

規
定

に
か

か
わ
ら

ず
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る
額

の
合

計

額
と

す
る

。
た
だ

し
、

人
事

委
員

会
規

則
で
定

め
る

者
に

対
す

る
退

職
手
当

の
基

本

額
は

、
人
事

委
員
会

規
則
で

定
め

る
と
こ

ろ
に
よ

る
。

 

 
(
1
)
?
そ

の
者

が
特

別
特

定
減

額
前

給
料

月
額

に
係

る
特

別
特

定
減

額
日
の

う
ち

最
も

遅
い

日
の

前
日
に

現
に

退
職

し
た

理
由

と
同
一

の
理

由
に

よ
り

退
職

し
た
も

の
と

し
、

か
つ

、
そ
の

者
の

同
日

ま
で

の
勤

続
期
間

及
び

特
別

特
定

減
額

前
給
料

月
額

を
基

礎
と

し
て
、

第
３

条
か

ら
第

５
条

ま
で
の

規
定

に
よ

り
計

算
し

た
場
合

の
退

職
手

当
の
基

本
額
に

相
当
す

る
額

 

 
(
2
)
?
７

割
措

置
前

給
料

月
額

に
、

ア
に

掲
げ

る
割

合
か

ら
イ

に
掲

げ
る
割

合
を

控
除

し
た

割
合
を

乗
じ
て

得
た
額

 

 
 

ア
 

そ
の

者
が

７
割

措
置

減
額

日
の
前

日
に

現
に

退
職

し
た

理
由
と

同
一

の
理

由

に
よ

り
退

職
し

た
も

の
と

し
、

か
つ

、
そ

の
者

の
同
日

ま
で

の
勤

続
期

間
及
び

７
割

措
置

前
給

料
月

額
を

基
礎

と
し

て
、

第
３

条
か
ら

第
５

条
ま

で
の

規
定
に

よ
り

計
算

し
た

場
合

の
退

職
手

当
の

基
本

額
に

相
当
す

る
額

の
７

割
措

置
前
給
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料
月

額
に
対

す
る
割

合
 

 
 

イ
 
前

号
に
掲

げ
る
額

の
特

別
特
定

減
額
前

給
料
月

額
に

対
す
る

割
合

 

 
(
3
)
?
退

職
日

給
料

月
額

に
、

ア
に

掲
げ

る
割

合
か

ら
イ

に
掲

げ
る

割
合
を

控
除

し
た

割
合

を
乗
じ

て
得
た

額
 

 
 

ア
 

そ
の

者
に

対
す

る
退

職
手

当
の
基

本
額

が
第

３
条

か
ら

第
５
条

ま
で

の
規

定

に
よ

り
計

算
し

た
額

で
あ

る
も

の
と

し
た

場
合

に
お
け

る
当

該
退

職
手

当
の
基

本
額

の
退
職

日
給
料

月
額
に

対
す

る
割
合

 

 
 

イ
 
前

号
ア
に

掲
げ
る

割
合

 

2
2
 

当
分

の
間

、
第

４
条

第
１

項
第

４
号
並

び
に

第
５

条
第

１
項

第
３
号

、
第

５
号

及

び
第

６
号

に
掲
げ

る
者

（
人

事
委

員
会

規
則
で

定
め

る
者

を
除

く
。

）
に
対

す
る

第

５
条

の
３

、
第
５

条
の

３
の

２
及

び
第

５
条
の

８
の

規
定

の
適

用
に

つ
い
て

は
、

第

５
条

の
３

本
文
中

「
定

年
条

例
第

２
条

に
定
め

る
定

年
退

職
日

の
１

年
前
の

日
」

と

あ
る

の
は

「
定
年

条
例

第
３

条
に

定
め

る
定
年

（
附

則
第
1
9
項
各

号
に

掲
げ

る
職

員

以
外

の
者

に
あ
っ

て
は

6
0
歳

と
し

、
同

項
第
１

号
に

掲
げ

る
職

員
に

あ
っ
て

は
6
5
歳

と
す

る
。

）
に
達

し
た

日
以

後
に

お
け

る
最
初

の
３

月
3
1
日

」
と

、
第

５
条

の
３

の

表
第

４
条

第
１
項

及
び

第
５

条
第

１
項

の
項
、

第
５

条
の

２
第

１
項

第
１
号

の
項

及

び
第

５
条

の
２
第

１
項

第
２

号
の

項
並

び
に
第

５
条

の
８

の
表

第
５

条
の
６

の
項

、

第
５

条
の

７
第
１

号
の

項
及

び
第

５
条

の
７
第

２
号

の
項

中
「

そ
の

者
に
係

る
定

年

と
退

職
の

日
に

お
け

る
そ

の
者

の
年

齢
と

の
差

に
相

当
す

る
年

数
１

年
に

つ
き

1
0
0

分
の

３
（

退
職
の

日
に

お
い

て
定

め
ら

れ
て
い

る
そ

の
者

に
係

る
定

年
と
退

職
の

日

に
お

け
る

そ
の
者

の
年

齢
と

の
差

に
相

当
す
る

年
数

が
１

年
で

あ
る

職
員
に

あ
っ

て

は
、

1
0
0
分

の
２

）
」

と
あ

る
の

は
「

そ
の

者
に

係
る

定
年

（
附

則
第

1
9
項

各
号

に

掲
げ

る
職

員
以

外
の

者
に

あ
っ

て
は

6
0
歳

と
し

、
同

項
第

１
号

に
掲

げ
る

職
員

に
 

あ
っ

て
は
6
5
歳
と

す
る

。
）

と
退

職
の

日
に
お

け
る

そ
の

者
の

年
齢

と
の
差

に
相

当

す
る

年
数
１

年
に
つ

き
1
0
0
分

の
３

」
と
す

る
。

 

2
3
 

当
分

の
間

、
第

４
条

第
１

項
第

４
号
及

び
第

５
条

第
１

項
（

第
１
号

を
除

く
。

）

に
規

定
す

る
者
に

対
す

る
第

５
条

の
３

及
び
第

５
条

の
３

の
２

の
規

定
の
適

用
に

つ

い
て

は
、

第
５

条
の

３
本

文
中

「
2
0
年

を
」

と
あ

る
の

は
「

1
5
年

を
」

と
す

る
ほ

か
、

次
の

表
の
左

欄
に

掲
げ

る
者

の
区

分
に
応

じ
、

同
条

本
文

中
「

退
職
の

日
に

お

い
て

定
め

ら
れ
て

い
る

そ
の

者
に

係
る

定
年
」

と
あ

る
の

は
そ

れ
ぞ

れ
同
表

の
右

欄

に
掲

げ
る
字

句
と
す

る
。
 
 

附
則

第
1
9
項

各
号

に
掲

げ
る

職
員

以
外

の
者

 

6
0
歳

 

                                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

附
則

第
1
9
項

第
１
号

に
掲
げ

る
職

員
 

6
5
歳

 

 
 

2
4
 

当
分

の
間

、
第

５
条

第
１

項
第

２
号
及

び
第

４
号

に
掲

げ
る

者
で
あ

っ
て

前
項

の

表
の

左
欄

に
掲
げ

る
者

が
同

表
の

右
欄

に
掲
げ

る
年

齢
に

達
す

る
日

前
に
退

職
し

た

と
き

に
お

け
る
第

５
条

の
３

及
び

第
５

条
の
８

の
規

定
の

適
用

に
つ

い
て
は

、
第

５

条
の

３
の

表
第
４

条
第

１
項

及
び

第
５

条
第
１

項
の

項
、

第
５

条
の

２
第
１

項
第

１

号
の

項
及

び
第
５

条
の

２
第

１
項

第
２

号
の
項

並
び

に
第

５
条

の
８

の
表
第

５
条

の

６
の

項
、

第
５

条
の

７
第

１
号

の
項

及
び

第
５

条
の

７
第

２
号

の
項

中
「

1
0
0
分

の

３
（

退
職

の
日
に

お
い

て
定

め
ら

れ
て

い
る
そ

の
者

に
係

る
定

年
と

退
職
の

日
に

お

け
る

そ
の

者
の
年

齢
と

の
差

に
相

当
す

る
年
数

が
１

年
で

あ
る

職
員

に
あ
っ

て
は

、

1
0
0
分

の
２

）
」

と
あ

る
の

は
、

「
附

則
第

2
3
項

の
表

の
左

欄
に

掲
げ

る
者

の
区

分

ご
と

に
同

表
の
右

欄
に

掲
げ

る
年

齢
と

退
職
の

日
に

お
け

る
そ

の
者

の
年
齢

と
の

差

に
相

当
す

る
年

数
に

1
0
0
分

の
３

を
乗

じ
て

得
た

割
合

を
退

職
の

日
に

お
い

て
定

め

ら
れ

て
い

る
そ
の

者
に

係
る

定
年

と
退

職
の
日

に
お

け
る

そ
の

者
の

年
齢
と

の
差

に

相
当

す
る
年

数
で
除

し
て
得

た
割

合
」
と

す
る
。

 

2
5
 

当
分

の
間

、
第

５
条

第
１

項
第

２
号
及

び
第

４
号

に
掲

げ
る

者
で
あ

っ
て

附
則

第

2
3
項

の
表

の
左
欄

に
掲

げ
る

者
が

同
表

の
右
欄

に
掲

げ
る

年
齢

に
達

し
た
日

以
後

に

退
職

し
た

と
き
に

お
け

る
第

５
条

の
３

、
第
５

条
の

３
の

２
及

び
第

５
条
の

８
の

規

定
の

適
用

に
つ
い

て
は

、
第

５
条

の
３

の
表
第

４
条

第
１

項
及

び
第

５
条
第

１
項

の

項
、

第
５

条
の
２

第
１

項
第

１
号

の
項

及
び
第

５
条

の
２

第
１

項
第

２
号
の

項
並

び

に
第

５
条

の
８
の

表
第

５
条

の
６

の
項

、
第
５

条
の

７
第

１
号

の
項

及
び
第

５
条

の

７
第

２
号

の
項

中
「

1
0
0
分

の
３

（
退

職
の

日
に

お
い

て
定

め
ら

れ
て

い
る

そ
の

者

に
係

る
定

年
と
退

職
の

日
に

お
け

る
そ

の
者
の

年
齢

と
の

差
に

相
当

す
る
年

数
が

１

年
で

あ
る

職
員

に
あ

っ
て

は
、
1
0
0
分

の
２

）
」

と
あ

る
の

は
、

「
1
0
0
分

の
２

を
退

職
の

日
に

お
い
て

定
め

ら
れ

て
い

る
そ

の
者
に

係
る

定
年

と
退

職
の

日
に
お

け
る

そ

の
者

の
年
齢

と
の
差

に
相
当

す
る

年
数
で

除
し
て

得
た
割

合
」

と
す
る

。
 

2
6
 

当
分

の
間

、
第

1
0
条

の
２

第
１

項
の
規

定
の

適
用

に
つ

い
て

は
、
同

項
第

１
号

中

「
2
0
年

」
と

あ
る

の
は

「
1
5
年

」
と

す
る

ほ
か

、
附

則
第
2
3
項
の

表
の

左
欄

に
掲

げ

る
者

の
区

分
に
応

じ
、

同
号

中
「

定
年

」
と
あ

る
の

は
そ

れ
ぞ

れ
同

表
の
右

欄
に

掲

げ
る

字
句
と

す
る
。

 

    

                               別
 

表
 

昭
和

2
0
年

 

８
月

1
5
日

 

 

新
給

料
 

昭
和

2
0
年

 

８
月

1
5
日

 

 

新
給

料
 

昭
和

2
0
年

 

８
月

1
5
日

 

 

新
給

料
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附
則

第
1
9
項

第
１
号

に
掲
げ

る
職

員
 

6
5
歳

 

 
 

2
4
 

当
分

の
間

、
第

５
条

第
１

項
第

２
号
及

び
第

４
号

に
掲

げ
る

者
で
あ

っ
て

前
項

の

表
の

左
欄

に
掲
げ

る
者

が
同

表
の

右
欄

に
掲
げ

る
年

齢
に

達
す

る
日

前
に
退

職
し

た

と
き

に
お

け
る
第

５
条

の
３

及
び

第
５

条
の
８

の
規

定
の

適
用

に
つ

い
て
は

、
第

５

条
の

３
の

表
第
４

条
第

１
項

及
び

第
５

条
第
１

項
の

項
、

第
５

条
の

２
第
１

項
第

１

号
の

項
及

び
第
５

条
の

２
第

１
項

第
２

号
の
項

並
び

に
第

５
条

の
８

の
表
第

５
条

の

６
の

項
、

第
５

条
の

７
第

１
号

の
項

及
び

第
５

条
の

７
第

２
号

の
項

中
「

1
0
0
分

の

３
（

退
職

の
日
に

お
い

て
定

め
ら

れ
て

い
る
そ

の
者

に
係

る
定

年
と

退
職
の

日
に

お

け
る

そ
の

者
の
年

齢
と

の
差

に
相

当
す

る
年
数

が
１

年
で

あ
る

職
員

に
あ
っ

て
は

、

1
0
0
分

の
２

）
」

と
あ

る
の

は
、

「
附

則
第

2
3
項

の
表

の
左

欄
に

掲
げ

る
者

の
区

分

ご
と

に
同

表
の
右

欄
に

掲
げ

る
年

齢
と

退
職
の

日
に

お
け

る
そ

の
者

の
年
齢

と
の

差

に
相

当
す

る
年

数
に

1
0
0
分

の
３

を
乗

じ
て

得
た

割
合

を
退

職
の

日
に

お
い

て
定

め

ら
れ

て
い

る
そ
の

者
に

係
る

定
年

と
退

職
の
日

に
お

け
る

そ
の

者
の

年
齢
と

の
差

に

相
当

す
る
年

数
で
除

し
て
得

た
割

合
」
と

す
る
。

 

2
5
 

当
分

の
間

、
第

５
条

第
１

項
第

２
号
及

び
第

４
号

に
掲

げ
る

者
で
あ

っ
て

附
則

第

2
3
項

の
表

の
左
欄

に
掲

げ
る

者
が

同
表

の
右
欄

に
掲

げ
る

年
齢

に
達

し
た
日

以
後

に

退
職

し
た

と
き
に

お
け

る
第

５
条

の
３

、
第
５

条
の

３
の

２
及

び
第

５
条
の

８
の

規

定
の

適
用

に
つ
い

て
は

、
第

５
条

の
３

の
表
第

４
条

第
１

項
及

び
第

５
条
第

１
項

の

項
、

第
５

条
の
２

第
１

項
第

１
号

の
項

及
び
第

５
条

の
２

第
１

項
第

２
号
の

項
並

び

に
第

５
条

の
８
の

表
第

５
条

の
６

の
項

、
第
５

条
の

７
第

１
号

の
項

及
び
第

５
条

の

７
第

２
号

の
項

中
「

1
0
0
分

の
３

（
退

職
の

日
に

お
い

て
定

め
ら

れ
て

い
る

そ
の

者

に
係

る
定

年
と
退

職
の

日
に

お
け

る
そ

の
者
の

年
齢

と
の

差
に

相
当

す
る
年

数
が

１

年
で

あ
る

職
員

に
あ

っ
て

は
、
1
0
0
分

の
２

）
」

と
あ

る
の

は
、

「
1
0
0
分

の
２

を
退

職
の

日
に

お
い
て

定
め

ら
れ

て
い

る
そ

の
者
に

係
る

定
年

と
退

職
の

日
に
お

け
る

そ

の
者

の
年
齢

と
の
差

に
相
当

す
る

年
数
で

除
し
て

得
た
割

合
」

と
す
る

。
 

2
6
 

当
分

の
間

、
第

1
0
条

の
２

第
１

項
の
規

定
の

適
用

に
つ

い
て

は
、
同

項
第

１
号

中

「
2
0
年

」
と

あ
る

の
は

「
1
5
年

」
と

す
る

ほ
か

、
附

則
第
2
3
項
の

表
の

左
欄

に
掲

げ

る
者

の
区

分
に
応

じ
、

同
号

中
「

定
年

」
と
あ

る
の

は
そ

れ
ぞ

れ
同

表
の
右

欄
に

掲

げ
る

字
句
と

す
る
。

 

    

                               別
 

表
 

昭
和

2
0
年

 

８
月

1
5
日

 

 

新
給

料
 

昭
和

2
0
年

 

８
月

1
5
日

 

 

新
給

料
 

昭
和

2
0
年

 

８
月

1
5
日

 

 

新
給

料
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

（
職
員

の
服
務

の
宣
誓

に
関

す
る
条

例
の
一

部
改
正

）
 

第
５

条
 

職
員

の
服

務
の
宣

誓
に

関
す
る

条
例
（

昭
和
2
6
年
栃

木
県
条

例
第
1
7
号

）
の

一
部

を
次
の

よ
う
に

改
正

す
る
。

 
 

 
 

 
次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に

掲
げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下

線
で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る

。
 

 
 

（
職
員

の
分
限

に
関
す

る
条

例
の
一

部
改
正

）
 

第
６

条
 

職
員

の
分

限
に
関

す
る

条
例
（

昭
和
2
6
年

栃
木

県
条

例
第
4
4
号

）
の

一
部
を

次
の

よ
う
に

改
正
す

る
。

 
 

 
 

 
次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に

掲
げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下

線
で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る

。
 

             

現
在

の
給

 

料
月

額
 

月
額
 

現
在

の
給

 

料
月

額
 

月
額
 

現
在

の
給

 

料
月

額
 

月
額
 

4
0
円

 
6
,
0
0
0
円

 
1
2
5
円

 
1
1
,
5
5
0
円

 
2
8
0
円

 
2
3
,
3
0
0
円

 

4
5
？

 
6
,
2
0
0
？

 
1
3
5
？

 
1
2
,
4
5
0
？

 
3
0
0
？

 
2
5
,
1
0
0
？

 

5
0
？

 
6
,
6
5
0
？

 
1
4
5
？

 
1
3
,
4
0
0
？

 
3
2
0
？

 
2
7
,
3
0
0
？

 

5
5
？

 
7
,
1
5
0
？

 
1
6
0
？

 
1
4
,
6
0
0
？

 
3
6
0
？

 
2
9
,
5
0
0
？

 

6
5
？

 
7
,
6
5
0
？

 
1
7
5
？

 
1
5
,
8
0
0
？

 
4
0
0
？

 
3
1
,
9
0
0
？

 

7
5
？

 
8
,
1
5
0
？

 
1
9
0
？

 
1
6
,
4
0
0
？

 
4
4
0
？

 
3
4
,
5
0
0
？

 

8
5
？

 
8
,
6
5
0
？

 
2
0
5
？

 
1
7
,
8
0
0
？

 
4
8
0
？

 
3
8
,
8
0
0
？

 

9
5
？

 
9
,
2
5
0
？

 
2
2
0
？

 
1
8
,
5
0
0
？

 
5
2
0
？

 
4
4
,
8
0
0
？

 

1
0
5
？

 
9
,
8
5
0
？

 
2
4
0
？

 
2
0
,
0
0
0
？

 
 

 

1
1
5
？

 
1
0
,
6
5
0
？

 
2
6
0
？

 
2
1
,
6
0
0
？

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

（
職

員
の
服

務
の
宣

誓
）

 

第
２

条
 

新
た

に
職

員
と

な
っ

た
者

は
、
任

命
権

者
又

は
任

命
権

者
の
定

め
る

上
級

の

公
務

員
の

前
で
、

別
記

様
式

１
（

教
育

職
員
に

あ
っ

て
は

別
記

様
式

２
、
警

察
職

員

に
あ

っ
て

は
別
記

様
式

３
）

に
よ

る
宣

誓
書
に

署
名

し
こ

れ
を

朗
読

し
て
か

ら
で

な

け
れ

ば
、

そ
の
職

務
を

行
っ

て
は

な
ら

な
い
。

た
だ

し
、

地
方

公
務

員
法
第

2
2
条

の

４
第

１
項

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
の

規

定
に

よ
り
採

用
さ
れ

た
職
員

に
つ

い
て
は

、
こ
の

限
り
で

な
い

。
 

２
 

略
 

（
職

員
の
服

務
の
宣

誓
）

 

第
２

条
 

新
た

に
職

員
と

な
っ

た
者

は
、
任

命
権

者
又

は
任

命
権

者
の
定

め
る

上
級

の

公
務

員
の

前
で
、

別
記

様
式

１
（

教
育

職
員
に

あ
っ

て
は

別
記

様
式

２
、
警

察
職

員

に
あ

っ
て

は
別
記

様
式

３
）

に
よ

る
宣

誓
書
に

署
名

し
こ

れ
を

朗
読

し
て
か

ら
で

な

け
れ

ば
、

そ
の
職

務
を

行
っ

て
は

な
ら

な
い
。

た
だ

し
、

地
方

公
務

員
法
第

2
8
条

の

４
第

１
項

、
第
2
8
条

の
５

第
１

項
又

は
第
2
8
条

の
６

第
１

項
若

し
く

は
第
２

項
の

規

定
に

よ
り
採

用
さ
れ

た
職
員

に
つ

い
て
は

、
こ
の

限
り
で

な
い

。
 

２
 

略
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（
職
員

の
服
務

の
宣
誓

に
関

す
る
条

例
の
一

部
改
正

）
 

第
５

条
 

職
員

の
服

務
の
宣

誓
に

関
す
る

条
例
（

昭
和
2
6
年
栃

木
県
条

例
第
1
7
号

）
の

一
部

を
次
の

よ
う
に

改
正

す
る
。

 
 

 
 

 
次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に

掲
げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下

線
で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る

。
 

 
 

（
職
員

の
分
限

に
関
す

る
条

例
の
一

部
改
正

）
 

第
６

条
 

職
員

の
分

限
に
関

す
る

条
例
（

昭
和
2
6
年

栃
木

県
条

例
第
4
4
号

）
の

一
部
を

次
の

よ
う
に

改
正
す

る
。

 
 

 
 

 
次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に

掲
げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下

線
で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る

。
 

             

現
在

の
給

 

料
月

額
 

月
額
 

現
在

の
給

 

料
月

額
 

月
額
 

現
在

の
給

 

料
月

額
 

月
額
 

4
0
円

 
6
,
0
0
0
円

 
1
2
5
円

 
1
1
,
5
5
0
円

 
2
8
0
円

 
2
3
,
3
0
0
円

 

4
5
？

 
6
,
2
0
0
？

 
1
3
5
？

 
1
2
,
4
5
0
？

 
3
0
0
？

 
2
5
,
1
0
0
？

 

5
0
？

 
6
,
6
5
0
？

 
1
4
5
？

 
1
3
,
4
0
0
？

 
3
2
0
？

 
2
7
,
3
0
0
？

 

5
5
？

 
7
,
1
5
0
？

 
1
6
0
？

 
1
4
,
6
0
0
？

 
3
6
0
？

 
2
9
,
5
0
0
？

 

6
5
？

 
7
,
6
5
0
？

 
1
7
5
？

 
1
5
,
8
0
0
？

 
4
0
0
？

 
3
1
,
9
0
0
？

 

7
5
？

 
8
,
1
5
0
？

 
1
9
0
？

 
1
6
,
4
0
0
？

 
4
4
0
？

 
3
4
,
5
0
0
？

 

8
5
？

 
8
,
6
5
0
？

 
2
0
5
？

 
1
7
,
8
0
0
？

 
4
8
0
？

 
3
8
,
8
0
0
？

 

9
5
？

 
9
,
2
5
0
？

 
2
2
0
？

 
1
8
,
5
0
0
？

 
5
2
0
？

 
4
4
,
8
0
0
？

 

1
0
5
？

 
9
,
8
5
0
？

 
2
4
0
？

 
2
0
,
0
0
0
？

 
 

 

1
1
5
？

 
1
0
,
6
5
0
？

 
2
6
0
？

 
2
1
,
6
0
0
？

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

（
職

員
の
服

務
の
宣

誓
）

 

第
２

条
 

新
た

に
職

員
と

な
っ

た
者

は
、
任

命
権

者
又

は
任

命
権

者
の
定

め
る

上
級

の

公
務

員
の

前
で
、

別
記

様
式

１
（

教
育

職
員
に

あ
っ

て
は

別
記

様
式

２
、
警

察
職

員

に
あ

っ
て

は
別
記

様
式

３
）

に
よ

る
宣

誓
書
に

署
名

し
こ

れ
を

朗
読

し
て
か

ら
で

な

け
れ

ば
、

そ
の
職

務
を

行
っ

て
は

な
ら

な
い
。

た
だ

し
、

地
方

公
務

員
法
第

2
2
条

の

４
第

１
項

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
の

規

定
に

よ
り
採

用
さ
れ

た
職
員

に
つ

い
て
は

、
こ
の

限
り
で

な
い

。
 

２
 

略
 

（
職

員
の
服

務
の
宣

誓
）

 

第
２

条
 

新
た

に
職

員
と

な
っ

た
者

は
、
任

命
権

者
又

は
任

命
権

者
の
定

め
る

上
級

の

公
務

員
の

前
で
、

別
記

様
式

１
（

教
育

職
員
に

あ
っ

て
は

別
記

様
式

２
、
警

察
職

員

に
あ

っ
て

は
別
記

様
式

３
）

に
よ

る
宣

誓
書
に

署
名

し
こ

れ
を

朗
読

し
て
か

ら
で

な

け
れ

ば
、

そ
の
職

務
を

行
っ

て
は

な
ら

な
い
。

た
だ

し
、

地
方

公
務

員
法
第

2
8
条

の

４
第

１
項

、
第
2
8
条

の
５

第
１

項
又

は
第
2
8
条

の
６

第
１

項
若

し
く

は
第
２

項
の

規

定
に

よ
り
採

用
さ
れ

た
職
員

に
つ

い
て
は

、
こ
の

限
り
で

な
い

。
 

２
 

略
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

（
降

給
の
種

類
）

 

第
３

条
 

職
員

の
意

に
反

す
る

降
給

の
種
類

は
、

降
格

（
職

員
の

意
に
反

し
て

、
当

該

職
員

の
職

務
の

級
を

同
一

の
給

料
表

の
下

位
の

職
務

の
級

に
変

更
す

る
こ

と
を

い

う
。

以
下

同
じ
。

）
及

び
降

号
（

職
員

の
意
に

反
し

て
、

当
該

職
員

の
号
給

を
同

一

の
職

務
の

級
の
下

位
の

号
給

に
変

更
す

る
こ
と

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）
並

び
に

法

第
2
8
条

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

降
給

（
同
項

本
文

の
規

定
に

よ
る

他
の
職

へ
の

転

任
に

よ
り

現
に
属

す
る

職
務

の
級

よ
り

同
一
の

給
料

表
の

下
位

の
職

務
の
級

に
分

類

さ
れ

て
い

る
職
務

を
遂

行
す

る
こ

と
と

な
っ
た

場
合

に
お

い
て

、
降

格
す
る

こ
と

を

い
う

。
）
と

す
る
。

 

 （
降

給
の
事

由
）

 

第
４

条
 

任
命

権
者

は
、

職
員

が
、

降
任
に

よ
り

現
に

属
す

る
職

務
の
級

よ
り

同
一

の

給
料

表
の

下
位
の

職
務

の
級

に
分

類
さ

れ
て
い

る
職

務
を

遂
行

す
る

こ
と
と

な
っ

た

場
合

を
除

く
ほ
か

、
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か
に

該
当

す
る

場
合

に
お

い
て
は

、
当

該

職
員

を
降
格

す
る
こ

と
が
で

き
る

。
 

(
1
)
～
(
3
)
？

略
 

２
 

略
 

 

（
降

任
、
免

職
、
休

職
及
び

降
給

の
手
続

）
 

第
５

条
 
略

 

２
 

職
員

の
意

に
反

す
る

降
任

、
免

職
、
休

職
又

は
降

給
の

処
分

は
、
そ

の
旨

を
記

載

し
た

書
面

を
当
該

職
員

に
交

付
し

て
行

わ
な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し
、

法
第

2
8

条
の

２
第

４
項
に

規
定

す
る

他
の

職
へ

の
降
任

等
（

以
下

「
他

の
職

へ
の
降

任
等

」

と
い

う
。

）
に
該

当
す

る
降

任
を

す
る

場
合
又

は
他

の
職

へ
の

降
任

等
に
伴

い
降

給

を
す

る
場
合

は
、
こ

の
限
り

で
な

い
。

 

  
 

 
附
 

則
 

 
（

施
行
期

日
）

 

１
 

略
 

 
（

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例
附

則
第
1
0
項

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

職
員

に
対

す

る
規

定
の
適

用
）

 

２
 

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例
（

昭
和
2
7
年

栃
木

県
条

例
第

１
号

）
附

則
第

1
0
項

の

（
降

給
の
種

類
）

 

第
３

条
 

職
員

の
意

に
反

す
る

降
給

の
種
類

は
、

降
格

（
職

員
の

意
に
反

し
て

、
当

該

職
員

の
職

務
の

級
を

同
一

の
給

料
表

の
下

位
の

職
務

の
級

に
変

更
す

る
こ

と
を

い

う
。

以
下

同
じ
。

）
及

び
降

号
（

職
員

の
意
に

反
し

て
、

当
該

職
員

の
号
給

を
同

一

の
職

務
の

級
の
下

位
の

号
給

に
変

更
す

る
こ
と

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ
と

す
る
。

 

 （
降

給
の
事

由
）

 

第
４

条
 

任
命

権
者

は
、

職
員

が
、

降
任
さ

れ
た

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

場
合

を
除

く
ほ
か

、
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か
に

該
当

す
る

場
合

に
お

い
て
は

、
当

該

職
員

を
降
格

す
る
こ

と
が
で

き
る

。
 

(
1
)
～
(
3
)
？

略
 

２
 

略
 

 

（
降

任
、
免

職
、
休

職
及
び

降
給

の
手
続

）
 

第
５

条
 
略

 

２
 

職
員

の
意

に
反

す
る

降
任

、
免

職
、
休

職
又

は
降

給
の

処
分

は
、
そ

の
旨

を
記

載

し
た

書
面
を

当
該
職

員
に
交

付
し

て
行
わ

な
け
れ

ば
な
ら

な
い

。
 

    

附
 

則
 

 ①
 

略
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改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

（
降

給
の
種

類
）

 

第
３

条
 

職
員

の
意

に
反

す
る

降
給

の
種
類

は
、

降
格

（
職

員
の

意
に
反

し
て

、
当

該

職
員

の
職

務
の

級
を

同
一

の
給

料
表

の
下

位
の

職
務

の
級

に
変

更
す

る
こ

と
を

い

う
。

以
下

同
じ
。

）
及

び
降

号
（

職
員

の
意
に

反
し

て
、

当
該

職
員

の
号
給

を
同

一

の
職

務
の

級
の
下

位
の

号
給

に
変

更
す

る
こ
と

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）
並

び
に

法

第
2
8
条

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

降
給

（
同
項

本
文

の
規

定
に

よ
る

他
の
職

へ
の

転

任
に

よ
り

現
に
属

す
る

職
務

の
級

よ
り

同
一
の

給
料

表
の

下
位

の
職

務
の
級

に
分

類

さ
れ

て
い

る
職
務

を
遂

行
す

る
こ

と
と

な
っ
た

場
合

に
お

い
て

、
降

格
す
る

こ
と

を

い
う

。
）
と

す
る
。

 

 （
降

給
の
事

由
）

 

第
４

条
 

任
命

権
者

は
、

職
員

が
、

降
任
に

よ
り

現
に

属
す

る
職

務
の
級

よ
り

同
一

の

給
料

表
の

下
位
の

職
務

の
級

に
分

類
さ

れ
て
い

る
職

務
を

遂
行

す
る

こ
と
と

な
っ

た

場
合

を
除

く
ほ
か

、
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か
に

該
当

す
る

場
合

に
お

い
て
は

、
当

該

職
員

を
降
格

す
る
こ

と
が
で

き
る

。
 

(
1
)
～
(
3
)
？

略
 

２
 

略
 

 

（
降

任
、
免

職
、
休

職
及
び

降
給

の
手
続

）
 

第
５

条
 
略

 

２
 

職
員

の
意

に
反

す
る

降
任

、
免

職
、
休

職
又

は
降

給
の

処
分

は
、
そ

の
旨

を
記

載

し
た

書
面

を
当
該

職
員

に
交

付
し

て
行

わ
な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し
、

法
第

2
8

条
の

２
第

４
項
に

規
定

す
る

他
の

職
へ

の
降
任

等
（

以
下

「
他

の
職

へ
の
降

任
等

」

と
い

う
。

）
に
該

当
す

る
降

任
を

す
る

場
合
又

は
他

の
職

へ
の

降
任

等
に
伴

い
降

給

を
す

る
場
合

は
、
こ

の
限
り

で
な

い
。

 

  
 

 
附
 

則
 

 
（

施
行
期

日
）

 

１
 

略
 

 
（

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例
附

則
第
1
0
項

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

職
員

に
対

す

る
規

定
の
適

用
）

 

２
 

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例
（

昭
和
2
7
年

栃
木

県
条

例
第

１
号

）
附

則
第

1
0
項

の

（
降

給
の
種

類
）

 

第
３

条
 

職
員

の
意

に
反

す
る

降
給

の
種
類

は
、

降
格

（
職

員
の

意
に
反

し
て

、
当

該

職
員

の
職

務
の

級
を

同
一

の
給

料
表

の
下

位
の

職
務

の
級

に
変

更
す

る
こ

と
を

い

う
。

以
下

同
じ
。

）
及

び
降

号
（

職
員

の
意
に

反
し

て
、

当
該

職
員

の
号
給

を
同

一

の
職

務
の

級
の
下

位
の

号
給

に
変

更
す

る
こ
と

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ
と

す
る
。

 

 （
降

給
の
事

由
）

 

第
４

条
 

任
命

権
者

は
、

職
員

が
、

降
任
さ

れ
た

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

場
合

を
除

く
ほ
か

、
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か
に

該
当

す
る

場
合

に
お

い
て
は

、
当

該

職
員

を
降
格

す
る
こ

と
が
で

き
る

。
 

(
1
)
～
(
3
)
？

略
 

２
 

略
 

 

（
降

任
、
免

職
、
休

職
及
び

降
給

の
手
続

）
 

第
５

条
 
略

 

２
 

職
員

の
意

に
反

す
る

降
任

、
免

職
、
休

職
又

は
降

給
の

処
分

は
、
そ

の
旨

を
記

載

し
た

書
面
を

当
該
職

員
に
交

付
し

て
行
わ

な
け
れ

ば
な
ら

な
い

。
 

    

附
 

則
 

 ①
 

略
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

（
職
員

の
懲
戒

の
手
続

、
効

果
等
に

関
す
る

条
例
の

一
部

改
正
）

 

第
７

条
 

職
員

の
懲

戒
の
手

続
、

効
果
等

に
関
す

る
条
例

（
昭

和
2
6
年

栃
木
県

条
例
第

4
5
号

）
の

一
部
を

次
の
よ

う
に

改
正

す
る
。

 
 

 
 

 
次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に

掲
げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下

線
で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る

。
 

（
学

校
職
員

の
分
限

に
関
す

る
条

例
の
一

部
改
正

）
 

第
８

条
 

学
校

職
員

の
分
限

に
関

す
る
条

例
（
昭

和
3
1
年

栃
木

県
条
例

第
3
3
号

）
の
一

部
を

次
の
よ

う
に
改

正
す
る

。
 

 

 
 

 
次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に

掲
げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下

線
で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る

。
 

規
定

の
適

用
を
受

け
る

職
員

に
対

す
る

第
３
条

の
規

定
の

適
用

に
つ

い
て
は

、
当

分

の
間

、
同

条
中
「

と
す

る
」

と
あ

る
の

は
、
「

並
び

に
職

員
の

給
与

に
関
す

る
条

例

（
昭

和
2
7
年

栃
木

県
条

例
第

１
号

）
附

則
第
1
0
項

の
規

定
に

よ
る

降
給

と
す

る
」

と

す
る

。
 

３
 

第
５

条
第

２
項

の
規

定
は

、
職

員
の
給

与
に

関
す

る
条

例
附

則
第
1
0
項

の
規

定
に

よ
る

降
給

の
場
合

に
は

、
適

用
し

な
い

。
こ
の

場
合

に
お

い
て

、
同

項
の
規

定
の

適

用
を

受
け

る
職
員

に
は

、
人

事
委

員
会

規
則
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、
同

項
の

規

定
の

適
用

に
よ
り

給
料

月
額

が
改

定
さ

れ
る
こ

と
と

な
っ

た
旨

の
通

知
を
行

う
も

の

と
す

る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

（
減

給
の
効

果
）

 

第
４

条
 

減
給

は
、

１
日

以
上

６
月

以
下
の

期
間

、
そ

の
発

令
の

日
に
受

け
る

給
料

及

び
地

域
手

当
の
合

計
額

（
法

第
2
2
条

の
２

第
１

項
第

１
号

に
掲

げ
る

職
員
に

あ
っ

て

は
、

報
酬

（
会
計

年
度

任
用

職
員

の
給

与
及
び

費
用

弁
償

に
関

す
る

条
例
（

令
和

元

年
栃

木
県

条
例
第

８
号

）
第

３
条

第
２

項
か
ら

第
４

項
ま

で
の

規
定

に
よ
る

報
酬

及

び
同

条
第

６
項
の

規
定

に
よ

る
地

域
手

当
に
相

当
す

る
報

酬
に

限
る

。
）
の

額
。

以

下
「

給
料

等
合
計

額
」

と
い

う
。

）
の
1
0
分
の

１
以

下
を

減
ず

る
も

の
と
す

る
。

こ

の
場

合
に

お
い
て

、
そ

の
減

ず
る

額
が

現
に
受

け
る

給
料

等
合

計
額

の
1
0
分

の
１

に

相
当

す
る
額

を
超
え

る
と
き

は
、

当
該
額

を
減
ず

る
も
の

と
す

る
。

 

（
減

給
の
効

果
）

 

第
４

条
 

減
給

は
、

１
日

以
上

６
月

以
下
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

給
料

及

び
地

域
手

当
の
合

計
額

（
法

第
2
2
条

の
２

第
１

項
第

１
号

に
掲

げ
る

職
員
に

あ
っ

て

は
、

報
酬

（
会
計

年
度

任
用

職
員

の
給

与
及
び

費
用

弁
償

に
関

す
る

条
例
（

令
和

元

年
栃

木
県

条
例
第

８
号

）
第

３
条

第
２

項
か
ら

第
４

項
ま

で
の

規
定

に
よ
る

報
酬

及

び
同

条
第

６
項
の

規
定

に
よ

る
地

域
手

当
に
相

当
す

る
報

酬
に

限
る

。
）
の

額
あ

あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

）
の
1
0
分

の
１

以
下
を

減
ず

る
も
の

と
す
る

。
 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

（
降

給
の
種

類
）

 

第
４

条
 

学
校

職
員

の
意

に
反

す
る

降
給
の

種
類

は
、

降
格

（
学

校
職
員

の
意

に
反

し

て
、

当
該

学
校
職

員
の

職
務

の
級

を
同

一
の
給

料
表

の
下

位
の

職
務

の
級
に

変
更

す

る
こ

と
を

い
う
。

以
下

同
じ

。
）

及
び

降
号
（

学
校

職
員

の
意

に
反

し
て
、

当
該

学

校
職

員
の

号
給
を

同
一

の
職

務
の

級
の

下
位
の

号
給

に
変

更
す

る
こ

と
を
い

う
。

以

（
降

給
の
種

類
）

 

第
４

条
 

学
校

職
員

の
意

に
反

す
る

降
給
の

種
類

は
、

降
格

（
学

校
職
員

の
意

に
反

し

て
、

当
該

学
校
職

員
の

職
務

の
級

を
同

一
の
給

料
表

の
下

位
の

職
務

の
級
に

変
更

す

る
こ

と
を

い
う
。

以
下

同
じ

。
）

及
び

降
号
（

学
校

職
員

の
意

に
反

し
て
、

当
該

学

校
職

員
の

号
給
を

同
一

の
職

務
の

級
の

下
位
の

号
給

に
変

更
す

る
こ

と
を
い

う
。

以
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（
職
員

の
懲
戒

の
手
続

、
効

果
等
に

関
す
る

条
例
の

一
部

改
正
）

 

第
７

条
 

職
員

の
懲

戒
の
手

続
、

効
果
等

に
関
す

る
条
例

（
昭

和
2
6
年

栃
木
県

条
例
第

4
5
号

）
の

一
部
を

次
の
よ

う
に

改
正

す
る
。

 
 

 
 

 
次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に

掲
げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下

線
で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る

。
 

（
学

校
職
員

の
分
限

に
関
す

る
条

例
の
一

部
改
正

）
 

第
８

条
 

学
校

職
員

の
分
限

に
関

す
る
条

例
（
昭

和
3
1
年

栃
木

県
条
例

第
3
3
号

）
の
一

部
を

次
の
よ

う
に
改

正
す
る

。
 

 

 
 

 
次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に

掲
げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下

線
で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る

。
 

規
定

の
適

用
を
受

け
る

職
員

に
対

す
る

第
３
条

の
規

定
の

適
用

に
つ

い
て
は

、
当

分

の
間

、
同

条
中
「

と
す

る
」

と
あ

る
の

は
、
「

並
び

に
職

員
の

給
与

に
関
す

る
条

例

（
昭

和
2
7
年

栃
木

県
条

例
第

１
号

）
附

則
第
1
0
項

の
規

定
に

よ
る

降
給

と
す

る
」

と

す
る

。
 

３
 

第
５

条
第

２
項

の
規

定
は

、
職

員
の
給

与
に

関
す

る
条

例
附

則
第
1
0
項

の
規

定
に

よ
る

降
給

の
場
合

に
は

、
適

用
し

な
い

。
こ
の

場
合

に
お

い
て

、
同

項
の
規

定
の

適

用
を

受
け

る
職
員

に
は

、
人

事
委

員
会

規
則
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、
同

項
の

規

定
の

適
用

に
よ
り

給
料

月
額

が
改

定
さ

れ
る
こ

と
と

な
っ

た
旨

の
通

知
を
行

う
も

の

と
す

る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

（
減

給
の
効

果
）

 

第
４

条
 

減
給

は
、

１
日

以
上

６
月

以
下
の

期
間

、
そ

の
発

令
の

日
に
受

け
る

給
料

及

び
地

域
手

当
の
合

計
額

（
法

第
2
2
条

の
２

第
１

項
第

１
号

に
掲

げ
る

職
員
に

あ
っ

て

は
、

報
酬

（
会
計

年
度

任
用

職
員

の
給

与
及
び

費
用

弁
償

に
関

す
る

条
例
（

令
和

元

年
栃

木
県

条
例
第

８
号

）
第

３
条

第
２

項
か
ら

第
４

項
ま

で
の

規
定

に
よ
る

報
酬

及

び
同

条
第

６
項
の

規
定

に
よ

る
地

域
手

当
に
相

当
す

る
報

酬
に

限
る

。
）
の

額
。

以

下
「

給
料

等
合
計

額
」

と
い

う
。

）
の
1
0
分
の

１
以

下
を

減
ず

る
も

の
と
す

る
。

こ

の
場

合
に

お
い
て

、
そ

の
減

ず
る

額
が

現
に
受

け
る

給
料

等
合

計
額

の
1
0
分

の
１

に

相
当

す
る
額

を
超
え

る
と
き

は
、

当
該
額

を
減
ず

る
も
の

と
す

る
。

 

（
減

給
の
効

果
）

 

第
４

条
 

減
給

は
、

１
日

以
上

６
月

以
下
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

給
料

及

び
地

域
手

当
の
合

計
額

（
法

第
2
2
条

の
２

第
１

項
第

１
号

に
掲

げ
る

職
員
に

あ
っ

て

は
、

報
酬

（
会
計

年
度

任
用

職
員

の
給

与
及
び

費
用

弁
償

に
関

す
る

条
例
（

令
和

元

年
栃

木
県

条
例
第

８
号

）
第

３
条

第
２

項
か
ら

第
４

項
ま

で
の

規
定

に
よ
る

報
酬

及

び
同

条
第

６
項
の

規
定

に
よ

る
地

域
手

当
に
相

当
す

る
報

酬
に

限
る

。
）
の

額
あ

あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

）
の
1
0
分

の
１

以
下
を

減
ず

る
も
の

と
す
る

。
 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

（
降

給
の
種

類
）

 

第
４

条
 

学
校

職
員

の
意

に
反

す
る

降
給
の

種
類

は
、

降
格

（
学

校
職
員

の
意

に
反

し

て
、

当
該

学
校
職

員
の

職
務

の
級

を
同

一
の
給

料
表

の
下

位
の

職
務

の
級
に

変
更

す

る
こ

と
を

い
う
。

以
下

同
じ

。
）

及
び

降
号
（

学
校

職
員

の
意

に
反

し
て
、

当
該

学

校
職

員
の

号
給
を

同
一

の
職

務
の

級
の

下
位
の

号
給

に
変

更
す

る
こ

と
を
い

う
。

以

（
降

給
の
種

類
）

 

第
４

条
 

学
校

職
員

の
意

に
反

す
る

降
給
の

種
類

は
、

降
格

（
学

校
職
員

の
意

に
反

し

て
、

当
該

学
校
職

員
の

職
務

の
級

を
同

一
の
給

料
表

の
下

位
の

職
務

の
級
に

変
更

す

る
こ

と
を

い
う
。

以
下

同
じ

。
）

及
び

降
号
（

学
校

職
員

の
意

に
反

し
て
、

当
該

学

校
職

員
の

号
給
を

同
一

の
職

務
の

級
の

下
位
の

号
給

に
変

更
す

る
こ

と
を
い

う
。

以

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

下
同

じ
。

）
並
び

に
地

方
公

務
員

法
第
2
8
条
の

２
第

１
項

に
規

定
す

る
降
給

（
同

項

本
文

の
規

定
に
よ

る
他

の
職

へ
の

転
任

に
よ
り

現
に

属
す

る
職

務
の

級
よ
り

同
一

の

給
料

表
の

下
位
の

職
務

の
級

に
分

類
さ

れ
て
い

る
職

務
を

遂
行

す
る

こ
と
と

な
っ

た

場
合

に
お
い

て
、
降

格
す
る

こ
と

を
い
う

。
）
と

す
る
。

 

 

（
降

給
の
事

由
）

 

第
５

条
 

任
命

権
者

は
、

学
校

職
員

が
、
降

任
に

よ
り

現
に

属
す

る
職
務

の
級

よ
り

同

一
の

給
料

表
の

下
位

の
職

務
の

級
に

分
類

さ
れ

て
い

る
職

務
を

遂
行

す
る

こ
と

と
 

な
っ

た
場

合
を

除
く

ほ
か

、
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
場

合
に

お
い

て

は
、

当
該
学

校
職
員

を
降
格

す
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

(
1
)
～
(
3
)
 

略
 

２
 

略
 

 

（
降

任
、
免

職
、
休

職
及
び

降
給

の
手
続

）
 

第
６

条
 
略

 

２
 

学
校

職
員

の
意

に
反

す
る

降
任

、
免
職

、
休

職
又

は
降

給
は

、
任
命

権
者

が
当

該

学
校

職
員

に
そ
の

旨
を

記
載

し
た

書
面

を
交
付

し
て

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

た

だ
し

、
地

方
公
務

員
法

第
2
8
条

の
２

第
４

項
に

規
定

す
る

他
の

職
へ

の
降
任

等
（

以

下
「

他
の

職
へ
の

降
任

等
」

と
い

う
。

）
に
該

当
す

る
降

任
を

す
る

場
合
又

は
他

の

職
へ

の
降
任

等
に
伴

い
降
給

を
す

る
場
合

は
、
こ

の
限
り

で
な

い
。

 

  
 

 
附
 

則
 

１
～

３
 
略

 

４
 

栃
木

県
公

立
学

校
職

員
給

与
条

例
（
昭

和
3
2
年

栃
木

県
条

例
第
3
4
号

）
附

則
第
2
0

項
の

規
定

の
適
用

を
受

け
る

職
員

に
対

す
る
第

４
条

の
規

定
の

適
用

に
つ
い

て
は

、

当
分

の
間

、
同
条

中
「

と
す

る
」

と
あ

る
の
は

、
「

並
び

に
栃

木
県

公
立
学

校
職

員

給
与

条
例

（
昭
和

3
2
年

栃
木

県
条

例
第
3
4
号
）

附
則

第
2
0
項

の
規

定
に

よ
る

降
給

と

す
る

」
と
す

る
。

 

５
 

第
６

条
第

２
項

の
規

定
は

、
栃

木
県
公

立
学

校
職

員
給

与
条

例
附
則

第
2
0
項

の
規

定
に

よ
る

降
給
の

場
合

に
は

、
適

用
し

な
い
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
同
項

の
規

定

の
適

用
を

受
け
る

職
員

に
は

、
教

育
委

員
会
と

協
議

し
て

人
事

委
員

会
規
則

で
定

め

る
と

こ
ろ

に
よ
り

、
同

項
の

規
定

の
適

用
に
よ

り
給

料
月

額
が

改
定

さ
れ
る

こ
と

と

な
っ

た
旨
の

通
知
を

行
う
も

の
と

す
る
。

 

下
同

じ
。

）
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
と

す
る
。

 

 

（
降

給
の
事

由
）

 

第
５

条
 

任
命

権
者

は
、

学
校

職
員

が
、
降

任
さ

れ
た

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
場

合
を

除
く

ほ
か

、
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
場

合
に

お
い

て

は
、

当
該
学

校
職
員

を
降
格

す
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

(
1
)
～
(
3
)
 

略
 

２
 

略
 

 

（
降

任
、
免

職
、
休

職
及
び

降
給

の
手
続

）
 

第
６

条
 
略

 

２
 

学
校

職
員

の
意

に
反

す
る

降
任

、
免
職

、
休

職
又

は
降

給
は

、
任
命

権
者

が
当

該

学
校

職
員
に

そ
の
旨

を
記
載

し
た

書
面
を

交
付
し

て
行
わ

な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

     
 

 
附
 

則
 

１
～

３
 
略
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下
同

じ
。

）
並
び

に
地

方
公

務
員

法
第
2
8
条
の

２
第

１
項

に
規

定
す

る
降
給

（
同

項

本
文

の
規

定
に
よ

る
他

の
職

へ
の

転
任

に
よ
り

現
に

属
す

る
職

務
の

級
よ
り

同
一

の

給
料

表
の

下
位
の

職
務

の
級

に
分

類
さ

れ
て
い

る
職

務
を

遂
行

す
る

こ
と
と

な
っ

た

場
合

に
お
い

て
、
降

格
す
る

こ
と

を
い
う

。
）
と

す
る
。

 

 

（
降

給
の
事

由
）

 

第
５

条
 

任
命

権
者

は
、

学
校

職
員

が
、
降

任
に

よ
り

現
に

属
す

る
職
務

の
級

よ
り

同

一
の

給
料

表
の

下
位

の
職

務
の

級
に

分
類

さ
れ

て
い

る
職

務
を

遂
行

す
る

こ
と

と
 

な
っ

た
場

合
を

除
く

ほ
か

、
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
場

合
に

お
い

て

は
、

当
該
学

校
職
員

を
降
格

す
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

(
1
)
～
(
3
)
 

略
 

２
 

略
 

 

（
降

任
、
免

職
、
休

職
及
び

降
給

の
手
続

）
 

第
６

条
 
略

 

２
 

学
校

職
員

の
意

に
反

す
る

降
任

、
免
職

、
休

職
又

は
降

給
は

、
任
命

権
者

が
当

該

学
校

職
員

に
そ
の

旨
を

記
載

し
た

書
面

を
交
付

し
て

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

た

だ
し

、
地

方
公
務

員
法

第
2
8
条

の
２

第
４

項
に

規
定

す
る

他
の

職
へ

の
降
任

等
（

以

下
「

他
の

職
へ
の

降
任

等
」

と
い

う
。

）
に
該

当
す

る
降

任
を

す
る

場
合
又

は
他

の

職
へ

の
降
任

等
に
伴

い
降
給

を
す

る
場
合

は
、
こ

の
限
り

で
な

い
。

 

  
 

 
附
 

則
 

１
～

３
 
略

 

４
 

栃
木

県
公

立
学

校
職

員
給

与
条

例
（
昭

和
3
2
年

栃
木

県
条

例
第
3
4
号

）
附

則
第
2
0

項
の

規
定

の
適
用

を
受

け
る

職
員

に
対

す
る
第

４
条

の
規

定
の

適
用

に
つ
い

て
は

、

当
分

の
間

、
同
条

中
「

と
す

る
」

と
あ

る
の
は

、
「

並
び

に
栃

木
県

公
立
学

校
職

員

給
与

条
例

（
昭
和

3
2
年

栃
木

県
条

例
第
3
4
号
）

附
則

第
2
0
項

の
規

定
に

よ
る

降
給

と

す
る

」
と
す

る
。

 

５
 

第
６

条
第

２
項

の
規

定
は

、
栃

木
県
公

立
学

校
職

員
給

与
条

例
附
則

第
2
0
項

の
規

定
に

よ
る

降
給
の

場
合

に
は

、
適

用
し

な
い
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
同
項

の
規

定

の
適

用
を

受
け
る

職
員

に
は

、
教

育
委

員
会
と

協
議

し
て

人
事

委
員

会
規
則

で
定

め

る
と

こ
ろ

に
よ
り

、
同

項
の

規
定

の
適

用
に
よ

り
給

料
月

額
が

改
定

さ
れ
る

こ
と

と

な
っ

た
旨
の

通
知
を

行
う
も

の
と

す
る
。

 

下
同

じ
。

）
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
と

す
る
。

 

 

（
降

給
の
事

由
）

 

第
５

条
 

任
命

権
者

は
、

学
校

職
員

が
、
降

任
さ

れ
た

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
場

合
を

除
く

ほ
か

、
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
場

合
に

お
い

て

は
、

当
該
学

校
職
員

を
降
格

す
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

(
1
)
～
(
3
)
 

略
 

２
 

略
 

 

（
降

任
、
免

職
、
休

職
及
び

降
給

の
手
続

）
 

第
６

条
 
略

 

２
 

学
校

職
員

の
意

に
反

す
る

降
任

、
免
職

、
休

職
又

は
降

給
は

、
任
命

権
者

が
当

該

学
校

職
員
に

そ
の
旨

を
記
載

し
た

書
面
を

交
付
し

て
行
わ

な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

     
 

 
附
 

則
 

１
～

３
 
略

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

（
学

校
職
員

の
懲
戒

に
関
す

る
条

例
の
一

部
改
正

）
 

第
９

条
 

学
校

職
員

の
懲
戒

に
関

す
る
条

例
（
昭

和
3
1
年

栃
木

県
条
例

第
3
4
号

）
の
一

部
を

次
の
よ

う
に
改

正
す
る

。
 

 

 
 

 
次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に

掲
げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下

線
で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る

。
 

（
学

校
職
員

定
数
条

例
の
一

部
改

正
）

 

第
1
0
条

 
学

校
職
員

定
数
条

例
（

昭
和
3
2
年

栃
木

県
条
例

第
2
9
号

）
の

一
部
を

次
の
よ

う
に

改
正
す

る
。
 

 

 
 

 
次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に

掲
げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下

線
で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る

。
 

 
 

（
職
員

に
対
す

る
特
別

褒
賞

金
の
授

与
に
関

す
る
条

例
の

一
部
改

正
）

 

第
1
1
条

 
職

員
に
対

す
る
特

別
褒

賞
金
の

授
与
に

関
す
る

条
例

（
昭
和

4
3
年
栃

木
県
条

例
第

１
号
）

の
一
部

を
次
の

よ
う

に
改
正

す
る
。

 
 

 
 

 
次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に

掲
げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下

線
で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る

。
 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

（
減

給
の
効

果
）

 

第
５

条
 

減
給

は
、

１
日

以
上

６
月

以
下
の

範
囲

で
、

そ
の

発
令

の
日
に

受
け

る
給

料

の
月

額
（

義
務
教

育
諸

学
校

等
の

教
育

職
員
の

給
与

等
に

関
す

る
特

別
措
置

に
関

す

る
条

例
（

昭
和
4
6
年

栃
木

県
条

例
第
4
1
号

）
第

３
条

第
１

項
の

規
定

に
よ
り

教
職

調

整
額

を
支

給
さ
れ

る
職

員
に

あ
っ

て
は

、
給
料

の
月

額
に

教
職

調
整

額
の
月

額
を

加

算
し

た
額

）
及
び

地
域

手
当

の
月

額
と

の
合
計

額
（

学
校

職
員

の
う

ち
地
方

公
務

員

法
第
2
2
条

の
２
第

１
項

第
１

号
に

掲
げ

る
職
員

に
あ

っ
て

は
、

報
酬

（
会
計

年
度

任

用
学

校
職

員
の
給

与
及

び
費

用
弁

償
に

関
す
る

条
例

（
令

和
元

年
栃

木
県
条

例
第

1
0

号
）

第
３

条
第
２

項
か

ら
第

４
項

ま
で

の
規
定

に
よ

る
報

酬
及

び
同

条
第
６

項
の

規

定
に

よ
る

地
域

手
当

に
相

当
す

る
報

酬
に

限
る

。
）

の
額

。
以

下
「

給
料

等
合

計

額
」

と
い

う
。

）
の

1
0
分

の
１

以
下

を
減

ず
る

も
の

と
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い

て
、

そ
の

減
ず
る

額
が

現
に

受
け

る
給

料
等
合

計
額

の
1
0
分

の
１

に
相

当
す

る
額

を

超
え

る
と
き

は
、
当

該
額
を

減
ず

る
も
の

と
す
る

。
 

（
減

給
の
効

果
）

 

第
５

条
 

減
給

は
、

１
日

以
上

６
月

以
下
の

範
囲

で
、

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
給

料

の
月

額
（

義
務
教

育
諸

学
校

等
の

教
育

職
員
の

給
与

等
に

関
す

る
特

別
措
置

に
関

す

る
条

例
（

昭
和
4
6
年

栃
木

県
条

例
第
4
1
号

）
第

３
条

第
１

項
の

規
定

に
よ
り

教
職

調

整
額

を
支

給
さ
れ

る
職

員
に

あ
っ

て
は

、
給
料

の
月

額
に

教
職

調
整

額
の
月

額
を

加

算
し

た
額

）
及
び

地
域

手
当

の
月

額
と

の
合
計

額
（

学
校

職
員

の
う

ち
地
方

公
務

員

法
第
2
2
条

の
２
第

１
項

第
１

号
に

掲
げ

る
職
員

に
あ

っ
て

は
、

報
酬

（
会
計

年
度

任

用
学

校
職

員
の
給

与
及

び
費

用
弁

償
に

関
す
る

条
例

（
令

和
元

年
栃

木
県
条

例
第

1
0

号
）

第
３

条
第
２

項
か

ら
第

４
項

ま
で

の
規
定

に
よ

る
報

酬
及

び
同

条
第
６

項
の

規

定
に

よ
る

地
域
手

当
に

相
当

す
る

報
酬

に
限
る

。
）

の
額

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
）
の

1
0
分
の

１
以

下
を
減

ず
る
も

の
と
す

る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

（
定

数
）

 

第
３

条
 
略

 

２
 

次
に
掲

げ
る
学

校
職
員

は
、

前
項
の

定
数
に

含
ま
な

い
も

の
と
す

る
。

 

 
(
1
)
～

(
6
)
 

略
 

(
7
)
?
非

常
勤

の
学

校
職

員
（

地
方

公
務

員
法

（
昭

和
2
5
年

法
律

第
2
6
1
号

）
第

2
2
条

の
４

第
１
項

に
規
定

す
る
短

時
間

勤
務
の

職
を
占

め
る
者

を
除

く
。
）

 

３
 

略
 

（
定

数
）

 

第
３

条
 
略

 

２
 

次
に
掲

げ
る
学

校
職
員

は
、

前
項
の

定
数
に

含
ま
な

い
も

の
と
す

る
。

 

 
(
1
)
～

(
6
)
 

略
 

(
7
)
?
非

常
勤

の
学

校
職

員
（

地
方

公
務

員
法

（
昭

和
2
5
年

法
律

第
2
6
1
号

）
第

2
8
条

の
５

第
１
項

に
規
定

す
る
短

時
間

勤
務
の

職
を
占

め
る
者

を
除

く
。
）

 

３
 

略
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（
学

校
職
員

の
懲
戒

に
関
す

る
条

例
の
一

部
改
正

）
 

第
９

条
 

学
校

職
員

の
懲
戒

に
関

す
る
条

例
（
昭

和
3
1
年

栃
木

県
条
例

第
3
4
号

）
の
一

部
を

次
の
よ

う
に
改

正
す
る

。
 

 

 
 

 
次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に

掲
げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下

線
で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る

。
 

（
学

校
職
員

定
数
条

例
の
一

部
改

正
）

 

第
1
0
条

 
学

校
職
員

定
数
条

例
（

昭
和
3
2
年

栃
木

県
条
例

第
2
9
号

）
の

一
部
を

次
の
よ

う
に

改
正
す

る
。
 

 

 
 

 
次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に

掲
げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下

線
で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る

。
 

 
 

（
職
員

に
対
す

る
特
別

褒
賞

金
の
授

与
に
関

す
る
条

例
の

一
部
改

正
）

 

第
1
1
条

 
職

員
に
対

す
る
特

別
褒

賞
金
の

授
与
に

関
す
る

条
例

（
昭
和

4
3
年
栃

木
県
条

例
第

１
号
）

の
一
部

を
次
の

よ
う

に
改
正

す
る
。

 
 

 
 

 
次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に

掲
げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下

線
で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る

。
 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

（
減

給
の
効

果
）

 

第
５

条
 

減
給

は
、

１
日

以
上

６
月

以
下
の

範
囲

で
、

そ
の

発
令

の
日
に

受
け

る
給

料

の
月

額
（

義
務
教

育
諸

学
校

等
の

教
育

職
員
の

給
与

等
に

関
す

る
特

別
措
置

に
関

す

る
条

例
（

昭
和
4
6
年

栃
木

県
条

例
第
4
1
号

）
第

３
条

第
１

項
の

規
定

に
よ
り

教
職

調

整
額

を
支

給
さ
れ

る
職

員
に

あ
っ

て
は

、
給
料

の
月

額
に

教
職

調
整

額
の
月

額
を

加

算
し

た
額

）
及
び

地
域

手
当

の
月

額
と

の
合
計

額
（

学
校

職
員

の
う

ち
地
方

公
務

員

法
第
2
2
条

の
２
第

１
項

第
１

号
に

掲
げ

る
職
員

に
あ

っ
て

は
、

報
酬

（
会
計

年
度

任

用
学

校
職

員
の
給

与
及

び
費

用
弁

償
に

関
す
る

条
例

（
令

和
元

年
栃

木
県
条

例
第

1
0

号
）

第
３

条
第
２

項
か

ら
第

４
項

ま
で

の
規
定

に
よ

る
報

酬
及

び
同

条
第
６

項
の

規

定
に

よ
る

地
域

手
当

に
相

当
す

る
報

酬
に

限
る

。
）

の
額

。
以

下
「

給
料

等
合

計

額
」

と
い

う
。

）
の

1
0
分

の
１

以
下

を
減

ず
る

も
の

と
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い

て
、

そ
の

減
ず
る

額
が

現
に

受
け

る
給

料
等
合

計
額

の
1
0
分

の
１

に
相

当
す

る
額

を

超
え

る
と
き

は
、
当

該
額
を

減
ず

る
も
の

と
す
る

。
 

（
減

給
の
効

果
）

 

第
５

条
 

減
給

は
、

１
日

以
上

６
月

以
下
の

範
囲

で
、

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
給

料

の
月

額
（

義
務
教

育
諸

学
校

等
の

教
育

職
員
の

給
与

等
に

関
す

る
特

別
措
置

に
関

す

る
条

例
（

昭
和
4
6
年

栃
木

県
条

例
第
4
1
号

）
第

３
条

第
１

項
の

規
定

に
よ
り

教
職

調

整
額

を
支

給
さ
れ

る
職

員
に

あ
っ

て
は

、
給
料

の
月

額
に

教
職

調
整

額
の
月

額
を

加

算
し

た
額

）
及
び

地
域

手
当

の
月

額
と

の
合
計

額
（

学
校

職
員

の
う

ち
地
方

公
務

員

法
第
2
2
条

の
２
第

１
項

第
１

号
に

掲
げ

る
職
員

に
あ

っ
て

は
、

報
酬

（
会
計

年
度

任

用
学

校
職

員
の
給

与
及

び
費

用
弁

償
に

関
す
る

条
例

（
令

和
元

年
栃

木
県
条

例
第

1
0

号
）

第
３

条
第
２

項
か

ら
第

４
項

ま
で

の
規
定

に
よ

る
報

酬
及

び
同

条
第
６

項
の

規

定
に

よ
る

地
域
手

当
に

相
当

す
る

報
酬

に
限
る

。
）

の
額

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
）
の

1
0
分
の

１
以

下
を
減

ず
る
も

の
と
す

る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

（
定

数
）

 

第
３

条
 
略

 

２
 

次
に
掲

げ
る
学

校
職
員

は
、

前
項
の

定
数
に

含
ま
な

い
も

の
と
す

る
。

 

 
(
1
)
～

(
6
)
 

略
 

(
7
)
?
非

常
勤

の
学

校
職

員
（

地
方

公
務

員
法

（
昭

和
2
5
年

法
律

第
2
6
1
号

）
第

2
2
条

の
４

第
１
項

に
規
定

す
る
短

時
間

勤
務
の

職
を
占

め
る
者

を
除

く
。
）

 

３
 

略
 

（
定

数
）

 

第
３

条
 
略

 

２
 

次
に
掲

げ
る
学

校
職
員

は
、

前
項
の

定
数
に

含
ま
な

い
も

の
と
す

る
。

 

 
(
1
)
～

(
6
)
 

略
 

(
7
)
?
非

常
勤

の
学

校
職

員
（

地
方

公
務

員
法

（
昭

和
2
5
年

法
律

第
2
6
1
号

）
第

2
8
条

の
５

第
１
項

に
規
定

す
る
短

時
間

勤
務
の

職
を
占

め
る
者

を
除

く
。
）

 

３
 

略
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

（
外
国

の
地
方

公
共
団

体
の

機
関
等

に
派
遣

さ
れ
る

職
員

の
処
遇

等
に
関

す
る
条

例
の

一
部
改

正
）

 

第
1
2
条

 
外

国
の
地

方
公
共

団
体

の
機
関

等
に
派

遣
さ
れ

る
職

員
の
処

遇
等
に

関
す
る

条
例

（
昭
和

6
3
年
栃

木
県
条

例
第

２
号
）

の
一
部

を
次
の

よ
う

に
改
正

す
る
。

 
 

 
 

 
次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に

掲
げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下

線
で
示

す
よ
う

に
改

正
す
る

。
 

 
 

（
職
員

の
育
児

休
業
等

に
関

す
る
条

例
の
一

部
改
正

）
 

第
1
3
条

 
職

員
の
育

児
休
業

等
に

関
す
る

条
例
（

平
成
４

年
栃

木
県
条

例
第
２

号
）
の

一
部

を
次
の

よ
う
に

改
正

す
る
。

 
 

 
 

 
次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に

掲
げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下

線
で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る

。
 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

（
職

員
の
範

囲
）

 

第
２

条
 
こ

の
条
例

で
「
職

員
」

と
は
、

次
に
掲

げ
る
者

を
い

う
。

 

(
1
)
?
県

に
勤

務
す

る
職

員
の

う
ち

、
地

方
公

務
員

法
（

昭
和

2
5
年

法
律

第
2
6
1
号

）

第
３

条
第

２
項
に

規
定

す
る

一
般

職
に

属
す
る

者
（

警
察

職
員

を
除

く
。
）

で
、

常
時

勤
務

に
服
す

る
こ

と
を

要
す

る
も

の
及
び

地
方

公
務

員
法

第
2
2
条

の
４

第
１

項
に

規
定
す

る
短
時

間
勤
務

の
職

を
占
め

る
も
の

 

(
2
)
?
略

 

（
職

員
の
範

囲
）

 

第
２

条
 
こ

の
条
例

で
「
職

員
」

と
は
、

次
に
掲

げ
る
者

を
い

う
。

 

(
1
)
?
県

に
勤

務
す

る
職

員
の

う
ち

、
地

方
公

務
員

法
（

昭
和

2
5
年

法
律

第
2
6
1
号

）

第
３

条
第

２
項
に

規
定

す
る

一
般

職
に

属
す
る

者
（

警
察

職
員

を
除

く
。
）

で
、

常
時

勤
務

に
服
す

る
こ

と
を

要
す

る
も

の
及
び

地
方

公
務

員
法

第
2
8
条

の
５

第
１

項
に

規
定
す

る
短
時

間
勤
務

の
職

を
占
め

る
も
の

 

(
2
)
?
略

 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

（
職

員
の
派

遣
）

 

第
２

条
 
略

 

２
 

法
第

２
条

第
１

項
に

規
定

す
る

条
例
で

定
め

る
職

員
は

、
次

に
掲
げ

る
職

員
と

す

る
。

 

(
1
)
～
(
3
)
 

略
 

(
4
)
?
職

員
の

定
年

等
に

関
す

る
条

例
（

令
和

４
年

栃
木

県
条

例
第

2
9
号

）
第

４

条
第

１
項

の
規
定

に
よ

り
引

き
続

い
て

勤
務
さ

せ
る

こ
と

と
さ

れ
、

又
は
同

条
第

２
項

の
規
定

に
よ
り

期
限
を

延
長

す
る
こ

と
と
さ

れ
て
い

る
職

員
 

(
5
)
?
略

 

（
職

員
の
派

遣
）

 

第
２

条
 
略

 

２
 

法
第

２
条

第
１

項
に

規
定

す
る

条
例
で

定
め

る
職

員
は

、
次

に
掲
げ

る
職

員
と

す

る
。

 

(
1
)
～
(
3
)
 

略
 

(
4
)
?
職
員

の
定

年
等

に
関

す
る

条
例

（
昭

和
5
9
年

栃
木

県
条

例
第

２
号

）
あ
あ

第
４

条
第

１
項

の
規
定

に
よ

り
引

き
続

い
て

勤
務
さ

せ
る

こ
と

と
さ

れ
、

又
は
同

条
第

２
項

の
規
定

に
よ
り

期
限
を

延
長

す
る
こ

と
と
さ

れ
て
い

る
職

員
 

(
5
)
?
略

 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

（
育

児
休
業

を
す
る

こ
と
が

で
き

な
い
職

員
）

 

第
２

条
 

育
児

休
業

法
第

２
条

第
１

項
の
条

例
で

定
め

る
職

員
は

、
次
に

掲
げ

る
職

員

と
す

る
。

 

(
1
)
?
略

 

（
育

児
休
業

を
す
る

こ
と
が

で
き

な
い
職

員
）

 

第
２

条
 

育
児

休
業

法
第

２
条

第
１

項
の
条

例
で

定
め

る
職

員
は

、
次
に

掲
げ

る
職

員

と
す

る
。

 

(
1
)
?
略
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（
外
国

の
地
方

公
共
団

体
の

機
関
等

に
派
遣

さ
れ
る

職
員

の
処
遇

等
に
関

す
る
条

例
の

一
部
改

正
）

 

第
1
2
条

 
外

国
の
地

方
公
共

団
体

の
機
関

等
に
派

遣
さ
れ

る
職

員
の
処

遇
等
に

関
す
る

条
例

（
昭
和

6
3
年
栃

木
県
条

例
第

２
号
）

の
一
部

を
次
の

よ
う

に
改
正

す
る
。

 
 

 
 

 
次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に

掲
げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下

線
で
示

す
よ
う

に
改

正
す
る

。
 

 
 

（
職
員

の
育
児

休
業
等

に
関

す
る
条

例
の
一

部
改
正

）
 

第
1
3
条

 
職

員
の
育

児
休
業

等
に

関
す
る

条
例
（

平
成
４

年
栃

木
県
条

例
第
２

号
）
の

一
部

を
次
の

よ
う
に

改
正

す
る
。

 
 

 
 

 
次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に

掲
げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下

線
で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る

。
 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

（
職

員
の
範

囲
）

 

第
２

条
 
こ

の
条
例

で
「
職

員
」

と
は
、

次
に
掲

げ
る
者

を
い

う
。

 

(
1
)
?
県

に
勤

務
す

る
職

員
の

う
ち

、
地

方
公

務
員

法
（

昭
和

2
5
年

法
律

第
2
6
1
号

）

第
３

条
第

２
項
に

規
定

す
る

一
般

職
に

属
す
る

者
（

警
察

職
員

を
除

く
。
）

で
、

常
時

勤
務

に
服
す

る
こ

と
を

要
す

る
も

の
及
び

地
方

公
務

員
法

第
2
2
条

の
４

第
１

項
に

規
定
す

る
短
時

間
勤
務

の
職

を
占
め

る
も
の

 

(
2
)
?
略

 

（
職

員
の
範

囲
）

 

第
２

条
 
こ

の
条
例

で
「
職

員
」

と
は
、

次
に
掲

げ
る
者

を
い

う
。

 

(
1
)
?
県

に
勤

務
す

る
職

員
の

う
ち

、
地

方
公

務
員

法
（

昭
和

2
5
年

法
律

第
2
6
1
号

）

第
３

条
第

２
項
に

規
定

す
る

一
般

職
に

属
す
る

者
（

警
察

職
員

を
除

く
。
）

で
、

常
時

勤
務

に
服
す

る
こ

と
を

要
す

る
も

の
及
び

地
方

公
務

員
法

第
2
8
条

の
５

第
１

項
に

規
定
す

る
短
時

間
勤
務

の
職

を
占
め

る
も
の

 

(
2
)
?
略

 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

（
職

員
の
派

遣
）

 

第
２

条
 
略

 

２
 

法
第

２
条

第
１

項
に

規
定

す
る

条
例
で

定
め

る
職

員
は

、
次

に
掲
げ

る
職

員
と

す

る
。

 

(
1
)
～
(
3
)
 

略
 

(
4
)
?
職

員
の

定
年

等
に

関
す

る
条

例
（

令
和

４
年

栃
木

県
条

例
第

2
9
号

）
第

４

条
第

１
項

の
規
定

に
よ

り
引

き
続

い
て

勤
務
さ

せ
る

こ
と

と
さ

れ
、

又
は
同

条
第

２
項

の
規
定

に
よ
り

期
限
を

延
長

す
る
こ

と
と
さ

れ
て
い

る
職

員
 

(
5
)
?
略

 

（
職

員
の
派

遣
）

 

第
２

条
 
略

 

２
 

法
第

２
条

第
１

項
に

規
定

す
る

条
例
で

定
め

る
職

員
は

、
次

に
掲
げ

る
職

員
と

す

る
。

 

(
1
)
～
(
3
)
 

略
 

(
4
)
?
職
員

の
定

年
等

に
関

す
る

条
例

（
昭

和
5
9
年

栃
木

県
条

例
第

２
号

）
あ
あ

第
４

条
第

１
項

の
規
定

に
よ

り
引

き
続

い
て

勤
務
さ

せ
る

こ
と

と
さ

れ
、

又
は
同

条
第

２
項

の
規
定

に
よ
り

期
限
を

延
長

す
る
こ

と
と
さ

れ
て
い

る
職

員
 

(
5
)
?
略

 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

（
育

児
休
業

を
す
る

こ
と
が

で
き

な
い
職

員
）

 

第
２

条
 

育
児

休
業

法
第

２
条

第
１

項
の
条

例
で

定
め

る
職

員
は

、
次
に

掲
げ

る
職

員

と
す

る
。

 

(
1
)
?
略

 

（
育

児
休
業

を
す
る

こ
と
が

で
き

な
い
職

員
）

 

第
２

条
 

育
児

休
業

法
第

２
条

第
１

項
の
条

例
で

定
め

る
職

員
は

、
次
に

掲
げ

る
職

員

と
す

る
。

 

(
1
)
?
略

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

(
2
)
?
職

員
の

定
年

等
に

関
す

る
条

例
（

令
和

４
年

栃
木

県
条

例
第

2
9
号

）
第

４

条
第

１
項
又

は
第
２

項
の
規

定
に

よ
り
引

き
続
い

て
勤
務

し
て

い
る
職

員
 

(
3
)
?
略

 

 （
育

児
短
時

間
勤
務

職
員
に

つ
い

て
の
職

員
の
給

与
に
関

す
る

条
例
の

特
例
）

 

第
1
5
条

 
育
児

短
時

間
勤

務
を

し
て

い
る
職

員
（

育
児

休
業

法
第
1
7
条
の

規
定

に
よ

る

短
時

間
勤

務
を

し
て

い
る

者
を

含
む

。
以

下
「

育
児

短
時

間
勤

務
職

員
」

と
い

う
。

）
に

つ
い
て

の
職

員
の

給
与

に
関

す
る
条

例
の

規
定

の
適

用
に

つ
い
て

は
、

次

の
表

の
左

欄
に
掲

げ
る

同
条

例
の

規
定

中
同
表

の
中

欄
に

掲
げ

る
字

句
は
、

そ
れ

ぞ

れ
同

表
の
右

欄
に
掲

げ
る
字

句
と

す
る
。

 

略
 

 
 

第
６

条
第

４
項

及
び

第

６
項

 

略
 

略
 

 
 

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

 

第
1
2
条

第
２

項
第
２

号
 

定
年

前
再
任

用
短
時

間
勤

務
職

員
 

略
 

第
1
5
条

第
２

項
及

び
第

３
項

 

定
年

前
再
任

用
短
時

間
勤

務
職

員
 

略
 

略
 

 
 

 

（
育

児
短
時

間
勤
務

職
員
に

つ
い

て
の
栃

木
県
公

立
学
校

職
員

給
与
条

例
の
特

例
）

 

第
1
6
条

 
育
児

短
時

間
勤

務
職

員
に

つ
い
て

の
栃

木
県

公
立

学
校

職
員
給

与
条

例
（

昭

和
3
2
年

栃
木

県
条

例
第

3
4
号

）
の

規
定

の
適
用

に
つ

い
て

は
、

次
の

表
の
左

欄
に

掲

げ
る

同
条

例
の
規

定
中

同
表

の
中

欄
に

掲
げ
る

字
句

は
、

そ
れ

ぞ
れ

同
表
の

右
欄

に

掲
げ

る
字
句

と
す
る

。
 
 

略
 

 
 

第
７

条
第

４
項

及
び

第

６
項

 

略
 

略
 

 
 

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
 

(
2
)
?
職
員

の
定

年
等

に
関

す
る

条
例

（
昭

和
5
9
年

栃
木

県
条

例
第

２
号

）
あ
あ

第
４

条
第

１
項
又

は
第
２

項
の
規

定
に

よ
り
引

き
続
い

て
勤
務

し
て

い
る
職

員
 

(
3
)
?
略

 

 （
育

児
短
時

間
勤
務

職
員
に

つ
い

て
の
職

員
の
給

与
に
関

す
る

条
例
の

特
例
）

 

第
1
5
条

 
育
児

短
時

間
勤

務
を

し
て

い
る
職

員
（

育
児

休
業

法
第
1
7
条
の

規
定

に
よ

る

短
時

間
勤

務
を

し
て

い
る

者
を

含
む

。
以

下
「

育
児

短
時

間
勤

務
職

員
」

と
い

う
。

）
に

つ
い
て

の
職

員
の

給
与

に
関

す
る
条

例
の

規
定

の
適

用
に

つ
い
て

は
、

次

の
表

の
左

欄
に
掲

げ
る

同
条

例
の

規
定

中
同
表

の
中

欄
に

掲
げ

る
字

句
は
、

そ
れ

ぞ

れ
同

表
の
右

欄
に
掲

げ
る
字

句
と

す
る
。

 

略
 

 
 

第
６

条
第

４
項

及
び

第

６
項

 

略
 

略
 

第
６

条
第
1
1
項

 
と
す

る
 

に
、

算
出
率

を
乗
じ

て
得

た
額

と
す
る

 

第
1
2
条

第
２

項
第
２

号
 

再
任

用
短
時

間
勤
務

職
員

あ
あ

あ
 

略
 

第
1
5
条

第
２

項
及

び
第

３
項

 

再
任

用
短
時

間
勤
務

職
員

 
略

 

略
 

 
 

 （
育

児
短
時

間
勤
務

職
員
に

つ
い

て
の
栃

木
県
公

立
学
校

職
員

給
与
条

例
の
特

例
）

 

第
1
6
条

 
育
児

短
時

間
勤

務
職

員
に

つ
い
て

の
栃

木
県

公
立

学
校

職
員
給

与
条

例
（

昭

和
3
2
年

栃
木

県
条

例
第

3
4
号

）
の

規
定

の
適
用

に
つ

い
て

は
、

次
の

表
の
左

欄
に

掲

げ
る

同
条

例
の
規

定
中

同
表

の
中

欄
に

掲
げ
る

字
句

は
、

そ
れ

ぞ
れ

同
表
の

右
欄

に

掲
げ

る
字
句

と
す
る

。
 
 

略
 

 
 

第
７

条
第

４
項

及
び

第

６
項

 

略
 

略
 

第
７

条
第
1
1
項

 
と
す

る
 

に
、

算
出
率

を
乗
じ

て
得

た
額

と
す
る

 



（56） 号外第58号令和４（2022）年10月24日　月曜日 栃 木 県 公 報

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

(
2
)
?
職

員
の

定
年

等
に

関
す

る
条

例
（

令
和

４
年

栃
木

県
条

例
第

2
9
号

）
第

４

条
第

１
項
又

は
第
２

項
の
規

定
に

よ
り
引

き
続
い

て
勤
務

し
て

い
る
職

員
 

(
3
)
?
略

 

 （
育

児
短
時

間
勤
務

職
員
に

つ
い

て
の
職

員
の
給

与
に
関

す
る

条
例
の

特
例
）

 

第
1
5
条

 
育
児

短
時

間
勤

務
を

し
て

い
る
職

員
（

育
児

休
業

法
第
1
7
条
の

規
定

に
よ

る

短
時

間
勤

務
を

し
て

い
る

者
を

含
む

。
以

下
「

育
児

短
時

間
勤

務
職

員
」

と
い

う
。

）
に

つ
い
て

の
職

員
の

給
与

に
関

す
る
条

例
の

規
定

の
適

用
に

つ
い
て

は
、

次

の
表

の
左

欄
に
掲

げ
る

同
条

例
の

規
定

中
同
表

の
中

欄
に

掲
げ

る
字

句
は
、

そ
れ

ぞ

れ
同

表
の
右

欄
に
掲

げ
る
字

句
と

す
る
。

 

略
 

 
 

第
６

条
第

４
項

及
び

第

６
項

 

略
 

略
 

 
 

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

 

第
1
2
条

第
２

項
第
２

号
 

定
年

前
再
任

用
短
時

間
勤

務
職

員
 

略
 

第
1
5
条

第
２

項
及

び
第

３
項

 

定
年

前
再
任

用
短
時

間
勤

務
職

員
 

略
 

略
 

 
 

 

（
育

児
短
時

間
勤
務

職
員
に

つ
い

て
の
栃

木
県
公

立
学
校

職
員

給
与
条

例
の
特

例
）

 

第
1
6
条

 
育
児

短
時

間
勤

務
職

員
に

つ
い
て

の
栃

木
県

公
立

学
校

職
員
給

与
条

例
（

昭

和
3
2
年

栃
木

県
条

例
第

3
4
号

）
の

規
定

の
適
用

に
つ

い
て

は
、

次
の

表
の
左

欄
に

掲

げ
る

同
条

例
の
規

定
中

同
表

の
中

欄
に

掲
げ
る

字
句

は
、

そ
れ

ぞ
れ

同
表
の

右
欄

に

掲
げ

る
字
句

と
す
る

。
 
 

略
 

 
 

第
７

条
第

４
項

及
び

第

６
項

 

略
 

略
 

 
 

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
 

(
2
)
?
職
員

の
定

年
等

に
関

す
る

条
例

（
昭

和
5
9
年

栃
木

県
条

例
第

２
号

）
あ
あ

第
４

条
第

１
項
又

は
第
２

項
の
規

定
に

よ
り
引

き
続
い

て
勤
務

し
て

い
る
職

員
 

(
3
)
?
略

 

 （
育

児
短
時

間
勤
務

職
員
に

つ
い

て
の
職

員
の
給

与
に
関

す
る

条
例
の

特
例
）

 

第
1
5
条

 
育
児

短
時

間
勤

務
を

し
て

い
る
職

員
（

育
児

休
業

法
第
1
7
条
の

規
定

に
よ

る

短
時

間
勤

務
を

し
て

い
る

者
を

含
む

。
以

下
「

育
児

短
時

間
勤

務
職

員
」

と
い

う
。

）
に

つ
い
て

の
職

員
の

給
与

に
関

す
る
条

例
の

規
定

の
適

用
に

つ
い
て

は
、

次

の
表

の
左

欄
に
掲

げ
る

同
条

例
の

規
定

中
同
表

の
中

欄
に

掲
げ

る
字

句
は
、

そ
れ

ぞ

れ
同

表
の
右

欄
に
掲

げ
る
字

句
と

す
る
。

 

略
 

 
 

第
６

条
第

４
項

及
び

第

６
項

 

略
 

略
 

第
６

条
第
1
1
項

 
と
す

る
 

に
、

算
出
率

を
乗
じ

て
得

た
額

と
す
る

 

第
1
2
条

第
２

項
第
２

号
 

再
任

用
短
時

間
勤
務

職
員

あ
あ

あ
 

略
 

第
1
5
条

第
２

項
及

び
第

３
項

 

再
任

用
短
時

間
勤
務

職
員

 
略

 

略
 

 
 

 （
育

児
短
時

間
勤
務

職
員
に

つ
い

て
の
栃

木
県
公

立
学
校

職
員

給
与
条

例
の
特

例
）

 

第
1
6
条

 
育
児

短
時

間
勤

務
職

員
に

つ
い
て

の
栃

木
県

公
立

学
校

職
員
給

与
条

例
（

昭

和
3
2
年

栃
木

県
条

例
第

3
4
号

）
の

規
定

の
適
用

に
つ

い
て

は
、

次
の

表
の
左

欄
に

掲

げ
る

同
条

例
の
規

定
中

同
表

の
中

欄
に

掲
げ
る

字
句

は
、

そ
れ

ぞ
れ

同
表
の

右
欄

に

掲
げ

る
字
句

と
す
る

。
 
 

略
 

 
 

第
７

条
第

４
項

及
び

第

６
項

 

略
 

略
 

第
７

条
第
1
1
項

 
と
す

る
 

に
、

算
出
率

を
乗
じ

て
得

た
額

と
す
る

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

第
1
0
条

の
２

第
２
項

 
定
年

前
再
任

用
短
時

間
勤

務
職

員
 

略
 

第
1
0
条

の
２

第
３
項

 
定
年

前
再
任

用
短
時

間
勤

務
職

員
 

略
 

 

（
任

期
付
短

時
間
勤

務
職
員

に
つ

い
て
の

職
員
の

給
与
に

関
す

る
条
例

の
特
例

）
 

第
2
3
条

 
任
期

付
短

時
間

勤
務

職
員

に
つ
い

て
の

職
員

の
給

与
に

関
す
る

条
例

の
規

定

の
適

用
に

つ
い
て

は
、

次
の

表
の

左
欄

に
掲
げ

る
同

条
例

の
規

定
中

同
表
の

中
欄

に

掲
げ

る
字
句

は
、
そ

れ
ぞ
れ

同
表

の
右
欄

に
掲
げ

る
字
句

と
す

る
。
 
 

略
 

 
 

第
1
2
条

第
２

項
第
２

号
 

定
年

前
再
任

用
短
時

間
勤

務
職

員
 

略
 

第
1
5
条

第
２

項
及

び
第

３
項

 

定
年

前
再
任

用
短
時

間
勤

務
職

員
 

略
 

第
2
1
条

の
３

（
見

出
し

を
含

む
。
）

 

定
年

前
再
任

用
短
時

間
勤

務
職

員
 

略
 

 

（
任

期
付

短
時

間
勤

務
職

員
に

つ
い

て
の

栃
木

県
公

立
学

校
職

員
給

与
条

例
の

特

例
）

 

第
2
4
条

 
任
期

付
短

時
間

勤
務

職
員

に
つ
い

て
の

栃
木

県
公

立
学

校
職
員

給
与

条
例

の

規
定

の
適

用
に
つ

い
て

は
、

次
の

表
の

左
欄
に

掲
げ

る
同

条
例

の
規

定
中
同

表
の

中

欄
に

掲
げ
る

字
句
は

、
そ
れ

ぞ
れ

同
表
の

右
欄
に

掲
げ
る

字
句

と
す
る

。
 
 

略
 

 
 

第
1
0
条

の
２

第
２
項

 
定
年

前
再
任

用
短
時

間
勤

務
職

員
 

略
 

第
1
0
条

の
２

第
３
項

 
定
年

前
再
任

用
短
時

間
勤

務
職

員
 

略
 

略
 

 
 

第
1
3
条

の
２

（
見

出
し

を
含

む
。
）

 

定
年

前
再
任

用
短
時

間
勤

務
職

員
 

略
 

 

第
1
0
条

の
２

第
２
項

 
再
任

用
短
時

間
勤
務

職
員

あ
あ

あ
 

略
 

第
1
0
条

の
２

第
３
項

 
再
任

用
短
時

間
勤
務

職
員

あ
あ

あ
 

略
 

 （
任

期
付
短

時
間
勤

務
職
員

に
つ

い
て
の

職
員
の

給
与
に

関
す

る
条
例

の
特
例

）
 

第
2
3
条

 
任
期

付
短

時
間

勤
務

職
員

に
つ
い

て
の

職
員

の
給

与
に

関
す
る

条
例

の
規

定

の
適

用
に

つ
い
て

は
、

次
の

表
の

左
欄

に
掲
げ

る
同

条
例

の
規

定
中

同
表
の

中
欄

に

掲
げ

る
字
句

は
、
そ

れ
ぞ
れ

同
表

の
右
欄

に
掲
げ

る
字
句

と
す

る
。
 
 

略
 

 
 

第
1
2
条

第
２

項
第
２

号
 

再
任

用
短
時

間
勤
務

職
員

あ
あ

あ
 

略
 

第
1
5
条

第
２

項
及

び
第

３
項

 

再
任

用
短
時

間
勤
務

職
員

あ
あ

あ
 

略
 

第
2
1
条

の
３

（
見

出
し

を
含

む
。
）

 

再
任

用
職
員

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
 

略
 

 （
任

期
付

短
時

間
勤

務
職

員
に

つ
い

て
の

栃
木

県
公

立
学

校
職

員
給

与
条

例
の

特

例
）

 

第
2
4
条

 
任
期

付
短

時
間

勤
務

職
員

に
つ
い

て
の

栃
木

県
公

立
学

校
職
員

給
与

条
例

の

規
定

の
適

用
に
つ

い
て

は
、

次
の

表
の

左
欄
に

掲
げ

る
同

条
例

の
規

定
中
同

表
の

中

欄
に

掲
げ
る

字
句
は

、
そ
れ

ぞ
れ

同
表
の

右
欄
に

掲
げ
る

字
句

と
す
る

。
 
 

略
 

 
 

第
1
0
条

の
２

第
２
項

 
再
任

用
短
時

間
勤
務

職
員

あ
あ

あ
 

略
 

第
1
0
条

の
２

第
３
項

 
再
任

用
短
時

間
勤
務

職
員

あ
あ

あ
 

略
 

略
 

 
 

第
1
3
条

の
２

（
見

出
し

を
含

む
。
）

 

再
任

用
職
員

あ
あ
あ

あ
あ

あ
 

略
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第
1
0
条

の
２

第
２
項

 
定
年

前
再
任

用
短
時

間
勤

務
職

員
 

略
 

第
1
0
条

の
２

第
３
項

 
定
年

前
再
任

用
短
時

間
勤

務
職

員
 

略
 

 

（
任

期
付
短

時
間
勤

務
職
員

に
つ

い
て
の

職
員
の

給
与
に

関
す

る
条
例

の
特
例

）
 

第
2
3
条

 
任
期

付
短

時
間

勤
務

職
員

に
つ
い

て
の

職
員

の
給

与
に

関
す
る

条
例

の
規

定

の
適

用
に

つ
い
て

は
、

次
の

表
の

左
欄

に
掲
げ

る
同

条
例

の
規

定
中

同
表
の

中
欄

に

掲
げ

る
字
句

は
、
そ

れ
ぞ
れ

同
表

の
右
欄

に
掲
げ

る
字
句

と
す

る
。
 
 

略
 

 
 

第
1
2
条

第
２

項
第
２

号
 

定
年

前
再
任

用
短
時

間
勤

務
職

員
 

略
 

第
1
5
条

第
２

項
及

び
第

３
項

 

定
年

前
再
任

用
短
時

間
勤

務
職

員
 

略
 

第
2
1
条

の
３

（
見

出
し

を
含

む
。
）

 

定
年

前
再
任

用
短
時

間
勤

務
職

員
 

略
 

 

（
任

期
付

短
時

間
勤

務
職

員
に

つ
い

て
の

栃
木

県
公

立
学

校
職

員
給

与
条

例
の

特

例
）

 

第
2
4
条

 
任
期

付
短

時
間

勤
務

職
員

に
つ
い

て
の

栃
木

県
公

立
学

校
職
員

給
与

条
例

の

規
定

の
適

用
に
つ

い
て

は
、

次
の

表
の

左
欄
に

掲
げ

る
同

条
例

の
規

定
中
同

表
の

中

欄
に

掲
げ
る

字
句
は

、
そ
れ

ぞ
れ

同
表
の

右
欄
に

掲
げ
る

字
句

と
す
る

。
 
 

略
 

 
 

第
1
0
条

の
２

第
２
項

 
定
年

前
再
任

用
短
時

間
勤

務
職

員
 

略
 

第
1
0
条

の
２

第
３
項

 
定
年

前
再
任

用
短
時

間
勤

務
職

員
 

略
 

略
 

 
 

第
1
3
条

の
２

（
見

出
し

を
含

む
。
）

 

定
年

前
再
任

用
短
時

間
勤

務
職

員
 

略
 

 

第
1
0
条

の
２

第
２
項

 
再
任

用
短
時

間
勤
務

職
員

あ
あ

あ
 

略
 

第
1
0
条

の
２

第
３
項

 
再
任

用
短
時

間
勤
務

職
員

あ
あ

あ
 

略
 

 （
任

期
付
短

時
間
勤

務
職
員

に
つ

い
て
の

職
員
の

給
与
に

関
す

る
条
例

の
特
例

）
 

第
2
3
条

 
任
期

付
短

時
間

勤
務

職
員

に
つ
い

て
の

職
員

の
給

与
に

関
す
る

条
例

の
規

定

の
適

用
に

つ
い
て

は
、

次
の

表
の

左
欄

に
掲
げ

る
同

条
例

の
規

定
中

同
表
の

中
欄

に

掲
げ

る
字
句

は
、
そ

れ
ぞ
れ

同
表

の
右
欄

に
掲
げ

る
字
句

と
す

る
。
 
 

略
 

 
 

第
1
2
条

第
２

項
第
２

号
 

再
任

用
短
時

間
勤
務

職
員

あ
あ

あ
 

略
 

第
1
5
条

第
２

項
及

び
第

３
項

 

再
任

用
短
時

間
勤
務

職
員

あ
あ

あ
 

略
 

第
2
1
条

の
３

（
見

出
し

を
含

む
。
）

 

再
任

用
職
員

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
 

略
 

 （
任

期
付

短
時

間
勤

務
職

員
に

つ
い

て
の

栃
木

県
公

立
学

校
職

員
給

与
条

例
の

特

例
）

 

第
2
4
条

 
任
期

付
短

時
間

勤
務

職
員

に
つ
い

て
の

栃
木

県
公

立
学

校
職
員

給
与

条
例

の

規
定

の
適

用
に
つ

い
て

は
、

次
の

表
の

左
欄
に

掲
げ

る
同

条
例

の
規

定
中
同

表
の

中

欄
に

掲
げ
る

字
句
は

、
そ
れ

ぞ
れ

同
表
の

右
欄
に

掲
げ
る

字
句

と
す
る

。
 
 

略
 

 
 

第
1
0
条

の
２

第
２
項

 
再
任

用
短
時

間
勤
務

職
員

あ
あ

あ
 

略
 

第
1
0
条

の
２

第
３
項

 
再
任

用
短
時

間
勤
務

職
員

あ
あ

あ
 

略
 

略
 

 
 

第
1
3
条

の
２

（
見

出
し

を
含

む
。
）

 

再
任

用
職
員

あ
あ
あ

あ
あ

あ
 

略
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

（
部

分
休
業

を
す
る

こ
と
が

で
き

な
い
職

員
）

 

第
2
5
条

 
育
児

休
業

法
第
1
9
条

第
１

項
の
条

例
で

定
め

る
職

員
は

、
次
に

掲
げ

る
職

員

と
す

る
。

 

(
1
)
?
略

 

(
2
)
?
勤
務

日
の

日
数

及
び

勤
務

日
ご

と
の

勤
務
時

間
を

考
慮

し
て

人
事

委
員
会

規
則

で
定

め
る

非
常
勤

職
員

以
外

の
非

常
勤

職
員
（

地
方

公
務

員
法

第
2
2
条

の
４

第
１

項
に

規
定

す
る
短

時
間

勤
務

の
職

を
占

め
る
職

員
（

以
下

「
短

時
間

勤
務
職

員
あ

あ
あ

あ
」
と

い
う
。

）
を
除

く
。

）
 

 

（
部

分
休
業

の
承
認

）
 

第
2
6
条

 
部
分

休
業

の
承

認
は

、
職

員
の
勤

務
時

間
、

休
日

及
び

休
暇
に

関
す

る
条

例

第
６

条
の

２
第
１

項
及

び
学

校
職

員
の

勤
務
時

間
そ

の
他

の
勤

務
条

件
に
関

す
る

条

例
第

６
条

の
２
第

１
項

に
規

定
す

る
正

規
の
勤

務
時

間
（

非
常

勤
職

員
（
短

時
間

勤

務
職

員
あ

あ
あ
あ

を
除

く
。

以
下

同
じ

。
）
に

あ
っ

て
は

、
当

該
非

常
勤
職

員
に

つ

い
て

定
め

ら
れ
た

勤
務

時
間

）
の

始
め

又
は
終

わ
り

に
お

い
て

、
3
0
分

を
単

位
と

し

て
行

う
も
の

と
す
る

。
 

２
・

３
 
略

 

  
 

 
附
 

則
 

第
３

条
 
略

 

  
（

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例
附

則
第
1
0
項

が
適

用
さ

れ
る

育
児

短
時

間
勤

務
職

員

に
関

す
る
読

替
え
）

 

第
４

条
 

育
児

短
時

間
勤

務
職

員
に

対
す
る

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条
例

附
則

第
1
0
項

の
規

定
の

適
用
に

つ
い

て
は

、
同

項
中

「
）
と

す
る

」
と

あ
る

の
は

、
「
）

に
、

勤

務
時

間
等

条
例
第

２
条

第
２

項
の

規
定

に
よ
り

定
め

ら
れ

た
そ

の
者

の
勤
務

時
間

を

同
条

第
１

項
に
規

定
す

る
勤

務
時

間
で

除
し
て

得
た

数
を

乗
じ

て
得

た
額
と

す
る

」

と
す

る
。

 

  
（

栃
木

県
公

立
学

校
職

員
給

与
条

例
附
則

第
2
0
項

が
適

用
さ

れ
る

育
児

短
時

間
勤

務

職
員

に
関
す

る
読
替

え
）

 

第
５

条
 

育
児

短
時

間
勤

務
職

員
に

対
す
る

栃
木

県
公

立
学

校
職

員
給
与

条
例

附
則

第

2
0
項

の
規

定
の

適
用

に
つ

い
て

は
、

同
項

中
「

）
と

す
る

」
と

あ
る

の
は

、
「

）

に
、

勤
務

時
間
等

条
例

第
２

条
第

２
項

の
規
定

に
よ

り
定

め
ら

れ
た

そ
の
者

の
勤

務

（
部

分
休
業

を
す
る

こ
と
が

で
き

な
い
職

員
）

 

第
2
5
条

 
育
児

休
業

法
第
1
9
条

第
１

項
の
条

例
で

定
め

る
職

員
は

、
次
に

掲
げ

る
職

員

と
す

る
。

 

(
1
)
?
略

 

(
2
)
?
勤
務

日
の

日
数

及
び

勤
務

日
ご

と
の

勤
務
時

間
を

考
慮

し
て

人
事

委
員
会

規
則

で
定

め
る

非
常
勤

職
員

以
外

の
非

常
勤

職
員
（

地
方

公
務

員
法

第
2
8
条

の
５

第
１

項
に

規
定

す
る
短

時
間

勤
務

の
職

を
占

め
る
職

員
（

以
下

「
再

任
用

短
時
間

勤
務

職
員

等
」
と

い
う
。

）
を
除

く
。

）
 

 （
部

分
休
業

の
承
認

）
 

第
2
6
条

 
部
分

休
業

の
承

認
は

、
職

員
の
勤

務
時

間
、

休
日

及
び

休
暇
に

関
す

る
条

例

第
６

条
の

２
第
１

項
及

び
学

校
職

員
の

勤
務
時

間
そ

の
他

の
勤

務
条

件
に
関

す
る

条

例
第

６
条

の
２
第

１
項

に
規

定
す

る
正

規
の
勤

務
時

間
（

非
常

勤
職

員
（
再

任
用

短

時
間

勤
務

職
員
等

を
除

く
。

以
下

同
じ

。
）
に

あ
っ

て
は

、
当

該
非

常
勤
職

員
に

つ

い
て

定
め

ら
れ
た

勤
務

時
間

）
の

始
め

又
は
終

わ
り

に
お

い
て

、
3
0
分

を
単

位
と

し

て
行

う
も
の

と
す
る

。
 

２
・

３
 
略

 

 

附
 

則
 

第
３

条
 
略

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

（
職
員

の
勤
務

時
間
、

休
日

及
び
休

暇
に
関

す
る
条

例
の

一
部
改

正
）

 

第
1
4
条

 
職

員
の
勤

務
時
間

、
休

日
及
び

休
暇
に

関
す
る

条
例

（
平
成

７
年
栃

木
県
条

例
第

１
号
）

の
一
部

を
次
の

よ
う

に
改
正

す
る
。

 
 

 
 

 
次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に

掲
げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下

線
で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る

。
 

時
間

を
同

条
第
１

項
に

規
定

す
る

勤
務

時
間
で

除
し

て
得

た
数

を
乗

じ
て
得

た
額

と

す
る

」
と
す

る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

（
１

週
間
の

勤
務
時

間
）

 

第
２

条
 
略

 

２
 

略
 

３
 

地
方

公
務

員
法

第
2
2
条

の
４

第
１

項
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
の

規
定

に
よ
り

採
用

さ
れ

た
職

員
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

（
以

下
「

定
年
前

再
任

用

短
時

間
勤

務
職

員
」

と
い

う
。

）
の

勤
務

時
間

は
、

第
１

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら

ず
、

休
憩

時
間
を

除
き

、
４

週
間

を
超

え
な
い

期
間

に
つ

き
１

週
間

当
た
り

1
5
時

間

3
0
分

か
ら
3
1
時

間
ま

で
の
範

囲
内

で
、
任

命
権
者

が
定
め

る
。

 

４
・

５
 
略

 

 

（
週

休
日
及

び
勤
務

時
間
の

割
振

り
）

 

第
３

条
 

日
曜

日
及

び
土

曜
日

は
、

週
休

日
（

勤
務

時
間

を
割

り
振

ら
な

い
日

を
い

う
。

以
下

同
じ
。

）
と

す
る

。
た

だ
し

、
任
命

権
者

は
、

育
児

短
時

間
勤
務

職
員

等

に
つ

い
て

は
、
必

要
に

応
じ

、
当

該
育

児
短
時

間
勤

務
等

の
内

容
に

従
い
こ

れ
ら

の

日
に

加
え

て
月
曜

日
か

ら
金

曜
日

ま
で

の
５
日

間
に

お
い

て
週

休
日

を
設
け

る
も

の

と
し

、
定

年
前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
及
び

特
定

業
務

任
期

付
短

時
間
勤

務
職

員

等
に

つ
い

て
は
、

日
曜

日
及

び
土

曜
日

に
加
え

て
月

曜
日

か
ら

金
曜

日
ま
で

の
５

日

間
に

お
い
て

、
週
休

日
を
設

け
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

２
 

任
命

権
者

は
、

月
曜

日
か

ら
金

曜
日
ま

で
の

５
日

間
に

お
い

て
、
１

日
に

つ
き

７

時
間
4
5
分

の
勤
務

時
間

を
割

り
振

る
も

の
と
す

る
。

た
だ

し
、

育
児

短
時
間

勤
務

職

員
等

に
つ

い
て
は

、
１

週
間

ご
と

の
期

間
に
つ

い
て

、
当

該
育

児
短

時
間
勤

務
等

の

内
容

に
従

い
１
日

に
つ

き
７

時
間
4
5
分

を
超
え

な
い

範
囲

内
で

勤
務

時
間
を

割
り

振

る
も

の
と

し
、
定

年
前

再
任

用
短

時
間

勤
務
職

員
及

び
特

定
業

務
任

期
付
短

時
間

勤

務
職

員
等

に
つ
い

て
は

、
１

週
間

ご
と

の
期
間

に
つ

い
て

、
１

日
に

つ
き
７

時
間

4
5

分
を

超
え
な

い
範
囲

内
で
勤

務
時

間
を
割

り
振
る

も
の
と

す
る

。
 

（
１

週
間
の

勤
務
時

間
）

 

第
２

条
 
略

 

２
 

略
 

３
 

地
方

公
務

員
法

第
2
8
条

の
４

第
１

項
若

し
く

は
第
2
8
条

の
５

第
１
項

又
は

第
2
8
条

の
６

第
１

項
若
し

く
は

第
２

項
の

規
定

に
よ
り

採
用

さ
れ

た
職

員
で

同
法
第

2
8
条

の

５
第

１
項

に
規
定

す
る

短
時

間
勤

務
の

職
を
占

め
る

も
の

（
以

下
「

再
任
用

短
時

間

勤
務

職
員

あ
あ

あ
」

と
い

う
。

）
の

勤
務

時
間

は
、

第
１

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら

ず
、

休
憩

時
間
を

除
き

、
４

週
間

を
超

え
な
い

期
間

に
つ

き
１

週
間

当
た
り

1
5
時

間

3
0
分

か
ら
3
1
時

間
ま

で
の
範

囲
内

で
、
任

命
権
者

が
定
め

る
。

 

４
・

５
 
略

 

 

（
週

休
日
及

び
勤
務

時
間
の

割
振

り
）

 

第
３

条
 

日
曜

日
及

び
土

曜
日

は
、

週
休

日
（

勤
務

時
間

を
割

り
振

ら
な

い
日

を
い

う
。

以
下

同
じ
。

）
と

す
る

。
た

だ
し

、
任
命

権
者

は
、

育
児

短
時

間
勤
務

職
員

等

に
つ

い
て

は
、
必

要
に

応
じ

、
当

該
育

児
短
時

間
勤

務
等

の
内

容
に

従
い
こ

れ
ら

の

日
に

加
え

て
月
曜

日
か

ら
金

曜
日

ま
で

の
５
日

間
に

お
い

て
週

休
日

を
設
け

る
も

の

と
し

、
再

任
用
短

時
間

勤
務

職
員

あ
あ

あ
及
び

特
定

業
務

任
期

付
短

時
間
勤

務
職

員

等
に

つ
い

て
は
、

日
曜

日
及

び
土

曜
日

に
加
え

て
月

曜
日

か
ら

金
曜

日
ま
で

の
５

日

間
に

お
い
て

、
週
休

日
を
設

け
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

２
 

任
命

権
者

は
、

月
曜

日
か

ら
金

曜
日
ま

で
の

５
日

間
に

お
い

て
、
１

日
に

つ
き

７

時
間
4
5
分

の
勤
務

時
間

を
割

り
振

る
も

の
と
す

る
。

た
だ

し
、

育
児

短
時
間

勤
務

職

員
等

に
つ

い
て
は

、
１

週
間

ご
と

の
期

間
に
つ

い
て

、
当

該
育

児
短

時
間
勤

務
等

の

内
容

に
従

い
１
日

に
つ

き
７

時
間
4
5
分

を
超
え

な
い

範
囲

内
で

勤
務

時
間
を

割
り

振

る
も

の
と

し
、
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
あ
あ

あ
及

び
特

定
業

務
任

期
付
短

時
間

勤

務
職

員
等

に
つ
い

て
は

、
１

週
間

ご
と

の
期
間

に
つ

い
て

、
１

日
に

つ
き
７

時
間

4
5

分
を

超
え
な

い
範
囲

内
で
勤

務
時

間
を
割

り
振
る

も
の
と

す
る

。
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（
職
員

の
勤
務

時
間
、

休
日

及
び
休

暇
に
関

す
る
条

例
の

一
部
改

正
）

 

第
1
4
条

 
職

員
の
勤

務
時
間

、
休

日
及
び

休
暇
に

関
す
る

条
例

（
平
成

７
年
栃

木
県
条

例
第

１
号
）

の
一
部

を
次
の

よ
う

に
改
正

す
る
。

 
 

 
 

 
次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に

掲
げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下

線
で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る

。
 

時
間

を
同

条
第
１

項
に

規
定

す
る

勤
務

時
間
で

除
し

て
得

た
数

を
乗

じ
て
得

た
額

と

す
る

」
と
す

る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

（
１

週
間
の

勤
務
時

間
）

 

第
２

条
 
略

 

２
 

略
 

３
 

地
方

公
務

員
法

第
2
2
条

の
４

第
１

項
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
の

規
定

に
よ
り

採
用

さ
れ

た
職

員
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

（
以

下
「

定
年
前

再
任

用

短
時

間
勤

務
職

員
」

と
い

う
。

）
の

勤
務

時
間

は
、

第
１

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら

ず
、

休
憩

時
間
を

除
き

、
４

週
間

を
超

え
な
い

期
間

に
つ

き
１

週
間

当
た
り

1
5
時

間

3
0
分

か
ら
3
1
時

間
ま

で
の
範

囲
内

で
、
任

命
権
者

が
定
め

る
。

 

４
・

５
 
略

 

 

（
週

休
日
及

び
勤
務

時
間
の

割
振

り
）

 

第
３

条
 

日
曜

日
及

び
土

曜
日

は
、

週
休

日
（

勤
務

時
間

を
割

り
振

ら
な

い
日

を
い

う
。

以
下

同
じ
。

）
と

す
る

。
た

だ
し

、
任
命

権
者

は
、

育
児

短
時

間
勤
務

職
員

等

に
つ

い
て

は
、
必

要
に

応
じ

、
当

該
育

児
短
時

間
勤

務
等

の
内

容
に

従
い
こ

れ
ら

の

日
に

加
え

て
月
曜

日
か

ら
金

曜
日

ま
で

の
５
日

間
に

お
い

て
週

休
日

を
設
け

る
も

の

と
し

、
定

年
前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
及
び

特
定

業
務

任
期

付
短

時
間
勤

務
職

員

等
に

つ
い

て
は
、

日
曜

日
及

び
土

曜
日

に
加
え

て
月

曜
日

か
ら

金
曜

日
ま
で

の
５

日

間
に

お
い
て

、
週
休

日
を
設

け
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

２
 

任
命

権
者

は
、

月
曜

日
か

ら
金

曜
日
ま

で
の

５
日

間
に

お
い

て
、
１

日
に

つ
き

７

時
間
4
5
分

の
勤
務

時
間

を
割

り
振

る
も

の
と
す

る
。

た
だ

し
、

育
児

短
時
間

勤
務

職

員
等

に
つ

い
て
は

、
１

週
間

ご
と

の
期

間
に
つ

い
て

、
当

該
育

児
短

時
間
勤

務
等

の

内
容

に
従

い
１
日

に
つ

き
７

時
間
4
5
分

を
超
え

な
い

範
囲

内
で

勤
務

時
間
を

割
り

振

る
も

の
と

し
、
定

年
前

再
任

用
短

時
間

勤
務
職

員
及

び
特

定
業

務
任

期
付
短

時
間

勤

務
職

員
等

に
つ
い

て
は

、
１

週
間

ご
と

の
期
間

に
つ

い
て

、
１

日
に

つ
き
７

時
間

4
5

分
を

超
え
な

い
範
囲

内
で
勤

務
時

間
を
割

り
振
る

も
の
と

す
る

。
 

（
１

週
間
の

勤
務
時

間
）

 

第
２

条
 
略

 

２
 

略
 

３
 

地
方

公
務

員
法

第
2
8
条

の
４

第
１

項
若

し
く

は
第
2
8
条

の
５

第
１
項

又
は

第
2
8
条

の
６

第
１

項
若
し

く
は

第
２

項
の

規
定

に
よ
り

採
用

さ
れ

た
職

員
で

同
法
第

2
8
条

の

５
第

１
項

に
規
定

す
る

短
時

間
勤

務
の

職
を
占

め
る

も
の

（
以

下
「

再
任
用

短
時

間

勤
務

職
員

あ
あ

あ
」

と
い

う
。

）
の

勤
務

時
間

は
、

第
１

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら

ず
、

休
憩

時
間
を

除
き

、
４

週
間

を
超

え
な
い

期
間

に
つ

き
１

週
間

当
た
り

1
5
時

間

3
0
分

か
ら
3
1
時

間
ま

で
の
範

囲
内

で
、
任

命
権
者

が
定
め

る
。

 

４
・

５
 
略

 

 

（
週

休
日
及

び
勤
務

時
間
の

割
振

り
）

 

第
３

条
 

日
曜

日
及

び
土

曜
日

は
、

週
休

日
（

勤
務

時
間

を
割

り
振

ら
な

い
日

を
い

う
。

以
下

同
じ
。

）
と

す
る

。
た

だ
し

、
任
命

権
者

は
、

育
児

短
時

間
勤
務

職
員

等

に
つ

い
て

は
、
必

要
に

応
じ

、
当

該
育

児
短
時

間
勤

務
等

の
内

容
に

従
い
こ

れ
ら

の

日
に

加
え

て
月
曜

日
か

ら
金

曜
日

ま
で

の
５
日

間
に

お
い

て
週

休
日

を
設
け

る
も

の

と
し

、
再

任
用
短

時
間

勤
務

職
員

あ
あ

あ
及
び

特
定

業
務

任
期

付
短

時
間
勤

務
職

員

等
に

つ
い

て
は
、

日
曜

日
及

び
土

曜
日

に
加
え

て
月

曜
日

か
ら

金
曜

日
ま
で

の
５

日

間
に

お
い
て

、
週
休

日
を
設

け
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

２
 

任
命

権
者

は
、

月
曜

日
か

ら
金

曜
日
ま

で
の

５
日

間
に

お
い

て
、
１

日
に

つ
き

７

時
間
4
5
分

の
勤
務

時
間

を
割

り
振

る
も

の
と
す

る
。

た
だ

し
、

育
児

短
時
間

勤
務

職

員
等

に
つ

い
て
は

、
１

週
間

ご
と

の
期

間
に
つ

い
て

、
当

該
育

児
短

時
間
勤

務
等

の

内
容

に
従

い
１
日

に
つ

き
７

時
間
4
5
分

を
超
え

な
い

範
囲

内
で

勤
務

時
間
を

割
り

振

る
も

の
と

し
、
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
あ
あ

あ
及

び
特

定
業

務
任

期
付
短

時
間

勤

務
職

員
等

に
つ
い

て
は

、
１

週
間

ご
と

の
期
間

に
つ

い
て

、
１

日
に

つ
き
７

時
間

4
5

分
を

超
え
な

い
範
囲

内
で
勤

務
時

間
を
割

り
振
る

も
の
と

す
る

。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

３
 

略
 

 第
４

条
 
略

 

２
 

任
命

権
者

は
、

前
項

の
規

定
に

よ
り
週

休
日

及
び

勤
務

時
間

の
割
振

り
を

定
め

る

場
合

に
は

、
人
事

委
員

会
規

則
の

定
め

る
と
こ

ろ
に

よ
り

、
４

週
間

ご
と
の

期
間

に

つ
き

８
日

の
週
休

日
（

育
児

短
時

間
勤

務
職
員

等
に

あ
っ

て
は

８
日

以
上
で

当
該

育

児
短

時
間

勤
務
等

の
内

容
に

従
っ

た
週

休
日
、

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤
務

職
員

及

び
特

定
業

務
任
期

付
短

時
間

勤
務

職
員

等
に
あ

っ
て

は
８

日
以

上
の

週
休
日

）
を

設

け
な

け
れ

ば
な
ら

な
い

。
た

だ
し

、
職

務
の
特

殊
性

又
は

当
該

公
署

の
特
殊

の
必

要

（
育

児
短

時
間
勤

務
職

員
等

に
あ

っ
て

は
、
当

該
育

児
短

時
間

勤
務

等
の
内

容
）

に

よ
り

４
週

間
ご
と

の
期

間
に

つ
き

８
日

（
育
児

短
時

間
勤

務
職

員
等

、
定
年

前
再

任

用
短

時
間

勤
務
職

員
及

び
特

定
業

務
任

期
付
短

時
間

勤
務

職
員

等
に

あ
っ
て

は
、

８

日
以

上
）

の
週
休

日
を

設
け

る
こ

と
が

困
難
で

あ
る

職
員

に
つ

い
て

、
人
事

委
員

会

と
協

議
し

て
、
人

事
委

員
会

規
則

の
定

め
る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

４
週

間
を
超

え
な

い

期
間

に
つ

き
１
週

間
当

た
り

１
日

以
上

の
割
合

で
週

休
日

（
育

児
短

時
間
勤

務
職

員

等
に

あ
っ

て
は
、

４
週

間
を

超
え

な
い

期
間
に

つ
き

１
週

間
当

た
り

１
日
以

上
の

割

合
で

当
該

育
児
短

時
間

勤
務

等
の

内
容

に
従
っ

た
週

休
日

）
を

設
け

る
場
合

に
は

、

こ
の

限
り
で

な
い
。

 

 

（
年

次
休
暇

）
 

第
1
1
条

 
年
次

休
暇

は
、

一
の

年
度

ご
と
に

お
け

る
休

暇
と

し
、

そ
の
日

数
は

、
一

の

年
度

に
お

い
て
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

職
員
の

区
分

に
応

じ
て

、
当

該
各
号

に
掲

げ

る
日

数
と
す

る
。

 

(
1
)
?
次
号

及
び

第
３

号
に

掲
げ

る
職

員
以

外
の
職

員
？

2
0
日

（
育

児
短

時
間
勤

務
職

員
等

、
定

年
前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
及
び

特
定

業
務

任
期

付
短

時
間
勤

務
職

員
等

に
あ

っ
て
は

、
そ

の
者

の
勤

務
時

間
等
を

考
慮

し
2
0
日

を
超

え
な

い
範

囲
内

で
人

事
委
員

会
規
則

で
定
め

る
日

数
）

 

(
2
)
・
(
3
)
 

略
 

２
・

３
 
略

 

 

（
臨

時
的
に

任
用
さ

れ
た
職

員
等

の
勤
務

時
間
等

の
特
例

）
 

第
1
7
条

 
臨
時

的
に

任
用

さ
れ

た
職

員
及
び

非
常

勤
職

員
（

定
年

前
再
任

用
短

時
間

勤

務
職

員
及

び
特
定

業
務

任
期

付
短

時
間

勤
務
職

員
等

を
除

く
。

）
の

勤
務
時

間
、

休

日
及

び
休

暇
に
つ

い
て

は
、

第
２

条
か

ら
前
条

ま
で

の
規

定
に

か
か

わ
ら
ず

、
そ

の

３
 

略
 

 第
４

条
 
略

 

２
 

任
命

権
者

は
、

前
項

の
規

定
に

よ
り
週

休
日

及
び

勤
務

時
間

の
割
振

り
を

定
め

る

場
合

に
は

、
人
事

委
員

会
規

則
の

定
め

る
と
こ

ろ
に

よ
り

、
４

週
間

ご
と
の

期
間

に

つ
き

８
日

の
週
休

日
（

育
児

短
時

間
勤

務
職
員

等
に

あ
っ

て
は

８
日

以
上
で

当
該

育

児
短

時
間

勤
務
等

の
内

容
に

従
っ

た
週

休
日
、

再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

あ
あ

あ
及

び
特

定
業

務
任
期

付
短

時
間

勤
務

職
員

等
に
あ

っ
て

は
８

日
以

上
の

週
休
日

）
を

設

け
な

け
れ

ば
な
ら

な
い

。
た

だ
し

、
職

務
の
特

殊
性

又
は

当
該

公
署

の
特
殊

の
必

要

（
育

児
短

時
間
勤

務
職

員
等

に
あ

っ
て

は
、
当

該
育

児
短

時
間

勤
務

等
の
内

容
）

に

よ
り

４
週

間
ご
と

の
期

間
に

つ
き

８
日

（
育
児

短
時

間
勤

務
職

員
等

、
再
任

用
短

時

間
勤

務
職

員
あ
あ

あ
及

び
特

定
業

務
任

期
付
短

時
間

勤
務

職
員

等
に

あ
っ
て

は
、

８

日
以

上
）

の
週
休

日
を

設
け

る
こ

と
が

困
難
で

あ
る

職
員

に
つ

い
て

、
人
事

委
員

会

と
協

議
し

て
、
人

事
委

員
会

規
則

の
定

め
る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

４
週

間
を
超

え
な

い

期
間

に
つ

き
１
週

間
当

た
り

１
日

以
上

の
割
合

で
週

休
日

（
育

児
短

時
間
勤

務
職

員

等
に

あ
っ

て
は
、

４
週

間
を

超
え

な
い

期
間
に

つ
き

１
週

間
当

た
り

１
日
以

上
の

割

合
で

当
該

育
児
短

時
間

勤
務

等
の

内
容

に
従
っ

た
週

休
日

）
を

設
け

る
場
合

に
は

、

こ
の

限
り
で

な
い
。

 

 

（
年

次
休
暇

）
 

第
1
1
条

 
年
次

休
暇

は
、

一
の

年
度

ご
と
に

お
け

る
休

暇
と

し
、

そ
の
日

数
は

、
一

の

年
度

に
お

い
て
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

職
員
の

区
分

に
応

じ
て

、
当

該
各
号

に
掲

げ

る
日

数
と
す

る
。

 

(
1
)
?
次
号

及
び

第
３

号
に

掲
げ

る
職

員
以

外
の
職

員
？

2
0
日

（
育

児
短

時
間
勤

務
職

員
等

、
再

任
用
短

時
間

勤
務

職
員

あ
あ

あ
及
び

特
定

業
務

任
期

付
短

時
間
勤

務
職

員
等

に
あ

っ
て
は

、
そ

の
者

の
勤

務
時

間
等
を

考
慮

し
2
0
日

を
超

え
な

い
範

囲
内

で
人

事
委
員

会
規
則

で
定
め

る
日

数
）

 

(
2
)
・
(
3
)
 

略
 

２
・

３
 
略

 

 

（
臨

時
的
に

任
用
さ

れ
た
職

員
等

の
勤
務

時
間
等

の
特
例

）
 

第
1
7
条

 
臨
時

的
に

任
用

さ
れ

た
職

員
及
び

非
常

勤
職

員
（

再
任

用
短
時

間
勤

務
職

員

あ
あ

あ
及

び
特
定

業
務

任
期

付
短

時
間

勤
務
職

員
等

を
除

く
。

）
の

勤
務
時

間
、

休

日
及

び
休

暇
に
つ

い
て

は
、

第
２

条
か

ら
前
条

ま
で

の
規

定
に

か
か

わ
ら
ず

、
そ

の
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３
 

略
 

 第
４

条
 
略

 

２
 

任
命

権
者

は
、

前
項

の
規

定
に

よ
り
週

休
日

及
び

勤
務

時
間

の
割
振

り
を

定
め

る

場
合

に
は

、
人
事

委
員

会
規

則
の

定
め

る
と
こ

ろ
に

よ
り

、
４

週
間

ご
と
の

期
間

に

つ
き

８
日

の
週
休

日
（

育
児

短
時

間
勤

務
職
員

等
に

あ
っ

て
は

８
日

以
上
で

当
該

育

児
短

時
間

勤
務
等

の
内

容
に

従
っ

た
週

休
日
、

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤
務

職
員

及

び
特

定
業

務
任
期

付
短

時
間

勤
務

職
員

等
に
あ

っ
て

は
８

日
以

上
の

週
休
日

）
を

設

け
な

け
れ

ば
な
ら

な
い

。
た

だ
し

、
職

務
の
特

殊
性

又
は

当
該

公
署

の
特
殊

の
必

要

（
育

児
短

時
間
勤

務
職

員
等

に
あ

っ
て

は
、
当

該
育

児
短

時
間

勤
務

等
の
内

容
）

に

よ
り

４
週

間
ご
と

の
期

間
に

つ
き

８
日

（
育
児

短
時

間
勤

務
職

員
等

、
定
年

前
再

任

用
短

時
間

勤
務
職

員
及

び
特

定
業

務
任

期
付
短

時
間

勤
務

職
員

等
に

あ
っ
て

は
、

８

日
以

上
）

の
週
休

日
を

設
け

る
こ

と
が

困
難
で

あ
る

職
員

に
つ

い
て

、
人
事

委
員

会

と
協

議
し

て
、
人

事
委

員
会

規
則

の
定

め
る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

４
週

間
を
超

え
な

い

期
間

に
つ

き
１
週

間
当

た
り

１
日

以
上

の
割
合

で
週

休
日

（
育

児
短

時
間
勤

務
職

員

等
に

あ
っ

て
は
、

４
週

間
を

超
え

な
い

期
間
に

つ
き

１
週

間
当

た
り

１
日
以

上
の

割

合
で

当
該

育
児
短

時
間

勤
務

等
の

内
容

に
従
っ

た
週

休
日

）
を

設
け

る
場
合

に
は

、

こ
の

限
り
で

な
い
。

 

 

（
年

次
休
暇

）
 

第
1
1
条

 
年
次

休
暇

は
、

一
の

年
度

ご
と
に

お
け

る
休

暇
と

し
、

そ
の
日

数
は

、
一

の

年
度

に
お

い
て
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

職
員
の

区
分

に
応

じ
て

、
当

該
各
号

に
掲

げ

る
日

数
と
す

る
。

 

(
1
)
?
次
号

及
び

第
３

号
に

掲
げ

る
職

員
以

外
の
職

員
？

2
0
日

（
育

児
短

時
間
勤

務
職

員
等

、
定

年
前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
及
び

特
定

業
務

任
期

付
短

時
間
勤

務
職

員
等

に
あ

っ
て
は

、
そ

の
者

の
勤

務
時

間
等
を

考
慮

し
2
0
日

を
超

え
な

い
範

囲
内

で
人

事
委
員

会
規
則

で
定
め

る
日

数
）

 

(
2
)
・
(
3
)
 

略
 

２
・

３
 
略

 

 

（
臨

時
的
に

任
用
さ

れ
た
職

員
等

の
勤
務

時
間
等

の
特
例

）
 

第
1
7
条

 
臨
時

的
に

任
用

さ
れ

た
職

員
及
び

非
常

勤
職

員
（

定
年

前
再
任

用
短

時
間

勤

務
職

員
及

び
特
定

業
務

任
期

付
短

時
間

勤
務
職

員
等

を
除

く
。

）
の

勤
務
時

間
、

休

日
及

び
休

暇
に
つ

い
て

は
、

第
２

条
か

ら
前
条

ま
で

の
規

定
に

か
か

わ
ら
ず

、
そ

の

３
 

略
 

 第
４

条
 
略

 

２
 

任
命

権
者

は
、

前
項

の
規

定
に

よ
り
週

休
日

及
び

勤
務

時
間

の
割
振

り
を

定
め

る

場
合

に
は

、
人
事

委
員

会
規

則
の

定
め

る
と
こ

ろ
に

よ
り

、
４

週
間

ご
と
の

期
間

に

つ
き

８
日

の
週
休

日
（

育
児

短
時

間
勤

務
職
員

等
に

あ
っ

て
は

８
日

以
上
で

当
該

育

児
短

時
間

勤
務
等

の
内

容
に

従
っ

た
週

休
日
、

再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

あ
あ

あ
及

び
特

定
業

務
任
期

付
短

時
間

勤
務

職
員

等
に
あ

っ
て

は
８

日
以

上
の

週
休
日

）
を

設

け
な

け
れ

ば
な
ら

な
い

。
た

だ
し

、
職

務
の
特

殊
性

又
は

当
該

公
署

の
特
殊

の
必

要

（
育

児
短

時
間
勤

務
職

員
等

に
あ

っ
て

は
、
当

該
育

児
短

時
間

勤
務

等
の
内

容
）

に

よ
り

４
週

間
ご
と

の
期

間
に

つ
き

８
日

（
育
児

短
時

間
勤

務
職

員
等

、
再
任

用
短

時

間
勤

務
職

員
あ
あ

あ
及

び
特

定
業

務
任

期
付
短

時
間

勤
務

職
員

等
に

あ
っ
て

は
、

８

日
以

上
）

の
週
休

日
を

設
け

る
こ

と
が

困
難
で

あ
る

職
員

に
つ

い
て

、
人
事

委
員

会

と
協

議
し

て
、
人

事
委

員
会

規
則

の
定

め
る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

４
週

間
を
超

え
な

い

期
間

に
つ

き
１
週

間
当

た
り

１
日

以
上

の
割
合

で
週

休
日

（
育

児
短

時
間
勤

務
職

員

等
に

あ
っ

て
は
、

４
週

間
を

超
え

な
い

期
間
に

つ
き

１
週

間
当

た
り

１
日
以

上
の

割

合
で

当
該

育
児
短

時
間

勤
務

等
の

内
容

に
従
っ

た
週

休
日

）
を

設
け

る
場
合

に
は

、

こ
の

限
り
で

な
い
。

 

 

（
年

次
休
暇

）
 

第
1
1
条

 
年
次

休
暇

は
、

一
の

年
度

ご
と
に

お
け

る
休

暇
と

し
、

そ
の
日

数
は

、
一

の

年
度

に
お

い
て
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

職
員
の

区
分

に
応

じ
て

、
当

該
各
号

に
掲

げ

る
日

数
と
す

る
。

 

(
1
)
?
次
号

及
び

第
３

号
に

掲
げ

る
職

員
以

外
の
職

員
？

2
0
日

（
育

児
短

時
間
勤

務
職

員
等

、
再

任
用
短

時
間

勤
務

職
員

あ
あ

あ
及
び

特
定

業
務

任
期

付
短

時
間
勤

務
職

員
等

に
あ

っ
て
は

、
そ

の
者

の
勤

務
時

間
等
を

考
慮

し
2
0
日

を
超

え
な

い
範

囲
内

で
人

事
委
員

会
規
則

で
定
め

る
日

数
）

 

(
2
)
・
(
3
)
 

略
 

２
・

３
 
略

 

 

（
臨

時
的
に

任
用
さ

れ
た
職

員
等

の
勤
務

時
間
等

の
特
例

）
 

第
1
7
条

 
臨
時

的
に

任
用

さ
れ

た
職

員
及
び

非
常

勤
職

員
（

再
任

用
短
時

間
勤

務
職

員

あ
あ

あ
及

び
特
定

業
務

任
期

付
短

時
間

勤
務
職

員
等

を
除

く
。

）
の

勤
務
時

間
、

休

日
及

び
休

暇
に
つ

い
て

は
、

第
２

条
か

ら
前
条

ま
で

の
規

定
に

か
か

わ
ら
ず

、
そ

の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

（
学

校
職
員

の
勤
務

時
間
そ

の
他

の
勤
務

条
件
に

関
す
る

条
例

の
一
部

改
正
）

 

第
1
5
条

 
学

校
職
員

の
勤
務

時
間

そ
の
他

の
勤
務

条
件
に

関
す

る
条
例

（
平
成

７
年
栃

木
県

条
例
第

５
号
）

の
一
部

を
次

の
よ
う

に
改
正

す
る
。

 
 

 
 

 
次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に

掲
げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下

線
で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る

。
 

職
務

の
性
質

等
を
考

慮
し
た

上
で

、
任
命

権
者
が

別
に
定

め
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

職
務

の
性
質

等
を
考

慮
し
た

上
で

、
任
命

権
者
が

別
に
定

め
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

（
１

週
間
の

勤
務
時

間
）

 

第
２

条
 
略

 

２
 

略
 

３
 

地
方

公
務

員
法

第
2
2
条

の
４

第
１

項
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
の

規
定

に
よ
り

採
用

さ
れ

た
職

員
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

（
以

下
「

定
年
前

再
任

用

短
時

間
勤

務
職

員
」

と
い

う
。

）
の

勤
務

時
間

は
、

第
１

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら

ず
、

休
憩

時
間
を

除
き

、
４

週
間

を
超

え
な
い

期
間

に
つ

き
１

週
間

当
た
り

1
5
時

間

3
0
分

か
ら
3
1
時

間
ま

で
の
範

囲
内

で
、
任

命
権
者

が
定
め

る
。

 

４
・

５
 
略

 

 

（
週

休
日
及

び
勤
務

時
間
の

割
振

り
）

 

第
３

条
 

日
曜

日
及

び
土

曜
日

は
、

週
休

日
（

勤
務

時
間

を
割

り
振

ら
な

い
日

を
い

う
。

以
下

同
じ
。

）
と

す
る

。
た

だ
し

、
任
命

権
者

は
、

育
児

短
時

間
勤
務

職
員

等

に
つ

い
て

は
、
必

要
に

応
じ

、
当

該
育

児
短
時

間
勤

務
等

の
内

容
に

従
い
こ

れ
ら

の

日
に

加
え

て
月
曜

日
か

ら
金

曜
日

ま
で

の
５
日

間
に

お
い

て
週

休
日

を
設
け

る
も

の

と
し

、
定

年
前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
及
び

特
定

業
務

任
期

付
短

時
間
勤

務
職

員

等
に

つ
い

て
は
、

日
曜

日
及

び
土

曜
日

に
加
え

て
月

曜
日

か
ら

金
曜

日
ま
で

の
５

日

間
に

お
い
て

、
週
休

日
を
設

け
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

２
 

任
命

権
者

は
、

月
曜

日
か

ら
金

曜
日
ま

で
の

５
日

間
に

お
い

て
、
１

日
に

つ
き

７

時
間
4
5
分

の
勤
務

時
間

を
割

り
振

る
も

の
と
す

る
。

た
だ

し
、

育
児

短
時
間

勤
務

職

員
等

に
つ

い
て
は

、
１

週
間

ご
と

の
期

間
に
つ

い
て

、
当

該
育

児
短

時
間
勤

務
等

の

内
容

に
従

い
１
日

に
つ

き
７

時
間
4
5
分

を
超
え

な
い

範
囲

内
で

勤
務

時
間
を

割
り

振

る
も

の
と

し
、
定

年
前

再
任

用
短

時
間

勤
務
職

員
及

び
特

定
業

務
任

期
付
短

時
間

勤

務
職

員
等

に
つ
い

て
は

、
１

週
間

ご
と

の
期
間

に
つ

い
て

、
１

日
に

つ
き
７

時
間

4
5

分
を

超
え
な

い
範
囲

内
で
勤

務
時

間
を
割

り
振
る

も
の
と

す
る

。
 

 

（
１

週
間
の

勤
務
時

間
）

 

第
２

条
 
略

 

２
 

略
 

３
 

地
方

公
務

員
法

第
2
8
条

の
４

第
１

項
若

し
く

は
第
2
8
条

の
５

第
１
項

又
は

第
2
8
条

の
６

第
１

項
若
し

く
は

第
２

項
の

規
定

に
よ
り

採
用

さ
れ

た
職

員
で

同
法
第

2
8
条

の

５
第

１
項

に
規
定

す
る

短
時

間
勤

務
の

職
を
占

め
る

も
の

（
以

下
「

再
任
用

短
時

間

勤
務

職
員

あ
あ

あ
」

と
い

う
。

）
の

勤
務

時
間

は
、

第
１

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら

ず
、

休
憩

時
間
を

除
き

、
４

週
間

を
超

え
な
い

期
間

に
つ

き
１

週
間

当
た
り

1
5
時

間

3
0
分

か
ら
3
1
時

間
ま

で
の
範

囲
内

で
、
任

命
権
者

が
定
め

る
。

 

４
・

５
 
略

 

 

（
週

休
日
及

び
勤
務

時
間
の

割
振

り
）

 

第
３

条
 

日
曜

日
及

び
土

曜
日

は
、

週
休

日
（

勤
務

時
間

を
割

り
振

ら
な

い
日

を
い

う
。

以
下

同
じ
。

）
と

す
る

。
た

だ
し

、
任
命

権
者

は
、

育
児

短
時

間
勤
務

職
員

等

に
つ

い
て

は
、
必

要
に

応
じ

、
当

該
育

児
短
時

間
勤

務
等

の
内

容
に

従
い
こ

れ
ら

の

日
に

加
え

て
月
曜

日
か

ら
金

曜
日

ま
で

の
５
日

間
に

お
い

て
週

休
日

を
設
け

る
も

の

と
し

、
再

任
用
短

時
間

勤
務

職
員

あ
あ

あ
及
び

特
定

業
務

任
期

付
短

時
間
勤

務
職

員

等
に

つ
い

て
は
、

日
曜

日
及

び
土

曜
日

に
加
え

て
月

曜
日

か
ら

金
曜

日
ま
で

の
５

日

間
に

お
い
て

、
週
休

日
を
設

け
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

２
 

任
命

権
者

は
、

月
曜

日
か

ら
金

曜
日
ま

で
の

５
日

間
に

お
い

て
、
１

日
に

つ
き

７

時
間
4
5
分

の
勤
務

時
間

を
割

り
振

る
も

の
と
す

る
。

た
だ

し
、

育
児

短
時
間

勤
務

職

員
等

に
つ

い
て
は

、
１

週
間

ご
と

の
期

間
に
つ

い
て

、
当

該
育

児
短

時
間
勤

務
等

の

内
容

に
従

い
１
日

に
つ

き
７

時
間
4
5
分

を
超
え

な
い

範
囲

内
で

勤
務

時
間
を

割
り

振

る
も

の
と

し
、
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
あ
あ

あ
及

び
特

定
業

務
任

期
付
短

時
間

勤

務
職

員
等

に
つ
い

て
は

、
１

週
間

ご
と

の
期
間

に
つ

い
て

、
１

日
に

つ
き
７

時
間

4
5

分
を

超
え
な

い
範
囲

内
で
勤

務
時

間
を
割

り
振
る

も
の
と

す
る

。
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（
学

校
職
員

の
勤
務

時
間
そ

の
他

の
勤
務

条
件
に

関
す
る

条
例

の
一
部

改
正
）

 

第
1
5
条

 
学

校
職
員

の
勤
務

時
間

そ
の
他

の
勤
務

条
件
に

関
す

る
条
例

（
平
成

７
年
栃

木
県

条
例
第

５
号
）

の
一
部

を
次

の
よ
う

に
改
正

す
る
。

 
 

 
 

 
次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に

掲
げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下

線
で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る

。
 

職
務

の
性
質

等
を
考

慮
し
た

上
で

、
任
命

権
者
が

別
に
定

め
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

職
務

の
性
質

等
を
考

慮
し
た

上
で

、
任
命

権
者
が

別
に
定

め
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

（
１

週
間
の

勤
務
時

間
）

 

第
２

条
 
略

 

２
 

略
 

３
 

地
方

公
務

員
法

第
2
2
条

の
４

第
１

項
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
の

規
定

に
よ
り

採
用

さ
れ

た
職

員
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

（
以

下
「

定
年
前

再
任

用

短
時

間
勤

務
職

員
」

と
い

う
。

）
の

勤
務

時
間

は
、

第
１

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら

ず
、

休
憩

時
間
を

除
き

、
４

週
間

を
超

え
な
い

期
間

に
つ

き
１

週
間

当
た
り

1
5
時

間

3
0
分

か
ら
3
1
時

間
ま

で
の
範

囲
内

で
、
任

命
権
者

が
定
め

る
。

 

４
・

５
 
略

 

 

（
週

休
日
及

び
勤
務

時
間
の

割
振

り
）

 

第
３

条
 

日
曜

日
及

び
土

曜
日

は
、

週
休

日
（

勤
務

時
間

を
割

り
振

ら
な

い
日

を
い

う
。

以
下

同
じ
。

）
と

す
る

。
た

だ
し

、
任
命

権
者

は
、

育
児

短
時

間
勤
務

職
員

等

に
つ

い
て

は
、
必

要
に

応
じ

、
当

該
育

児
短
時

間
勤

務
等

の
内

容
に

従
い
こ

れ
ら

の

日
に

加
え

て
月
曜

日
か

ら
金

曜
日

ま
で

の
５
日

間
に

お
い

て
週

休
日

を
設
け

る
も

の

と
し

、
定

年
前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
及
び

特
定

業
務

任
期

付
短

時
間
勤

務
職

員

等
に

つ
い

て
は
、

日
曜

日
及

び
土

曜
日

に
加
え

て
月

曜
日

か
ら

金
曜

日
ま
で

の
５

日

間
に

お
い
て

、
週
休

日
を
設

け
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

２
 

任
命

権
者

は
、

月
曜

日
か

ら
金

曜
日
ま

で
の

５
日

間
に

お
い

て
、
１

日
に

つ
き

７

時
間
4
5
分

の
勤
務

時
間

を
割

り
振

る
も

の
と
す

る
。

た
だ

し
、

育
児

短
時
間

勤
務

職

員
等

に
つ

い
て
は

、
１

週
間

ご
と

の
期

間
に
つ

い
て

、
当

該
育

児
短

時
間
勤

務
等

の

内
容

に
従

い
１
日

に
つ

き
７

時
間
4
5
分

を
超
え

な
い

範
囲

内
で

勤
務

時
間
を

割
り

振

る
も

の
と

し
、
定

年
前

再
任

用
短

時
間

勤
務
職

員
及

び
特

定
業

務
任

期
付
短

時
間

勤

務
職

員
等

に
つ
い

て
は

、
１

週
間

ご
と

の
期
間

に
つ

い
て

、
１

日
に

つ
き
７

時
間

4
5

分
を

超
え
な

い
範
囲

内
で
勤

務
時

間
を
割

り
振
る

も
の
と

す
る

。
 

 

（
１

週
間
の

勤
務
時

間
）

 

第
２

条
 
略

 

２
 

略
 

３
 

地
方

公
務

員
法

第
2
8
条

の
４

第
１

項
若

し
く

は
第
2
8
条

の
５

第
１
項

又
は

第
2
8
条

の
６

第
１

項
若
し

く
は

第
２

項
の

規
定

に
よ
り

採
用

さ
れ

た
職

員
で

同
法
第

2
8
条

の

５
第

１
項

に
規
定

す
る

短
時

間
勤

務
の

職
を
占

め
る

も
の

（
以

下
「

再
任
用

短
時

間

勤
務

職
員

あ
あ

あ
」

と
い

う
。

）
の

勤
務

時
間

は
、

第
１

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら

ず
、

休
憩

時
間
を

除
き

、
４

週
間

を
超

え
な
い

期
間

に
つ

き
１

週
間

当
た
り

1
5
時

間

3
0
分

か
ら
3
1
時

間
ま

で
の
範

囲
内

で
、
任

命
権
者

が
定
め

る
。

 

４
・

５
 
略

 

 

（
週

休
日
及

び
勤
務

時
間
の

割
振

り
）

 

第
３

条
 

日
曜

日
及

び
土

曜
日

は
、

週
休

日
（

勤
務

時
間

を
割

り
振

ら
な

い
日

を
い

う
。

以
下

同
じ
。

）
と

す
る

。
た

だ
し

、
任
命

権
者

は
、

育
児

短
時

間
勤
務

職
員

等

に
つ

い
て

は
、
必

要
に

応
じ

、
当

該
育

児
短
時

間
勤

務
等

の
内

容
に

従
い
こ

れ
ら

の

日
に

加
え

て
月
曜

日
か

ら
金

曜
日

ま
で

の
５
日

間
に

お
い

て
週

休
日

を
設
け

る
も

の

と
し

、
再

任
用
短

時
間

勤
務

職
員

あ
あ

あ
及
び

特
定

業
務

任
期

付
短

時
間
勤

務
職

員

等
に

つ
い

て
は
、

日
曜

日
及

び
土

曜
日

に
加
え

て
月

曜
日

か
ら

金
曜

日
ま
で

の
５

日

間
に

お
い
て

、
週
休

日
を
設

け
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

２
 

任
命

権
者

は
、

月
曜

日
か

ら
金

曜
日
ま

で
の

５
日

間
に

お
い

て
、
１

日
に

つ
き

７

時
間
4
5
分

の
勤
務

時
間

を
割

り
振

る
も

の
と
す

る
。

た
だ

し
、

育
児

短
時
間

勤
務

職

員
等

に
つ

い
て
は

、
１

週
間

ご
と

の
期

間
に
つ

い
て

、
当

該
育

児
短

時
間
勤

務
等

の

内
容

に
従

い
１
日

に
つ

き
７

時
間
4
5
分

を
超
え

な
い

範
囲

内
で

勤
務

時
間
を

割
り

振

る
も

の
と

し
、
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
あ
あ

あ
及

び
特

定
業

務
任

期
付
短

時
間

勤

務
職

員
等

に
つ
い

て
は

、
１

週
間

ご
と

の
期
間

に
つ

い
て

、
１

日
に

つ
き
７

時
間

4
5

分
を

超
え
な

い
範
囲

内
で
勤

務
時

間
を
割

り
振
る

も
の
と

す
る

。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

（
公
益

的
法
人

等
へ
の

職
員

の
派
遣

等
に
関

す
る
条

例
の

一
部
改

正
）

 

第
1
6
条

 
公

益
的
法

人
等
へ

の
職

員
の
派

遣
等
に

関
す
る

条
例

（
平
成

1
3
年
栃

木
県
条

例
第

4
3
号
）

の
一
部

を
次
の

よ
う

に
改
正

す
る
。

 
 

 
 

 
次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に

掲
げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下

線
で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る

。
 

（
年

次
休
暇

）
 

第
1
1
条

 
年
次

休
暇

は
、

一
の

年
度

ご
と
に

お
け

る
休

暇
と

し
、

そ
の
日

数
は

、
一

の

年
度

に
お

い
て
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

職
員
の

区
分

に
応

じ
て

、
当

該
各
号

に
掲

げ

る
日

数
と
す

る
。

 

(
1
)
?
次
号

及
び

第
３

号
に

掲
げ

る
職

員
以

外
の
職

員
？

2
0
日

（
育

児
短

時
間
勤

務
職

員
等

、
定

年
前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
及
び

特
定

業
務

任
期

付
短

時
間
勤

務
職

員
等

に
あ

っ
て
は

、
そ

の
者

の
勤

務
時

間
等
を

考
慮

し
2
0
日

を
超

え
な

い
範

囲
内

で
教

育
委
員

会
が
人

事
委
員

会
と

協
議
し

て
教
育

委
員
会

規
則

で
定
め

る
日
数

）
 

(
2
)
・
(
3
)
 

略
 

２
・

３
 
略

 

 

（
勤

務
時
間

等
の
特

例
）

 

第
1
6
条

 
略

 

２
 

臨
時

的
に

任
用

さ
れ

た
職

員
及

び
非
常

勤
職

員
（

定
年

前
再

任
用
短

時
間

勤
務

職

員
及

び
特

定
業
務

任
期

付
短

時
間

勤
務

職
員
等

を
除

く
。

）
の

勤
務

時
間
そ

の
他

の

勤
務

条
件

に
つ
い

て
は

、
第

２
条

か
ら

前
条
ま

で
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず
、

そ
の

職

務
の

性
質
等

を
考
慮

し
た
上

で
、

任
命
権

者
が
別

に
定
め

る
こ

と
が
で

き
る
。

 

（
年

次
休
暇

）
 

第
1
1
条

 
年
次

休
暇

は
、

一
の

年
度

ご
と
に

お
け

る
休

暇
と

し
、

そ
の
日

数
は

、
一

の

年
度

に
お

い
て
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

職
員
の

区
分

に
応

じ
て

、
当

該
各
号

に
掲

げ

る
日

数
と
す

る
。

 

(
1
)
?
次
号

及
び

第
３

号
に

掲
げ

る
職

員
以

外
の
職

員
？

2
0
日

（
育

児
短

時
間
勤

務
職

員
等

、
再

任
用
短

時
間

勤
務

職
員

あ
あ

あ
及
び

特
定

業
務

任
期

付
短

時
間
勤

務
職

員
等

に
あ

っ
て
は

、
そ

の
者

の
勤

務
時

間
等
を

考
慮

し
2
0
日

を
超

え
な

い
範

囲
内

で
教

育
委
員

会
が
人

事
委
員

会
と

協
議
し

て
教
育

委
員
会

規
則

で
定
め

る
日
数

）
 

(
2
)
・
(
3
)
 

略
 

２
・

３
 
略

 

 

（
勤

務
時
間

等
の
特

例
）

 

第
1
6
条

 
略

 

２
 

臨
時

的
に

任
用

さ
れ

た
職

員
及

び
非
常

勤
職

員
（

再
任

用
短

時
間
勤

務
職

員
あ

あ

あ
及

び
特

定
業
務

任
期

付
短

時
間

勤
務

職
員
等

を
除

く
。

）
の

勤
務

時
間
そ

の
他

の

勤
務

条
件

に
つ
い

て
は

、
第

２
条

か
ら

前
条
ま

で
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず
、

そ
の

職

務
の

性
質
等

を
考
慮

し
た
上

で
、

任
命
権

者
が
別

に
定
め

る
こ

と
が
で

き
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

（
職

員
の
派

遣
）

 

第
２

条
 
略

 

２
 

法
第

２
条

第
１

項
に

規
定

す
る

条
例
で

定
め

る
職

員
は

、
次

に
掲
げ

る
職

員
と

す

る
。

 

(
1
)
?
臨
時

的
に

任
用

さ
れ

る
職

員
そ

の
他

の
法
律

に
よ

り
任

期
を

定
め

て
任
用

さ
れ

る
職

員
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

 

 
(
2
)
?
略

 

(
3
)
?
地

方
公

務
員

法
（

昭
和

2
5
年

法
律

第
2
6
1
号

）
第

2
2
条

に
規

定
す

る
条

件
付

採

用
に

な
っ
て

い
る
職

員
（
人

事
委

員
会
規

則
で
定

め
る
職

員
を

除
く
。

）
 

(
4
)
?
職

員
の

定
年

等
に

関
す

る
条

例
（

令
和

４
年

栃
木

県
条

例
第

2
9
号

）
第

４

（
職

員
の
派

遣
）

 

第
２

条
 
略

 

２
 

法
第

２
条

第
１

項
に

規
定

す
る

条
例
で

定
め

る
職

員
は

、
次

に
掲
げ

る
職

員
と

す

る
。

 

(
1
)
?
臨
時

的
に

任
用

さ
れ

る
職

員
そ

の
他

の
法
律

に
よ

り
任

期
を

定
め

て
任
用

さ
れ

る
職

員
（

地
方

公
務

員
法

（
昭

和
2
5
年

法
律

第
2
6
1
号

）
第

2
8
条

の
４

第
１

項
又

は
第

2
8
条
の

６
第
１

項
の
規

定
に

よ
り
採

用
さ
れ

る
職
員

を
除

く
。
）

 

 
(
2
)
?
略

 

(
3
)
?
地

方
公

務
員

法
あ

あ
あ

あ
あ

?
あ

あ
あ

あ
あ

あ
第

2
2
条

に
規

定
す

る
条

件
付

採

用
に

な
っ
て

い
る
職

員
（
人

事
委

員
会
規

則
で
定

め
る
職

員
を

除
く
。

）
 

(
4
)
?
職
員

の
定

年
等

に
関

す
る

条
例

（
昭

和
5
9
年

栃
木

県
条

例
第

２
号

）
あ
あ

第
４
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（
公
益

的
法
人

等
へ
の

職
員

の
派
遣

等
に
関

す
る
条

例
の

一
部
改

正
）

 

第
1
6
条

 
公

益
的
法

人
等
へ

の
職

員
の
派

遣
等
に

関
す
る

条
例

（
平
成

1
3
年
栃

木
県
条

例
第

4
3
号
）

の
一
部

を
次
の

よ
う

に
改
正

す
る
。

 
 

 
 

 
次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に

掲
げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下

線
で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る

。
 

（
年

次
休
暇

）
 

第
1
1
条

 
年
次

休
暇

は
、

一
の

年
度

ご
と
に

お
け

る
休

暇
と

し
、

そ
の
日

数
は

、
一

の

年
度

に
お

い
て
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

職
員
の

区
分

に
応

じ
て

、
当

該
各
号

に
掲

げ

る
日

数
と
す

る
。

 

(
1
)
?
次
号

及
び

第
３

号
に

掲
げ

る
職

員
以

外
の
職

員
？

2
0
日

（
育

児
短

時
間
勤

務
職

員
等

、
定

年
前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
及
び

特
定

業
務

任
期

付
短

時
間
勤

務
職

員
等

に
あ

っ
て
は

、
そ

の
者

の
勤

務
時

間
等
を

考
慮

し
2
0
日

を
超

え
な

い
範

囲
内

で
教

育
委
員

会
が
人

事
委
員

会
と

協
議
し

て
教
育

委
員
会

規
則

で
定
め

る
日
数

）
 

(
2
)
・
(
3
)
 

略
 

２
・

３
 
略

 

 

（
勤

務
時
間

等
の
特

例
）

 

第
1
6
条

 
略

 

２
 

臨
時

的
に

任
用

さ
れ

た
職

員
及

び
非
常

勤
職

員
（

定
年

前
再

任
用
短

時
間

勤
務

職

員
及

び
特

定
業
務

任
期

付
短

時
間

勤
務

職
員
等

を
除

く
。

）
の

勤
務

時
間
そ

の
他

の

勤
務

条
件

に
つ
い

て
は

、
第

２
条

か
ら

前
条
ま

で
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず
、

そ
の

職

務
の

性
質
等

を
考
慮

し
た
上

で
、

任
命
権

者
が
別

に
定
め

る
こ

と
が
で

き
る
。

 

（
年

次
休
暇

）
 

第
1
1
条

 
年
次

休
暇

は
、

一
の

年
度

ご
と
に

お
け

る
休

暇
と

し
、

そ
の
日

数
は

、
一

の

年
度

に
お

い
て
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

職
員
の

区
分

に
応

じ
て

、
当

該
各
号

に
掲

げ

る
日

数
と
す

る
。

 

(
1
)
?
次
号

及
び

第
３

号
に

掲
げ

る
職

員
以

外
の
職

員
？

2
0
日

（
育

児
短

時
間
勤

務
職

員
等

、
再

任
用
短

時
間

勤
務

職
員

あ
あ

あ
及
び

特
定

業
務

任
期

付
短

時
間
勤

務
職

員
等

に
あ

っ
て
は

、
そ

の
者

の
勤

務
時

間
等
を

考
慮

し
2
0
日

を
超

え
な

い
範

囲
内

で
教

育
委
員

会
が
人

事
委
員

会
と

協
議
し

て
教
育

委
員
会

規
則

で
定
め

る
日
数

）
 

(
2
)
・
(
3
)
 

略
 

２
・

３
 
略

 

 

（
勤

務
時
間

等
の
特

例
）

 

第
1
6
条

 
略

 

２
 

臨
時

的
に

任
用

さ
れ

た
職

員
及

び
非
常

勤
職

員
（

再
任

用
短

時
間
勤

務
職

員
あ

あ

あ
及

び
特

定
業
務

任
期

付
短

時
間

勤
務

職
員
等

を
除

く
。

）
の

勤
務

時
間
そ

の
他

の

勤
務

条
件

に
つ
い

て
は

、
第

２
条

か
ら

前
条
ま

で
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず
、

そ
の

職

務
の

性
質
等

を
考
慮

し
た
上

で
、

任
命
権

者
が
別

に
定
め

る
こ

と
が
で

き
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

（
職

員
の
派

遣
）

 

第
２

条
 
略

 

２
 

法
第

２
条

第
１

項
に

規
定

す
る

条
例
で

定
め

る
職

員
は

、
次

に
掲
げ

る
職

員
と

す

る
。

 

(
1
)
?
臨
時

的
に

任
用

さ
れ

る
職

員
そ

の
他

の
法
律

に
よ

り
任

期
を

定
め

て
任
用

さ
れ

る
職

員
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

 

 
(
2
)
?
略

 

(
3
)
?
地

方
公

務
員

法
（

昭
和

2
5
年

法
律

第
2
6
1
号

）
第

2
2
条

に
規

定
す

る
条

件
付

採

用
に

な
っ
て

い
る
職

員
（
人

事
委

員
会
規

則
で
定

め
る
職

員
を

除
く
。

）
 

(
4
)
?
職

員
の

定
年

等
に

関
す

る
条

例
（

令
和

４
年

栃
木

県
条

例
第

2
9
号

）
第

４

（
職

員
の
派

遣
）

 

第
２

条
 
略

 

２
 

法
第

２
条

第
１

項
に

規
定

す
る

条
例
で

定
め

る
職

員
は

、
次

に
掲
げ

る
職

員
と

す

る
。

 

(
1
)
?
臨
時

的
に

任
用

さ
れ

る
職

員
そ

の
他

の
法
律

に
よ

り
任

期
を

定
め

て
任
用

さ
れ

る
職

員
（

地
方

公
務

員
法

（
昭

和
2
5
年

法
律

第
2
6
1
号

）
第

2
8
条

の
４

第
１

項
又

は
第

2
8
条
の

６
第
１

項
の
規

定
に

よ
り
採

用
さ
れ

る
職
員

を
除

く
。
）

 

 
(
2
)
?
略

 

(
3
)
?
地

方
公

務
員

法
あ

あ
あ

あ
あ

?
あ

あ
あ

あ
あ

あ
第

2
2
条

に
規

定
す

る
条

件
付

採

用
に

な
っ
て

い
る
職

員
（
人

事
委

員
会
規

則
で
定

め
る
職

員
を

除
く
。

）
 

(
4
)
?
職
員

の
定

年
等

に
関

す
る

条
例

（
昭

和
5
9
年

栃
木

県
条

例
第

２
号

）
あ
あ

第
４

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

（
栃
木

県
警
察

職
員
に

対
す

る
特
別

褒
賞
金

の
授
与

に
関

す
る
条

例
の
一

部
改
正

）
 

第
1
7
条

 
栃

木
県
警

察
職
員

に
対

す
る
特

別
褒
賞

金
の
授

与
に

関
す
る

条
例
（

平
成
1
4
年
栃

木
県
条

例
第
3
6
号

）
の

一
部

を
次
の

よ
う
に

改
正
す

る
。

 
 

 
 

 
次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に

掲
げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下

線
で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る

。
 

 
 

（
一
般

職
の
任

期
付
職

員
の

採
用
等

に
関
す

る
条
例

の
一

部
改
正

）
 

第
1
8
条

 
一

般
職
の

任
期
付

職
員

の
採
用

等
に
関

す
る
条

例
（

平
成
1
6
年

栃
木

県
条
例

第
３

号
）
の

一
部
を

次
の
よ

う
に

改
正
す

る
。
 

 

 
 

 
次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に

掲
げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下

線
で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る

。
 

条
第

１
項

の
規
定

に
よ

り
引

き
続

い
て

勤
務
さ

せ
る

こ
と

と
さ

れ
、

又
は
同

条
第

２
項

の
規
定

に
よ
り

期
限
を

延
長

す
る
こ

と
と
さ

れ
て
い

る
職

員
 

(
5
)
?
略

 

３
 

略
 

条
第

１
項

の
規
定

に
よ

り
引

き
続

い
て

勤
務
さ

せ
る

こ
と

と
さ

れ
、

又
は
同

条
第

２
項

の
規
定

に
よ
り

期
限
を

延
長

す
る
こ

と
と
さ

れ
て
い

る
職

員
 

(
5
)
?
略

 

３
 

略
 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

（
趣

旨
）

 

第
１

条
 

こ
の

条
例

は
、

警
察

法
（

昭
和

2
9
年

法
律

第
1
6
2
号

）
第

5
5
条

第
１

項
の

職

員
で

、
常

時
勤
務

に
服

す
る

こ
と

を
要

す
る
も

の
及

び
地

方
公

務
員

法
（
昭

和
2
5
年

法
律

第
2
6
1
号

）
第

2
2
条

の
４

第
１

項
に

規
定

す
る

短
時

間
勤

務
の

職
を

占
め

る
も

の
（

以
下

「
職
員

」
と

い
う

。
）

に
対

す
る
特

別
褒

賞
金

の
授

与
に

関
し
、

必
要

な

事
項

を
定
め

る
も
の

と
す
る

。
 

（
趣

旨
）

 

第
１

条
 

こ
の

条
例

は
、

警
察

法
（

昭
和

2
9
年

法
律

第
1
6
2
号

）
第

5
5
条

第
１

項
の

職

員
で

、
常

時
勤
務

に
服

す
る

こ
と

を
要

す
る
も

の
及

び
地

方
公

務
員

法
（
昭

和
2
5
年

法
律

第
2
6
1
号

）
第

2
8
条

の
５

第
１

項
に

規
定

す
る

短
時

間
勤

務
の

職
を

占
め

る
も

の
（

以
下

「
職
員

」
と

い
う

。
）

に
対

す
る
特

別
褒

賞
金

の
授

与
に

関
し
、

必
要

な

事
項

を
定
め

る
も
の

と
す
る

。
 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

第
1
0
条

 
略

 

２
 

特
定

業
務

任
期

付
短

時
間

勤
務

職
員

に
対

す
る

職
員

の
給

与
条

例
第

６
条

第
３

項
、

第
４

項
、
第

６
項

及
び

第
７

項
、

第
1
2
条

第
２

項
並

び
に

第
1
5
条

第
２

項
及

び

第
３

項
の

規
定
の

適
用

に
つ

い
て

は
、

職
員
の

給
与

条
例

第
６

条
第

３
項
中

「
決

定

す
る

」
と

あ
る
の

は
「

決
定

す
る

も
の

と
し
、

そ
の

者
の

給
料

月
額

は
、
そ

の
者

の

受
け

る
号

給
に
応

じ
た

額
に

、
勤

務
時

間
等
条

例
第

２
条

第
４

項
の

規
定
に

よ
り

定

め
ら

れ
た

そ
の
者

の
勤

務
時

間
を

同
条

第
１
項

に
規

定
す

る
勤

務
時

間
で
除

し
て

得

た
数

（
以

下
「
算

出
率

」
と

い
う

。
）

を
乗
じ

て
得

た
額

と
す

る
」

と
、
同

条
第

４

項
、

第
６

項
及
び

第
７

項
中

「
決

定
す

る
」
と

あ
る

の
は

「
決

定
す

る
も
の

と
し

、

そ
の

者
の

給
料
月

額
は

、
そ

の
者

の
受

け
る
号

給
に

応
じ

た
額

に
、

算
出
率

を
乗

じ

て
得

た
額

と
す
る

」
と

、
職

員
の

給
与

条
例
第

1
2
条

第
２

項
中

「
定

年
前
再

任
用

短

時
間

勤
務

職
員
」

と
あ

る
の

は
「

一
般

職
の
任

期
付

職
員

の
採

用
等

に
関
す

る
条

例

（
平

成
1
6
年

栃
木

県
条

例
第

３
号

）
第

４
条
の

規
定

に
よ

り
任

期
を

定
め
て

採
用

さ

第
1
0
条

 
略

 

２
 

特
定

業
務

任
期

付
短

時
間

勤
務

職
員

に
対

す
る

職
員

の
給

与
条

例
第

６
条

第
３

項
、

第
４

項
、
第

６
項

及
び

第
７

項
、

第
1
2
条

第
２

項
並

び
に

第
1
5
条

第
２

項
及

び

第
３

項
の

規
定
の

適
用

に
つ

い
て

は
、

職
員
の

給
与

条
例

第
６

条
第

３
項
中

「
決

定

す
る

」
と

あ
る
の

は
「

決
定

す
る

も
の

と
し
、

そ
の

者
の

給
料

月
額

は
、
そ

の
者

の

受
け

る
号

給
に
応

じ
た

額
に

、
勤

務
時

間
等
条

例
第

２
条

第
４

項
の

規
定
に

よ
り

定

め
ら

れ
た

そ
の
者

の
勤

務
時

間
を

同
条

第
１
項

に
規

定
す

る
勤

務
時

間
で
除

し
て

得

た
数

（
以

下
「
算

出
率

」
と

い
う

。
）

を
乗
じ

て
得

た
額

と
す

る
」

と
、
同

条
第

４

項
、

第
６

項
及
び

第
７

項
中

「
決

定
す

る
」
と

あ
る

の
は

「
決

定
す

る
も
の

と
し

、

そ
の

者
の

給
料
月

額
は

、
そ

の
者

の
受

け
る
号

給
に

応
じ

た
額

に
、

算
出
率

を
乗

じ

て
得

た
額

と
す
る

」
と

、
職

員
の

給
与

条
例
第

1
2
条

第
２

項
中

「
再

任
用
短

時
間

勤

務
職

員
あ

あ
あ
」

と
あ

る
の

は
「

一
般

職
の
任

期
付

職
員

の
採

用
等

に
関
す

る
条

例

（
平

成
1
6
年

栃
木

県
条

例
第

３
号

）
第

４
条
の

規
定

に
よ

り
任

期
を

定
め
て

採
用

さ
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（
栃
木

県
警
察

職
員
に

対
す

る
特
別

褒
賞
金

の
授
与

に
関

す
る
条

例
の
一

部
改
正

）
 

第
1
7
条

 
栃

木
県
警

察
職
員

に
対

す
る
特

別
褒
賞

金
の
授

与
に

関
す
る

条
例
（

平
成
1
4
年
栃

木
県
条

例
第
3
6
号

）
の

一
部

を
次
の

よ
う
に

改
正
す

る
。

 
 

 
 

 
次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に

掲
げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下

線
で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る

。
 

 
 

（
一
般

職
の
任

期
付
職

員
の

採
用
等

に
関
す

る
条
例

の
一

部
改
正

）
 

第
1
8
条

 
一

般
職
の

任
期
付

職
員

の
採
用

等
に
関

す
る
条

例
（

平
成
1
6
年

栃
木

県
条
例

第
３

号
）
の

一
部
を

次
の
よ

う
に

改
正
す

る
。
 

 

 
 

 
次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に

掲
げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下

線
で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る

。
 

条
第

１
項

の
規
定

に
よ

り
引

き
続

い
て

勤
務
さ

せ
る

こ
と

と
さ

れ
、

又
は
同

条
第

２
項

の
規
定

に
よ
り

期
限
を

延
長

す
る
こ

と
と
さ

れ
て
い

る
職

員
 

(
5
)
?
略

 

３
 

略
 

条
第

１
項

の
規
定

に
よ

り
引

き
続

い
て

勤
務
さ

せ
る

こ
と

と
さ

れ
、

又
は
同

条
第

２
項

の
規
定

に
よ
り

期
限
を

延
長

す
る
こ

と
と
さ

れ
て
い

る
職

員
 

(
5
)
?
略

 

３
 

略
 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

（
趣

旨
）

 

第
１

条
 

こ
の

条
例

は
、

警
察

法
（

昭
和

2
9
年

法
律

第
1
6
2
号

）
第

5
5
条

第
１

項
の

職

員
で

、
常

時
勤
務

に
服

す
る

こ
と

を
要

す
る
も

の
及

び
地

方
公

務
員

法
（
昭

和
2
5
年

法
律

第
2
6
1
号

）
第

2
2
条

の
４

第
１

項
に

規
定

す
る

短
時

間
勤

務
の

職
を

占
め

る
も

の
（

以
下

「
職
員

」
と

い
う

。
）

に
対

す
る
特

別
褒

賞
金

の
授

与
に

関
し
、

必
要

な

事
項

を
定
め

る
も
の

と
す
る

。
 

（
趣

旨
）

 

第
１

条
 

こ
の

条
例

は
、

警
察

法
（

昭
和

2
9
年

法
律

第
1
6
2
号

）
第

5
5
条

第
１

項
の

職

員
で

、
常

時
勤
務

に
服

す
る

こ
と

を
要

す
る
も

の
及

び
地

方
公

務
員

法
（
昭

和
2
5
年

法
律

第
2
6
1
号

）
第

2
8
条

の
５

第
１

項
に

規
定

す
る

短
時

間
勤

務
の

職
を

占
め

る
も

の
（

以
下

「
職
員

」
と

い
う

。
）

に
対

す
る
特

別
褒

賞
金

の
授

与
に

関
し
、

必
要

な

事
項

を
定
め

る
も
の

と
す
る

。
 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

第
1
0
条

 
略

 

２
 

特
定

業
務

任
期

付
短

時
間

勤
務

職
員

に
対

す
る

職
員

の
給

与
条

例
第

６
条

第
３

項
、

第
４

項
、
第

６
項

及
び

第
７

項
、

第
1
2
条

第
２

項
並

び
に

第
1
5
条

第
２

項
及

び

第
３

項
の

規
定
の

適
用

に
つ

い
て

は
、

職
員
の

給
与

条
例

第
６

条
第

３
項
中

「
決

定

す
る

」
と

あ
る
の

は
「

決
定

す
る

も
の

と
し
、

そ
の

者
の

給
料

月
額

は
、
そ

の
者

の

受
け

る
号

給
に
応

じ
た

額
に

、
勤

務
時

間
等
条

例
第

２
条

第
４

項
の

規
定
に

よ
り

定

め
ら

れ
た

そ
の
者

の
勤

務
時

間
を

同
条

第
１
項

に
規

定
す

る
勤

務
時

間
で
除

し
て

得

た
数

（
以

下
「
算

出
率

」
と

い
う

。
）

を
乗
じ

て
得

た
額

と
す

る
」

と
、
同

条
第

４

項
、

第
６

項
及
び

第
７

項
中

「
決

定
す

る
」
と

あ
る

の
は

「
決

定
す

る
も
の

と
し

、

そ
の

者
の

給
料
月

額
は

、
そ

の
者

の
受

け
る
号

給
に

応
じ

た
額

に
、

算
出
率

を
乗

じ

て
得

た
額

と
す
る

」
と

、
職

員
の

給
与

条
例
第

1
2
条

第
２

項
中

「
定

年
前
再

任
用

短

時
間

勤
務

職
員
」

と
あ

る
の

は
「

一
般

職
の
任

期
付

職
員

の
採

用
等

に
関
す

る
条

例

（
平

成
1
6
年

栃
木

県
条

例
第

３
号

）
第

４
条
の

規
定

に
よ

り
任

期
を

定
め
て

採
用

さ

第
1
0
条

 
略

 

２
 

特
定

業
務

任
期

付
短

時
間

勤
務

職
員

に
対

す
る

職
員

の
給

与
条

例
第

６
条

第
３

項
、

第
４

項
、
第

６
項

及
び

第
７

項
、

第
1
2
条

第
２

項
並

び
に

第
1
5
条

第
２

項
及

び

第
３

項
の

規
定
の

適
用

に
つ

い
て

は
、

職
員
の

給
与

条
例

第
６

条
第

３
項
中

「
決

定

す
る

」
と

あ
る
の

は
「

決
定

す
る

も
の

と
し
、

そ
の

者
の

給
料

月
額

は
、
そ

の
者

の

受
け

る
号

給
に
応

じ
た

額
に

、
勤

務
時

間
等
条

例
第

２
条

第
４

項
の

規
定
に

よ
り

定

め
ら

れ
た

そ
の
者

の
勤

務
時

間
を

同
条

第
１
項

に
規

定
す

る
勤

務
時

間
で
除

し
て

得

た
数

（
以

下
「
算

出
率

」
と

い
う

。
）

を
乗
じ

て
得

た
額

と
す

る
」

と
、
同

条
第

４

項
、

第
６

項
及
び

第
７

項
中

「
決

定
す

る
」
と

あ
る

の
は

「
決

定
す

る
も
の

と
し

、

そ
の

者
の

給
料
月

額
は

、
そ

の
者

の
受

け
る
号

給
に

応
じ

た
額

に
、

算
出
率

を
乗

じ

て
得

た
額

と
す
る

」
と

、
職

員
の

給
与

条
例
第

1
2
条

第
２

項
中

「
再

任
用
短

時
間

勤

務
職

員
あ

あ
あ
」

と
あ

る
の

は
「

一
般

職
の
任

期
付

職
員

の
採

用
等

に
関
す

る
条

例

（
平

成
1
6
年

栃
木

県
条

例
第

３
号

）
第

４
条
の

規
定

に
よ

り
任

期
を

定
め
て

採
用

さ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

（
職
員

の
高
齢

者
部
分

休
業

に
関
す

る
条
例

の
一
部

改
正

）
 

第
1
9
条

 
職

員
の
高

齢
者
部

分
休

業
に
関

す
る
条

例
（
平

成
1
6
年

栃
木

県
条
例

第
4
7
号

）
の

一
部
を

次
の
よ

う
に
改

正
す

る
。
 

 

 
 

 
次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に

掲
げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下

線
で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る

。
 

れ
た

短
時

間
勤

務
職

員
（

以
下

「
特

定
業

務
任

期
付

短
時

間
勤

務
職

員
」

と
い

う
。

）
」

と
、
職

員
の

給
与

条
例

第
1
5
条

第
２

項
及

び
第

３
項

中
「

定
年
前

再
任

用

短
時

間
勤

務
職

員
」

と
あ

る
の

は
「

特
定

業
務

任
期

付
短

時
間

勤
務

職
員

」
と

す

る
。

 

３
 

特
定

業
務

任
期

付
短

時
間

勤
務

職
員
に

対
す

る
学

校
職

員
給

与
条
例

第
７

条
第

３

項
、

第
４

項
、
第

６
項

及
び

第
７

項
、

第
1
0
条

の
２

第
２

項
及

び
第

３
項
並

び
に

第

1
2
条

（
見

出
し
を

含
む

。
）

の
規

定
の

適
用
に

つ
い

て
は

、
学

校
職

員
給
与

条
例

第

７
条

第
３

項
中
「

決
定

す
る

」
と

あ
る

の
は
「

決
定

す
る

も
の

と
し

、
そ
の

者
の

給

料
月

額
は

、
そ
の

者
の

受
け

る
号

給
に

応
じ
た

額
に

、
勤

務
時

間
等

条
例
第

２
条

第

４
項

の
規

定
に
よ

り
定

め
ら

れ
た

そ
の

者
の
勤

務
時

間
を

同
条

第
１

項
に
規

定
す

る

勤
務

時
間

で
除
し

て
得

た
数

（
以

下
「

算
出
率

」
と

い
う

。
）

を
乗

じ
て
得

た
額

と

す
る

」
と

、
同

条
第

４
項

、
第

６
項

及
び

第
７

項
中

「
決

定
す

る
」

と
あ

る
の

は

「
決

定
す

る
も
の

と
し

、
そ

の
者

の
給

料
月
額

は
、

そ
の

者
の

受
け

る
号
給

に
応

じ

た
額

に
、

算
出
率

を
乗

じ
て

得
た

額
と

す
る
」

と
、

学
校

職
員

給
与

条
例
第

1
0
条

の

２
第

２
項

中
「
定

年
前

再
任

用
短

時
間

勤
務
職

員
」

と
あ

る
の

は
「

一
般
職

の
任

期

付
職

員
の

採
用
等

に
関

す
る

条
例

（
平

成
1
6
年

栃
木

県
条

例
第

３
号

）
第
４

条
の

規

定
に

よ
り

任
期
を

定
め

て
採

用
さ

れ
た

短
時
間

勤
務

職
員

（
次

項
に

お
い
て

「
特

定

業
務

任
期

付
短
時

間
勤

務
職

員
」

と
い

う
。
）

」
と

、
同

条
第

３
項

中
「
定

年
前

再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
」

と
あ

る
の

は
「

特
定

業
務

任
期

付
短

時
間

勤
務

職
員

」

と
、

学
校

職
員
給

与
条

例
第
1
2
条
（

見
出

し
を

含
む

。
）

中
「

扶
養

手
当

、
地

域
手

当
、

住
居

手
当
、

通
勤

手
当

、
単

身
赴

任
手
当

、
期

末
手

当
、

勤
勉

手
当
及

び
寒

冷

地
手

当
」

と
あ
る

の
は

「
地

域
手

当
、

通
勤
手

当
、

単
身

赴
任

手
当

、
期
末

手
当

及

び
勤

勉
手
当

」
と
す

る
。

 

れ
た

短
時

間
勤

務
職

員
（

以
下

「
特

定
業

務
任

期
付

短
時

間
勤

務
職

員
」

と
い

う
。

）
」

と
、
職

員
の

給
与

条
例

第
1
5
条

第
２

項
及

び
第

３
項

中
「

再
任
用

短
時

間

勤
務

職
員

あ
あ

あ
」

と
あ

る
の

は
「

特
定

業
務

任
期

付
短

時
間

勤
務

職
員

」
と

す

る
。

 

３
 

特
定

業
務

任
期

付
短

時
間

勤
務

職
員
に

対
す

る
学

校
職

員
給

与
条
例

第
７

条
第

３

項
、

第
４

項
、
第

６
項

及
び

第
７

項
、

第
1
0
条

の
２

第
２

項
及

び
第

３
項
並

び
に

第

1
2
条

（
見

出
し
を

含
む

。
）

の
規

定
の

適
用
に

つ
い

て
は

、
学

校
職

員
給
与

条
例

第

７
条

第
３

項
中
「

決
定

す
る

」
と

あ
る

の
は
「

決
定

す
る

も
の

と
し

、
そ
の

者
の

給

料
月

額
は

、
そ
の

者
の

受
け

る
号

給
に

応
じ
た

額
に

、
勤

務
時

間
等

条
例
第

２
条

第

４
項

の
規

定
に
よ

り
定

め
ら

れ
た

そ
の

者
の
勤

務
時

間
を

同
条

第
１

項
に
規

定
す

る

勤
務

時
間

で
除
し

て
得

た
数

（
以

下
「

算
出
率

」
と

い
う

。
）

を
乗

じ
て
得

た
額

と

す
る

」
と

、
同

条
第

４
項

、
第

６
項

及
び

第
７

項
中

「
決

定
す

る
」

と
あ

る
の

は

「
決

定
す

る
も
の

と
し

、
そ

の
者

の
給

料
月
額

は
、

そ
の

者
の

受
け

る
号
給

に
応

じ

た
額

に
、

算
出
率

を
乗

じ
て

得
た

額
と

す
る
」

と
、

学
校

職
員

給
与

条
例
第

1
0
条

の

２
第

２
項

中
「
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
あ
あ

あ
」

と
あ

る
の

は
「

一
般
職

の
任

期

付
職

員
の

採
用
等

に
関

す
る

条
例

（
平

成
1
6
年

栃
木

県
条

例
第

３
号

）
第
４

条
の

規

定
に

よ
り

任
期
を

定
め

て
採

用
さ

れ
た

短
時
間

勤
務

職
員

（
次

項
に

お
い
て

「
特

定

業
務

任
期

付
短
時

間
勤

務
職

員
」

と
い

う
。
）

」
と

、
同

条
第

３
項

中
「
再

任
用

短

時
間

勤
務

職
員

あ
あ

あ
」

と
あ

る
の

は
「

特
定

業
務

任
期

付
短

時
間

勤
務

職
員

」

と
、

学
校

職
員
給

与
条

例
第
1
2
条
（

見
出

し
を

含
む

。
）

中
「

扶
養

手
当

、
地

域
手

当
、

住
居

手
当
、

通
勤

手
当

、
単

身
赴

任
手
当

、
期

末
手

当
、

勤
勉

手
当
及

び
寒

冷

地
手

当
」

と
あ
る

の
は

「
地

域
手

当
、

通
勤
手

当
、

単
身

赴
任

手
当

、
期
末

手
当

及

び
勤

勉
手
当

」
と
す

る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

（
高

齢
者
部

分
休
業

の
承
認

）
 

第
２

条
 

任
命

権
者

は
、

職
員

（
臨

時
的
に

任
用

さ
れ

る
職

員
そ

の
他
の

法
律

に
よ

り

任
期

を
定

め
て
任

用
さ

れ
る

職
員

及
び

非
常
勤

職
員

を
除

く
。

以
下

同
じ
。

）
が

申

請
し

た
場

合
に
お

い
て

、
公

務
の

運
営

に
支
障

が
な

い
と

認
め

る
と

き
は
、

当
該

職

員
が

、
第

３
項
に

規
定

す
る

年
齢

に
達

し
た
日

の
属

す
る

年
度

の
翌

年
度
の

４
月

１

（
高

齢
者
部

分
休
業

の
承
認

）
 

第
２

条
 

任
命

権
者

は
、

職
員

（
臨

時
的
に

任
用

さ
れ

る
職

員
そ

の
他
の

法
律

に
よ

り

任
期

を
定

め
て
任

用
さ

れ
る

職
員

及
び

非
常
勤

職
員

を
除

く
。

以
下

同
じ
。

）
が

申

請
し

た
場

合
に
お

い
て

、
公

務
の

運
営

に
支
障

が
な

い
と

認
め

る
と

き
は
、

当
該

職

員
が

、
第

３
項
に

規
定

す
る

年
齢

に
達

し
た
日

の
属

す
る

年
度

の
翌

年
度
の

４
月

１
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（
職
員

の
高
齢

者
部
分

休
業

に
関
す

る
条
例

の
一
部

改
正

）
 

第
1
9
条

 
職

員
の
高

齢
者
部

分
休

業
に
関

す
る
条

例
（
平

成
1
6
年

栃
木

県
条
例

第
4
7
号

）
の

一
部
を

次
の
よ

う
に
改

正
す

る
。
 

 

 
 

 
次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に

掲
げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下

線
で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る

。
 

れ
た

短
時

間
勤

務
職

員
（

以
下

「
特

定
業

務
任

期
付

短
時

間
勤

務
職

員
」

と
い

う
。

）
」

と
、
職

員
の

給
与

条
例

第
1
5
条

第
２

項
及

び
第

３
項

中
「

定
年
前

再
任

用

短
時

間
勤

務
職

員
」

と
あ

る
の

は
「

特
定

業
務

任
期

付
短

時
間

勤
務

職
員

」
と

す

る
。

 

３
 

特
定

業
務

任
期

付
短

時
間

勤
務

職
員
に

対
す

る
学

校
職

員
給

与
条
例

第
７

条
第

３

項
、

第
４

項
、
第

６
項

及
び

第
７

項
、

第
1
0
条

の
２

第
２

項
及

び
第

３
項
並

び
に

第

1
2
条

（
見

出
し
を

含
む

。
）

の
規

定
の

適
用
に

つ
い

て
は

、
学

校
職

員
給
与

条
例

第

７
条

第
３

項
中
「

決
定

す
る

」
と

あ
る

の
は
「

決
定

す
る

も
の

と
し

、
そ
の

者
の

給

料
月

額
は

、
そ
の

者
の

受
け

る
号

給
に

応
じ
た

額
に

、
勤

務
時

間
等

条
例
第

２
条

第

４
項

の
規

定
に
よ

り
定

め
ら

れ
た

そ
の

者
の
勤

務
時

間
を

同
条

第
１

項
に
規

定
す

る

勤
務

時
間

で
除
し

て
得

た
数

（
以

下
「

算
出
率

」
と

い
う

。
）

を
乗

じ
て
得

た
額

と

す
る

」
と

、
同

条
第

４
項

、
第

６
項

及
び

第
７

項
中

「
決

定
す

る
」

と
あ

る
の

は

「
決

定
す

る
も
の

と
し

、
そ

の
者

の
給

料
月
額

は
、

そ
の

者
の

受
け

る
号
給

に
応

じ

た
額

に
、

算
出
率

を
乗

じ
て

得
た

額
と

す
る
」

と
、

学
校

職
員

給
与

条
例
第

1
0
条

の

２
第

２
項

中
「
定

年
前

再
任

用
短

時
間

勤
務
職

員
」

と
あ

る
の

は
「

一
般
職

の
任

期

付
職

員
の

採
用
等

に
関

す
る

条
例

（
平

成
1
6
年

栃
木

県
条

例
第

３
号

）
第
４

条
の

規

定
に

よ
り

任
期
を

定
め

て
採

用
さ

れ
た

短
時
間

勤
務

職
員

（
次

項
に

お
い
て

「
特

定

業
務

任
期

付
短
時

間
勤

務
職

員
」

と
い

う
。
）

」
と

、
同

条
第

３
項

中
「
定

年
前

再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
」

と
あ

る
の

は
「

特
定

業
務

任
期

付
短

時
間

勤
務

職
員

」

と
、

学
校

職
員
給

与
条

例
第
1
2
条
（

見
出

し
を

含
む

。
）

中
「

扶
養

手
当

、
地

域
手

当
、

住
居

手
当
、

通
勤

手
当

、
単

身
赴

任
手
当

、
期

末
手

当
、

勤
勉

手
当
及

び
寒

冷

地
手

当
」

と
あ
る

の
は

「
地

域
手

当
、

通
勤
手

当
、

単
身

赴
任

手
当

、
期
末

手
当

及

び
勤

勉
手
当

」
と
す

る
。

 

れ
た

短
時

間
勤

務
職

員
（

以
下

「
特

定
業

務
任

期
付

短
時

間
勤

務
職

員
」

と
い

う
。

）
」

と
、
職

員
の

給
与

条
例

第
1
5
条

第
２

項
及

び
第

３
項

中
「

再
任
用

短
時

間

勤
務

職
員

あ
あ

あ
」

と
あ

る
の

は
「

特
定

業
務

任
期

付
短

時
間

勤
務

職
員

」
と

す

る
。

 

３
 

特
定

業
務

任
期

付
短

時
間

勤
務

職
員
に

対
す

る
学

校
職

員
給

与
条
例

第
７

条
第

３

項
、

第
４

項
、
第

６
項

及
び

第
７

項
、

第
1
0
条

の
２

第
２

項
及

び
第

３
項
並

び
に

第

1
2
条

（
見

出
し
を

含
む

。
）

の
規

定
の

適
用
に

つ
い

て
は

、
学

校
職

員
給
与

条
例

第

７
条

第
３

項
中
「

決
定

す
る

」
と

あ
る

の
は
「

決
定

す
る

も
の

と
し

、
そ
の

者
の

給

料
月

額
は

、
そ
の

者
の

受
け

る
号

給
に

応
じ
た

額
に

、
勤

務
時

間
等

条
例
第

２
条

第

４
項

の
規

定
に
よ

り
定

め
ら

れ
た

そ
の

者
の
勤

務
時

間
を

同
条

第
１

項
に
規

定
す

る

勤
務

時
間

で
除
し

て
得

た
数

（
以

下
「

算
出
率

」
と

い
う

。
）

を
乗

じ
て
得

た
額

と

す
る

」
と

、
同

条
第

４
項

、
第

６
項

及
び

第
７

項
中

「
決

定
す

る
」

と
あ

る
の

は

「
決

定
す

る
も
の

と
し

、
そ

の
者

の
給

料
月
額

は
、

そ
の

者
の

受
け

る
号
給

に
応

じ

た
額

に
、

算
出
率

を
乗

じ
て

得
た

額
と

す
る
」

と
、

学
校

職
員

給
与

条
例
第

1
0
条

の

２
第

２
項

中
「
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
あ
あ

あ
」

と
あ

る
の

は
「

一
般
職

の
任

期

付
職

員
の

採
用
等

に
関

す
る

条
例

（
平

成
1
6
年

栃
木

県
条

例
第

３
号

）
第
４

条
の

規

定
に

よ
り

任
期
を

定
め

て
採

用
さ

れ
た

短
時
間

勤
務

職
員

（
次

項
に

お
い
て

「
特

定

業
務

任
期

付
短
時

間
勤

務
職

員
」

と
い

う
。
）

」
と

、
同

条
第

３
項

中
「
再

任
用

短

時
間

勤
務

職
員

あ
あ

あ
」

と
あ

る
の

は
「

特
定

業
務

任
期

付
短

時
間

勤
務

職
員

」

と
、

学
校

職
員
給

与
条

例
第
1
2
条
（

見
出

し
を

含
む

。
）

中
「

扶
養

手
当

、
地

域
手

当
、

住
居

手
当
、

通
勤

手
当

、
単

身
赴

任
手
当

、
期

末
手

当
、

勤
勉

手
当
及

び
寒

冷

地
手

当
」

と
あ
る

の
は

「
地

域
手

当
、

通
勤
手

当
、

単
身

赴
任

手
当

、
期
末

手
当

及

び
勤

勉
手
当

」
と
す

る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

（
高

齢
者
部

分
休
業

の
承
認

）
 

第
２

条
 

任
命

権
者

は
、

職
員

（
臨

時
的
に

任
用

さ
れ

る
職

員
そ

の
他
の

法
律

に
よ

り

任
期

を
定

め
て
任

用
さ

れ
る

職
員

及
び

非
常
勤

職
員

を
除

く
。

以
下

同
じ
。

）
が

申

請
し

た
場

合
に
お

い
て

、
公

務
の

運
営

に
支
障

が
な

い
と

認
め

る
と

き
は
、

当
該

職

員
が

、
第

３
項
に

規
定

す
る

年
齢

に
達

し
た
日

の
属

す
る

年
度

の
翌

年
度
の

４
月

１

（
高

齢
者
部

分
休
業

の
承
認

）
 

第
２

条
 

任
命

権
者

は
、

職
員

（
臨

時
的
に

任
用

さ
れ

る
職

員
そ

の
他
の

法
律

に
よ

り

任
期

を
定

め
て
任

用
さ

れ
る

職
員

及
び

非
常
勤

職
員

を
除

く
。

以
下

同
じ
。

）
が

申

請
し

た
場

合
に
お

い
て

、
公

務
の

運
営

に
支
障

が
な

い
と

認
め

る
と

き
は
、

当
該

職

員
が

、
第

３
項
に

規
定

す
る

年
齢

に
達

し
た
日

の
属

す
る

年
度

の
翌

年
度
の

４
月

１

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

（
栃
木

県
人
事

行
政
の

運
営

等
の
状

況
の
公

表
に
関

す
る

条
例
の

一
部
改

正
）

 

第
2
0
条

 
栃

木
県
人

事
行
政

の
運

営
等
の

状
況
の

公
表
に

関
す

る
条
例

（
平
成

1
7
年
栃

木
県

条
例
第

３
号
）

の
一
部

を
次

の
よ
う

に
改
正

す
る
。

 
 

 
 

 
次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に

掲
げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下

線
で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る

。
 

 
 

（
職
員

の
再
任

用
に
関

す
る

条
例
の

廃
止
）

 

 
第

2
1
条
 

職
員
の

再
任
用

に
関

す
る
条

例
（
平

成
1
3
年

栃
木

県
条
例

第
２
号

）
は
、

廃
止

す
る
。

 

 
 

 
 
附

 
則

 

 
（

施
行
期

日
）

 

第
１

条
 
こ

の
条
例

は
、
令

和
５

年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る

。
た
だ

し
、
第

４
条
中

職
員

の
退
職

手
当
に

関
す
る

条
例

第
1
2
条

の
改
正

規
定
、

同
条

例
附
則

第
2
7
項

の
改
正

規
 

定
（

「
附
則

第
1
1
条

」
を
「

附
則

第
1
3
条

」
に
改

め
る
部

分
に

限
る
。

）
及
び

同
条
例

附
則

第
3
1
項

の
改
正

規
定

（
「
平

成
3
4
年

３
月
3
1
日

」
を

「
令

和
７
年

３
月
3
1
日

」
に

 

日
以

後
の

日
で
、

当
該

申
請

に
お

い
て

示
し
た

日
か

ら
当

該
職

員
に

係
る
定

年
退

職

日
（

職
員

の
定

年
等

に
関

す
る

条
例

（
令

和
４

年
栃

木
県

条
例

第
2
9
号

）
第

２

条
に

規
定

す
る
定

年
退

職
日

を
い

う
。

）
ま
で

の
期

間
中

、
１

週
間

の
勤
務

時
間

の

一
部

に
つ

い
て
勤

務
し

な
い

こ
と

（
以

下
「
高

齢
者

部
分

休
業

」
と

い
う
。

）
を

承

認
す

る
こ
と

が
で
き

る
。

 

２
 

略
 

３
 

地
方

公
務

員
法

第
2
6
条

の
３

第
１

項
の

条
例

で
定

め
る

年
齢

は
、
職

員
の

定
年

等

に
関

す
る
条

例
第
３

条
に
規

定
す

る
定
年

か
ら
1
0
年

を
減

じ
た

年
齢
と

す
る
。

 

日
以

後
の

日
で
、

当
該

申
請

に
お

い
て

示
し
た

日
か

ら
当

該
職

員
に

係
る
定

年
退

職

日
（

職
員

の
定
年

等
に

関
す

る
条

例
（

昭
和
5
9
年

栃
木

県
条

例
第

２
号

）
あ

あ
第

２

条
に

規
定

す
る
定

年
退

職
日

を
い

う
。

）
ま
で

の
期

間
中

、
１

週
間

の
勤
務

時
間

の

一
部

に
つ

い
て
勤

務
し

な
い

こ
と

（
以

下
「
高

齢
者

部
分

休
業

」
と

い
う
。

）
を

承

認
す

る
こ
と

が
で
き

る
。

 

２
 

略
 

３
 

地
方

公
務

員
法

第
2
6
条

の
３

第
１

項
の

条
例

で
定

め
る

年
齢

は
、
職

員
の

定
年

等

に
関

す
る
条

例
第
３

条
に
規

定
す

る
定
年

か
ら
５

年
を
減

じ
た

年
齢
と

す
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

（
任

命
権
者

の
人
事

行
政
の

運
営

状
況
の

報
告
）

 

第
２

条
 
略

 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
り

任
命

権
者

が
報
告

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
事
項

は
、

次
に

掲

げ
る

事
項
と

す
る
。

 

(
1
)
?
職
員

（
臨

時
的

に
任

用
さ

れ
た

職
員

及
び
非

常
勤

職
員

（
地

方
公

務
員
法

第
2
2

条
の

４
第

１
項
に

規
定

す
る

短
時

間
勤

務
の
職

を
占

め
る

職
員

及
び

同
法
第

2
2
条

の
２

第
１

項
第
２

号
に

掲
げ

る
職

員
を

除
く
。

）
を

除
く

。
以

下
同

じ
。
）

の
任

用
の

状
況

 

 
(
2
)
～

(
1
0
)
?
略

 

 

（
公

表
）

 

第
４

条
 
略

 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
る

公
表

は
、

栃
木
県

公
報

へ
の

掲
載

、
イ

ン
タ
ー

ネ
ッ

ト
の

利

用
そ

の
他
の

知
事
が

適
当
と

認
め

る
方
法

に
よ
り

行
う
も

の
と

す
る
。

 

（
任

命
権
者

の
人
事

行
政
の

運
営

状
況
の

報
告
）

 

第
２

条
 
略

 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
り

任
命

権
者

が
報
告

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
事
項

は
、

次
に

掲

げ
る

事
項
と

す
る
。

 

(
1
)
?
職
員

（
臨

時
的

に
任

用
さ

れ
た

職
員

及
び
非

常
勤

職
員

（
地

方
公

務
員
法

第
2
8

条
の

５
第

１
項
に

規
定

す
る

短
時

間
勤

務
の
職

を
占

め
る

職
員

及
び

同
法
第

2
2
条

の
２

第
１

項
第
２

号
に

掲
げ

る
職

員
を

除
く
。

）
を

除
く

。
以

下
同

じ
。
）

の
任

用
の

状
況

 

 
(
2
)
～

(
1
0
)
?
略

 

 

（
公

表
）

 

第
４

条
 
略

 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
る

公
表

は
、

栃
木
県

公
報

へ
の

掲
載

、
イ

ン
タ
ー

ネ
ッ

ト
の

利

用
そ

の
他
あ

知
事
が

適
当
と

認
め

る
方
法

に
よ
り

行
う
も

の
と

す
る
。
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（
栃
木

県
人
事

行
政
の

運
営

等
の
状

況
の
公

表
に
関

す
る

条
例
の

一
部
改

正
）

 

第
2
0
条

 
栃

木
県
人

事
行
政

の
運

営
等
の

状
況
の

公
表
に

関
す

る
条
例

（
平
成

1
7
年
栃

木
県

条
例
第

３
号
）

の
一
部

を
次

の
よ
う

に
改
正

す
る
。

 
 

 
 

 
次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に

掲
げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下

線
で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る

。
 

 
 

（
職
員

の
再
任

用
に
関

す
る

条
例
の

廃
止
）

 

 
第

2
1
条
 

職
員
の

再
任
用

に
関

す
る
条

例
（
平

成
1
3
年

栃
木

県
条
例

第
２
号

）
は
、

廃
止

す
る
。

 

 
 

 
 
附

 
則

 

 
（

施
行
期

日
）

 

第
１

条
 
こ

の
条
例

は
、
令

和
５

年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る

。
た
だ

し
、
第

４
条
中

職
員

の
退
職

手
当
に

関
す
る

条
例

第
1
2
条

の
改
正

規
定
、

同
条

例
附
則

第
2
7
項

の
改
正

規
 

定
（

「
附
則

第
1
1
条

」
を
「

附
則

第
1
3
条

」
に
改

め
る
部

分
に

限
る
。

）
及
び

同
条
例

附
則

第
3
1
項

の
改
正

規
定

（
「
平

成
3
4
年

３
月
3
1
日

」
を

「
令

和
７
年

３
月
3
1
日

」
に

 

日
以

後
の

日
で
、

当
該

申
請

に
お

い
て

示
し
た

日
か

ら
当

該
職

員
に

係
る
定

年
退

職

日
（

職
員

の
定

年
等

に
関

す
る

条
例

（
令

和
４

年
栃

木
県

条
例

第
2
9
号

）
第

２

条
に

規
定

す
る
定

年
退

職
日

を
い

う
。

）
ま
で

の
期

間
中

、
１

週
間

の
勤
務

時
間

の

一
部

に
つ

い
て
勤

務
し

な
い

こ
と

（
以

下
「
高

齢
者

部
分

休
業

」
と

い
う
。

）
を

承

認
す

る
こ
と

が
で
き

る
。

 

２
 

略
 

３
 

地
方

公
務

員
法

第
2
6
条

の
３

第
１

項
の

条
例

で
定

め
る

年
齢

は
、
職

員
の

定
年

等

に
関

す
る
条

例
第
３

条
に
規

定
す

る
定
年

か
ら
1
0
年

を
減

じ
た

年
齢
と

す
る
。

 

日
以

後
の

日
で
、

当
該

申
請

に
お

い
て

示
し
た

日
か

ら
当

該
職

員
に

係
る
定

年
退

職

日
（

職
員

の
定
年

等
に

関
す

る
条

例
（

昭
和
5
9
年

栃
木

県
条

例
第

２
号

）
あ

あ
第

２

条
に

規
定

す
る
定

年
退

職
日

を
い

う
。

）
ま
で

の
期

間
中

、
１

週
間

の
勤
務

時
間

の

一
部

に
つ

い
て
勤

務
し

な
い

こ
と

（
以

下
「
高

齢
者

部
分

休
業

」
と

い
う
。

）
を

承

認
す

る
こ
と

が
で
き

る
。

 

２
 

略
 

３
 

地
方

公
務

員
法

第
2
6
条

の
３

第
１

項
の

条
例

で
定

め
る

年
齢

は
、
職

員
の

定
年

等

に
関

す
る
条

例
第
３

条
に
規

定
す

る
定
年

か
ら
５

年
を
減

じ
た

年
齢
と

す
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

（
任

命
権
者

の
人
事

行
政
の

運
営

状
況
の

報
告
）

 

第
２

条
 
略

 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
り

任
命

権
者

が
報
告

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
事
項

は
、

次
に

掲

げ
る

事
項
と

す
る
。

 

(
1
)
?
職
員

（
臨

時
的

に
任

用
さ

れ
た

職
員

及
び
非

常
勤

職
員

（
地

方
公

務
員
法

第
2
2

条
の

４
第

１
項
に

規
定

す
る

短
時

間
勤

務
の
職

を
占

め
る

職
員

及
び

同
法
第

2
2
条

の
２

第
１

項
第
２

号
に

掲
げ

る
職

員
を

除
く
。

）
を

除
く

。
以

下
同

じ
。
）

の
任

用
の

状
況

 

 
(
2
)
～

(
1
0
)
?
略

 

 

（
公

表
）

 

第
４

条
 
略

 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
る

公
表

は
、

栃
木
県

公
報

へ
の

掲
載

、
イ

ン
タ
ー

ネ
ッ

ト
の

利

用
そ

の
他
の

知
事
が

適
当
と

認
め

る
方
法

に
よ
り

行
う
も

の
と

す
る
。

 

（
任

命
権
者

の
人
事

行
政
の

運
営

状
況
の

報
告
）

 

第
２

条
 
略

 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
り

任
命

権
者

が
報
告

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
事
項

は
、

次
に

掲

げ
る

事
項
と

す
る
。

 

(
1
)
?
職
員

（
臨

時
的

に
任

用
さ

れ
た

職
員

及
び
非

常
勤

職
員

（
地

方
公

務
員
法

第
2
8

条
の

５
第

１
項
に

規
定

す
る

短
時

間
勤

務
の
職

を
占

め
る

職
員

及
び

同
法
第

2
2
条

の
２

第
１

項
第
２

号
に

掲
げ

る
職

員
を

除
く
。

）
を

除
く

。
以

下
同

じ
。
）

の
任

用
の

状
況

 

 
(
2
)
～

(
1
0
)
?
略

 

 

（
公

表
）

 

第
４

条
 
略

 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
る

公
表

は
、

栃
木
県

公
報

へ
の

掲
載

、
イ

ン
タ
ー

ネ
ッ

ト
の

利

用
そ

の
他
あ

知
事
が

適
当
と

認
め

る
方
法

に
よ
り

行
う
も

の
と

す
る
。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

改
め

る
部
分

に
限
る

。
）
並

び
に

附
則
第

５
条
第

２
項
及

び
第

３
項
並

び
に
第

1
1
条
の

規
定

は
、
公

布
の
日

か
ら
施

行
す

る
。

 

 
 

（
職
員

の
給
与

に
関
す

る
条

例
の
一

部
改
正

に
伴
う

経
過

措
置
）

 

 
第

２
条
 

第
１
条

の
規
定

に
よ

る
改
正

後
の
職

員
の
給

与
に

関
す
る

条
例
（

以
下
「

新
給

与
条
例

」
と
い

う
。
）

附
則

第
1
0
項

か
ら
第

2
0
項
ま

で
の

規
定
は

、
地
方

公
務
員

法
の

 

 
 

一
部

を
改

正
す

る
法

律
（

令
和

３
年

法
律

第
6
3
号

。
以

下
「

改
正

法
」

と
い

う
。

）
附

則
第

３
条

第
５

項
又

は
第

６
項

の
規

定
に

よ
り

勤
務

し
て

い
る

職
員

に
は

適
用

し
な

 

い
。

 

 
２

 
暫
定

再
任
用

職
員
（

改
正

法
附
則

第
４
条

第
１
項

若
し

く
は
第

２
項
又

は
第
６

条
第

１
項
若

し
く
は

第
２
項

（
こ

れ
ら
の

規
定
を

改
正
法

附
則

第
９
条

第
３
項

の
規
定

に
よ

 

 
 

り
読
み

替
え
て

適
用
す

る
場

合
を
含

む
。
）

の
規
定

に
よ

り
採
用

さ
れ
た

職
員
を

い
う

。
以
下

同
じ
。

）
（
暫

定
再

任
用
短

時
間
勤

務
職
員

（
地

方
公
務

員
法
（

昭
和
2
5
年
法

 

 
 

律
第

2
6
1
号

）
第

2
2
条

の
４

第
１

項
に

規
定

す
る

短
時

間
勤

務
の

職
を

占
め

る
暫

定
再

任
用

職
員

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

を
除

く
。

以
下

こ
の

項
及

び
次

項
に

お
い

て
同

 

じ
。

）
の
給

料
月
額

は
、
当

該
暫

定
再
任

用
職
員

が
同
条

第
３

項
に
規

定
す
る

定
年
前

再
任

用
短
時

間
勤
務

職
員
（

以
下

「
定
年

前
再
任

用
短
時

間
勤

務
職
員

」
と
い

う
。
）

 

で
あ

る
も
の

と
し
た

場
合
に

適
用

さ
れ
る

職
員
の

給
与
に

関
す

る
条
例

第
５
条

第
２
項

に
規

定
す
る

給
料
表

の
定
年

前
再

任
用
短

時
間
勤

務
職
員

の
欄

に
掲
げ

る
基
準

給
料
月

 

額
の

う
ち
、

同
条
例

第
６
条

第
２

項
の
規

定
に
よ

り
当
該

暫
定

再
任
用

職
員
の

属
す
る

職
務

の
級
に

応
じ
た

額
と
す

る
。

 

 
３

 
地

方
公

務
員

の
育

児
休

業
等

に
関

す
る

法
律

（
平

成
３

年
法

律
第

1
1
0
号

）
第

1
0
条

第
１

項
に

規
定

す
る

育
児

短
時

間
勤

務
を

し
て

い
る

暫
定

再
任

用
職

員
に

対
す

る
前

項
 

 
 

の
規
定

の
適
用

に
つ
い

て
は

、
同
項

中
「
と

す
る
」

と
あ

る
の
は

、
「
に

、
職
員

の
勤

務
時
間

、
休
日

及
び
休

暇
に

関
す
る

条
例
第

２
条
第

２
項

の
規
定

に
よ
り

定
め
ら

れ
た

 

当
該

暫
定
再

任
用
職

員
の
勤

務
時

間
を
同

条
第
１

項
に
規

定
す

る
勤
務

時
間
で

除
し
て

得
た

数
を
乗

じ
て
得

た
額

と
す
る

」
と
す

る
。

 

 
４

 
暫
定

再
任
用

短
時
間

勤
務

職
員
の

給
料
月

額
は
、

当
該

暫
定
再

任
用
短

時
間
勤

務
職

員
が
定

年
前
再

任
用
短

時
間

勤
務
職

員
で
あ

る
も
の

と
し

た
場
合

に
適
用

さ
れ
る

職
員

 

の
給

与
に
関

す
る
条

例
第
５

条
第

２
項
に

規
定
す

る
給
料

表
の

定
年
前

再
任
用

短
時
間

勤
務

職
員
の

欄
に
掲

げ
る
基

準
給

料
月
額

の
う
ち

、
同
条

例
第

６
条
第

２
項
の

規
定
に

 

よ
り

当
該
暫

定
再
任

用
短
時

間
勤

務
職
員

の
属
す

る
職
務

の
級

に
応
じ

た
額
に

、
職
員

の
勤

務
時
間

、
休
日

及
び
休

暇
に

関
す
る

条
例
第

２
条
第

３
項

又
は
第

５
項
の

規
定
に

 

よ
り

定
め
ら

れ
た
当

該
暫
定

再
任

用
短
時

間
勤
務

職
員
の

勤
務

時
間
を

同
条
第

１
項
に

規
定

す
る
勤

務
時
間

で
除
し

て
得

た
数
を

乗
じ
て

得
た
額

と
す

る
。

 

 
５

 
暫
定

再
任
用

短
時
間

勤
務

職
員
は

、
定
年

前
再
任

用
短

時
間
勤

務
職
員

と
み
な

し
て

、
新
給

与
条
例

第
1
2
条

第
２

項
、
第

1
5
条
第

２
項
及

び
第

３
項
並

び
に
附

則
第
５

項
の

 

規
定

を
適
用

す
る
。

 

 
６

 
暫
定

再
任
用

職
員
は

、
定

年
前
再

任
用
短

時
間
勤

務
職

員
と
み

な
し
て

、
新
給

与
条

例
第
2
0
条

第
３

項
の

規
定
を

適
用
す

る
。

 

 
７

 
新
給

与
条
例

第
2
0
条

の
４

第
１
項

の
職
員

に
暫
定

再
任

用
職
員

が
含
ま

れ
る
場

合
に

お
け
る

勤
勉
手

当
の
額

の
同

条
第
２

項
各
号

に
掲
げ

る
職

員
の
区

分
ご
と

の
総
額

の
算

 

定
に

係
る
同

項
の
規

定
の
適

用
に

つ
い
て

は
、
同

項
第
１

号
中

「
定
年

前
再
任

用
短
時

間
勤

務
職
員

」
と
あ

る
の
は

「
定

年
前
再

任
用
短

時
間
勤

務
職

員
及
び

地
方
公

務
員
法

 

の
一

部
を
改

正
す
る

法
律
（

令
和

３
年
法

律
第
6
3
号

）
附

則
第

４
条
第

１
項
若

し
く
は

第
２

項
又
は

第
６
条

第
１
項

若
し

く
は
第

２
項
の

規
定
に

よ
り

採
用
さ

れ
た
職

員
（
次

 

号
に

お
い
て

「
暫
定

再
任
用

職
員

」
と
い

う
。
）

」
と
、

同
項

第
２
号

中
「
定

年
前
再

任
用

短
時
間

勤
務
職

員
」
と

あ
る

の
は
「

定
年
前

再
任
用

短
時

間
勤
務

職
員
及

び
暫
定

 

再
任

用
職
員

」
と
す

る
。

 

 
８

 
職
員

の
給
与

に
関
す

る
条

例
第
６

条
第
３

項
、
第

６
項

及
び
第

８
項
か

ら
第
1
0
項
ま

で
、
第

９
条
の

３
か
ら

第
1
1
条

ま
で

、
第
1
1
条

の
３

か
ら

第
1
1
条

の
５
ま

で
、
第

1
3
条

 

の
２

、
第
1
3
条

の
３

並
び
に

第
2
1
条

並
び

に
新
給

与
条
例

第
６

条
第
４

項
、
第

５
項
及

び
第

７
項
の

規
定
は

、
暫
定

再
任

用
職
員

に
は
適

用
し
な

い
。

 

 
９

 
第
２

項
か
ら

前
項
ま

で
に

定
め
る

も
の
の

ほ
か
、

暫
定

再
任
用

職
員
の

給
与
に

関
し

必
要
な

事
項

は
、

人
事

委
員

会
規
則

で
定
め

る
。

 

 
 

（
栃
木

県
公
立

学
校
職

員
給

与
条
例

の
一
部

改
正
に

伴
う

経
過
措

置
）

 

 
第

３
条
 

第
２
条

の
規
定

に
よ

る
改
正

後
の
栃

木
県
公

立
学

校
職
員

給
与
条

例
（
以

下
「

新
学
校

給
与
条

例
」
と

い
う

。
）
附

則
第
2
0
項

か
ら

第
2
7
項

ま
で

の
規
定

は
、
改

正
法

 

附
則

第
３
条

第
５
項

又
は
第

６
項

の
規
定

に
よ
り

勤
務
し

て
い

る
職
員

に
は
適

用
し
な

い
。

 

 
２

 
暫
定

再
任
用

職
員
（

暫
定

再
任
用

短
時
間

勤
務
職

員
を

除
く
。

以
下
こ

の
項
及

び
次

項
に
お

い
て
同

じ
。
）

の
給

料
月
額

は
、
当

該
暫
定

再
任

用
職
員

が
定
年

前
再
任

用
短

 

時
間

勤
務
職

員
で
あ

る
も
の

と
し

た
場
合

に
適
用

さ
れ
る

栃
木

県
公
立

学
校
職

員
給
与

条
例

第
６
条

第
２
項

に
規
定

す
る

給
料
表

の
定
年

前
再
任

用
短

時
間
勤

務
職
員

の
欄
に
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改
め

る
部
分

に
限
る

。
）
並

び
に

附
則
第

５
条
第

２
項
及

び
第

３
項
並

び
に
第

1
1
条
の

規
定

は
、
公

布
の
日

か
ら
施

行
す

る
。

 

 
 

（
職
員

の
給
与

に
関
す

る
条

例
の
一

部
改
正

に
伴
う

経
過

措
置
）

 

 
第

２
条
 

第
１
条

の
規
定

に
よ

る
改
正

後
の
職

員
の
給

与
に

関
す
る

条
例
（

以
下
「

新
給

与
条
例

」
と
い

う
。
）

附
則

第
1
0
項

か
ら
第

2
0
項
ま

で
の

規
定
は

、
地
方

公
務
員

法
の

 

 
 

一
部

を
改

正
す

る
法

律
（

令
和

３
年

法
律

第
6
3
号

。
以

下
「

改
正

法
」

と
い

う
。

）
附

則
第

３
条

第
５

項
又

は
第

６
項

の
規

定
に

よ
り

勤
務

し
て

い
る

職
員

に
は

適
用

し
な

 

い
。

 

 
２

 
暫
定

再
任
用

職
員
（

改
正

法
附
則

第
４
条

第
１
項

若
し

く
は
第

２
項
又

は
第
６

条
第

１
項
若

し
く
は

第
２
項

（
こ

れ
ら
の

規
定
を

改
正
法

附
則

第
９
条

第
３
項

の
規
定

に
よ

 

 
 

り
読
み

替
え
て

適
用
す

る
場

合
を
含

む
。
）

の
規
定

に
よ

り
採
用

さ
れ
た

職
員
を

い
う

。
以
下

同
じ
。

）
（
暫

定
再

任
用
短

時
間
勤

務
職
員

（
地

方
公
務

員
法
（

昭
和
2
5
年
法

 

 
 

律
第

2
6
1
号

）
第

2
2
条

の
４

第
１

項
に

規
定

す
る

短
時

間
勤

務
の

職
を

占
め

る
暫

定
再

任
用

職
員

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

を
除

く
。

以
下

こ
の

項
及

び
次

項
に

お
い

て
同

 

じ
。

）
の
給

料
月
額

は
、
当

該
暫

定
再
任

用
職
員

が
同
条

第
３

項
に
規

定
す
る

定
年
前

再
任

用
短
時

間
勤
務

職
員
（

以
下

「
定
年

前
再
任

用
短
時

間
勤

務
職
員

」
と
い

う
。
）

 

で
あ

る
も
の

と
し
た

場
合
に

適
用

さ
れ
る

職
員
の

給
与
に

関
す

る
条
例

第
５
条

第
２
項

に
規

定
す
る

給
料
表

の
定
年

前
再

任
用
短

時
間
勤

務
職
員

の
欄

に
掲
げ

る
基
準

給
料
月

 

額
の

う
ち
、

同
条
例

第
６
条

第
２

項
の
規

定
に
よ

り
当
該

暫
定

再
任
用

職
員
の

属
す
る

職
務

の
級
に

応
じ
た

額
と
す

る
。

 

 
３

 
地

方
公

務
員

の
育

児
休

業
等

に
関

す
る

法
律

（
平

成
３

年
法

律
第

1
1
0
号

）
第

1
0
条

第
１

項
に

規
定

す
る

育
児

短
時

間
勤

務
を

し
て

い
る

暫
定

再
任

用
職

員
に

対
す

る
前

項
 

 
 

の
規
定

の
適
用

に
つ
い

て
は

、
同
項

中
「
と

す
る
」

と
あ

る
の
は

、
「
に

、
職
員

の
勤

務
時
間

、
休
日

及
び
休

暇
に

関
す
る

条
例
第

２
条
第

２
項

の
規
定

に
よ
り

定
め
ら

れ
た

 

当
該

暫
定
再

任
用
職

員
の
勤

務
時

間
を
同

条
第
１

項
に
規

定
す

る
勤
務

時
間
で

除
し
て

得
た

数
を
乗

じ
て
得

た
額

と
す
る

」
と
す

る
。

 

 
４

 
暫
定

再
任
用

短
時
間

勤
務

職
員
の

給
料
月

額
は
、

当
該

暫
定
再

任
用
短

時
間
勤

務
職

員
が
定

年
前
再

任
用
短

時
間

勤
務
職

員
で
あ

る
も
の

と
し

た
場
合

に
適
用

さ
れ
る

職
員

 

の
給

与
に
関

す
る
条

例
第
５

条
第

２
項
に

規
定
す

る
給
料

表
の

定
年
前

再
任
用

短
時
間

勤
務

職
員
の

欄
に
掲

げ
る
基

準
給

料
月
額

の
う
ち

、
同
条

例
第

６
条
第

２
項
の

規
定
に

 

よ
り

当
該
暫

定
再
任

用
短
時

間
勤

務
職
員

の
属
す

る
職
務

の
級

に
応
じ

た
額
に

、
職
員

の
勤

務
時
間

、
休
日

及
び
休

暇
に

関
す
る

条
例
第

２
条
第

３
項

又
は
第

５
項
の

規
定
に

 

よ
り

定
め
ら

れ
た
当

該
暫
定

再
任

用
短
時

間
勤
務

職
員
の

勤
務

時
間
を

同
条
第

１
項
に

規
定

す
る
勤

務
時
間

で
除
し

て
得

た
数
を

乗
じ
て

得
た
額

と
す

る
。

 

 
５

 
暫
定

再
任
用

短
時
間

勤
務

職
員
は

、
定
年

前
再
任

用
短

時
間
勤

務
職
員

と
み
な

し
て

、
新
給

与
条
例

第
1
2
条

第
２

項
、
第

1
5
条
第

２
項
及

び
第

３
項
並

び
に
附

則
第
５

項
の

 

規
定

を
適
用

す
る
。

 

 
６

 
暫
定

再
任
用

職
員
は

、
定

年
前
再

任
用
短

時
間
勤

務
職

員
と
み

な
し
て

、
新
給

与
条

例
第
2
0
条

第
３

項
の

規
定
を

適
用
す

る
。

 

 
７

 
新
給

与
条
例

第
2
0
条

の
４

第
１
項

の
職
員

に
暫
定

再
任

用
職
員

が
含
ま

れ
る
場

合
に

お
け
る

勤
勉
手

当
の
額

の
同

条
第
２

項
各
号

に
掲
げ

る
職

員
の
区

分
ご
と

の
総
額

の
算

 

定
に

係
る
同

項
の
規

定
の
適

用
に

つ
い
て

は
、
同

項
第
１

号
中

「
定
年

前
再
任

用
短
時

間
勤

務
職
員

」
と
あ

る
の
は

「
定

年
前
再

任
用
短

時
間
勤

務
職

員
及
び

地
方
公

務
員
法

 

の
一

部
を
改

正
す
る

法
律
（

令
和

３
年
法

律
第
6
3
号

）
附

則
第

４
条
第

１
項
若

し
く
は

第
２

項
又
は

第
６
条

第
１
項

若
し

く
は
第

２
項
の

規
定
に

よ
り

採
用
さ

れ
た
職

員
（
次

 

号
に

お
い
て

「
暫
定

再
任
用

職
員

」
と
い

う
。
）

」
と
、

同
項

第
２
号

中
「
定

年
前
再

任
用

短
時
間

勤
務
職

員
」
と

あ
る

の
は
「

定
年
前

再
任
用

短
時

間
勤
務

職
員
及

び
暫
定

 

再
任

用
職
員

」
と
す

る
。

 

 
８

 
職
員

の
給
与

に
関
す

る
条

例
第
６

条
第
３

項
、
第

６
項

及
び
第

８
項
か

ら
第
1
0
項
ま

で
、
第

９
条
の

３
か
ら

第
1
1
条

ま
で

、
第
1
1
条

の
３

か
ら

第
1
1
条

の
５
ま

で
、
第

1
3
条

 

の
２

、
第
1
3
条

の
３

並
び
に

第
2
1
条

並
び

に
新
給

与
条
例

第
６

条
第
４

項
、
第

５
項
及

び
第

７
項
の

規
定
は

、
暫
定

再
任

用
職
員

に
は
適

用
し
な

い
。

 

 
９

 
第
２

項
か
ら

前
項
ま

で
に

定
め
る

も
の
の

ほ
か
、

暫
定

再
任
用

職
員
の

給
与
に

関
し

必
要
な

事
項

は
、

人
事

委
員

会
規
則

で
定
め

る
。

 

 
 

（
栃
木

県
公
立

学
校
職

員
給

与
条
例

の
一
部

改
正
に

伴
う

経
過
措

置
）

 

 
第

３
条
 

第
２
条

の
規
定

に
よ

る
改
正

後
の
栃

木
県
公

立
学

校
職
員

給
与
条

例
（
以

下
「

新
学
校

給
与
条

例
」
と

い
う

。
）
附

則
第
2
0
項

か
ら

第
2
7
項

ま
で

の
規
定

は
、
改

正
法

 

附
則

第
３
条

第
５
項

又
は
第

６
項

の
規
定

に
よ
り

勤
務
し

て
い

る
職
員

に
は
適

用
し
な

い
。

 

 
２

 
暫
定

再
任
用

職
員
（

暫
定

再
任
用

短
時
間

勤
務
職

員
を

除
く
。

以
下
こ

の
項
及

び
次

項
に
お

い
て
同

じ
。
）

の
給

料
月
額

は
、
当

該
暫
定

再
任

用
職
員

が
定
年

前
再
任

用
短

 

時
間

勤
務
職

員
で
あ

る
も
の

と
し

た
場
合

に
適
用

さ
れ
る

栃
木

県
公
立

学
校
職

員
給
与

条
例

第
６
条

第
２
項

に
規
定

す
る

給
料
表

の
定
年

前
再
任

用
短

時
間
勤

務
職
員

の
欄
に

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

掲
げ

る
基
準

給
料
月

額
の
う

ち
、

同
条
例

第
７
条

第
２
項

の
規

定
に
よ

り
当
該

暫
定
再

任
用

職
員
の

属
す
る

職
務
の

級
に

応
じ
た

額
と
す

る
。

 

 
３

 
地
方

公
務
員

の
育
児

休
業

等
に
関

す
る
法

律
第
1
0
条
第

１
項
に

規
定
す

る
育
児

短
時

間
勤
務

を
し
て

い
る
暫

定
再

任
用
職

員
に
対

す
る
前

項
の

規
定
の

適
用
に

つ
い
て

は
、

 

同
項

中
「
と

す
る
」

と
あ
る

の
は

、
「
に

、
学
校

職
員
の

勤
務

時
間
そ

の
他
の

勤
務
条

件
に

関
す
る

条
例

第
２

条
第

２
項

の
規
定

に
よ
り

定
め
ら

れ
た

当
該
暫

定
再
任

用
職
員

 

の
勤

務
時
間

を
同
条

第
１
項

に
規

定
す
る

勤
務
時

間
で
除

し
て

得
た
数

を
乗
じ

て
得
た

額
と

す
る
」

と
す
る

。
 

 
４

 
暫
定

再
任
用

短
時
間

勤
務

職
員
の

給
料
月

額
は
、

当
該

暫
定
再

任
用
短

時
間
勤

務
職

員
が
定

年
前
再

任
用
短

時
間

勤
務
職

員
で
あ

る
も
の

と
し

た
場
合

に
適
用

さ
れ
る

栃
木

 

県
公

立
学
校

職
員
給

与
条
例

第
６

条
第
２

項
に
規

定
す
る

給
料

表
の
定

年
前
再

任
用
短

時
間

勤
務
職

員
の
欄

に
掲
げ

る
基

準
給
料

月
額
の

う
ち
、

同
条

例
第
７

条
第
２

項
の
規

 

定
に

よ
り
当

該
暫
定

再
任
用

短
時

間
勤
務

職
員
の

属
す
る

職
務

の
級
に

応
じ
た

額
に
、

学
校

職
員
の

勤
務
時

間
そ
の

他
の

勤
務
条

件
に
関

す
る
条

例
第

２
条
第

３
項
又

は
第
５

 

項
の

規
定
に

よ
り
定

め
ら
れ

た
当

該
暫
定

再
任
用

短
時
間

勤
務

職
員
の

勤
務
時

間
を
同

条
第

１
項
に

規
定
す

る
勤
務

時
間

で
除
し

て
得
た

数
を
乗

じ
て

得
た
額

と
す
る

。
 

 
５

 
暫
定

再
任
用

短
時
間

勤
務

職
員
は

、
定
年

前
再
任

用
短

時
間
勤

務
職
員

と
み
な

し
て

、
新
学

校
給
与

条
例
第

1
0
条

の
２

第
２
項

及
び
第

３
項

の
規

定
を
適

用
す
る

。
 

 
６

 
栃
木

県
公
立

学
校
職

員
給

与
条
例

第
７
条

第
３
項

、
第

４
項
、

第
６
項

及
び
第

８
項

か
ら
第

1
0
項
ま

で
、
第

８
条

の
３
、

第
９
条

の
２
並

び
に

第
９
条

の
３
並

び
に
新

学
校

 

 
 

給
与
条

例
第
７

条
第
５

項
及

び
第
７

項
の
規

定
は
、

暫
定

再
任
用

職
員
に

は
適
用

し
な

い
。

 

 
７

 
第
２

項
か
ら

前
項
ま

で
に

定
め
る

も
の
の

ほ
か
、

暫
定

再
任
用

職
員
の

給
与
に

関
し

必
要
な

事
項
は

、
教
育

委
員

会
が
人

事
委
員

会
と
協

議
し

て
教
育

委
員
会

規
則
で

定
め

 

る
。

 

 
 

（
栃
木

県
企
業

局
企
業

職
員

の
給
与

の
種
類

及
び
基

準
に

関
す
る

条
例
の

一
部
改

正
に

伴
う
経

過
措
置

）
 

 
第

４
条
 

栃
木
県

企
業
局

企
業

職
員
の

給
与
の

種
類
及

び
基

準
に
関

す
る
条

例
第
５

条
、

第
６
条

、
第
６

条
の
３

、
第

８
条
の

２
、
第

８
条
の

３
、

第
1
3
条

及
び
第

1
6
条
の

規
定

 

は
、

暫
定
再

任
用
職

員
に
は

適
用

し
な
い

。
 

 
２

 
前
項

に
定
め

る
も
の

の
ほ

か
、
暫

定
再
任

用
職
員

の
給

与
に
関

し
必
要

な
事
項

は
、

管
理
者

の
権
限

を
行
う

知
事

が
定
め

る
。

 

 
（

職
員
の

退
職
手

当
に
関

す
る

条
例
の

一
部
改

正
に
伴

う
経

過
措
置

）
 

第
５

条
 

暫
定

再
任

用
職
員

に
対

す
る
第

４
条
の

規
定
に

よ
る

改
正
後

の
職
員

の
退
職

手
当

に
関
す

る
条
例

（
以
下

「
新

退
職
手

当
条
例

」
と
い

う
。

）
第
２

条
第
１

項
の
規

定
 

の
適

用
に
つ

い
て
は

、
同
項

中
「

（
以
下

「
職
員

」
と
い

う
。

）
」
と

あ
る
の

は
、
「

（
地

方
公
務

員
法
の

一
部
を

改
正

す
る
法

律
（
令

和
３
年

法
律

第
6
3
号

）
附
則

第
４
条

 

第
１

項
若
し

く
は
第

２
項
又

は
第

６
条
第

１
項
若

し
く
は

第
２

項
（
こ

れ
ら
の

規
定
を

同
法

附
則
第

９
条
第

３
項
の

規
定

に
よ
り

読
み
替

え
て
適

用
す

る
場
合

を
含
む

。
）
の

 

規
定

に
よ
り

採
用
さ

れ
た
職

員
を

除
く
。

以
下
「

職
員
」

と
い

う
。
）

」
と
す

る
。

 

２
 

新
退
職

手
当
条

例
第
1
2
条
第

４
項
の

規
定
は

、
令
和

４
年

７
月
１

日
以
後

に
同
項

の
事

業
を
開

始
し
た

職
員
そ

の
他

こ
れ
に

準
ず
る

も
の
と

し
て

同
項
の

人
事
委

員
会
規

則
 

 
で

定
め
る

職
員
に

該
当
す

る
に

至
っ
た

者
に
つ

い
て
適

用
す

る
。

 

３
 

新
退
職

手
当
条

例
附
則

第
1
6
項

の
規

定
は
、

退
職
職

員
（

退
職
し

た
新
退

職
手
当

条
例

第
２
条

第
１
項

に
規
定

す
る

職
員
を

い
う
。

）
で
あ

っ
て

職
員
の

退
職
手

当
に
関

す
 

る
条

例
第
1
2
条

第
１

項
第
２

号
に

規
定
す

る
所
定

給
付
日

数
か

ら
同
項

に
規
定

す
る
待

期
日

数
を
減

じ
た
日

数
分
の

同
項

の
退
職

手
当
又

は
同
号

の
規

定
の
例

に
よ
り

雇
用
保

 

険
法

（
昭

和
4
9
年

法
律

第
1
1
6
号

）
の

規
定

を
適

用
し

た
場

合
に

お
け

る
そ

の
者

に
係

る
同

号
に

規
定

す
る

所
定

給
付

日
数

に
相

当
す

る
日

数
分

の
同

条
第

３
項

の
退

職
手

当
 

の
支

給
を
受

け
終
わ

っ
た
日

が
令

和
４
年

４
月
１

日
以
後

で
あ

る
も
の

に
つ
い

て
適
用

す
る

。
 

 
（

職
員
の

服
務
の

宣
誓
に

関
す

る
条
例

の
一
部

改
正
に

伴
う

経
過
措

置
）

 

第
６

条
 
暫

定
再
任

用
職
員

は
、

地
方
公

務
員
法

第
2
2
条

の
４

第
１
項

の
規
定

に
よ
り

採
用

さ
れ
た

職
員
と

み
な
し

て
、

第
５
条

の
規
定

に
よ
る

改
正

後
の
職

員
の
服

務
の
宣

誓
 

に
関

す
る
条

例
第
２

条
第
１

項
の

規
定
を

適
用
す

る
。

 

 
（

職
員
の

勤
務
時

間
、
休

日
及

び
休
暇

に
関
す

る
条
例

の
一

部
改
正

に
伴
う

経
過
措

置
）

 

第
７

条
 

暫
定

再
任

用
短
時

間
勤

務
職
員

は
、
地

方
公
務

員
法

第
2
2
条

の
４
第

１
項
の

規
定

に
よ
り

採
用
さ

れ
た
職

員
と

み
な
し

て
、
第

1
4
条
の

規
定

に
よ
る

改
正
後

の
職
員

の
 

勤
務

時
間
、

休
日
及

び
休
暇

に
関

す
る
条

例
第
２

条
第
３

項
、

第
３
条

第
１
項

及
び
第

２
項

、
第
４

条
第
２

項
、
第

1
1
条

第
１

項
並
び

に
第
1
7
条

の
規
定

を
適
用

す
る
。
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掲
げ

る
基
準

給
料
月

額
の
う

ち
、

同
条
例

第
７
条

第
２
項

の
規

定
に
よ

り
当
該

暫
定
再

任
用

職
員
の

属
す
る

職
務
の

級
に

応
じ
た

額
と
す

る
。

 

 
３

 
地
方

公
務
員

の
育
児

休
業

等
に
関

す
る
法

律
第
1
0
条
第

１
項
に

規
定
す

る
育
児

短
時

間
勤
務

を
し
て

い
る
暫

定
再

任
用
職

員
に
対

す
る
前

項
の

規
定
の

適
用
に

つ
い
て

は
、

 

同
項

中
「
と

す
る
」

と
あ
る

の
は

、
「
に

、
学
校

職
員
の

勤
務

時
間
そ

の
他
の

勤
務
条

件
に

関
す
る

条
例

第
２

条
第

２
項

の
規
定

に
よ
り

定
め
ら

れ
た

当
該
暫

定
再
任

用
職
員

 

の
勤

務
時
間

を
同
条

第
１
項

に
規

定
す
る

勤
務
時

間
で
除

し
て

得
た
数

を
乗
じ

て
得
た

額
と

す
る
」

と
す
る

。
 

 
４

 
暫
定

再
任
用

短
時
間

勤
務

職
員
の

給
料
月

額
は
、

当
該

暫
定
再

任
用
短

時
間
勤

務
職

員
が
定

年
前
再

任
用
短

時
間

勤
務
職

員
で
あ

る
も
の

と
し

た
場
合

に
適
用

さ
れ
る

栃
木

 

県
公

立
学
校

職
員
給

与
条
例

第
６

条
第
２

項
に
規

定
す
る

給
料

表
の
定

年
前
再

任
用
短

時
間

勤
務
職

員
の
欄

に
掲
げ

る
基

準
給
料

月
額
の

う
ち
、

同
条

例
第
７

条
第
２

項
の
規

 

定
に

よ
り
当

該
暫
定

再
任
用

短
時

間
勤
務

職
員
の

属
す
る

職
務

の
級
に

応
じ
た

額
に
、

学
校

職
員
の

勤
務
時

間
そ
の

他
の

勤
務
条

件
に
関

す
る
条

例
第

２
条
第

３
項
又

は
第
５

 

項
の

規
定
に

よ
り
定

め
ら
れ

た
当

該
暫
定

再
任
用

短
時
間

勤
務

職
員
の

勤
務
時

間
を
同

条
第

１
項
に

規
定
す

る
勤
務

時
間

で
除
し

て
得
た

数
を
乗

じ
て

得
た
額

と
す
る

。
 

 
５

 
暫
定

再
任
用

短
時
間

勤
務

職
員
は

、
定
年

前
再
任

用
短

時
間
勤

務
職
員

と
み
な

し
て

、
新
学

校
給
与

条
例
第

1
0
条

の
２

第
２
項

及
び
第

３
項

の
規

定
を
適

用
す
る

。
 

 
６

 
栃
木

県
公
立

学
校
職

員
給

与
条
例

第
７
条

第
３
項

、
第

４
項
、

第
６
項

及
び
第

８
項

か
ら
第

1
0
項
ま

で
、
第

８
条

の
３
、

第
９
条

の
２
並

び
に

第
９
条

の
３
並

び
に
新

学
校

 

 
 

給
与
条

例
第
７

条
第
５

項
及

び
第
７

項
の
規

定
は
、

暫
定

再
任
用

職
員
に

は
適
用

し
な

い
。

 

 
７

 
第
２

項
か
ら

前
項
ま

で
に

定
め
る

も
の
の

ほ
か
、

暫
定

再
任
用

職
員
の

給
与
に

関
し

必
要
な

事
項
は

、
教
育

委
員

会
が
人

事
委
員

会
と
協

議
し

て
教
育

委
員
会

規
則
で

定
め

 

る
。

 

 
 

（
栃
木

県
企
業

局
企
業

職
員

の
給
与

の
種
類

及
び
基

準
に

関
す
る

条
例
の

一
部
改

正
に

伴
う
経

過
措
置

）
 

 
第

４
条
 

栃
木
県

企
業
局

企
業

職
員
の

給
与
の

種
類
及

び
基

準
に
関

す
る
条

例
第
５

条
、

第
６
条

、
第
６

条
の
３

、
第

８
条
の

２
、
第

８
条
の

３
、

第
1
3
条

及
び
第

1
6
条
の

規
定

 

は
、

暫
定
再

任
用
職

員
に
は

適
用

し
な
い

。
 

 
２

 
前
項

に
定
め

る
も
の

の
ほ

か
、
暫

定
再
任

用
職
員

の
給

与
に
関

し
必
要

な
事
項

は
、

管
理
者

の
権
限

を
行
う

知
事

が
定
め

る
。

 

 
（

職
員
の

退
職
手

当
に
関

す
る

条
例
の

一
部
改

正
に
伴

う
経

過
措
置

）
 

第
５

条
 

暫
定

再
任

用
職
員

に
対

す
る
第

４
条
の

規
定
に

よ
る

改
正
後

の
職
員

の
退
職

手
当

に
関
す

る
条
例

（
以
下

「
新

退
職
手

当
条
例

」
と
い

う
。

）
第
２

条
第
１

項
の
規

定
 

の
適

用
に
つ

い
て
は

、
同
項

中
「

（
以
下

「
職
員

」
と
い

う
。

）
」
と

あ
る
の

は
、
「

（
地

方
公
務

員
法
の

一
部
を

改
正

す
る
法

律
（
令

和
３
年

法
律

第
6
3
号

）
附
則

第
４
条

 

第
１

項
若
し

く
は
第

２
項
又

は
第

６
条
第

１
項
若

し
く
は

第
２

項
（
こ

れ
ら
の

規
定
を

同
法

附
則
第

９
条
第

３
項
の

規
定

に
よ
り

読
み
替

え
て
適

用
す

る
場
合

を
含
む

。
）
の

 

規
定

に
よ
り

採
用
さ

れ
た
職

員
を

除
く
。

以
下
「

職
員
」

と
い

う
。
）

」
と
す

る
。

 

２
 

新
退
職

手
当
条

例
第
1
2
条
第

４
項
の

規
定
は

、
令
和

４
年

７
月
１

日
以
後

に
同
項

の
事

業
を
開

始
し
た

職
員
そ

の
他

こ
れ
に

準
ず
る

も
の
と

し
て

同
項
の

人
事
委

員
会
規

則
 

 
で

定
め
る

職
員
に

該
当
す

る
に

至
っ
た

者
に
つ

い
て
適

用
す

る
。

 

３
 

新
退
職

手
当
条

例
附
則

第
1
6
項

の
規

定
は
、

退
職
職

員
（

退
職
し

た
新
退

職
手
当

条
例

第
２
条

第
１
項

に
規
定

す
る

職
員
を

い
う
。

）
で
あ

っ
て

職
員
の

退
職
手

当
に
関

す
 

る
条

例
第
1
2
条

第
１

項
第
２

号
に

規
定
す

る
所
定

給
付
日

数
か

ら
同
項

に
規
定

す
る
待

期
日

数
を
減

じ
た
日

数
分
の

同
項

の
退
職

手
当
又

は
同
号

の
規

定
の
例

に
よ
り

雇
用
保

 

険
法

（
昭

和
4
9
年

法
律

第
1
1
6
号

）
の

規
定

を
適

用
し

た
場

合
に

お
け

る
そ

の
者

に
係

る
同

号
に

規
定

す
る

所
定

給
付

日
数

に
相

当
す

る
日

数
分

の
同

条
第

３
項

の
退

職
手

当
 

の
支

給
を
受

け
終
わ

っ
た
日

が
令

和
４
年

４
月
１

日
以
後

で
あ

る
も
の

に
つ
い

て
適
用

す
る

。
 

 
（

職
員
の

服
務
の

宣
誓
に

関
す

る
条
例

の
一
部

改
正
に

伴
う

経
過
措

置
）

 

第
６

条
 
暫

定
再
任

用
職
員

は
、

地
方
公

務
員
法

第
2
2
条

の
４

第
１
項

の
規
定

に
よ
り

採
用

さ
れ
た

職
員
と

み
な
し

て
、

第
５
条

の
規
定

に
よ
る

改
正

後
の
職

員
の
服

務
の
宣

誓
 

に
関

す
る
条

例
第
２

条
第
１

項
の

規
定
を

適
用
す

る
。

 

 
（

職
員
の

勤
務
時

間
、
休

日
及

び
休
暇

に
関
す

る
条
例

の
一

部
改
正

に
伴
う

経
過
措

置
）

 

第
７

条
 

暫
定

再
任

用
短
時

間
勤

務
職
員

は
、
地

方
公
務

員
法

第
2
2
条

の
４
第

１
項
の

規
定

に
よ
り

採
用
さ

れ
た
職

員
と

み
な
し

て
、
第

1
4
条
の

規
定

に
よ
る

改
正
後

の
職
員

の
 

勤
務

時
間
、

休
日
及

び
休
暇

に
関

す
る
条

例
第
２

条
第
３

項
、

第
３
条

第
１
項

及
び
第

２
項

、
第
４

条
第
２

項
、
第

1
1
条

第
１

項
並
び

に
第
1
7
条

の
規
定

を
適
用

す
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

（
学

校
職
員

の
勤
務

時
間
そ

の
他

の
勤
務

条
件
に

関
す
る

条
例

の
一
部

改
正
に

伴
う
経

過
措

置
）

 

第
８

条
 
暫

定
再
任

用
短
時

間
勤

務
職
員

は
、
地

方
公
務

員
法

第
2
2
条

の
４
第

１
項
の

規
定

に
よ
り

採
用
さ

れ
た
職

員
と

み
な
し

て
、
第

1
5
条
の

規
定

に
よ
る

改
正
後

の
学
校

職
 

員
の

勤
務
時

間
そ
の

他
の
勤

務
条

件
に
関

す
る
条

例
第
２

条
第

３
項
、

第
３
条

、
第
1
1
条
第

１
項
及

び
第

1
6
条

第
２

項
の

規
定
を

適
用
す

る
。

 

 
（

公
益
的

法
人
等

へ
の
職

員
の

派
遣
等

に
関
す

る
条
例

の
一

部
改
正

に
伴
う

経
過
措

置
）

 

第
９

条
 
暫

定
再
任

用
職
員

に
対

す
る
第

1
6
条
の

規
定
に

よ
る

改
正
後

の
公
益

的
法
人

等
へ

の
職
員

の
派
遣

等
に
関

す
る

条
例
第

２
条
第

２
項
の

規
定

の
適
用

に
つ
い

て
は
、

同
 

項
第

１
号
中

「
任
期

を
定
め

て
任

用
さ
れ

る
職
員

」
と
あ

る
の

は
、
「

任
期
を

定
め
て

任
用

さ
れ
る

職
員
（

地
方
公

務
員

法
の
一

部
を
改

正
す
る

法
律

（
令
和

３
年
法

律
第
6
3
 

号
）

附
則
第

４
条
第

１
項
又

は
第

２
項
（

こ
れ
ら

の
規
定

を
同

法
附
則

第
９
条

第
３
項

の
規

定
に
よ

り
読
み

替
え
て

適
用

す
る
場

合
を
含

む
。
）

の
規

定
に
よ

り
採
用

さ
れ
る

 

職
員

を
除
く

。
）
」

と
す
る

。
 

 
（

職
員
の

高
齢
者

部
分
休

業
に

関
す
る

条
例
の

一
部
改

正
に

伴
う
経

過
措
置

）
 

第
1
0
条

 
令

和
５
年

４
月
１

日
か

ら
令
和

1
3
年
３

月
3
1
日

ま
で

の
間
に

お
け
る

第
1
9
条

の
規

定
に
よ

る
改
正

後
の
職

員
の

高
齢
者

部
分
休

業
に
関

す
る

条
例
第

２
条
第

３
項
の

規
 

定
の

適
用
に

つ
い
て

は
、
同

項
中

「
規
定

す
る
定

年
」
と

あ
る

の
は
「

規
定
す

る
定
年

（
退

職
の
日

に
お
い

て
定
め

ら
れ

て
い
る

当
該
職

員
に
係

る
定

年
に
達

す
る
日

が
令
和

 

５
年

４
月
１

日
か
ら

令
和
1
3
年
３

月
3
1
日

ま
で
の

間
で
あ

る
場

合
に
お

い
て
は

、
同
条

例
附

則
第
２

条
第
１

項
（
同

条
例

第
３
条

第
２
項

に
規
定

す
る

者
に
あ

っ
て
は

、
同
条

 

例
附

則
第
２

条
第
２

項
）
の

表
の

左
欄
に

掲
げ
る

期
間
の

区
分

に
応
じ

、
そ
れ

ぞ
れ
同

表
の

右
欄
に

掲
げ
る

字
句
と

す
る

。
）
」

と
す
る

ほ
か
、

次
の

表
の
左

欄
に
掲

げ
る
期

 

間
の

区
分
に

応
じ
、

同
項
中

「
1
0
年

」
と

あ
る
の

は
そ
れ

ぞ
れ

同
表
の

右
欄
に

掲
げ
る

字
句

と
す
る

。
 

令
和

５
年
４

月
１
日

か
ら
令

和
７

年
３
月

3
1
日
ま

で
 

６
年

 

令
和

７
年
４

月
１
日

か
ら
令

和
９

年
３
月

3
1
日
ま

で
 

７
年

 

令
和

９
年
４

月
１
日

か
ら
令

和
1
1
年

３
月

3
1
日
ま

で
 

８
年

 

令
和

1
1
年
４

月
１
日

か
ら
令

和
1
3
年

３
月

3
1
日
ま

で
 

９
年

 

 
（

人
事
委

員
会
規

則
へ
の

委
任

）
 

第
1
1
条

 
附

則
第
２

条
か
ら

前
条

ま
で
に

定
め
る

も
の
の

ほ
か

、
こ
の

条
例
の

施
行
に

関
し

必
要
な

事
項
は

、
人
事

委
員

会
規
則

で
定
め

る
。

 

 
（

職
員
の

退
職
手

当
に
関

す
る

条
例
の

一
部
を

改
正
す

る
条

例
の
一

部
改
正

）
 

第
1
2
条

 
職

員
の
退

職
手
当

に
関

す
る
条

例
の
一

部
を
改

正
す

る
条
例

（
昭
和

4
8
年
栃

木
県

条
例
第

3
2
号
）

の
一
部

を
次

の
よ
う

に
改
正

す
る
。

 
 

 
 

 
次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に

掲
げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下

線
で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る

。
 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

 
 

 
附
 

則
 

１
～

４
 
略

 

５
 

適
用

日
に

在
職

す
る

職
員

（
適

用
日
に

改
正

前
の

職
員

の
退

職
手
当

に
関

す
る

条

例
（

以
下

「
旧
条

例
」

と
い

う
。

）
第

９
条
の

２
第

１
項

に
規

定
す

る
公
庫

等
職

員

（
以

下
「

指
定
法

人
職

員
」

と
い

う
。

）
と
し

て
在

職
す

る
者

の
う

ち
、
適

用
日

前

に
職

員
か

ら
引
き

続
い

て
指

定
法

人
職

員
と
な

っ
た

者
又

は
適

用
日

に
職
員

以
外

の

地
方

公
務

員
等
と

し
て

在
職

す
る

者
で

、
指
定

法
人

職
員

又
は

職
員

以
外
の

地
方

公

務
員

等
と

し
て
在

職
し

た
後

引
き

続
い

て
職
員

と
な

っ
た

も
の

を
含

む
。
次

項
及

び

附
則

第
７

項
に
お

い
て

同
じ

。
）

の
う

ち
、
適

用
日

以
後

に
職

員
の

退
職
手

当
に

関

 
 

 
附
 

則
 

１
～

４
 
略

 

５
 

適
用

日
に

在
職

す
る

職
員

（
適

用
日
に

改
正

前
の

職
員

の
退

職
手
当

に
関

す
る

条

例
（

以
下

「
旧
条

例
」

と
い

う
。

）
第

９
条
の

２
第

１
項

に
規

定
す

る
公
庫

等
職

員

（
以

下
「

指
定
法

人
職

員
」

と
い

う
。

）
と
し

て
在

職
す

る
者

の
う

ち
、
適

用
日

前

に
職

員
か

ら
引
き

続
い

て
指

定
法

人
職

員
と
な

っ
た

者
又

は
適

用
日

に
職
員

以
外

の

地
方

公
務

員
等
と

し
て

在
職

す
る

者
で

、
指
定

法
人

職
員

又
は

職
員

以
外
の

地
方

公

務
員

等
と

し
て
在

職
し

た
後

引
き

続
い

て
職
員

と
な

っ
た

も
の

を
含

む
。
次

項
及

び

附
則

第
７

項
に
お

い
て

同
じ

。
）

の
う

ち
、
適

用
日

以
後

に
新

条
例

あ
あ
あ

あ
あ

あ
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（
学

校
職
員

の
勤
務

時
間
そ

の
他

の
勤
務

条
件
に

関
す
る

条
例

の
一
部

改
正
に

伴
う
経

過
措

置
）

 

第
８

条
 
暫

定
再
任

用
短
時

間
勤

務
職
員

は
、
地

方
公
務

員
法

第
2
2
条

の
４
第

１
項
の

規
定

に
よ
り

採
用
さ

れ
た
職

員
と

み
な
し

て
、
第

1
5
条
の

規
定

に
よ
る

改
正
後

の
学
校

職
 

員
の

勤
務
時

間
そ
の

他
の
勤

務
条

件
に
関

す
る
条

例
第
２

条
第

３
項
、

第
３
条

、
第
1
1
条
第

１
項
及

び
第

1
6
条

第
２

項
の

規
定
を

適
用
す

る
。

 

 
（

公
益
的

法
人
等

へ
の
職

員
の

派
遣
等

に
関
す

る
条
例

の
一

部
改
正

に
伴
う

経
過
措

置
）

 

第
９

条
 
暫

定
再
任

用
職
員

に
対

す
る
第

1
6
条
の

規
定
に

よ
る

改
正
後

の
公
益

的
法
人

等
へ

の
職
員

の
派
遣

等
に
関

す
る

条
例
第

２
条
第

２
項
の

規
定

の
適
用

に
つ
い

て
は
、

同
 

項
第

１
号
中

「
任
期

を
定
め

て
任

用
さ
れ

る
職
員

」
と
あ

る
の

は
、
「

任
期
を

定
め
て

任
用

さ
れ
る

職
員
（

地
方
公

務
員

法
の
一

部
を
改

正
す
る

法
律

（
令
和

３
年
法

律
第
6
3
 

号
）

附
則
第

４
条
第

１
項
又

は
第

２
項
（

こ
れ
ら

の
規
定

を
同

法
附
則

第
９
条

第
３
項

の
規

定
に
よ

り
読
み

替
え
て

適
用

す
る
場

合
を
含

む
。
）

の
規

定
に
よ

り
採
用

さ
れ
る

 

職
員

を
除
く

。
）
」

と
す
る

。
 

 
（

職
員
の

高
齢
者

部
分
休

業
に

関
す
る

条
例
の

一
部
改

正
に

伴
う
経

過
措
置

）
 

第
1
0
条

 
令

和
５
年

４
月
１

日
か

ら
令
和

1
3
年
３

月
3
1
日

ま
で

の
間
に

お
け
る

第
1
9
条

の
規

定
に
よ

る
改
正

後
の
職

員
の

高
齢
者

部
分
休

業
に
関

す
る

条
例
第

２
条
第

３
項
の

規
 

定
の

適
用
に

つ
い
て

は
、
同

項
中

「
規
定

す
る
定

年
」
と

あ
る

の
は
「

規
定
す

る
定
年

（
退

職
の
日

に
お
い

て
定
め

ら
れ

て
い
る

当
該
職

員
に
係

る
定

年
に
達

す
る
日

が
令
和

 

５
年

４
月
１

日
か
ら

令
和
1
3
年
３

月
3
1
日

ま
で
の

間
で
あ

る
場

合
に
お

い
て
は

、
同
条

例
附

則
第
２

条
第
１

項
（
同

条
例

第
３
条

第
２
項

に
規
定

す
る

者
に
あ

っ
て
は

、
同
条

 

例
附

則
第
２

条
第
２

項
）
の

表
の

左
欄
に

掲
げ
る

期
間
の

区
分

に
応
じ

、
そ
れ

ぞ
れ
同

表
の

右
欄
に

掲
げ
る

字
句
と

す
る

。
）
」

と
す
る

ほ
か
、

次
の

表
の
左

欄
に
掲

げ
る
期

 

間
の

区
分
に

応
じ
、

同
項
中

「
1
0
年

」
と

あ
る
の

は
そ
れ

ぞ
れ

同
表
の

右
欄
に

掲
げ
る

字
句

と
す
る

。
 

令
和

５
年
４

月
１
日

か
ら
令

和
７

年
３
月

3
1
日
ま

で
 

６
年

 

令
和

７
年
４

月
１
日

か
ら
令

和
９

年
３
月

3
1
日
ま

で
 

７
年

 

令
和

９
年
４

月
１
日

か
ら
令

和
1
1
年

３
月

3
1
日
ま

で
 

８
年

 

令
和

1
1
年
４

月
１
日

か
ら
令

和
1
3
年

３
月

3
1
日
ま

で
 

９
年

 

 
（

人
事
委

員
会
規

則
へ
の

委
任

）
 

第
1
1
条

 
附

則
第
２

条
か
ら

前
条

ま
で
に

定
め
る

も
の
の

ほ
か

、
こ
の

条
例
の

施
行
に

関
し

必
要
な

事
項
は

、
人
事

委
員

会
規
則

で
定
め

る
。

 

 
（

職
員
の

退
職
手

当
に
関

す
る

条
例
の

一
部
を

改
正
す

る
条

例
の
一

部
改
正

）
 

第
1
2
条

 
職

員
の
退

職
手
当

に
関

す
る
条

例
の
一

部
を
改

正
す

る
条
例

（
昭
和

4
8
年
栃

木
県

条
例
第

3
2
号
）

の
一
部

を
次

の
よ
う

に
改
正

す
る
。

 
 

 
 

 
次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に

掲
げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下

線
で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る

。
 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

 
 

 
附
 

則
 

１
～

４
 
略

 

５
 

適
用

日
に

在
職

す
る

職
員

（
適

用
日
に

改
正

前
の

職
員

の
退

職
手
当

に
関

す
る

条

例
（

以
下

「
旧
条

例
」

と
い

う
。

）
第

９
条
の

２
第

１
項

に
規

定
す

る
公
庫

等
職

員

（
以

下
「

指
定
法

人
職

員
」

と
い

う
。

）
と
し

て
在

職
す

る
者

の
う

ち
、
適

用
日

前

に
職

員
か

ら
引
き

続
い

て
指

定
法

人
職

員
と
な

っ
た

者
又

は
適

用
日

に
職
員

以
外

の

地
方

公
務

員
等
と

し
て

在
職

す
る

者
で

、
指
定

法
人

職
員

又
は

職
員

以
外
の

地
方

公

務
員

等
と

し
て
在

職
し

た
後

引
き

続
い

て
職
員

と
な

っ
た

も
の

を
含

む
。
次

項
及

び

附
則

第
７

項
に
お

い
て

同
じ

。
）

の
う

ち
、
適

用
日

以
後

に
職

員
の

退
職
手

当
に

関

 
 

 
附
 

則
 

１
～

４
 
略

 

５
 

適
用

日
に

在
職

す
る

職
員

（
適

用
日
に

改
正

前
の

職
員

の
退

職
手
当

に
関

す
る

条

例
（

以
下

「
旧
条

例
」

と
い

う
。

）
第

９
条
の

２
第

１
項

に
規

定
す

る
公
庫

等
職

員

（
以

下
「

指
定
法

人
職

員
」

と
い

う
。

）
と
し

て
在

職
す

る
者

の
う

ち
、
適

用
日

前

に
職

員
か

ら
引
き

続
い

て
指

定
法

人
職

員
と
な

っ
た

者
又

は
適

用
日

に
職
員

以
外

の

地
方

公
務

員
等
と

し
て

在
職

す
る

者
で

、
指
定

法
人

職
員

又
は

職
員

以
外
の

地
方

公

務
員

等
と

し
て
在

職
し

た
後

引
き

続
い

て
職
員

と
な

っ
た

も
の

を
含

む
。
次

項
及

び

附
則

第
７

項
に
お

い
て

同
じ

。
）

の
う

ち
、
適

用
日

以
後

に
新

条
例

あ
あ
あ

あ
あ

あ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

す
る

条
例

第
３
条

か
ら

第
５

条
ま

で
又

は
附
則

第
1
7
項

若
し

く
は

第
1
8
項
の

規
定

に

該
当

す
る

退
職
を

し
、

か
つ

、
そ

の
勤

続
期
間

が
3
5
年

以
下

で
あ

る
者

に
対

す
る

退

職
手

当
の

基
本
額

は
、

当
分

の
間

、
同

条
例
第

３
条

か
ら

第
５

条
の

３
の
２

ま
で

及

び
附

則
第

1
7
項

か
ら

第
2
5
項

ま
で

の
規

定
に

よ
り

計
算

し
た

額
に

そ
れ

ぞ
れ

1
0
0
分

の
8
3
.
7
を
乗

じ
て
得

た
額
と

す
る

。
 

６
 

適
用

日
に

在
職

す
る

職
員

の
う

ち
、
適

用
日

以
後

に
職

員
の

退
職
手

当
に

関
す

る

条
例

第
３

条
第
１

項
の

規
定

に
該

当
す

る
退
職

を
し

、
か

つ
、

そ
の

勤
続
期

間
が

3
6

年
以

上
4
2
年

以
下

で
あ

る
者

に
対

す
る

退
職

手
当

の
基

本
額

は
、

当
分

の
間

、
同

項
、

同
条

例
あ
第

５
条

の
２

（
同

条
例

第
５
条

の
３

の
２

に
お

い
て

読
み
替

え
て

準

用
す

る
場

合
を
含

む
。

）
並

び
に

附
則

第
2
0
項

及
び

第
2
1
項

の
規

定
に

よ
り

計
算

し

た
額

に
前
項

に
定
め

る
割
合

を
乗

じ
て
得

た
額
と

す
る
。

 

７
 

適
用

日
に

在
職

す
る

職
員

の
う

ち
、
適

用
日

以
後

に
職

員
の

退
職
手

当
に

関
す

る

条
例

第
５

条
又
は

附
則

第
1
8
項

の
規

定
に

該
当

す
る

退
職

を
し

、
か

つ
、
そ

の
勤

続

期
間

が
3
5
年

を
超

え
る

者
に

対
す

る
退

職
手
当

の
基

本
額

は
、

当
分

の
間
、

そ
の

者

の
勤

続
期

間
を
3
5
年

と
し

て
附

則
第

５
項

の
規

定
に

よ
り

計
算

し
て

得
ら
れ

る
額

と

す
る

。
 

８
 

条
例

第
5
2
号

附
則

第
２

項
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
職

員
で

附
則
第

５
項

か
ら

前

項
ま

で
の

規
定
に

該
当

す
る

も
の

に
対

す
る
退

職
手

当
の

額
は

、
職

員
の
退

職
手

当

に
関

す
る

条
例
第

２
条

の
３

か
ら

第
５

条
の
３

の
２

ま
で

及
び

第
５

条
の
６

か
ら

第

５
条

の
1
0
ま

で
、

条
例

第
5
2
号

附
則

第
２

項
並

び
に

こ
の

条
例

附
則

第
５
項

か
ら

前

項
ま

で
又

は
附
則

第
1
6
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

そ
の

者
に

つ
き

条
例
第

3
2
号

に

よ
る

改
正

前
の
職

員
の

退
職

手
当

に
関

す
る
条

例
の

規
定

に
よ

り
計

算
し
た

退
職

手

当
の

額
と

職
員
の

退
職

手
当

に
関

す
る

条
例
及

び
附

則
第

５
項

か
ら

前
項
ま

で
又

は

附
則

第
1
6
項

の
規

定
に

よ
り

計
算

し
た

退
職
手

当
の

額
と

の
い

ず
れ

か
多
い

額
と

す

る
。

 

９
～

1
3
 
略

 

1
4
 

附
則

第
９

項
に

規
定

す
る

者
又

は
附
則

第
1
1
項

の
規

定
に

該
当

す
る

者
が

適
用

日

以
後

に
退

職
し
た

場
合

に
お

け
る

そ
の

者
に
対

す
る

職
員

の
退

職
手

当
に
関

す
る

条

例
第

２
条

の
３
及

び
第

５
条

の
1
0
の

規
定

に
よ

る
退

職
手

当
の

額
は

、
同
条

例
第

２

条
の

３
か

ら
第
５

条
の

３
の

２
ま

で
及

び
第
５

条
の

６
か

ら
第

５
条

の
1
0
ま

で
、

条

例
第
5
2
号

附
則
第

２
項

並
び

に
こ

の
条

例
附
則

第
５

項
か

ら
附

則
第

８
項
ま

で
の

規

定
に

か
か

わ
ら
ず

、
第

１
号

に
掲

げ
る

額
か
ら

第
２

号
に

掲
げ

る
額

を
控
除

し
て

得

た
額

（
そ

の
控
除

し
て

得
た

額
が

、
そ

の
者
に

つ
き

旧
条

例
及

び
条

例
第
5
2
号

附
則

第
２

項
の

規
定

を
適

用
し

て
計

算
し

た
退

職
手

当
の

額
よ

り
低

い
額

と
な

る
と

き

あ
あ

あ
あ

第
３
条

か
ら

第
５

条
ま

で
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
の

規
定

に

該
当

す
る

退
職
を

し
、

か
つ

、
そ

の
勤

続
期
間

が
3
5
年

以
下

で
あ

る
者

に
対

す
る

退

職
手

当
の

基
本
額

は
、

当
分

の
間

、
新

条
例
第

３
条

か
ら

第
５

条
の

３
あ
あ

ま
で

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
の

規
定

に
よ

り
計

算
し

た
額

に
そ

れ
ぞ

れ
1
0
0
分

の
8
3
.
7
を
乗

じ
て
得

た
額
と

す
る

。
 

６
 

適
用

日
に

在
職

す
る

職
員

の
う

ち
、
適

用
日

以
後

に
新

条
例

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

第
３
条

第
１
項

の
規
定

に
該

当
す
る

退
職
を

し
、
か

つ
、

そ
の
勤

続
期
間

が
3
6
 

年
以

上
4
2
年

以
下

で
あ

る
者

に
対

す
る

退
職

手
当

の
基

本
額

は
、

当
分

の
間

、
同

 

項
又

は
新

条
例
第

５
条

の
２

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
の

規
定

に
よ
り

計
算

し

た
額

に
前
項

に
定
め

る
割
合

を
乗

じ
て
得

た
額
と

す
る
。

 

７
 

適
用

日
に

在
職

す
る

職
員

の
う

ち
、
適

用
日

以
後

に
新

条
例

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

第
５

条
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
の

規
定

に
該
当

す
る

退
職

を
し

、
か

つ
、
そ

の
勤

続

期
間

が
3
5
年

を
超

え
る

者
に

対
す

る
退

職
手
当

の
基

本
額

は
、

当
分

の
間
、

そ
の

者

の
勤

続
期

間
を
3
5
年

と
し

て
附

則
第

５
項

の
規

定
に

よ
り

計
算

し
て

得
ら
れ

る
額

と

す
る

。
 

８
 

条
例

第
5
2
号

附
則

第
２

項
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
職

員
で

附
則
第

５
項

か
ら

前

項
ま

で
の

規
定
に

該
当

す
る

も
の

に
対

す
る
退

職
手

当
の

額
は

、
新

条
例

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
第

２
条

の
３

か
ら

第
５

条
の
３

あ
あ

ま
で

及
び

第
５

条
の
６

か
ら

第

５
条

の
1
0
ま

で
、

条
例

第
5
2
号

附
則

第
２

項
並

び
に

こ
の

条
例

附
則

第
５
項

か
ら

前

項
ま

で
又

は
附
則

第
1
6
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

そ
の

者
に

つ
き

条
例
第

3
2
号

に

よ
る

改
正

前
の
職

員
の

退
職

手
当

に
関

す
る
条

例
の

規
定

に
よ

り
計

算
し
た

退
職

手

当
の

額
と

新
条
例

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
及

び
附

則
第

５
項

か
ら

前
項
ま

で
又

は

附
則

第
1
6
項

の
規

定
に

よ
り

計
算

し
た

退
職
手

当
の

額
と

の
い

ず
れ

か
多
い

額
と

す

る
。

 

９
～

1
3
 
略

 

1
4
 

附
則

第
９

項
に

規
定

す
る

者
又

は
附
則

第
1
1
項

の
規

定
に

該
当

す
る

者
が

適
用

日

以
後

に
退

職
し
た

場
合

に
お

け
る

そ
の

者
に
対

す
る

新
条

例
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
第

２
条

の
３
及

び
第

５
条

の
1
0
の

規
定

に
よ

る
退

職
手

当
の

額
は

、
新
条

例
第

２

条
の

３
か

ら
第
５

条
の

３
あ

あ
ま

で
及

び
第
５

条
の

６
か

ら
第

５
条

の
1
0
ま

で
、

条

例
第
5
2
号

附
則
第

２
項

並
び

に
こ

の
条

例
附
則

第
５

項
か

ら
附

則
第

８
項
ま

で
の

規

定
に

か
か

わ
ら
ず

、
第

１
号

に
掲

げ
る

額
か
ら

第
２

号
に

掲
げ

る
額

を
控
除

し
て

得

た
額

（
そ

の
控
除

し
て

得
た

額
が

、
そ

の
者
に

つ
き

旧
条

例
及

び
条

例
第
5
2
号

附
則

第
２

項
の

規
定

を
適

用
し

て
計

算
し

た
退

職
手

当
の

額
よ

り
低

い
額

と
な

る
と

き
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

（
職
員

の
退
職

手
当
に

関
す

る
条
例

等
の
一

部
を
改

正
す

る
条
例

の
一
部

改
正
）

 

第
1
3
条

 
職

員
の
退

職
手
当

に
関

す
る
条

例
等
の

一
部
を

改
正

す
る
条

例
（
平

成
1
5
年

栃
木

県
条
例

第
5
9
号

）
の
一

部
を

次
の
よ

う
に
改

正
す
る

。
 

 

 
 

 
次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に

掲
げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下

線
で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る

。
 

 
 

（
職
員

の
退
職

手
当
に

関
す

る
条
例

の
一
部

を
改
正

す
る

条
例
の

一
部
改

正
）

 

第
1
4
条

 
職

員
の
退

職
手
当

に
関

す
る
条

例
の
一

部
を
改

正
す

る
条
例

（
平
成

1
8
年
栃

木
県

条
例
第

1
2
号
）

の
一
部

を
次

の
よ
う

に
改
正

す
る
。

 
 

 
 

 
次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に

掲
げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下

線
で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る

。
 

は
、

こ
れ
ら

の
規
定

を
適
用

し
て

計
算
し

た
額
）

と
す
る

。
 

(
1
)
?
職
員

の
退

職
手

当
に

関
す

る
条

例
第

２
条
の

３
か

ら
第

５
条

の
３

の
２
ま

で
及

び
第

５
条

の
６
か

ら
第

５
条

の
1
0
ま

で
、

条
例

第
5
2
号

附
則

第
２

項
並

び
に

こ
の

条
例

附
則
第

５
項
か

ら
附
則

第
８

項
ま
で

の
規
定

に
よ
り

計
算

し
た
額

 

(
2
)
?
略

 

1
5
～

3
9
 
略

 

は
、

こ
れ
ら

の
規
定

を
適
用

し
て

計
算
し

た
額
）

と
す
る

。
 

(
1
)
?
新
条

例
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
第

２
条
の

３
か

ら
第

５
条

の
３

あ
あ
ま

で
及

び
第

５
条

の
６
か

ら
第

５
条

の
1
0
ま

で
、

条
例

第
5
2
号

附
則

第
２

項
並

び
に

こ
の

条
例

附
則
第

５
項
か

ら
附
則

第
８

項
ま
で

の
規
定

に
よ
り

計
算

し
た
額

 

(
2
)
?
略

 

1
5
～

3
9
 
略

 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

附
 

則
 

１
～

1
1
 
略

 

1
2
 

当
分

の
間

、
4
2
年

を
超

え
る

期
間

勤
続

し
て

退
職

し
た

者
で

職
員
の

退
職

手
当

に

関
す

る
条

例
第
３

条
第

１
項

の
規

定
に

該
当
す

る
退

職
を

し
た

も
の

に
対
す

る
退

職

手
当

の
基

本
額
は

、
同

項
の

規
定

に
か

か
わ
ら

ず
、

そ
の

者
が

同
条

例
第
５

条
の

規

定
に

該
当

す
る
退

職
を

し
た

も
の

と
し

、
か
つ

、
そ

の
者

の
勤

続
期

間
を
3
5
年

と
し

て
同

条
例
附

則
第
８

項
の
規

定
の

例
に
よ

り
計
算

し
て
得

ら
れ

る
額
と

す
る
。

 

1
3
 

略
 

附
 

則
 

１
～

1
1
 
略

 

1
2
 

当
分

の
間

、
4
2
年

を
超

え
る

期
間

勤
続

し
て

退
職

し
た

者
で

新
条
例

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
第
３

条
第

１
項

の
規

定
に

該
当
す

る
退

職
を

し
た

も
の

に
対
す

る
退

職

手
当

の
基

本
額
は

、
同

項
の

規
定

に
か

か
わ
ら

ず
、

そ
の

者
が

新
条

例
第
５

条
の

規

定
に

該
当

す
る
退

職
を

し
た

も
の

と
し

、
か
つ

、
そ

の
者

の
勤

続
期

間
を
3
5
年

と
し

て
新

条
例
附

則
第
2
4
項

の
規

定
の

例
に
よ

り
計
算

し
て
得

ら
れ

る
額
と

す
る
。

 

1
3
 

略
 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

 
 

 
附
 

則
 

（
経

過
措
置

）
 

第
２

条
 

職
員

が
新

制
度

適
用

職
員

（
職
員

で
あ

っ
て

、
そ

の
者

が
こ
の

条
例

の
施

行

の
日

（
以

下
「
施

行
日

」
と

い
う

。
）

以
後
に

退
職

す
る

こ
と

に
よ

り
職
員

の
退

職

手
当

に
関

す
る
条

例
の

規
定

に
よ

る
退

職
手
当

の
支

給
を

受
け

る
こ

と
と
な

る
者

を

い
う

。
以

下
同
じ

。
）

と
し

て
退

職
し

た
場
合

に
お

い
て

、
そ

の
者

が
施
行

日
の

前

日
に

現
に

退
職
し

た
理

由
と

同
一

の
理

由
に
よ

り
退

職
し

た
も

の
と

し
、
か

つ
、

そ

の
者

の
同

日
ま
で

の
勤

続
期

間
及

び
同

日
に
お

け
る

給
料

月
額

を
基

礎
と
し

て
、

こ

の
条

例
に

よ
る
改

正
前

の
職

員
の

退
職

手
当
に

関
す

る
条

例
（

以
下

こ
の
項

に
お

い

 
 

 
附
 

則
 

（
経

過
措
置

）
 

第
２

条
 

職
員

が
新

制
度

適
用

職
員

（
職
員

で
あ

っ
て

、
そ

の
者

が
こ
の

条
例

の
施

行

の
日

（
以

下
「
施

行
日

」
と

い
う

。
）

以
後
に

退
職

す
る

こ
と

に
よ

り
職
員

の
退

職

手
当

に
関

す
る
条

例
の

規
定

に
よ

る
退

職
手
当

の
支

給
を

受
け

る
こ

と
と
な

る
者

を

い
う

。
以

下
同
じ

。
）

と
し

て
退

職
し

た
場
合

に
お

い
て

、
そ

の
者

が
施
行

日
の

前

日
に

現
に

退
職
し

た
理

由
と

同
一

の
理

由
に
よ

り
退

職
し

た
も

の
と

し
、
か

つ
、

そ

の
者

の
同

日
ま
で

の
勤

続
期

間
及

び
同

日
に
お

け
る

給
料

月
額

を
基

礎
と
し

て
、

こ

の
条

例
に

よ
る
改

正
前

の
職

員
の

退
職

手
当
に

関
す

る
条

例
（

以
下

こ
の
項

に
お

い
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（
職
員

の
退
職

手
当
に

関
す

る
条
例

等
の
一

部
を
改

正
す

る
条
例

の
一
部

改
正
）

 

第
1
3
条

 
職

員
の
退

職
手
当

に
関

す
る
条

例
等
の

一
部
を

改
正

す
る
条

例
（
平

成
1
5
年

栃
木

県
条
例

第
5
9
号

）
の
一

部
を

次
の
よ

う
に
改

正
す
る

。
 

 

 
 

 
次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に

掲
げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下

線
で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る

。
 

 
 

（
職
員

の
退
職

手
当
に

関
す

る
条
例

の
一
部

を
改
正

す
る

条
例
の

一
部
改

正
）

 

第
1
4
条

 
職

員
の
退

職
手
当

に
関

す
る
条

例
の
一

部
を
改

正
す

る
条
例

（
平
成

1
8
年
栃

木
県

条
例
第

1
2
号
）

の
一
部

を
次

の
よ
う

に
改
正

す
る
。

 
 

 
 

 
次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に

掲
げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下

線
で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る

。
 

は
、

こ
れ
ら

の
規
定

を
適
用

し
て

計
算
し

た
額
）

と
す
る

。
 

(
1
)
?
職
員

の
退

職
手

当
に

関
す

る
条

例
第

２
条
の

３
か

ら
第

５
条

の
３

の
２
ま

で
及

び
第

５
条

の
６
か

ら
第

５
条

の
1
0
ま

で
、

条
例

第
5
2
号

附
則

第
２

項
並

び
に

こ
の

条
例

附
則
第

５
項
か

ら
附
則

第
８

項
ま
で

の
規
定

に
よ
り

計
算

し
た
額

 

(
2
)
?
略

 

1
5
～

3
9
 
略

 

は
、

こ
れ
ら

の
規
定

を
適
用

し
て

計
算
し

た
額
）

と
す
る

。
 

(
1
)
?
新
条

例
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
第

２
条
の

３
か

ら
第

５
条

の
３

あ
あ
ま

で
及

び
第

５
条

の
６
か

ら
第

５
条

の
1
0
ま

で
、

条
例

第
5
2
号

附
則

第
２

項
並

び
に

こ
の

条
例

附
則
第

５
項
か

ら
附
則

第
８

項
ま
で

の
規
定

に
よ
り

計
算

し
た
額

 

(
2
)
?
略

 

1
5
～

3
9
 
略

 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

附
 

則
 

１
～

1
1
 
略

 

1
2
 

当
分

の
間

、
4
2
年

を
超

え
る

期
間

勤
続

し
て

退
職

し
た

者
で

職
員
の

退
職

手
当

に

関
す

る
条

例
第
３

条
第

１
項

の
規

定
に

該
当
す

る
退

職
を

し
た

も
の

に
対
す

る
退

職

手
当

の
基

本
額
は

、
同

項
の

規
定

に
か

か
わ
ら

ず
、

そ
の

者
が

同
条

例
第
５

条
の

規

定
に

該
当

す
る
退

職
を

し
た

も
の

と
し

、
か
つ

、
そ

の
者

の
勤

続
期

間
を
3
5
年

と
し

て
同

条
例
附

則
第
８

項
の
規

定
の

例
に
よ

り
計
算

し
て
得

ら
れ

る
額
と

す
る
。

 

1
3
 

略
 

附
 

則
 

１
～

1
1
 
略

 

1
2
 

当
分

の
間

、
4
2
年

を
超

え
る

期
間

勤
続

し
て

退
職

し
た

者
で

新
条
例

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
第
３

条
第

１
項

の
規

定
に

該
当
す

る
退

職
を

し
た

も
の

に
対
す

る
退

職

手
当

の
基

本
額
は

、
同

項
の

規
定

に
か

か
わ
ら

ず
、

そ
の

者
が

新
条

例
第
５

条
の

規

定
に

該
当

す
る
退

職
を

し
た

も
の

と
し

、
か
つ

、
そ

の
者

の
勤

続
期

間
を
3
5
年

と
し

て
新

条
例
附

則
第
2
4
項

の
規

定
の

例
に
よ

り
計
算

し
て
得

ら
れ

る
額
と

す
る
。

 

1
3
 

略
 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

 
 

 
附
 

則
 

（
経

過
措
置

）
 

第
２

条
 

職
員

が
新

制
度

適
用

職
員

（
職
員

で
あ

っ
て

、
そ

の
者

が
こ
の

条
例

の
施

行

の
日

（
以

下
「
施

行
日

」
と

い
う

。
）

以
後
に

退
職

す
る

こ
と

に
よ

り
職
員

の
退

職

手
当

に
関

す
る
条

例
の

規
定

に
よ

る
退

職
手
当

の
支

給
を

受
け

る
こ

と
と
な

る
者

を

い
う

。
以

下
同
じ

。
）

と
し

て
退

職
し

た
場
合

に
お

い
て

、
そ

の
者

が
施
行

日
の

前

日
に

現
に

退
職
し

た
理

由
と

同
一

の
理

由
に
よ

り
退

職
し

た
も

の
と

し
、
か

つ
、

そ

の
者

の
同

日
ま
で

の
勤

続
期

間
及

び
同

日
に
お

け
る

給
料

月
額

を
基

礎
と
し

て
、

こ

の
条

例
に

よ
る
改

正
前

の
職

員
の

退
職

手
当
に

関
す

る
条

例
（

以
下

こ
の
項

に
お

い

 
 

 
附
 

則
 

（
経

過
措
置

）
 

第
２

条
 

職
員

が
新

制
度

適
用

職
員

（
職
員

で
あ

っ
て

、
そ

の
者

が
こ
の

条
例

の
施

行

の
日

（
以

下
「
施

行
日

」
と

い
う

。
）

以
後
に

退
職

す
る

こ
と

に
よ

り
職
員

の
退

職

手
当

に
関

す
る
条

例
の

規
定

に
よ

る
退

職
手
当

の
支

給
を

受
け

る
こ

と
と
な

る
者

を

い
う

。
以

下
同
じ

。
）

と
し

て
退

職
し

た
場
合

に
お

い
て

、
そ

の
者

が
施
行

日
の

前

日
に

現
に

退
職
し

た
理

由
と

同
一

の
理

由
に
よ

り
退

職
し

た
も

の
と

し
、
か

つ
、

そ

の
者

の
同

日
ま
で

の
勤

続
期

間
及

び
同

日
に
お

け
る

給
料

月
額

を
基

礎
と
し

て
、

こ

の
条

例
に

よ
る
改

正
前

の
職

員
の

退
職

手
当
に

関
す

る
条

例
（

以
下

こ
の
項

に
お

い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
（

人
事
課

）
 

 
 

 

て
「

旧
条

例
」
と

い
う

。
）

第
３

条
か

ら
第
５

条
の

２
ま

で
、

第
５

条
の
５

及
び

附

則
第
2
4
項

か
ら
第

2
6
項

ま
で

の
規

定
、

附
則
第

８
条

の
規

定
に

よ
る

改
正
前

の
職

員

の
退

職
手

当
に
関

す
る

条
例

の
一

部
を

改
正
す

る
条

例
（

昭
和
4
8
年

栃
木
県

条
例

第

3
2
号

）
附

則
第
５

項
か

ら
第

７
項

ま
で

の
規
定

並
び

に
附

則
第

９
条

の
規
定

に
よ

る

改
正

前
の

職
員
の

退
職

手
当

に
関

す
る

条
例
等

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例
（

平
成

1
5

年
栃

木
県

条
例
第

5
9
号

）
附

則
第
1
2
項

の
規
定

に
よ

り
計

算
し

た
額

（
当
該

勤
続

期

間
が
4
3
年

又
は
4
4
年

の
者

で
あ

っ
て

、
傷

病
若

し
く

は
死

亡
に

よ
ら

ず
に
そ

の
者

の

都
合

に
よ

り
又
は

通
勤

に
よ

る
傷

病
以

外
の
公

務
に

よ
ら

な
い

傷
病

に
よ
り

退
職

し

た
も

の
に

あ
っ
て

は
、

そ
の

者
が

旧
条

例
第
５

条
の

規
定

に
該

当
す

る
退
職

を
し

た

も
の

と
み

な
し
、

か
つ

、
そ

の
者

の
当

該
勤
続

期
間

を
3
5
年

と
し

て
旧

条
例

附
則

第

2
4
項

の
規

定
の

例
に

よ
り

計
算

し
て

得
ら

れ
る

額
）

に
そ

れ
ぞ

れ
1
0
0
分

の
8
3
.
7

（
当

該
勤

続
期
間

が
2
0
年

以
上

の
者

（
4
2
年
以

下
の

者
で

傷
病

又
は

死
亡
に

よ
ら

ず

に
そ

の
者

の
都
合

に
よ

り
退

職
し

た
も

の
及
び

3
7
年

以
上
4
2
年
以

下
の

者
で

通
勤

に

よ
る

傷
病

以
外

の
公

務
に

よ
ら

な
い

傷
病

に
よ

り
退

職
し

た
も

の
を

除
く

。
）

に
 

あ
っ

て
は

、
1
0
4
分

の
8
3
.
7
）

を
乗

じ
て

得
た

額
が

、
職

員
の

退
職

手
当

に
関

す
る

条
例

第
２

条
の
３

か
ら

第
５

条
の

３
の

２
ま
で

及
び

第
５

条
の

６
か

ら
第
５

条
の

1
0

ま
で

並
び

に
附
則

第
８

項
か

ら
第
1
0
項

ま
で
の

規
定

、
職

員
の

退
職

手
当
に

関
す

る

条
例

の
一

部
を
改

正
す

る
条

例
（

昭
和
4
8
年
栃

木
県

条
例

第
3
2
号

）
附

則
第

５
項

か

ら
第

７
項

ま
で
の

規
定

、
職

員
の

退
職

手
当
に

関
す

る
条

例
等

の
一

部
を
改

正
す

る

条
例

（
平

成
1
5
年

栃
木

県
条

例
第
5
9
号

）
附
則

第
1
2
項

の
規

定
並

び
に

附
則

第
４

条

及
び

第
５

条
の
規

定
に

よ
り

計
算

し
た

退
職
手

当
の

額
よ

り
も

多
い

と
き
は

、
こ

れ

ら
の

規
定

に
か
か

わ
ら

ず
、

そ
の

多
い

額
を
も

っ
て

そ
の

者
に

支
給

す
べ
き

こ
れ

ら

の
規

定
に
よ

る
退
職

手
当
の

額
と

す
る
。

 

２
 

略
 

て
「

旧
条

例
」
と

い
う

。
）

第
３

条
か

ら
第
５

条
の

２
ま

で
、

第
５

条
の
５

及
び

附

則
第
2
4
項

か
ら
第

2
6
項

ま
で

の
規
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又
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５
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に
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、
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木
県
条
例
第

3
1
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 

 
後

 
改

 
 

 
正

 
 

 
前

 

別
表
第
１
（
第
２
条
、
第
３
条
関
係
）

 

１
～

1
8
 
略

 
 

1
8
の
２

 
児
童
福
祉
法
（
昭
和

2
2
年
法
律
第

1
6
4
号
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
及
び
児
童
福
祉
法
施
行
規
則

（
昭
和

2
3
年
厚
生
省
令
第

1
1
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
省

令
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

（
第
１
号
か
ら
第
８
号
ま
で
及
び
第

1
3
号
に
掲
げ
る
事
務
に

あ
っ
て
は
、
法
第
６
条
の
３
第
９
項
か
ら
第

1
2
項
ま
で
及
び
第

3
9
条
に
規
定
す
る
業
務
を
目
的
と
す
る
施
設
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）

 

(
1
)
～

(
5
)
 
略

 

(
6
)
 
法
第

5
9
条
第
７
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
の
要
求

 

(
7
)
 
法
第

5
9
条
第
８
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

 

 
(
8
)
 
法
第

5
9
条
第
９
項
の
規
定
に
よ
る
公
表

 

(
9
)
～

(
1
2
)
 
略

 

 
(
1
3
)
 
法
第

5
9
条
の
２
の
６
の
規
定
に
よ
る
協
力
要
請

 

(
1
4
)
・

(
1
5
)
 
略

 

略
 

1
8
の
３
～

4
2
 
略

 

別
表
第
１
（
第
２
条
、
第
３
条
関
係
）

 

１
～

1
8
 
略

 
 

1
8
の
２

 
児
童
福
祉
法
（
昭
和

2
2
年
法
律
第

1
6
4
号
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
及
び
児
童
福
祉
法
施
行
規
則

（
昭
和

2
3
年
厚
生
省
令
第

1
1
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
省

令
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

（
第
１
号
か
ら
第
６
号
ま
で

 
 

 
 

 
に
掲
げ
る
事
務
に

あ
っ
て
は
、
法
第
６
条
の
３
第
９
項
か
ら
第

1
2
項
ま
で
及
び
第

3
9
条
に
規
定
す
る
業
務
を
目
的
と
す
る
施
設
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）

 

(
1
)
～

(
5
)
 
略

 

 (
6
)
 
法
第

5
9
条
第
７
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

 

 
 (
7
)
～

(
1
0
)
 
略

 

 (
1
1
)
・

(
1
2
)
 
略

 

略
 

1
8
の
３
～

4
2
 
略

 
 

 

附
 
則

 

 
 
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

 別
表
第
２
（
第
２
条
関
係
）

 

１
～

1
6
 
略

 
 

1
6
の
２

 
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

2
6
年
法
律
第

5
0

号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
及
び
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医

療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成

2
6
年
厚
生
労
働
省
令
第

1
2
1
号
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
省
令
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も

の
 

(
1
)
～

(
5
)
 
略

 

(
6
)
 
法
第

1
0
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
受
給
者
証
の
提
出
の
要
求
（
第
３
号

及
び
第
４
号
の
申
請
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

 

(
7
)
～

(
1
1
)
 
略

 

1
7
～

3
1
 
略

 
 

 

 別
表
第
２
（
第
２
条
関
係
）

 

１
～

1
6
 
略

 
 

1
6
の
２

 
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

2
6
年
法
律
第

5
0

号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
及
び
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医

療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成

2
6
年
厚
生
労
働
省
令
第

1
2
1
号
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
省
令
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も

の
 

(
1
)
～

(
5
)
 
略

 

(
6
)
 
法
第

1
0
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
受
給
者
証
の
提
出
の
要
求
（
第
３
号

及
び
第
４
号
の
申
請
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

 

(
7
)
～

(
1
1
)
 
略

 

1
7
～

3
1
 
略

 
 

 
 

 

 

 

 
 

  
 

  
 

  
 

 
 

 
栃
木
県
条
例
第

3
2
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

栃
木
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成

1
6
年
栃
木
県
条
例
第
５
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 

 
後

 
改

 
 

 
正

 
 

 
前

 

 
 

 
栃
木
県
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
条
例

 

 

（
目
的
）

 

第
１
条

 
こ
の
条
例
は
、
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
に
つ
い
て
、
情
報

通
信
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
手
続
等
を
行
う
た
め
に
必
要
と
な
る
事
項
を
定

め
る
こ
と
に
よ
り
、
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
、
行
政
運
営
の
簡
素

化
及
び
効
率
化
並
び
に
社
会
経
済
活
動
の
更
な
る
円
滑
化
を
図
り
、
も
っ
て
県
民
生

活
の
向
上
及
び
県
民
経
済
の
健
全
な
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

 

 

（
定
義
）

 

第
２
条

 
こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

 
(
1
)
～

(
1
1
)
 
略

 

 
(
1
2
)
 
手
続
等

 
申
請
等
、
処
分
通
知
等
、
縦
覧
等
又
は
作
成
等
を
い
う
。

 

 

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請
等
）

 

第
３
条

 
 
 

 
 

 
 
申
請
等
の
う
ち
当
該
申
請
等
に
関
す
る
他
の
条
例
等
の
規
定

に
お
い
て
書
面
等
に
よ
り
行
う
こ
と
そ
の
他
の
そ
の
方
法
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の

に
つ
い
て
は
、
当
該
条
例
等
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
規
則
等
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
規
則
等
で
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
（
県
の
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計

 
 

 
栃
木
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例

 

 

（
目
的
）

 

第
１
条

 
こ
の
条
例
は
、
県
の
機
関
に
係
る
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
手
続
等
に
関
し
、

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方

法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
共
通
す
る
事
項
を
定
め
る
こ
と

に
よ
り
、
県
民
の
利
便
性
の
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効

率
化
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

 

 

（
定
義
）

 

第
２
条

 
こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

 
(
1
)
～

(
1
1
)
 
略

 

  

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請
等
）

 

第
３
条

 
県
の
機
関
は
、
申
請
等
の
う
ち
当
該
申
請
等
に
関
す
る
他
の
条
例
等
の
規
定

に
よ
り

 
書
面
等
に
よ
り
行
う
こ
と
と
し
て
い
る

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
も
の

に
つ
い
て
は
、
当
該
条
例
等
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
規
則
等
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、

 
 

 
 

 
 

 
電
子
情
報
処
理
組
織
（
県
の
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計
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栃
木
県
条
例
第

3
2
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

栃
木
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成

1
6
年
栃
木
県
条
例
第
５
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 

 
後

 
改

 
 

 
正

 
 

 
前

 

 
 

 
栃
木
県
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
条
例

 

 

（
目
的
）

 

第
１
条

 
こ
の
条
例
は
、
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
に
つ
い
て
、
情
報

通
信
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
手
続
等
を
行
う
た
め
に
必
要
と
な
る
事
項
を
定

め
る
こ
と
に
よ
り
、
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
、
行
政
運
営
の
簡
素

化
及
び
効
率
化
並
び
に
社
会
経
済
活
動
の
更
な
る
円
滑
化
を
図
り
、
も
っ
て
県
民
生

活
の
向
上
及
び
県
民
経
済
の
健
全
な
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

 

 

（
定
義
）

 

第
２
条

 
こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

 
(
1
)
～

(
1
1
)
 
略

 

 
(
1
2
)
 
手
続
等

 
申
請
等
、
処
分
通
知
等
、
縦
覧
等
又
は
作
成
等
を
い
う
。

 

 

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請
等
）

 

第
３
条

 
 
 

 
 

 
 
申
請
等
の
う
ち
当
該
申
請
等
に
関
す
る
他
の
条
例
等
の
規
定

に
お
い
て
書
面
等
に
よ
り
行
う
こ
と
そ
の
他
の
そ
の
方
法
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の

に
つ
い
て
は
、
当
該
条
例
等
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
規
則
等
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
規
則
等
で
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
（
県
の
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計

 
 

 
栃
木
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例

 

 

（
目
的
）

 

第
１
条

 
こ
の
条
例
は
、
県
の
機
関
に
係
る
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
手
続
等
に
関
し
、

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方

法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
共
通
す
る
事
項
を
定
め
る
こ
と

に
よ
り
、
県
民
の
利
便
性
の
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効

率
化
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

 

 

（
定
義
）

 

第
２
条

 
こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

 
(
1
)
～

(
1
1
)
 
略

 

  

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請
等
）

 

第
３
条

 
県
の
機
関
は
、
申
請
等
の
う
ち
当
該
申
請
等
に
関
す
る
他
の
条
例
等
の
規
定

に
よ
り

 
書
面
等
に
よ
り
行
う
こ
と
と
し
て
い
る

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
も
の

に
つ
い
て
は
、
当
該
条
例
等
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
規
則
等
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、

 
 

 
 

 
 

 
電
子
情
報
処
理
組
織
（
県
の
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計

 
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
そ
の
手
続
等
の
相
手
方
の
使
用
に

係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
前
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
申
請
等
に
つ
い

て
は
、
当
該
申
請
等
に
関
す
る
他
の

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
あ

あ
条
例
等
の
規
定
に
規
定
す
る
方
法

 
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
当
該

条
例
等
そ
の
他
の
当
該
申
請
等
に
関
す
る
条
例
等
の
規
定
を
適
用
す
る
。

 

３
 
第
１
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
申
請
等
は
、

当
該
申
請
等
を
受
け
る
県
の
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ

イ
ル
へ
の
記
録
が
さ
れ
た
時
に
当
該
県
の
機
関
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

 

４
 
申
請
等
の
う
ち

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
当
該
申
請
等
に
関
す
る
他
の
条
例
等

の
規
定
に
お
い
て
署
名
等
を
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
を
第
１
項
の
電
子

情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
場
合
に
は
、
当
該
署
名
等
に
つ
い
て

は
、
当
該
条
例
等
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
た
個
人

番
号
カ
ー
ド
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用

等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

2
5
年
法
律
第

2
7
号
）
第
２
条
第
７
項
に
規
定
す
る
個
人
番

号
カ
ー
ド
を
い
う
。
第
７
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
利
用
そ
の
他
の
氏
名
又
は
名
称

を
明
ら
か
に
す
る
措
置
で
あ
っ
て
規
則
等
で
定
め
る
も
の
を
も
っ
て
代
え
る
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
こ
と
が
で
き
る
。

 

５
 
申
請
等
の
う
ち
当
該
申
請
等
に
関
す
る
他
の
条
例
等
の
規
定
に
お
い
て
手
数
料
の

納
付
の
方
法
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
を
第
１
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す

る
方
法
に
よ
り
行
う
場
合
に
は
、
当
該
手
数
料
の
納
付
に
つ
い
て
は
、
当
該
条
例
等

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通

信
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
規
則
等
で
定
め
る
も
の
を
も
っ
て
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

 

６
 
申
請
等
を
す
る
者
に
つ
い
て
対
面
に
よ
り
本
人
確
認
を
す
る
べ
き
事
情
が
あ
る
場

合
、
申
請
等
に
係
る
書
面
等
の
う
ち
に
そ
の
原
本
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
が

あ
る
場
合
そ
の
他
の
当
該
申
請
等
の
う
ち
に
第
１
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用

す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
困
難
又
は
著
し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
部
分
が
あ

る
場
合
と
し
て
規
則
等
で
定
め
る
場
合
に
は
、
規
則
等
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

当
該
申
請
等
の
う
ち
当
該
部
分
以
外
の
部
分
に
つ
き
、
前
各
項
の
規
定
を
適
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
２
項
中
「
行
わ
れ
た
申
請
等
」
と
あ
る
の
は
、
「
行

わ
れ
た
申
請
等
（
第
６
項
の
規
定
に
よ
り
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
部
分
に
限
る
。

以
下
こ
の
項
か
ら
第
５
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
す
る
。

 

算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
申
請
等
を
す
る
者

 
 
の
使
用
に

係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
を
使
用
し
て
行
わ
せ
る

 
 

 
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
前
項
の
規
定

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
に
よ
り
行
わ
れ
た
申
請
等
に
つ
い

て
は
、
当
該
申
請
等
を
書
面
等
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
て
規
定
し
た
申
請
等
に
関
す

る
条
例
等
の
規
定
に
規
定
す
る
書
面
等
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ

 
当
該
申
請
等
に
関
す
る
条
例
等
の
規
定
を
適
用
す
る
。

 

３
 
第
１
項
の
規
定

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
に
よ
り
行
わ
れ
た
申
請
等
は
、

同
項
の

 
 

 
 

 
 
県
の
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ

イ
ル
へ
の
記
録
が
さ
れ
た
時
に
当
該
県
の
機
関
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

 

４
 
第
１
項
の
場
合
に
お
い
て
、
県
の
機
関
は
、
当
該
申
請
等
に
関
す
る
他
の
条
例
等

の
規
定
に
よ
り

 
署
名
等
を
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
に
つ
い
て

は
、
当
該
条
例
等
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
た
個
人

番
号
カ
ー
ド
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用

等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

2
5
年
法
律
第

2
7
号
）
第
２
条
第
７
項
に
規
定
す
る
個
人
番

号
カ
ー
ド
を
い
う
。
第

1
1
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
利
用
そ
の
他

 
氏
名
又
は
名
称

を
明
ら
か
に
す
る
措
置
で
あ
っ
て
規
則
等
で
定
め
る
も
の
を
も
っ
て
当
該
署
名
等
に

代
え
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
そ
の
手
続
等
の
相
手
方
の
使
用
に

係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
前
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
申
請
等
に
つ
い

て
は
、
当
該
申
請
等
に
関
す
る
他
の

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
あ

あ
条
例
等
の
規
定
に
規
定
す
る
方
法

 
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
当
該

条
例
等
そ
の
他
の
当
該
申
請
等
に
関
す
る
条
例
等
の
規
定
を
適
用
す
る
。

 

３
 
第
１
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
申
請
等
は
、

当
該
申
請
等
を
受
け
る
県
の
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ

イ
ル
へ
の
記
録
が
さ
れ
た
時
に
当
該
県
の
機
関
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

 

４
 
申
請
等
の
う
ち

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
当
該
申
請
等
に
関
す
る
他
の
条
例
等

の
規
定
に
お
い
て
署
名
等
を
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
を
第
１
項
の
電
子

情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
場
合
に
は
、
当
該
署
名
等
に
つ
い
て

は
、
当
該
条
例
等
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
た
個
人

番
号
カ
ー
ド
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用

等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

2
5
年
法
律
第

2
7
号
）
第
２
条
第
７
項
に
規
定
す
る
個
人
番

号
カ
ー
ド
を
い
う
。
第
７
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
利
用
そ
の
他
の
氏
名
又
は
名
称

を
明
ら
か
に
す
る
措
置
で
あ
っ
て
規
則
等
で
定
め
る
も
の
を
も
っ
て
代
え
る
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
こ
と
が
で
き
る
。

 

５
 
申
請
等
の
う
ち
当
該
申
請
等
に
関
す
る
他
の
条
例
等
の
規
定
に
お
い
て
手
数
料
の

納
付
の
方
法
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
を
第
１
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す

る
方
法
に
よ
り
行
う
場
合
に
は
、
当
該
手
数
料
の
納
付
に
つ
い
て
は
、
当
該
条
例
等

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通

信
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
規
則
等
で
定
め
る
も
の
を
も
っ
て
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

 

６
 
申
請
等
を
す
る
者
に
つ
い
て
対
面
に
よ
り
本
人
確
認
を
す
る
べ
き
事
情
が
あ
る
場

合
、
申
請
等
に
係
る
書
面
等
の
う
ち
に
そ
の
原
本
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
が

あ
る
場
合
そ
の
他
の
当
該
申
請
等
の
う
ち
に
第
１
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用

す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
困
難
又
は
著
し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
部
分
が
あ

る
場
合
と
し
て
規
則
等
で
定
め
る
場
合
に
は
、
規
則
等
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

当
該
申
請
等
の
う
ち
当
該
部
分
以
外
の
部
分
に
つ
き
、
前
各
項
の
規
定
を
適
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
２
項
中
「
行
わ
れ
た
申
請
等
」
と
あ
る
の
は
、
「
行

わ
れ
た
申
請
等
（
第
６
項
の
規
定
に
よ
り
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
部
分
に
限
る
。

以
下
こ
の
項
か
ら
第
５
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
す
る
。

 

算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
申
請
等
を
す
る
者

 
 
の
使
用
に

係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
を
使
用
し
て
行
わ
せ
る

 
 

 
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
前
項
の
規
定

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
に
よ
り
行
わ
れ
た
申
請
等
に
つ
い

て
は
、
当
該
申
請
等
を
書
面
等
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
て
規
定
し
た
申
請
等
に
関
す

る
条
例
等
の
規
定
に
規
定
す
る
書
面
等
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ

 
当
該
申
請
等
に
関
す
る
条
例
等
の
規
定
を
適
用
す
る
。

 

３
 
第
１
項
の
規
定

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
に
よ
り
行
わ
れ
た
申
請
等
は
、

同
項
の

 
 

 
 

 
 
県
の
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ

イ
ル
へ
の
記
録
が
さ
れ
た
時
に
当
該
県
の
機
関
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

 

４
 
第
１
項
の
場
合
に
お
い
て
、
県
の
機
関
は
、
当
該
申
請
等
に
関
す
る
他
の
条
例
等

の
規
定
に
よ
り

 
署
名
等
を
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
に
つ
い
て

は
、
当
該
条
例
等
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
た
個
人

番
号
カ
ー
ド
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用

等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

2
5
年
法
律
第

2
7
号
）
第
２
条
第
７
項
に
規
定
す
る
個
人
番

号
カ
ー
ド
を
い
う
。
第

1
1
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
利
用
そ
の
他

 
氏
名
又
は
名
称

を
明
ら
か
に
す
る
措
置
で
あ
っ
て
規
則
等
で
定
め
る
も
の
を
も
っ
て
当
該
署
名
等
に

代
え
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

               

   

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
処
分
通
知
等
）

 

第
４
条

 
 
 

 
 

 
 
処
分
通
知
等
の
う
ち
当
該
処
分
通
知
等
に
関
す
る
他
の
条
例

等
の
規
定
に
お
い
て
書
面
等
に
よ
り
行
う
こ
と
そ
の
他
の
そ
の
方
法
が
規
定
さ
れ
て

い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
条
例
等
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
規
則
等
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
規
則
等
で
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
行
う
こ
と
が

で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
処
分
通
知
等
を
受
け
る
者
が
当
該
電
子
情
報
処
理
組
織
を

使
用
す
る
方
法
に
よ
り
受
け
る
旨
の
規
則
等
で
定
め
る
方
式
に
よ
る
表
示
を
す
る
場

合
に
限
る
。

 

２
 
前
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
処
分
通
知
等
に

つ
い
て
は
、
当
該
処
分
通
知
等
に
関
す
る
他
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
条
例
等
の
規
定
に
規
定
す
る
方
法

 
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と
み

な
し
て
、
当
該
条
例
等
そ
の
他
の
当
該
処
分
通
知
等
に
関
す
る
条
例
等
の
規
定
を
適

用
す
る
。

 

３
 
第
１
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
処
分
通
知
等

は
、
当
該

 
処
分
通
知
等
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た

フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
が
さ
れ
た
時
に
当
該
処
分
通
知
等
を
受
け
る
者
に
到
達
し
た
も

の
と
み
な
す
。

 

４
 
処
分
通
知
等
の
う
ち

 
 

 
 

 
 
 

 
 
当
該
処
分
通
知
等
に
関
す
る
他
の
条

例
等
の
規
定
に
お
い
て
署
名
等
を
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
を
第
１
項
の

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
場
合
に
は
、
当
該
署
名
等
に
つ

い
て
は
、
当
該
条
例
等
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る

措
置
で
あ
っ
て
規
則
等
で
定
め
る
も
の
を
も
っ
て

 
 

 
 

 
 
代
え
る
こ
と
が
で

き
る
。

 

５
 
処
分
通
知
等
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
対
面
に
よ
り
本
人
確
認
を
す
る
べ
き
事
情
が

あ
る
場
合
、
処
分
通
知
等
に
係
る
書
面
等
の
う
ち
に
そ
の
原
本
を
交
付
す
る
必
要
が

あ
る
も
の
が
あ
る
場
合
そ
の
他
の
当
該
処
分
通
知
等
の
う
ち
に
第
１
項
の
電
子
情
報

処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
困
難
又
は
著
し
く
不
適
当
と
認
め

ら
れ
る
部
分
が
あ
る
場
合
と
し
て
規
則
等
で
定
め
る
場
合
に
は
、
規
則
等
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
処
分
通
知
等
の
う
ち
当
該
部
分
以
外
の
部
分
に
つ
き
、
前
各

項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
２
項
中
「
行
わ
れ
た
処
分
通
知

等
」
と
あ
る
の
は
、
「
行
わ
れ
た
処
分
通
知
等
（
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
前
項
の
規

 

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
処
分
通
知
等
）

 

第
４
条

 
県
の
機
関
は
、
処
分
通
知
等
の
う
ち
当
該
処
分
通
知
等
に
関
す
る
他
の
条
例

等
の
規
定
に
よ
り

 
書
面
等
に
よ
り
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
条
例
等
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
規
則
等
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、

 
 

 
 

 
 

 
電
子
情
報
処
理
組
織
（
県
の
機
関
の
使
用
に
係

る
電
子
計
算
機
と
処
分
通
知
等
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気

通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
）
を
使
用
し
て
行
う
こ
と
が

で
き
る
。
あ
あ

 

  ２
 
前
項
の
規
定

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
に
よ
り
行
わ
れ
た
処
分
通
知
等
に

つ
い
て
は
、
当
該
処
分
通
知
等
を
書
面
等
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
て
規
定
し
た
処
分

通
知
等
に
関
す
る
条
例
等
の
規
定
に
規
定
す
る
書
面
等
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と
み

な
し
て
、

 
 
 

 
 

 
 

 
 
当
該
処
分
通
知
等
に
関
す
る
条
例
等
の
規
定
を
適

用
す
る
。

 

３
 
第
１
項
の
規
定

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
に
よ
り
行
わ
れ
た
処
分
通
知
等

は
、
同
項
の
処
分
通
知
等
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た

フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
が
さ
れ
た
時
に
当
該
処
分
通
知
等
を
受
け
る
者
に
到
達
し
た
も

の
と
み
な
す
。

 

４
 
第
１
項
の
場
合
に
お
い
て
、
県
の
機
関
は
、
当
該
処
分
通
知
等
に
関
す
る
他
の
条

例
等
の
規
定
に
よ
り

 
署
名
等
を
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
に
つ

い
て
は
、
当
該
条
例
等
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る

措
置
で
あ
っ
て
規
則
等
で
定
め
る
も
の
を
も
っ
て
当
該
署
名
等
に
代
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
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（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
処
分
通
知
等
）

 

第
４
条

 
 
 

 
 

 
 
処
分
通
知
等
の
う
ち
当
該
処
分
通
知
等
に
関
す
る
他
の
条
例

等
の
規
定
に
お
い
て
書
面
等
に
よ
り
行
う
こ
と
そ
の
他
の
そ
の
方
法
が
規
定
さ
れ
て

い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
条
例
等
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
規
則
等
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
規
則
等
で
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
行
う
こ
と
が

で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
処
分
通
知
等
を
受
け
る
者
が
当
該
電
子
情
報
処
理
組
織
を

使
用
す
る
方
法
に
よ
り
受
け
る
旨
の
規
則
等
で
定
め
る
方
式
に
よ
る
表
示
を
す
る
場

合
に
限
る
。

 

２
 
前
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
処
分
通
知
等
に

つ
い
て
は
、
当
該
処
分
通
知
等
に
関
す
る
他
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
条
例
等
の
規
定
に
規
定
す
る
方
法

 
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と
み

な
し
て
、
当
該
条
例
等
そ
の
他
の
当
該
処
分
通
知
等
に
関
す
る
条
例
等
の
規
定
を
適

用
す
る
。

 

３
 
第
１
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
処
分
通
知
等

は
、
当
該

 
処
分
通
知
等
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た

フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
が
さ
れ
た
時
に
当
該
処
分
通
知
等
を
受
け
る
者
に
到
達
し
た
も

の
と
み
な
す
。

 

４
 
処
分
通
知
等
の
う
ち

 
 

 
 

 
 
 

 
 
当
該
処
分
通
知
等
に
関
す
る
他
の
条

例
等
の
規
定
に
お
い
て
署
名
等
を
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
を
第
１
項
の

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
場
合
に
は
、
当
該
署
名
等
に
つ

い
て
は
、
当
該
条
例
等
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る

措
置
で
あ
っ
て
規
則
等
で
定
め
る
も
の
を
も
っ
て

 
 

 
 

 
 
代
え
る
こ
と
が
で

き
る
。

 

５
 
処
分
通
知
等
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
対
面
に
よ
り
本
人
確
認
を
す
る
べ
き
事
情
が

あ
る
場
合
、
処
分
通
知
等
に
係
る
書
面
等
の
う
ち
に
そ
の
原
本
を
交
付
す
る
必
要
が

あ
る
も
の
が
あ
る
場
合
そ
の
他
の
当
該
処
分
通
知
等
の
う
ち
に
第
１
項
の
電
子
情
報

処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
困
難
又
は
著
し
く
不
適
当
と
認
め

ら
れ
る
部
分
が
あ
る
場
合
と
し
て
規
則
等
で
定
め
る
場
合
に
は
、
規
則
等
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
処
分
通
知
等
の
う
ち
当
該
部
分
以
外
の
部
分
に
つ
き
、
前
各

項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
２
項
中
「
行
わ
れ
た
処
分
通
知

等
」
と
あ
る
の
は
、
「
行
わ
れ
た
処
分
通
知
等
（
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
前
項
の
規

 

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
処
分
通
知
等
）

 

第
４
条

 
県
の
機
関
は
、
処
分
通
知
等
の
う
ち
当
該
処
分
通
知
等
に
関
す
る
他
の
条
例

等
の
規
定
に
よ
り

 
書
面
等
に
よ
り
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
条
例
等
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
規
則
等
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、

 
 

 
 

 
 

 
電
子
情
報
処
理
組
織
（
県
の
機
関
の
使
用
に
係

る
電
子
計
算
機
と
処
分
通
知
等
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気

通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
）
を
使
用
し
て
行
う
こ
と
が

で
き
る
。
あ
あ

 

  ２
 
前
項
の
規
定

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
に
よ
り
行
わ
れ
た
処
分
通
知
等
に

つ
い
て
は
、
当
該
処
分
通
知
等
を
書
面
等
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
て
規
定
し
た
処
分

通
知
等
に
関
す
る
条
例
等
の
規
定
に
規
定
す
る
書
面
等
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と
み

な
し
て
、

 
 
 

 
 

 
 

 
 
当
該
処
分
通
知
等
に
関
す
る
条
例
等
の
規
定
を
適

用
す
る
。

 

３
 
第
１
項
の
規
定

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
に
よ
り
行
わ
れ
た
処
分
通
知
等

は
、
同
項
の
処
分
通
知
等
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た

フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
が
さ
れ
た
時
に
当
該
処
分
通
知
等
を
受
け
る
者
に
到
達
し
た
も

の
と
み
な
す
。

 

４
 
第
１
項
の
場
合
に
お
い
て
、
県
の
機
関
は
、
当
該
処
分
通
知
等
に
関
す
る
他
の
条

例
等
の
規
定
に
よ
り

 
署
名
等
を
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
に
つ

い
て
は
、
当
該
条
例
等
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る

措
置
で
あ
っ
て
規
則
等
で
定
め
る
も
の
を
も
っ
て
当
該
署
名
等
に
代
え
る
こ
と
が
で

き
る
。

 

        

 

 
定
を
適
用
す
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
か
ら
第
４
項
ま
で
に
お
い
て
同

じ
。
）
」
と
す
る
。

 

 

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
縦
覧
等
）

 

第
５
条

 
 
 

 
 

 
 
縦
覧
等
の
う
ち
当
該
縦
覧
等
に
関
す
る
他
の
条
例
等
の
規
定

に
お
い
て
書
面
等
に
よ
り
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
（
申
請
等
に
基
づ
く

も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
条
例
等
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
規
則
等
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
当
該
書
面
等
に
係
る
電
磁
的

記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
又
は
当
該
事
項
を
記
載
し
た
書
類
に
よ
り

 
 
行
う

こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
前
項
の
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
又
は
書
類
に
よ
り
行
わ
れ
た
縦
覧

等
に
つ
い
て
は
、
当
該
縦
覧
等
に
関
す
る
他
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
条
例
等
の
規
定
に
よ
り

 
 
書
面
等
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
し

て
、
当
該
条
例
等
そ
の
他
の
当
該
縦
覧
等
に
関
す
る
条
例
等
の
規
定
を
適
用
す
る
。

 

 

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
作
成
等
）

 

第
６
条

 
 
 

 
 

 
 
作
成
等
の
う
ち
当
該
作
成
等
に
関
す
る
他
の
条
例
等
の
規
定

に
お
い
て
書
面
等
に
よ
り
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該

条
例
等
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
規
則
等
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
当
該
書
面
等
に
係
る
電
磁
的
記
録
に
よ
り

 
 
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

 

２
 
前
項
の
電
磁
的
記
録
に
よ
り
行
わ
れ
た
作
成
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
作
成
等
に
関

す
る
他
の

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
条
例
等
の
規
定
に
よ
り

あ
あ
書
面
等
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
当
該
条
例
等
そ
の
他
の
当
該
作

成
等
に
関
す
る
条
例
等
の
規
定
を
適
用
す
る
。

 

３
 
作
成
等
の
う
ち

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
当
該
作
成
等
に
関
す
る
他
の
条
例
等

の
規
定
に
お
い
て
署
名
等
を
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
を
第
１
項
の
電
磁

的
記
録
に
よ
り
行
う
場
合
に
は
、
当
該
署
名
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
条
例
等
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
で
あ
っ
て
規
則
等
で
定
め

る
も
の
を
も
っ
て

 
 

 
 

 
 
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 

（
添
付
書
面
等
の
省
略
）

 

第
７
条

 
申
請
等
を
す
る
者
に
係
る
住
民
票
の
写
し
、
登
記
事
項
証
明
書
そ
の
他
の
規

則
等
で
定
め
る
書
面
等
で
あ
っ
て
当
該
申
請
等
に
関
す
る
他
の
条
例
等
の
規
定
に
お

   

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
縦
覧
等
）

 

第
５
条

 
県
の
機
関
は
、
縦
覧
等
の
う
ち
当
該
縦
覧
等
に
関
す
る
他
の
条
例
等
の
規
定

に
よ
り

 
書
面
等
に
よ
り
行
う
こ
と
と
し
て
い
る

 
 

 
も
の
（
申
請
等
に
基
づ
く

も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
条
例
等
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
規
則
等
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
書
面
等
の
縦
覧
等
に
代
え
て
当
該
書
面
等
に
係
る
電
磁
的

記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
又
は
当
該
事
項
を
記
載
し
た
書
類
の
縦
覧
等
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
前
項
の
規
定

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
に
よ
り
行
わ
れ
た
縦
覧

等
に
つ
い
て
は
、
当
該
縦
覧
等
を
書
面
等
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
て
規
定
し
た
縦
覧

等
に
関
す
る
条
例
等
の
規
定
に
規
定
す
る
書
面
等
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
し

て
、

 
 
 

 
 
 

 
 

 
当
該
縦
覧
等
に
関
す
る
条
例
等
の
規
定
を
適
用
す
る
。

 

 

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
作
成
等
）

 

第
６
条

 
県
の
機
関
は
、
作
成
等
の
う
ち
当
該
作
成
等
に
関
す
る
他
の
条
例
等
の
規
定

に
よ
り

 
書
面
等
に
よ
り
行
う
こ
と
と
し
て
い
る

 
 

 
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該

条
例
等
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
規
則
等
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
書
面
等
の
作

成
等
に
代
え
て
当
該
書
面
等
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
作
成
等
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

 

２
 
前
項
の
規
定

 
 

 
に
よ
り
行
わ
れ
た
作
成
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
作
成
等
を
書

面
等
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
て
規
定
し
た
作
成
等
に
関
す
る
条
例
等
の
規
定
に
規
定

す
る
書
面
等
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
、

 
 

 
 

 
 

 
 

 
当
該
作

成
等
に
関
す
る
条
例
等
の
規
定
を
適
用
す
る
。

 

３
 
第
１
項
の
場
合
に
お
い
て
、
県
の
機
関
は
、
当
該
作
成
等
に
関
す
る
他
の
条
例
等

の
規
定
に
よ
り

 
署
名
等
を
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

 
に
つ
い
て
は
、
当
該
条
例
等
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
で
あ
っ
て
規
則
等
で
定
め

る
も
の
を
も
っ
て
当
該
署
名
等
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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定
を
適
用
す
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
か
ら
第
４
項
ま
で
に
お
い
て
同

じ
。
）
」
と
す
る
。

 

 

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
縦
覧
等
）

 

第
５
条

 
 
 

 
 

 
 
縦
覧
等
の
う
ち
当
該
縦
覧
等
に
関
す
る
他
の
条
例
等
の
規
定

に
お
い
て
書
面
等
に
よ
り
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
（
申
請
等
に
基
づ
く

も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
条
例
等
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
規
則
等
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
当
該
書
面
等
に
係
る
電
磁
的

記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
又
は
当
該
事
項
を
記
載
し
た
書
類
に
よ
り

 
 
行
う

こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
前
項
の
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
又
は
書
類
に
よ
り
行
わ
れ
た
縦
覧

等
に
つ
い
て
は
、
当
該
縦
覧
等
に
関
す
る
他
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
条
例
等
の
規
定
に
よ
り

 
 
書
面
等
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
し

て
、
当
該
条
例
等
そ
の
他
の
当
該
縦
覧
等
に
関
す
る
条
例
等
の
規
定
を
適
用
す
る
。

 

 

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
作
成
等
）

 

第
６
条

 
 
 

 
 

 
 
作
成
等
の
う
ち
当
該
作
成
等
に
関
す
る
他
の
条
例
等
の
規
定

に
お
い
て
書
面
等
に
よ
り
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該

条
例
等
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
規
則
等
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
当
該
書
面
等
に
係
る
電
磁
的
記
録
に
よ
り

 
 
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

 

２
 
前
項
の
電
磁
的
記
録
に
よ
り
行
わ
れ
た
作
成
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
作
成
等
に
関

す
る
他
の

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
条
例
等
の
規
定
に
よ
り

あ
あ
書
面
等
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
当
該
条
例
等
そ
の
他
の
当
該
作

成
等
に
関
す
る
条
例
等
の
規
定
を
適
用
す
る
。

 

３
 
作
成
等
の
う
ち

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
当
該
作
成
等
に
関
す
る
他
の
条
例
等

の
規
定
に
お
い
て
署
名
等
を
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
を
第
１
項
の
電
磁

的
記
録
に
よ
り
行
う
場
合
に
は
、
当
該
署
名
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
条
例
等
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
で
あ
っ
て
規
則
等
で
定
め

る
も
の
を
も
っ
て

 
 

 
 

 
 
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 

（
添
付
書
面
等
の
省
略
）

 

第
７
条

 
申
請
等
を
す
る
者
に
係
る
住
民
票
の
写
し
、
登
記
事
項
証
明
書
そ
の
他
の
規

則
等
で
定
め
る
書
面
等
で
あ
っ
て
当
該
申
請
等
に
関
す
る
他
の
条
例
等
の
規
定
に
お

   

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
縦
覧
等
）

 

第
５
条

 
県
の
機
関
は
、
縦
覧
等
の
う
ち
当
該
縦
覧
等
に
関
す
る
他
の
条
例
等
の
規
定

に
よ
り

 
書
面
等
に
よ
り
行
う
こ
と
と
し
て
い
る

 
 

 
も
の
（
申
請
等
に
基
づ
く

も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
条
例
等
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
規
則
等
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
書
面
等
の
縦
覧
等
に
代
え
て
当
該
書
面
等
に
係
る
電
磁
的

記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
又
は
当
該
事
項
を
記
載
し
た
書
類
の
縦
覧
等
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
前
項
の
規
定

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
に
よ
り
行
わ
れ
た
縦
覧

等
に
つ
い
て
は
、
当
該
縦
覧
等
を
書
面
等
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
て
規
定
し
た
縦
覧

等
に
関
す
る
条
例
等
の
規
定
に
規
定
す
る
書
面
等
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
し

て
、

 
 
 

 
 
 

 
 

 
当
該
縦
覧
等
に
関
す
る
条
例
等
の
規
定
を
適
用
す
る
。

 

 

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
作
成
等
）

 

第
６
条

 
県
の
機
関
は
、
作
成
等
の
う
ち
当
該
作
成
等
に
関
す
る
他
の
条
例
等
の
規
定

に
よ
り

 
書
面
等
に
よ
り
行
う
こ
と
と
し
て
い
る

 
 

 
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該

条
例
等
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
規
則
等
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
書
面
等
の
作

成
等
に
代
え
て
当
該
書
面
等
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
作
成
等
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

 

２
 
前
項
の
規
定

 
 

 
に
よ
り
行
わ
れ
た
作
成
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
作
成
等
を
書

面
等
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
て
規
定
し
た
作
成
等
に
関
す
る
条
例
等
の
規
定
に
規
定

す
る
書
面
等
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
、

 
 

 
 

 
 

 
 

 
当
該
作

成
等
に
関
す
る
条
例
等
の
規
定
を
適
用
す
る
。

 

３
 
第
１
項
の
場
合
に
お
い
て
、
県
の
機
関
は
、
当
該
作
成
等
に
関
す
る
他
の
条
例
等

の
規
定
に
よ
り

 
署
名
等
を
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
も
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

 
に
つ
い
て
は
、
当
該
条
例
等
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
で
あ
っ
て
規
則
等
で
定
め

る
も
の
を
も
っ
て
当
該
署
名
等
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

    

  

 
 

 
 
附

 
則

 

 
 
（
施
行
期
日
）

 

１
 
こ
の
条
例
は
、
令
和
４
年

1
1
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 
（
経
過
措
置
）

 

２
 
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
栃
木
県
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
第
３
条
及
び
第
４
条
の
規
定
は
、
こ
の

 
 

条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
行
わ
れ
る
申
請
等
（
新
条
例
第
２
条
第
８
号
に
規
定
す
る
申
請
等
を
い
う
。
）
又
は
処
分
通
知
等
（
新
条
例
第
２
条
第
９
号
に
規
定
す
る
処
分
通
知

 
 

等
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
行
わ
れ
た
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請
等
（
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
栃
木
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技

 
 

術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
旧
条
例
」
と
い
う
。
）
第
２
条
第
８
号
に
規
定
す
る
申
請
等
を
い
う
。
）
又
は
処
分
通
知
等
（
旧
条
例
第
２
条
第
９
号
に
規
定
す
る
処
分

 
 

通
知
等
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

 

３
 
こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
旧
条
例
第
５
条
又
は
第
６
条
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
る
縦
覧
等
又
は
作
成
等
に
つ
い
て
は
、
新
条
例
第
５
条
又
は
第
６
条
の
規
定
に
よ
り

 
 

行
わ
れ
て
い
る
縦
覧
等
又
は
作
成
等
と
み
な
し
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
適
用
す
る
。

 

 
（
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

 

４
 
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和

3
6
年
栃
木
県
条
例
第

4
9
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 

 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

い
て
当
該
申
請
等
に
際
し
添
付
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

当
該
条
例
等
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
県
の
機
関
が
、
当
該
申
請
等
を
す
る
者
が
行

う
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
た
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
利
用
そ
の
他
の
措
置
で

あ
っ
て
当
該
書
面
等
の
区
分
に
応
じ
規
則
等
で
定
め
る
も
の
に
よ
り
、
直
接
に
、
又

は
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
、
当
該
書
面
等
に
よ
り
確
認
す
べ
き
事
項
に
係

る
情
報
を
入
手
し
、
又
は
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
は
、
添
付
す
る
こ
と
を

要
し
な
い
。

 

 

（
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
に
関
す
る
状
況
の
公
表
）

 

第
８
条

 
知
事
は
、
少
な
く
と
も
毎
年
度
１
回
、
県
の
機
関
が
電
子
情
報
処
理
組
織
を

使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
県
の
機
関
に
係
る
申
請
等
及
び
処
分
通

知
等
そ
の
他
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
に

関
す
る
状
況
に
つ
い
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
表
す

る
も
の
と
す
る
。

 

 第
９
条

 
略

 

         
（
手
続
等
に
係
る
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
関
す
る
状
況
の
公
表
）

 

第
７
条

 
知
事
は
、
少
な
く
と
も
毎
年
度
１
回
、
県
の
機
関
が
電
子
情
報
処
理
組
織
を

使
用
し
て
行
わ
せ
又
は
行
う
こ
と
が
で
き
る

 
 

 
 

 
 

 
申
請
等
及
び
処
分
通

知
等
そ
の
他
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用

 
 

 
 

 
 
に

関
す
る
状
況
に
つ
い
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
表
す

る
も
の
と
す
る
。

 

 第
８
条

 
略

 

改
 

 
 
正

 
 

 
後

 
改

 
 

 
正

 
 

 
前

 

（
旅
行
命
令
等
）

 
（
旅
行
命
令
等
）
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附

 
則

 

 
 
（
施
行
期
日
）

 

１
 
こ
の
条
例
は
、
令
和
４
年

1
1
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 
（
経
過
措
置
）

 

２
 
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
栃
木
県
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
第
３
条
及
び
第
４
条
の
規
定
は
、
こ
の

 
 

条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
行
わ
れ
る
申
請
等
（
新
条
例
第
２
条
第
８
号
に
規
定
す
る
申
請
等
を
い
う
。
）
又
は
処
分
通
知
等
（
新
条
例
第
２
条
第
９
号
に
規
定
す
る
処
分
通
知

 
 

等
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
行
わ
れ
た
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請
等
（
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
栃
木
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技

 
 

術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
旧
条
例
」
と
い
う
。
）
第
２
条
第
８
号
に
規
定
す
る
申
請
等
を
い
う
。
）
又
は
処
分
通
知
等
（
旧
条
例
第
２
条
第
９
号
に
規
定
す
る
処
分

 
 

通
知
等
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

 

３
 
こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
旧
条
例
第
５
条
又
は
第
６
条
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
る
縦
覧
等
又
は
作
成
等
に
つ
い
て
は
、
新
条
例
第
５
条
又
は
第
６
条
の
規
定
に
よ
り

 
 

行
わ
れ
て
い
る
縦
覧
等
又
は
作
成
等
と
み
な
し
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
適
用
す
る
。

 

 
（
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

 

４
 
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和

3
6
年
栃
木
県
条
例
第

4
9
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 

 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

い
て
当
該
申
請
等
に
際
し
添
付
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

当
該
条
例
等
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
県
の
機
関
が
、
当
該
申
請
等
を
す
る
者
が
行

う
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
た
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
利
用
そ
の
他
の
措
置
で

あ
っ
て
当
該
書
面
等
の
区
分
に
応
じ
規
則
等
で
定
め
る
も
の
に
よ
り
、
直
接
に
、
又

は
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
、
当
該
書
面
等
に
よ
り
確
認
す
べ
き
事
項
に
係

る
情
報
を
入
手
し
、
又
は
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
は
、
添
付
す
る
こ
と
を

要
し
な
い
。

 

 

（
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
に
関
す
る
状
況
の
公
表
）

 

第
８
条

 
知
事
は
、
少
な
く
と
も
毎
年
度
１
回
、
県
の
機
関
が
電
子
情
報
処
理
組
織
を

使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
県
の
機
関
に
係
る
申
請
等
及
び
処
分
通

知
等
そ
の
他
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
に

関
す
る
状
況
に
つ
い
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
表
す

る
も
の
と
す
る
。

 

 第
９
条

 
略

 

         
（
手
続
等
に
係
る
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
関
す
る
状
況
の
公
表
）

 

第
７
条

 
知
事
は
、
少
な
く
と
も
毎
年
度
１
回
、
県
の
機
関
が
電
子
情
報
処
理
組
織
を

使
用
し
て
行
わ
せ
又
は
行
う
こ
と
が
で
き
る

 
 

 
 

 
 

 
申
請
等
及
び
処
分
通

知
等
そ
の
他
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用

 
 

 
 

 
 
に

関
す
る
状
況
に
つ
い
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
表
す

る
も
の
と
す
る
。

 

 第
８
条

 
略

 

改
 

 
 
正

 
 

 
後

 
改

 
 

 
正

 
 

 
前

 

（
旅
行
命
令
等
）

 
（
旅
行
命
令
等
）

 

  

 
 
（
栃
木
県
県
税
条
例
の
一
部
改
正
）

 

５
 
栃
木
県
県
税
条
例
（
平
成

1
7
年
栃
木
県
条
例
第
５
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 

 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
（
栃
木
県
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

 

６
 
栃
木
県
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成

1
9
年
栃
木
県
条
例
第
３
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

 
 

第
４
条

 
略

 

２
～
６

 
略

 

７
 
第
４
項
に
規
定
す
る
旅
行
命
令
簿
等
の
提
示
に
つ
い
て
は
、
栃
木
県
情
報
通
信
技

術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
条
例
あ
あ
（
平
成

1
6
年
栃
木
県
条
例
第
５

号
）
第
４
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

 

８
 
略

 

 

（
旅
費
の
請
求
手
続
）

 

第
1
3
条

 
略

 

２
～
５

 
略

 

６
 
第
１
項
に
規
定
す
る
請
求
書
又
は
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
栃
木
県
情
報
通
信

技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
条
例

 
 
第
３
条
の
規
定
は
、
適
用
し

な
い
。

 

７
 
略

 

第
４
条

 
略

 

２
～
６

 
略

 

７
 
第
４
項
に
規
定
す
る
旅
行
命
令
簿
等
の
提
示
に
つ
い
て
は
、
栃
木
県
行
政
手
続
等

に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成

1
6
年
栃
木
県
条
例
第
５

号
）
第
４
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

 

８
 
略

 

 

（
旅
費
の
請
求
手
続
）

 

第
1
3
条

 
略

 

２
～
５

 
略

 

６
 
第
１
項
に
規
定
す
る
請
求
書
又
は
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
栃
木
県
行
政
手
続

等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
第
３
条
の
規
定
は
、
適
用
し

な
い
。

 

７
 
略

 

改
 

 
 
正

 
 

 
後

 
改

 
 

 
正

 
 

 
前

 

（
種
別
割
の
徴
収
の
方
法
の
特
例
）

 

第
1
1
1
条

 
種
別
割
の
納
税
義
務
者
が
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関

す
る
法
律
（
平
成

1
4
年
法
律
第

1
5
1
号
）
第
６
条
第
１
項
（
電
子
情
報
処
理
組
織
に

よ
る
申
請
等
）
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て

新
規
登
録
の
申
請
を
行
い
、
併
せ
て
栃
木
県
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推

進
等
に
関
す
る
条
例
あ
あ
（
平
成

1
6
年
栃
木
県
条
例
第
５
号
）
第
３
条
第
１
項
（
電

子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請
等
）
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
し
て
第

1
1
3
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
を
行
う
場
合

に
は
、
前
条
第
２
項
及
び
第
３
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
納
税
義
務
者
が
当

該
登
録
の
申
請
を
し
た
際
に
、
当
該
登
録
の
申
請
に
係
る
自
動
車
に
対
し
て
課
す
る

種
別
割
を
法
施
行
規
則
第
９
条
の

1
6
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
徴
収
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

 

（
種
別
割
の
徴
収
の
方
法
の
特
例
）

 

第
1
1
1
条

 
種
別
割
の
納
税
義
務
者
が
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関

す
る
法
律
（
平
成

1
4
年
法
律
第

1
5
1
号
）
第
６
条
第
１
項
（
電
子
情
報
処
理
組
織
に

よ
る
申
請
等
）
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て

新
規
登
録
の
申
請
を
行
い
、
併
せ
て
栃
木
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技

術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成

1
6
年
栃
木
県
条
例
第
５
号
）
第
３
条
第
１
項
（
電

子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請
等
）
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
し
て
第

1
1
3
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
を
行
う
場
合

に
は
、
前
条
第
２
項
及
び
第
３
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
納
税
義
務
者
が
当

該
登
録
の
申
請
を
し
た
際
に
、
当
該
登
録
の
申
請
に
係
る
自
動
車
に
対
し
て
課
す
る

種
別
割
を
法
施
行
規
則
第
９
条
の

1
6
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
徴
収
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
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（
栃
木
県
県
税
条
例
の
一
部
改
正
）

 

５
 
栃
木
県
県
税
条
例
（
平
成

1
7
年
栃
木
県
条
例
第
５
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 

 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
（
栃
木
県
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

 

６
 
栃
木
県
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成

1
9
年
栃
木
県
条
例
第
３
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

 
 

第
４
条

 
略

 

２
～
６

 
略

 

７
 
第
４
項
に
規
定
す
る
旅
行
命
令
簿
等
の
提
示
に
つ
い
て
は
、
栃
木
県
情
報
通
信
技

術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
条
例
あ
あ
（
平
成

1
6
年
栃
木
県
条
例
第
５

号
）
第
４
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

 

８
 
略

 

 

（
旅
費
の
請
求
手
続
）

 

第
1
3
条

 
略

 

２
～
５

 
略

 

６
 
第
１
項
に
規
定
す
る
請
求
書
又
は
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
栃
木
県
情
報
通
信

技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
条
例

 
 
第
３
条
の
規
定
は
、
適
用
し

な
い
。

 

７
 
略

 

第
４
条

 
略

 

２
～
６

 
略

 

７
 
第
４
項
に
規
定
す
る
旅
行
命
令
簿
等
の
提
示
に
つ
い
て
は
、
栃
木
県
行
政
手
続
等

に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成

1
6
年
栃
木
県
条
例
第
５

号
）
第
４
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

 

８
 
略

 

 

（
旅
費
の
請
求
手
続
）

 

第
1
3
条

 
略

 

２
～
５

 
略

 

６
 
第
１
項
に
規
定
す
る
請
求
書
又
は
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
栃
木
県
行
政
手
続

等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
第
３
条
の
規
定
は
、
適
用
し

な
い
。

 

７
 
略

 

改
 

 
 
正

 
 

 
後

 
改

 
 

 
正

 
 

 
前

 

（
種
別
割
の
徴
収
の
方
法
の
特
例
）

 

第
1
1
1
条

 
種
別
割
の
納
税
義
務
者
が
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関

す
る
法
律
（
平
成

1
4
年
法
律
第

1
5
1
号
）
第
６
条
第
１
項
（
電
子
情
報
処
理
組
織
に

よ
る
申
請
等
）
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て

新
規
登
録
の
申
請
を
行
い
、
併
せ
て
栃
木
県
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推

進
等
に
関
す
る
条
例
あ
あ
（
平
成

1
6
年
栃
木
県
条
例
第
５
号
）
第
３
条
第
１
項
（
電

子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請
等
）
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
し
て
第

1
1
3
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
を
行
う
場
合

に
は
、
前
条
第
２
項
及
び
第
３
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
納
税
義
務
者
が
当

該
登
録
の
申
請
を
し
た
際
に
、
当
該
登
録
の
申
請
に
係
る
自
動
車
に
対
し
て
課
す
る

種
別
割
を
法
施
行
規
則
第
９
条
の

1
6
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
徴
収
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

 

（
種
別
割
の
徴
収
の
方
法
の
特
例
）

 

第
1
1
1
条

 
種
別
割
の
納
税
義
務
者
が
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関

す
る
法
律
（
平
成

1
4
年
法
律
第

1
5
1
号
）
第
６
条
第
１
項
（
電
子
情
報
処
理
組
織
に

よ
る
申
請
等
）
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て

新
規
登
録
の
申
請
を
行
い
、
併
せ
て
栃
木
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技

術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成

1
6
年
栃
木
県
条
例
第
５
号
）
第
３
条
第
１
項
（
電

子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請
等
）
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
し
て
第

1
1
3
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
を
行
う
場
合

に
は
、
前
条
第
２
項
及
び
第
３
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
納
税
義
務
者
が
当

該
登
録
の
申
請
を
し
た
際
に
、
当
該
登
録
の
申
請
に
係
る
自
動
車
に
対
し
て
課
す
る

種
別
割
を
法
施
行
規
則
第
９
条
の

1
6
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
徴
収
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

 

  
 
る
。

 

 
 

 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
行
政
改
革
Ｉ
Ｃ
Ｔ
推
進
課
）

 
 

 

  

改
 

 
 
正

 
 

 
後

 
改

 
 

 
正

 
 

 
前

 

（
定
義
）

 

第
２
条

 
こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

(
1
)
～

(
9
)
 
略

 

(
1
0
)
 
交
付
等

 
民
間
事
業
者
等
が
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事

項
を
交
付
し
、
若
し
く
は
提
出
し
、
又
は
提
供
す
る
こ
と
を
い
う
。
た
だ
し
、
栃

木
県
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
条
例
あ
あ
（
平
成

1
6

年
栃
木
県
条
例
第
５
号
）
第
２
条
第
８
号
に
掲
げ
る
申
請
等
と
し
て
行
う
も
の
を

除
く
。

 

(
1
1
)
 
略

 

（
定
義
）

 

第
２
条

 
こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

(
1
)
～

(
9
)
 
略

 

(
1
0
)
 
交
付
等

 
民
間
事
業
者
等
が
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事

項
を
交
付
し
、
若
し
く
は
提
出
し
、
又
は
提
供
す
る
こ
と
を
い
う
。
た
だ
し
、
栃

木
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成

1
6

年
栃
木
県
条
例
第
５
号
）
第
２
条
第
８
号
に
掲
げ
る
申
請
等
と
し
て
行
う
も
の
を

除
く
。

 

(
1
1
)
 
略

 

 

 
 

  
 

  
 

 

  
 

 
 

 
栃
木
県
条
例
第

3
3
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

 
 
栃
木
県
手
数
料
条
例
（
昭
和

3
1
年
栃
木
県
条
例
第
１
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 

 
後

 
改

 
 

 
正

 
 

 
前

 

別
表
第
１
（
第
２
条
、
第
３
条
、
第
５
条
関
係
）

 

？
事

務
？

 
？

金
額

？
 

１
～

5
0
2
 
略

 

5
0
3
?
教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和

2
4
年
法

律
第

1
4
7
号
）
第
５
条
第
１
項
及
び

第
1
6
条
第
１
項

 
 
の
規
定
に
基
づ

く
普
通
免
許
状
の
授
与
（
同
法
第
５

条
の
２
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
く
新

教
育
領
域
の
追
加
の
定
め
を
含

む
。
）

 

略
 

 

5
0
4
?
教
育
職
員
免
許
法
第
５
条
第
２
項

の
規
定
に
基
づ
く
特
別
免
許
状
の
授

与
 

略
 

5
0
5
?
教
育
職
員
免
許
法
第
５
条
第
５
項

の
規
定
に
基
づ
く
臨
時
免
許
状
の
授

与
（
同
法
第
５
条
の
２
第
３
項
の
規

定
に
基
づ
く
新
教
育
領
域
の
追
加
の

定
め
を
含
む
。
）

 

略
 

5
0
6
～

5
0
8
 
略

 

別
表
第
１
（
第
２
条
、
第
３
条
、
第
５
条
関
係
）

 

？
事

務
？

 
？

金
額

？
 

１
～

5
0
2
 
略

 

5
0
3
?
教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和

2
4
年
法

律
第

1
4
7
号
）
第
５
条
第
１
項
及
び

第
1
6
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
基
づ

く
普
通
免
許
状
の
授
与
（
同
法
第
５

条
の
２
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
く
新

教
育
領
域
の
追
加
の
定
め
を
含

む
。
）

 

略
 

 

5
0
4
?
教
育
職
員
免
許
法
第
５
条
第
３
項

の
規
定
に
基
づ
く
特
別
免
許
状
の
授

与
 

略
 

5
0
5
?
教
育
職
員
免
許
法
第
５
条
第
６
項

の
規
定
に
基
づ
く
臨
時
免
許
状
の
授

与
（
同
法
第
５
条
の
２
第
３
項
の
規

定
に
基
づ
く
新
教
育
領
域
の
追
加
の

定
め
を
含
む
。
）

 

略
 

5
0
6
～

5
0
8
 
略
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栃
木
県
条
例
第

3
3
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

 
 
栃
木
県
手
数
料
条
例
（
昭
和

3
1
年
栃
木
県
条
例
第
１
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 

 
後

 
改

 
 

 
正

 
 

 
前

 

別
表
第
１
（
第
２
条
、
第
３
条
、
第
５
条
関
係
）

 

？
事

務
？

 
？

金
額

？
 

１
～

5
0
2
 
略

 

5
0
3
?
教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和

2
4
年
法

律
第

1
4
7
号
）
第
５
条
第
１
項
及
び

第
1
6
条
第
１
項

 
 
の
規
定
に
基
づ

く
普
通
免
許
状
の
授
与
（
同
法
第
５

条
の
２
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
く
新

教
育
領
域
の
追
加
の
定
め
を
含

む
。
）

 

略
 

 

5
0
4
?
教
育
職
員
免
許
法
第
５
条
第
２
項

の
規
定
に
基
づ
く
特
別
免
許
状
の
授

与
 

略
 

5
0
5
?
教
育
職
員
免
許
法
第
５
条
第
５
項

の
規
定
に
基
づ
く
臨
時
免
許
状
の
授

与
（
同
法
第
５
条
の
２
第
３
項
の
規

定
に
基
づ
く
新
教
育
領
域
の
追
加
の

定
め
を
含
む
。
）

 

略
 

5
0
6
～

5
0
8
 
略

 

別
表
第
１
（
第
２
条
、
第
３
条
、
第
５
条
関
係
）

 

？
事

務
？

 
？

金
額

？
 

１
～

5
0
2
 
略

 

5
0
3
?
教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和

2
4
年
法

律
第

1
4
7
号
）
第
５
条
第
１
項
及
び

第
1
6
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
基
づ

く
普
通
免
許
状
の
授
与
（
同
法
第
５

条
の
２
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
く
新

教
育
領
域
の
追
加
の
定
め
を
含

む
。
）

 

略
 

 

5
0
4
?
教
育
職
員
免
許
法
第
５
条
第
３
項

の
規
定
に
基
づ
く
特
別
免
許
状
の
授

与
 

略
 

5
0
5
?
教
育
職
員
免
許
法
第
５
条
第
６
項

の
規
定
に
基
づ
く
臨
時
免
許
状
の
授

与
（
同
法
第
５
条
の
２
第
３
項
の
規

定
に
基
づ
く
新
教
育
領
域
の
追
加
の

定
め
を
含
む
。
）

 

略
 

5
0
6
～

5
0
8
 
略

 

附
 
則

 

 
 
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
（
文
書
学
事
課
）

 
 

 

  

  

5
0
8
の
２

 
略

 

      

 

     

 

    

 

5
0
9
～

5
1
7
 
略

 

あ
備
考

 
略

 

5
0
8
の
２

 
教
育
職
員
免
許
法
第
９
条
の

２
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
普
通
免

許
状
又
は
特
別
免
許
状
の
有
効
期
間

の
更
新
の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

3
,
3
0
0
円

 

5
0
8
の
３

 
教
育
職
員
免
許
法
第
９
条
の

２
第
５
項
の
規
定
に
基
づ
く
普
通
免

許
状
又
は
特
別
免
許
状
の
有
効
期
間

の
延
長
の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

2
,
0
0
0
円

 

5
0
8
の
４

 
略

 

5
0
8
の
５

 
教
育
職
員
免
許
法
及
び
教
育

公
務
員
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
平
成

1
9
年
法
律
第

9
8
号
）
附

則
第
２
条
第
２
項
又
は
第
３
項
第
３

号
の
規
定
に
基
づ
く
確
認
の
申
請
に

対
す
る
審
査

 

3
,
3
0
0
円

 

5
0
8
の
６

 
教
育
職
員
免
許
法
及
び
教
育

公
務
員
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
附
則
第
２
条
第
４
項
の
規
定
に

基
づ
く
修
了
確
認
期
限
の
延
期
の
申

請
に
対
す
る
審
査

 

2
,
0
0
0
円

 

5
0
8
の
７

 
教
育
職
員
免
許
法
及
び
教
育

公
務
員
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
附
則
第
２
条
第
５
項
の
規
定
に

基
づ
く
認
定
の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

3
,
3
0
0
円

 

5
0
9
～

5
1
7
 
略

 

あ
備
考

 
略
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附
 
則

 

 
 
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
（
文
書
学
事
課
）

 
 

 

  

  

5
0
8
の
２

 
略

 

      

 

     

 

    

 

5
0
9
～

5
1
7
 
略

 

あ
備
考

 
略

 

5
0
8
の
２

 
教
育
職
員
免
許
法
第
９
条
の

２
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
普
通
免

許
状
又
は
特
別
免
許
状
の
有
効
期
間

の
更
新
の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

3
,
3
0
0
円

 

5
0
8
の
３

 
教
育
職
員
免
許
法
第
９
条
の

２
第
５
項
の
規
定
に
基
づ
く
普
通
免

許
状
又
は
特
別
免
許
状
の
有
効
期
間

の
延
長
の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

2
,
0
0
0
円

 

5
0
8
の
４

 
略

 

5
0
8
の
５

 
教
育
職
員
免
許
法
及
び
教
育

公
務
員
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
平
成

1
9
年
法
律
第

9
8
号
）
附

則
第
２
条
第
２
項
又
は
第
３
項
第
３

号
の
規
定
に
基
づ
く
確
認
の
申
請
に

対
す
る
審
査

 

3
,
3
0
0
円

 

5
0
8
の
６

 
教
育
職
員
免
許
法
及
び
教
育

公
務
員
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
附
則
第
２
条
第
４
項
の
規
定
に

基
づ
く
修
了
確
認
期
限
の
延
期
の
申

請
に
対
す
る
審
査

 

2
,
0
0
0
円

 

5
0
8
の
７

 
教
育
職
員
免
許
法
及
び
教
育

公
務
員
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
附
則
第
２
条
第
５
項
の
規
定
に

基
づ
く
認
定
の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

3
,
3
0
0
円

 

5
0
9
～

5
1
7
 
略

 

あ
備
考

 
略

 

 

 

 
 

  
 

  
 

  
 

 
 

 
栃
木
県
条
例
第

3
4
号

 

 
 

 
 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
（
平
成

1
0
年
栃
木
県
条
例
第

3
4
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 

 
後

 
改

 
 

 
正

 
 

 
前

 

第
1
5
条

 
略

 

 

（
情
報
通
信
技
術
の
利
用
）

 

第
1
6
条

 
第
２
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
、
第
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
提

出
、
同
条
第
２
項
（
第
４
条
、
第
７
条
第
２
項
及
び
第

1
3
条
第
２
項
（
第

1
5
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
る
添
付
、
第
５
条
の
規
定
に
よ
る
提
出
、
第
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
、

第
８
条
（
第
９
条
及
び
第

1
4
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

る
提
出
、
第

1
0
条
（
第

1
5
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る

提
出
及
び
第

1
2
条
（
第

1
5
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る

提
出
（
以
下
「
提
出
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
規
則
で
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で

き
る
。

 

２
 
前
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
提
出
等
は
、
当

該
提
出
等
を
受
け
る
知
事
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
へ

の
記
録
が
さ
れ
た
時
に
知
事
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。
 

３
 
第
１
項
の
提
出
等
に
つ
い
て
は
、
栃
木
県
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推

進
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

1
6
年
栃
木
県
条
例
第
５
号
）
第
３
条
の
規
定
は
適
用
し

な
い
。

 

４
 
第
６
条
及
び
第

1
1
条
（
第

1
5
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
 

第
1
5
条

 
略

 

                   

よ
る
閲
覧
に
つ
い
て
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
書
面
等
（
情
報
通
信
技

術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

1
4
年
法
律
第

1
5
1
号
。
以
下

「
情
報
通
信
技
術
活
用
法
」
と
い
う
。
）
第
３
条
第
５
号
に
規
定
す
る
書
面
等
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
又
は
当
該
事
項

を
記
載
し
た
書
類
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

５
 
前
項
の
閲
覧
に
つ
い
て
は
、
栃
木
県
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等

に
関
す
る
条
例
第
５
条
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。
 

 

（
情
報
通
信
技
術
活
用
法
の
適
用
）

 

第
1
7
条

 
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第

7
4
条
に
規
定

す
る
提
出
及
び
届
出
に
つ
い
て
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
規
則
で
定
め

る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第

7
4
条
に
規
定
す
る

通
知
及
び
交
付
（
以
下
「
通
知
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
規
則
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
規
則
で
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う

こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
通
知
等
を
受
け
る
者
が
当
該
電
子
情
報
処
理
組
織

を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
受
け
る
旨
の
規
則
で
定
め
る
方
式
に
よ
る
表
示
を
す
る
場

合
に
限
る
。

 

３
 
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第

7
4
条
に
規
定
す
る

縦
覧
及
び
閲
覧
に
つ
い
て
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
書
面
等
に
係
る
電

磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
又
は
当
該
事
項
を
記
載
し
た
書
類
に
よ
り
行
う

こ
と
が
で
き
る
。

 

  
（
電
子
文
書
法
の
適
用
）

 

第
1
8
条

 
特
定
非
営
利
活
動
法
人
は
、
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け

る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成

1
6
年
法
律
第

1
4
9
号
。
以
下

「
電
子
文
書
法
」
と
い
う
。
）
第
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第

7
5
条
に
規
定

す
る

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
備
置
き
に
つ
い
て
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
書
面
（
電
子
文
書
法
第

 

 
 

                      

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
保
存
等
）

 

第
1
6
条

 
特
定
非
営
利
活
動
法
人
は
、
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け

る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成

1
6
年
法
律
第

1
4
9
号
。
以
下

「
電
子
文
書
法
」
と
い
う
。
）
第
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第

1
4
条
（
法
第

3
9
条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
備

置
き
、
法
第

2
8
条
第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
備
置
き
、
法
第

3
5
条
第
１
項

の
規
定
に
よ
る
備
置
き
、
法
第

5
4
条
第
１
項
（
法
第

6
2
条
（
法
第

6
3
条
第
５
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第

6
3
条
第
５
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
備
置
き
並
び
に
法
第

5
4
条
第
２
項
及
び
第
３
項
（
こ
れ
ら

の
規
定
を
法
第

6
2
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
規
定
に

よ
る
備
置
き
に
つ
い
て
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
書
面
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よ
る
閲
覧
に
つ
い
て
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
書
面
等
（
情
報
通
信
技

術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

1
4
年
法
律
第

1
5
1
号
。
以
下

「
情
報
通
信
技
術
活
用
法
」
と
い
う
。
）
第
３
条
第
５
号
に
規
定
す
る
書
面
等
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
又
は
当
該
事
項

を
記
載
し
た
書
類
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

５
 
前
項
の
閲
覧
に
つ
い
て
は
、
栃
木
県
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等

に
関
す
る
条
例
第
５
条
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。
 

 

（
情
報
通
信
技
術
活
用
法
の
適
用
）

 

第
1
7
条

 
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第

7
4
条
に
規
定

す
る
提
出
及
び
届
出
に
つ
い
て
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
規
則
で
定
め

る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第

7
4
条
に
規
定
す
る

通
知
及
び
交
付
（
以
下
「
通
知
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
規
則
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
規
則
で
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う

こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
通
知
等
を
受
け
る
者
が
当
該
電
子
情
報
処
理
組
織

を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
受
け
る
旨
の
規
則
で
定
め
る
方
式
に
よ
る
表
示
を
す
る
場

合
に
限
る
。

 

３
 
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第

7
4
条
に
規
定
す
る

縦
覧
及
び
閲
覧
に
つ
い
て
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
書
面
等
に
係
る
電

磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
又
は
当
該
事
項
を
記
載
し
た
書
類
に
よ
り
行
う

こ
と
が
で
き
る
。

 

  
（
電
子
文
書
法
の
適
用
）

 

第
1
8
条

 
特
定
非
営
利
活
動
法
人
は
、
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け

る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成

1
6
年
法
律
第

1
4
9
号
。
以
下

「
電
子
文
書
法
」
と
い
う
。
）
第
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第

7
5
条
に
規
定

す
る

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
備
置
き
に
つ
い
て
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
書
面
（
電
子
文
書
法
第

 

 
 

                      

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
保
存
等
）

 

第
1
6
条

 
特
定
非
営
利
活
動
法
人
は
、
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け

る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成

1
6
年
法
律
第

1
4
9
号
。
以
下

「
電
子
文
書
法
」
と
い
う
。
）
第
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第

1
4
条
（
法
第

3
9
条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
備

置
き
、
法
第

2
8
条
第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
備
置
き
、
法
第

3
5
条
第
１
項

の
規
定
に
よ
る
備
置
き
、
法
第

5
4
条
第
１
項
（
法
第

6
2
条
（
法
第

6
3
条
第
５
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第

6
3
条
第
５
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
備
置
き
並
び
に
法
第

5
4
条
第
２
項
及
び
第
３
項
（
こ
れ
ら

の
規
定
を
法
第

6
2
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
規
定
に

よ
る
備
置
き
に
つ
い
て
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
書
面

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

附
 
則

 

 
 
こ
の
条
例
は
、
令
和
４
年

1
2
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
（
県
民
文
化
課
）

 
 

 

 

２
条
第
３
号
に
規
定
す
る
書
面
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
保
存
に
代
え
て
当
該
書
 

面
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
保
存
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
特
定
非
営
利
活
動
法
人
は
、
電
子
文
書
法
第
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第

7
5
条
に
規
定
す
る

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
作
成

に
つ
い
て
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
書
面
の
作
成
に
代
え
て
当
該
書
面
に

係
る
電
磁
的
記
録
の
作
成
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

 

３
 
特
定
非
営
利
活
動
法
人
は
、
電
子
文
書
法
第
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第

7
5
条
に
規
定
す
る

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
閲
覧
に
つ
い
て
、
規

則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
書
面
の
縦
覧
等
に
代
え
て
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的

記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
又
は
当
該
事
項
を
記
載
し
た
書
類
の
縦
覧
等
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
。

 

 第
1
9
条

 
略

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
の
保
存
に
代
え
て
当
該
書

面
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
保
存
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
特
定
非
営
利
活
動
法
人
は
、
電
子
文
書
法
第
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第

1
4
条
の
規
定
に
よ
る
作
成
、
法
第

2
8
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
作
成
、
法
第

3
5
条
第

１
項
の
規
定
に
よ
る
作
成
及
び
法
第

5
4
条
第
２
項
及
び
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
作
成

に
つ
い
て
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
書
面
の
作
成
に
代
え
て
当
該
書
面
に

係
る
電
磁
的
記
録
の
作
成
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

 

３
 
特
定
非
営
利
活
動
法
人
は
、
電
子
文
書
法
第
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第

2
8
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
閲
覧
、
法
第

4
5
条
第
１
項
第
５
号
（
法
第

5
1
条
第
５
項

及
び
第

6
3
条
第
５
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
閲
覧
並

び
に
法
第

5
2
条
第
４
項
及
び
第
５
項
並
び
に
第

5
4
条
第
４
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法

第
6
2
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
閲
覧
に
つ
い
て
、
規

則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
書
面
の
縦
覧
等
に
代
え
て
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的

記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
又
は
当
該
事
項
を
記
載
し
た
書
類
の
縦
覧
等
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
。

 

 第
1
7
条

 
略
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附
 
則

 

 
 
こ
の
条
例
は
、
令
和
４
年

1
2
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
（
県
民
文
化
課
）

 
 

 

 

２
条
第
３
号
に
規
定
す
る
書
面
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
保
存
に
代
え
て
当
該
書

 

面
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
保
存
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
特
定
非
営
利
活
動
法
人
は
、
電
子
文
書
法
第
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第

7
5
条
に
規
定
す
る

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
作
成

に
つ
い
て
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
書
面
の
作
成
に
代
え
て
当
該
書
面
に

係
る
電
磁
的
記
録
の
作
成
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

 

３
 
特
定
非
営
利
活
動
法
人
は
、
電
子
文
書
法
第
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第

7
5
条
に
規
定
す
る

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
閲
覧
に
つ
い
て
、
規

則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
書
面
の
縦
覧
等
に
代
え
て
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的

記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
又
は
当
該
事
項
を
記
載
し
た
書
類
の
縦
覧
等
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
。

 

 第
1
9
条

 
略

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
の
保
存
に
代
え
て
当
該
書

面
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
保
存
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
特
定
非
営
利
活
動
法
人
は
、
電
子
文
書
法
第
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第

1
4
条
の
規
定
に
よ
る
作
成
、
法
第

2
8
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
作
成
、
法
第

3
5
条
第

１
項
の
規
定
に
よ
る
作
成
及
び
法
第

5
4
条
第
２
項
及
び
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
作
成

に
つ
い
て
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
書
面
の
作
成
に
代
え
て
当
該
書
面
に

係
る
電
磁
的
記
録
の
作
成
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

 

３
 
特
定
非
営
利
活
動
法
人
は
、
電
子
文
書
法
第
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第

2
8
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
閲
覧
、
法
第

4
5
条
第
１
項
第
５
号
（
法
第

5
1
条
第
５
項

及
び
第

6
3
条
第
５
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
閲
覧
並

び
に
法
第

5
2
条
第
４
項
及
び
第
５
項
並
び
に
第

5
4
条
第
４
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法

第
6
2
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
閲
覧
に
つ
い
て
、
規

則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
書
面
の
縦
覧
等
に
代
え
て
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的

記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
又
は
当
該
事
項
を
記
載
し
た
書
類
の
縦
覧
等
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
。

 

 第
1
7
条

 
略

 

 

 

 
 

  
 

  
 

  
 

 
 

 
栃
木
県
条
例
第

3
5
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
道
路
占
用
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

栃
木
県
道
路
占
用
料
徴
収
条
例
（
昭
和

2
8
年
栃
木
県
条
例
第

3
6
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 

 
後

 
改

 
 

 
正

 
 

 
前

 

別
表
（
第
２
条
関
係
）

 

占
 
用

 
物

 
件

 

占
 
用

 
料
（
単
位

 
円
）

 

単
 
位

 

所
 
在

 
地

 

第
３

級
地

 

第
４

級
地

 

第
５

級
地

 

略
 

令
第
７
条
第
２
号
に
掲
げ
る
工
作
物

 
占
用
面

積
１
平

方
メ
ー

ト
ル
に

つ
き
１

年
 

略
 

令
第
７
条
第
３
号
に
掲
げ
る
施
設

 
Ａ
×

0
.
0
3
3
 

略
 

令
第
７
条
第

８
号
に
掲
げ

る
施
設

 

略
 

占
用
面

積
１
平

方
メ
ー

 

ト
ル
に

つ
き
１

年
 

略
 

略
 

略
 

令
第
７
条
第

1
3
号
に
掲
げ

略
 

略
 

 

別
表
（
第
２
条
関
係
）

 

占
 
用

 
物

 
件

 

占
 
用

 
料
（
単
位

 
円
）

 

単
 
位

 

所
 
在

 
地

 

第
３

級
地

 

第
４

級
地

 

第
５

級
地

 

略
 

令
第
７
条
第
２
号
に
掲
げ
る
工
作
物

 
占
用
面

積
１
平

方
メ
ー

ト
ル
に

つ
き
１

年
 

略
 

 
 

略
 

令
第
７
条
第

８
号
に
掲
げ

る
施
設

 

略
 

占
用
面

積
１
平

方
メ
ー

 

ト
ル
に

つ
き
１

年
 

略
 

略
 

略
 

令
第
７
条
第

1
3
号
に
掲
げ

略
 

略
 

附
 
則

 

 
 
こ
の
条
例
は
、
令
和
４
年

1
1
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
（
道
路
保
全
課
）

 
 

 

 

る
施
設

 

令
第
７
条
第

1
4
号
に
掲
げ
る
施
設

 
Ａ
×

0
.
0
3
3
 

備
考

 
略

 

る
施
設

 

 
 

 
 

備
考

 
略
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附
 
則

 

 
 
こ
の
条
例
は
、
令
和
４
年

1
1
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
（
道
路
保
全
課
）

 
 

 

 

る
施
設

 

令
第
７
条
第

1
4
号
に
掲
げ
る
施
設

 
Ａ
×

0
.
0
3
3
 

備
考

 
略

 

る
施
設

 

 
 

 
 

備
考

 
略

 

 

       
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
栃
木
県
条
例
第

3
6
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
建
築
基
準
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

 
（

栃
木

県
建

築
基

準
条

例
の

一
部

改
正

）
 

第
１
条

 
栃

木
県

建
築

基
準

条
例

（
昭

和
5
7
年

栃
木

県
条

例
第

２
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

 
次

の
表

の
改

正
前

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

を
同

表
の

改
正

後
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
に

下
線

で
示

す
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

（
栃

木
県

手
数

料
条

例
の

一
部

改
正

）
 

第
２
条

 
栃

木
県

手
数

料
条

例
（

昭
和

3
1
年

栃
木

県
条

例
第

１
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
下

線
で

示
す

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

改
 

 
 

正
 

 
 

後
 

改
 

 
 

正
 

 
 

前
 

（
仮

設
建

築
物

等
に

対
す

る
制

限
の

緩
和

）
 

第
4
5
条

 
こ

の
条

例
の

規
定

は
、

法
第

8
5
条

第
６

項
若

し
く

は
第

７
項

の
規

定
に

よ
る

許
可

を
受

け
た

仮
設

建
築

物
又

は
法

第
8
7
条

の
３

第
６

項
若

し
く

は
第

７
項

の
規

定

に
よ

る
許

可
を

受
け

た
建

築
物

に
つ

い
て

は
、

適
用

し
な

い
。

 

（
仮

設
建

築
物

等
に

対
す

る
制

限
の

緩
和

）
 

第
4
5
条

 
こ

の
条

例
の

規
定

は
、

法
第

8
5
条

第
５

項
若

し
く

は
第

６
項

の
規

定
に

よ
る

許
可

を
受

け
た

仮
設

建
築

物
又

は
法

第
8
7
条

の
３

第
５

項
若

し
く

は
第

６
項

の
規

定

に
よ

る
許

可
を

受
け

た
建

築
物

に
つ

い
て

は
、

適
用

し
な

い
。

 

改
 

 
 

正
 

 
 

後
 

改
 

 
 

正
 

 
 

前
 

別
表
第
１

（
第

２
条

、
第

３
条

、
第

５
条

関
係

）
 

？
事

務
？

 
？

金
額

？
 

１
～

4
4
9
a
略

 

4
5
0
a
建

築
基

準
法

第
8
5
条

第
６

項
の

規

定
に

基
づ

く
仮

設
建

築
物

の
建

築
の

許
可

の
申

請
に

対
す

る
審

査
 

略
 

4
5
0
の

２
a
建

築
基

準
法

第
8
5
条

第
７

項

の
規

定
に

基
づ

く
仮

設
建

築
物

の
建

築
の

許
可

の
申

請
に

対
す

る
審

査
 

略
 

別
表
第
１

（
第

２
条

、
第

３
条

、
第

５
条

関
係

）
 

？
事

務
？

 
？

金
額

？
 

１
～

4
4
9
a
略

 

4
5
0
a
建

築
基

準
法

第
8
5
条

第
５

項
の

規

定
に

基
づ

く
仮

設
建

築
物

の
建

築
の

許
可

の
申

請
に

対
す

る
審

査
 

略
 

4
5
0
の

２
a
建

築
基

準
法

第
8
5
条

第
６

項

の
規

定
に

基
づ

く
仮

設
建

築
物

の
建

築
の

許
可

の
申

請
に

対
す

る
審

査
 

略
 

（
栃

木
県

知
事

の
権

限
に

属
す

る
事

務
の

処
理

の
特

例
に

関
す

る
条

例
の

一
部

改
正

）
 

第
３
条

 
栃

木
県

知
事

の
権

限
に

属
す

る
事

務
の

処
理

の
特

例
に

関
す

る
条

例
（

平
成

1
1
年

栃
木

県
条

例
第

3
1
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

 
次

の
表

の
改

正
前

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

を
同

表
の

改
正

後
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
に

下
線

で
示

す
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

4
5
1
～

4
5
5
の

３
の

３
 
 
略

 

4
5
5
の

３
の

４
 
建

築
基

準
法

第
8
7
条

の

３
第

６
項

の
規

定
に

基
づ

く
建

築
物

の
一

時
的

な
使

用
に

係
る

許
可

の
申

請
に

対
す

る
審

査
 

略
 

4
5
5
の

３
の

５
 
建

築
基

準
法

第
8
7
条

の

３
第

７
項

の
規

定
に

基
づ

く
建

築
物

の
一

時
的

な
使

用
に

係
る

許
可

の
申

請
に

対
す

る
審

査
 

略
 

4
5
5
の

４
～

5
1
7
 

略
 

あ
備

考
 
略

 

4
5
1
～

4
5
5
の

３
の

３
 
 
略

 

4
5
5
の

３
の

４
a
建

築
基

準
法

第
8
7
条

の

３
第

５
項

の
規

定
に

基
づ

く
建

築
物

の
一

時
的

な
使

用
に

係
る

許
可

の
申

請
に

対
す

る
審

査
 

略
 

4
5
5
の

３
の

５
a
建

築
基

準
法

第
8
7
条

の

３
第

６
項

の
規

定
に

基
づ

く
建

築
物

の
一

時
的

な
使

用
に

係
る

許
可

の
申

請
に

対
す

る
審

査
 

略
 

4
5
5
の

４
～

5
1
7
 

略
 

あ
備

考
 

略
 

改
 

 
 

正
 

 
 

後
 

改
 

 
 

正
 

 
 

前
 

別
表
第
１

（
第

２
条

、
第

３
条

関
係

）
 

１
～

3
6
の

２
 

略
 

 

3
7
 

建
築

基
準

法
（

昭
和

2
5
年

法
律

第
2
0
1
号

。
以

下
こ

の
項

に

お
い

て
「

法
」

と
い

う
。

）
、

建
築

基
準

法
施

行
令

（
昭

和
2
5

年
政

令
第

3
3
8
号

。
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
政

令
」

と
い

う
。

）
及

び
法

の
施

行
の

た
め

の
規

則
に

基
づ

く
事

務
の

う

ち
、

次
に

掲
げ

る
も

の
 

(
1
)
～
(
5
2
)
ｱ
略

 

(
5
3
)
あ

法
第

8
5
条

第
６

項
の

規
定

に
よ

る
許

可
の

申
請

の
受

理
 

 
等

 

(
5
4
)
 

法
第

8
5
条

第
７

項
の

規
定

に
よ

る
許

可
の

申
請

の
受

理
 

 
等

 

(
5
5
)
～

(
9
5
)
 

略
 

(
9
6
)
 

法
第

8
7
条

の
３

第
６

項
の

規
定

に
よ

る
許

可
の

申
請

の
 

受
理

等
 

略
 

別
表
第
１

（
第

２
条

、
第

３
条

関
係

）
 

１
～

3
6
の

２
 

略
 

 

3
7
 

建
築

基
準

法
（

昭
和

2
5
年

法
律

第
2
0
1
号

。
以

下
こ

の
項

に

お
い

て
「

法
」

と
い

う
。

）
、

建
築

基
準

法
施

行
令

（
昭

和
2
5

年
政

令
第

3
3
8
号

。
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
政

令
」

と
い

う
。

）
及

び
法

の
施

行
の

た
め

の
規

則
に

基
づ

く
事

務
の

う

ち
、

次
に

掲
げ

る
も

の
 

(
1
)
～

(
5
2
)
ｱ
略

 

(
5
3
)
あ

法
第

8
5
条

第
５

項
の

規
定

に
よ

る
許

可
の

申
請

の
受

理
 

 
等

 

(
5
4
)
 

法
第

8
5
条

第
６

項
の

規
定

に
よ

る
許

可
の

申
請

の
受

理
 

 
等

 

(
5
5
)
～

(
9
5
)
 

略
 

(
9
6
)
 

法
第

8
7
条

の
３

第
５

項
の

規
定

に
よ

る
許

可
の

申
請

の
 

受
理

等
 

略
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（
栃

木
県

知
事

の
権

限
に

属
す

る
事

務
の

処
理

の
特

例
に

関
す

る
条

例
の

一
部

改
正

）
 

第
３
条

 
栃

木
県

知
事

の
権

限
に

属
す

る
事

務
の

処
理

の
特

例
に

関
す

る
条

例
（

平
成

1
1
年

栃
木

県
条

例
第

3
1
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

 
次

の
表

の
改

正
前

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

を
同

表
の

改
正

後
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
に

下
線

で
示

す
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

4
5
1
～

4
5
5
の

３
の

３
 
 
略

 

4
5
5
の

３
の

４
 
建

築
基

準
法

第
8
7
条

の

３
第

６
項

の
規

定
に

基
づ

く
建

築
物

の
一

時
的

な
使

用
に

係
る

許
可

の
申

請
に

対
す

る
審

査
 

略
 

4
5
5
の

３
の

５
 
建

築
基

準
法

第
8
7
条

の

３
第

７
項

の
規

定
に

基
づ

く
建

築
物

の
一

時
的

な
使

用
に

係
る

許
可

の
申

請
に

対
す

る
審

査
 

略
 

4
5
5
の

４
～

5
1
7
 

略
 

あ
備

考
 

略
 

4
5
1
～

4
5
5
の

３
の

３
 
 
略

 

4
5
5
の

３
の

４
a
建

築
基

準
法

第
8
7
条

の

３
第

５
項

の
規

定
に

基
づ

く
建

築
物

の
一

時
的

な
使

用
に

係
る

許
可

の
申

請
に

対
す

る
審

査
 

略
 

4
5
5
の

３
の

５
a
建

築
基

準
法

第
8
7
条

の

３
第

６
項

の
規

定
に

基
づ

く
建

築
物

の
一

時
的

な
使

用
に

係
る

許
可

の
申

請
に

対
す

る
審

査
 

略
 

4
5
5
の

４
～

5
1
7
 

略
 

あ
備

考
 

略
 

改
 

 
 

正
 

 
 

後
 

改
 

 
 

正
 

 
 

前
 

別
表
第
１

（
第

２
条

、
第

３
条

関
係

）
 

１
～

3
6
の

２
 

略
 

 

3
7
 

建
築

基
準

法
（

昭
和

2
5
年

法
律

第
2
0
1
号

。
以

下
こ

の
項

に

お
い

て
「

法
」

と
い

う
。

）
、

建
築

基
準

法
施

行
令

（
昭

和
2
5

年
政

令
第

3
3
8
号

。
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
政

令
」

と
い

う
。

）
及

び
法

の
施

行
の

た
め

の
規

則
に

基
づ

く
事

務
の

う

ち
、

次
に

掲
げ

る
も

の
 

(
1
)
～

(
5
2
)
ｱ
略

 

(
5
3
)
あ

法
第

8
5
条

第
６

項
の

規
定

に
よ

る
許

可
の

申
請

の
受

理
 

 
等

 

(
5
4
)
 

法
第

8
5
条

第
７

項
の

規
定

に
よ

る
許

可
の

申
請

の
受

理
 

 
等

 

(
5
5
)
～

(
9
5
)
 

略
 

(
9
6
)
 

法
第

8
7
条

の
３

第
６

項
の

規
定

に
よ

る
許

可
の

申
請

の
 

受
理

等
 

略
 

別
表
第
１

（
第

２
条

、
第

３
条

関
係

）
 

１
～

3
6
の

２
 

略
 

 

3
7
 

建
築

基
準

法
（

昭
和

2
5
年

法
律

第
2
0
1
号

。
以

下
こ

の
項

に

お
い

て
「

法
」

と
い

う
。

）
、

建
築

基
準

法
施

行
令

（
昭

和
2
5

年
政

令
第

3
3
8
号

。
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
政

令
」

と
い

う
。

）
及

び
法

の
施

行
の

た
め

の
規

則
に

基
づ

く
事

務
の

う

ち
、

次
に

掲
げ

る
も

の
 

(
1
)
～

(
5
2
)
ｱ
略

 

(
5
3
)
あ

法
第

8
5
条

第
５

項
の

規
定

に
よ

る
許

可
の

申
請

の
受

理
 

 
等

 

(
5
4
)
 

法
第

8
5
条

第
６

項
の

規
定

に
よ

る
許

可
の

申
請

の
受

理
 

 
等

 

(
5
5
)
～

(
9
5
)
 

略
 

(
9
6
)
 

法
第

8
7
条

の
３

第
５

項
の

規
定

に
よ

る
許

可
の

申
請

の
 

受
理

等
 

略
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

附
 
則

 

 
 

こ
の

条
例

は
、

公
布

の
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

（
建

築
課

）
 

 

 

(
9
7
)
 

法
第

8
7
条
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